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序
　
文

　
多
賀
城
市
で
は
、
市
内
各
地
域
に
存
在
す
る
歴
史
資
料
の
保
全
を
図
る
た
め
、
平
成
二
四
年
度
か
ら
、
市
内
全
域
を
対
象
と

し
た
文
化
財
調
査
に
着
手
い
た
し
ま
し
た
。
本
市
は
、
江
戸
時
代
に
一
三
の
村
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
村
ご
と
の
調
査

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
成
果
は
、
平
成
二
五
年
度
に
旧
八
幡
村
を
対
象
と
し
た
一
冊
目
の
報
告
書
を
刊
行
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
年
度
も
引

き
続
き
同
地
域
の
調
査
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
本
書
は
そ
の
成
果
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
旧
八
幡
村
地
域
は
、
江
戸
時
代
に
領
主
で
あ
っ
た
天
童
氏
が
在
郷
屋
敷
を
構
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
寺
社
や
道
路
、
道
端
の

石
碑
に
当
時
の
面
影
を
多
く
残
し
て
お
り
ま
す
。
幸
い
地
域
の
多
く
の
方
々
に
御
協
力
い
た
だ
き
、
中
世
か
ら
近
・
現
代
に
至

る
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
貴
重
な
資
料
を
多
数
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
の
方
々
か
ら
の
聞

き
取
り
調
査
で
は
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
行
事
や
習
慣
、
契
約
講
の
内
容
な
ど
具
体
的
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
文
化
財
調
査
は
、
古
代
か
ら
近
世
・
近
現
代
へ
と
至
る
地
域
の
歴
史
の
歩
み
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
も
の
で
あ

り
、
今
後
も
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
本
書
を
御
一
読
い
た
だ
き
、
地
域
の
歴
史
の
豊
か
さ
や
個
性
、
ま
た

そ
の
重
要
性
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
調
査
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
対
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
平
成
二
七
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
賀
城
市
教
育
委
員
会

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教 

育 

長

　
菊
地

　
昭
吾
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例
　
　
言

一
　
本
書
は
、
多
賀
城
市
内
全
域
を
対
象
と
し
た
歴
史
・
民
俗
資
料
調
査
の
報
告
書

　
で
あ
り
、
そ
の
第
二
冊
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
本
書
は
、
平
成
二
六
年
度
「
文
化
庁
　
文
化
遺
産
を
活
か
し
た
地
域
活
性
化
事

　
業
」
の
採
択
を
受
け
て
作
成
し
た
。

三
　
本
書
で
対
象
と
し
た
の
は
江
戸
時
代
の
八
幡
村
地
域
で
あ
り
、
現
在
の
多
賀
城

　
市
八
幡
、
町
前
、
宮
内
、
明
月
、
桜
木
で
あ
る
。

四
　
調
査
は
平
成
二
五
・
二
六
年
度
に
実
施
し
、
文
化
財
課
文
化
財
係
の
千
葉
孝
弥
、

　
瀧
川
ち
か
こ
、
鈴
木
孝
行
、
菊
地
千
夏
（
平
成
二
五
年
度
）、
半
澤
経
明
（
同
上
）、

　
菅
原
祐
子
（
平
成
二
六
年
度
）、
早
坂
優
子
（
同
上
）
が
担
当
し
た
。

　
　
ま
た
、
神
社
建
築
に
つ
い
て
は
小
山
祐
司
氏
（
東
北
工
業
大
学
）、
仏
像
に
つ

　
い
て
は
長
坂
一
郎
氏
、
岡
田
　
靖
氏
、
石
井
紀
子
氏
（
東
北
芸
術
工
科
大
学
）、　

　
絵
画
に
つ
い
て
は
佐
藤
　
琴
氏
（
山
形
大
学
）
供
養
碑
等
の
石
材
に
つ
い
て
は
永

　
広
昌
之
氏
（
東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
館
協
力
研
究
員
）
に
調
査
を
依
頼
し
、
そ

　
の
成
果
は
附
章
と
し
て
収
録
し
た
。

五
　
本
書
は
、
千
葉
、
瀧
川
、
菅
原
、
早
坂
が
執
筆
し
た
。
分
担
は
、
一
～
五
、九

　
が
千
葉
、
六
が
菅
原
・
早
坂
、
七
・
八
が
瀧
川
で
あ
り
、
編
集
は
鈴
木
が
行
っ
た
。

六
　
調
査
に
関
す
る
諸
記
録
及
び
資
料
は
、
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
で
保
管
し
て
い

　
る
。

七
　
本
書
の
作
成
に
あ
た
り
、
下
記
の
方
々
よ
り
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

　
阿
部
裕
美
子
（
天
童
市
教
育
委
員
会
）、
城
戸
康
利
　
山
村
信
榮
　
中
島
恒
次
郎

　
井
上
信
正
　
高
橋
　
学
（
太
宰
府
市
教
育
委
員
会
）、
入
間
田
宣
夫
（
東
北
大
学

　
名
誉
教
授
）、
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
）、
藤
田
昌
信
（
出
羽
三

　
山
博
物
館
）、
矢
吹
海
慶
（
妙
法
寺
）、
一
般
財
団
法
人
斎
藤
報
恩
会
、
岡
山
県
立

　
美
術
館
、
塩
竈
市
教
育
委
員
会
、
鹽
竈
神
社
、
仙
台
市
博
物
館
、
善
応
寺
、
天
童

　
市
教
育
委
員
会
、
東
北
芸
術
工
科
大
学
、
東
北
歴
史
博
物
館
、
東
北
大
学
総
合
学

　
術
博
物
館
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
、
八
幡
神
社
、
不
磷
寺
、
宝
国
寺
、
宮
城
県

　
公
文
書
館
、
本
間
美
術
館
、
山
形
大
学
、
渡
邉
建
業

　
　
ま
た
、
資
料
調
査
及
び
そ
の
成
果
の
公
開
に
つ
い
て
御
快
諾
い
た
だ
い
た
方
々

　
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
情
報
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
方
々
、
調
査
に
際
し
現
地
で

　
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
方
々
な
ど
、
こ
こ
に
お
名
前
を
列
記
す
る
こ
と
は
で
き
な

　
い
が
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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第１図　調査対象地位置図（上：平成 25 年地図　下：昭和６年地図）
1

第
一
章
　
考
古
資
料

　
現
在
、
多
賀
城
市
に
は
特
別
史
跡
多
賀
城
跡
附
寺
跡
を
は
じ
め
、
三
七
ヶ
所
の
埋

蔵
文
化
財
包
蔵
地
（
遺
跡
）
が
あ
る
。
そ
の
内
、
旧
八
幡
村
地
域
に
は
八
幡
館
跡
、

八
幡
沖
遺
跡
、
桜
木
遺
跡
、
東
原
遺
跡
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
部
分
的
に
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
年
代
や
性
格
を
知
る
上
で
の
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
て
い
る
。

一
　
八
幡
館
跡

　
八
幡
館
跡
は
、
砂
押
川
南
岸
に
接
す
る
低
丘
陵
上
に
構
築
さ
れ
た
館
跡
で
あ
る
。

丘
陵
周
辺
に
古
代
の
土
器
も
分
布
す
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
七
年
の
分
布
調
査
で
は

「
古
館
遺
跡
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
館
跡
の
中
心
は
標
高
一
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
の
小
字
「
本
丸
」
で
あ
り
、
東
西

六
〇
メ
ー
ト
ル
、南
北
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
平
場
と
な
っ
て
い
る
。現
在
浄
水
場
と
な
っ

て
お
り
、
地
形
が
改
変
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
高
い
。
そ
の
南
西
に
東
西
六
〇
メ
ー
ト
ル
、

南
北
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
残
丘
が
あ
り
、
本
来

は
本
丸
の
平
場
と
つ
な
が
っ
て
い
た
も
の

が
、
土
取
工
事
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
残
丘
は
曲
輪
や

腰
曲
輪
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
南
東
隅
か
ら

南
辺
に
か
け
て
は
人
工
的
に
成
形
さ
れ
て
急

斜
面
と
な
っ
て
お
り
、
南
辺
の
一
段
下
が
っ

た
と
こ
ろ
に
は
小
さ
な
平
場
と
土
塁
状
の
高

ま
り
が
あ
っ
た
と
い
う
。
館
の
範
囲
は
、
本

丸
を
中
心
に
東
西
・
南
北
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
宝
国
寺
裏

手
の
通
称
「
古
館
」
も
そ
の
範
囲
に
含
め
、
丘
陵
全
体
に
広
が
る
と
捉
え
れ
ば
、
東

西
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
と
な
る
（
藤
沼
ほ
か
　
一
九
八
一
）。

　
こ
れ
ま
で
七
回
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
第
一
・
三
次
調
査
で
は
空
堀
、
第

七
次
調
査
で
は
通
路
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
発
掘
調
査
で
は
常
滑
窯
産
の
無
釉
陶
器
甕
、
古
瀬
戸
の
瓶
子
、
深
皿
、
中
国
製
の

白
磁
皿
、
か
わ
ら
け
、
瓦
質
土
器
火
鉢
等
が
出
土
し
て
お
り
、
採
集
資
料
と
し
て
中

国
製
の
青
花
皿
も
あ
る
。
年
代
的
に
は
一
五
・
一
六
世
紀
の
も
の
が
多
い
。
空
堀
は

一
六
世
紀
以
降
の
あ
る
時
点
で
人
為
的
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

　
古
代
の
遺
構
と
し
て
は
、
第
一
次
調
査
に
お
い
て
平
安
時
代
の
竪
穴
住
居
が
一
棟

発
見
さ
れ
、
紡
錘
車
や
製
塩
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
詳
細
な
年
代
は
不
明

で
あ
る
が
、
第
二
次
調
査
に
お
い
て
も
竪
穴
住
居
が
一
棟
発
見
さ
れ
て
い
る
（
多

賀
城
市
教
育
委
員
会
　
二
〇
〇
五
）。
第
六
次
調
査
で
は
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
中

頃
に
か
け
て
の
竪
穴
住
居
が
二
棟
発
見
さ
れ
て
い
る
（
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
　

二
〇
一
一
）。

二
　
八
幡
沖
遺
跡

　
八
幡
沖
遺
跡
は

市
内
で
最
も
南
側

に
位
置
す
る
遺
跡

で
あ
り
、
海
岸
線

に
沿
っ
て
形
成
さ

れ
た
浜
堤
（
微
高

地
）
上
に
立
地
し

て
い
る
。

八幡館跡航空写真

八幡館跡本丸付近（東より）
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所
の
埋

蔵
文
化
財
包
蔵
地
（
遺
跡
）
が
あ
る
。
そ
の
内
、
旧
八
幡
村
地
域
に
は
八
幡
館
跡
、

八
幡
沖
遺
跡
、
桜
木
遺
跡
、
東
原
遺
跡
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
部
分
的
に
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
年
代
や
性
格
を
知
る
上
で
の
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
て
い
る
。

一
　
八
幡
館
跡

　
八
幡
館
跡
は
、
砂
押
川
南
岸
に
接
す
る
低
丘
陵
上
に
構
築
さ
れ
た
館
跡
で
あ
る
。

丘
陵
周
辺
に
古
代
の
土
器
も
分
布
す
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
七
年
の
分
布
調
査
で
は

「
古
館
遺
跡
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
館
跡
の
中
心
は
標
高
一
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
の
小
字
「
本
丸
」
で
あ
り
、
東
西

六
〇
メ
ー
ト
ル
、南
北
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
平
場
と
な
っ
て
い
る
。現
在
浄
水
場
と
な
っ

て
お
り
、
地
形
が
改
変
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
高
い
。
そ
の
南
西
に
東
西
六
〇
メ
ー
ト
ル
、

南
北
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
残
丘
が
あ
り
、
本
来

は
本
丸
の
平
場
と
つ
な
が
っ
て
い
た
も
の

が
、
土
取
工
事
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
残
丘
は
曲
輪
や

腰
曲
輪
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
南
東
隅
か
ら

南
辺
に
か
け
て
は
人
工
的
に
成
形
さ
れ
て
急

斜
面
と
な
っ
て
お
り
、
南
辺
の
一
段
下
が
っ

た
と
こ
ろ
に
は
小
さ
な
平
場
と
土
塁
状
の
高

ま
り
が
あ
っ
た
と
い
う
。
館
の
範
囲
は
、
本

丸
を
中
心
に
東
西
・
南
北
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
宝
国
寺
裏

手
の
通
称
「
古
館
」
も
そ
の
範
囲
に
含
め
、
丘
陵
全
体
に
広
が
る
と
捉
え
れ
ば
、
東

西
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
と
な
る
（
藤
沼
ほ
か
　
一
九
八
一
）。

　
こ
れ
ま
で
七
回
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
第
一
・
三
次
調
査
で
は
空
堀
、
第

七
次
調
査
で
は
通
路
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
発
掘
調
査
で
は
常
滑
窯
産
の
無
釉
陶
器
甕
、
古
瀬
戸
の
瓶
子
、
深
皿
、
中
国
製
の

白
磁
皿
、
か
わ
ら
け
、
瓦
質
土
器
火
鉢
等
が
出
土
し
て
お
り
、
採
集
資
料
と
し
て
中

国
製
の
青
花
皿
も
あ
る
。
年
代
的
に
は
一
五
・
一
六
世
紀
の
も
の
が
多
い
。
空
堀
は

一
六
世
紀
以
降
の
あ
る
時
点
で
人
為
的
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

　
古
代
の
遺
構
と
し
て
は
、
第
一
次
調
査
に
お
い
て
平
安
時
代
の
竪
穴
住
居
が
一
棟

発
見
さ
れ
、
紡
錘
車
や
製
塩
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
詳
細
な
年
代
は
不
明

で
あ
る
が
、
第
二
次
調
査
に
お
い
て
も
竪
穴
住
居
が
一
棟
発
見
さ
れ
て
い
る
（
多

賀
城
市
教
育
委
員
会
　
二
〇
〇
五
）。
第
六
次
調
査
で
は
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
中

頃
に
か
け
て
の
竪
穴
住
居
が
二
棟
発
見
さ
れ
て
い
る
（
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
　

二
〇
一
一
）。

二
　
八
幡
沖
遺
跡

　
八
幡
沖
遺
跡
は

市
内
で
最
も
南
側

に
位
置
す
る
遺
跡

で
あ
り
、
海
岸
線

に
沿
っ
て
形
成
さ

れ
た
浜
堤
（
微
高

地
）
上
に
立
地
し

て
い
る
。

八幡館跡航空写真
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昭
和
三
七
年
八
月
に
分
布
調
査
が
行
わ
れ
、
は
じ
め
「
沖
の
井
八
幡
神
社
遺
跡
」

と
呼
ば
れ
た
。
当
時
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
カ
ー
ド
に
よ
れ
ば
「
八
幡
地
区
に
存
在

す
る
沖
の
井
八
幡
神
社
の
境
内
並
び
に
そ
の
周
辺
に
あ
る
遺
物
散
布
地
を
言
う
の
で

あ
っ
て
、
奈
良
末
、
平
安
初
期
の
土
師
器
片
が
一
面
に
散
布
す
る
面
積
は
神
社
を
中

心
に
五
〇
〇
米
平
方
に
渉
っ
て
い
る
。」
と
あ
る
。
九
・
一
〇
世
紀
頃
の
土
師
器
な
ど

が
採
集
さ
れ
、
集
落
跡
と
考
え
ら
れ
た
。

　
昭
和
四
七
年
の
分
布
調
査
で
は
、
神
社
の
参
道
に
沿
っ
て
、
そ
の
南
側
に
土
塁
状

の
高
ま
り
の
存
在
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
幅
四
～
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
一
、五
メ
ー

ト
ル
で
東
西
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
と
さ
れ
て
お
り
、
年
代
や
性
格
は
不
明
と

さ
れ
て
い
る
。

　
本
遺
跡
は
昭
和
六
二
年
か

ら
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
平

安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か

け
て
の
溝
跡
等
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。
古
代
か
ら
近
世
に

か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
あ
り
、

そ
の
範
囲
は
さ
ら
に
広
が
る

可
能
性
が
あ
る
。

三
　
桜
木
遺
跡

　
桜
木
遺
跡
は
桜
木
二
丁
目

に
所
在
す
る
。
一
帯
は
平
坦

な
沖
積
地
で
あ
り
、
遺
跡
と

し
て
の
範
囲
は
東
西
・
南
北
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3

約
七
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
遺
物
等
は
一
切
採
集
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宅
地
化
さ
れ

た
一
角
に
、
幅
約
四
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
一
、三
メ
ー
ト
ル
の
土
塁
状
の
高
ま
り
が

南
北
約
一
八
、二
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
延
び
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
館
跡
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。

　
平
成
二
〇
年
、
住
宅
建
設
に
伴
い
、
一
部
発
掘
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
土
塁
状

の
高
ま
り
は
近
代
以
降
の
盛
土
の
上
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

（
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
　
二
〇
〇
九
）。

四
　
東
原
遺
跡

　
東
原
遺
跡
は
栄
三
丁
目
に
所
在
す
る
。
地
形
的
に
は
自
然
堤
防
上
に
立
地
し
て
お

り
、
そ
の
範
囲
は
東
西
約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て

い
る
。
源
義
家
が
陣
を
構
え
た
と
の
伝
承
（
三
塚
・
吉
川
ほ
か
　
一
九
三
三
）
が
あ

る
小
字
「
方
八
丁
」
囲
の
南
西
隅
に
あ
た
る
。
東
北
地
方
に
お
い
て
、
方
八
丁
地
名

は
志
波
城
跡
や
胆
沢
城
跡
に
あ
り
、
律
令
時
代
陸
奥
国
に
お
い
て
計
画
的
に
建
設
さ

れ
た
集
落
と
す
る
考
え
も
あ
る
（
木
下
　
一
九
七
一
）

　
現
在
は
一
帯
が
工
場
用
地
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
遺
跡
と
し
て
の
景
観
は
失
わ
れ

て
い
る
。
昭
和
四
八
年
四
月
の
分
布
調
査
で
は
、
畑
地
に
多
数
の
土
器
の
散
布
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
奈
良
・
平
安
時
代
を
中
心
と
す
る
遺
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

①　八幡神社　◆　 ⑩　八幡橋南袂◆

②　萩原神社　　　 ⑪　明月壇　　◆　

③　喜太郎稲荷◆　 ⑫　沖　　　　◆

④　不磷寺　　◆　 ⑬　沖地蔵　　　　

⑤　寶國寺　　◆　 ⑭　天童家墓所

⑥　馬場　　　◆　 ⑮　八幡館跡

⑦　居家前　　◆　 ⑯　東原遺跡

⑧　中原　　　◆　 ⑰　桜木遺跡

⑨　庚田　　　◆　 ⑱　八幡沖遺跡
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第
二
章

　
社
寺
仏
閣

　
安
永
三
年
九
月
、
八
幡
村
仮
肝
入
榮
吉
が
提
出
し
た
「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
よ

れ
ば
、
八
幡
村
に
は
神
社
が
四
、
仏
閣
が
二
、
寺
が
四
、
修
験
が
一
と
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
が
所
在
す
る
所
の
小
名
や
勧
請
に
関
わ
る
由
来
、
施
設
の
概
要
等
に
つ
い
て
報

告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
に
そ
れ
ら
の
半
数
以
上
は
廃
絶
し
、

現
存
す
る
も
の
は
、神
社
が
二
社（
八
幡
神
社
、喜
太
郎
稲
荷
神
社
）、寺
院
が
二
寺（
宝

国
寺
、
不
磷
寺
）
と
な
っ
て
い
る
。

一
　
神
社

八
幡
社
（
沖
八
幡
）

　
多
賀
城
市
明
月
一
丁
目
（
旧
表
示
で
は
八
幡
明
月
壇
）
に
所
在
す
る
。
祭
神
は
誉

田
別
尊
、
息
長
帯
比
賣
命
、
比
賣
神
で
あ
り
、
倉
稲
魂
命
、
大
雷
神
が
配
祀
さ
れ
て

い
る
（
宮
城
県
神
社
庁
　
一
九
七
六
）。

　
八
幡
神
社
に
つ
い
て
は
、
安
永
三
年
に
仮
肝
入
榮
吉
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
風
土
記

御
用
書
出
」
の
ほ
か
、
別
当
で
あ
っ
た
般
若
寺
住
職
楽
明
か
ら
提
出
さ
れ
た
寺
の
書

出
に
「
別
当
所
之
事
」
と
し
て
詳
細
な
報
告
が
あ
る
。

　
は
じ
め
に
、
神
社
の
現
況
等
に
つ
い
て
、「
風
土
記
御
用
書
出
」
の
記
載
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
八
幡
社
は
宮
内
に
あ
る
八
幡
村
の
鎮
守
で
あ
り
、
当
所
に
お
い
て
は
沖
八
幡
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
社
地
は
竪
八
拾
二
間
、
横
百
間
の
広
さ
が
あ
り
、
社
殿
は
南
向
き
の

三
間
作
で
、横
額
に
は
松
島
瑞
巌
寺
の
先
代
の
住
職
天
嶺
和
尚
の
筆
に
な
る
「
八
幡
」

の
二
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
。
鳥
居
も
南
向
き
で
あ
り
、
竪
額
に
は
「
八
幡
宮
」
の

三
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
誰
が
書
い
た
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
長
床
は
竪
五

間
半
、
横
二
間
で
あ
る
。
鐘
楼
が
あ
り
、
竪
一
間
、
横
一
間
の
規
模
で
、
鐘
は
延
宝

二
年
（
一
六
七
四
）
三
月
に
中
野
村
新
田
屋
敷
の
太
左
衛
門
が
納
め
た
。
真
言
宗
末

松
山
般
若
寺
が
別
当
を
務
め
た
。
祭
日
は
三
月
十
七
日
と
八
月
七
日
。

次
に
、
楽
明
か
ら
の
書
出
に
は
、
か
つ
て
は
社
僧
廿
四
ヶ
寺
、
社
人
三
拾
人
の
大
社

で
あ
っ
た
と
あ
る
。
本
社
は
藩
主
綱
村
が
再
興
し
て
お
り
、
金
五
拾
切
と
社
地
の
材

木
を
用
材
と
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
六
月
に
社
殿

は
建
替
え
ら
れ
た
が
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
四
月
四
日
、
夜
中
に
火
事
が
あ
り
、

棟
札
ま
で
消
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　
本
社
は
い
つ
誰
が
勧
請
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
養
老
五
年
に
諸
国
に
国
分
寺
が

建
立
さ
れ
た
後
、
陸
奥
国
に
三
か
所
、
国
分
寺
、
塩
竈
一
宮
、
当
寺
（
般
若
寺
）
に

納
経
所
が
設
置
さ
れ
、
今
も
っ
て
納
経
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
寺
は
古
い
寺
だ

と
し
て
い
る
。
天
喜
康
平
の
頃
、
源

義
家
が
東
夷
征
伐
の
折
、
当
社
に

を
奉
納
し
て
以
後
、

八
幡
と
称
し

た
。
神
領
も
数
丁
寄
付
さ
れ
て
繁
栄

し
、
千
軒
余
り
の
町
場
も
あ
っ
た
。

今
、
本
郷
原
と
い
う
所
は
当
社
の
門

前
町
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
、
何
年
前
の
こ
と
か
津
波
が
あ
り
、

町
場
も
一
時
の
間
に
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
大
杉
元
と
い
う
所
に
鍋
懸

杉
と
呼
ば
れ
る
古
い
杉
が
あ
り
、
津

波
の
時
に
流
さ
れ
た
鍋
が
懸
か
っ
た

大
木
だ
と
い
う
。
津
波
の
時
、
町
場

の
者
達
は
利
府
の
加
瀬
村
に
立
ち
退
い
た
。
加
瀬
村
に
八
幡
町
と
い
う
町
が
あ
る
が
、
当
村
よ
り
移
っ
て
で
き
た
町
で
あ
る
か
ら
今
も
っ

て
当
社
を
信
仰
し
、
祭
礼
の
日
は
八
幡
町
の
人
々
が
前
夜
か
ら
来
て
夜
籠
り
す
る
。

　
当
社
は
最
初
末
松
山
の
古
館
の
地
に
鎮
座
し
て
い
た
。
建
保
年
中
将
軍
源
実
朝
の
時
代
に
平
右
馬
助
が
当
所
を
拝
領
し
、
居
城
を
築
い

た
時
に
宮
内
に
遷
宮
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
古
館
の
、
古
い
杉
が
一
本
あ
る
所
が
社
の
あ
っ
た
場
所
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
馬
場
と
い

う
所
は
祭
礼
の
折
り
、
流
鏑
馬
を
行
う
馬
場
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
祭
田
は
隣
村
の
中
野
村
に
数
多
く
あ
て
が
わ
れ
た
。

　
八
幡
宮
の
本
地
仏
と
し
て
胡
銅
像
が
あ
り
、「
正
元
二
年
二
月
十
五
日
　
勧
進
沙
門
浄
心
敬
白
常
陸
国
」
と
い
う
銘
が
あ
っ
た
。
当
社

の
古
鐘
は
延
宝
年
中
ま
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
亡
失
し
た
。
今
の
鐘
は
延
享
二
年
三
月
当
郡
中
野
村
よ
り
納
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

古
鐘
の
銘
は
「
奉
謹
鐘
鋳
　
奥
州
末
松
山
八
幡
宮
　
大
壇
那
介
平
景
綱
　
大
工
藤
原
弘
光
　
大
工
加
當
安
吉
　
永
仁
七
年
二
月
朔
日
」
で

あ
る
。

　
以
上
が
安
永
三
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
八
幡
神
社
に
関
わ
る
情
報
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
庁
文
書
の
中
に
明

治
四
〇
年
の
「
神
社
由
緒
調
」
と
い
う
綴
り
が
あ
り
、
詳
細
な
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
長
禄
三
年
八
月
十
三
日
改
造
後
文
政
七
年

安
政
三
年
明
治
三
十
九
年
修
復
ス
」
と
い
う
記
載
も
あ
る
。

明
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
幡
神
社
は
郷
社
に
列
せ
ら
れ
、
明
治
四
三
年
三
月
に
は
供
進
神
社
に
指
定
さ
れ
た
（
宮
城
県
神
社
庁

　
一
九
七
六
）。
勅
令
に
基
づ
き
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
例
祭
へ
の
神
饌
幣
帛
料
供
進
が
終
戦
ま
で
続
い
た
。
太
平
洋
戦
争
時
、
多
賀
城

海
軍
工
廠
の
建
設
に
よ
っ
て
八
幡
字
窪
の
仮
殿
に
一
時
遷
宮
し
た
が
、
戦
後
後
再
び
現
在
地
に
戻
っ
て
い
る
。

　
境
内
に
は
社
殿
竣
工
の
顛
末
を
記
し
た
神
徳
敬
仰
碑
が
あ
る
。

5

宮
城
郡
多
賀
城
町
に
鎮
座
せ
ら
る
ゝ
八
幡
神
社
は
鎮
座
の
地
名
に
よ
り
て
一
に
興
の

井
八
幡
　
或
は
末
松
山
八
幡
宮
と
も
稱
せ
ら
る
　
往
昔
坂
上
田
村
麿
東
夷
征
討
の
際

宇
佐
よ
り
観
請
す
と
傳
へ
中
世
留
守
氏
の
厚
く
崇
敬
せ
る
名
社
な
り
　
菅
野
宮
司
當

社
の
社
殿
を
改
築
造
營
し
新
に
神
靈
を
奉
安
す
る
奥
殿
を
設
け
む
の
念
願
を
立
て
こ

れ
を
神
社
役
員
に
議
り
て
賛
同
を
得
し
か
ば
技
師
清
水
信
雄
氏
に
設
計
監
督
を
木
匠

伏
谷
壽
男
氏
に
施
工
を
依
嘱
せ
し
が
各
々
精
魂
を
傾
け
て
力
を
致
し
昭
和
三
十
五
年

九
月
十
五
日
盛
大
な
る
竣
工
奉
告
祭
を
奉
仕
せ
り
　
総
工
費
貮
百
四
拾
五
萬
圓
は
神

社
よ
り
支
出
し
奥
殿
内
の
鋪
設
装
飾
用
具
は
氏
子
崇
敬
者
の
醵
出
に
係
る
待
望
久

し
か
り
し
社
殿
整
備
の
切
畢
り
此
処
に
面
目
一
新
す
　
冀
く
ば
神
徳
弥
々
高
大
に

衆
庶
益
々
葵
傾
の
誠
を
捧
ぐ
る
に
至
ら
ん
こ
と
を
　
今
年
一
月
菅
野
宮
司
多
年
奉
　

仕
の
功
に
よ
り
神
社
本
庁
よ
り
二
級
を
以
て
遇
せ
ら
る
ゝ
を
記
念
し
些
さ
か
社
殿
竣

工
の
顛
末
を
刻
し
浚
昆
に
傳
ふ
と
云

昭

和

三

十

七

年

四

月

宮
城
県
神
社
庁
長
志
波
彦
神
社

鹽

竈

神

社

宮
司
　 

河
合
繁
樹
　
題
字

　
　
　
　
八
幡
神
社
宮
司
　
　  

　
菅
野
亦
左
衛
門
　
建
碑

　
　
　
志
波
彦
神
社

鹽
竈
神
社
　
禰
宜
　
　
　
　
　
　
押
木
耿
介
　
撰
文

神徳敬仰
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第
二
章
　
社
寺
仏
閣

　
安
永
三
年
九
月
、
八
幡
村
仮
肝
入
榮
吉
が
提
出
し
た
「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
よ

れ
ば
、
八
幡
村
に
は
神
社
が
四
、
仏
閣
が
二
、
寺
が
四
、
修
験
が
一
と
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
が
所
在
す
る
所
の
小
名
や
勧
請
に
関
わ
る
由
来
、
施
設
の
概
要
等
に
つ
い
て
報

告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
に
そ
れ
ら
の
半
数
以
上
は
廃
絶
し
、

現
存
す
る
も
の
は
、神
社
が
二
社（
八
幡
神
社
、喜
太
郎
稲
荷
神
社
）、寺
院
が
二
寺（
宝

国
寺
、
不
磷
寺
）
と
な
っ
て
い
る
。

一
　
神
社

八
幡
社
（
沖
八
幡
）

　
多
賀
城
市
明
月
一
丁
目
（
旧
表
示
で
は
八
幡
明
月
壇
）
に
所
在
す
る
。
祭
神
は
誉

田
別
尊
、
息
長
帯
比
賣
命
、
比
賣
神
で
あ
り
、
倉
稲
魂
命
、
大
雷
神
が
配
祀
さ
れ
て

い
る
（
宮
城
県
神
社
庁
　
一
九
七
六
）。

　
八
幡
神
社
に
つ
い
て
は
、
安
永
三
年
に
仮
肝
入
榮
吉
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
風
土
記

御
用
書
出
」
の
ほ
か
、
別
当
で
あ
っ
た
般
若
寺
住
職
楽
明
か
ら
提
出
さ
れ
た
寺
の
書

出
に
「
別
当
所
之
事
」
と
し
て
詳
細
な
報
告
が
あ
る
。

　
は
じ
め
に
、
神
社
の
現
況
等
に
つ
い
て
、「
風
土
記
御
用
書
出
」
の
記
載
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
八
幡
社
は
宮
内
に
あ
る
八
幡
村
の
鎮
守
で
あ
り
、
当
所
に
お
い
て
は
沖
八
幡
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
社
地
は
竪
八
拾
二
間
、
横
百
間
の
広
さ
が
あ
り
、
社
殿
は
南
向
き
の

三
間
作
で
、横
額
に
は
松
島
瑞
巌
寺
の
先
代
の
住
職
天
嶺
和
尚
の
筆
に
な
る
「
八
幡
」

の
二
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
。
鳥
居
も
南
向
き
で
あ
り
、
竪
額
に
は
「
八
幡
宮
」
の

三
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
誰
が
書
い
た
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
長
床
は
竪
五

間
半
、
横
二
間
で
あ
る
。
鐘
楼
が
あ
り
、
竪
一
間
、
横
一
間
の
規
模
で
、
鐘
は
延
宝

二
年
（
一
六
七
四
）
三
月
に
中
野
村
新
田
屋
敷
の
太
左
衛
門
が
納
め
た
。
真
言
宗
末

松
山
般
若
寺
が
別
当
を
務
め
た
。
祭
日
は
三
月
十
七
日
と
八
月
七
日
。

次
に
、
楽
明
か
ら
の
書
出
に
は
、
か
つ
て
は
社
僧
廿
四
ヶ
寺
、
社
人
三
拾
人
の
大
社

で
あ
っ
た
と
あ
る
。
本
社
は
藩
主
綱
村
が
再
興
し
て
お
り
、
金
五
拾
切
と
社
地
の
材

木
を
用
材
と
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
六
月
に
社
殿

は
建
替
え
ら
れ
た
が
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
四
月
四
日
、
夜
中
に
火
事
が
あ
り
、

棟
札
ま
で
消
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　
本
社
は
い
つ
誰
が
勧
請
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
養
老
五
年
に
諸
国
に
国
分
寺
が

建
立
さ
れ
た
後
、
陸
奥
国
に
三
か
所
、
国
分
寺
、
塩
竈
一
宮
、
当
寺
（
般
若
寺
）
に

納
経
所
が
設
置
さ
れ
、
今
も
っ
て
納
経
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
寺
は
古
い
寺
だ

と
し
て
い
る
。
天
喜
康
平
の
頃
、
源

義
家
が
東
夷
征
伐
の
折
、
当
社
に

を
奉
納
し
て
以
後
、

八
幡
と
称
し

た
。
神
領
も
数
丁
寄
付
さ
れ
て
繁
栄

し
、
千
軒
余
り
の
町
場
も
あ
っ
た
。

今
、
本
郷
原
と
い
う
所
は
当
社
の
門

前
町
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
、
何
年
前
の
こ
と
か
津
波
が
あ
り
、

町
場
も
一
時
の
間
に
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
大
杉
元
と
い
う
所
に
鍋
懸

杉
と
呼
ば
れ
る
古
い
杉
が
あ
り
、
津

波
の
時
に
流
さ
れ
た
鍋
が
懸
か
っ
た

大
木
だ
と
い
う
。
津
波
の
時
、
町
場

の
者
達
は
利
府
の
加
瀬
村
に
立
ち
退
い
た
。
加
瀬
村
に
八
幡
町
と
い
う
町
が
あ
る
が
、
当
村
よ
り
移
っ
て
で
き
た
町
で
あ
る
か
ら
今
も
っ

て
当
社
を
信
仰
し
、
祭
礼
の
日
は
八
幡
町
の
人
々
が
前
夜
か
ら
来
て
夜
籠
り
す
る
。

　
当
社
は
最
初
末
松
山
の
古
館
の
地
に
鎮
座
し
て
い
た
。
建
保
年
中
将
軍
源
実
朝
の
時
代
に
平
右
馬
助
が
当
所
を
拝
領
し
、
居
城
を
築
い

た
時
に
宮
内
に
遷
宮
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
古
館
の
、
古
い
杉
が
一
本
あ
る
所
が
社
の
あ
っ
た
場
所
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
馬
場
と
い

う
所
は
祭
礼
の
折
り
、
流
鏑
馬
を
行
う
馬
場
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
祭
田
は
隣
村
の
中
野
村
に
数
多
く
あ
て
が
わ
れ
た
。

　
八
幡
宮
の
本
地
仏
と
し
て
胡
銅
像
が
あ
り
、「
正
元
二
年
二
月
十
五
日
　
勧
進
沙
門
浄
心
敬
白
常
陸
国
」
と
い
う
銘
が
あ
っ
た
。
当
社

の
古
鐘
は
延
宝
年
中
ま
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
亡
失
し
た
。
今
の
鐘
は
延
享
二
年
三
月
当
郡
中
野
村
よ
り
納
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

古
鐘
の
銘
は
「
奉
謹
鐘
鋳
　
奥
州
末
松
山
八
幡
宮
　
大
壇
那
介
平
景
綱
　
大
工
藤
原
弘
光
　
大
工
加
當
安
吉
　
永
仁
七
年
二
月
朔
日
」
で

あ
る
。

　
以
上
が
安
永
三
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
八
幡
神
社
に
関
わ
る
情
報
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
庁
文
書
の
中
に
明

治
四
〇
年
の
「
神
社
由
緒
調
」
と
い
う
綴
り
が
あ
り
、
詳
細
な
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
長
禄
三
年
八
月
十
三
日
改
造
後
文
政
七
年

安
政
三
年
明
治
三
十
九
年
修
復
ス
」
と
い
う
記
載
も
あ
る
。

明
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
幡
神
社
は
郷
社
に
列
せ
ら
れ
、
明
治
四
三
年
三
月
に
は
供
進
神
社
に
指
定
さ
れ
た
（
宮
城
県
神
社
庁

　
一
九
七
六
）。
勅
令
に
基
づ
き
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
例
祭
へ
の
神
饌
幣
帛
料
供
進
が
終
戦
ま
で
続
い
た
。
太
平
洋
戦
争
時
、
多
賀
城

海
軍
工
廠
の
建
設
に
よ
っ
て
八
幡
字
窪
の
仮
殿
に
一
時
遷
宮
し
た
が
、
戦
後
後
再
び
現
在
地
に
戻
っ
て
い
る
。

　
境
内
に
は
社
殿
竣
工
の
顛
末
を
記
し
た
神
徳
敬
仰
碑
が
あ
る
。

5

宮
城
郡
多
賀
城
町
に
鎮
座
せ
ら
る
ゝ
八
幡
神
社
は
鎮
座
の
地
名
に
よ
り
て
一
に
興
の

井
八
幡
　
或
は
末
松
山
八
幡
宮
と
も
稱
せ
ら
る
　
往
昔
坂
上
田
村
麿
東
夷
征
討
の
際

宇
佐
よ
り
観
請
す
と
傳
へ
中
世
留
守
氏
の
厚
く
崇
敬
せ
る
名
社
な
り
　
菅
野
宮
司
當

社
の
社
殿
を
改
築
造
營
し
新
に
神
靈
を
奉
安
す
る
奥
殿
を
設
け
む
の
念
願
を
立
て
こ

れ
を
神
社
役
員
に
議
り
て
賛
同
を
得
し
か
ば
技
師
清
水
信
雄
氏
に
設
計
監
督
を
木
匠

伏
谷
壽
男
氏
に
施
工
を
依
嘱
せ
し
が
各
々
精
魂
を
傾
け
て
力
を
致
し
昭
和
三
十
五
年

九
月
十
五
日
盛
大
な
る
竣
工
奉
告
祭
を
奉
仕
せ
り
　
総
工
費
貮
百
四
拾
五
萬
圓
は
神

社
よ
り
支
出
し
奥
殿
内
の
鋪
設
装
飾
用
具
は
氏
子
崇
敬
者
の
醵
出
に
係
る
待
望
久

し
か
り
し
社
殿
整
備
の
切
畢
り
此
処
に
面
目
一
新
す
　
冀
く
ば
神
徳
弥
々
高
大
に

衆
庶
益
々
葵
傾
の
誠
を
捧
ぐ
る
に
至
ら
ん
こ
と
を
　
今
年
一
月
菅
野
宮
司
多
年
奉
　

仕
の
功
に
よ
り
神
社
本
庁
よ
り
二
級
を
以
て
遇
せ
ら
る
ゝ
を
記
念
し
些
さ
か
社
殿
竣

工
の
顛
末
を
刻
し
浚
昆
に
傳
ふ
と
云

昭

和

三

十

七

年

四

月

宮
城
県
神
社
庁
長
志
波
彦
神
社

鹽

竈

神

社

宮
司
　 

河
合
繁
樹
　
題
字

　
　
　
　
八
幡
神
社
宮
司
　
　  

　
菅
野
亦
左
衛
門
　
建
碑

　
　
　
志
波
彦
神
社

鹽
竈
神
社
　
禰
宜
　
　
　
　
　
　
押
木
耿
介
　
撰
文

神徳敬仰
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の
者
達
は
利
府
の
加
瀬
村
に
立
ち
退
い
た
。加
瀬
村
に
八
幡
町
と
い
う
町
が
あ
る
が
、

当
村
よ
り
移
っ
て
で
き
た
町
で
あ
る
か
ら
今
も
っ
て
当
社
を
信
仰
し
、
祭
礼
の
日
は

八
幡
町
の
人
々
が
前
夜
か
ら
来
て
夜
籠
り
す
る
。

　
当
社
は
最
初
末
松
山
の
古
館
の
地
に
鎮
座
し
て
い
た
。
建
保
年
中
将
軍
源
実
朝
の

時
代
に
平
右
馬
助
が
当
所
を
拝
領
し
、
居
城
を
築
い
た
時
に
宮
内
に
遷
宮
し
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
。
古
館
の
、
古
い
杉
が
一
本
あ
る
所
が
社
の
あ
っ
た
場
所
だ
と
伝
わ
っ

て
い
る
。
馬
場
と
い
う
所
は
祭
礼
の
折
り
、
流
鏑
馬
を
行
う
馬
場
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
祭
田
は
隣
村
の
中
野
村
に
数
多
く
あ
て
が
わ
れ
た
。

　
八
幡
宮
の
本
地
仏
と
し
て
胡
銅
像
が
あ
り
、「
正
元
二
年
二
月
十
五
日
　
勧
進
沙

門
浄
心
敬
白
常
陸
国
」と
い
う
銘
が
あ
っ
た
。当
社
の
古
鐘
は
延
宝
年
中
ま
で
は
あ
っ

た
が
、
そ
の
後
亡
失
し
た
。
今
の
鐘
は
延
享
二
年
三
月
当
郡
中
野
村
よ
り
納
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
古
鐘
の
銘
は
「
奉
謹
鐘
鋳
　
奥
州
末
松
山
八
幡
宮
　
大
壇
那
介
平

景
綱
　
大
工
藤
原
弘
光
　
大
工
加
當
安
吉
　
永
仁
七
年
二
月
朔
日
」
で
あ
る
。

　
以
上
が
安
永
三
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
八
幡
神
社
に
関
わ
る
情
報
で
あ
る
。
そ
れ
以

降
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
庁
文
書
の
中
に
明
治
四
〇
年
の
「
神
社
由
緒
調
」

と
い
う
綴
り
が
あ
り
、
詳
細
な
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
長
禄
三
年
八
月
十
三

日
改
造
後
文
政
七
年
安
政
三
年
明
治
三
十
九
年
修
復
ス
」
と
い
う
記
載
も
あ
る
。

　
明
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
幡
神
社
は
郷
社
に
列
せ
ら
れ
、
明
治
四
三
年

三
月
に
は
供
進
神
社
に
指
定
さ
れ
た
（
宮
城
県
神
社
庁
　
一
九
七
六
）。
勅
令
に
基

づ
き
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
例
祭
へ
の
神
饌
幣
帛
料
供
進
が
終
戦
ま
で
続
い
た
。
太

平
洋
戦
争
時
、
多
賀
城
海
軍
工
廠
の
建
設
に
よ
っ
て
八
幡
字
窪
の
仮
殿
に
一
時
遷
宮

し
た
が
、
戦
後
後
再
び
現
在
地
に
戻
っ
て
い
る
。

　
境
内
に
は
社
殿
竣
工
の
顛
末
を
記
し
た
神
徳
敬
仰
碑
が
あ
る
。

神
社
由
緒
調

　
　
　
　
神
社
調
査
書

　
　
　
　
　
宮
城
郡
多
賀
城
村
八
幡
明
月
壇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
社
　
八
幡
神
社

第
一
項
　
式
内
ノ
神
社
二
在
サ
ル
モ
創
立
年
代
ハ
六
國
史
當

　
　
　
　
時
ナ
ル
事

第
四
項
　
武
門
武
将
及
藩
主
ノ
造
営
社
領
等
ノ
寄
進

　
　
　
　
ア
リ
タ
リ

第
六
項
　
境
内
建
物
完
備
シ
相
慮
ノ
氏
子
信
徒
ヲ
有
ス

認
　
定
　
当
社
ノ
創
立
年
代
不
詳
ナ
リ
ト
雖
元
正
天
皇
養

事
　
由
　
老
五
年
ノ
創
立
ナ
リ
ト
云
フ
而
シ
テ
天
喜
康
平
年
中
源

　
　
　
　
義
家
又
留
守
安
房
守
景
宗
同
宗
景
及
永
仁
七
年
二

　
　
　
　
月
奥
陸
之
介
藤
原
景
綱
再
建
セ
リ
ト
ア
リ
後
仙

　
　
　
　
台
藩
主
伊
達
綱
村
公
再
建
セ
リ
ト
見
ユ
故
ニ
亦
左
工
門

　
　
　
　
謹
テ
考
フ
ル
ニ
当
社
ハ
地
方
二
於
テ
式
外
ノ
神
社
ト
シ
テ
ハ
塩
釜

　
　
　
　
神
社
ニ
次
キ
テ
古
社
ナ
ル
事
又
大
社
ナ
リ
シ
事
明
ナ
リ
餘
目
日

　
　
　
　
記
ニ
モ
当
社
ニ
於
テ
放
生
會
ヲ
行
ヒ
留
守
家
ヨ
リ
出
張

　
　
　
　
セ
シ
事
ナ
ト
見
エ
タ
ル
ト
其
他
名
蹟
誌
封
内
風
土
記
ハ
更

　
　
　
　
ナ
リ
今
日
人
ロ
ニ
膾
炙
セ
ル
や
は
た
八
ま
ん
鐘
の
音

　
　
　
　
ノ
歌
謡
ノ
如
キ
則
チ
留
守
家
奉
納
セ
ル
巨
鐘
ノ
音

　
　
　
　
響
ノ
爽
ニ
シ
テ
遠
距
離
ニ
達
セ
ル
ヲ
謹
ス
ル
ニ
足
ル
又
安
永

　
　
　
　
書
上
風
土
記
藤
塚
氏
古
記
録
等
ヲ
以
テ
モ
当
社
ハ
他

　
　
　
　
神
社
ヨ
リ
モ
一
層
盛
隆
ナ
ル
事
明
ナ
リ
ヲ
シ
ョ
證
ス
ル
ニ
タ

7

　
　
　
　
ル

証
憑

安
永
三
歳
宮
城
郡
陸
方
三
拾
三
ヶ
村
風
土
記
八
幡
村
ノ
條
ニ

一
　
八
幡
社
之
跡

　
　
御
仮
屋
之
後
古
舘
之
内
古
杉
壱
本
有
之
候
処
往
古
沖
八
幡
相
立

　
　
候
由
申
傳
置
候
事

一
　
馬
場
之
跡

　
　
往
古
千
軒
以
上
之
町
場
有
之
八
月
十
七
日
沖
八
幡
御
神
事
之
節

　
　

流
馬
被
相
行
翌
日
よ
り
三
日
ハ
馬
市
相
　
　
立
候
由
申
傳
候

　
　
今
以
テ
三
月
十
七
日
十
九
日
ま
て
日
数
三
日
一
村
中
休
日
ニ
仕
候
事

一
　
神
社
四

　
一
　
八
幡
社
　
当
社
ヲ
沖
八
幡
ト
申
唱
候
事

　
一
　
小
名
　
　
宮
内

　
一
勧
請
　
　
誰
勧
請
と
申
義
年
月
共
二
相
知
不
申
候
處
人
皇

　
　
七
十
代
後
冷
泉
院
御
宇
天
喜
康
平
之
頃
八
幡
太
郎
源
義
家

　
　
朝
臣
東
夷
征
伐
之
折
鞢
ヲ
御
奉
納
被
成
置
候
以
来
ハ
鞢
八

　
　
幡
と
奉
称
候
其
節
ハ
御
神
領
も
数
丁
寄
附
有
之
神
主
社

　
　
僧
等
数
多
御
座
候
由
申
傳
候
事

一
　
別
当
般
若
寺
ノ
條
ニ

一
　
故
事
来
歴
之
事

　
　
八
幡
宮
往
古
大
社
ニ
而
社
僧
弐
十
四
寺
社
人
三
十
人
有
之
当
寺
々

　
　
領
弐
千
石
相
付
大
寺
ニ
御
座
候
由
云
々

一
　
最
初
之
地
移
替
之
事

　
　
最
初
八
幡
宮
古
舘
之
地
御
鎮
座
節
ハ
末
松
山
ニ
有
之
候
處
御
迁(

遷
力)

　
　
宮
之
折
此
地
二
引
移
候
由
申
傳
候
事

一
　
御
詠
歌
等
惣
而
拝
領
物
之
事

　
　
享
保
十
三
年
十
月

　
　
獅
山
様
御
代
当
所
御
仮
屋
御
止
宿
之
節
同
月
廿
八
日
八
幡
宮
へ
被

　
　
遊
御
参
詣
御
真
筆
之
御
短
冊
井
鉄
砲
玉
御
奉
納
被
遊
候

　
　
右
ハ
当
寺
拝
領
物
之
品
ニ
ハ
無
御
座
候
得
共
八
幡
宮
御
奉

　
　
納
御
詠
歌
ニ
候
召
写
御
書
上
仕
候
事

　
　
神
名
月
末
徒
か
た
狩
の
序
尓
や
は
た
の
八
幡
に
も
ふ
て
介
る
尓

　
　
ひ
と
春
じ
尓
い
の
類
心
の
ま
こ
と
阿
ら
者
神
の
ち
か
ひ
ハ
今
も
か吉
村



は
ら
し
　

一
　
別
当
所
之
事

一
　
八
幡
宮

　
　
御
神
体
厨
子
入
ニ
而
封
置
候
付
住
僧
と
て
も
開
帳
仕
候
得
ハ

　
　
神
罪
を
蒙
リ
候
由
申
傳
入
院
之
節
も
拝
見
不
仕
候
御
神
事

　
　
毎
年
三
月
十
七
日
八
月
十
七
日
両
度
御
座
候
處
其
節
ハ
天

　
　
童
久
蔵
様
足
軽
弐
人
遣
為
警
衛

一
　
御
上
よ
り
之
定
　
久
蔵
方
故
障
之
義
有
之
候
得
ハ

　
　
御
上
よ
り
当
郡
田
子
村
福
田
御
足
軽
被
相
附
候
前
々
条
御
書

　
　
上
仕
候
通
往
古
御
社
人
三
拾
人
有
之
候
よ
し
何
時
之
頃
よ
り
カ
右

　
　
社
人
共
当
社
井
隣
村
中
野
村
御
百
姓
ニ
被
成
子
孫
之
者
共

　
　
今
ニ
御
神
事
之
砌
ハ
当
社
地
ニ
限
麻
上
下
御
免
被
成
下
相
勤
申

　
　
候
處
近
年
ハ
人
数
も
不
足
ニ
罷
成
候
事

一
　
肯
山
様
思
召
を
以
当
社
再
興
仕
候
節
御
金
五
拾
切
并
社
地

　
　
之
材
木
被
下
置
貞
享
元
年
六
月
御
社
建
替
申
候
事

一
　
貞
享
元
年
八
月
十
七
日
よ
り
御
神
酒
并
鏑
（
カ
）
射
之
者
へ
御
酒
三
斗
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6

の
者
達
は
利
府
の
加
瀬
村
に
立
ち
退
い
た
。加
瀬
村
に
八
幡
町
と
い
う
町
が
あ
る
が
、

当
村
よ
り
移
っ
て
で
き
た
町
で
あ
る
か
ら
今
も
っ
て
当
社
を
信
仰
し
、
祭
礼
の
日
は

八
幡
町
の
人
々
が
前
夜
か
ら
来
て
夜
籠
り
す
る
。

　
当
社
は
最
初
末
松
山
の
古
館
の
地
に
鎮
座
し
て
い
た
。
建
保
年
中
将
軍
源
実
朝
の

時
代
に
平
右
馬
助
が
当
所
を
拝
領
し
、
居
城
を
築
い
た
時
に
宮
内
に
遷
宮
し
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
。
古
館
の
、
古
い
杉
が
一
本
あ
る
所
が
社
の
あ
っ
た
場
所
だ
と
伝
わ
っ

て
い
る
。
馬
場
と
い
う
所
は
祭
礼
の
折
り
、
流
鏑
馬
を
行
う
馬
場
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
祭
田
は
隣
村
の
中
野
村
に
数
多
く
あ
て
が
わ
れ
た
。

　
八
幡
宮
の
本
地
仏
と
し
て
胡
銅
像
が
あ
り
、「
正
元
二
年
二
月
十
五
日
　
勧
進
沙

門
浄
心
敬
白
常
陸
国
」と
い
う
銘
が
あ
っ
た
。当
社
の
古
鐘
は
延
宝
年
中
ま
で
は
あ
っ

た
が
、
そ
の
後
亡
失
し
た
。
今
の
鐘
は
延
享
二
年
三
月
当
郡
中
野
村
よ
り
納
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
古
鐘
の
銘
は
「
奉
謹
鐘
鋳
　
奥
州
末
松
山
八
幡
宮
　
大
壇
那
介
平

景
綱
　
大
工
藤
原
弘
光
　
大
工
加
當
安
吉
　
永
仁
七
年
二
月
朔
日
」
で
あ
る
。

　
以
上
が
安
永
三
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
八
幡
神
社
に
関
わ
る
情
報
で
あ
る
。
そ
れ
以

降
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
庁
文
書
の
中
に
明
治
四
〇
年
の
「
神
社
由
緒
調
」

と
い
う
綴
り
が
あ
り
、
詳
細
な
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
長
禄
三
年
八
月
十
三

日
改
造
後
文
政
七
年
安
政
三
年
明
治
三
十
九
年
修
復
ス
」
と
い
う
記
載
も
あ
る
。

　
明
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
幡
神
社
は
郷
社
に
列
せ
ら
れ
、
明
治
四
三
年

三
月
に
は
供
進
神
社
に
指
定
さ
れ
た
（
宮
城
県
神
社
庁
　
一
九
七
六
）。
勅
令
に
基

づ
き
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
例
祭
へ
の
神
饌
幣
帛
料
供
進
が
終
戦
ま
で
続
い
た
。
太

平
洋
戦
争
時
、
多
賀
城
海
軍
工
廠
の
建
設
に
よ
っ
て
八
幡
字
窪
の
仮
殿
に
一
時
遷
宮

し
た
が
、
戦
後
後
再
び
現
在
地
に
戻
っ
て
い
る
。

　
境
内
に
は
社
殿
竣
工
の
顛
末
を
記
し
た
神
徳
敬
仰
碑
が
あ
る
。

神
社
由
緒
調

　
　
　
　
神
社
調
査
書

　
　
　
　
　
宮
城
郡
多
賀
城
村
八
幡
明
月
壇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
社
　
八
幡
神
社

第
一
項
　
式
内
ノ
神
社
二
在
サ
ル
モ
創
立
年
代
ハ
六
國
史
當

　
　
　
　
時
ナ
ル
事

第
四
項
　
武
門
武
将
及
藩
主
ノ
造
営
社
領
等
ノ
寄
進

　
　
　
　
ア
リ
タ
リ

第
六
項
　
境
内
建
物
完
備
シ
相
慮
ノ
氏
子
信
徒
ヲ
有
ス

認
　
定
　
当
社
ノ
創
立
年
代
不
詳
ナ
リ
ト
雖
元
正
天
皇
養

事
　
由
　
老
五
年
ノ
創
立
ナ
リ
ト
云
フ
而
シ
テ
天
喜
康
平
年
中
源

　
　
　
　
義
家
又
留
守
安
房
守
景
宗
同
宗
景
及
永
仁
七
年
二

　
　
　
　
月
奥
陸
之
介
藤
原
景
綱
再
建
セ
リ
ト
ア
リ
後
仙

　
　
　
　
台
藩
主
伊
達
綱
村
公
再
建
セ
リ
ト
見
ユ
故
ニ
亦
左
工
門

　
　
　
　
謹
テ
考
フ
ル
ニ
当
社
ハ
地
方
二
於
テ
式
外
ノ
神
社
ト
シ
テ
ハ
塩
釜

　
　
　
　
神
社
ニ
次
キ
テ
古
社
ナ
ル
事
又
大
社
ナ
リ
シ
事
明
ナ
リ
餘
目
日

　
　
　
　
記
ニ
モ
当
社
ニ
於
テ
放
生
會
ヲ
行
ヒ
留
守
家
ヨ
リ
出
張

　
　
　
　
セ
シ
事
ナ
ト
見
エ
タ
ル
ト
其
他
名
蹟
誌
封
内
風
土
記
ハ
更

　
　
　
　
ナ
リ
今
日
人
ロ
ニ
膾
炙
セ
ル
や
は
た
八
ま
ん
鐘
の
音

　
　
　
　
ノ
歌
謡
ノ
如
キ
則
チ
留
守
家
奉
納
セ
ル
巨
鐘
ノ
音

　
　
　
　
響
ノ
爽
ニ
シ
テ
遠
距
離
ニ
達
セ
ル
ヲ
謹
ス
ル
ニ
足
ル
又
安
永

　
　
　
　
書
上
風
土
記
藤
塚
氏
古
記
録
等
ヲ
以
テ
モ
当
社
ハ
他

　
　
　
　
神
社
ヨ
リ
モ
一
層
盛
隆
ナ
ル
事
明
ナ
リ
ヲ
シ
ョ
證
ス
ル
ニ
タ
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ル

証
憑

安
永
三
歳
宮
城
郡
陸
方
三
拾
三
ヶ
村
風
土
記
八
幡
村
ノ
條
ニ

一
　
八
幡
社
之
跡

　
　
御
仮
屋
之
後
古
舘
之
内
古
杉
壱
本
有
之
候
処
往
古
沖
八
幡
相
立

　
　
候
由
申
傳
置
候
事

一
　
馬
場
之
跡

　
　
往
古
千
軒
以
上
之
町
場
有
之
八
月
十
七
日
沖
八
幡
御
神
事
之
節

　
　

流
馬
被
相
行
翌
日
よ
り
三
日
ハ
馬
市
相
　
　
立
候
由
申
傳
候

　
　
今
以
テ
三
月
十
七
日
十
九
日
ま
て
日
数
三
日
一
村
中
休
日
ニ
仕
候
事

一
　
神
社
四

　
一
　
八
幡
社
　
当
社
ヲ
沖
八
幡
ト
申
唱
候
事

　
一
　
小
名
　
　
宮
内

　
一
勧
請
　
　
誰
勧
請
と
申
義
年
月
共
二
相
知
不
申
候
處
人
皇

　
　
七
十
代
後
冷
泉
院
御
宇
天
喜
康
平
之
頃
八
幡
太
郎
源
義
家

　
　
朝
臣
東
夷
征
伐
之
折
鞢
ヲ
御
奉
納
被
成
置
候
以
来
ハ
鞢
八

　
　
幡
と
奉
称
候
其
節
ハ
御
神
領
も
数
丁
寄
附
有
之
神
主
社

　
　
僧
等
数
多
御
座
候
由
申
傳
候
事

一
　
別
当
般
若
寺
ノ
條
ニ

一
　
故
事
来
歴
之
事

　
　
八
幡
宮
往
古
大
社
ニ
而
社
僧
弐
十
四
寺
社
人
三
十
人
有
之
当
寺
々

　
　
領
弐
千
石
相
付
大
寺
ニ
御
座
候
由
云
々

一
　
最
初
之
地
移
替
之
事

　
　
最
初
八
幡
宮
古
舘
之
地
御
鎮
座
節
ハ
末
松
山
ニ
有
之
候
處
御
迁(

遷
力)

　
　
宮
之
折
此
地
二
引
移
候
由
申
傳
候
事

一
　
御
詠
歌
等
惣
而
拝
領
物
之
事

　
　
享
保
十
三
年
十
月

　
　
獅
山
様
御
代
当
所
御
仮
屋
御
止
宿
之
節
同
月
廿
八
日
八
幡
宮
へ
被

　
　
遊
御
参
詣
御
真
筆
之
御
短
冊
井
鉄
砲
玉
御
奉
納
被
遊
候

　
　
右
ハ
当
寺
拝
領
物
之
品
ニ
ハ
無
御
座
候
得
共
八
幡
宮
御
奉

　
　
納
御
詠
歌
ニ
候
召
写
御
書
上
仕
候
事

　
　
神
名
月
末
徒
か
た
狩
の
序
尓
や
は
た
の
八
幡
に
も
ふ
て
介
る
尓

　
　
ひ
と
春
じ
尓
い
の
類
心
の
ま
こ
と
阿
ら
者
神
の
ち
か
ひ
ハ
今
も
か吉
村



は
ら
し
　

一
　
別
当
所
之
事

一
　
八
幡
宮

　
　
御
神
体
厨
子
入
ニ
而
封
置
候
付
住
僧
と
て
も
開
帳
仕
候
得
ハ

　
　
神
罪
を
蒙
リ
候
由
申
傳
入
院
之
節
も
拝
見
不
仕
候
御
神
事

　
　
毎
年
三
月
十
七
日
八
月
十
七
日
両
度
御
座
候
處
其
節
ハ
天

　
　
童
久
蔵
様
足
軽
弐
人
遣
為
警
衛

一
　
御
上
よ
り
之
定
　
久
蔵
方
故
障
之
義
有
之
候
得
ハ

　
　
御
上
よ
り
当
郡
田
子
村
福
田
御
足
軽
被
相
附
候
前
々
条
御
書

　
　
上
仕
候
通
往
古
御
社
人
三
拾
人
有
之
候
よ
し
何
時
之
頃
よ
り
カ
右

　
　
社
人
共
当
社
井
隣
村
中
野
村
御
百
姓
ニ
被
成
子
孫
之
者
共

　
　
今
ニ
御
神
事
之
砌
ハ
当
社
地
ニ
限
麻
上
下
御
免
被
成
下
相
勤
申

　
　
候
處
近
年
ハ
人
数
も
不
足
ニ
罷
成
候
事

一
　
肯
山
様
思
召
を
以
当
社
再
興
仕
候
節
御
金
五
拾
切
并
社
地

　
　
之
材
木
被
下
置
貞
享
元
年
六
月
御
社
建
替
申
候
事

一
　
貞
享
元
年
八
月
十
七
日
よ
り
御
神
酒
并
鏑
（
カ
）
射
之
者
へ
御
酒
三
斗

八幡村2-1-責修[1-108].indd   15 2015/06/12   14:14
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下
附
セ
ラ
ル
ヲ
慣
例
ト
ス

一
　
宝
永
四
年
四
月
四
日
夜
中
一
宇
火
事
仕
其
節
棟
札
等
迄
消
失

　
　
仕
貞
享
元
年
六
月
御
棟
札
写
斗
御
社
ニ
納
居
候
間
当
社

　
　
ニ
付
委
曲
之
義
相
知
兼
申
得
共
承
及
候
義
共
左
二
御
書
上
仕

　
　
候
事

一
　
当
社
之
義
ハ
何
年
ノ
頃
誰
勧
請
と
申
義
相
知
不
申
候
得
共
人

　
　
王
四
十
四
代
元
正
天
皇
御
宇
養
老
五
年
諸
国
へ
国
分
寺
を
相
建

　
　
候
以
後
御
当
國
へ
三
ヶ
所
之
納
経
所
被
相
立
候
由
御
城
下
国
分
寺

　
　
塩
釜
一
宮
当
所
右
三
ヶ
所
今
以
テ
納
経
仕
来
申
候
此
以
テ
相
考
ヘ

　
　
ハ
当
寺
ハ
古
キ
寺
と
相
聞
得
申
候
人
王
七
十
代
後
冷
泉
院
御

　
　
宇
天
喜
康
平
之
頃
八
幡
太
郎
東
夷
征
伐
之
折
当
社
へ
鞢

　
　
を
奉
納
被
成
置
以
後
鞢
八
幡
と
奉
称
御
神
領
数
丁
有
之

　
　
繁
昌
仕
千
軒
余
之
町
場
有
之
本
郷
原
と
申
傳
候
何
年
以
前
之

　
　
義
ニ
御
座
候
哉
当
村
津
浪
に
右
町
場
も
一
時
ニ
水
亡
仕
候

　
　
当
村
大
杉
元
と
申
所
ニ
鍋
か
け
杉
と
申
唱
朽
損
候
古
杉
御

　
　
座
候
其
節
鍋
懸
ケ
候
大
木
と
申
傳
置
候
津
浪
之
節

　
　
町
場
之
者
利
府
か
せ
村
之
辺
へ
立
除
候
由
右
村
二
八
幡
町
と
申

　
　
候
町
御
座
候
庭
当
村
よ
り
引
移
候
二
付
今
以
当
社
を
信
心
仕
三
月

　
　
九
月
両
度
御
祭
日
ニ
ハ
八
幡
町
之
者
共
前
夜
よ
り
被
越
夜
籠
り

　
　
仕
候
事

一
　
当
社
往
古
ハ
古
舘
と
申
所
四
方
四
十
間
斗
之
平
地
ニ
御
鎮
座
有
之

　
　
当
時
古
杉
壱
本
御
座
候
所
を
御
社
之
跡
と
申
傳
候
今
以
宮
ノ
前

　
　
又
ハ
馬
場
杯
と
申
小
名
御
座
候
旧
御
鎮
座
之
寄
二
而
馬
場

　
　
と
申
候
所
ハ
御
祭
礼
之
節

流
馬
有
之
節
馬
場
と
申
事
ニ

　
　
御
座
候
人
王
八
十
四
代
順
徳
院
御
宇
建
保
年
中
将
軍
實

　
　
朝
公
御
時
平
ノ
右
馬
之
介
と
申
人
当
所
拝
領
有
之
居
城
築

　
　
立
候
節
当
所
へ
御
遷
宮
と
申
傳
候
事

一
　
唯
今
之
地
二
御
遷
宮
被
成
候
以
後
と
も
に
御
祭
田
隣
村
中
野

　
　
村
ニ
数
多
差
宛
行
候
由
今
以
同
村
田
地
之
寄
ニ
相
残
居

　
　
候
蓬
田
屋
敷
伊
三
郎
持
高
之
内
前
田
と
申
寄
壱
貫
文
余
有

　
　
之
右
者
往
古
当
社
御
寄
附
之
御
田
地
ニ
而
神
子
之
持
高
二
而
舞

　
　
田
と
申
候
由
何
時
よ
り
力
書
替
只
今
ニ
前
書
之
文
字
ニ
書
来
リ
申

　
　
候
達
屋
敷
治
右
工
門
持
高
之
内
森
下
田
と
申
寄
三
百
文
余

　
　
有
之
候
右
ハ
当
社
御
膳
料
田
二
而
御
供
盛
仕
立
差
上
候
ニ

　
　
付
盛
仕
立
田
と
申
候
由
此
又
何
時
之
頃
よ
り
前
書
之
文
字

　
　
ニ
書
来
り
申
候
事

一
　
寺
社
本
地
前
佛
胡
銅
像
御
座
候
慮
右
銘
有
之
候
間
左
二

　
　
御
書
上
仕
候
事

　
　
正
元
二
年
二
月
十
五
日

　
　
勧
進
沙
門
浄
心
敬
白

　
　
右
正
元
二
年
ハ
人
王
八
十
九
代
亀
山
院
御
宇
二
而
当
安
永
三
年

　
　
ま
て
五
百
拾
五
年
二
罷
成
申
候
事

一
　
当
社
古
鐘
ハ
延
宝
年
中
迄
ハ
御
座
候
處
其
後
亡
失
二
罷
成

　
　
当
時
之
鐘
ハ
延
享
二
年
三
月
中
野
村
よ
り
相
納
申
候

　
　
古
銘

（
鐘
カ
）之

銘
ハ
左
二
御
書
上
仕
候
事

　
　
　
奉
謹
鐘
鋳

　
　
　
　
奥
州
末
松
山
八
幡
宮
大
檀
那
介
平
景
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
兵
庫
殿
先
祖
也
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大
工
藤
乳(

弘
カ)

光

　
　
　
　
大
工
加
當
安
吉

　
　
永
仁
七
年
者
人
王
九
十
二
代
後
伏
見
院
御
宇
正
安
改
元
ニ
而
当
安

　
　
永
三
年
ま
て
四
百
七
十
六
年
二
罷
成
候
事

一
　
社
地
　

竪
八
十
二
間

よ
こ
百
間

　

一
　
社
南
向
　
三
間
作

一
　
鐘
楼
　

竪
壱
間

横
壱
間

　
　
右
鐘
ハ
延
宝
二
年
三
月
中
野
村
新
田
屋
敷
太
右
工
門
よ
り
相
納
申

　
　
事

一
　
鳥
居
　
南
向
　
一
　
長
床
　

縦
五
間
半

横
弐
間

一
　
額

　
　
右
社
之
横
額
八
幡
二
字
松
島
瑞
岩
寺
天
嶺
和
尚
筆
鳥
居
竪

　
　
額
八
幡
宮
三
字
筆
者
不
相
知
候
事

一
　
別
当
　
般
若
寺

　
　
藤
塚
氏
ノ
古
記
録
二
日
ク

　
　
聖
衆
天
中
天
　
　
　
謹
誠
大
菩
薩
　
　
陸
奥
末
松
山

　
参
迦
陵
頻
聟
　
　
奉
造
立
八
幡
宮
社
萱
□

（
葺
カ
）

三
間
二
面
御
宝
殿

　
　
哀
慰
衆
生
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
我
等
今
敬
礼
　
　
　
碑
文
殊
師
利
菩
薩
長
禄
三
大
才

巳
卯

　
八
月
十
三
日

一
　
大
旦
那
日
本
國
大
将
軍
　
　
聖
居
住
山
城
国
小
田
木
郡
大
谷
庄
久
高

　
　
　
大
行
事
陸
奥
介
藤
原
景
宗
　
　
宮
司
清
太
夫
清
原
吉
久

　
　
　
同
藤
原
宗
景
八
幡
太
郎
　
　
　
　
　
惣
米
田
延
十
壱
人

　
　
行
事
宮
城
大
工
壼
岐
守
満
延
同
子
息
周
防
守
吉
延

　
　
鍛
冶
居
住
黒
川
郡
小
野
太
郎
右
工
門
宗
吉

　
　
　
　
　
筆
者
住
黒
川
郡
大
衡
石
崎
坊
智
遍

　
　
此
以
後
應
仁
二
年
十
二
月
廿
四
日
之
棟
札
も
如
斯
文
言
同
事
也

　
　
宮
城
郡
八
幡
村
鐘
元
和
五
年
摂
津
守
様
御
串
□
湖
之
時
分

　
　
備
用
夫
よ
り
不
相
返
寛
文
十
二
年
十
月
仙
台
八
塚
松
音
寺
二
而
此
鐘

　
　
鋳
替
候
二
而
戚
却
也

　
　
　
八
幡
宮
社
領
分

一
　
一
万
五
千
百
刈
　
高御

祭
奉
行橋

美
濃
介
　
　
　
　
一
　
六
千
五
百
刈
　
小
御
や
ふ
さ
め幡

か
つ
さ

一
　
四
千
三
百
刈
　
　
阿

御
や
ふ
さ
め部

太
郎
右
工
門
　
　
一
　
弐
千
弐
百
刈
　
金
與
惣
兵
衛

一
　
三
千
弐
百
刈
　
　
高同

嵜
藤
兵
衛
　
　
　
　
一
　
二
千
五
百
刈
　
小
幡
孫
左
エ
門

一
　
七
百
刈
　
　
　
　
小
幡
志
摩
守
　
　
　
　
一
　
四
千
六
百
刈
　
高

一
ノ
御
へ
い橋
長
門
守

一
　
弐
千
刈
　
　
　
　
高

御
へ
い

橋
彦
左
エ
門
　
　
　
一
　
千
刈
　
　
　
　
小
幡
孫
三
郎

一
　
千
四
百
刈
　
　
　
中
た
て
新
左
エ
門
　
　
一
　
九
百
刈
　
　
　
た
し
ろ
太
郎
右
エ
門

一
　
千
百
刈
　
　
　
　
小
幡
新
六
郎
　
　
　
　
一
　
七
百
刈
　
　
　
鎌
田
藤
兵
エ
　

一
　
千
五
百
刈
　
　
　
同
　
助
兵
エ
　
　
　
　
一
　
七
百
刈
　
　
　
高
橋
藤
左
エ
門

一
　
二
千
刈
　
　
　
　
鈴

御
へ
い

木
彦
右
エ
門
　
　
　
一
　
二
千
七
百
刈
　
こ
本
り
山
彦
兵
エ

一
　
弐
万
八
千
九
百
八
十
刈
　
大
宝
坊
　
　
　
一
　
壱
万
五
百
刈
　
高
橋
豊
前

　
　
　
外
四
拾
弐
人
分
コ
ゝ
ニ
畧
ス

一
　
八
幡
社
家
拾
弐
人
　
是
レ
ハ
安
永
年
間
ノ
現
在

　
　
庄
右
工
門
　
三
四
郎
　
四
郎
助
　
與
兵
工
　
右
西
人
ハ
八
幡
住
居

　
　
覚
右
工
門
　
大
助
　
嘉
内
　
久
兵
衛
　
長
十
郎
　
市
太
郎

　
　
文
四
郎
　
虎
蔵
　
右
六
人
中
野
村
住
居

　
　
鈴

庄
右
工
門
先
祖

木
庄
兵
工
　
　
鈴
三
四
郎
先
祖木

庄
五
郎
　
　
高
四
郎
助
先
祖橋

孫
右
工
門

　
　
高

与
兵
〃
橋
治
兵
工
　
　
小
覚
右
工
門
〃幡
茂
右
工
門
　
小
大
助
〃
幡
庄
蔵
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下
附
セ
ラ
ル
ヲ
慣
例
ト
ス

一
　
宝
永
四
年
四
月
四
日
夜
中
一
宇
火
事
仕
其
節
棟
札
等
迄
消
失

　
　
仕
貞
享
元
年
六
月
御
棟
札
写
斗
御
社
ニ
納
居
候
間
当
社

　
　
ニ
付
委
曲
之
義
相
知
兼
申
得
共
承
及
候
義
共
左
二
御
書
上
仕

　
　
候
事

一
　
当
社
之
義
ハ
何
年
ノ
頃
誰
勧
請
と
申
義
相
知
不
申
候
得
共
人

　
　
王
四
十
四
代
元
正
天
皇
御
宇
養
老
五
年
諸
国
へ
国
分
寺
を
相
建

　
　
候
以
後
御
当
國
へ
三
ヶ
所
之
納
経
所
被
相
立
候
由
御
城
下
国
分
寺

　
　
塩
釜
一
宮
当
所
右
三
ヶ
所
今
以
テ
納
経
仕
来
申
候
此
以
テ
相
考
ヘ

　
　
ハ
当
寺
ハ
古
キ
寺
と
相
聞
得
申
候
人
王
七
十
代
後
冷
泉
院
御

　
　
宇
天
喜
康
平
之
頃
八
幡
太
郎
東
夷
征
伐
之
折
当
社
へ
鞢

　
　
を
奉
納
被
成
置
以
後
鞢
八
幡
と
奉
称
御
神
領
数
丁
有
之

　
　
繁
昌
仕
千
軒
余
之
町
場
有
之
本
郷
原
と
申
傳
候
何
年
以
前
之

　
　
義
ニ
御
座
候
哉
当
村
津
浪
に
右
町
場
も
一
時
ニ
水
亡
仕
候

　
　
当
村
大
杉
元
と
申
所
ニ
鍋
か
け
杉
と
申
唱
朽
損
候
古
杉
御

　
　
座
候
其
節
鍋
懸
ケ
候
大
木
と
申
傳
置
候
津
浪
之
節

　
　
町
場
之
者
利
府
か
せ
村
之
辺
へ
立
除
候
由
右
村
二
八
幡
町
と
申

　
　
候
町
御
座
候
庭
当
村
よ
り
引
移
候
二
付
今
以
当
社
を
信
心
仕
三
月

　
　
九
月
両
度
御
祭
日
ニ
ハ
八
幡
町
之
者
共
前
夜
よ
り
被
越
夜
籠
り

　
　
仕
候
事

一
　
当
社
往
古
ハ
古
舘
と
申
所
四
方
四
十
間
斗
之
平
地
ニ
御
鎮
座
有
之

　
　
当
時
古
杉
壱
本
御
座
候
所
を
御
社
之
跡
と
申
傳
候
今
以
宮
ノ
前

　
　
又
ハ
馬
場
杯
と
申
小
名
御
座
候
旧
御
鎮
座
之
寄
二
而
馬
場

　
　
と
申
候
所
ハ
御
祭
礼
之
節

流
馬
有
之
節
馬
場
と
申
事
ニ

　
　
御
座
候
人
王
八
十
四
代
順
徳
院
御
宇
建
保
年
中
将
軍
實

　
　
朝
公
御
時
平
ノ
右
馬
之
介
と
申
人
当
所
拝
領
有
之
居
城
築

　
　
立
候
節
当
所
へ
御
遷
宮
と
申
傳
候
事

一
　
唯
今
之
地
二
御
遷
宮
被
成
候
以
後
と
も
に
御
祭
田
隣
村
中
野

　
　
村
ニ
数
多
差
宛
行
候
由
今
以
同
村
田
地
之
寄
ニ
相
残
居

　
　
候
蓬
田
屋
敷
伊
三
郎
持
高
之
内
前
田
と
申
寄
壱
貫
文
余
有

　
　
之
右
者
往
古
当
社
御
寄
附
之
御
田
地
ニ
而
神
子
之
持
高
二
而
舞

　
　
田
と
申
候
由
何
時
よ
り
力
書
替
只
今
ニ
前
書
之
文
字
ニ
書
来
リ
申

　
　
候
達
屋
敷
治
右
工
門
持
高
之
内
森
下
田
と
申
寄
三
百
文
余

　
　
有
之
候
右
ハ
当
社
御
膳
料
田
二
而
御
供
盛
仕
立
差
上
候
ニ

　
　
付
盛
仕
立
田
と
申
候
由
此
又
何
時
之
頃
よ
り
前
書
之
文
字

　
　
ニ
書
来
り
申
候
事

一
　
寺
社
本
地
前
佛
胡
銅
像
御
座
候
慮
右
銘
有
之
候
間
左
二

　
　
御
書
上
仕
候
事

　
　
正
元
二
年
二
月
十
五
日

　
　
勧
進
沙
門
浄
心
敬
白

　
　
右
正
元
二
年
ハ
人
王
八
十
九
代
亀
山
院
御
宇
二
而
当
安
永
三
年

　
　
ま
て
五
百
拾
五
年
二
罷
成
申
候
事

一
　
当
社
古
鐘
ハ
延
宝
年
中
迄
ハ
御
座
候
處
其
後
亡
失
二
罷
成

　
　
当
時
之
鐘
ハ
延
享
二
年
三
月
中
野
村
よ
り
相
納
申
候

　
　
古
銘

（
鐘
カ
）之
銘
ハ
左
二
御
書
上
仕
候
事

　
　
　
奉
謹
鐘
鋳

　
　
　
　
奥
州
末
松
山
八
幡
宮
大
檀
那
介
平
景
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
兵
庫
殿
先
祖
也

9

　
　
　
　
大
工
藤
乳(

弘
カ)

光

　
　
　
　
大
工
加
當
安
吉

　
　
永
仁
七
年
者
人
王
九
十
二
代
後
伏
見
院
御
宇
正
安
改
元
ニ
而
当
安

　
　
永
三
年
ま
て
四
百
七
十
六
年
二
罷
成
候
事

一
　
社
地
　

竪
八
十
二
間

よ
こ
百
間

　

一
　
社
南
向
　
三
間
作

一
　
鐘
楼
　

竪
壱
間

横
壱
間

　
　
右
鐘
ハ
延
宝
二
年
三
月
中
野
村
新
田
屋
敷
太
右
工
門
よ
り
相
納
申

　
　
事

一
　
鳥
居
　
南
向
　
一
　
長
床
　

縦
五
間
半

横
弐
間

一
　
額

　
　
右
社
之
横
額
八
幡
二
字
松
島
瑞
岩
寺
天
嶺
和
尚
筆
鳥
居
竪

　
　
額
八
幡
宮
三
字
筆
者
不
相
知
候
事

一
　
別
当
　
般
若
寺

　
　
藤
塚
氏
ノ
古
記
録
二
日
ク

　
　
聖
衆
天
中
天
　
　
　
謹
誠
大
菩
薩
　
　
陸
奥
末
松
山

　
参
迦
陵
頻
聟
　
　
奉
造
立
八
幡
宮
社
萱
□

（
葺
カ
）

三
間
二
面
御
宝
殿

　
　
哀
慰
衆
生
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
我
等
今
敬
礼
　
　
　
碑
文
殊
師
利
菩
薩
長
禄
三
大
才

巳
卯

　
八
月
十
三
日

一
　
大
旦
那
日
本
國
大
将
軍
　
　
聖
居
住
山
城
国
小
田
木
郡
大
谷
庄
久
高

　
　
　
大
行
事
陸
奥
介
藤
原
景
宗
　
　
宮
司
清
太
夫
清
原
吉
久

　
　
　
同
藤
原
宗
景
八
幡
太
郎
　
　
　
　
　
惣
米
田
延
十
壱
人

　
　
行
事
宮
城
大
工
壼
岐
守
満
延
同
子
息
周
防
守
吉
延

　
　
鍛
冶
居
住
黒
川
郡
小
野
太
郎
右
工
門
宗
吉

　
　
　
　
　
筆
者
住
黒
川
郡
大
衡
石
崎
坊
智
遍

　
　
此
以
後
應
仁
二
年
十
二
月
廿
四
日
之
棟
札
も
如
斯
文
言
同
事
也

　
　
宮
城
郡
八
幡
村
鐘
元
和
五
年
摂
津
守
様
御
串
□
湖
之
時
分

　
　
備
用
夫
よ
り
不
相
返
寛
文
十
二
年
十
月
仙
台
八
塚
松
音
寺
二
而
此
鐘

　
　
鋳
替
候
二
而
戚
却
也

　
　
　
八
幡
宮
社
領
分

一
　
一
万
五
千
百
刈
　
高御

祭
奉
行橋

美
濃
介
　
　
　
　
一
　
六
千
五
百
刈
　
小
御
や
ふ
さ
め幡

か
つ
さ

一
　
四
千
三
百
刈
　
　
阿

御
や
ふ
さ
め部

太
郎
右
工
門
　
　
一
　
弐
千
弐
百
刈
　
金
與
惣
兵
衛

一
　
三
千
弐
百
刈
　
　
高同

嵜
藤
兵
衛
　
　
　
　
一
　
二
千
五
百
刈
　
小
幡
孫
左
エ
門

一
　
七
百
刈
　
　
　
　
小
幡
志
摩
守
　
　
　
　
一
　
四
千
六
百
刈
　
高

一
ノ
御
へ
い橋

長
門
守

一
　
弐
千
刈
　
　
　
　
高

御
へ
い

橋
彦
左
エ
門
　
　
　
一
　
千
刈
　
　
　
　
小
幡
孫
三
郎

一
　
千
四
百
刈
　
　
　
中
た
て
新
左
エ
門
　
　
一
　
九
百
刈
　
　
　
た
し
ろ
太
郎
右
エ
門

一
　
千
百
刈
　
　
　
　
小
幡
新
六
郎
　
　
　
　
一
　
七
百
刈
　
　
　
鎌
田
藤
兵
エ
　

一
　
千
五
百
刈
　
　
　
同
　
助
兵
エ
　
　
　
　
一
　
七
百
刈
　
　
　
高
橋
藤
左
エ
門

一
　
二
千
刈
　
　
　
　
鈴

御
へ
い

木
彦
右
エ
門
　
　
　
一
　
二
千
七
百
刈
　
こ
本
り
山
彦
兵
エ

一
　
弐
万
八
千
九
百
八
十
刈
　
大
宝
坊
　
　
　
一
　
壱
万
五
百
刈
　
高
橋
豊
前

　
　
　
外
四
拾
弐
人
分
コ
ゝ
ニ
畧
ス

一
　
八
幡
社
家
拾
弐
人
　
是
レ
ハ
安
永
年
間
ノ
現
在

　
　
庄
右
工
門
　
三
四
郎
　
四
郎
助
　
與
兵
工
　
右
西
人
ハ
八
幡
住
居

　
　
覚
右
工
門
　
大
助
　
嘉
内
　
久
兵
衛
　
長
十
郎
　
市
太
郎

　
　
文
四
郎
　
虎
蔵
　
右
六
人
中
野
村
住
居

　
　
鈴

庄
右
工
門
先
祖
木
庄
兵
工
　
　
鈴
三
四
郎
先
祖木
庄
五
郎
　
　
高
四
郎
助
先
祖橋
孫
右
工
門

　
　
高

与
兵
〃
橋
治
兵
工
　
　
小
覚
右
工
門
〃幡
茂
右
工
門
　
小
大
助
〃
幡
庄
蔵
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朝
長
十
郎
野
但
馬
　
　
　
郡
嘉
内
〃
山
戸
右
工
門
　
郷
久
兵
エ
〃家
作
右
工
門

　
　
阿

市
太
郎

部
金
右
工
門
　
小
文
四
郎
〃泉

加
茂
之
助
　
沼
虎
蔵
〃

田
外
記

　
　
右
社
家
代
数
書
上
ハ
畧
　
ス

本
社
記
録
二

　
文
政
三
年
八
月
御
修
繕
之
節
伊
達
家
ヨ
リ
金
杯
両
糯
白
米

　
五
斗
神
酒
諸
白
等
其
他
年
々
春
秋
ノ
祭
典
料
ト
シ
テ
維
新

　
前
マ
テ
右
高
宛
寄
進
セ
ラ
ル

　
又
明
治
三
年
六
月
七
日
勤
政
廰
ヨ
リ
大
社
柄
二
依
リ
御
祭
典

　
料
ト
シ
テ
年
金
三
両
宛
ツ
ゝ
被
相
下
附

社
殿

　
神
殿
附
戸
造
リ
屋
根
ハ
柿
葺
彫
刻
ナ
シ
長
禄
三
年
八
月
十
三
日

　
改
造
後
文
政
七
年
安
政
三
年
明
治
三
十
九
年
修
覆
ス

　
坪
数
弐
坪

拝
殿
母
屋
造
屋
根
柿
葺
彫
刻
蛙
又
ハ
龍
桁
梁

雲
龍
獅
鶴
二
松
籠
刻
升
組
ハ
出
組
彩
色
ナ
シ

坪
数
七
坪
　
二
合

神
撰
所
　
　
二
坪
五
合

参
集
所
　
　
三
坪
七
合
五
勺

長
床
　
　
　
十
三
坪
七
合
五
勺

社
務
所
　
　
十
三
坪
七
合
五
勺

氏
子
区
域

　
多
賀
城
村
八
幡
区
戸
数
百
七
十
一
戸
信
徒
ノ
数
ハ
宮

　
城
名
取
黒
川
加
美
柴
田
大
凡
ソ
五
千
人
余

社
入

　
初
穂
料
　
十
弐
円

　
守
札
料
　
弐
拾
四
円
参
拾
五
銭

　
祈
祷
料
　
五
円

　
賓
銭
料
　
拾
円
八
十
五
銭

　
金
計
五
拾
弐
円
弐
拾
銭

永
続
財
産

　
田
地
　
七
反
四
畝
十
歩

　
畑
　
　
六
畝
七
歩

　
　
此
収
益
金
八
拾
八
円
八
拾
銭

将
来
維
持
方
法

　
一
　
氏
子
協
議
ノ
上
本
年
ヨ
リ
向
フ
十
ヶ
年
二
金
一
千

　
　
　
円
ヲ
積
立
是
ヲ
利
殖
シ
テ
金
参
千
円
二
達
ス

　
　
　
ル
間
如
何
ナ
ル
理
由
ノ
許
ニ
モ
費
済
セ
サ
ル
事

　
二
　
普
通
ノ
維
持
方
ハ
従
来
ノ
土
地
ノ
収
入
及
社
入
金

　
　
　
ヲ
以
テ
所
弁
ス
ル
事

境
内
地

　
九
反
三
畝
十
四
歩

右
之
通
リ
相
違
無
之
候
也

郷
社
八
幡
神
社
々
掌

明
治
四
十
年
十
二
月
三
十
日
　
　
菅
野
亦
左
工
門

11

東

北

南

西

木
造
鳥
居

七
尺
五
寸

七
尺
五
寸

七
尺
五
寸

七尺

郷
社
八
幡
神
社
境
内
建
物
名
称
見
取
図
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　田
口
與
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前
書
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通
相
違
無
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也
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治
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十
一
年
一
月
十
一
日
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城
縣
宮
城
郡
多
賀
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長
志
賀
庸
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16

喜
太
郎
稲
荷
神
社

　喜
太
郎
稲
荷
神
社
は
八
幡
二
丁
目
に
所
在
す
る
仙
台
藩
準
一
家
天
童
氏
の
氏
神
で

あ
る
。
天
童
神
社
（
村
書
出
）、
天
童
明
神
社
（
光
徳
院
書
出
）
と
も
呼
ば
れ
た
。

東
西
約
二
一
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
一
五
メ
ー
ト
ル
の
境
内
は
生
垣
や
板
塀
に
よ
っ
て

区
画
さ
れ
、
北
西
に
あ
る
天
童
家
墓
所
と
は
別
の
区
画
と
な
っ
て
い
る
が
、『
多
賀

城
町
誌
』
が
編
纂
さ
れ
た
昭
和
四
二
年
当
時
は
「
境
内
に
は
天
童
家
代
々
の
墓
所
が

あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
（
多
賀
城
町
誌
編
纂
委
員
会
一
九
六
七
、
須

藤

　一
九
七
四
）。
本
社
は
現
在
も
天
童
氏
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
天
童
氏
及
び
そ

の
関
係
者
に
よ
っ
て
祭
事
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

　喜
太
郎
稲
荷
神
社
は
、
か
つ
て
天
童
氏
が
本
拠
と
し
た
山
形
県
天
童
市
に
は
四

社
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
う

ち
三
社
は
天
童
氏
の
祖
頼
直

が
築
城
し
た
舞
鶴
山
周
辺
に

現
存
し
、
残
る
一
社
が
宮
城

郡
八
幡
に
移
さ
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
（
天
童
市
立
旧

東
村
山
郡
役
所
資
料
館

　

二
〇
〇
五
）。

　「風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、

天
童
神
社
と
記
載
さ
れ
、
次

の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い

る
。　天

童
久
蔵
拝
領
地
の
内
の

臺
に
あ
る
。
天
童
久
蔵
の
先

祖
が
羽
州
天
童
に
居
城
し
て
い
た
時
勧
請
し
た
も
の
で
、
慶
長
年
中
（
一
五
九
六
～

一
六
一
四
）
に
当
村
に
在
所
を
拝
領
し
た
折
り
、
遷
宮
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

社
殿
は
辰
巳
向
き
で
一
間
作
り
、
鳥
居
、
長
床
も
辰
巳
向
き
で
あ
っ
た
。
長
床
は
竪

四
間
、
横
二
間
の
規
模
で
あ
る
。
光
徳
院
が
別
当
を
務
め
、
祭
日
は
三
月
二
八
日
と

九
月
二
八
日
。

　社
殿
に
は
、
寛
文
か
ら
昭
和
に
至
る
一
三
点
の
棟
札
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

う
ち
八
点
が
本
社
に
関
わ
る
棟
札
で
あ
り
、
外
五
点
は
八
幡
宮
（
内
八
幡
）
の
棟
札

で
あ
っ
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
寛
延
四
年（
一
七
五
一
）と
文
政
十
一
年（
一
八
二
八
）

の
造
立
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）、
明
治
七
年

（
一
八
七
四
）、
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
）
の
屋
根
替
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）

の
鳥
居
建
設
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　境
内
に
手
水
鉢
が
あ
り
、
三
面
に
次
の
よ
う
な
銘
文
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜太郎稲荷神社『天童史跡八幡山古戦場誌』より
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八
幡
社

　
八
幡
社
は
廃
社
で
あ
り
、
現
在
で
は
そ
の
所
在
地
す
ら
明
確
で
は
な
い
。
天
和
元

年
（
一
六
八
一
）
の
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天
童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵

図
」
に
は
、
不
磷
寺
と
光
徳
院
の
間
に
あ
る
道
路
の
突
き
当
た
り
に
「
末
松
山
八
幡

宮
」
と
し
て
図
示
さ
れ
て
い
る
。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、
当
所
で
は
内
八
幡
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
あ
り
、
次

の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
天
童
久
蔵
の
拝
領
地
の
内
の
臺
と
い
う
所
に
あ
り
、
天
童
久
蔵
の
先
祖
が
慶
長
年

中
（
一
五
九
六
～
一
六
一
四
）
に
勧
請
し
た
も
の
と
い
う
。
社
地
は
竪
五
十
間
、
横

二
五
間
の
広
さ
が
あ
り
、
社
殿
は
辰
巳
向
き
の
一
間
作
り
で
あ
る
。
鳥
居
は
辰
巳
向

き
、
長
床
も
辰
巳
向
き
で
竪
四
間
、
横
二
間
で

あ
る
。
社
の
横
額
に
は
「
八
幡
宮
」
の
三
文
字

が
あ
り
天
嶺
和
尚
の
筆
で
あ
る
。
別
当
は
天
台

宗
松
光
山
光
徳
院
で
あ
る
。
祭
日
は
四
月
十
五

日
。

　
天
嶺
和
尚
は
瑞
巌
寺
の
一
〇
五
世
住
職
で

あ
り
、
こ
の
扁
額
は
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に

保
管
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
社
に
は
八
幡
社

に
関
わ
る
棟
札
も
納
め
ら
れ
て
お
り
、
寛
文

九
年
（
一
六
六
九
）
の
造
営
、
文
政
十
一
年

（
一
八
二
八
）、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）、
弘
化

三
年
（
一
八
四
六
）、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

の
屋
根
替
え
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
導
師
は

い
ず
れ
も
別
当
で
あ
る
光
徳
院
の
僧
が
務
め
て

0 10cm
S=1/5

□
入

□
中

笠
神
村

下
馬
村

大
代
村奉

□

八幡宮扁額
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い
う
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
（
多
賀
城
町
誌
編
纂
委
員
会
一
九
六
七
、
須

藤

　一
九
七
四
）。
本
社
は
現
在
も
天
童
氏
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
天
童
氏
及
び
そ

の
関
係
者
に
よ
っ
て
祭
事
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

　喜
太
郎
稲
荷
神
社
は
、
か
つ
て
天
童
氏
が
本
拠
と
し
た
山
形
県
天
童
市
に
は
四

社
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
う

ち
三
社
は
天
童
氏
の
祖
頼
直

が
築
城
し
た
舞
鶴
山
周
辺
に

現
存
し
、
残
る
一
社
が
宮
城

郡
八
幡
に
移
さ
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
（
天
童
市
立
旧

東
村
山
郡
役
所
資
料
館

　

二
〇
〇
五
）。

　「風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、

天
童
神
社
と
記
載
さ
れ
、
次

の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い

る
。　天

童
久
蔵
拝
領
地
の
内
の

臺
に
あ
る
。
天
童
久
蔵
の
先

祖
が
羽
州
天
童
に
居
城
し
て
い
た
時
勧
請
し
た
も
の
で
、
慶
長
年
中
（
一
五
九
六
～

一
六
一
四
）
に
当
村
に
在
所
を
拝
領
し
た
折
り
、
遷
宮
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

社
殿
は
辰
巳
向
き
で
一
間
作
り
、
鳥
居
、
長
床
も
辰
巳
向
き
で
あ
っ
た
。
長
床
は
竪

四
間
、
横
二
間
の
規
模
で
あ
る
。
光
徳
院
が
別
当
を
務
め
、
祭
日
は
三
月
二
八
日
と

九
月
二
八
日
。

　社
殿
に
は
、
寛
文
か
ら
昭
和
に
至
る
一
三
点
の
棟
札
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

う
ち
八
点
が
本
社
に
関
わ
る
棟
札
で
あ
り
、
外
五
点
は
八
幡
宮
（
内
八
幡
）
の
棟
札

で
あ
っ
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
寛
延
四
年（
一
七
五
一
）と
文
政
十
一
年（
一
八
二
八
）

の
造
立
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）、
明
治
七
年

（
一
八
七
四
）、
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
）
の
屋
根
替
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）

の
鳥
居
建
設
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　境
内
に
手
水
鉢
が
あ
り
、
三
面
に
次
の
よ
う
な
銘
文
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜太郎稲荷神社『天童史跡八幡山古戦場誌』より
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八
幡
社

　
八
幡
社
は
廃
社
で
あ
り
、
現
在
で
は
そ
の
所
在
地
す
ら
明
確
で
は
な
い
。
天
和
元

年
（
一
六
八
一
）
の
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天
童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵

図
」
に
は
、
不
磷
寺
と
光
徳
院
の
間
に
あ
る
道
路
の
突
き
当
た
り
に
「
末
松
山
八
幡

宮
」
と
し
て
図
示
さ
れ
て
い
る
。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、
当
所
で
は
内
八
幡
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
あ
り
、
次

の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
天
童
久
蔵
の
拝
領
地
の
内
の
臺
と
い
う
所
に
あ
り
、
天
童
久
蔵
の
先
祖
が
慶
長
年

中
（
一
五
九
六
～
一
六
一
四
）
に
勧
請
し
た
も
の
と
い
う
。
社
地
は
竪
五
十
間
、
横

二
五
間
の
広
さ
が
あ
り
、
社
殿
は
辰
巳
向
き
の
一
間
作
り
で
あ
る
。
鳥
居
は
辰
巳
向

き
、
長
床
も
辰
巳
向
き
で
竪
四
間
、
横
二
間
で

あ
る
。
社
の
横
額
に
は
「
八
幡
宮
」
の
三
文
字

が
あ
り
天
嶺
和
尚
の
筆
で
あ
る
。
別
当
は
天
台

宗
松
光
山
光
徳
院
で
あ
る
。
祭
日
は
四
月
十
五

日
。

　
天
嶺
和
尚
は
瑞
巌
寺
の
一
〇
五
世
住
職
で

あ
り
、
こ
の
扁
額
は
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に

保
管
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
社
に
は
八
幡
社

に
関
わ
る
棟
札
も
納
め
ら
れ
て
お
り
、
寛
文

九
年
（
一
六
六
九
）
の
造
営
、
文
政
十
一
年

（
一
八
二
八
）、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）、
弘
化

三
年
（
一
八
四
六
）、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

の
屋
根
替
え
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
導
師
は

い
ず
れ
も
別
当
で
あ
る
光
徳
院
の
僧
が
務
め
て

0 10cm
S=1/5

□
入

□
中

笠
神
村

下
馬
村

大
代
村奉

□

八幡宮扁額

喜太郎稲荷神社手水鉢拓本
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い
る
。

萩
原
神
社

　
現
在
、
宮
内
の
八
幡
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
萩
原
神
社
は
、
か
つ
て
中
谷
地

に
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
現
在
の
栄
一
丁
目
。
栄
橋
の
南
側
付
近
）。
昭
和

一
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
海
軍
工
廠
建
設
工
事
に
伴
っ
て
八
幡
神
社
に
遷
座
し
、
境
内

の
南
西
隅
に
祀
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
平
成
二
三
年
二
月
、
東
日
本
大
震
災
で
甚

大
な
被
害
が
あ
り
、
社
殿
は
倒
壊
し
た
が
、
中
谷
地
の
人
々
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
て

い
る
。

　
社
殿
に
は
棟
札
四
点
、
寄
進
札
二
点
、
呪
符
一
点
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
に
よ
れ
ば
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
と
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
は
「
稲

荷
大
明
神
」、
文
政
一
一

年
（
一
八
二
八
）
に
は
「
萩

原
稲
荷
大
明
神
」、
明
治
七

年
に
は
「
萩
原
稲
荷
神
社
」

と
あ
り
、
棟
札
の
表
記
か

ら
で
は
あ
る
が
名
称
の
変

遷
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に

は
、
稲
荷
社
と
し
て
記
載

さ
れ
、
次
の
よ
う
に
書
き

出
さ
れ
て
い
る
。

　
中
谷
地
に
あ
り
、
誰
が

勧
進
し
た
の
か
、
ま
た
そ

の
年
月
と
も
に
分
ら
な
い
。
社
地
は
　
竪
七
十
間
、横
貮
十
三
間
の
広
さ
が
あ
っ
た
。

社
殿
は
南
向
き
の
三
尺
作
り
で
、
鳥
居
も
南
向
き
で
あ
っ
た
。
地
主
は
当
村
の
本
山

派
修
験
喜
寶
院
で
あ
り
、
別
当
も
喜
宝
院
が
務
め
た
。
祭
日
は
九
月
十
九
日
。

　
本
社
に
は
、
屋
根
替
え
に
際
し
て
氏
子
と
見
ら
れ
る
人
々
が
寄
進
し
た
金
額
を
記

し
た
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
寄
進
札
が
あ
る
。
ま
た
、
同
様
な
様
式
に
よ
る
文

政
一
〇
年
の
寄
進
札
も
あ
り
、
屋
根
替
え
等
に
要
し
た
費
用
の
実
態
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

二
　
寺
院

末
松
山
宝
国
寺

　
宝
国
寺
は
八
幡
二
丁
目
に
所
在
す
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
。
八
幡
村

の
領
主
天
童
氏
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
代
々
の
位
牌
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
、

そ
の
旧
家
臣
を
先
祖
と
す
る
人
々
の
多
く
が
檀
家
と
な
っ
て
い
る
。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、
末
松
山
宝
国
寺
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ

て
い
る
。

　
末
松
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
臨
済
宗
で
、
仏
殿
は
竪
四
間
、
横
三
間
の
辰
巳

向
き
。
本
尊
は
木
仏
坐
像
、
一
尺
の
正
（
聖
か
）
観
音
で
聖
徳
太
子
の
作
。
宮
城

三
十
三
番
札
所
の
内
の
十
八
番
。
門
も
辰
巳
向
き
で
、
門
の
横
額
に
は
、
松
嶋
瑞
岩

寺
先
住
鵬
雲
和
尚
の
筆
に
な
る
「
末
松
山
」
の
三
文
字
が
あ
る
。

　
宝
国
寺
に
つ
い
て
は
、
七
世
楚
石
が
提
出
し
た
詳
細
な
書
出
も
あ
り
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
開
山
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
童
久
蔵
の
先
祖
で
あ
る
甲
斐

守
頼
澄
が
慶
長
年
中
に
再
興
し
、
寛
永
年
中
松
嶋
円
福
寺
鉄
牛
和
尚
が
中
興
し
た
。

末
松
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
当
山
は
か
つ
て
相
模
国
鎌
倉
の
臨
済
宗
建
長
寺
派

萩原神社（平成 21 年撮影）
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で
あ
っ
た
が
、
松
嶋
山
円
福
寺
が
瑞
巌
寺
と
改
号
し
て
以
来
、
当
寺
も
京
都
花
園
正

法
山
妙
心
寺
派
と
な
り
、
瑞
巌
寺
の
末
寺
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
林
松
寺
と
称
し
た

が
、
天
童
久
蔵
の
先
祖
で
あ
る
肥
後
定
義
の
代
に
先
祖
の
菩
提
所
に
し
た
た
め
、
甲

斐
守
頼
澄
の
法
名
を
と
っ
て
宝
国
寺
と
改
号
し
た
。本
山
は
青
龍
山
瑞
石
寺
で
あ
り
、

末
寺
は
な
い
。
本
尊
は
聖
観
音
で
、
詳
細
は
村
書
出
に
記
し
て
い
る
。

　
開
山
か
ら
当
住
ま
で
の
歴
代
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。

　
　
中
興
　
鉄
牛
（
実
名
は
不
明
）　
　 

二
世
　
幽
州
祖
元

　
　
三
世
　
金
英
祖
精
　
　
　
　
　
　
　
四
世
　
祥
雲
祐
水

　
　
五
世
　
絶
聞
祖
聞
　
　
　
　
　
　
　
六
世
　
梁
江
守
瑞

　
　
七
世
　
節
山
楚
石
（
当
住
）

　
現
在
、
寺
に
は
本
尊
で
あ
る
木
造
聖
観
音
菩
薩
坐
像
の
ほ
か
、
木
造
聖
観
音
菩
薩

立
像
が
二
体
、
木
造
韋
駄
天
立
像
、
鉄
造
懸
仏
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
本
尊
は
一
四
世

紀
後
半
の
制
作
で
あ
り
、
木
造
聖
観
音
菩
薩
立
像
の
一
体
に
は
「
仙
臺
柳
町
／
佛
師

／
佐
藤
甚
作
／
作
之
／
文
化
拾
四
年
（
一
八
一
七
）
／
十
一
月
吉
日
」
の
銘
が
あ
る
。

も
う
一
体
の
木
造
聖
観
音
菩
薩
坐
像
は
厨
子
に
納
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
江
戸
時

代
後
期
の
作
で
あ
る
。
木
造
韋
駄
天
立
像
も
同
じ
く
江
戸
時
代
後
期
の
制
作
で
あ
る

（
附
章
２
参
照
）。

　
鉄
造
懸
仏
は
桜
木
観
音
の
本
尊
で
あ
る
。
鋳
造
で
製
作
年
代
は
室
町
時
代
頃
と
さ

れ
て
い
る
。

小
松
山
不
磷
寺

　
不
磷
寺
は
八
幡
二
丁
目
に
所
在
す
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
。

「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、
小
松
山
不
磷
寺
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て

い
る
。

　
小
松
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
臨
済
宗
で
、
仏
殿
は
竪
三
間
、
横
二
間
の
東
北

向
き
。
本
尊
は
木
仏
坐
像
、
一
尺
の
地
蔵
菩
薩
で
慈
覚
大
師
の
作
。

不
磷
寺
に
つ
い
て
は
、
住
職
宗
慧
が
提
出
し
た
詳
細
な
書
出
も
あ
り
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　
当
寺
は
か
つ
て
何
宗
で
誰
が
開
山
と
い
う
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
一
峯
和
尚
が
中

興
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
な
ら
び
に
死
去
し
た
時
期
も
ま
た
不
明
で
あ
る
。
一
峯
和

尚
の
後
に
つ
い
て
も
何
代
の
住
職
が
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
六
代
前
の
寿
山
和

尚
は
寛
文
九
年
三
月
に
死
去
し
て
い
る
。
寺
は
小
松
山
に
あ
り
、
末
松
山
の
麓
で
三

拾
間
四
方
ば
か
り
が
昔
か
ら
除
地
と
な
っ
て
い
る
。
中
興
の
一
峯
和
尚
は
松
嶋
円
福

寺
（
瑞
巌
寺
最
初
の
寺
号
）
の
住
持
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
臨
済
宗
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
以
前
の
事
は
不
明
で
あ
る
が
地
蔵
堂
が
一
つ
残
っ
て
い
た
脇
に
一
峯
和
尚
が
庵

末松山寶國寺
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い
る
。

萩
原
神
社

　
現
在
、
宮
内
の
八
幡
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
萩
原
神
社
は
、
か
つ
て
中
谷
地

に
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
現
在
の
栄
一
丁
目
。
栄
橋
の
南
側
付
近
）。
昭
和

一
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
海
軍
工
廠
建
設
工
事
に
伴
っ
て
八
幡
神
社
に
遷
座
し
、
境
内

の
南
西
隅
に
祀
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
平
成
二
三
年
二
月
、
東
日
本
大
震
災
で
甚

大
な
被
害
が
あ
り
、
社
殿
は
倒
壊
し
た
が
、
中
谷
地
の
人
々
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
て

い
る
。

　
社
殿
に
は
棟
札
四
点
、
寄
進
札
二
点
、
呪
符
一
点
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
に
よ
れ
ば
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
と
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
は
「
稲

荷
大
明
神
」、
文
政
一
一

年
（
一
八
二
八
）
に
は
「
萩

原
稲
荷
大
明
神
」、
明
治
七

年
に
は
「
萩
原
稲
荷
神
社
」

と
あ
り
、
棟
札
の
表
記
か

ら
で
は
あ
る
が
名
称
の
変

遷
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に

は
、
稲
荷
社
と
し
て
記
載

さ
れ
、
次
の
よ
う
に
書
き

出
さ
れ
て
い
る
。

　
中
谷
地
に
あ
り
、
誰
が

勧
進
し
た
の
か
、
ま
た
そ

の
年
月
と
も
に
分
ら
な
い
。
社
地
は
　
竪
七
十
間
、横
貮
十
三
間
の
広
さ
が
あ
っ
た
。

社
殿
は
南
向
き
の
三
尺
作
り
で
、
鳥
居
も
南
向
き
で
あ
っ
た
。
地
主
は
当
村
の
本
山

派
修
験
喜
寶
院
で
あ
り
、
別
当
も
喜
宝
院
が
務
め
た
。
祭
日
は
九
月
十
九
日
。

　
本
社
に
は
、
屋
根
替
え
に
際
し
て
氏
子
と
見
ら
れ
る
人
々
が
寄
進
し
た
金
額
を
記

し
た
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
寄
進
札
が
あ
る
。
ま
た
、
同
様
な
様
式
に
よ
る
文

政
一
〇
年
の
寄
進
札
も
あ
り
、
屋
根
替
え
等
に
要
し
た
費
用
の
実
態
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

二
　
寺
院

末
松
山
宝
国
寺

　
宝
国
寺
は
八
幡
二
丁
目
に
所
在
す
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
。
八
幡
村

の
領
主
天
童
氏
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
代
々
の
位
牌
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
、

そ
の
旧
家
臣
を
先
祖
と
す
る
人
々
の
多
く
が
檀
家
と
な
っ
て
い
る
。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、
末
松
山
宝
国
寺
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ

て
い
る
。

　
末
松
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
臨
済
宗
で
、
仏
殿
は
竪
四
間
、
横
三
間
の
辰
巳

向
き
。
本
尊
は
木
仏
坐
像
、
一
尺
の
正
（
聖
か
）
観
音
で
聖
徳
太
子
の
作
。
宮
城

三
十
三
番
札
所
の
内
の
十
八
番
。
門
も
辰
巳
向
き
で
、
門
の
横
額
に
は
、
松
嶋
瑞
岩

寺
先
住
鵬
雲
和
尚
の
筆
に
な
る
「
末
松
山
」
の
三
文
字
が
あ
る
。

　
宝
国
寺
に
つ
い
て
は
、
七
世
楚
石
が
提
出
し
た
詳
細
な
書
出
も
あ
り
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
開
山
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
童
久
蔵
の
先
祖
で
あ
る
甲
斐

守
頼
澄
が
慶
長
年
中
に
再
興
し
、
寛
永
年
中
松
嶋
円
福
寺
鉄
牛
和
尚
が
中
興
し
た
。

末
松
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
当
山
は
か
つ
て
相
模
国
鎌
倉
の
臨
済
宗
建
長
寺
派
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で
あ
っ
た
が
、
松
嶋
山
円
福
寺
が
瑞
巌
寺
と
改
号
し
て
以
来
、
当
寺
も
京
都
花
園
正

法
山
妙
心
寺
派
と
な
り
、
瑞
巌
寺
の
末
寺
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
林
松
寺
と
称
し
た

が
、
天
童
久
蔵
の
先
祖
で
あ
る
肥
後
定
義
の
代
に
先
祖
の
菩
提
所
に
し
た
た
め
、
甲

斐
守
頼
澄
の
法
名
を
と
っ
て
宝
国
寺
と
改
号
し
た
。本
山
は
青
龍
山
瑞
石
寺
で
あ
り
、

末
寺
は
な
い
。
本
尊
は
聖
観
音
で
、
詳
細
は
村
書
出
に
記
し
て
い
る
。

　
開
山
か
ら
当
住
ま
で
の
歴
代
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。

　
　
中
興
　
鉄
牛
（
実
名
は
不
明
）　
　 

二
世
　
幽
州
祖
元

　
　
三
世
　
金
英
祖
精
　
　
　
　
　
　
　
四
世
　
祥
雲
祐
水

　
　
五
世
　
絶
聞
祖
聞
　
　
　
　
　
　
　
六
世
　
梁
江
守
瑞

　
　
七
世
　
節
山
楚
石
（
当
住
）

　
現
在
、
寺
に
は
本
尊
で
あ
る
木
造
聖
観
音
菩
薩
坐
像
の
ほ
か
、
木
造
聖
観
音
菩
薩

立
像
が
二
体
、
木
造
韋
駄
天
立
像
、
鉄
造
懸
仏
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
本
尊
は
一
四
世

紀
後
半
の
制
作
で
あ
り
、
木
造
聖
観
音
菩
薩
立
像
の
一
体
に
は
「
仙
臺
柳
町
／
佛
師

／
佐
藤
甚
作
／
作
之
／
文
化
拾
四
年
（
一
八
一
七
）
／
十
一
月
吉
日
」
の
銘
が
あ
る
。

も
う
一
体
の
木
造
聖
観
音
菩
薩
坐
像
は
厨
子
に
納
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
江
戸
時

代
後
期
の
作
で
あ
る
。
木
造
韋
駄
天
立
像
も
同
じ
く
江
戸
時
代
後
期
の
制
作
で
あ
る

（
附
章
２
参
照
）。

　
鉄
造
懸
仏
は
桜
木
観
音
の
本
尊
で
あ
る
。
鋳
造
で
製
作
年
代
は
室
町
時
代
頃
と
さ

れ
て
い
る
。

小
松
山
不
磷
寺

　
不
磷
寺
は
八
幡
二
丁
目
に
所
在
す
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
。

「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、
小
松
山
不
磷
寺
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て

い
る
。

　
小
松
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
臨
済
宗
で
、
仏
殿
は
竪
三
間
、
横
二
間
の
東
北

向
き
。
本
尊
は
木
仏
坐
像
、
一
尺
の
地
蔵
菩
薩
で
慈
覚
大
師
の
作
。

不
磷
寺
に
つ
い
て
は
、
住
職
宗
慧
が
提
出
し
た
詳
細
な
書
出
も
あ
り
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　
当
寺
は
か
つ
て
何
宗
で
誰
が
開
山
と
い
う
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
一
峯
和
尚
が
中

興
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
な
ら
び
に
死
去
し
た
時
期
も
ま
た
不
明
で
あ
る
。
一
峯
和

尚
の
後
に
つ
い
て
も
何
代
の
住
職
が
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
六
代
前
の
寿
山
和

尚
は
寛
文
九
年
三
月
に
死
去
し
て
い
る
。
寺
は
小
松
山
に
あ
り
、
末
松
山
の
麓
で
三

拾
間
四
方
ば
か
り
が
昔
か
ら
除
地
と
な
っ
て
い
る
。
中
興
の
一
峯
和
尚
は
松
嶋
円
福

寺
（
瑞
巌
寺
最
初
の
寺
号
）
の
住
持
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
臨
済
宗
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
以
前
の
事
は
不
明
で
あ
る
が
地
蔵
堂
が
一
つ
残
っ
て
い
た
脇
に
一
峯
和
尚
が
庵

末松山寶國寺
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を
結
び
、
松
嶋
瑞
岩
寺
の
末
寺
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
小
寺
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
無

住
の
時
も
あ
り
、
歴
代
の
住
持
が
分
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
当
寺
は
か
つ
て
末
松
山

小
松
院
不
磷
寺
と
い
い
、
林
松
寺
、
般
若
寺
は
同
様
の
寺
格
に
し
て
八
幡
村
三
ヶ
寺

と
呼
ば
れ
、
本
寺
（
不
磷
寺
）、
中
寺
（
宝
国
寺
）、
末
寺
（
般
若
寺
）、
ま
た
は
本
松
、

中
松
、
末
松
と
も
呼
ば
れ
た
。
瑞
岩
寺
の
末
寺
に
な
っ
て
か
ら
は
小
松
山
と
山
号
を

改
め
た
。
林
松
寺
は
当
寺
宝
国
寺
の
寺
名
で
あ
り
、
般
若
寺
は
末
松
山
八
幡
宮
が
遷

宮
し
て
以
来
、
宮
内
に
移
っ
た
。
か
つ
て
の
地
蔵
堂
の
本
尊
地
蔵
菩
薩
木
佛
坐
像
は

慈
覚
大
師
の
作
で
あ
り
、
長
さ
は
一
尺
。
現
在
は
当
寺
の
仏
殿
に
安
置
し
て
い
る
。

　
仏
殿
は
東
北
向
き
で
竪
三
間
、横
二
間
。
歴
代
の
住
持
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。

　
　
中
興
　
一
峯
（
実
名
は
不
明
）　
　

　
　
寿
山
惠
長
（
中
興
か
ら
の
代
数
は
不
明
）　
　

　
　
金
牛
祖
琢
　
普
峯
祖
鉄
　
海
印
定
珠
　
光
林
惠
珍

　
　（
こ
の
四
名
の
代
数
は
わ
か
ら
な
い
）

　
　
当
住
　
大
宛
宗
慧

　
現
在
、寺
に
は
本
尊
で
あ
る
地
蔵
菩
薩
の
ほ
か
、木
造
韋
駄
天
立
像
が
一
体
伝
わ
っ

て
い
る
。
地
蔵
菩
薩
は
一
六
世
紀
後
半
、
木
造
韋
駄
天
立
像
は
江
戸
時
代
末
期
の
制

作
で
あ
る
（
附
章
２
参
照
）。
地
蔵
菩
薩
に
つ
い
て
は
、
光
背
の
円
光
中
心
と
白
毫

の
位
置
の
ず
れ
か
ら
、
当
初
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
（
註
）。

　
安
政
四
年（
一
八
五
七
）、虚
空
蔵
菩
薩
開
眼
供
養
に
関
わ
る
奉
納
札
が
一
点
あ
る
。

祭
主
は
末
松
山
般
若
寺
龍
道
で
あ
る
。
虚
空
蔵
菩
薩
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
伝

わ
っ
て
お
ら
ず
、
寺
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　
百
万
遍
の
木
製
大
数
珠
が
一
点
あ
り
、「
弘
化
二
年
／
七
月
吉
日
／
今
野
氏
／
奉

納
也
」（
一
八
四
五
）
の
銘
が
あ
る
。
念
仏
講
で
使
用
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て

お
り
、
禅
宗
の
寺
院
に
お
け
る
宗
教
活
動
の
複
雑
な
一
面
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
な
お
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
三
）、
正
道
智
謙
の
代
の
過
去
帳
に
残
る
不
磷
寺

の
歴
代
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
註
）。

一
　
代
　
一
峰
和
尚
禅
師
　
　
　
年
代
不
詳

二
　
代
　
金
牛
祖
琢
首
座
　
　
　
元
和
二
年
（
一
六
一
七
）
三
月
二
四
日
遷
化

三
　
代
　
壽
山
恵
長
　
　
　
　
　
寛
文
九
年
（
一
六
七
〇
）
三
月
遷
化

四
　
代
　
普
峰
祖
鉄
　
　
　
　
　
元
禄
二
年
（
一
六
九
三
）
～
同
九
年
（
一
七
〇
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
二
五
日
遷
化
。
中
興
開
山

五
　
代
　
嶺
岩
恵
弘
　
　
　
　
　
宝
永
元
年
（
一
七
〇
九
）
遷
化

六
　
代
　
海
印
定
珠
首
座
　
　
　
享
保
二
十
年
（
一
七
三
六
）
遷
化

七
　
代
　
光
林
恵
珍
　
　
　
　
　
延
享
六
年
（
一
七
六
〇
）
板
書
の
縁
起
執
筆

八
　
代
　
大
宛
宗
慧
　
　
　
　
　
安
永
三
年
（
一
七
七
五
）
風
土
記
書
出
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九
　
代
　
心
渕
宗
休
上
座
　
　
　
文
化
四
年
（
一
八
〇
八
）
二
月
二
四
日
遷
化

一
〇
代
　
一
翁
正
念
上
座
　
　
　
文
政
二
年
（
一
八
二
〇
）
一
〇
月
五
日
遷
化

一
一
代
　
南
叟
守
公
坐
元
禅
師
　
天
保
六
年
（
一
八
三
六
）
五
月
二
三
日
遷
化

一
二
代
　
正
道
智
謙
　
　
　
　
　
安
政
六
年
（
一
八
六
〇
）
八
月
一
五
日
遷
化

　
な
お
、
境
内
に
は
鎮
守
島
観
音
が
移
設
さ
れ
て
い
る
。

（
註
）　
鎌
田
俊
昭
「
不
磷
寺
の
沿
革
」（
私
家
版
）

松
光
山
圓
満
寺
光
徳
院

　
光
徳
院
は
廃
寺
で
あ
り
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
の
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天
童
氏

屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵
図
」
に
は
、
不
磷
寺
の
道
路
を
隔
て
た
北
側
に

図
示
さ
れ
て
い
る
。
当
該
地
は
現
在
住
宅
地
と
な
っ
て
お
り
、
寺
院
の
痕
跡
は
全
く

認
め
ら
れ
な
い
。

　
安
永
三
年
、
天
童
久
蔵
の
家
中
で
天
台
宗
松
光
山
光
徳
院
の
住
職
亮
俊
は
、「
松

光
山
圓
満
寺
光
徳
院
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
き
出
し
て
い
る
。

　
当
寺
は
天
童
久
蔵
の
先
祖
で
あ
る
天
童
甲
斐
頼
澄
が
慶
長
年
中
に
建
立
し
、
傳
海

僧
正
が
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
開
山
し
た
。
小
松
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
寺
の
本
山
は
御
城
下
本
寺
小
路
地
耀
山
光
圓
寺
で
あ
り
、
末
寺
は
な
い
。
寺
格

は
天
童
久
蔵
の
家
中
寺
で
あ
る
。寺
領
は
一
貫
文
で
天
童
久
蔵
方
よ
り
寄
附
さ
れ
た
。

当
郡
菖
蒲
田
浜
の
諏
訪
明
神
社
、
当
村
天
童
明
神
社
、
当
村
内
八
幡
宮
の
別
当
を
務

め
て
い
る
。

　
開
山
よ
り
当
住
ま
で
の
歴
代
は
次
の
と
お
り
。

　
　
開
山
　
傳
海
僧
正
　
　
二
世
　
傳
重
　
　
三
世
　
永
順

　
　
四
世
　
傳
榮
　
　
　
　
五
世
　
傳
盛
　
　
六
世
　
傳
光

　
　
七
世
　
亮
傳
　
　
　
　
八
世
　
專
海
　
　
九
世
　
亮
專

　
　
十
世
　
亮
尊
　
　
　
　
十
一
世
　
亮
俊

　
項
目
は
少
な
い
が
亮
俊
の
書
出
に
は
な
い
項
目
が
仮
肝
入
か
ら
提
出
さ
れ
た
村
書

出
に
あ
る
。

　
仏
殿
は
東
向
き
竪
四
間
、横
二
間
。
本
尊
は
大
日
如
来
坐
像
で
長
さ
は
一
尺
二
寸
、

作
者
は
慈
覚
大
師
。
門
は
辰
巳
向
き
で
、
そ
の
横
額
に
は
国
分
七
北
田
村
龍
門
山
洞

雲
寺
先
住

和
尚
の
筆
に
な
る
「
祥
光
山
」
の
三
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
は
喜
太
郎
稲
荷
と
八
幡
宮
（
内
八
幡
）
の
造
営
等
に

係
る
棟
札
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、導
師
は
す
べ
て
光
徳
院
の
僧
侶
が
勤
め
て
い
る（
表

１
）。八

幡
宮
造
立
棟
札
「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
圓
秀
」
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）

喜
太
郎
稲
荷
造
立
棟
札
「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
亮
專
」
寛
延
四
年

（
一
七
五
一
）

喜
太
郎
稲
荷
造
立
棟
札
「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
雄
玄
」
文
政
十
一
年

（
一
八
二
八
）

八
幡
宮
屋
根
替
棟
札
「
松
光
山
　
光
徳
院
」
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）

八
幡
宮
屋
根
替
棟
札
「
供
養
導
師
光
徳
院
　
権
大
僧
都
法
印
常
俊
」
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）

喜
太
郎
稲
荷
社
屋
根
替
棟
札「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
権
大
僧
都
法
印
常
俊
」

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）

八
幡
宮
屋
根
替
棟
札
「
光
徳
院
現
住
　
権
大
僧
都
法
印
雄
道
」
弘
化
三
年
　

（
一
八
四
六
）

八
幡
宮
屋
根
替
棟
札「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
釋
信
」安
政
三
年（
一
八
五
六
）

喜
太
郎
宮
屋
根
替
棟
札
「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
釋
信
」
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
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を
結
び
、
松
嶋
瑞
岩
寺
の
末
寺
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
小
寺
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
無

住
の
時
も
あ
り
、
歴
代
の
住
持
が
分
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
当
寺
は
か
つ
て
末
松
山

小
松
院
不
磷
寺
と
い
い
、
林
松
寺
、
般
若
寺
は
同
様
の
寺
格
に
し
て
八
幡
村
三
ヶ
寺

と
呼
ば
れ
、
本
寺
（
不
磷
寺
）、
中
寺
（
宝
国
寺
）、
末
寺
（
般
若
寺
）、
ま
た
は
本
松
、

中
松
、
末
松
と
も
呼
ば
れ
た
。
瑞
岩
寺
の
末
寺
に
な
っ
て
か
ら
は
小
松
山
と
山
号
を

改
め
た
。
林
松
寺
は
当
寺
宝
国
寺
の
寺
名
で
あ
り
、
般
若
寺
は
末
松
山
八
幡
宮
が
遷

宮
し
て
以
来
、
宮
内
に
移
っ
た
。
か
つ
て
の
地
蔵
堂
の
本
尊
地
蔵
菩
薩
木
佛
坐
像
は

慈
覚
大
師
の
作
で
あ
り
、
長
さ
は
一
尺
。
現
在
は
当
寺
の
仏
殿
に
安
置
し
て
い
る
。

　
仏
殿
は
東
北
向
き
で
竪
三
間
、横
二
間
。
歴
代
の
住
持
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。

　
　
中
興
　
一
峯
（
実
名
は
不
明
）　
　

　
　
寿
山
惠
長
（
中
興
か
ら
の
代
数
は
不
明
）　
　

　
　
金
牛
祖
琢
　
普
峯
祖
鉄
　
海
印
定
珠
　
光
林
惠
珍

　
　（
こ
の
四
名
の
代
数
は
わ
か
ら
な
い
）

　
　
当
住
　
大
宛
宗
慧

　
現
在
、寺
に
は
本
尊
で
あ
る
地
蔵
菩
薩
の
ほ
か
、木
造
韋
駄
天
立
像
が
一
体
伝
わ
っ

て
い
る
。
地
蔵
菩
薩
は
一
六
世
紀
後
半
、
木
造
韋
駄
天
立
像
は
江
戸
時
代
末
期
の
制

作
で
あ
る
（
附
章
２
参
照
）。
地
蔵
菩
薩
に
つ
い
て
は
、
光
背
の
円
光
中
心
と
白
毫

の
位
置
の
ず
れ
か
ら
、
当
初
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
（
註
）。

　
安
政
四
年（
一
八
五
七
）、虚
空
蔵
菩
薩
開
眼
供
養
に
関
わ
る
奉
納
札
が
一
点
あ
る
。

祭
主
は
末
松
山
般
若
寺
龍
道
で
あ
る
。
虚
空
蔵
菩
薩
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
伝

わ
っ
て
お
ら
ず
、
寺
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　
百
万
遍
の
木
製
大
数
珠
が
一
点
あ
り
、「
弘
化
二
年
／
七
月
吉
日
／
今
野
氏
／
奉

納
也
」（
一
八
四
五
）
の
銘
が
あ
る
。
念
仏
講
で
使
用
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て

お
り
、
禅
宗
の
寺
院
に
お
け
る
宗
教
活
動
の
複
雑
な
一
面
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
な
お
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
三
）、
正
道
智
謙
の
代
の
過
去
帳
に
残
る
不
磷
寺

の
歴
代
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
註
）。

一
　
代
　
一
峰
和
尚
禅
師
　
　
　
年
代
不
詳

二
　
代
　
金
牛
祖
琢
首
座
　
　
　
元
和
二
年
（
一
六
一
七
）
三
月
二
四
日
遷
化

三
　
代
　
壽
山
恵
長
　
　
　
　
　
寛
文
九
年
（
一
六
七
〇
）
三
月
遷
化

四
　
代
　
普
峰
祖
鉄
　
　
　
　
　
元
禄
二
年
（
一
六
九
三
）
～
同
九
年
（
一
七
〇
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
二
五
日
遷
化
。
中
興
開
山

五
　
代
　
嶺
岩
恵
弘
　
　
　
　
　
宝
永
元
年
（
一
七
〇
九
）
遷
化

六
　
代
　
海
印
定
珠
首
座
　
　
　
享
保
二
十
年
（
一
七
三
六
）
遷
化

七
　
代
　
光
林
恵
珍
　
　
　
　
　
延
享
六
年
（
一
七
六
〇
）
板
書
の
縁
起
執
筆

八
　
代
　
大
宛
宗
慧
　
　
　
　
　
安
永
三
年
（
一
七
七
五
）
風
土
記
書
出

小松山不磷寺
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九
　
代
　
心
渕
宗
休
上
座
　
　
　
文
化
四
年
（
一
八
〇
八
）
二
月
二
四
日
遷
化

一
〇
代
　
一
翁
正
念
上
座
　
　
　
文
政
二
年
（
一
八
二
〇
）
一
〇
月
五
日
遷
化

一
一
代
　
南
叟
守
公
坐
元
禅
師
　
天
保
六
年
（
一
八
三
六
）
五
月
二
三
日
遷
化

一
二
代
　
正
道
智
謙
　
　
　
　
　
安
政
六
年
（
一
八
六
〇
）
八
月
一
五
日
遷
化

　
な
お
、
境
内
に
は
鎮
守
島
観
音
が
移
設
さ
れ
て
い
る
。

（
註
）　
鎌
田
俊
昭
「
不
磷
寺
の
沿
革
」（
私
家
版
）

松
光
山
圓
満
寺
光
徳
院

　
光
徳
院
は
廃
寺
で
あ
り
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
の
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天
童
氏

屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵
図
」
に
は
、
不
磷
寺
の
道
路
を
隔
て
た
北
側
に

図
示
さ
れ
て
い
る
。
当
該
地
は
現
在
住
宅
地
と
な
っ
て
お
り
、
寺
院
の
痕
跡
は
全
く

認
め
ら
れ
な
い
。

　
安
永
三
年
、
天
童
久
蔵
の
家
中
で
天
台
宗
松
光
山
光
徳
院
の
住
職
亮
俊
は
、「
松

光
山
圓
満
寺
光
徳
院
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
き
出
し
て
い
る
。

　
当
寺
は
天
童
久
蔵
の
先
祖
で
あ
る
天
童
甲
斐
頼
澄
が
慶
長
年
中
に
建
立
し
、
傳
海

僧
正
が
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
開
山
し
た
。
小
松
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
寺
の
本
山
は
御
城
下
本
寺
小
路
地
耀
山
光
圓
寺
で
あ
り
、
末
寺
は
な
い
。
寺
格

は
天
童
久
蔵
の
家
中
寺
で
あ
る
。寺
領
は
一
貫
文
で
天
童
久
蔵
方
よ
り
寄
附
さ
れ
た
。

当
郡
菖
蒲
田
浜
の
諏
訪
明
神
社
、
当
村
天
童
明
神
社
、
当
村
内
八
幡
宮
の
別
当
を
務

め
て
い
る
。

　
開
山
よ
り
当
住
ま
で
の
歴
代
は
次
の
と
お
り
。

　
　
開
山
　
傳
海
僧
正
　
　
二
世
　
傳
重
　
　
三
世
　
永
順

　
　
四
世
　
傳
榮
　
　
　
　
五
世
　
傳
盛
　
　
六
世
　
傳
光

　
　
七
世
　
亮
傳
　
　
　
　
八
世
　
專
海
　
　
九
世
　
亮
專

　
　
十
世
　
亮
尊
　
　
　
　
十
一
世
　
亮
俊

　
項
目
は
少
な
い
が
亮
俊
の
書
出
に
は
な
い
項
目
が
仮
肝
入
か
ら
提
出
さ
れ
た
村
書

出
に
あ
る
。

　
仏
殿
は
東
向
き
竪
四
間
、横
二
間
。
本
尊
は
大
日
如
来
坐
像
で
長
さ
は
一
尺
二
寸
、

作
者
は
慈
覚
大
師
。
門
は
辰
巳
向
き
で
、
そ
の
横
額
に
は
国
分
七
北
田
村
龍
門
山
洞

雲
寺
先
住

和
尚
の
筆
に
な
る
「
祥
光
山
」
の
三
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
は
喜
太
郎
稲
荷
と
八
幡
宮
（
内
八
幡
）
の
造
営
等
に

係
る
棟
札
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、導
師
は
す
べ
て
光
徳
院
の
僧
侶
が
勤
め
て
い
る（
表

１
）。八

幡
宮
造
立
棟
札
「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
圓
秀
」
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）

喜
太
郎
稲
荷
造
立
棟
札
「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
亮
專
」
寛
延
四
年

（
一
七
五
一
）

喜
太
郎
稲
荷
造
立
棟
札
「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
雄
玄
」
文
政
十
一
年

（
一
八
二
八
）

八
幡
宮
屋
根
替
棟
札
「
松
光
山
　
光
徳
院
」
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）

八
幡
宮
屋
根
替
棟
札
「
供
養
導
師
光
徳
院
　
権
大
僧
都
法
印
常
俊
」
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）

喜
太
郎
稲
荷
社
屋
根
替
棟
札「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
権
大
僧
都
法
印
常
俊
」

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）

八
幡
宮
屋
根
替
棟
札
「
光
徳
院
現
住
　
権
大
僧
都
法
印
雄
道
」
弘
化
三
年
　

（
一
八
四
六
）

八
幡
宮
屋
根
替
棟
札「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
釋
信
」安
政
三
年（
一
八
五
六
）

喜
太
郎
宮
屋
根
替
棟
札
「
別
当
光
徳
院
　
天
台
沙
門
釋
信
」
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
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人名 資料名 備考

開山 傳海 傳海 慶長13 （1608） 光徳院書出

２世 傳重

３世 永順 圓秀 寛文９ （1669） 八幡宮棟札 天台沙門

４世 傳榮 傳空 元禄10 （1697） 天童家墓所 常心院遂華雲水傳空大和尚

５世 傳盛 傳盛 享保11 （1726） 天童家墓所 当寺中興

６世 傳光

７世 亮傳 亮傳 延享１ （1744） 天童家墓所 法印

８世 専海 法運是性 寛延２ （1749） 天童家墓所

９世 亮専 亮専 寛延４ （1751） 喜太郎稲荷神社棟札 天台沙門

10世 亮尊 傳光 安永２ （1773） 天童家墓所

11世 亮俊 亮俊 安永３ （1774） 光徳院書出

理観 文化11 （1814） 天童家墓所 権律師

雄玄 文政11 （1828） 喜太郎稲荷神社棟札 天台沙門

常俊 天保７ （1836） 八幡宮棟札 権大僧都法印

常俊 天保13 （1842） 喜太郎稲荷神社棟札 天台沙門／権大僧都法印

雄道 弘化２ （1845） 大日如来堂棟札 権大僧都法印

雄道 弘化３ （1846） 天童家墓所 権大僧都法印

雄道 弘化３ （1846） 八幡宮棟札 光徳院現住／権大僧都法印

信貤 安政３ （1856） 八幡宮棟札 天台沙門

信貤 安政３ （1856） 喜太郎稲荷神社棟札 天台沙門

信貤 安政４ （1857） 大日如来堂棟札 光徳院現住

信貤 文久１ （1861） 高崎日光院・湯殿山碑

信貤 文久２ （1862） 天童家墓所 権大僧都法印

貤照 文久２ （1862） 天童家墓所 現信貤弟子

中得 文久４ （1864） 大日如来堂棟札 光徳院現住

表●　光徳院住職関係資料一覧

※1　資料名が天童家墓所の場合、年代は没年を示し、棟札等の場合は導師として祭事を執り行った年時を示す

※2　傳光の墓碑は紀年銘が欠損しているため、残存している干支「癸巳」から安政２年と推定

墓所・棟札・供養碑光徳院書出による
歴代住職 年代

表１　光徳院関係資料

23

　
光
徳
院
は
、
高
橋
村
の
大
日
如
来
堂
の
修
復
に
お
い
て
も
別
当
と
し
て
祭
事
を
執

り
行
っ
て
い
る
。

大
日
如
来
堂
修
復
棟
札「
別
当
松
光
山
光
徳
院
　
権
大
僧
都
法
印
雄
道
大
和
尚
」

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

大
日
堂
奥
殿
修
復
棟
札「
別
当
光
徳
院
現
住
　
釈
信
貤
」安
政
四
年（
一
八
五
七
）

大
日
堂
奥
殿
屋
根
修
復
棟
札「
別
当
光
徳
院
現
住
中
得
」文
久
四
年（
一
八
六
四
）

　
ま
た
、
八
幡
村
に
隣
接
す
る
村
の
供
養
碑
の
中
に
も
導
師
光
徳
院
の
名
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
志
引
観
音
は
田
中
村
、
日
光
院
は
高
崎
村
で
あ
る
。

庚
申
供
養
／
導
師
光
徳
院
　
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
志
引
観
音
付
近

湯
殿
山
／
開
眼
導
師
光
徳
院
信
貤
　
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
日
光
院

　
　

般
若
寺

　
般
若
寺
は
宮
内
に
あ
っ
た
真
言
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
廃
寺
と
な
り
、
そ
の
遺
跡
も

明
確
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
は
八
幡
神
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
。
仮
肝
入
か
ら
提
出

さ
れ
た
書
出
と
と
も
に
、
当
時
の
住
職
楽
明
か
ら
の
書
出
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。

　
当
寺
は
、
誰
が
開
山
で
何
宗
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
。
賢
空
法
印
が
中
興
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
や
賢
空
法
印
が
死
去
し
た
時
期
に
つ

い
て
も
不
明
で
あ
る
。

　
こ
の
寺
は
宮
内
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、当
所
の
八
幡
宮
は
か
つ
て
大
社
で
あ
り
、

社
僧
二
十
四
ヶ
寺
、
社
人
三
十
人
を
有
し
て
い
た
。
般
若
寺
も
寺
領
二
千
石
の
大
寺

で
あ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
宝
永
年
中
の
火
事
で
旧
記
や
棟
札
等
は
残
ら
ず
焼

失
し
、
詳
細
は
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
山
は
当
郡
鹽
竈
村
金
光
明
山
法
蓮
寺
で
あ
り
、
末
寺
は
な
い
。
か
つ
て
当
寺
が

大
寺
で
あ
っ
た
時
は
法
蓮
寺
が
当
寺
の
末
寺
だ
っ
た
と
い
う
。
本
寺
末
寺
を
論
じ
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
古
い
事
実
を
書
き
上
げ
た
ま
で
で
あ
る
。

　
最
初
、
八
幡
宮
が
末
松
山
の
古
館
の
地
に
鎮
座
し
て
い
た
時
、
当
寺
も
同
じ
く
末

松
山
に
あ
り
、
八
幡
宮
遷
宮
の
折
り
当
所
へ
引
き
移
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
本

尊
は
阿
弥
陀
如
来
木
佛
立
像
（
一
尺
八
寸
）。
こ
の
ほ
か
宝
物
等
も
あ
っ
た
が
、
無

住
の
時
期
も
あ
り
、
法
蓮
寺
に
預
け
て
い
る
。

　
開
山
か
ら
当
代
ま
で
の
歴
代
住
職
は
、
中
興
　
賢
空
、
二
世
　
善
苗
、
三
世
　
満

慶
、
四
世
　
楽
明
（
当
住
）。

　「
別
当
所
之
事
」
と
し
て
八
幡
宮
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、
八
幡
神
社
の
項
で

触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
本
寺
が
国
分
寺
（
仙
台
）、
塩
竈
神
社
と
と
も
に
納
経

所
で
あ
っ
た
と
い
う
記
載
は
注
目
さ
れ
る
。

　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
五
月
十
二
日
、六
十
六
部
廻
国
聖
と
し
て
諸
国
を
め
ぐ
っ

た
日
向
国
佐
土
原
の
井
崎
甚
吉
は
当
寺
に
納
経
を
行
っ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
請
取

状
が
残
さ
れ
て
い
る
（
長
曽
我
部
・
押
川
　
二
〇
〇
四
）。

　
同
国
宮
城
郡
　
　
八
幡

　
正
八
幡
宮
　
別
当
来
雲
山
般
若
寺

　
　
年
号
同
月
日

　
般
若
寺
の
山
号
を
来
雲
山
と
し
た
も
の
は
外
に
確
認
で
き
な
い
が
、
宮
城
郡
八
幡

に
お
け
る
八
幡
宮
別
当
は
こ
の
般
若
寺
以
外
に
は
考
え
難
い
。
井
崎
甚
吉
は
、
仙
台

領
内
を
竹
駒
寺
（
岩
沼
）、
大
年
寺
（
仙
台
）、
国
分
寺
（
仙
台
）
と
北
上
し
、
般
若

寺
を
経
由
し
て
天
童
庵
（
松
島
）、
法
蓮
密
寺
（
塩
竈
）
に
向
か
っ
た
。
廻
国
聖
の

納
経
所
と
い
う
般
若
寺
の
一
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
明
月
壇
碑
群
の
№
42
に
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
閏
二
月
の
青
面
金
剛
供

養
碑
が
あ
り
、
下
部
の
二
十
名
の
交
名
の
中
に
「
般
若
寺
」
と
あ
る
。
ま
た
「
現
末
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人名 資料名 備考

開山 傳海 傳海 慶長13 （1608） 光徳院書出

２世 傳重

３世 永順 圓秀 寛文９ （1669） 八幡宮棟札 天台沙門

４世 傳榮 傳空 元禄10 （1697） 天童家墓所 常心院遂華雲水傳空大和尚

５世 傳盛 傳盛 享保11 （1726） 天童家墓所 当寺中興

６世 傳光

７世 亮傳 亮傳 延享１ （1744） 天童家墓所 法印

８世 専海 法運是性 寛延２ （1749） 天童家墓所

９世 亮専 亮専 寛延４ （1751） 喜太郎稲荷神社棟札 天台沙門

10世 亮尊 傳光 安永２ （1773） 天童家墓所

11世 亮俊 亮俊 安永３ （1774） 光徳院書出

理観 文化11 （1814） 天童家墓所 権律師

雄玄 文政11 （1828） 喜太郎稲荷神社棟札 天台沙門

常俊 天保７ （1836） 八幡宮棟札 権大僧都法印

常俊 天保13 （1842） 喜太郎稲荷神社棟札 天台沙門／権大僧都法印

雄道 弘化２ （1845） 大日如来堂棟札 権大僧都法印

雄道 弘化３ （1846） 天童家墓所 権大僧都法印

雄道 弘化３ （1846） 八幡宮棟札 光徳院現住／権大僧都法印

信貤 安政３ （1856） 八幡宮棟札 天台沙門

信貤 安政３ （1856） 喜太郎稲荷神社棟札 天台沙門

信貤 安政４ （1857） 大日如来堂棟札 光徳院現住

信貤 文久１ （1861） 高崎日光院・湯殿山碑

信貤 文久２ （1862） 天童家墓所 権大僧都法印

貤照 文久２ （1862） 天童家墓所 現信貤弟子

中得 文久４ （1864） 大日如来堂棟札 光徳院現住

表●　光徳院住職関係資料一覧

※1　資料名が天童家墓所の場合、年代は没年を示し、棟札等の場合は導師として祭事を執り行った年時を示す

※2　傳光の墓碑は紀年銘が欠損しているため、残存している干支「癸巳」から安政２年と推定

墓所・棟札・供養碑光徳院書出による
歴代住職 年代

表１　光徳院関係資料
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光
徳
院
は
、
高
橋
村
の
大
日
如
来
堂
の
修
復
に
お
い
て
も
別
当
と
し
て
祭
事
を
執

り
行
っ
て
い
る
。

大
日
如
来
堂
修
復
棟
札「
別
当
松
光
山
光
徳
院
　
権
大
僧
都
法
印
雄
道
大
和
尚
」

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

大
日
堂
奥
殿
修
復
棟
札「
別
当
光
徳
院
現
住
　
釈
信
貤
」安
政
四
年（
一
八
五
七
）

大
日
堂
奥
殿
屋
根
修
復
棟
札「
別
当
光
徳
院
現
住
中
得
」文
久
四
年（
一
八
六
四
）

　
ま
た
、
八
幡
村
に
隣
接
す
る
村
の
供
養
碑
の
中
に
も
導
師
光
徳
院
の
名
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
志
引
観
音
は
田
中
村
、
日
光
院
は
高
崎
村
で
あ
る
。

庚
申
供
養
／
導
師
光
徳
院
　
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
志
引
観
音
付
近

湯
殿
山
／
開
眼
導
師
光
徳
院
信
貤
　
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
日
光
院

　
　

般
若
寺

　
般
若
寺
は
宮
内
に
あ
っ
た
真
言
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
廃
寺
と
な
り
、
そ
の
遺
跡
も

明
確
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
は
八
幡
神
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
。
仮
肝
入
か
ら
提
出

さ
れ
た
書
出
と
と
も
に
、
当
時
の
住
職
楽
明
か
ら
の
書
出
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。

　
当
寺
は
、
誰
が
開
山
で
何
宗
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
。
賢
空
法
印
が
中
興
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
や
賢
空
法
印
が
死
去
し
た
時
期
に
つ

い
て
も
不
明
で
あ
る
。

　
こ
の
寺
は
宮
内
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、当
所
の
八
幡
宮
は
か
つ
て
大
社
で
あ
り
、

社
僧
二
十
四
ヶ
寺
、
社
人
三
十
人
を
有
し
て
い
た
。
般
若
寺
も
寺
領
二
千
石
の
大
寺

で
あ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
宝
永
年
中
の
火
事
で
旧
記
や
棟
札
等
は
残
ら
ず
焼

失
し
、
詳
細
は
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
山
は
当
郡
鹽
竈
村
金
光
明
山
法
蓮
寺
で
あ
り
、
末
寺
は
な
い
。
か
つ
て
当
寺
が

大
寺
で
あ
っ
た
時
は
法
蓮
寺
が
当
寺
の
末
寺
だ
っ
た
と
い
う
。
本
寺
末
寺
を
論
じ
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
古
い
事
実
を
書
き
上
げ
た
ま
で
で
あ
る
。

　
最
初
、
八
幡
宮
が
末
松
山
の
古
館
の
地
に
鎮
座
し
て
い
た
時
、
当
寺
も
同
じ
く
末

松
山
に
あ
り
、
八
幡
宮
遷
宮
の
折
り
当
所
へ
引
き
移
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
本

尊
は
阿
弥
陀
如
来
木
佛
立
像
（
一
尺
八
寸
）。
こ
の
ほ
か
宝
物
等
も
あ
っ
た
が
、
無

住
の
時
期
も
あ
り
、
法
蓮
寺
に
預
け
て
い
る
。

　
開
山
か
ら
当
代
ま
で
の
歴
代
住
職
は
、
中
興
　
賢
空
、
二
世
　
善
苗
、
三
世
　
満

慶
、
四
世
　
楽
明
（
当
住
）。

　「
別
当
所
之
事
」
と
し
て
八
幡
宮
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、
八
幡
神
社
の
項
で

触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
本
寺
が
国
分
寺
（
仙
台
）、
塩
竈
神
社
と
と
も
に
納
経

所
で
あ
っ
た
と
い
う
記
載
は
注
目
さ
れ
る
。

　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
五
月
十
二
日
、六
十
六
部
廻
国
聖
と
し
て
諸
国
を
め
ぐ
っ

た
日
向
国
佐
土
原
の
井
崎
甚
吉
は
当
寺
に
納
経
を
行
っ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
請
取

状
が
残
さ
れ
て
い
る
（
長
曽
我
部
・
押
川
　
二
〇
〇
四
）。

　
同
国
宮
城
郡
　
　
八
幡

　
正
八
幡
宮
　
別
当
来
雲
山
般
若
寺

　
　
年
号
同
月
日

　
般
若
寺
の
山
号
を
来
雲
山
と
し
た
も
の
は
外
に
確
認
で
き
な
い
が
、
宮
城
郡
八
幡

に
お
け
る
八
幡
宮
別
当
は
こ
の
般
若
寺
以
外
に
は
考
え
難
い
。
井
崎
甚
吉
は
、
仙
台

領
内
を
竹
駒
寺
（
岩
沼
）、
大
年
寺
（
仙
台
）、
国
分
寺
（
仙
台
）
と
北
上
し
、
般
若

寺
を
経
由
し
て
天
童
庵
（
松
島
）、
法
蓮
密
寺
（
塩
竈
）
に
向
か
っ
た
。
廻
国
聖
の

納
経
所
と
い
う
般
若
寺
の
一
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
明
月
壇
碑
群
の
№
42
に
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
閏
二
月
の
青
面
金
剛
供

養
碑
が
あ
り
、
下
部
の
二
十
名
の
交
名
の
中
に
「
般
若
寺
」
と
あ
る
。
ま
た
「
現
末
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松
山
沙
門
釈
子
錬
記
」
と
あ
っ
て
釈
子
錬
が
撰
文
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
同
じ

く
観
音
菩
薩
像
（
№
47
）
に
「
□
十
一
年
辛
巳
年
十
月
十
七
日
／
□
師
般
若
現
住
寛

融
」
と
あ
る
。
年
号
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
観
音
菩
薩
像
が
半
肉
彫
り
さ
れ
た

光
背
型
の
石
塔
は
形
式
的
に
江
戸
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
十
一
年
の
干
支
が
辛
巳
と

な
る
も
の
は
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
の
住
職

と
し
て
寛
融
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
風
土
記
御
用
書
出
に
記
載

さ
れ
た
歴
代
住
職
の
中
に
寛
融
の
名
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

三
　
仏
閣

桜
木
観
音
堂

　
桜
木
観
音
堂
は
宮
城
三
十
三
番
札
所
の
内
三
十
三
番
で
あ
っ
た
。
堂
宇
の
あ
っ
た

場
所
は
明
確
で
は
な
い
が
、
本
尊
の
桜
木
観
音
は
宝
国
寺
に
移
さ
れ
て
い
る
。

「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
本
郷
原
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
誰
が
勧
進
し
た
の
か
、
ま
た
そ
の
時
期
等
は
不

明
で
あ
る
。
か
つ
て
は
櫻
木
に
あ
っ
た
た
め
櫻
木
観
音
と
呼
ば
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
境
内
は
竪
二
間
、
横
一
間
で
あ
り
、
堂
宇
は
南
向
き
二
尺
四
面
の
岩
作
り
で

あ
る
。
地
主
は
天
童
久
蔵
の
家
中
草
刈
昌
右
衛
門
で
あ
り
、
別
当
も
草
刈
昌
右
衛
門

が
務
め
た
。
祭
日
は
九
月
九
日
。

　
本
郷
原
は
現
在
の
栄
二
丁
目
付
近
で
あ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
書
出

に
本
尊
に
関
す
る
記
載
は
な
い
が
、
現
在｢

桜
木
観
音
」
と
し
て
宝
国
寺
に
祀
ら
れ

て
い
る
の
は
鋳
鉄
製
の
懸
仏
で
あ
り
、
神
将
形
像
か
と
さ
れ
て
い
る
（「
附
章
二
」

参
照
）。

鎮
守
島
観
音
堂

　
鎮
守
島
（
き
じ
ら
し
ま
）
観
音
堂

は
宮
城
三
十
三
番
札
所
の
内
の
十
七

番
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
、
八
幡
二

丁
目
の
現
在
多
賀
城
市
消
防
団
第
五

分
団
ポ
ン
プ
置
場
と
な
っ
て
い
る
場

所
に
あ
っ
た
が
、
道
路
拡
張
工
事
に

伴
い
、
昭
和
六
二
年
に
不
磷
寺
境
内

に
移
設
さ
れ
て
い
る
（「
六
　
民
俗

調
査
」
の
項
参
照
）。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
次
の
よ

う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
鎮
守
嶋
観
音
堂
は
鎮
守
嶋
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
り
、
誰
が
勧
進
し
た
の

か
、
ま
た
そ
の
時
期
等
は
不
明
で
あ
る
。
境
内
は
竪
二
間
、
横
二
間
の
規
模
で
あ
り
、

堂
宇
は
南
向
き
で
三
尺
四
面
。
別
当
は
光
德
院
で
、
祭
日
は
九
月
二
十
七
日
。

　
鎮
守
島
観
音
堂
の
所
在
地
に
つ
い
て
、「
風
土
記
御
用
書
出
」
は
「
鎮
守
嶋
」
と

記
載
し
て
い
る
が
、
移
設
さ
れ
る
前
の
場
所
が
「
鎮
守
嶋
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
。
本
尊
は
盗
難
に
遭
い
失
わ
れ
た
が
、
扁
額
が
堂
内
に
保
管
さ
れ
て
い

る
。

四
　
修
験

喜
宝
院

　
喜
宝
院
は
本
山
派
（
天
台
宗
系
）
の
修
験
で
あ
り
、
現
在
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
桜
木
三
丁
目
付
近
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 鎮守島観音堂

25

当
時
の
住
職
亮
元
か
ら
の
書
出
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
当
院
は
、
喜
宝
坊
宥
元
が
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
に
開
院
し
た
。
中
谷
地
と
い

う
所
に
あ
る
。
仙
台
城
下
の
大
先
達
慈
雲
山
良
覚
院
の
支
配
に
属
し
、
寺
格
は
頭
襟

頭
で
あ
る
。
本
尊
は
不
動
明
王
木
佛
立
像
（
長
さ
一
尺
五
寸
）
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か

観
音
木
仏
立
像
二
体
、
愛
染
明
王
金
仏
立
像
、
不
動
明
王
木
仏
立
像
、
宝
生
如
来
金

仏
立
像
も
各
一
体
あ
る
。
い
ず
れ
も
古
作
で
、
観
音
像
の
内
の
一
体
は
弘
法
大
師
の

作
で
あ
る
。
中
谷
地
に
あ
る
稲
荷
明
神
社
の
別
当
を
務
め
て
い
る
。
開
山
か
ら
当
住

ま
で
の
歴
代
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。

開
山
　
喜
宝
坊
宥
元

二
世
　
正
圓
坊
宥
寛

三
世
　
来
蔵
坊
宋
元

四
世
　
常
楽
院
宥
尊

五
世
　
喜
楽
院
宥
養

六
世
（
当
住
）
一
僧
祇
権
大
僧
都
法
印
喜
宝
院
亮
元

　
仮
肝
入
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
出
は
、
項
目
は
少
な
い
が
亮
元
の
書
出
に
は
な
い
項

目
が
含
ま
れ
て
お
り
、
道
場
の
規
模
は
南
向
き
で
竪
四
間
、
横
二
間
と
の
記
載
が
あ

る
。
ま
た
本
尊
は
不
動
明
王
木
仏
立
像
で
、
長
さ
は
一
尺
五
寸
、
作
者
は
不
明
と
さ

れ
て
い
る
。
小
名
に
つ
い
て
は
、
亮
元
の
書
出
で
は
中
谷
地
で
あ
る
が
、
村
書
出
し

で
は
宮
内
と
な
っ
て
い
る
。

　
八
幡
神
社
境
内
に
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
の
「
奉
参
詣
湯
殿
山
二
百
二
度

諸
願
成
就
所
」
碑
が
あ
り
、
願
主
は
喜
宝
院
で
あ
る
。
ま
た
、
萩
原
神
社
（
稲
荷
社
）

に
は
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
と
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
棟
札
に
別
当
喜
宝

院
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
の
棟
札
と
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
寄
進
札
に
別

当
常
楽
院
と
あ
る
。
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松
山
沙
門
釈
子
錬
記
」
と
あ
っ
て
釈
子
錬
が
撰
文
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
同
じ

く
観
音
菩
薩
像
（
№
47
）
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「
□
十
一
年
辛
巳
年
十
月
十
七
日
／
□
師
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現
住
寛

融
」
と
あ
る
。
年
号
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損
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観
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れ
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光
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り
、
十
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辛
巳
と

な
る
も
の
は
宝
暦
十
一
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（
一
七
六
一
）
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
の
住
職

と
し
て
寛
融
の
存
在
を
知
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こ
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る
。
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だ
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、
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御
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出
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載
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歴
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中
に
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と
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で
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。

三
　
仏
閣

桜
木
観
音
堂
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木
観
音
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は
宮
城
三
十
三
番
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所
の
内
三
十
三
番
で
あ
っ
た
。
堂
宇
の
あ
っ
た

場
所
は
明
確
で
は
な
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が
、
本
尊
の
桜
木
観
音
は
宝
国
寺
に
移
さ
れ
て
い
る
。

「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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櫻
木
に
あ
っ
た
た
め
櫻
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い
る
。
境
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竪
二
間
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横
一
間
で
あ
り
、
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宇
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南
向
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二
尺
四
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の
岩
作
り
で

あ
る
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で
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り
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別
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昌
右
衛
門

が
務
め
た
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祭
日
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九
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九
日
。

　
本
郷
原
は
現
在
の
栄
二
丁
目
付
近
で
あ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
書
出

に
本
尊
に
関
す
る
記
載
は
な
い
が
、
現
在｢

桜
木
観
音
」
と
し
て
宝
国
寺
に
祀
ら
れ

て
い
る
の
は
鋳
鉄
製
の
懸
仏
で
あ
り
、
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将
形
像
か
と
さ
れ
て
い
る
（「
附
章
二
」

参
照
）。

鎮
守
島
観
音
堂

　
鎮
守
島
（
き
じ
ら
し
ま
）
観
音
堂

は
宮
城
三
十
三
番
札
所
の
内
の
十
七

番
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
、
八
幡
二

丁
目
の
現
在
多
賀
城
市
消
防
団
第
五

分
団
ポ
ン
プ
置
場
と
な
っ
て
い
る
場

所
に
あ
っ
た
が
、
道
路
拡
張
工
事
に

伴
い
、
昭
和
六
二
年
に
不
磷
寺
境
内

に
移
設
さ
れ
て
い
る
（「
六
　
民
俗

調
査
」
の
項
参
照
）。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
次
の
よ
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れ
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る
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守
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観
音
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鎮
守
嶋
と
い
う

と
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り
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が
勧
進
し
た
の

か
、
ま
た
そ
の
時
期
等
は
不
明
で
あ
る
。
境
内
は
竪
二
間
、
横
二
間
の
規
模
で
あ
り
、

堂
宇
は
南
向
き
で
三
尺
四
面
。
別
当
は
光
德
院
で
、
祭
日
は
九
月
二
十
七
日
。

　
鎮
守
島
観
音
堂
の
所
在
地
に
つ
い
て
、「
風
土
記
御
用
書
出
」
は
「
鎮
守
嶋
」
と

記
載
し
て
い
る
が
、
移
設
さ
れ
る
前
の
場
所
が
「
鎮
守
嶋
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
。
本
尊
は
盗
難
に
遭
い
失
わ
れ
た
が
、
扁
額
が
堂
内
に
保
管
さ
れ
て
い

る
。

四
　
修
験

喜
宝
院

　
喜
宝
院
は
本
山
派
（
天
台
宗
系
）
の
修
験
で
あ
り
、
現
在
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
桜
木
三
丁
目
付
近
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 鎮守島観音堂
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当
時
の
住
職
亮
元
か
ら
の
書
出
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
当
院
は
、
喜
宝
坊
宥
元
が
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
に
開
院
し
た
。
中
谷
地
と
い

う
所
に
あ
る
。
仙
台
城
下
の
大
先
達
慈
雲
山
良
覚
院
の
支
配
に
属
し
、
寺
格
は
頭
襟

頭
で
あ
る
。
本
尊
は
不
動
明
王
木
佛
立
像
（
長
さ
一
尺
五
寸
）
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か

観
音
木
仏
立
像
二
体
、
愛
染
明
王
金
仏
立
像
、
不
動
明
王
木
仏
立
像
、
宝
生
如
来
金

仏
立
像
も
各
一
体
あ
る
。
い
ず
れ
も
古
作
で
、
観
音
像
の
内
の
一
体
は
弘
法
大
師
の

作
で
あ
る
。
中
谷
地
に
あ
る
稲
荷
明
神
社
の
別
当
を
務
め
て
い
る
。
開
山
か
ら
当
住

ま
で
の
歴
代
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。

開
山
　
喜
宝
坊
宥
元

二
世
　
正
圓
坊
宥
寛

三
世
　
来
蔵
坊
宋
元

四
世
　
常
楽
院
宥
尊

五
世
　
喜
楽
院
宥
養

六
世
（
当
住
）
一
僧
祇
権
大
僧
都
法
印
喜
宝
院
亮
元

　
仮
肝
入
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
出
は
、
項
目
は
少
な
い
が
亮
元
の
書
出
に
は
な
い
項

目
が
含
ま
れ
て
お
り
、
道
場
の
規
模
は
南
向
き
で
竪
四
間
、
横
二
間
と
の
記
載
が
あ

る
。
ま
た
本
尊
は
不
動
明
王
木
仏
立
像
で
、
長
さ
は
一
尺
五
寸
、
作
者
は
不
明
と
さ

れ
て
い
る
。
小
名
に
つ
い
て
は
、
亮
元
の
書
出
で
は
中
谷
地
で
あ
る
が
、
村
書
出
し

で
は
宮
内
と
な
っ
て
い
る
。

　
八
幡
神
社
境
内
に
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
の
「
奉
参
詣
湯
殿
山
二
百
二
度

諸
願
成
就
所
」
碑
が
あ
り
、
願
主
は
喜
宝
院
で
あ
る
。
ま
た
、
萩
原
神
社
（
稲
荷
社
）

に
は
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
と
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
棟
札
に
別
当
喜
宝

院
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
の
棟
札
と
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
寄
進
札
に
別

当
常
楽
院
と
あ
る
。
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第
三
章

　
供
養
碑

一
　
凡
例

１
　
本
章
に
は
、
中
世
の
供
養
碑
で
あ
る
板
碑
一
〇
基
、
庚
申
塔
を
は
じ
め
と
す
る

近
世
の
供
養
碑
八
四
基
に
つ
い
て
調
査
成
果
を
収
録
し
た
。

２
　
供
養
碑
は
、
近
世
と
同
じ
様
式
が
続
い
て
い
る
た
め
、
昭
和
期
ま
で
調
査
の
対

象
と
し
た
。
し
か
し
、
個
人
情
報
へ
の
配
慮
か
ら
、
一
覧
表
等
に
は
掲
載
し
た

が
図
版
に
は
掲
載
し
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
。

３
　
供
養
碑
に
は
、
登
録
番
号
と
し
て
〇
〇
一
番
か
ら
の
連
続
番
号
を
付
し
た
。
そ

の
中
に
は
過
去
の
調
査
で
確
認
さ
れ
な
が
ら
、
今
回
の
調
査
で
確
認
で
き
な
か
っ

た
も
の
も
含
ん
で
い
る
。

４
　
図
版
中
、
右
上
の
表
示
は
、「
図
版
番
号
・
所
在
地
・（
登
録
番
号
）」
で
あ
る
。

５
　
図
版
は
拓
本
、
図
版
内
釈
文
、
写
真
で
構
成
し
た
。
拓
本
の
縮
尺
は
八
分
の
一

に
統
一
し
、
図
版
内
釈
文
で
は
異
体
字
を
可
能
な
限
り
実
際
の
文
字
に
近
い
も

の
で
示
し
た
。
写
真
は
今
回
の
調
査
で
撮
影
し
た
も
の
の
ほ
か
、
過
去
の
調
査

で
撮
影
し
た
も
の
も
含
め
て
構
成
し
た
。

６
　
釈
文
で
は
、
異
体
字
を
常
用
漢
字
等
で
表
示
し
た
。

７
　
梵
字
は
片
仮
名
で
表
記
し
た
。

８
　
欠
損
や
摩
耗
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
文
字
数
に
応
じ
て

□
ま
た
は

で
示
し
た
。

９
　
石
材
に
つ
い
て
は
、
東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
館
協
力
研
究
員
永
広
昌
之
氏
の

肉
眼
観
察
に
よ
る
。

二
　
分
布
と
概
要

　
中
世
の
板
碑
と
近
世
の
供
養
碑
は
、そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
す
る
地
区
も
あ
る
が
、

両
者
が
混
在
し
て
い
る
地
区
も
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
分
布
と
所
在
地
の
概
要
に

つ
い
て
説
明
す
る
。

庚
田
　
八
幡
字
庚
田
の
砂
押
川
右
岸
堤
防
上
に
近
世
の
庚
申
塔
が
一
基
あ
る
。
庚
田

に
は
か
つ
て
庚
申
塚
が
あ
っ
た
と
さ
れ
（
三
塚
　
一
九
三
三
）、
小
字
名
も
そ
れ
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
丸
　
八
幡
二
丁
目
の
現
在
浄
水
場
と
な
っ
て
い
る
場
所
は
、小
字「
本
丸
」で
あ
る
。

低
丘
陵
頂
部
を
中
心
と
し
た
小
字
で
あ
り
、中
世
に
八
幡
館
の
主
郭
（
本
丸
）
が
あ
っ

た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
敷
地
内
に
近
代
の
題
目
碑
が
一
基
あ
る
。

喜
太
郎
稲
荷
神
社
　
八
幡
二
丁
目
に
あ
る
天
童
氏
の
氏
神
で
あ
る
。
現
在
、
境
内
は

標
高
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
不
磷
寺
・
宝
国
寺
前
の
道
路
と
の
比
高
は
約
二
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
が
、
太
平
洋
戦
争
以
前
は
も
っ
と
高
く
、
小
山
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し

て
い
た
と
い
う
。「
風
土
記
御
用
書
出
」

に
よ
れ
ば
、
喜
太
郎
稲
荷
が
所
在
す
る

小
名
は
「
台
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
名
称
は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
聞
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
境
内
に
は
近
世
の
供

養
碑
二
基
と
手
水
鉢
が
あ
る
。
供
養
碑

の
内
の
一
基
は
中
世
の
板
碑
を
転
用
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
供
養
碑
は
、

も
と
は
境
内
の
入
り
口
、
鳥
居
の
南
側

に
立
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
境
内

の
環
境
整
備
が
行
わ
れ
た
際
、
供
養
碑

庚田の供養碑
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も
境
内
の
現
在
地
に
移
設
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
南
東
は
住
宅

地
と
な
っ
て
お
り
、
宅
地
内
に
は
中
世
の
板
碑
二
基
、
石
像
一
基
、
五
輪
塔
残
欠
等

が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宅
地
の
南
側
は
、
天
童
家
の
家
中
寺
で
あ
っ
た
光
徳
院

（
廃
寺
）
の
寺
域
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

天
童
家
墓
所
　
喜
太
郎
稲
荷
の
北
側
に
天
童
家
墓
所
が
あ
る
。
敷
地
は
東
西
約
七

メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
一
四
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
こ
の
墓
所
は
、
太
平
洋
戦
争
の
時
、

埋
立
地
の
土
砂
確
保
の
た
め
土
取
り
工
事
が
行
わ
れ
、
大
き
く
改
変
を
受
け
た
と
さ

れ
て
い
る
（
註
１
）。
墓
所
に
は
天
童
氏
歴
代
の
墓
碑
、
手
水
鉢
、
石
盥
、
香
炉
、

石
灯
篭
、
宝
篋
印
塔
の
残
欠
、
ま
た
踏
み
石
に
転
用
さ
れ
た
板
碑
も
あ
る
。

不
磷
寺
　
不
磷
寺
は
八
幡
二
丁
目
に
所
在
す
る
。
そ
の
山
門
前
に
近
世
の
名
号
碑
が

一
基
あ
る
。
も
と
は
山
門
の
内
側
に
あ
っ
た
も
の
を
移
設
し
た
も
の
で
あ
る
（
昭
和

五
七
年
六
月
四
日
、
住
職
鎌
田
氏
の
教
示
）。

宝
国
寺
　
宝
国
寺
は
八
幡
二
丁
目
に
所

在
す
る
。
不
磷
寺
と
と
も
に
天
和
元
年

（
一
六
八
一
）
の
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天
童

氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵

図
」
に
描
か
れ
て
い
る
。
山
門
前
の
参
道

に
沿
っ
て
供
養
碑
五
基
、
石
像
二
基
が
あ

り
、山
門
の
内
側
に
も
石
像
二
基
が
あ
る
。

境
内
の
西
側
、
墓
地
と
の
境
に
は
近
世
の

供
養
碑
二
基
、
墓
碑
五
基
、
石
像
二
基
が

あ
る
。
近
世
の
墓
碑
一
基
は
中
世
の
板
碑

を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

居
家
前
　
居
家
前
は
八
幡
二
丁
目
の
市
道

宮
前
一
号
線
と
八
幡
街
路
一
号
線
の
交
差
点
付
近
の
小
字
で
あ
る
。
近
世
の
供
養
碑

五
基
が
東
西
に
並
び
、
南
向
き
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
場
所
は
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天

童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵
図
」
に
描
か
れ
た
ま
ち
並
み
の
南
側
に
あ

た
る
。

馬
場
　
馬
場
は
居
家
前
の
西
側
に
小
字
が
残
っ
て
お
り
、
か
つ
て
八
幡
神
社
が
古
館

に
あ
っ
た
時
、流
鏑
馬
を
行
っ
た
場
所
と
の
伝
承
が
あ
る
。市
道
宮
前
一
号
線
に
沿
っ

て
東
西
に
二
基
北
向
き
に
並
ん
で
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
南
側
は
現
在
で
は
宅
地

化
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
五
年
頃
は
ま
だ
水
田
で
あ
り
、
供
養
碑
の
す
ぐ
南
側
は
東

西
方
向
の
堀
で
あ
っ
た
。

八
幡
橋
南
袂
　
八
幡
橋
は
八
幡
三
丁
目
の
砂
押
川
に
架
か
る
橋
で
あ
り
、
そ
の
南
西

の
堤
防
下
に
一
一
基
の
供
養
碑
が
並
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
背
後
は
南
側
か
ら
堤
防

上
の
歩
道
に
上
が
る
通
路
と
な
っ
て
い
る
が
、
昭
和
二
〇
年
代
に
河
川
改
修
等
が
行

わ
れ
る
以
前
、
八
幡
橋
は
現
在
よ
り
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
西
側
の
そ
の
通
路
上
に
架

か
っ
て
い
た
。
当
時
、
砂
押
川
の
河
川

敷
は
現
在
よ
り
狭
く
、
供
養
碑
は
堤
防

の
内
側
で
、
川
岸
の
大
き
な
楓
の
木
の

下
に
あ
っ
た
と
い
う
（
第
六
章
三
参
照
）。

明
月
壇
　
明
月
壇
は
宮
内
一
丁
目
の
八

幡
神
社
周
辺
の
小
字
で
あ
る
。
平
成
二
三

年
の
東
日
本
大
震
災
以
前
以
降
、
供
養

碑
は
す
べ
て
八
幡
神
社
境
内
に
移
設
さ

れ
た
が
、
昭
和
五
〇
年
代
に
は
一
の
鳥

居
の
約
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
西
側
、
八
幡

神
社
の
鳥
居
に
向
か
う
道
路
の
南
側
に

明月壇の供養碑

宝国寺の供養碑
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第
三
章
　
供
養
碑

一
　
凡
例

１
　
本
章
に
は
、
中
世
の
供
養
碑
で
あ
る
板
碑
一
〇
基
、
庚
申
塔
を
は
じ
め
と
す
る

近
世
の
供
養
碑
八
四
基
に
つ
い
て
調
査
成
果
を
収
録
し
た
。

２
　
供
養
碑
は
、
近
世
と
同
じ
様
式
が
続
い
て
い
る
た
め
、
昭
和
期
ま
で
調
査
の
対

象
と
し
た
。
し
か
し
、
個
人
情
報
へ
の
配
慮
か
ら
、
一
覧
表
等
に
は
掲
載
し
た

が
図
版
に
は
掲
載
し
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
。

３
　
供
養
碑
に
は
、
登
録
番
号
と
し
て
〇
〇
一
番
か
ら
の
連
続
番
号
を
付
し
た
。
そ

の
中
に
は
過
去
の
調
査
で
確
認
さ
れ
な
が
ら
、
今
回
の
調
査
で
確
認
で
き
な
か
っ

た
も
の
も
含
ん
で
い
る
。

４
　
図
版
中
、
右
上
の
表
示
は
、「
図
版
番
号
・
所
在
地
・（
登
録
番
号
）」
で
あ
る
。

５
　
図
版
は
拓
本
、
図
版
内
釈
文
、
写
真
で
構
成
し
た
。
拓
本
の
縮
尺
は
八
分
の
一

に
統
一
し
、
図
版
内
釈
文
で
は
異
体
字
を
可
能
な
限
り
実
際
の
文
字
に
近
い
も

の
で
示
し
た
。
写
真
は
今
回
の
調
査
で
撮
影
し
た
も
の
の
ほ
か
、
過
去
の
調
査

で
撮
影
し
た
も
の
も
含
め
て
構
成
し
た
。

６
　
釈
文
で
は
、
異
体
字
を
常
用
漢
字
等
で
表
示
し
た
。

７
　
梵
字
は
片
仮
名
で
表
記
し
た
。

８
　
欠
損
や
摩
耗
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
文
字
数
に
応
じ
て

□
ま
た
は

で
示
し
た
。

９
　
石
材
に
つ
い
て
は
、
東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
館
協
力
研
究
員
永
広
昌
之
氏
の

肉
眼
観
察
に
よ
る
。

二
　
分
布
と
概
要

　
中
世
の
板
碑
と
近
世
の
供
養
碑
は
、そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
す
る
地
区
も
あ
る
が
、

両
者
が
混
在
し
て
い
る
地
区
も
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
分
布
と
所
在
地
の
概
要
に

つ
い
て
説
明
す
る
。

庚
田
　
八
幡
字
庚
田
の
砂
押
川
右
岸
堤
防
上
に
近
世
の
庚
申
塔
が
一
基
あ
る
。
庚
田

に
は
か
つ
て
庚
申
塚
が
あ
っ
た
と
さ
れ
（
三
塚
　
一
九
三
三
）、
小
字
名
も
そ
れ
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
丸
　
八
幡
二
丁
目
の
現
在
浄
水
場
と
な
っ
て
い
る
場
所
は
、小
字「
本
丸
」で
あ
る
。

低
丘
陵
頂
部
を
中
心
と
し
た
小
字
で
あ
り
、中
世
に
八
幡
館
の
主
郭
（
本
丸
）
が
あ
っ

た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
敷
地
内
に
近
代
の
題
目
碑
が
一
基
あ
る
。

喜
太
郎
稲
荷
神
社
　
八
幡
二
丁
目
に
あ
る
天
童
氏
の
氏
神
で
あ
る
。
現
在
、
境
内
は

標
高
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
不
磷
寺
・
宝
国
寺
前
の
道
路
と
の
比
高
は
約
二
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
が
、
太
平
洋
戦
争
以
前
は
も
っ
と
高
く
、
小
山
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し

て
い
た
と
い
う
。「
風
土
記
御
用
書
出
」

に
よ
れ
ば
、
喜
太
郎
稲
荷
が
所
在
す
る

小
名
は
「
台
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
名
称
は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
聞
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
境
内
に
は
近
世
の
供

養
碑
二
基
と
手
水
鉢
が
あ
る
。
供
養
碑

の
内
の
一
基
は
中
世
の
板
碑
を
転
用
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
供
養
碑
は
、

も
と
は
境
内
の
入
り
口
、
鳥
居
の
南
側

に
立
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
境
内

の
環
境
整
備
が
行
わ
れ
た
際
、
供
養
碑
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も
境
内
の
現
在
地
に
移
設
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
南
東
は
住
宅

地
と
な
っ
て
お
り
、
宅
地
内
に
は
中
世
の
板
碑
二
基
、
石
像
一
基
、
五
輪
塔
残
欠
等

が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宅
地
の
南
側
は
、
天
童
家
の
家
中
寺
で
あ
っ
た
光
徳
院

（
廃
寺
）
の
寺
域
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

天
童
家
墓
所
　
喜
太
郎
稲
荷
の
北
側
に
天
童
家
墓
所
が
あ
る
。
敷
地
は
東
西
約
七

メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
一
四
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
こ
の
墓
所
は
、
太
平
洋
戦
争
の
時
、

埋
立
地
の
土
砂
確
保
の
た
め
土
取
り
工
事
が
行
わ
れ
、
大
き
く
改
変
を
受
け
た
と
さ

れ
て
い
る
（
註
１
）。
墓
所
に
は
天
童
氏
歴
代
の
墓
碑
、
手
水
鉢
、
石
盥
、
香
炉
、

石
灯
篭
、
宝
篋
印
塔
の
残
欠
、
ま
た
踏
み
石
に
転
用
さ
れ
た
板
碑
も
あ
る
。

不
磷
寺
　
不
磷
寺
は
八
幡
二
丁
目
に
所
在
す
る
。
そ
の
山
門
前
に
近
世
の
名
号
碑
が

一
基
あ
る
。
も
と
は
山
門
の
内
側
に
あ
っ
た
も
の
を
移
設
し
た
も
の
で
あ
る
（
昭
和

五
七
年
六
月
四
日
、
住
職
鎌
田
氏
の
教
示
）。

宝
国
寺
　
宝
国
寺
は
八
幡
二
丁
目
に
所

在
す
る
。
不
磷
寺
と
と
も
に
天
和
元
年

（
一
六
八
一
）
の
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天
童

氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵

図
」
に
描
か
れ
て
い
る
。
山
門
前
の
参
道

に
沿
っ
て
供
養
碑
五
基
、
石
像
二
基
が
あ

り
、山
門
の
内
側
に
も
石
像
二
基
が
あ
る
。

境
内
の
西
側
、
墓
地
と
の
境
に
は
近
世
の

供
養
碑
二
基
、
墓
碑
五
基
、
石
像
二
基
が

あ
る
。
近
世
の
墓
碑
一
基
は
中
世
の
板
碑

を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

居
家
前
　
居
家
前
は
八
幡
二
丁
目
の
市
道

宮
前
一
号
線
と
八
幡
街
路
一
号
線
の
交
差
点
付
近
の
小
字
で
あ
る
。
近
世
の
供
養
碑

五
基
が
東
西
に
並
び
、
南
向
き
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
場
所
は
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天

童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵
図
」
に
描
か
れ
た
ま
ち
並
み
の
南
側
に
あ

た
る
。

馬
場
　
馬
場
は
居
家
前
の
西
側
に
小
字
が
残
っ
て
お
り
、
か
つ
て
八
幡
神
社
が
古
館

に
あ
っ
た
時
、流
鏑
馬
を
行
っ
た
場
所
と
の
伝
承
が
あ
る
。市
道
宮
前
一
号
線
に
沿
っ

て
東
西
に
二
基
北
向
き
に
並
ん
で
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
南
側
は
現
在
で
は
宅
地

化
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
五
年
頃
は
ま
だ
水
田
で
あ
り
、
供
養
碑
の
す
ぐ
南
側
は
東

西
方
向
の
堀
で
あ
っ
た
。

八
幡
橋
南
袂
　
八
幡
橋
は
八
幡
三
丁
目
の
砂
押
川
に
架
か
る
橋
で
あ
り
、
そ
の
南
西

の
堤
防
下
に
一
一
基
の
供
養
碑
が
並
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
背
後
は
南
側
か
ら
堤
防

上
の
歩
道
に
上
が
る
通
路
と
な
っ
て
い
る
が
、
昭
和
二
〇
年
代
に
河
川
改
修
等
が
行

わ
れ
る
以
前
、
八
幡
橋
は
現
在
よ
り
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
西
側
の
そ
の
通
路
上
に
架

か
っ
て
い
た
。
当
時
、
砂
押
川
の
河
川

敷
は
現
在
よ
り
狭
く
、
供
養
碑
は
堤
防

の
内
側
で
、
川
岸
の
大
き
な
楓
の
木
の

下
に
あ
っ
た
と
い
う
（
第
六
章
三
参
照
）。

明
月
壇
　
明
月
壇
は
宮
内
一
丁
目
の
八

幡
神
社
周
辺
の
小
字
で
あ
る
。
平
成
二
三

年
の
東
日
本
大
震
災
以
前
以
降
、
供
養

碑
は
す
べ
て
八
幡
神
社
境
内
に
移
設
さ

れ
た
が
、
昭
和
五
〇
年
代
に
は
一
の
鳥

居
の
約
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
西
側
、
八
幡

神
社
の
鳥
居
に
向
か
う
道
路
の
南
側
に

明月壇の供養碑

宝国寺の供養碑
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西
向
き
に
立
ち
並
ん
で
お
り
（
註
２
）、
そ
の
道
路
改
良
工
事
の
際
、
一
の
鳥
居
の

す
ぐ
西
側
に
、
参
道
の
両
側
に
向
か
い
合
う
よ
う
に
立
て
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
供
養
碑
は
、
八
幡
神
社
に
は
近
い
が
そ
の
外
側
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
境
内

の
供
養
碑
群
と
は
別
の
一
群
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
近
世
の
供
養
碑

一
〇
基
、
石
像
二
基
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
供
養
碑
二
基
は
中
世
の
板
碑
を
再
利
用
し

た
も
の
で
あ
る
。

八
幡
神
社
　
八
幡
神
社
は
、
鎌
倉
時
代
に
末
の
松
山
が
あ
る
古
館
の
丘
か
ら
遷
さ
れ

た
と
さ
れ
る
も
の
で
、
東
日
本
大
震
災
以
前
は
杉
木
立
に
囲
ま
れ
、
鎮
守
の
森
と
し

て
の
景
観
を
残
し
て
い
た
。
南
向
き
の
境
内
の
前
に
は
、
小
さ
な
土
塁
状
の
高
ま
り

を
伴
っ
た
東
西
方
向
の
参
道
が
あ
り
、
そ
の
西
側
に
は
石
造
り
の
一
の
鳥
居
が
あ
っ

た
。
境
内
の
中
央
に
は
垣
を
め
ぐ
ら
し
た
拝
殿
と
本
殿
が
あ
り
、
そ
の
内
側
に
は
石

畳
み
の
参
道
に
沿
っ
て
石
灯
籠
が
立
ち
、垣
の
南
西
の
手
水
舎
に
は
手
水
鉢
が
あ
る
。

社
殿
の
北
側
に
は
№
60
・
66
の
ほ
か

昭
和
木
野
水
神
碑
や
弁
天
様
碑
が
あ

る
。

　
ま
た
境
内
の
南
西
隅
に
は
合
祀
さ

れ
た
萩
原
神
社
の
堂
宇
が
東
向
き
に

立
っ
て
お
り
、
そ
の
北
側
か
ら
八
幡

神
社
の
垣
に
か
け
て
№
54
～
59
、
61

～
65
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
萩
原
神
社

と
と
も
に
、
中
谷
地
か
ら
移
設
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

中
原
　「
中
原
」
は
八
幡
神
社
が
あ
る

「
明
月
壇
」
の
南
東
に
隣
接
す
る
小
字

で
あ
り
、現
在
の
宮
内
二
丁
目
に
あ
た
る
。そ
の
周
辺
一
帯
は
海
軍
工
廠
建
設
に
よ
っ

て
大
規
模
な
造
成
工
事
が
進
め
ら
れ
た
場
所
で
あ
り
、
現
在
は
工
場
地
帯
と
な
っ
て

い
る
。
工
場
の
敷
地
に
中
に
植
樹
さ
れ
た
一
画
が
あ
り
、
そ
の
中
に
中
世
の
板
碑
が

一
基
立
っ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
後
、
工
場
の
閉
鎖
に
伴
い
、
多
賀
城
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
体
験
館
の
敷
地
に
移
動
し
て
い
る
。

沖
　
東
日
本
大
震
災
以
前
、
八
幡
三
丁
目
の
個
人
宅
地
内
で
中
世
の
無
紀
年
の
板
碑

と
金
毘
羅
大
権
現
の
碑
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
家
は
、
当
初
八
幡
字
東
原
に
あ
っ

て
二
基
の
碑
も
同
所
で
祀
ら
れ
て
お
り
、板
碑
は
「
庚
申
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

昭
和
一
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
多
賀
城
海
軍
工
廠
建
設
工
事
に
伴
っ
て
八
幡
に
移
転
し

た
（
菅
野
　
一
九
八
三
）。
震
災
後
、
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
体
験
館
敷
地
に

移
設
さ
れ
て
い
る
。

（
註
１
）
天
童
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。
墓
域
に
つ
い
て
も
お
お
よ
そ
現
状
の

と
お
り
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
墓
碑
の
位
置
及
び
配
置
が
当
初
の
と
お
り

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
註
２
）
昭
和
五
四
年
度
の
分
布
調
査
で
作
成
さ
れ
た
遺
跡
カ
ー
ド
に
よ
る
。

萩原神社の手水鉢と供養碑（写真左側）
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三
　
板
碑

　
板
碑
に
つ
い
て
は
、
多
賀
城
市
史
編
纂
時
に
市
内
の
悉
皆
調
査
を
行
っ
て
お
り
、

五
六
基
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
調
査
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
『
宮
城
縣
史
17

　
金
石
志
』（
菊
池
・
司
東
　
一
九
五
六
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二
基
あ
り
、

そ
れ
を
併
せ
た
五
八
基
が『
多
賀
城
市
史
４
　
考
古
資
料
』に
収
録
さ
れ
て
い
る（
多

賀
城
市
史
編
纂
委
員
会
　
一
九
九
一
）。

　
旧
八
幡
村
地
域
で
は
、
こ
れ
ま
で
六
基
（
内
一
基
は
所
在
不
明
）
の
板
碑
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
今
回
の
調
査
等
で
新
た
に
四
基
の
板
碑
を
発
見
し
、
合
計
一
〇
基
と

な
っ
た
。

１
　
解
説

　
№
１
は
胎
蔵
界
大
日
如
来
を
中
尊
、
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
を
脇
侍
と
し
た
三
尊

種
子
の
碑
で
あ
る
。
種
子
は
月
輪
の
中
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩

を
脇
侍
と
し
た
場
合
、
阿
弥
陀
三
尊
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
碑
は
阿
弥
陀
如
来

に
代
わ
っ
て
大
日
如
来
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
密
教
文
化
の
浸
透
が
う

か
が
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
多
賀
城
市
史
編
纂
委
員
会
　
一
九
九
一
）。
同
様
な

三
尊
形
式
の
板
碑
は
、
茨
城
県
石
下
町
藏
持
の
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
銘
板
碑
の

分
析
の
中
で
、
覚
鑁
系
密
教
教
学
の
関
与
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、「
五
輪
九
字
明
秘

密
釈
」
で
覚
鑁
が
説
い
た
大
日
如
来
と
阿
弥
陀
仏
を
異
名
同
体
と
す
る
思
想
が
背
景

に
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
池
田
ほ
か
　
二
〇
〇
六
）。
こ
の
よ
う
な
三
尊
形

式
の
板
碑
は
、
県
内
で
は
仙
台
市
の
東
光
寺
板
碑
群
52
号
碑
、
地
蔵
堂
板
碑
群
２
号

碑
、
出
花
一
丁
目
Ａ
板
碑
群
１
号
碑
な
ど
が
知
ら
れ
て
お
り
、
出
花
一
丁
目
Ａ
板
碑

群
１
号
碑
は
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
の
造
立
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
覚
鑁
の
思
想
を

反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
裏
面
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
青
面

金
剛
碑
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
№
２
は
上
下
と
も
に
欠
損
し
て
い
る
。
碑
文
の
構
成
は
、
造
立
の
趣
旨
と
年
次
を

右
か
ら
続
け
て
記
し
て
お
り
、
市
内
の
ほ
と
ん
ど
の
板
碑
が
年
次
を
中
心
に
造
立
趣

旨
や
偈
頌
を
左
右
対
称
に
配
し
て
い
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
№
３
も
上
下
と
も
に
欠
損
し
て
い
る
。方
形
の
区
画
の
中
に
偈
頌
を
記
し
て
お
り
、

宮
城
県
史
に
収
録
さ
れ
た
時
よ
り
保
存
状
態
が
悪
く
な
っ
て
い
る
が
、「
地
獄
天
宮

　
皆
為
浄
土
　
有
性
無
性
　
斉
成
佛
道
」
で
あ
る
。
禅
宗
で
よ
く
使
用
さ
れ
る
円
覚

経
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　
№
４
は
天
童
家
墓
所
の
踏
石
に
転
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
左
側
面
の
一
部
が
残

存
し
て
お
り
、「
現
世
安
穏
後
生
善
處
」
の
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。
法
華
経
薬
草
喩

品
第
五
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
法
華
経
を
信
じ
る
人
は
現
世
で
は
安
穏
に
生
き
る
こ

と
が
で
き
、
後
生
で
は
善
い
世
界
に
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
№
５
は
正
面
を
再
加
工
し
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
墓
碑
に
転
用
さ
れ
て
い

る
。
種
子
の
彫
刻
は
浅
く
な
っ
て
い
る
。

　
№
６
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
名
号
碑
に
転
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
左
側

に
「
此
石
上
方
阿
字
下
文
曰
嘉
元
四
年
卯
月
日
為
父
立
云
々
今
再
如
是
用
者
也
」
と

再
利
用
の
経
緯
を
明
確
に
記
し
て
お
り
、
嘉
元
四
年
卯
月
に
造
立
さ
れ
た
父
親
の
追

善
供
養
碑
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
碑
面
の
左
上
に
は
そ
の
記
述
の
と
お
り
梵

字
ア
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
碑
は
、
中
央
の
名
号
と
そ
の
左
右
の
紀
年
銘
が
刻
ま
れ

た
部
分
は
平
滑
に
加
工
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
、
特
に
右
側
三
分
の
一
の
範

囲
や
梵
字
が
確
認
さ
れ
た
部
分
は
粗
い
加
工
痕
を
残
し
た
ま
ま
の
状
態
と
な
っ
て
お

り
、
再
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
最
低
限
の
加
工
に
と
ど
め
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
梵
字
ア
は
、
主
尊
と
す
る
に
は
偏
っ
た
位
置
に
あ
り
、
名
号
を
挟
ん
だ

右
側
に
、
も
う
一
字
胎
蔵
界
大
日
如
来
を
表
す
ア
ー
ク
ま
た
は
ア
ク
等
の
梵
字
が
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西
向
き
に
立
ち
並
ん
で
お
り
（
註
２
）、
そ
の
道
路
改
良
工
事
の
際
、
一
の
鳥
居
の

す
ぐ
西
側
に
、
参
道
の
両
側
に
向
か
い
合
う
よ
う
に
立
て
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
供
養
碑
は
、
八
幡
神
社
に
は
近
い
が
そ
の
外
側
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
境
内

の
供
養
碑
群
と
は
別
の
一
群
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
近
世
の
供
養
碑

一
〇
基
、
石
像
二
基
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
供
養
碑
二
基
は
中
世
の
板
碑
を
再
利
用
し

た
も
の
で
あ
る
。

八
幡
神
社
　
八
幡
神
社
は
、
鎌
倉
時
代
に
末
の
松
山
が
あ
る
古
館
の
丘
か
ら
遷
さ
れ

た
と
さ
れ
る
も
の
で
、
東
日
本
大
震
災
以
前
は
杉
木
立
に
囲
ま
れ
、
鎮
守
の
森
と
し

て
の
景
観
を
残
し
て
い
た
。
南
向
き
の
境
内
の
前
に
は
、
小
さ
な
土
塁
状
の
高
ま
り

を
伴
っ
た
東
西
方
向
の
参
道
が
あ
り
、
そ
の
西
側
に
は
石
造
り
の
一
の
鳥
居
が
あ
っ

た
。
境
内
の
中
央
に
は
垣
を
め
ぐ
ら
し
た
拝
殿
と
本
殿
が
あ
り
、
そ
の
内
側
に
は
石

畳
み
の
参
道
に
沿
っ
て
石
灯
籠
が
立
ち
、垣
の
南
西
の
手
水
舎
に
は
手
水
鉢
が
あ
る
。

社
殿
の
北
側
に
は
№
60
・
66
の
ほ
か

昭
和
木
野
水
神
碑
や
弁
天
様
碑
が
あ

る
。

　
ま
た
境
内
の
南
西
隅
に
は
合
祀
さ

れ
た
萩
原
神
社
の
堂
宇
が
東
向
き
に

立
っ
て
お
り
、
そ
の
北
側
か
ら
八
幡

神
社
の
垣
に
か
け
て
№
54
～
59
、
61

～
65
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
萩
原
神
社

と
と
も
に
、
中
谷
地
か
ら
移
設
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

中
原
　「
中
原
」
は
八
幡
神
社
が
あ
る

「
明
月
壇
」
の
南
東
に
隣
接
す
る
小
字

で
あ
り
、現
在
の
宮
内
二
丁
目
に
あ
た
る
。そ
の
周
辺
一
帯
は
海
軍
工
廠
建
設
に
よ
っ

て
大
規
模
な
造
成
工
事
が
進
め
ら
れ
た
場
所
で
あ
り
、
現
在
は
工
場
地
帯
と
な
っ
て

い
る
。
工
場
の
敷
地
に
中
に
植
樹
さ
れ
た
一
画
が
あ
り
、
そ
の
中
に
中
世
の
板
碑
が

一
基
立
っ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
後
、
工
場
の
閉
鎖
に
伴
い
、
多
賀
城
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
体
験
館
の
敷
地
に
移
動
し
て
い
る
。

沖
　
東
日
本
大
震
災
以
前
、
八
幡
三
丁
目
の
個
人
宅
地
内
で
中
世
の
無
紀
年
の
板
碑

と
金
毘
羅
大
権
現
の
碑
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
家
は
、
当
初
八
幡
字
東
原
に
あ
っ

て
二
基
の
碑
も
同
所
で
祀
ら
れ
て
お
り
、板
碑
は
「
庚
申
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

昭
和
一
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
多
賀
城
海
軍
工
廠
建
設
工
事
に
伴
っ
て
八
幡
に
移
転
し

た
（
菅
野
　
一
九
八
三
）。
震
災
後
、
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
体
験
館
敷
地
に

移
設
さ
れ
て
い
る
。

（
註
１
）
天
童
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。
墓
域
に
つ
い
て
も
お
お
よ
そ
現
状
の

と
お
り
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
墓
碑
の
位
置
及
び
配
置
が
当
初
の
と
お
り

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
註
２
）
昭
和
五
四
年
度
の
分
布
調
査
で
作
成
さ
れ
た
遺
跡
カ
ー
ド
に
よ
る
。
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三
　
板
碑

　
板
碑
に
つ
い
て
は
、
多
賀
城
市
史
編
纂
時
に
市
内
の
悉
皆
調
査
を
行
っ
て
お
り
、

五
六
基
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
調
査
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
『
宮
城
縣
史
17

　
金
石
志
』（
菊
池
・
司
東
　
一
九
五
六
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二
基
あ
り
、

そ
れ
を
併
せ
た
五
八
基
が『
多
賀
城
市
史
４
　
考
古
資
料
』に
収
録
さ
れ
て
い
る（
多

賀
城
市
史
編
纂
委
員
会
　
一
九
九
一
）。

　
旧
八
幡
村
地
域
で
は
、
こ
れ
ま
で
六
基
（
内
一
基
は
所
在
不
明
）
の
板
碑
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
今
回
の
調
査
等
で
新
た
に
四
基
の
板
碑
を
発
見
し
、
合
計
一
〇
基
と

な
っ
た
。

１
　
解
説

　
№
１
は
胎
蔵
界
大
日
如
来
を
中
尊
、
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
を
脇
侍
と
し
た
三
尊

種
子
の
碑
で
あ
る
。
種
子
は
月
輪
の
中
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩

を
脇
侍
と
し
た
場
合
、
阿
弥
陀
三
尊
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
碑
は
阿
弥
陀
如
来

に
代
わ
っ
て
大
日
如
来
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
密
教
文
化
の
浸
透
が
う

か
が
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
多
賀
城
市
史
編
纂
委
員
会
　
一
九
九
一
）。
同
様
な

三
尊
形
式
の
板
碑
は
、
茨
城
県
石
下
町
藏
持
の
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
銘
板
碑
の

分
析
の
中
で
、
覚
鑁
系
密
教
教
学
の
関
与
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、「
五
輪
九
字
明
秘

密
釈
」
で
覚
鑁
が
説
い
た
大
日
如
来
と
阿
弥
陀
仏
を
異
名
同
体
と
す
る
思
想
が
背
景

に
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
池
田
ほ
か
　
二
〇
〇
六
）。
こ
の
よ
う
な
三
尊
形

式
の
板
碑
は
、
県
内
で
は
仙
台
市
の
東
光
寺
板
碑
群
52
号
碑
、
地
蔵
堂
板
碑
群
２
号

碑
、
出
花
一
丁
目
Ａ
板
碑
群
１
号
碑
な
ど
が
知
ら
れ
て
お
り
、
出
花
一
丁
目
Ａ
板
碑

群
１
号
碑
は
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
の
造
立
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
覚
鑁
の
思
想
を

反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
裏
面
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
青
面

金
剛
碑
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
№
２
は
上
下
と
も
に
欠
損
し
て
い
る
。
碑
文
の
構
成
は
、
造
立
の
趣
旨
と
年
次
を

右
か
ら
続
け
て
記
し
て
お
り
、
市
内
の
ほ
と
ん
ど
の
板
碑
が
年
次
を
中
心
に
造
立
趣

旨
や
偈
頌
を
左
右
対
称
に
配
し
て
い
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
№
３
も
上
下
と
も
に
欠
損
し
て
い
る
。方
形
の
区
画
の
中
に
偈
頌
を
記
し
て
お
り
、

宮
城
県
史
に
収
録
さ
れ
た
時
よ
り
保
存
状
態
が
悪
く
な
っ
て
い
る
が
、「
地
獄
天
宮

　
皆
為
浄
土
　
有
性
無
性
　
斉
成
佛
道
」
で
あ
る
。
禅
宗
で
よ
く
使
用
さ
れ
る
円
覚

経
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　
№
４
は
天
童
家
墓
所
の
踏
石
に
転
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
左
側
面
の
一
部
が
残

存
し
て
お
り
、「
現
世
安
穏
後
生
善
處
」
の
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。
法
華
経
薬
草
喩

品
第
五
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
法
華
経
を
信
じ
る
人
は
現
世
で
は
安
穏
に
生
き
る
こ

と
が
で
き
、
後
生
で
は
善
い
世
界
に
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
№
５
は
正
面
を
再
加
工
し
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
墓
碑
に
転
用
さ
れ
て
い

る
。
種
子
の
彫
刻
は
浅
く
な
っ
て
い
る
。

　
№
６
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
名
号
碑
に
転
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
左
側

に
「
此
石
上
方
阿
字
下
文
曰
嘉
元
四
年
卯
月
日
為
父
立
云
々
今
再
如
是
用
者
也
」
と

再
利
用
の
経
緯
を
明
確
に
記
し
て
お
り
、
嘉
元
四
年
卯
月
に
造
立
さ
れ
た
父
親
の
追

善
供
養
碑
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
碑
面
の
左
上
に
は
そ
の
記
述
の
と
お
り
梵

字
ア
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
碑
は
、
中
央
の
名
号
と
そ
の
左
右
の
紀
年
銘
が
刻
ま
れ

た
部
分
は
平
滑
に
加
工
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
、
特
に
右
側
三
分
の
一
の
範

囲
や
梵
字
が
確
認
さ
れ
た
部
分
は
粗
い
加
工
痕
を
残
し
た
ま
ま
の
状
態
と
な
っ
て
お

り
、
再
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
最
低
限
の
加
工
に
と
ど
め
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
梵
字
ア
は
、
主
尊
と
す
る
に
は
偏
っ
た
位
置
に
あ
り
、
名
号
を
挟
ん
だ

右
側
に
、
も
う
一
字
胎
蔵
界
大
日
如
来
を
表
す
ア
ー
ク
ま
た
は
ア
ク
等
の
梵
字
が
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あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
中
世
の
板
碑
を
転
用
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
旨
を
明
記
し

た
例
は
、
宮
城
県
登
米
郡
中
田
町
（
現
、
登
米
市
）
の
長
承
寺
に
あ
る
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
の
己
巳
供
養
碑
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
中
田
町
史
編
さ
ん
委
員

会
　
二
〇
〇
五
）。

　
№
７
は
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
名
号
碑
に
転
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
名
号

の
「
南
」
字
の
下
に
梵
字
ア
が
確
認
で
き
る
が
、彫
刻
は
か
な
り
浅
く
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、今
回
の
調
査
で
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、『
宮
城
縣
史
17
　
金
石
志
』（
菊

池
・
司
東
　
一
九
五
六
）
に
は
次
の
一
基
が
「
多
賀
城
町
八
幡
」
と
し
て
収
録
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
志
者
為
過
去
　
　
　
　
　
孝
子

　
キ
リ
ー
ク
（
梵
字
）
嘉
元
二
二
年
丙
午
卯
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
非
母
成
等
正
覺
也
　
　
　
　
敬
白

　
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
に
造
立
さ
れ
た
母
親
の
追
善
供
養
碑
で
あ
る
。

２
　
板
碑
の
造
立
年
代

　
一
〇
基
の
う
ち
、
紀
年
銘
が
あ
る
も
の
は
、
所
在
不
明
な
も
の
と
追
刻
に
よ
る
も

の
を
含
め
る
と
次
の
五
基
で
あ
る

嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）　
明
月
壇

嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）　
所
在
不
明

正
和
元
年
（
一
三
一
二
）　
中
原

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東

康
安
二
年
（
一
三
六
二
）　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東

　
こ
れ
ら
は
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
康
安
二
年
の
碑
は
市
内
の
紀
年
銘
が
あ
る
板
碑
の
中
で
最
も
新
し
い
も
の
で
あ

る
。

　
東
光
寺
周
辺
で
は
一
六
七
基
の
板
碑
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
造
立
年
代

が
明
ら
か
な
も
の
が
五
七
基
あ
る
。
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
を
最
古
と
し
て
延
文

五
年
（
一
三
六
〇
）
ま
で
約
八
〇
年
に
わ
た
る
板
碑
の
造
立
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
一
二
八
〇
年
代
か
ら
一
三
三
〇
年
代

に
集
中
し
て
お
り
、
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
と
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
の
二
基

の
存
在
は
年
代
的
に
は
特
殊
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
板
碑
の
造
立
が
鎌
倉
時
代
後
期
に
集
中
し
、
南
北
朝
期
に
著
し
く
減

少
し
て
消
滅
す
る
と
い
う
あ
り
か
た
は
、
多
賀
城
市
域
、
さ
ら
に
は
七
北
田
川
流
域

の
仙
台
市
東
部
地
区
の
状
況
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
八
幡
村
の
板
碑
に
つ
い

て
も
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
動
向
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
№

１
・
４
・
６
・
７
・
８
に
つ
い
て
も
、
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
年

代
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

番号

1 弘安４年 （1281） 高崎 不明

2 弘安７年 （1284） 高崎 鬼子母神堂

3 弘安10年 （1287） 市川 坂下

4 正応１年 （1288） 新田 阿弥陀堂

5 正応３年 （1290） 新田 南安楽寺古碑群

6 正応３年 （1290） 新田 南安楽寺古碑群

7 正応３年 （1290） 高崎 日光院

8 永仁２年 （1294） 南宮 慈雲寺

9 永仁５年 （1297） 新田 南安楽寺古碑群

10 永仁６年 （1298） 新田 南安楽寺古碑群

11 嘉元４年 （1306） 高崎 化度寺

12 嘉元４年 （1306） 八幡 不明

13 嘉元４年 （1306） 宮内 明月壇

14 延慶３年 （1310） 新田 南安楽寺古碑群

15 正和１年 （1312） 新田 南安楽寺古碑群

16 正和１年 （1312） 新田 七北田川堤防

17 正和１年 （1312） 市川 五万崎

18 正和１年 （1312） 宮内 中原

19 正和３年 （1314） 東田中 田中山

20 文保１年 （1317） 新田 歓満不動

21 元応１年 （1319） 新田 七北田川堤防

22 元亨４年 （1324） 高崎 高崎二丁目

23 正中２年 （1325） 八幡 八幡二丁目

24 嘉暦３年 （1328） 東田中 田中山

25 正慶 （1332～1333）市川 城前

26 康安２年 （1362） 八幡 八幡二丁目

年　　代 所在地

表２　市内紀年銘板碑一覧表
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第４図　板碑造立年代分布図
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あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
中
世
の
板
碑
を
転
用
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
旨
を
明
記
し

た
例
は
、
宮
城
県
登
米
郡
中
田
町
（
現
、
登
米
市
）
の
長
承
寺
に
あ
る
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
の
己
巳
供
養
碑
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
中
田
町
史
編
さ
ん
委
員

会
　
二
〇
〇
五
）。

　
№
７
は
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
名
号
碑
に
転
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
名
号

の
「
南
」
字
の
下
に
梵
字
ア
が
確
認
で
き
る
が
、彫
刻
は
か
な
り
浅
く
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、今
回
の
調
査
で
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、『
宮
城
縣
史
17
　
金
石
志
』（
菊

池
・
司
東
　
一
九
五
六
）
に
は
次
の
一
基
が
「
多
賀
城
町
八
幡
」
と
し
て
収
録
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
志
者
為
過
去
　
　
　
　
　
孝
子

　
キ
リ
ー
ク
（
梵
字
）
嘉
元
二
二
年
丙
午
卯
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
非
母
成
等
正
覺
也
　
　
　
　
敬
白

　
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
に
造
立
さ
れ
た
母
親
の
追
善
供
養
碑
で
あ
る
。

２
　
板
碑
の
造
立
年
代

　
一
〇
基
の
う
ち
、
紀
年
銘
が
あ
る
も
の
は
、
所
在
不
明
な
も
の
と
追
刻
に
よ
る
も

の
を
含
め
る
と
次
の
五
基
で
あ
る

嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）　
明
月
壇

嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）　
所
在
不
明

正
和
元
年
（
一
三
一
二
）　
中
原

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東

康
安
二
年
（
一
三
六
二
）　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東

　
こ
れ
ら
は
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
康
安
二
年
の
碑
は
市
内
の
紀
年
銘
が
あ
る
板
碑
の
中
で
最
も
新
し
い
も
の
で
あ

る
。

　
東
光
寺
周
辺
で
は
一
六
七
基
の
板
碑
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
造
立
年
代

が
明
ら
か
な
も
の
が
五
七
基
あ
る
。
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
を
最
古
と
し
て
延
文

五
年
（
一
三
六
〇
）
ま
で
約
八
〇
年
に
わ
た
る
板
碑
の
造
立
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
一
二
八
〇
年
代
か
ら
一
三
三
〇
年
代

に
集
中
し
て
お
り
、
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
と
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
の
二
基

の
存
在
は
年
代
的
に
は
特
殊
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
板
碑
の
造
立
が
鎌
倉
時
代
後
期
に
集
中
し
、
南
北
朝
期
に
著
し
く
減

少
し
て
消
滅
す
る
と
い
う
あ
り
か
た
は
、
多
賀
城
市
域
、
さ
ら
に
は
七
北
田
川
流
域

の
仙
台
市
東
部
地
区
の
状
況
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
八
幡
村
の
板
碑
に
つ
い

て
も
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
動
向
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
№

１
・
４
・
６
・
７
・
８
に
つ
い
て
も
、
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
年

代
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

番号

1 弘安４年 （1281） 高崎 不明

2 弘安７年 （1284） 高崎 鬼子母神堂

3 弘安10年 （1287） 市川 坂下

4 正応１年 （1288） 新田 阿弥陀堂

5 正応３年 （1290） 新田 南安楽寺古碑群

6 正応３年 （1290） 新田 南安楽寺古碑群

7 正応３年 （1290） 高崎 日光院

8 永仁２年 （1294） 南宮 慈雲寺

9 永仁５年 （1297） 新田 南安楽寺古碑群

10 永仁６年 （1298） 新田 南安楽寺古碑群

11 嘉元４年 （1306） 高崎 化度寺

12 嘉元４年 （1306） 八幡 不明

13 嘉元４年 （1306） 宮内 明月壇

14 延慶３年 （1310） 新田 南安楽寺古碑群

15 正和１年 （1312） 新田 南安楽寺古碑群

16 正和１年 （1312） 新田 七北田川堤防

17 正和１年 （1312） 市川 五万崎

18 正和１年 （1312） 宮内 中原

19 正和３年 （1314） 東田中 田中山

20 文保１年 （1317） 新田 歓満不動

21 元応１年 （1319） 新田 七北田川堤防

22 元亨４年 （1324） 高崎 高崎二丁目

23 正中２年 （1325） 八幡 八幡二丁目

24 嘉暦３年 （1328） 東田中 田中山

25 正慶 （1332～1333）市川 城前

26 康安２年 （1362） 八幡 八幡二丁目

年　　代 所在地

表２　市内紀年銘板碑一覧表
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第４図　板碑造立年代分布図
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第
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図
　
板
碑
分
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図
（
地
図
：
平
成

2
5
年
）
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第
６
図
　
板
碑
分
布
図
（
地
図
：
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和
６
年
）
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3435

釈
文

１
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
（
No
０
０
３
）（
背
面
に
近
世
の
追
刻
あ
り
。
No
０
１
２
参
照
）

　
サ

ア　
サ
ク

２
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東
（
No
０
０
６
）

趣
者
弟
子
等
稽
首
和
南
□

者
必
滅
釈
□
未
免
栴
檀

來
天
人
猶
逢
五
衰
之
□

□
理
還
送
涙
川
之
難

□
心
和
尚
五
千
餘
年

一
夜
六
時
勤
修
法
華

　
　
正
中
二
年
　
大
歳
□
丑

　
　
　
　
　
　
　
開
佛
庭

３
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東
（
No
０
０
７
）

　
　
　
　
　
右
志
者
為
妙

　
獄
天
宮

　
□
浄
土

　
　
　
　
　
康
安
二
年
壬刀

　
　
□
性

　
　
佛
道

　
　
　
　
　
乃
至
法
界
平
等

４
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
５
２
）

仍
現
世
安
穏
後
生
善
處
故
也

５
　
宝
国
寺(

No
０
５
４
）（
近
世
に
追
刻
あ
り
。

106 
番
参
照
）

バ
ク

６
　
明
月
壇
（
No
１
０
１
）（
近
世
に
追
刻
あ
り
。
41
番
参
照
）

ア７
　
明
月
壇
（
No
１
０
５
）（
近
世
に
追
刻
あ
り
。
45
番
参
照
）

ア８
　
沖
（
No
０
８
８
）

ア
ー
ク

９
　
中
原
（
No
１
３
５
）

ア
　
正
和
元
年
九
月
日
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釈
文

１
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
（
No
０
０
３
）（
背
面
に
近
世
の
追
刻
あ
り
。
No
０
１
２
参
照
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サ
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サ
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２
　
喜
太
郎
稲
荷
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社
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６
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趣
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弟
子
等
稽
首
和
南
□

者
必
滅
釈
□
未
免
栴
檀

來
天
人
猶
逢
五
衰
之
□

□
理
還
送
涙
川
之
難

□
心
和
尚
五
千
餘
年

一
夜
六
時
勤
修
法
華

　
　
正
中
二
年
　
大
歳
□
丑

　
　
　
　
　
　
　
開
佛
庭

３
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東
（
No
０
０
７
）

　
　
　
　
　
右
志
者
為
妙

　
獄
天
宮

　
□
浄
土

　
　
　
　
　
康
安
二
年
壬刀

　
　
□
性

　
　
佛
道

　
　
　
　
　
乃
至
法
界
平
等

４
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
５
２
）

仍
現
世
安
穏
後
生
善
處
故
也

５
　
宝
国
寺(

No
０
５
４
）（
近
世
に
追
刻
あ
り
。

106 
番
参
照
）

バ
ク

６
　
明
月
壇
（
No
１
０
１
）（
近
世
に
追
刻
あ
り
。
41
番
参
照
）

ア７
　
明
月
壇
（
No
１
０
５
）（
近
世
に
追
刻
あ
り
。
45
番
参
照
）

ア８
　
沖
（
No
０
８
８
）

ア
ー
ク

９
　
中
原
（
No
１
３
５
）

ア
　
正
和
元
年
九
月
日
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１
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ク
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２
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東
（
No
０
０
６
）

趣
者
弟
子
等
稽
首
和
南
□

者
必
滅
釈
□
未
免
栴
檀

來
天
人
猶
逢
五
衰
之
□

□
理
還
送
涙
川
之
難

□
心
和
尚
五
千
餘
年

一
夜
六
時
勤
修
法
華大

正
中
二
年

歳

□

丑

開
佛
庭

S=1/8
0 50cm
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３
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東
（
No
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７
）

獄
天
宮

浄
土性

佛
道

右
志
者
為
妙

康
安
二
年

刀

乃
至
法
界
平
等 壬

S=1/8
0 50cm
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６
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檀

來
天
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猶
逢
五
衰
之
□

□
理
還
送
涙
川
之
難

□
心
和
尚
五
千
餘
年
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夜
六
時
勤
修
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華大

正
中
二
年

歳
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丑
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四
　
近
世
の
供
養
碑

　
近
世
の
供
養
碑
は
、
中
世
の
板
碑
と
は
異
な
り
、
信
仰
の
内
容
が
明
確
に
示
さ
れ

て
い
る
も
の
が
多
く
、
具
体
的
な
信
仰
の
あ
り
方
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
資

料
と
な
る
。
市
内
に
お
け
る
供
養
碑
に
つ
い
て
は
、
市
史
民
俗
編
を
担
当
し
た
三
崎

一
夫
委
員
が
昭
和
五
七
年
四
月
に
お
こ
な
っ
た
調
査
資
料
が
あ
り
、
中
世
の
板
碑
や

供
養
碑
で
な
い
も
の
を
除
外
す
る
と
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
時
代
の
供
養
碑

と
し
て
二
九
五
基
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
で
、
八
幡
村
分
は
江
戸
時

代
三
八
基
、
明
治
・
大
正
時
代
二
〇
基
、
合
計
五
八
基
で
あ
る
（
表
９
）。

　
今
回
旧
八
幡
村
地
域
の
供
養
碑
調
査
を
実
施
し
、
改
め
て
銘
文
等
の
確
認
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
江
戸
時
代
五
七
基
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
時
代
二
七
基
、
合
計
八
四
基

と
な
り
、
資
料
的
に
は
大
き
く
上
回
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
三
崎
氏
の
調
査

で
は
確
認
で
き
た
文
字
が
、
石
碑
の
移
動
に
伴
う
据
え
直
し
等
で
読
め
な
く
な
っ
て

い
る
も
の
が
多
く
あ
り
、
釈
文
作
成
に
あ
た
り
三
崎
氏
の
調
査
資
料
か
ら
引
用
し
た

も
の
が
あ
る
。

１
　
解
説

　
今
回
調
査
に
お
い
て
、
旧
八
幡
村
地
域
で
は
七
九
基
の
供
養
碑
を
確
認
し
た
（
表

９
）。
近
世
の
供
養
碑
は
、
供
養
の
目
的
が
碑
面
の
中
央
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
信
仰
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
種
類
ご
と
に
解
説
を
加
え

る
。

(1)
庚
申
塔

　「
庚
申
」「
庚
申
供
養
」「
奉
供
養
青
面
金
剛
」「
青
面
金
剛
」
と
刻
ん
だ
も
の
が
六

基
あ
り
、
名
号
碑
に
次
い
で
多
い
。
江
戸
時
代
に
は
修
験
、
神
道
、
仏
教
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
庚
申
信
仰
が
説
か
れ
て
お
り
、「
青
面
金
剛
」
を
主
尊
と
し
た
庚
申
塔
は

仏
教
側
の
立
場
で
広
め
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
明
月
壇
碑
群
の
№
42
は
正
徳
六
年

（
一
七
一
六
）
閏
二
月
二
十
九
日
に
造
立
さ
れ
た
青
面
金
剛
供
養
碑
で
あ
る
。
中
央

に
「
奉
供
養
青
面
金
剛
」、
そ
の
両
側
に
「
三
子
入
幽
冥
」「
遂
去
離
我
身
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
閏
二
月
二
十
九
日
は
こ
の
年
二
回
目
の
庚
申
の
日
で
あ
る
。
交
名
の
中

に
般
若
寺
の
名
が
あ
り
、
碑
文
は
般
若
寺
の
沙
門
釈
子
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
喜
太
郎
稲
荷
周
辺
の
№
12
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
十
月
二
十
三
日
造
立
の
青

面
金
剛
碑
で
あ
る
。
中
央
に
「
バ
ン
（
梵
字
）　
青
面
金
剛
」
と
あ
る
。
元
文
五
年

は
庚
申
の
年
で
あ
り
、
一
年
に
庚
申
の
日
が
七
回
あ
る
七
庚
申
の
年
で
も
あ
る
。
十

月
二
十
三
日
は
こ
の
年
六
回
目
の
庚
申
の
日
に
当
た
っ
て
い
る
。

　
居
家
前
の
№
22
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
十
一
月
二
十
五
日
、
講
中
す
な
わ
ち

庚
申
信
仰
の
同
信
者
の
集
ま
り
で
あ
る
庚
申
講
の
人
々
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
庚
申

塔
で
あ
る
。
上
部
中
央
に
瑞
雲
を
伴
っ
た
日
天
と
月
天
が
配
さ
れ
て
お
り
、
中
央
に

「
庚
申
」
と
大
書
さ
れ
て
い
る
。
十
一
月
二
十
五
日
は
こ
の
年
六
回
目
の
庚
申
の
日

に
当
た
っ
て
い
る
。
日
天
と
月
天
は
修
験
道
の
山
岳
曼
荼
羅
や
社
寺
曼
荼
羅
に
は
必

ず
上
部
の
左
右
に
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
修
験
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ

る
。

　
№
24
は
文
化
丁
卯
年(

四
年
　
一
八
〇
七)

正
月
十
八
日
、
庚
申
講
の
講
中
十
一

人
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
庚
申
碑
で
あ
る
。
世
話
人
は
又
兵
衛
。
中
央
に
「
ウ
ー
ン

（
梵
字
）　
庚
申
」
と
あ
る
。
正
月
十
八
日
は
こ
の
年
最
初
の
庚
申
の
日
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
塔
の
造
立
は
庚
申
の
年
に
限
ら
な
い
が
、
す
べ
て
庚
申
の
日
の
造
立

と
な
っ
て
い
る
。

　
庚
田
の
№
10
は
施
主
が
大
石
源
之
丞
定
實
で
あ
る
。
定
實
は
宝
国
寺
の
念
仏
塚
碑

に
享
和
二
年
に
七
五
歳
で
没
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
三
七
歳
の
時
本
碑
を
建
立
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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な
お
、
八
幡
神
社
境
内
に
は
「
庚
申
　
天
帝
釋
天
王
」
と
記
さ
れ
た
平
成
七
年
造

立
の
庚
申
供
養
碑
が
あ
る
。日
蓮
宗
で
は
帝
釈
天
を
庚
申
信
仰
の
対
象
と
し
て
お
り
、

帝
釈
天
王
と
記
さ
れ
た
庚
申
塔
は
、
日
蓮
宗
の
檀
徒
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
（
庚
申
談
話
会
　
一
九
八
一
）。

(2)
日
待
系
統
の
塔

　
馬
場
碑
群
の
№
28
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
正
月
二
十
七
日
、
馬
場
の
講
中
の

人
々
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
弁
才
天
碑
で
あ
る
。
中
央
に
「（
梵
字
）　
辨
才
天
」
と

あ
る
。
弁
才
天
碑
造
立
の
目
的
と
し
て
は
、「
池
・
沼
・
川
な
ど
の
水
辺
に
祀
ら
れ

る
水
神
と
し
て
、
ま
た
巳
待
供
養
の
主
尊
と
し
て
の
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合

は
、
水
神
講
や
弁
天
講
あ
る
い
は
巳
待
講
な
ど
の
講
中
に
よ
る
建
立
が
多
い
」（
庚

申
懇
話
会
　
一
九
七
五
）
と
あ
り
、
正
月
二
十
七
日
は
己
巳
の
日
で
あ
る
こ
と
か
ら

巳
待
講
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

(3)
自
然
神
信
仰
の
塔

　
馬
場
碑
群
の
№
29
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
五
月
十
二
日
に
造
立
さ
れ
た
山
神

碑
で
あ
る
。
上
部
中
央
に
「
小
牛
田
」
と
横
書
き
さ
れ
、
そ
の
下
に
「
山
神
」
と
大

書
さ
れ
て
い
る
。
下
部
に
は
十
五
名
の
交
名
が
あ
り
、
す
べ
て
女
性
名
で
あ
る
。
一

般
に
、
山
の
神
は
、
春
に
山
か
ら
里
に
下
っ
て
田
の
神
と
な
る
農
耕
の
神
、
ま
た
は

山
村
に
人
々
の
信
仰
す
る
山
の
神
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
碑
は
小
牛
田
と
明
記
し

て
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
産
の
神
で
あ
る
小
牛
田
山
神
社
（
宮
城
県
遠
田
郡
美
里
町
）

に
対
す
る
信
仰
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
五
名
の
女
性
は

そ
の
山
神
講
の
講
中
と
考
え
ら
れ
る
。

(4)
馬
の
守
護
神
の
塔

　「
馬
頭
観
世
音
」の
碑
は
一
一
基
確
認
さ
れ
て
い
る
。最
も
古
い
居
家
前
の
№
23
は
、

講
中
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
、中
央
上
部
に
サ
（
梵
字
）
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

馬
頭
観
音
は
六
観
音
の
一
つ
で
あ
り
、馬
頭
観
音
を
表
す
種
子
は
普
通
カ
ン
（
梵
字
）

が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
碑
は
別
の
種
子
を
当
て
て
い
る
。
馬
を
飼
う
家
や
馬
を
利

用
す
る
職
業
集
団
で
は
、
馬
頭
観
音
の
像
や
、「
馬
頭
観
音
」「
馬
頭
観
世
音
」
な
ど

と
刻
ん
だ
供
養
塔
を
建
立
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
本
碑
に
あ
る
「
講
中
」
も
そ
の
よ

う
な
集
団
の
可
能
性
は
あ
る
（
庚
申
懇
話
会
　
一
九
八
一
）。
№
56
の
文
政
八
年
の

碑
以
降
は
す
べ
て
個
人
の
造
立
と
な
っ
て
い
る
。

(5)
山
岳
信
仰
の
塔

　
山
岳
信
仰
の
中
で
出
羽
三
山
に
関
わ
る
供
養
碑
は
東
北
六
県
を
は
じ
め
関
東
、
新

潟
、
長
野
県
ま
で
分
布
し
て
お
り
、
祈
願
成
就
や
参
詣
記
念
の
供
養
碑
は
宝
暦
の
頃

（
一
七
五
一
～
一
七
六
四
）
か
ら
盛
ん
に
造
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る

（
庚
申
談
話
会
　
一
九
八
一
）。

　
八
幡
神
社
の
№
54
は
旧
八
幡
村
地
域
に
お
い
て
は
最
も
古
い
宝
暦
八
年

（
一
七
五
八
）
の
碑
で
あ
る
。「
奉
参
詣
湯
殿
山
二
百
二
度
諸
願
成
就
所
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
二
百
二
度
と
い
う
度
数
が
、
具
体
的
に
何
を
示
す
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

中
央
上
部
に
は
、
ア
ー
ン
ク
（
梵
字
）
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
出
羽
三
山

供
養
塔
の
中
に
は
、
湯
殿
山
を
胎
蔵
界
大
日
如
来
の
種
子
ア
ー
ン
ク
、
月
山
を
弥
陀

の
種
子
キ
リ
ー
ク
、
羽
黒
山
を
観
音
の
種
子
サ
で
表
し
て
い
る
例
が
多
い
と
さ
れ
る

（
庚
申
懇
話
会
　
一
九
八
一
）。

　
№
58
は
造
立
者
と
し
て
「
三
山
里
先
導
／
宮
城
郡
中
野
村
　
郷
野
徳
兵
エ
年
五
十

□
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
三
山
里
先
導
は
出
羽
三
山
に
参
詣
す
る
村
人
の
引
率
者
で

あ
ろ
う
。
№
54
と
同
様
、
四
八
度
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
本
碑
の
上
部
中
央
、

縦
約
二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
は
丸
ノ
ミ
に

よ
る
密
な
敲
打
痕
が
あ
る
。
同
様
な
も
の
は
明
月
壇
の
№
46
で
も
確
認
し
て
い
る
。

ま
た
、
五
基
の
内
四
基
に
は
造
立
日
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
八
日
の
造
立
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四
　
近
世
の
供
養
碑

　
近
世
の
供
養
碑
は
、
中
世
の
板
碑
と
は
異
な
り
、
信
仰
の
内
容
が
明
確
に
示
さ
れ

て
い
る
も
の
が
多
く
、
具
体
的
な
信
仰
の
あ
り
方
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
資

料
と
な
る
。
市
内
に
お
け
る
供
養
碑
に
つ
い
て
は
、
市
史
民
俗
編
を
担
当
し
た
三
崎

一
夫
委
員
が
昭
和
五
七
年
四
月
に
お
こ
な
っ
た
調
査
資
料
が
あ
り
、
中
世
の
板
碑
や

供
養
碑
で
な
い
も
の
を
除
外
す
る
と
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
時
代
の
供
養
碑

と
し
て
二
九
五
基
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
で
、
八
幡
村
分
は
江
戸
時

代
三
八
基
、
明
治
・
大
正
時
代
二
〇
基
、
合
計
五
八
基
で
あ
る
（
表
９
）。

　
今
回
旧
八
幡
村
地
域
の
供
養
碑
調
査
を
実
施
し
、
改
め
て
銘
文
等
の
確
認
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
江
戸
時
代
五
七
基
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
時
代
二
七
基
、
合
計
八
四
基

と
な
り
、
資
料
的
に
は
大
き
く
上
回
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
三
崎
氏
の
調
査

で
は
確
認
で
き
た
文
字
が
、
石
碑
の
移
動
に
伴
う
据
え
直
し
等
で
読
め
な
く
な
っ
て

い
る
も
の
が
多
く
あ
り
、
釈
文
作
成
に
あ
た
り
三
崎
氏
の
調
査
資
料
か
ら
引
用
し
た

も
の
が
あ
る
。

１
　
解
説

　
今
回
調
査
に
お
い
て
、
旧
八
幡
村
地
域
で
は
七
九
基
の
供
養
碑
を
確
認
し
た
（
表

９
）。
近
世
の
供
養
碑
は
、
供
養
の
目
的
が
碑
面
の
中
央
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
信
仰
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
種
類
ご
と
に
解
説
を
加
え

る
。

(1)
庚
申
塔

　「
庚
申
」「
庚
申
供
養
」「
奉
供
養
青
面
金
剛
」「
青
面
金
剛
」
と
刻
ん
だ
も
の
が
六

基
あ
り
、
名
号
碑
に
次
い
で
多
い
。
江
戸
時
代
に
は
修
験
、
神
道
、
仏
教
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
庚
申
信
仰
が
説
か
れ
て
お
り
、「
青
面
金
剛
」
を
主
尊
と
し
た
庚
申
塔
は

仏
教
側
の
立
場
で
広
め
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
明
月
壇
碑
群
の
№
42
は
正
徳
六
年

（
一
七
一
六
）
閏
二
月
二
十
九
日
に
造
立
さ
れ
た
青
面
金
剛
供
養
碑
で
あ
る
。
中
央

に
「
奉
供
養
青
面
金
剛
」、
そ
の
両
側
に
「
三
子
入
幽
冥
」「
遂
去
離
我
身
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
閏
二
月
二
十
九
日
は
こ
の
年
二
回
目
の
庚
申
の
日
で
あ
る
。
交
名
の
中

に
般
若
寺
の
名
が
あ
り
、
碑
文
は
般
若
寺
の
沙
門
釈
子
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
喜
太
郎
稲
荷
周
辺
の
№
12
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
十
月
二
十
三
日
造
立
の
青

面
金
剛
碑
で
あ
る
。
中
央
に
「
バ
ン
（
梵
字
）　
青
面
金
剛
」
と
あ
る
。
元
文
五
年

は
庚
申
の
年
で
あ
り
、
一
年
に
庚
申
の
日
が
七
回
あ
る
七
庚
申
の
年
で
も
あ
る
。
十

月
二
十
三
日
は
こ
の
年
六
回
目
の
庚
申
の
日
に
当
た
っ
て
い
る
。

　
居
家
前
の
№
22
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
十
一
月
二
十
五
日
、
講
中
す
な
わ
ち

庚
申
信
仰
の
同
信
者
の
集
ま
り
で
あ
る
庚
申
講
の
人
々
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
庚
申

塔
で
あ
る
。
上
部
中
央
に
瑞
雲
を
伴
っ
た
日
天
と
月
天
が
配
さ
れ
て
お
り
、
中
央
に

「
庚
申
」
と
大
書
さ
れ
て
い
る
。
十
一
月
二
十
五
日
は
こ
の
年
六
回
目
の
庚
申
の
日

に
当
た
っ
て
い
る
。
日
天
と
月
天
は
修
験
道
の
山
岳
曼
荼
羅
や
社
寺
曼
荼
羅
に
は
必

ず
上
部
の
左
右
に
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
修
験
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ

る
。

　
№
24
は
文
化
丁
卯
年(

四
年
　
一
八
〇
七)

正
月
十
八
日
、
庚
申
講
の
講
中
十
一

人
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
庚
申
碑
で
あ
る
。
世
話
人
は
又
兵
衛
。
中
央
に
「
ウ
ー
ン

（
梵
字
）　
庚
申
」
と
あ
る
。
正
月
十
八
日
は
こ
の
年
最
初
の
庚
申
の
日
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
塔
の
造
立
は
庚
申
の
年
に
限
ら
な
い
が
、
す
べ
て
庚
申
の
日
の
造
立

と
な
っ
て
い
る
。

　
庚
田
の
№
10
は
施
主
が
大
石
源
之
丞
定
實
で
あ
る
。
定
實
は
宝
国
寺
の
念
仏
塚
碑

に
享
和
二
年
に
七
五
歳
で
没
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
三
七
歳
の
時
本
碑
を
建
立
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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な
お
、
八
幡
神
社
境
内
に
は
「
庚
申
　
天
帝
釋
天
王
」
と
記
さ
れ
た
平
成
七
年
造

立
の
庚
申
供
養
碑
が
あ
る
。日
蓮
宗
で
は
帝
釈
天
を
庚
申
信
仰
の
対
象
と
し
て
お
り
、

帝
釈
天
王
と
記
さ
れ
た
庚
申
塔
は
、
日
蓮
宗
の
檀
徒
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
（
庚
申
談
話
会
　
一
九
八
一
）。

(2)
日
待
系
統
の
塔

　
馬
場
碑
群
の
№
28
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
正
月
二
十
七
日
、
馬
場
の
講
中
の

人
々
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
弁
才
天
碑
で
あ
る
。
中
央
に
「（
梵
字
）　
辨
才
天
」
と

あ
る
。
弁
才
天
碑
造
立
の
目
的
と
し
て
は
、「
池
・
沼
・
川
な
ど
の
水
辺
に
祀
ら
れ

る
水
神
と
し
て
、
ま
た
巳
待
供
養
の
主
尊
と
し
て
の
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合

は
、
水
神
講
や
弁
天
講
あ
る
い
は
巳
待
講
な
ど
の
講
中
に
よ
る
建
立
が
多
い
」（
庚

申
懇
話
会
　
一
九
七
五
）
と
あ
り
、
正
月
二
十
七
日
は
己
巳
の
日
で
あ
る
こ
と
か
ら

巳
待
講
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

(3)
自
然
神
信
仰
の
塔

　
馬
場
碑
群
の
№
29
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
五
月
十
二
日
に
造
立
さ
れ
た
山
神

碑
で
あ
る
。
上
部
中
央
に
「
小
牛
田
」
と
横
書
き
さ
れ
、
そ
の
下
に
「
山
神
」
と
大

書
さ
れ
て
い
る
。
下
部
に
は
十
五
名
の
交
名
が
あ
り
、
す
べ
て
女
性
名
で
あ
る
。
一

般
に
、
山
の
神
は
、
春
に
山
か
ら
里
に
下
っ
て
田
の
神
と
な
る
農
耕
の
神
、
ま
た
は

山
村
に
人
々
の
信
仰
す
る
山
の
神
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
碑
は
小
牛
田
と
明
記
し

て
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
産
の
神
で
あ
る
小
牛
田
山
神
社
（
宮
城
県
遠
田
郡
美
里
町
）

に
対
す
る
信
仰
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
五
名
の
女
性
は

そ
の
山
神
講
の
講
中
と
考
え
ら
れ
る
。

(4)
馬
の
守
護
神
の
塔

　「
馬
頭
観
世
音
」の
碑
は
一
一
基
確
認
さ
れ
て
い
る
。最
も
古
い
居
家
前
の
№
23
は
、

講
中
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
、中
央
上
部
に
サ
（
梵
字
）
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

馬
頭
観
音
は
六
観
音
の
一
つ
で
あ
り
、馬
頭
観
音
を
表
す
種
子
は
普
通
カ
ン
（
梵
字
）

が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
碑
は
別
の
種
子
を
当
て
て
い
る
。
馬
を
飼
う
家
や
馬
を
利

用
す
る
職
業
集
団
で
は
、
馬
頭
観
音
の
像
や
、「
馬
頭
観
音
」「
馬
頭
観
世
音
」
な
ど

と
刻
ん
だ
供
養
塔
を
建
立
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
本
碑
に
あ
る
「
講
中
」
も
そ
の
よ

う
な
集
団
の
可
能
性
は
あ
る
（
庚
申
懇
話
会
　
一
九
八
一
）。
№
56
の
文
政
八
年
の

碑
以
降
は
す
べ
て
個
人
の
造
立
と
な
っ
て
い
る
。

(5)
山
岳
信
仰
の
塔

　
山
岳
信
仰
の
中
で
出
羽
三
山
に
関
わ
る
供
養
碑
は
東
北
六
県
を
は
じ
め
関
東
、
新

潟
、
長
野
県
ま
で
分
布
し
て
お
り
、
祈
願
成
就
や
参
詣
記
念
の
供
養
碑
は
宝
暦
の
頃

（
一
七
五
一
～
一
七
六
四
）
か
ら
盛
ん
に
造
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る

（
庚
申
談
話
会
　
一
九
八
一
）。

　
八
幡
神
社
の
№
54
は
旧
八
幡
村
地
域
に
お
い
て
は
最
も
古
い
宝
暦
八
年

（
一
七
五
八
）
の
碑
で
あ
る
。「
奉
参
詣
湯
殿
山
二
百
二
度
諸
願
成
就
所
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
二
百
二
度
と
い
う
度
数
が
、
具
体
的
に
何
を
示
す
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

中
央
上
部
に
は
、
ア
ー
ン
ク
（
梵
字
）
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
出
羽
三
山

供
養
塔
の
中
に
は
、
湯
殿
山
を
胎
蔵
界
大
日
如
来
の
種
子
ア
ー
ン
ク
、
月
山
を
弥
陀

の
種
子
キ
リ
ー
ク
、
羽
黒
山
を
観
音
の
種
子
サ
で
表
し
て
い
る
例
が
多
い
と
さ
れ
る

（
庚
申
懇
話
会
　
一
九
八
一
）。

　
№
58
は
造
立
者
と
し
て
「
三
山
里
先
導
／
宮
城
郡
中
野
村
　
郷
野
徳
兵
エ
年
五
十

□
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
三
山
里
先
導
は
出
羽
三
山
に
参
詣
す
る
村
人
の
引
率
者
で

あ
ろ
う
。
№
54
と
同
様
、
四
八
度
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
本
碑
の
上
部
中
央
、

縦
約
二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
は
丸
ノ
ミ
に

よ
る
密
な
敲
打
痕
が
あ
る
。
同
様
な
も
の
は
明
月
壇
の
№
46
で
も
確
認
し
て
い
る
。

ま
た
、
五
基
の
内
四
基
に
は
造
立
日
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
八
日
の
造
立
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で
あ
る
。

№
58
　
湯
殿
山
　
明
治
一
九
年
　
八
月
八
日

№
59
　
湯
殿
山
／
羽
黒
山
／
月
山
　
明
治
二
〇
年
　
八
月
八
日

№
26
　
湯
殿
山
　
嘉
永
元
年
　
一
一
月
初
八
日

№
64
　
湯
殿
山
　
明
治
三
三
年
　
十
二
月
八
日

　
現
在
、毎
月
八
日
は
湯
殿
山
の
御
縁
日
と
し
て
八
日
講
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
碑
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
日
を
選
ん
で
造
立
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。

　
八
幡
神
社
の
№
62
は
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
の
金
華
山
信
仰
の
碑
で
あ

る
。
金
崋
山
に
祀
ら
れ
た
金
崋
山
神
社
は
龍
蔵
権
現
あ
る
い
は
金
崋
山
弁
財
天
と

称
し
、
島
の
御
船
沢
と
大
箱
崎
に
は
弁
財
天
の
漂
着
伝
承
も
あ
る
（
岩
崎
ほ
か
　

一
九
七
五
）。
東
北
地
方
各
地
に
金
崋
山
講
が
組
織
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
庚
申
懇

話
会
　
一
九
八
一
）。

　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
№
13
は
明
治
十
四
年
三
月
十
六
日
造
立
の
秋
葉
大
神
碑
で
あ

る
。
中
央
に
「
正
一
位
秋
葉
大
神
」
と
あ
る
。
昭
和
五
七
年
の
調
査
で
は
世
話
人

十
三
名
の
交
名
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
深
く
埋
設
さ
れ
て
い
る
た
め
確

認
で
き
な
い
。
秋
葉
神
社
は
鎮
火
・
防
火
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

(6)
念
仏
塔

　
八
幡
橋
南
袂
の
№
30
は
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
造
立
で
旧
八
幡
村
地
域
で

は
最
も
古
い
。
釈
読
で
き
な
い
部
分
が
多
く
、
断
片
的
な
内
容
を
知
り
え
た
程
度
で

あ
る
。
中
央
上
部
に
円
相
が
あ
り
、
そ
の
下
に
七
行
に
亘
っ
て
造
立
の
趣
旨
が
偈
を

交
え
て
記
さ
れ
て
い
る
。
右
下
に
は
導
師
と
見
ら
れ
る
「
権
大
僧
都
傳
□
上
人
」
の

下
に
九
名
の
交
名
が
あ
り
、
そ
の
内
三
名
は
法
名
、
ほ
か
は
中
山
、
郷
古
、
伏
谷
、

鈴
木
、
江
口
の
男
性
名
で
あ
る
。
一
方
、
趣
旨
の
左
側
に
は
年
次
の
下
に
十
七
名
の

交
名
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
有
姓
の
男
性
名
で
、
郷
古
、
佐
藤
、
山
田
、
相
沢
、
菊
地
、

小
原
、
伏
谷
、
滝
口
、
開
山
、
菊
田
、
八
嶋
、
江
口
の
各
氏
で
あ
る
。
冒
頭
に
「
念

仏
は
持
誦
の
一
事
也
」
と
あ
り
、
二
六
名
の
交
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
念
仏
講
に
関
わ

る
碑
と
考
え
ら
れ
る
。
修
多
羅
は
経
文
・
経
典
の
こ
と
で
あ
り
、
廬
山
は
、
中
国
浄

土
教
の
祖
慧
遠
が
念
仏
結
社
を
結
成
し
た
中
国
江
西
省
の
名
山
で
あ
る
。「
本
朝
元

暦
文
治
之
間
源
空
法
師
」
と
あ
る
の
は
浄
土
宗
の
開
祖
法
然
の
こ
と
で
あ
る
。
文
末

の
「
喝
」
は
禅
宗
で
用
い
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
傳
□
は
禅
宗
の
僧
侶
と
考
え
ら

れ
る
。
紀
年
の
中
穐
は
八
月
、
念
は
二
十
の
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
月
二
〇
日

の
彼
岸
に
造
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
明
月
壇
の
№
44
は
念
仏
百
万
遍
供
養
塔
で
あ
る
。
庄
子
市
兵
衛
の
母
が
修
め
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
を
記
し
た
碑
が
一
七
基
あ
る
。

　
宝
国
寺
の
№
16
は
碑
の
中
央
上
部
に
頭
部
を
山
形
に
し
た
長
方
形
の
区
画
を
作

り
、
丁
寧
に
研
磨
し
て
名
号
を
刻
ん
で
い
る
。
そ
の
両
側
に
は
造
立
年
次
、
そ
の
下

に
は
四
段
に
わ
た
っ
て
交
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
造
立
年
時
は
「
甲
戌
元
禄
七
／
八

月
十
五
日
」（
一
六
九
四
）
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
や
や
下
に
「
寛
保
二
壬
戌
天
／
９

月
廿
二
日
」（
一
七
四
二
）
の
追
刻
が
あ
る
。「
甲
戌
元
禄
七
」
と
年
次
の
前
に
干
支

を
記
す
様
式
は
八
幡
橋
南
袂
の
同
年
の
名
号
碑
に
も
見
ら
れ
る
（
№
32
）。
交
名
に

つ
い
て
は
、
一
段
目
は
す
べ
て
男
性
名
、
二
段
目
以
降
は
す
べ
て
男
性
名
＋
母
ま
た

は
室
の
記
名
で
あ
り
、
前
者
は
文
字
が
や
や
大
き
く
、
後
者
は
や
や
小
さ
く
細
字
で

刻
ま
れ
て
い
る
。
一
段
目
と
二
段
目
以
降
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
単
に
男
女
別
に
書

き
分
け
た
た
め
、
ま
た
は
二
段
目
以
降
が
寛
保
二
年
の
追
刻
に
よ
る
た
め
と
二
通
り

の
捉
え
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
文
字
の
大
き
さ
等
が
や
や
異
な
る
点
に
つ
い

て
も
、
碑
面
に
お
け
る
余
白
の
制
約
か
時
期
差
か
、
い
ず
れ
の
可
能
性
も
あ
る
よ
う
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に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
碑
は
元
禄
七
年
か
ら
四
八
年
後
の
寛
保
二
年
に
再
度

名
号
碑
と
し
て
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
二
段
目
以
降
は
男
性
名
＋
母
（
室
）
と
い

う
一
律
の
様
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
三
九
名
か
ら
な
る
女
性
集
団
が
同

じ
名
号
碑
の
余
白
を
再
利
用
し
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う

に
考
え
た
場
合
、
元
禄
七
年
の
交
名
等
を
損
ね
る
こ
と
な
く
再
利
用
し
て
い
る
こ
と

は
、
女
性
集
団
と
一
段
目
に
名
を
連
ね
た
男
性
集
団
と
は
無
縁
で
は
な
い
と
の
推
定

も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
八
幡
橋
南
袂
の
№
31
は
六
字
名
号
の
六
文
字
を
六
角
形
に
配
置
し
、
そ
の
中
央
に

「
未
」
字
を
記
し
て
い
る
。

　
明
月
壇
の
№
40
は
中
之
（
野
）
村
の
郷
古
権
八
が
莚
本
、
八
幡
村
の
賀
藤
六
之
丞

が
師
匠
と
記
し
て
い
る
。
師
匠
は
こ
の
称
名
念
仏
の
法
会
を
主
導
し
た
人
と
考
え
ら

れ
る
。
莚
本
は
莚
が
「
座
る
蓆
」「
座
席
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
会

の
座
元
・
会
場
の
意
味
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
明
月
壇
の
№
45
に
は
「
宿
／
久
□
□
」
と
あ
り
、№
100
の
莚
本
と
同
様
の
意
味
か
。

　
№
46
は
上
部
中
央
、
縦
横
約
一
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
丸
ノ
ミ
に
よ
る
密

な
敲
打
痕
が
あ
る
。
そ
の
下
に
は
梵
字
キ
リ
ー
ク
が
あ
り
、
そ
れ
を
削
り
取
ろ
う
と

し
た
行
為
で
あ
ろ
う
。

　
№
32
の
名
号
の
「
仏
」
は
旁
が
「
西
」
と
「
國
」
の
併
せ
文
字
と
な
っ
て
い
る
。

河
北
町
大
森
地
区
（
現
、
石
巻
市
）
の
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
西
方
無
量
寿

仏
碑
（07-112

）
に
類
例
が
あ
る
（
宮
城
県
桃
生
郡
河
北
地
区
教
育
委
員
会
　

一
九
九
四
）。
ま
た
、
八
月

日
の
「

」
字
は
一
般
に
は
「
月
」
の
異
体
字
と
さ

れ
て
い
る
が
、「
日
」
の
異
体
字
「

」
の
誤
記
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
不
磷
寺
の
№
15
の
元
禄
一
五
年
八
月
は
閏
月
で
あ
る
。
八
月
の
上
に
小
さ
く
記
さ

れ
た
「
壬
」
の
字
は
閏
の
異
体
字
で
あ
る
。

(7)
経
典
に
関
す
る
塔

　
宝
国
寺
の
№
17
は
大
乗
妙
典
一
千
部
の
読
誦
を
記
念
し
た
碑
で
あ
る
。中
央
に「
奉

誦
大
乗
妙
典
一
千
部
」
と
大
書
さ
れ
、
そ
の
右
側
に
造
立
の
趣
旨
、
左
側
に
「
銘
曰
」

と
し
て
四
言
二
四
句
の
漢
詩
が
あ
り
、
そ
の
下
に
施
主
と
見
ら
れ
る
男
女
二
名
の
戒

名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
造
立
年
次
は
漢
詩
中
の
「
寶
永
甲
申
歳
」
と
見
ら
れ
、
宝
永

元
年
（
一
七
〇
四
）
で
あ
る
。
清
月
常
遊
信
士
は
、
造
立
趣
旨
中
に
天
童
頼
真
の
家

臣
草
刈
茂
次
と
記
さ
れ
て
お
り
、
心
水
壽
影
禅
尼
は
茂
次
と
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で

そ
の
妻
と
考
え
ら
れ
る
。

　
宝
国
寺
の
№
20
は
正
面
に
「
キ
リ
ー
ク
（
梵
字
）
念
仏
塚
」
と
大
書
さ
れ
、
左
右

両
側
面
に
造
立
趣
旨
、
四
言
一
六
句
の
漢
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
。
伊
達
家
家
臣
大
石

元
實
が
文
化
四
年
に
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
念
仏
三
昧
に
は
法
身
念
仏
三
昧
、
報

身
念
仏
三
昧
、
応
身
念
仏
三
昧
の
三
種
類
が
あ
る
こ
と
、
亡
祖
父
景
實
、
亡
父
定
實
、

母
曽
根
氏
女
と
も
に
信
心
深
く
、
長
年
怠
る
こ
と
な
く
念
仏
三
昧
で
あ
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
、末
松
山
よ
り
南
へ
約
三
町
離
れ
た
相
地
に
母
の
書
写
し
た
仏
名（
六

字
名
号
か
）
を
埋
め
て
塚
を
築
き
、
念
仏
塚
と
題
す
る
碑
を
建
立
し
た
と
本
碑
建
立

の
由
来
を
明
記
し
て
い
る
。
本
碑
が
宝
国
寺
の
参
道
入
り
口
付
近
に
移
設
さ
れ
た
時

期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
造
立
者
の
父
で
あ
る
定
實
は
、
明
和
元
年
に

庚
田
の
庚
申
供
養
塔
に
施
主
と
し
て
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(8)
巡
拝
塔
　

　
明
月
壇
の
№
50
は
六
十
六
部
廻
国
塔
で
あ
る
。
大
乗
妙
典
（
法
華
経
）
を
六
十
六

部
書
写
し
、全
国
の
代
表
的
な
社
寺
に
納
め
る
こ
と
を
六
十
六
部
廻
国
供
養
と
い
い
、

そ
の
記
念
に
造
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
野
邑
の
行
者
孫
右
衛
門
は
、
経
典
を
納
め

に
全
国
を
回
っ
た
本
人
と
考
え
ら
れ
る
。
廻
国
宿
の
下
に
文
字
の
痕
跡
が
あ
る
が
判

読
で
き
な
い
。
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で
あ
る
。

№
58
　
湯
殿
山
　
明
治
一
九
年
　
八
月
八
日

№
59
　
湯
殿
山
／
羽
黒
山
／
月
山
　
明
治
二
〇
年
　
八
月
八
日

№
26
　
湯
殿
山
　
嘉
永
元
年
　
一
一
月
初
八
日

№
64
　
湯
殿
山
　
明
治
三
三
年
　
十
二
月
八
日

　
現
在
、毎
月
八
日
は
湯
殿
山
の
御
縁
日
と
し
て
八
日
講
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
碑
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
日
を
選
ん
で
造
立
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。

　
八
幡
神
社
の
№
62
は
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
の
金
華
山
信
仰
の
碑
で
あ

る
。
金
崋
山
に
祀
ら
れ
た
金
崋
山
神
社
は
龍
蔵
権
現
あ
る
い
は
金
崋
山
弁
財
天
と

称
し
、
島
の
御
船
沢
と
大
箱
崎
に
は
弁
財
天
の
漂
着
伝
承
も
あ
る
（
岩
崎
ほ
か
　

一
九
七
五
）。
東
北
地
方
各
地
に
金
崋
山
講
が
組
織
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
庚
申
懇

話
会
　
一
九
八
一
）。

　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
№
13
は
明
治
十
四
年
三
月
十
六
日
造
立
の
秋
葉
大
神
碑
で
あ

る
。
中
央
に
「
正
一
位
秋
葉
大
神
」
と
あ
る
。
昭
和
五
七
年
の
調
査
で
は
世
話
人

十
三
名
の
交
名
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
深
く
埋
設
さ
れ
て
い
る
た
め
確

認
で
き
な
い
。
秋
葉
神
社
は
鎮
火
・
防
火
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

(6)
念
仏
塔

　
八
幡
橋
南
袂
の
№
30
は
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
造
立
で
旧
八
幡
村
地
域
で

は
最
も
古
い
。
釈
読
で
き
な
い
部
分
が
多
く
、
断
片
的
な
内
容
を
知
り
え
た
程
度
で

あ
る
。
中
央
上
部
に
円
相
が
あ
り
、
そ
の
下
に
七
行
に
亘
っ
て
造
立
の
趣
旨
が
偈
を

交
え
て
記
さ
れ
て
い
る
。
右
下
に
は
導
師
と
見
ら
れ
る
「
権
大
僧
都
傳
□
上
人
」
の

下
に
九
名
の
交
名
が
あ
り
、
そ
の
内
三
名
は
法
名
、
ほ
か
は
中
山
、
郷
古
、
伏
谷
、

鈴
木
、
江
口
の
男
性
名
で
あ
る
。
一
方
、
趣
旨
の
左
側
に
は
年
次
の
下
に
十
七
名
の

交
名
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
有
姓
の
男
性
名
で
、
郷
古
、
佐
藤
、
山
田
、
相
沢
、
菊
地
、

小
原
、
伏
谷
、
滝
口
、
開
山
、
菊
田
、
八
嶋
、
江
口
の
各
氏
で
あ
る
。
冒
頭
に
「
念

仏
は
持
誦
の
一
事
也
」
と
あ
り
、
二
六
名
の
交
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
念
仏
講
に
関
わ

る
碑
と
考
え
ら
れ
る
。
修
多
羅
は
経
文
・
経
典
の
こ
と
で
あ
り
、
廬
山
は
、
中
国
浄

土
教
の
祖
慧
遠
が
念
仏
結
社
を
結
成
し
た
中
国
江
西
省
の
名
山
で
あ
る
。「
本
朝
元

暦
文
治
之
間
源
空
法
師
」
と
あ
る
の
は
浄
土
宗
の
開
祖
法
然
の
こ
と
で
あ
る
。
文
末

の
「
喝
」
は
禅
宗
で
用
い
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
傳
□
は
禅
宗
の
僧
侶
と
考
え
ら

れ
る
。
紀
年
の
中
穐
は
八
月
、
念
は
二
十
の
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
月
二
〇
日

の
彼
岸
に
造
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
明
月
壇
の
№
44
は
念
仏
百
万
遍
供
養
塔
で
あ
る
。
庄
子
市
兵
衛
の
母
が
修
め
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
を
記
し
た
碑
が
一
七
基
あ
る
。

　
宝
国
寺
の
№
16
は
碑
の
中
央
上
部
に
頭
部
を
山
形
に
し
た
長
方
形
の
区
画
を
作

り
、
丁
寧
に
研
磨
し
て
名
号
を
刻
ん
で
い
る
。
そ
の
両
側
に
は
造
立
年
次
、
そ
の
下

に
は
四
段
に
わ
た
っ
て
交
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
造
立
年
時
は
「
甲
戌
元
禄
七
／
八

月
十
五
日
」（
一
六
九
四
）
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
や
や
下
に
「
寛
保
二
壬
戌
天
／
９

月
廿
二
日
」（
一
七
四
二
）
の
追
刻
が
あ
る
。「
甲
戌
元
禄
七
」
と
年
次
の
前
に
干
支

を
記
す
様
式
は
八
幡
橋
南
袂
の
同
年
の
名
号
碑
に
も
見
ら
れ
る
（
№
32
）。
交
名
に

つ
い
て
は
、
一
段
目
は
す
べ
て
男
性
名
、
二
段
目
以
降
は
す
べ
て
男
性
名
＋
母
ま
た

は
室
の
記
名
で
あ
り
、
前
者
は
文
字
が
や
や
大
き
く
、
後
者
は
や
や
小
さ
く
細
字
で

刻
ま
れ
て
い
る
。
一
段
目
と
二
段
目
以
降
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
単
に
男
女
別
に
書

き
分
け
た
た
め
、
ま
た
は
二
段
目
以
降
が
寛
保
二
年
の
追
刻
に
よ
る
た
め
と
二
通
り

の
捉
え
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
文
字
の
大
き
さ
等
が
や
や
異
な
る
点
に
つ
い

て
も
、
碑
面
に
お
け
る
余
白
の
制
約
か
時
期
差
か
、
い
ず
れ
の
可
能
性
も
あ
る
よ
う
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に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
碑
は
元
禄
七
年
か
ら
四
八
年
後
の
寛
保
二
年
に
再
度

名
号
碑
と
し
て
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
二
段
目
以
降
は
男
性
名
＋
母
（
室
）
と
い

う
一
律
の
様
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
三
九
名
か
ら
な
る
女
性
集
団
が
同

じ
名
号
碑
の
余
白
を
再
利
用
し
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う

に
考
え
た
場
合
、
元
禄
七
年
の
交
名
等
を
損
ね
る
こ
と
な
く
再
利
用
し
て
い
る
こ
と

は
、
女
性
集
団
と
一
段
目
に
名
を
連
ね
た
男
性
集
団
と
は
無
縁
で
は
な
い
と
の
推
定

も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
八
幡
橋
南
袂
の
№
31
は
六
字
名
号
の
六
文
字
を
六
角
形
に
配
置
し
、
そ
の
中
央
に

「
未
」
字
を
記
し
て
い
る
。

　
明
月
壇
の
№
40
は
中
之
（
野
）
村
の
郷
古
権
八
が
莚
本
、
八
幡
村
の
賀
藤
六
之
丞

が
師
匠
と
記
し
て
い
る
。
師
匠
は
こ
の
称
名
念
仏
の
法
会
を
主
導
し
た
人
と
考
え
ら

れ
る
。
莚
本
は
莚
が
「
座
る
蓆
」「
座
席
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
会

の
座
元
・
会
場
の
意
味
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
明
月
壇
の
№
45
に
は
「
宿
／
久
□
□
」
と
あ
り
、№
100
の
莚
本
と
同
様
の
意
味
か
。

　
№
46
は
上
部
中
央
、
縦
横
約
一
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
丸
ノ
ミ
に
よ
る
密

な
敲
打
痕
が
あ
る
。
そ
の
下
に
は
梵
字
キ
リ
ー
ク
が
あ
り
、
そ
れ
を
削
り
取
ろ
う
と

し
た
行
為
で
あ
ろ
う
。

　
№
32
の
名
号
の
「
仏
」
は
旁
が
「
西
」
と
「
國
」
の
併
せ
文
字
と
な
っ
て
い
る
。

河
北
町
大
森
地
区
（
現
、
石
巻
市
）
の
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
西
方
無
量
寿

仏
碑
（07-112

）
に
類
例
が
あ
る
（
宮
城
県
桃
生
郡
河
北
地
区
教
育
委
員
会
　

一
九
九
四
）。
ま
た
、
八
月

日
の
「

」
字
は
一
般
に
は
「
月
」
の
異
体
字
と
さ

れ
て
い
る
が
、「
日
」
の
異
体
字
「

」
の
誤
記
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
不
磷
寺
の
№
15
の
元
禄
一
五
年
八
月
は
閏
月
で
あ
る
。
八
月
の
上
に
小
さ
く
記
さ

れ
た
「
壬
」
の
字
は
閏
の
異
体
字
で
あ
る
。

(7)
経
典
に
関
す
る
塔

　
宝
国
寺
の
№
17
は
大
乗
妙
典
一
千
部
の
読
誦
を
記
念
し
た
碑
で
あ
る
。中
央
に「
奉

誦
大
乗
妙
典
一
千
部
」
と
大
書
さ
れ
、
そ
の
右
側
に
造
立
の
趣
旨
、
左
側
に
「
銘
曰
」

と
し
て
四
言
二
四
句
の
漢
詩
が
あ
り
、
そ
の
下
に
施
主
と
見
ら
れ
る
男
女
二
名
の
戒

名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
造
立
年
次
は
漢
詩
中
の
「
寶
永
甲
申
歳
」
と
見
ら
れ
、
宝
永

元
年
（
一
七
〇
四
）
で
あ
る
。
清
月
常
遊
信
士
は
、
造
立
趣
旨
中
に
天
童
頼
真
の
家

臣
草
刈
茂
次
と
記
さ
れ
て
お
り
、
心
水
壽
影
禅
尼
は
茂
次
と
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で

そ
の
妻
と
考
え
ら
れ
る
。

　
宝
国
寺
の
№
20
は
正
面
に
「
キ
リ
ー
ク
（
梵
字
）
念
仏
塚
」
と
大
書
さ
れ
、
左
右

両
側
面
に
造
立
趣
旨
、
四
言
一
六
句
の
漢
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
。
伊
達
家
家
臣
大
石

元
實
が
文
化
四
年
に
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
念
仏
三
昧
に
は
法
身
念
仏
三
昧
、
報

身
念
仏
三
昧
、
応
身
念
仏
三
昧
の
三
種
類
が
あ
る
こ
と
、
亡
祖
父
景
實
、
亡
父
定
實
、

母
曽
根
氏
女
と
も
に
信
心
深
く
、
長
年
怠
る
こ
と
な
く
念
仏
三
昧
で
あ
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
、末
松
山
よ
り
南
へ
約
三
町
離
れ
た
相
地
に
母
の
書
写
し
た
仏
名（
六

字
名
号
か
）
を
埋
め
て
塚
を
築
き
、
念
仏
塚
と
題
す
る
碑
を
建
立
し
た
と
本
碑
建
立

の
由
来
を
明
記
し
て
い
る
。
本
碑
が
宝
国
寺
の
参
道
入
り
口
付
近
に
移
設
さ
れ
た
時

期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
造
立
者
の
父
で
あ
る
定
實
は
、
明
和
元
年
に

庚
田
の
庚
申
供
養
塔
に
施
主
と
し
て
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(8)
巡
拝
塔
　

　
明
月
壇
の
№
50
は
六
十
六
部
廻
国
塔
で
あ
る
。
大
乗
妙
典
（
法
華
経
）
を
六
十
六

部
書
写
し
、全
国
の
代
表
的
な
社
寺
に
納
め
る
こ
と
を
六
十
六
部
廻
国
供
養
と
い
い
、

そ
の
記
念
に
造
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
野
邑
の
行
者
孫
右
衛
門
は
、
経
典
を
納
め

に
全
国
を
回
っ
た
本
人
と
考
え
ら
れ
る
。
廻
国
宿
の
下
に
文
字
の
痕
跡
が
あ
る
が
判

読
で
き
な
い
。
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(9)
そ
の
他
仏
教
関
係
の
塔

　
題
目
碑

　
題
目
碑
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
題
目
を
記
し
た
日
蓮
宗
系
の
供

養
碑
は
、
市
内
で
は
昭
和
に
な
っ
て
出
現
し
て
お
り
、
地
域
的
に
も
限
定
さ
れ
た
分

布
状
況
を
見
せ
て
い
る
。

　
本
丸
の
№
11
題
目
碑
は
昭
和
十
一
年
の
建
立
で
あ
り
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の

題
目
は
い
わ
ゆ
る
ヒ
ゲ
題
目
で
あ
る
。
そ
の
下
に
は
稲
荷
大
明
神
、正
八
幡
大
菩
薩
、

三
寳
荒
神
の
神
・
菩
薩
が
並
び
記
さ
れ
て
い
る
。
大
石
寺
を
本
山
と
す
る
日
蓮
宗
大

石
寺
派
は
法
華
経
以
外
は
礼
拝
の
対
象
と
は
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
碑
は
日
蓮
宗
久

遠
寺
派
信
徒
に
よ
る
造
立
で
あ
ろ
う
。

　
左
の
写
真
は
明
治
四
四
年
の
題
目
碑
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
十
四
年

　

法
蓮
華
経
　
妙
法
　
宇
賀
神

　
　
　
　
　
　
　
　
旧
九
月
一
日
　
庄
子
豊
三
郎

　
題
目
の
下
に
記
さ
れ
た
宇
賀
神
は
す
べ
て
の
衆
生
に
福
徳
を
授
け
、
菩
提
に
導
く

と
信
じ
ら
れ
た
福
神
。
日
蓮
宗
で
祀
る
三
十
番
神
の
一
つ
。
本
碑
は
昭
和
五
七
年
の

調
査
で
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
所
在
不
明
で
あ
る
。

２
　
供
養
碑
造
立
の
年
代
的
推
移

　
こ
こ
ま
で
、
旧
八
幡
村
地
域
に
お
け
る
供
養
碑
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の

で
、
次
に
各
供
養
碑
の
出
現
の
時
期
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
地
域
に
お
い
て
、
最
も
古
い
も
の
は
八
幡
橋
南
袂
の
寛
文
一
二
年

（
一
六
七
二
）
の
念
仏
塔
で
あ
る
。
権
大
僧
都
傳
□
が
導
師
を
務
め
、
偈
を
交
え
た

長
文
の
願
文
と
天
童
家
家
臣
と
見
ら
れ
る
有
姓
の
男
性
二
六
名
の
交
名
が
記
さ
れ
た

供
養
碑
で
あ
る
。
そ
の
後
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
名
号
を
中
央
に
配
置
し
た
念
仏

塔
は
、
同
じ
く
八
幡
橋
南
袂
の
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
碑
か
ら
見
ら
れ
、
文
政

八
年
（
一
八
二
五
）
ま
で
一
六
基
造
立
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
念
仏
百
万
遍
供
養
塔
」

と
記
し
た
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
の
念
仏
塔
が
明
月
壇
に
あ
る
。

　
念
仏
塔
は
、
市
内
で
は
高
崎
村
（
念
仏
壇
）
に
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
の
碑

が
あ
る
。
六
字
名
号
を
記
し
た
念
仏
塔
に
つ
い
て
も
、
新
田
村
（
北
安
楽
寺
）
で
は

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
、
高
橋
村
（
大
日
堂
）
に
は
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）

に
造
立
さ
れ
て
お
り
、
八
幡
村
よ
り
や
や
早
い
時
期
に
造
立
が
確
認
で
き
る
。

　
念
仏
塔
に
続
き
、
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
は
明
月
壇
で
庚
申
塔
が
造
立
さ

れ
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
ま
で
五
基
造
立
さ
れ
て
い
る
。
庚
申
塔
は
南
宮
村

（
庚
申
）
の
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
の
碑
が
最
も
古
く
、
浮
島
神
社
の
寛
文
一
一

年
（
一
六
七
一
）
の
碑
、
大
日
堂
の
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
碑
と
続
い
て
い

る
。
八
幡
村
に
庚
申
塔
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
南
宮
に
明
暦
の
碑
が
造
立
さ
れ
て
か

ら
五
八
年
後
と
な
る
。

明治 44 年の題目碑（明月壇）

57

　湯
殿
山
等
出
羽
三
山
に
関
わ
る
供
養
碑
は
八
幡
神
社
の
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

が
最
も
古
い
。
居
家
前
に
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
の
碑
が
あ
る
が
、
そ
の
後
は
八

幡
神
社
に
明
治
一
九
年
、
同
二
〇
年
、
同
三
三
年
の
碑
が
造
立
さ
れ
て
お
り
、
幕
末

か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
も
の
が
比
較
的
多
い
。
市
内
で
は
市
川
の
玉
川
寺
跡
に
享

保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
の
碑
が
あ
り
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
多
く
造
立
さ

れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
は
確
認
で
き
る
。

３

　供
養
碑
を
造
立
し
た
人
々

　旧
八
幡
村
地
域
の
供
養
碑
の
中
で
最
も
古
い
も
の
は
八
幡
橋
南
袂
の
寛
文
一
二
年

の
念
仏
塔
で
あ
る
が
、
こ
の
碑
の
交
名
に
あ
る
二
六
名
は
す
べ
て
有
姓
の
男
性
で
あ

る
。
中
山
、
郷
古
、
伏
谷
、
鈴
木
、
江
口
、
佐
藤
、
山
田
、
相
沢
、
菊
池
、
小
原
、

瀧
口
、
開
山
、
菊
田
、
八
嶋
な
ど
、
天
童
家
家
臣
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数

の
有
姓
男
性
に
よ
る
造
立
は
明
月
壇
の
享
保
一
六
年
の
名
号
碑
ま
で
見
ら
れ
る
。

　一
方
、
無
姓
の
男
性
集
団
に
よ
る
造
立
は
明
月
壇
の
寛
延
四
年
の
名
号
碑
か
ら
現

れ
、
無
姓
の
女
性
集
団
に
よ
る
も
の
は
、
宝
国
寺
の
文
化
四
年
の
名
号
碑
か
ら
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

　こ
の
よ
う
な
集
団
に
よ
る
造
立
に
対
し
、
個
人
或
い
は
二
名
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
。
宝
国
寺
の
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
経
典
供
養
碑
は
天
童
氏
家

臣
の
草
刈
氏
に
よ
る
造
立
で
あ
り
、
庚
田
の
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
の
庚
申
塔
、

宝
国
寺
の
文
化
元
年
の
念
佛
塚
碑
は
い
ず
れ
大
石
氏
の
造
立
で
あ
る
。
明
月
壇
の
享

保
一
六
年
の
百
万
邊
念
仏
の
碑
は
、
庄
子
氏
の
母
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
男
性
個
人

に
よ
る
造
立
は
、
八
幡
神
社
の
湯
殿
山
参
詣
の
碑
が
宝
暦
八
年
に
造
立
さ
れ
て
い
る

が
、無
姓
の
個
人
に
よ
る
造
立
は
同
所
の
文
政
八
年
の
馬
頭
観
世
音
碑
が
最
も
古
く
、

明
治
期
に
か
け
て
多
く
な
っ
て
い
く
。

　有
姓
は
武
士
階
級
、
無
姓
は
平
民
と
識
別
す
る
と
、
当
初
は
武
士
階
級
に
よ
っ
て

造
立
さ
れ
た
が
、
や
が
て
経
済
的
な
余
裕
か
ら
平
民
層
に
よ
る
造
立
が
増
加
し
て
き

た
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
有
姓
男
性
に
よ
る
造
立
は
享
保
一
六
年
以
降
見
ら
れ
な

い
こ
と
や
、
居
家
前
の
天
保
三
年
の
蔵
王
山
碑
は
有
姓
男
性
と
無
姓
男
性
が
混
在
し

た
交
名
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
武
士
か
ら
平
民
へ
と
い
う
単
純
な
造
立
者
層
の

移
行
で
は
説
明
で
き
な
い
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
集
団
で
造
立
さ
れ
た
碑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
集
団
と
し
て
、「
講
中
」

と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
七
基
あ
る
。

(1)
宝
国
寺

　
　巳
需
塔

　
　
　
　寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）

　講
中

(2)
居
家
前

　
　庚
申
塔

　
　
　
　寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）

　講
中

(3)
同

　
　
　
　馬
頭
観
世
音
塔

　享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
　講
中

(4)
同

　
　
　
　庚
申
塔

　
　
　
　文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
　講
中
拾
壱
人

(5)
馬
場

　
　
　辧
財
天
塔

　
　
　文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
　馬
場
講
中

(6)
明
月
壇

　
　念
仏
塔

　
　
　
　文
化
八
年
（
一
八
二
五
）
　組
講
中

(7)
八
幡
神
社

　山
神

　
　
　
　
　享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
　講
中

　具
体
的
な
講
の
名
称
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
(3)
は
観
音
講
、
(2)
・
(4)
は
庚
申
講
、

(6)
は
念
仏
講
、
(7)
は
山
神
講
と
考
え
ら
れ
る
。
(1)
は
文
字
ど
お
り
巳
待
ち
供
養
の
碑

で
あ
る
が
、
(5)
に
つ
い
て
も
弁
財
天
の
縁
日
が
巳
の
日
で
あ
る
こ
と
、
巳
待
ち
に
は

弁
財
天
を
本
尊
と
し
て
祀
る
こ
と
か
ら
同
様
に
巳
待
供
養
の
碑
と
捉
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
日
待
講
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。

　ま
た
、
講
中
等
の
記
載
は
な
い
が
、
碑
面
の
下
部
に
交
名
が
あ
り
、
集
団
に
よ
っ

て
造
立
さ
れ
た
も
の
が
一
七
基
あ
る
。
そ
の
内
一
四
基
が
念
仏
塔
で
あ
り
、
(6)
と
同

様
に
念
仏
講
の
集
団
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
蔵
王
山
塔
が

一
基
、
金
華
山
塔
が
一
基
、
小
牛
田
山
神
塔
が
一
基
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
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(9)
そ
の
他
仏
教
関
係
の
塔

　
題
目
碑

　
題
目
碑
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
題
目
を
記
し
た
日
蓮
宗
系
の
供

養
碑
は
、
市
内
で
は
昭
和
に
な
っ
て
出
現
し
て
お
り
、
地
域
的
に
も
限
定
さ
れ
た
分

布
状
況
を
見
せ
て
い
る
。

　
本
丸
の
№
11
題
目
碑
は
昭
和
十
一
年
の
建
立
で
あ
り
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の

題
目
は
い
わ
ゆ
る
ヒ
ゲ
題
目
で
あ
る
。
そ
の
下
に
は
稲
荷
大
明
神
、正
八
幡
大
菩
薩
、

三
寳
荒
神
の
神
・
菩
薩
が
並
び
記
さ
れ
て
い
る
。
大
石
寺
を
本
山
と
す
る
日
蓮
宗
大

石
寺
派
は
法
華
経
以
外
は
礼
拝
の
対
象
と
は
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
碑
は
日
蓮
宗
久

遠
寺
派
信
徒
に
よ
る
造
立
で
あ
ろ
う
。

　
左
の
写
真
は
明
治
四
四
年
の
題
目
碑
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
十
四
年

　

法
蓮
華
経
　
妙
法
　
宇
賀
神

　
　
　
　
　
　
　
　
旧
九
月
一
日
　
庄
子
豊
三
郎

　
題
目
の
下
に
記
さ
れ
た
宇
賀
神
は
す
べ
て
の
衆
生
に
福
徳
を
授
け
、
菩
提
に
導
く

と
信
じ
ら
れ
た
福
神
。
日
蓮
宗
で
祀
る
三
十
番
神
の
一
つ
。
本
碑
は
昭
和
五
七
年
の

調
査
で
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
所
在
不
明
で
あ
る
。

２
　
供
養
碑
造
立
の
年
代
的
推
移

　
こ
こ
ま
で
、
旧
八
幡
村
地
域
に
お
け
る
供
養
碑
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の

で
、
次
に
各
供
養
碑
の
出
現
の
時
期
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
地
域
に
お
い
て
、
最
も
古
い
も
の
は
八
幡
橋
南
袂
の
寛
文
一
二
年

（
一
六
七
二
）
の
念
仏
塔
で
あ
る
。
権
大
僧
都
傳
□
が
導
師
を
務
め
、
偈
を
交
え
た

長
文
の
願
文
と
天
童
家
家
臣
と
見
ら
れ
る
有
姓
の
男
性
二
六
名
の
交
名
が
記
さ
れ
た

供
養
碑
で
あ
る
。
そ
の
後
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
名
号
を
中
央
に
配
置
し
た
念
仏

塔
は
、
同
じ
く
八
幡
橋
南
袂
の
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
碑
か
ら
見
ら
れ
、
文
政

八
年
（
一
八
二
五
）
ま
で
一
六
基
造
立
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
念
仏
百
万
遍
供
養
塔
」

と
記
し
た
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
の
念
仏
塔
が
明
月
壇
に
あ
る
。

　
念
仏
塔
は
、
市
内
で
は
高
崎
村
（
念
仏
壇
）
に
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
の
碑

が
あ
る
。
六
字
名
号
を
記
し
た
念
仏
塔
に
つ
い
て
も
、
新
田
村
（
北
安
楽
寺
）
で
は

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
、
高
橋
村
（
大
日
堂
）
に
は
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）

に
造
立
さ
れ
て
お
り
、
八
幡
村
よ
り
や
や
早
い
時
期
に
造
立
が
確
認
で
き
る
。

　
念
仏
塔
に
続
き
、
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
は
明
月
壇
で
庚
申
塔
が
造
立
さ

れ
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
ま
で
五
基
造
立
さ
れ
て
い
る
。
庚
申
塔
は
南
宮
村

（
庚
申
）
の
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
の
碑
が
最
も
古
く
、
浮
島
神
社
の
寛
文
一
一

年
（
一
六
七
一
）
の
碑
、
大
日
堂
の
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
碑
と
続
い
て
い

る
。
八
幡
村
に
庚
申
塔
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
南
宮
に
明
暦
の
碑
が
造
立
さ
れ
て
か

ら
五
八
年
後
と
な
る
。
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　湯
殿
山
等
出
羽
三
山
に
関
わ
る
供
養
碑
は
八
幡
神
社
の
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

が
最
も
古
い
。
居
家
前
に
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
の
碑
が
あ
る
が
、
そ
の
後
は
八

幡
神
社
に
明
治
一
九
年
、
同
二
〇
年
、
同
三
三
年
の
碑
が
造
立
さ
れ
て
お
り
、
幕
末

か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
も
の
が
比
較
的
多
い
。
市
内
で
は
市
川
の
玉
川
寺
跡
に
享

保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
の
碑
が
あ
り
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
多
く
造
立
さ

れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
は
確
認
で
き
る
。

３

　供
養
碑
を
造
立
し
た
人
々

　旧
八
幡
村
地
域
の
供
養
碑
の
中
で
最
も
古
い
も
の
は
八
幡
橋
南
袂
の
寛
文
一
二
年

の
念
仏
塔
で
あ
る
が
、
こ
の
碑
の
交
名
に
あ
る
二
六
名
は
す
べ
て
有
姓
の
男
性
で
あ

る
。
中
山
、
郷
古
、
伏
谷
、
鈴
木
、
江
口
、
佐
藤
、
山
田
、
相
沢
、
菊
池
、
小
原
、

瀧
口
、
開
山
、
菊
田
、
八
嶋
な
ど
、
天
童
家
家
臣
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数

の
有
姓
男
性
に
よ
る
造
立
は
明
月
壇
の
享
保
一
六
年
の
名
号
碑
ま
で
見
ら
れ
る
。

　一
方
、
無
姓
の
男
性
集
団
に
よ
る
造
立
は
明
月
壇
の
寛
延
四
年
の
名
号
碑
か
ら
現

れ
、
無
姓
の
女
性
集
団
に
よ
る
も
の
は
、
宝
国
寺
の
文
化
四
年
の
名
号
碑
か
ら
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

　こ
の
よ
う
な
集
団
に
よ
る
造
立
に
対
し
、
個
人
或
い
は
二
名
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
。
宝
国
寺
の
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
経
典
供
養
碑
は
天
童
氏
家

臣
の
草
刈
氏
に
よ
る
造
立
で
あ
り
、
庚
田
の
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
の
庚
申
塔
、

宝
国
寺
の
文
化
元
年
の
念
佛
塚
碑
は
い
ず
れ
大
石
氏
の
造
立
で
あ
る
。
明
月
壇
の
享

保
一
六
年
の
百
万
邊
念
仏
の
碑
は
、
庄
子
氏
の
母
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
男
性
個
人

に
よ
る
造
立
は
、
八
幡
神
社
の
湯
殿
山
参
詣
の
碑
が
宝
暦
八
年
に
造
立
さ
れ
て
い
る

が
、無
姓
の
個
人
に
よ
る
造
立
は
同
所
の
文
政
八
年
の
馬
頭
観
世
音
碑
が
最
も
古
く
、

明
治
期
に
か
け
て
多
く
な
っ
て
い
く
。

　有
姓
は
武
士
階
級
、
無
姓
は
平
民
と
識
別
す
る
と
、
当
初
は
武
士
階
級
に
よ
っ
て

造
立
さ
れ
た
が
、
や
が
て
経
済
的
な
余
裕
か
ら
平
民
層
に
よ
る
造
立
が
増
加
し
て
き

た
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
有
姓
男
性
に
よ
る
造
立
は
享
保
一
六
年
以
降
見
ら
れ
な

い
こ
と
や
、
居
家
前
の
天
保
三
年
の
蔵
王
山
碑
は
有
姓
男
性
と
無
姓
男
性
が
混
在
し

た
交
名
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
武
士
か
ら
平
民
へ
と
い
う
単
純
な
造
立
者
層
の

移
行
で
は
説
明
で
き
な
い
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
集
団
で
造
立
さ
れ
た
碑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
集
団
と
し
て
、「
講
中
」

と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
七
基
あ
る
。

(1)
宝
国
寺

　
　巳
需
塔

　
　
　
　寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
　講
中

(2)
居
家
前

　
　庚
申
塔

　
　
　
　寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
　講
中

(3)
同

　
　
　
　馬
頭
観
世
音
塔

　享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
　講
中

(4)
同

　
　
　
　庚
申
塔

　
　
　
　文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
　講
中
拾
壱
人

(5)
馬
場

　
　
　辧
財
天
塔

　
　
　文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
　馬
場
講
中

(6)
明
月
壇

　
　念
仏
塔

　
　
　
　文
化
八
年
（
一
八
二
五
）

　組
講
中

(7)
八
幡
神
社

　山
神

　
　
　
　
　享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）

　講
中

　具
体
的
な
講
の
名
称
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
(3)
は
観
音
講
、
(2)
・
(4)
は
庚
申
講
、

(6)
は
念
仏
講
、
(7)
は
山
神
講
と
考
え
ら
れ
る
。
(1)
は
文
字
ど
お
り
巳
待
ち
供
養
の
碑

で
あ
る
が
、
(5)
に
つ
い
て
も
弁
財
天
の
縁
日
が
巳
の
日
で
あ
る
こ
と
、
巳
待
ち
に
は

弁
財
天
を
本
尊
と
し
て
祀
る
こ
と
か
ら
同
様
に
巳
待
供
養
の
碑
と
捉
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
日
待
講
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。

　ま
た
、
講
中
等
の
記
載
は
な
い
が
、
碑
面
の
下
部
に
交
名
が
あ
り
、
集
団
に
よ
っ

て
造
立
さ
れ
た
も
の
が
一
七
基
あ
る
。
そ
の
内
一
四
基
が
念
仏
塔
で
あ
り
、
(6)
と
同

様
に
念
仏
講
の
集
団
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
蔵
王
山
塔
が

一
基
、
金
華
山
塔
が
一
基
、
小
牛
田
山
神
塔
が
一
基
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
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れ
に
対
す
る
信
仰
の
も
と
結
成
さ
れ
た
講
集
団
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

４
　
念
仏
塔
に
見
ら
れ
る
禅
宗
的
要
素

　
念
仏
塔
は
不
磷
寺
、
宝
国
寺
、
八
幡
橋
南
袂
、
明
月
壇
に
お
い
て
一
九
基
確
認
し

た
。
旧
八
幡
村
地
域
に
お
い
て
造
立
さ
れ
た
供
養
碑
の
中
で
最
も
多
く
、
こ
の
こ
と

は
、
供
養
碑
か
ら
見
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
が
、
こ
の
地
域
の
人
々
の
間
に

最
も
普
及
し
た
の
は
念
仏
信
仰
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
念
仏
塔
は
称
名
念
仏
を
行
う
供
養
に
伴
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
に

は
浄
土
教
系
の
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
、
時
宗
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
念
仏
塔
の
所
在
地
に
つ
い
て
み
る
と
、
禅
宗
寺
院
で
あ
る
不
磷
寺
と
宝
国
寺

に
も
存
在
し
て
お
り
、不
磷
寺
に
は
百
万
遍
で
使
用
さ
れ
た
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

の
大
数
珠
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
も
称
名
念
仏

の
よ
う
な
易
行
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
八
幡
橋
南
袂
の
寛
文
一
二
年

（
一
六
七
二
）
の
念
仏
塔
は
、
願
文
の
最
後
が
「
喝
」
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
が
、

喝
は
悟
り
を
促
す
際
に
発
せ
ら
れ
る
禅
語
で
あ
り
、
禅
宗
の
僧
侶
で
あ
る
傳
□
上
人

が
こ
の
碑
の
造
立
に
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
禅
宗
に
念
仏
を
取
り
入
れ
る
こ
と
自
体
は
念
仏
禅
と
し
て
宋
・
元
代
以
降
中
国
で

も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
松
嶋
瑞
巌
寺
の
九
九
世
雲
居
禅
師
も
「
雲
居
念
仏
」
を

広
め
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
宝
国
寺
・
不
磷
寺
と
も
に
瑞
巌
寺
の
末
寺
で
あ

り
、
雲
居
禅
師
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
名

号
の
頭
部
に
円
相
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
禅
宗
の
要
素
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
欠
損
等
で
不
明
な
碑
を
除
き
、
名
号
の
上
に
種
子
が
あ
る
も
の
が
四

基
、
円
相
が
あ
る
も
の
が
六
基
、
い
ず
れ
も
な
い
も
の
が
五
基
あ
る
（
表
４
）。
種

子
の
あ
る
念
仏
塔
は
明
月
壇
に
の
み
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
円
相
の
あ
る
念
仏

塔
は
不
磷
寺
、
八
幡
橋
南
袂
、
明
月
壇
で
確
認
で
き
る
。
種
子
は
密
教
や
浄
土
教
系

の
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
等
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
種
子
の
あ
る
念
仏
塔
の
造
立

に
は
般
若
寺
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
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庚
申
（
青
面
金
剛
含
む
）

弁
財
天
、

己
巳
供
養

山
神

水
神
、

雷
神
、

自
然
神

馬
頭
観
世
音

出
羽
三
山
関
係

秋
葉
大
神

金
華
山

蔵
王
山

金
毘
羅

念
仏
供
養
・
念
仏
講
ほ
か

経
典
供
養

六
十
六
部
廻
国
塔

名
号
碑

題
目
碑

観
音
（
文
字
碑
）

地
蔵
・
菩
薩
像

熊
大
明
社
/
埋
木
神
社

合
　
計

 庚田 1 1

 本丸 1 1

 喜太郎稲荷神社 1 1 2

 喜太郎稲荷お神社東 1 1

 不磷寺 1 1

 宝国寺 1 1 1 3 1 5 12

 居家前 2 2 1 1 6

 馬場 1 1 2

 沖 7 7

 八幡橋南袂 1 5 1 4 11

 明月壇 1 1 1 9 2 14

 八幡神社 1 1 5 4 4 1 1 2 19

 原 1 1

合　計 5 3 3 5 11 5 1 1 1 1 3 1 1 17 2 1 15 2 78

表●　供養碑地区別一覧表３　供養碑地区別集計表

表４　名号碑等の種子と円相

図版
番号

所在地 種子・円相 交名への付属 備考

15 不磷寺 元禄15年 （1702） ○

16 元禄７年 （1694） ×

19 寛政10年 （1798） 不明 交名なし。先祖代□

21 文化４年 （1807） ×

30 寛文12年 （1672） ○ 念仏講碑

31 元禄５年 （1692） 不明

32 元禄７年 （1694） ×

33 宝永４年 （1707） ×

34 正徳３年 （1713） ○ 師匠

40 宝永３年 （1706） 不明 ●本／師匠

41 正徳３年 （1713） ○

43 享保16年 （1731） ○

44 享保16年 （1731） ○ 念仏百万遍供養塔

45 寛延４年 （1751） キリーク 師匠／宿

46 宝暦６年 （1756） （梵字） 師匠

49 明和５年 （1768） キリーク

51 天明２年 （1782） キリーク

52 享和２年 （1802） 不明 交名なし。釈氏／寛了

53 文政８年 （1825） × 中谷地／組講中

表●　名号碑等への付属ほか

宝国寺

八幡橋南袂

明月壇

※　○は円相を示す
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れ
に
対
す
る
信
仰
の
も
と
結
成
さ
れ
た
講
集
団
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

４
　
念
仏
塔
に
見
ら
れ
る
禅
宗
的
要
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念
仏
塔
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寺
、
宝
国
寺
、
八
幡
橋
南
袂
、
明
月
壇
に
お
い
て
一
九
基
確
認
し

た
。
旧
八
幡
村
地
域
に
お
い
て
造
立
さ
れ
た
供
養
碑
の
中
で
最
も
多
く
、
こ
の
こ
と

は
、
供
養
碑
か
ら
見
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
が
、
こ
の
地
域
の
人
々
の
間
に

最
も
普
及
し
た
の
は
念
仏
信
仰
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
念
仏
塔
は
称
名
念
仏
を
行
う
供
養
に
伴
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
に

は
浄
土
教
系
の
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
、
時
宗
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
念
仏
塔
の
所
在
地
に
つ
い
て
み
る
と
、
禅
宗
寺
院
で
あ
る
不
磷
寺
と
宝
国
寺

に
も
存
在
し
て
お
り
、不
磷
寺
に
は
百
万
遍
で
使
用
さ
れ
た
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

の
大
数
珠
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
も
称
名
念
仏

の
よ
う
な
易
行
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
八
幡
橋
南
袂
の
寛
文
一
二
年

（
一
六
七
二
）
の
念
仏
塔
は
、
願
文
の
最
後
が
「
喝
」
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
が
、

喝
は
悟
り
を
促
す
際
に
発
せ
ら
れ
る
禅
語
で
あ
り
、
禅
宗
の
僧
侶
で
あ
る
傳
□
上
人

が
こ
の
碑
の
造
立
に
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
禅
宗
に
念
仏
を
取
り
入
れ
る
こ
と
自
体
は
念
仏
禅
と
し
て
宋
・
元
代
以
降
中
国
で

も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
松
嶋
瑞
巌
寺
の
九
九
世
雲
居
禅
師
も
「
雲
居
念
仏
」
を

広
め
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
宝
国
寺
・
不
磷
寺
と
も
に
瑞
巌
寺
の
末
寺
で
あ

り
、
雲
居
禅
師
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
名

号
の
頭
部
に
円
相
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
禅
宗
の
要
素
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
欠
損
等
で
不
明
な
碑
を
除
き
、
名
号
の
上
に
種
子
が
あ
る
も
の
が
四

基
、
円
相
が
あ
る
も
の
が
六
基
、
い
ず
れ
も
な
い
も
の
が
五
基
あ
る
（
表
４
）。
種

子
の
あ
る
念
仏
塔
は
明
月
壇
に
の
み
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
円
相
の
あ
る
念
仏

塔
は
不
磷
寺
、
八
幡
橋
南
袂
、
明
月
壇
で
確
認
で
き
る
。
種
子
は
密
教
や
浄
土
教
系

の
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
等
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
種
子
の
あ
る
念
仏
塔
の
造
立

に
は
般
若
寺
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
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山
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山
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供
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・
念
仏
講
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経
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供
養
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十
六
部
廻
国
塔

名
号
碑
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（
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字
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地
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・
菩
薩
像
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 不磷寺 1 1
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 居家前 2 2 1 1 6

 馬場 1 1 2

 沖 7 7

 八幡橋南袂 1 5 1 4 11

 明月壇 1 1 1 9 2 14

 八幡神社 1 1 5 4 4 1 1 2 19

 原 1 1

合　計 5 3 3 5 11 5 1 1 1 1 3 1 1 17 2 1 15 2 78

表●　供養碑地区別一覧表３　供養碑地区別集計表

表４　名号碑等の種子と円相

図版
番号

所在地 種子・円相 交名への付属 備考

15 不磷寺 元禄15年 （1702） ○

16 元禄７年 （1694） ×

19 寛政10年 （1798） 不明 交名なし。先祖代□

21 文化４年 （1807） ×

30 寛文12年 （1672） ○ 念仏講碑

31 元禄５年 （1692） 不明

32 元禄７年 （1694） ×

33 宝永４年 （1707） ×

34 正徳３年 （1713） ○ 師匠

40 宝永３年 （1706） 不明 ●本／師匠

41 正徳３年 （1713） ○

43 享保16年 （1731） ○

44 享保16年 （1731） ○ 念仏百万遍供養塔

45 寛延４年 （1751） キリーク 師匠／宿

46 宝暦６年 （1756） （梵字） 師匠

49 明和５年 （1768） キリーク

51 天明２年 （1782） キリーク

52 享和２年 （1802） 不明 交名なし。釈氏／寛了

53 文政８年 （1825） × 中谷地／組講中

表●　名号碑等への付属ほか

宝国寺

八幡橋南袂

明月壇

※　○は円相を示す
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釈
文

10
　
庚
田
（
No
０
０
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
主
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
石
源
之
丞

日
天
（
瑞
雲
）　
　
　
明
和
元
年
　
　
　
　  

定
実

ウ
ン
　
　
　
　
　
庚
申
供
養
　
　
　
　

月
天
（
瑞
雲
）　
　
　
九
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
野
清
左
衛
門

11
　
本
丸
（
No
０
０
２
）

　
　
　
　
昭
和
十
一
年
旧
十
二
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
稲
荷
大
明
神

南
無
経
法
蓮
華
経
　
正
八
幡
大
菩
薩
　

　
　
　
　
　
　
　
　
三
寶
荒
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
口
嘉
右
衛
門
建
之

12
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
（
No
０
０
３
）

　
　
　
元
文
五
年
庚
申
天

バ
ン
　
青
面
金
剛
　
　

　
　
　
十
月
二
十
三
日

13
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
（
No
０
０
４
）

　
　
　
明
治
十
四
辛
巳
年

正
一
位
秋
葉
大
神

　
　
　
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
村
内
安
全

14
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東
（
No
０
０
８
）

□
年
　

六
日
　

お
せ
ん

15
　
不
磷
寺
（
No
０
５
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
関
傳
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
五
助
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沼
田
甚
作
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
藤
傳
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
弥
五
兵
衛

　
　
元
禄
十
五
壬
午
年
　
　
　
小
幡
市
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
藤
喜
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
野
六
助

○
南
無
阿
弥
陀
佛
（
請
花
）
小
野
清
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
源
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
藤
弥
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
長
五
郎

　
壬
八
月
十
五
日
　
　
　
　  

阿
部
今
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

鈴
木
三
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
狩
六
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
多
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
郷
傳
兵
衛

61

16
　
宝
国
寺
（
No
０
５
５
）　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

17
　
宝
国
寺
（
No
０
５
６
）　
　

惟
法
華
者
修
多
羅
中
獨
称
大
乗
經
王
至
於
殊
勝
功
徳
無
量
無
邊
不
可
勝
言
耳
訴
者
之
為
功
徳
中

華
間
多
矣
炳
如
于
諸

（
カ
）

史
今
擧
其
一
二
證
焉
皆
建
與
中
蓮
□
生
於
髑
髏
又
梁
僧
□
□
本
為
青
蓮
華

香
是
皆
精
進
為

（
カ
）
□
所
成
知
見
香
之
所
薫
也
我
桑
國
誦
此
經
而
者
霊
感
（
カ
）
者
□
北
錬
公
悉
木
而
載
于

釋
書
故
経
中
道
一

（
カ
）切

治
生
産
業
皆
與
實
相
不
相
違
背
何
況
（
カ
）□

誦
此
妙
□
者
也

曰
若
東
奥
州
宮
城
郡
八
幡
村
末
松
山
宝
國
禅
寺
檀
越
斯
波
氏
雲
仍
天
童
源
頼
直
十
五
世
之
的
胄

天
童
淡
州
頼
真
之
家
臣
草
刈
氏
茂
次
法
號
清
月
常
遊
信
士
従
事
主
館
則
孔
□
忠
情
然

（
カ
）

居
私
宅
則

専
誦
蓮
経
晨
香
夕
燈
不
少
怠
誓
結
□
縁
於
現
未
六
更
凉
□
而
充
一
千
部
今
茲
刻
其
事
石
碑
將
話

之
萬
世
因
需
鉻
予
為
謂
自
非
盡
力
於
此
法
者
□
能
如
是
乎
予
不
敢
間
然
津
為
之
書

奉
誦
大
乗
妙
典
一
千
部

　
　
　
吾
佛
之
説
　
如
嶽
若
溟
　
一
此
妙
典
　
王
諸
認
経

　
　
　
實
相
為
體
　
蓮
華
作
名
　
維
切
維
徳
　
有
感
有
霊
　
　
清
月
常
遊
信
士

　
　
　
呼
誦
之
者
　
靡
不
大
寧
　
願
力
宏
徹
　
破
彼
幽
冥

銘
曰

　
記
事
於
碣
　
礱
石
玉
熒
　
人
爾
福
□
　
壽
於
萬
齢

　
　
　
末
松
山
聳
　
終
古
青
青
　
暦
改
寶
永
　
甲
申
歳
星
　
　
心
水
壽
影
禅
尼

　
　
　
夏
之
四
月
　
二
十
九
蓂
　
松
島
此
丘
　
如
幻
為
銘

18
　
宝
国
寺
（
No
０
６
３
）

（
月
天
）（
瑞
雲
）　
寛
政
四
壬
子
天

　
　
　
　
　
　
　  

巳
需
塔

（
日
天
）（
瑞
雲
）　
十
二
月
四
日
講
中

19
　
宝
国
寺
（
No
０
６
４
）

　
十
戊
午
年

　
阿
□
陀
佛
　
先
祖
代

　
　
　
　
　
　
三
國
屋
千

甲
戌

　元
禄
七

寛
保
二
壬

戌

天

南
無
阿
弥
陀
佛

八
月
十
五
日

九
月
□
二
日

高
橋
角
助

佐
藤
甚
作

同

　弥
平
次

同

　十
介

同

　久
八

郷
古
勘
左
衛
門

□
野
徳
意

菅
藤
□
□

伏
谷
権
六

竹
嶋
庄
八

成
沢
㐂
八

菊
田
長
蔵

平
山

　□
左
衛
門

小
関

　長
左
衛
門

武

　
　十
五

郷
古
与
□
右
衛
門

同

　
　
　平
三
郎

同

　
　
　勘
三
郎

同

　
　
　㐂
三
郎

同

　
　□
左
衛
門

同同

　
　加
左
衛
門

同

　
　
　平
兵
衛

菅 

藤 

惣 

八

母母母母室室母母母母母

佐
藤
甚
右
衛
門

同

　
　七
□
□

瀧
口
九
右
衛
門

同

　
　利
兵
衛

同

　
　与
四
郎

同

　忠
左
衛
門

菅
藤

　□
兵
衛

児
玉
□
左
衛
門

小
松
宗
右
衛
門

松
崎
与
右
衛
門

土
井
㐂
左
衛
門

□
野

　徳
兵
衛

江
口
太
郎
兵
衛

仁
藤

　与
兵
衛

母母母母母母室母母室母母母母

□ 

田

湯 

木

菊 

地 

権 

兵 

衛

伊 
 

藤 
 

作 
 

蔵

同

　
　
　善
三
郎

関
口

　庄
右
衛
門

阿
部

　平
右
衛
門

後
藤 

 

作
左
衛
門

伏
谷 

 

作
右
衛
門

菅 

藤 

傳 

兵 

衛

中 

山

佐
々
木
武
左
衛
門

母母母母母母室母□

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）（

カ
）

母

（
カ
）

（
カ
）
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釈
文

10
　
庚
田
（
No
０
０
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
主
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
石
源
之
丞

日
天
（
瑞
雲
）　
　
　
明
和
元
年
　
　
　
　  

定
実

ウ
ン
　
　
　
　
　
庚
申
供
養
　
　
　
　

月
天
（
瑞
雲
）　
　
　
九
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
野
清
左
衛
門

11
　
本
丸
（
No
０
０
２
）

　
　
　
　
昭
和
十
一
年
旧
十
二
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
稲
荷
大
明
神

南
無
経
法
蓮
華
経
　
正
八
幡
大
菩
薩
　

　
　
　
　
　
　
　
　
三
寶
荒
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
口
嘉
右
衛
門
建
之

12
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
（
No
０
０
３
）

　
　
　
元
文
五
年
庚
申
天

バ
ン
　
青
面
金
剛
　
　

　
　
　
十
月
二
十
三
日

13
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
（
No
０
０
４
）

　
　
　
明
治
十
四
辛
巳
年

正
一
位
秋
葉
大
神

　
　
　
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
村
内
安
全

14
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東
（
No
０
０
８
）

□
年
　

六
日
　

お
せ
ん

15
　
不
磷
寺
（
No
０
５
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
関
傳
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
五
助
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沼
田
甚
作
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
藤
傳
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
弥
五
兵
衛

　
　
元
禄
十
五
壬
午
年
　
　
　
小
幡
市
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
藤
喜
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
野
六
助

○
南
無
阿
弥
陀
佛
（
請
花
）
小
野
清
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
源
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
藤
弥
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
長
五
郎

　
壬
八
月
十
五
日
　
　
　
　  

阿
部
今
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

鈴
木
三
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
狩
六
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
多
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
郷
傳
兵
衛

61

16
　
宝
国
寺
（
No
０
５
５
）　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

17
　
宝
国
寺
（
No
０
５
６
）　
　

惟
法
華
者
修
多
羅
中
獨
称
大
乗
經
王
至
於
殊
勝
功
徳
無
量
無
邊
不
可
勝
言
耳
訴
者
之
為
功
徳
中

華
間
多
矣
炳
如
于
諸

（
カ
）

史
今
擧
其
一
二
證
焉
皆
建
與
中
蓮
□
生
於
髑
髏
又
梁
僧
□
□
本
為
青
蓮
華

香
是
皆
精
進
為

（
カ
）
□
所
成
知
見
香
之
所
薫
也
我
桑
國
誦
此
經
而
者
霊
感
（
カ
）
者
□
北
錬
公
悉
木
而
載
于

釋
書
故
経
中
道
一

（
カ
）切

治
生
産
業
皆
與
實
相
不
相
違
背
何
況
（
カ
）□

誦
此
妙
□
者
也

曰
若
東
奥
州
宮
城
郡
八
幡
村
末
松
山
宝
國
禅
寺
檀
越
斯
波
氏
雲
仍
天
童
源
頼
直
十
五
世
之
的
胄

天
童
淡
州
頼
真
之
家
臣
草
刈
氏
茂
次
法
號
清
月
常
遊
信
士
従
事
主
館
則
孔
□
忠
情
然

（
カ
）

居
私
宅
則

専
誦
蓮
経
晨
香
夕
燈
不
少
怠
誓
結
□
縁
於
現
未
六
更
凉
□
而
充
一
千
部
今
茲
刻
其
事
石
碑
將
話

之
萬
世
因
需
鉻
予
為
謂
自
非
盡
力
於
此
法
者
□
能
如
是
乎
予
不
敢
間
然
津
為
之
書

奉
誦
大
乗
妙
典
一
千
部

　
　
　
吾
佛
之
説
　
如
嶽
若
溟
　
一
此
妙
典
　
王
諸
認
経

　
　
　
實
相
為
體
　
蓮
華
作
名
　
維
切
維
徳
　
有
感
有
霊
　
　
清
月
常
遊
信
士

　
　
　
呼
誦
之
者
　
靡
不
大
寧
　
願
力
宏
徹
　
破
彼
幽
冥

銘
曰

　
記
事
於
碣
　
礱
石
玉
熒
　
人
爾
福
□
　
壽
於
萬
齢

　
　
　
末
松
山
聳
　
終
古
青
青
　
暦
改
寶
永
　
甲
申
歳
星
　
　
心
水
壽
影
禅
尼

　
　
　
夏
之
四
月
　
二
十
九
蓂
　
松
島
此
丘
　
如
幻
為
銘

18
　
宝
国
寺
（
No
０
６
３
）

（
月
天
）（
瑞
雲
）　
寛
政
四
壬
子
天

　
　
　
　
　
　
　  

巳
需
塔

（
日
天
）（
瑞
雲
）　
十
二
月
四
日
講
中

19
　
宝
国
寺
（
No
０
６
４
）

　
十
戊
午
年

　
阿
□
陀
佛
　
先
祖
代

　
　
　
　
　
　
三
國
屋
千

甲
戌

　元
禄
七

寛
保
二
壬

戌

天

南
無
阿
弥
陀
佛

八
月
十
五
日

九
月
□
二
日

高
橋
角
助

佐
藤
甚
作

同

　弥
平
次

同

　十
介

同

　久
八

郷
古
勘
左
衛
門

□
野
徳
意

菅
藤
□
□

伏
谷
権
六

竹
嶋
庄
八

成
沢
㐂
八

菊
田
長
蔵

平
山

　□
左
衛
門

小
関

　長
左
衛
門

武

　
　十
五

郷
古
与
□
右
衛
門

同

　
　
　平
三
郎

同

　
　
　勘
三
郎

同

　
　
　㐂
三
郎

同

　
　□
左
衛
門

同同

　
　加
左
衛
門

同

　
　
　平
兵
衛

菅 

藤 

惣 

八

母母母母室室母母母母母

佐
藤
甚
右
衛
門

同

　
　七
□
□

瀧
口
九
右
衛
門

同

　
　利
兵
衛

同

　
　与
四
郎

同

　忠
左
衛
門

菅
藤

　□
兵
衛

児
玉
□
左
衛
門

小
松
宗
右
衛
門

松
崎
与
右
衛
門

土
井
㐂
左
衛
門

□
野

　徳
兵
衛

江
口
太
郎
兵
衛

仁
藤

　与
兵
衛

母母母母母母室母母室母母母母

□ 

田

湯 

木

菊 

地 

権 

兵 

衛

伊 
 

藤 
 

作 
 

蔵

同

　
　
　善
三
郎

関
口

　庄
右
衛
門

阿
部

　平
右
衛
門

後
藤 

 

作
左
衛
門

伏
谷 

 

作
右
衛
門

菅 

藤 

傳 

兵 

衛

中 

山

佐
々
木
武
左
衛
門

母母母母母母室母□

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）（

カ
）

母

（
カ
）

（
カ
）
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20
　
宝
国
寺
（
No
０
６
５
）

（
側
面
）

七
十
有
五
終
于
家
焉
法
号
大
安
正
悦
居
士
　
現
悲
母
本
州
栗
原
郡
曽
根
氏
女
也
與

先
考
信
心
不
懈
口
誦
真
言
手
書
佛
名
今
茲
文
化
甲
子
元
歳
年
六
十
有
八
猶
躍
鑠
助
家

事
取
書
寫
之
佛
名
其
數
三
萬
餘
預
員
法
号
壽
筭
妙
量
大
姉
廼
距
末
松
山
南
三
町
餘
相

地
而
埋
テ
所
書
之
佛
名
築
塚
建
碣
于
其
上
題
曰
念
佛
塚
并
記
祖
父
父
母
與
倶
入
念
佛

三
昧
而
多
年
不
怠
慢
之
由
云
銘
曰
　

　
　
稱
名
鴻
業
　
依
此
正
縁
　
下
徹
阿
鼻
　
上
達
梵
天
　
無
盡
群
類
　
各
位
祖
先

　
　
同
居
浄
土
　
開
発
心
蓮
　
今
現
悲
母
　
寿
考
萬
年
　
與
比
片
碣
　
石
氏
不
遷

　
　
積
善
餘
慶
　
家
基
益
堅
　
傳
之
百
世
　
千
歳
綿

（
カ
）

綿
　

　
文
化
元
年
甲
子
歳
仲
夏
日
　
　
孝
子
不
肖
男
　
　
大
石
左
源
治
藤
原
元
實
敬
建
焉
　

（
正
面
）

キ
リ
ー
ク
　
念
佛
塚

（
側
面
）

凡
念
佛
三
昧
者
有
三
種
焉
所
謂
法
報
應
三
身
念
佛
三
昧
也
其
一
法
身
念
佛
三
昧
者
謂
惣
持

陀
羅
尼
門
是
名
真
言
修
三
密
門
證
念
佛
三
昧
得
生
浄
土
等
之
説
無
量
壽
儀
軌
所
説
也
其
二

報
身
念
佛
　
三
昧
者
謂
念
阿
彌
陀
佛
稱
名
三
昧
無
有
休
息
即
得
来
生
等
之
説
般
舟
三
昧
經

所
説
也
其
三
應
身
念
佛
三
昧
者
謂
善
財
童
子
於
功
徳
雲
比
丘

所
得
之
念
佛
三
昧
一
位
法

門
也
如
是
三
種
念
佛
三
昧
雖
有
法
之
浅
深
所
到
之
遅
速
皆
是
同
一
醎
味
矣
予
世
本
州

伊
達
侯
之
臣
也
　
祖
父
諱
景
實
字
源
右
衛
門
深
入
彼
報
身
念
佛
三
昧
者
公
私
餘
暇
誦
佛
名

而
日
夜
不
懈
日
課
六
萬
遍
凡
四
十
餘
年
間
其
數
満
九
億
一
千
三
百
三
十
二
萬
餘
遍
天
明
甲

辰
歳
年
八
十
有
四
終
于
家
為
法
号
實
道
英
心
居
士
伏
念
念
誦
功
不
空
□
出
生
死
淤
泥
入
圓

寂
性
浄
蓮
臺
焉
次
　
先
考
諱
定
實
字
源
之
丞
又
崇
敬
禅
寂
及
眞
言
心
住
禅
享
和
ｄ
ｓ
壬
戌
歳

年

21
　
宝
国
寺
（
No
０
６
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
□
よ

　
文
化
四
丁
卯
年
　
　
お
た
つ

南
無
阿
弥
陀
佛
（
請
花
）

　
□
月
吉
日
　
　
　
　
お
ふ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
□
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ち
か

　
　
　
　
　
　
伏
谷
藤
太
夫

　
　
　
　
　

22
　
居
家
前
（
No
０
７
２
）

　
　
　
　
　
　
　
寛
政
四
壬
子
年

（
月
天
）（
瑞
雲
）
庚
申

（
日
天
）（
瑞
雲
）
十
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
中

23
　
居
家
前
（
No
０
７
３
）

　
　
享
和
元
酉
天
　
　
講
中

サ
　
馬
頭
観
世
音
塔

　
　
八
月
八
日
　

24
　
居
家
前
（
No
０
７
４
）

　
　
　
　
　
　
　
講
中
拾
壱
人

　
　
　
　
文
化
四
丁
卯
歳

　
ウ
ン
　
庚
申
　
　

　
　
　
　
正
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
世
話
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
兵
衛
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25
　
居
家
前
（
No
０
７
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
野
要
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀧
口
半
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
峯
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀧
　口
　善
　治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貞
治

　
天
保
三
壬
辰
年
　
　
　
　
佐
々
木
覚
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
　
喜
三
郎

蔵
王
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栄
吉

　
八
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廣
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
才
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
話
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
勘
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
三
郎

26
　
居
家
前
（
No
０
７
６
）　

　
　
　
　
當
村
中

　
嘉
永
元
戊
申
歳

湯
殿
山

　
十
一
月
初
八
日
　
　
　
　
世
　
　
十
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
話
　
　
多
蔵
　
　
　
　
　
石
工
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
　
　
栄
吉
　
　
　
　
　
傳
右
エ
門

27
　
居
家
前
（
No
０
７
７
）　

　
明
治
五
申
歳

馬
頭
観
世
音
　
　

　
八
月
廿
四
日

28
　
馬
場
（
No
０
７
８
）

　
　
文
化
四
丁
卯
天

ソ
　
辧
才
天
　
　

　
　
正
月
廿
七
日
　

　
　
　
　
　
　
　
馬
場
　
講
中
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20
　
宝
国
寺
（
No
０
６
５
）

（
側
面
）

七
十
有
五
終
于
家
焉
法
号
大
安
正
悦
居
士
　
現
悲
母
本
州
栗
原
郡
曽
根
氏
女
也
與

先
考
信
心
不
懈
口
誦
真
言
手
書
佛
名
今
茲
文
化
甲
子
元
歳
年
六
十
有
八
猶
躍
鑠
助
家

事
取
書
寫
之
佛
名
其
數
三
萬
餘
預
員
法
号
壽
筭
妙
量
大
姉
廼
距
末
松
山
南
三
町
餘
相

地
而
埋
テ
所
書
之
佛
名
築
塚
建
碣
于
其
上
題
曰
念
佛
塚
并
記
祖
父
父
母
與
倶
入
念
佛

三
昧
而
多
年
不
怠
慢
之
由
云
銘
曰
　

　
　
稱
名
鴻
業
　
依
此
正
縁
　
下
徹
阿
鼻
　
上
達
梵
天
　
無
盡
群
類
　
各
位
祖
先

　
　
同
居
浄
土
　
開
発
心
蓮
　
今
現
悲
母
　
寿
考
萬
年
　
與
比
片
碣
　
石
氏
不
遷

　
　
積
善
餘
慶
　
家
基
益
堅
　
傳
之
百
世
　
千
歳
綿

（
カ
）
綿
　

　
文
化
元
年
甲
子
歳
仲
夏
日
　
　
孝
子
不
肖
男
　
　
大
石
左
源
治
藤
原
元
實
敬
建
焉
　

（
正
面
）

キ
リ
ー
ク
　
念
佛
塚

（
側
面
）

凡
念
佛
三
昧
者
有
三
種
焉
所
謂
法
報
應
三
身
念
佛
三
昧
也
其
一
法
身
念
佛
三
昧
者
謂
惣
持

陀
羅
尼
門
是
名
真
言
修
三
密
門
證
念
佛
三
昧
得
生
浄
土
等
之
説
無
量
壽
儀
軌
所
説
也
其
二

報
身
念
佛
　
三
昧
者
謂
念
阿
彌
陀
佛
稱
名
三
昧
無
有
休
息
即
得
来
生
等
之
説
般
舟
三
昧
經

所
説
也
其
三
應
身
念
佛
三
昧
者
謂
善
財
童
子
於
功
徳
雲
比
丘

所
得
之
念
佛
三
昧
一
位
法

門
也
如
是
三
種
念
佛
三
昧
雖
有
法
之
浅
深
所
到
之
遅
速
皆
是
同
一
醎
味
矣
予
世
本
州

伊
達
侯
之
臣
也
　
祖
父
諱
景
實
字
源
右
衛
門
深
入
彼
報
身
念
佛
三
昧
者
公
私
餘
暇
誦
佛
名

而
日
夜
不
懈
日
課
六
萬
遍
凡
四
十
餘
年
間
其
數
満
九
億
一
千
三
百
三
十
二
萬
餘
遍
天
明
甲

辰
歳
年
八
十
有
四
終
于
家
為
法
号
實
道
英
心
居
士
伏
念
念
誦
功
不
空
□
出
生
死
淤
泥
入
圓

寂
性
浄
蓮
臺
焉
次
　
先
考
諱
定
實
字
源
之
丞
又
崇
敬
禅
寂
及
眞
言
心
住
禅
享
和
ｄ
ｓ
壬
戌
歳

年

21
　
宝
国
寺
（
No
０
６
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
□
よ

　
文
化
四
丁
卯
年
　
　
お
た
つ

南
無
阿
弥
陀
佛
（
請
花
）

　
□
月
吉
日
　
　
　
　
お
ふ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
□
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ち
か

　
　
　
　
　
　
伏
谷
藤
太
夫

　
　
　
　
　

22
　
居
家
前
（
No
０
７
２
）

　
　
　
　
　
　
　
寛
政
四
壬
子
年

（
月
天
）（
瑞
雲
）
庚
申

（
日
天
）（
瑞
雲
）
十
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
中

23
　
居
家
前
（
No
０
７
３
）

　
　
享
和
元
酉
天
　
　
講
中

サ
　
馬
頭
観
世
音
塔

　
　
八
月
八
日
　

24
　
居
家
前
（
No
０
７
４
）

　
　
　
　
　
　
　
講
中
拾
壱
人

　
　
　
　
文
化
四
丁
卯
歳

　
ウ
ン
　
庚
申
　
　

　
　
　
　
正
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
世
話
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
兵
衛
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25
　
居
家
前
（
No
０
７
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
野
要
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀧
口
半
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
峯
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀧
　口
　善
　治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貞
治

　
天
保
三
壬
辰
年
　
　
　
　
佐
々
木
覚
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
　
喜
三
郎

蔵
王
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栄
吉

　
八
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廣
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
才
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
話
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
勘
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
三
郎

26
　
居
家
前
（
No
０
７
６
）　

　
　
　
　
當
村
中

　
嘉
永
元
戊
申
歳

湯
殿
山

　
十
一
月
初
八
日
　
　
　
　
世
　
　
十
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
話
　
　
多
蔵
　
　
　
　
　
石
工
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
　
　
栄
吉
　
　
　
　
　
傳
右
エ
門

27
　
居
家
前
（
No
０
７
７
）　

　
明
治
五
申
歳

馬
頭
観
世
音
　
　

　
八
月
廿
四
日

28
　
馬
場
（
No
０
７
８
）

　
　
文
化
四
丁
卯
天

ソ
　
辧
才
天
　
　

　
　
正
月
廿
七
日
　

　
　
　
　
　
　
　
馬
場
　
講
中
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29
　
馬
場
（
No
０
７
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は
　

　
　
　
　
弘
化
三
丙
午
年
　
　
　
　
お
ま
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ふ
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は
□
　

小
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
□
　

牛
　
　
山
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ゑ
□
　

田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
た
つ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は
る
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
話
人

　
お
と
よ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
く
　

　
　
　
　
五
月
十
二
日

　
　
　
　
　
お
い
せ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
や
そ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
ん
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
工
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
倉
五
郎
兵
衛

30
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
８
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洞
安
□
香

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
□
妙
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
□
玄
空
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
山
丹
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
越
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
谷
角
内
　
　
郷
古
多
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
大
僧
都
傳
□
上
人
　
鈴
木
休
父
　
　
郷
古
文
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
重
次
郎
　
佐
藤
重
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
口
左
馬
介
　
山
田
金
衛
門

　
　
念
佛
者
持
誦
之
一
叓
也
修
多
羅
中
持
于
佛
佛
往
時

（
カ
）

蘆
山
　
　
　
　
郷
古
市
兵
衛

○
　
獨
芙

（
カ
）
其
□
本
朝
元
暦
文
治
之
間
源
空
法
師
□
浄
土
□
□
　
　
　
　
相
沢
与
兵
衛

　
　
流
幾
資
于
曲
調
抑
揚
頓
挫
流
暢
□
□
感

（
カ
）
人
性
喜
人
心
士
女
□
聞
　
山
田
惣
兵
衛

　
　
駢
闐
可
為
徳
化
之
一
端
矣
況
□
佛
地
及
引
妙
権
也
　
説
偈
曰
　
　
菊
池
五
兵
衛

　
　
専
念
壱
歸
九
品
中
樹
林
水
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
原
八
兵
衛

　
　
一
如
同
身
心
清
浄
蓮
華
國
生
佛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
谷
作
衛
門

　
　
□
焚
在
日
東
　
　
喝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
加
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀧
口
七
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
山
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
田
小
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
寛
文
十
貮
壬

子
歳
中
穐
念
日
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
与
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
嶋
五
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
口
彌
左
衛
門
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31
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
１
）

32
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
庵
良
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
恍
妙
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
窓
妙
舩
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初

（
カ
）林

妙
徳
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
華
岳
妙
芳
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
峯
妙
秀
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
室
妙
才
　

　
　
甲
戌
元
禄
七
　
　
　
　
　
　
吉
林
妙
鏡
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
室
壽
心
　

南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）　
　
　
慈
脈
妙
悲
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
林
妙
因
　

　
　
八
月
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
松
庵
妙
壽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
月
自
照
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
円
妙
相
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繁
林
壽
昌
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
庵
妙
意
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堅
才
宗
剛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
室
浄
窓

南
無 阿

彌 陀
佛

未元
禄
第
五
年

（請花）

伏
谷

伏
谷

瀧
口
宗

郷
古

菊
田
佐
□
エ
門

小
原

□
司

佐
藤

山桧
野
久
右
エ
門

瀧
口

　
　
　
門

関
山

八□
司
加
兵
衛

伊
藤
六
右
衛
門

鈴
木
嘉
衛
門

佐
藤
甚

中
山
甚

伏
谷
文
衛
門

江
口
□

江
口
□

□□□□
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29
　
馬
場
（
No
０
７
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は
　

　
　
　
　
弘
化
三
丙
午
年
　
　
　
　
お
ま
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ふ
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は
□
　

小
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
□
　

牛
　
　
山
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ゑ
□
　

田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
た
つ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は
る
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
話
人

　
お
と
よ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
く
　

　
　
　
　
五
月
十
二
日

　
　
　
　
　
お
い
せ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
や
そ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
ん
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
工
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
倉
五
郎
兵
衛

30
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
８
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洞
安
□
香

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
□
妙
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
□
玄
空
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
山
丹
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
越
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
谷
角
内
　
　
郷
古
多
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
大
僧
都
傳
□
上
人
　
鈴
木
休
父
　
　
郷
古
文
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
重
次
郎
　
佐
藤
重
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
口
左
馬
介
　
山
田
金
衛
門

　
　
念
佛
者
持
誦
之
一
叓
也
修
多
羅
中
持
于
佛
佛
往
時

（
カ
）
蘆
山
　
　
　
　
郷
古
市
兵
衛

○
　
獨
芙

（
カ
）
其
□
本
朝
元
暦
文
治
之
間
源
空
法
師
□
浄
土
□
□
　
　
　
　
相
沢
与
兵
衛

　
　
流
幾
資
于
曲
調
抑
揚
頓
挫
流
暢
□
□
感

（
カ
）

人
性
喜
人
心
士
女
□
聞
　
山
田
惣
兵
衛

　
　
駢
闐
可
為
徳
化
之
一
端
矣
況
□
佛
地
及
引
妙
権
也
　
説
偈
曰
　
　
菊
池
五
兵
衛

　
　
専
念
壱
歸
九
品
中
樹
林
水
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
原
八
兵
衛

　
　
一
如
同
身
心
清
浄
蓮
華
國
生
佛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
谷
作
衛
門

　
　
□
焚
在
日
東
　
　
喝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
加
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀧
口
七
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
山
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
田
小
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
寛
文
十
貮
壬

子
歳
中
穐
念
日
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
与
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
嶋
五
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
口
彌
左
衛
門
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31
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
１
）

32
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
庵
良
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
恍
妙
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
窓
妙
舩
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初

（
カ
）林

妙
徳
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
華
岳
妙
芳
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
峯
妙
秀
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
室
妙
才
　

　
　
甲
戌
元
禄
七
　
　
　
　
　
　
吉
林
妙
鏡
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
室
壽
心
　

南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）　
　
　
慈
脈
妙
悲
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
林
妙
因
　

　
　
八
月
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
松
庵
妙
壽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
月
自
照
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
円
妙
相
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繁
林
壽
昌
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
庵
妙
意
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堅
才
宗
剛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
室
浄
窓

南
無 阿

彌 陀
佛

未元
禄
第
五
年

（請花）

伏
谷

伏
谷

瀧
口
宗

郷
古

菊
田
佐
□
エ
門

小
原

□
司

佐
藤

山桧
野
久
右
エ
門

瀧
口

　
　
　
門

関
山

八□
司
加
兵
衛

伊
藤
六
右
衛
門

鈴
木
嘉
衛
門

佐
藤
甚

中
山
甚

伏
谷
文
衛
門

江
口
□

江
口
□

□□□□
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33
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
三
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
与
三
郎
　

　
　
宝
永
四
稔
　
　
　
軽
石
清
蔵
　
　
　
庄
子
万
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
湯
本
佐
助
　
　
　
同
権
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
岡
六
助
　
　
　
瀧
口
弥
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
角
之
丞
　
　
伏
谷
七
平

南
無
阿
彌
陀
佛
　
　
　
□
野

　
　
高
橋
□
郎
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
藤
庄
八
　
　
　

　

　
　
十
月
廿
四
日
　
　
□
藤
五
郎
作
　
　
郷
古
傳
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
藤
弥
三
郎
　
　
鈴
木
佐
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
星
傳
兵
衛
　
　
　

34
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
匠
　
星
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
□

　
　
正
徳
三
癸
巳
稔

○
南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）

　
　
八
月
二
十
八
日
　

35
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
４
）

（
側
面
）

文
化
十
五
寅
年

　
二
月
十
二
日

（
正
面
）

　
　
　
村
□

山
神

36
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
５
）

　
明
治
二
十
八
年

馬
頭
観
世
　

　
旧
二
月
十
七
日
　

　
　
三
橋
徳
衛
　

　
　
　
　
建
之

37
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
６
）

　
大
正
十
一
年

馬
頭
観
世
音
　
　

　
六
月
十
一
日

38
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
７
）

　
大
正
十
五
年
　
旧
三
月
四
日

馬
頭
観
世
音

　
　
　
　
　
和
田
元
治

39
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
８
）

　
正
十
五
年
旧
四
月
建
之

　
頭
観
世
音
　
　

　
　
　
　
安
藤
隼
人

67

40
　
明
月
壇
（
No
１
０
０
）

                              

中
之
村

本
　
　
郷
古
権
八
　
鈴
木
作
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　                              

　
　
　
郷
古
甚
太
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
儀
三
郎
　

　
　
宝
永
三
丙
戌
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
野
権
六
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
市
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
野
宮
内
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
家
右
衛
門
介
　

南
無
阿
弥
陀
佛
　（
請
花
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
茂
傳
次
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
越
辰
之
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
家
七
助
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
□
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
田
弥
蔵

　
　
一
月
大
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
村
師
匠
　
　
賀
藤
六
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

41
　
明
月
壇
（
No
１
０
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
　
□
□
□
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
　
□
□
□
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
田
太
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
□
□
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
戸
川
□
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
谷
□
作
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
谷
□
之
允

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
田
弥
兵
衛
　
三
浦
儀
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鈴
木
正
五
郎
　

　
　
　
正
徳
三
癸
巳
歳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
勘
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
野
権
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
儀
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滝
口
六
左
衛
門

○
南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
野
□
□
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
代
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
□
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
戸
長
四
郎
　

　
　
　
八
月
二
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
又
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
惣
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
五
郎
作

（
カ
）　

鈴
木
□
□
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
角
太
夫
　
安
倍
長
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
井
孫
三
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
半
三
郎

此
右
上
方
阿
字
下
文
曰
嘉
元
四
年
卯
月
日
為
父
立
云
云
今
再
如
是
用
者
也
　
松
沢
傳
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
金
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
野
十
三
郎
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66

33
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
三
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
与
三
郎
　

　
　
宝
永
四
稔
　
　
　
軽
石
清
蔵
　
　
　
庄
子
万
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
湯
本
佐
助
　
　
　
同
権
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
岡
六
助
　
　
　
瀧
口
弥
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
角
之
丞
　
　
伏
谷
七
平

南
無
阿
彌
陀
佛
　
　
　
□
野

　
　
高
橋
□
郎
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
藤
庄
八
　
　
　

　

　
　
十
月
廿
四
日
　
　
□
藤
五
郎
作
　
　
郷
古
傳
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
藤
弥
三
郎
　
　
鈴
木
佐
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
星
傳
兵
衛
　
　
　

34
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
匠
　
星
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
□

　
　
正
徳
三
癸
巳
稔

○
南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）

　
　
八
月
二
十
八
日
　

35
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
４
）

（
側
面
）

文
化
十
五
寅
年

　
二
月
十
二
日

（
正
面
）

　
　
　
村
□

山
神

36
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
５
）

　
明
治
二
十
八
年

馬
頭
観
世
　

　
旧
二
月
十
七
日
　

　
　
三
橋
徳
衛
　

　
　
　
　
建
之

37
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
６
）

　
大
正
十
一
年

馬
頭
観
世
音
　
　

　
六
月
十
一
日

38
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
７
）

　
大
正
十
五
年
　
旧
三
月
四
日

馬
頭
観
世
音

　
　
　
　
　
和
田
元
治

39
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
８
）

　
正
十
五
年
旧
四
月
建
之

　
頭
観
世
音
　
　

　
　
　
　
安
藤
隼
人

67

40
　
明
月
壇
（
No
１
０
０
）

                              

中
之
村

本
　
　
郷
古
権
八
　
鈴
木
作
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　                              

　
　
　
郷
古
甚
太
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
儀
三
郎
　

　
　
宝
永
三
丙
戌
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
野
権
六
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
市
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
野
宮
内
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
家
右
衛
門
介
　

南
無
阿
弥
陀
佛
　（
請
花
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
茂
傳
次
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
越
辰
之
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
家
七
助
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
□
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
田
弥
蔵

　
　
一
月
大
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
村
師
匠
　
　
賀
藤
六
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

41
　
明
月
壇
（
No
１
０
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
　
□
□
□
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
　
□
□
□
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
田
太
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
□
□
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
戸
川
□
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
谷
□
作
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
谷
□
之
允

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
田
弥
兵
衛
　
三
浦
儀
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鈴
木
正
五
郎
　

　
　
　
正
徳
三
癸
巳
歳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
勘
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
野
権
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
儀
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滝
口
六
左
衛
門

○
南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
野
□
□
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
代
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
□
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
戸
長
四
郎
　

　
　
　
八
月
二
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
又
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
惣
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
五
郎
作

（
カ
）　

鈴
木
□
□
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
角
太
夫
　
安
倍
長
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
井
孫
三
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
半
三
郎

此
右
上
方
阿
字
下
文
曰
嘉
元
四
年
卯
月
日
為
父
立
云
云
今
再
如
是
用
者
也
　
松
沢
傳
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
金
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
野
十
三
郎
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42
　
明
月
壇
（
No
１
０
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
賀
田
長
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
源
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
□
右
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
利
兵
衛

　
　
　
正
徳
六
丙
申
稔
潤
二
月
廿
九
日
　
　
加
藤
仁
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
善
右
衛
門
　

　
三
子
入
幽
冥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
助
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
四
郎
左
衛
門
　

奉
供
養
青
面
金
剛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
平
右
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
若
寺
　

　
遂
去
離
我
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妙
覚
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
太
郎
右
衛
門
　

　
　
　
　
現
末
松
山
沙
門
釈
子
錬
記
　
　
　
金
□
山
文
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
友
甚
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
与
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
権
内
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
原
平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
太
右
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
七
之
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
□
左
衛
門

43
　
明
月
壇
（
No
１
０
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
与
助
　

　
　
享
保
十
六
辛
亥
年
　
　
　
　
　
　
　
小
野
弥
之
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
助
作
　

○
南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）　
　
　
　
　
小
□
長
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
是
三
　

　
　
十
一
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
弥
五
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
五
郎
七
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
八
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
三
九
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
与
三
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
正
左
衛
門

44
　
明
月
壇
（
No
１
０
４
）

　
　
　
享
保
十
六
辛
亥
年

○
念
仏
百
万
遍
供
養
塔
（
請
花
）

　
　
　
　
　
八
月
三
十
日
　
　
庄
子
市
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
修
焉

69

45
　
明
月
壇
（
No
１
０
５
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
助
　

　
　
　
　
　
寛
延
四
辛
未
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
郎
七
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
助
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
之
助
　

キ
リ
ー
ク
　
南
無
阿
弥
陀
佛
（
請
花
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
助
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
次
郎
　

　
　
　
　
　
十
月
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
郎
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
匠
　
　
　
　
　
　
善
太
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
三
郎
　
　
　
長
八
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
勘
五
郎
　
　
　
三
弥
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宿

　
久
□
□
　
　
　
市
助

　
　
　
　
　
　
　
　

46
　
明
月
壇
（
No
１
０
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
匠
　
文
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
助
　

　
　
　
　
　
　
寶
暦
六
丙
子
載
　 

　
勘
太
郎
　

キ
リ
ー
ク

（
カ
）　

南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）

　
　
　
　
　
　
十
月
二
十
八
日
　
　
長
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
七
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
太
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
平
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
兵
衛

47
　
明
月
壇
（
No
１
０
７
）

□
十
一
辛
巳
年
十
月
十
七
日
　

□
師
般
若
現
住
寛
融

48
　
明
月
壇
（
No
１
０
８
）

宝
暦
十
二
年

十
月
十
七
日

49
　
明
月
壇
（
No
１
０
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
□

　
　
　
　
　
　
　
明
和
五
年
　
　
　
　
五
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
□

キ
リ
ー
ク
　
南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）

　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
朔

50
　
明
月
壇
（
No
１
１
０
）

　
　
　
天
下
泰
平

　
　
　
　
安
永
三
年
　
廻
国
宿

奉
供
養
大
乗
妙
典
六
十
六
部
日
本

（
カ
）

　
　
　
　
九
月
吉
日
　
奥
州
宮
城
郡
中
野
邑
　
　
　
　
　

　
　
　
　
日
月
清
明
　
　
　
　
行
者
孫
右
衛
門
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42
　
明
月
壇
（
No
１
０
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
賀
田
長
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
源
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
□
右
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
利
兵
衛

　
　
　
正
徳
六
丙
申
稔
潤
二
月
廿
九
日
　
　
加
藤
仁
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
善
右
衛
門
　

　
三
子
入
幽
冥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
助
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
四
郎
左
衛
門
　

奉
供
養
青
面
金
剛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
平
右
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
若
寺
　

　
遂
去
離
我
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妙
覚
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
太
郎
右
衛
門
　

　
　
　
　
現
末
松
山
沙
門
釈
子
錬
記
　
　
　
金
□
山
文
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
友
甚
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
与
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
権
内
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
原
平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
太
右
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
七
之
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
□
左
衛
門

43
　
明
月
壇
（
No
１
０
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
与
助
　

　
　
享
保
十
六
辛
亥
年
　
　
　
　
　
　
　
小
野
弥
之
介
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
助
作
　

○
南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）　
　
　
　
　
小
□
長
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
是
三
　

　
　
十
一
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
弥
五
□
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
古
五
郎
七
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
八
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
三
九
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
与
三
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
正
左
衛
門

44
　
明
月
壇
（
No
１
０
４
）

　
　
　
享
保
十
六
辛
亥
年

○
念
仏
百
万
遍
供
養
塔
（
請
花
）

　
　
　
　
　
八
月
三
十
日
　
　
庄
子
市
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
修
焉

69

45
　
明
月
壇
（
No
１
０
５
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
助
　

　
　
　
　
　
寛
延
四
辛
未
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
郎
七
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
助
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
之
助
　

キ
リ
ー
ク
　
南
無
阿
弥
陀
佛
（
請
花
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
助
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
次
郎
　

　
　
　
　
　
十
月
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
郎
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
匠
　
　
　
　
　
　
善
太
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
三
郎
　
　
　
長
八
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
勘
五
郎
　
　
　
三
弥
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宿

　
久
□
□
　
　
　
市
助

　
　
　
　
　
　
　
　

46
　
明
月
壇
（
No
１
０
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
匠
　
文
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
助
　

　
　
　
　
　
　
寶
暦
六
丙
子
載
　 

　
勘
太
郎
　

キ
リ
ー
ク

（
カ
）　

南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）

　
　
　
　
　
　
十
月
二
十
八
日
　
　
長
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
七
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
太
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
平
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
兵
衛

47
　
明
月
壇
（
No
１
０
７
）

□
十
一
辛
巳
年
十
月
十
七
日
　

□
師
般
若
現
住
寛
融

48
　
明
月
壇
（
No
１
０
８
）

宝
暦
十
二
年

十
月
十
七
日

49
　
明
月
壇
（
No
１
０
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
□

　
　
　
　
　
　
　
明
和
五
年
　
　
　
　
五
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
□

キ
リ
ー
ク
　
南
無
阿
彌
陀
佛
（
請
花
）

　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
朔

50
　
明
月
壇
（
No
１
１
０
）

　
　
　
天
下
泰
平

　
　
　
　
安
永
三
年
　
廻
国
宿

奉
供
養
大
乗
妙
典
六
十
六
部
日
本

（
カ
）

　
　
　
　
九
月
吉
日
　
奥
州
宮
城
郡
中
野
邑
　
　
　
　
　

　
　
　
　
日
月
清
明
　
　
　
　
行
者
孫
右
衛
門
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70

51
　
明
月
壇
（
No
１
１
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
平
　

　
　
　
　
　
　
天
明
二
年
　
　
　
　
　
　
　
五
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
□

キ
リ
ー
ク
　
南
無
阿
弥
陀
佛
（
請
花
）　
　

　
　
　
　
　
　
十
一
月
　
日
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

52
　
明
月
壇
（
No
１
１
２
）

享
和
二
年

　
　
　
　
釈
氏

□
無
阿
弥
陀
佛
　

　
　
　
　
寛
了

　
　
吉
日
　

　
　
　
　
　
　
舎

（
カ
）

53
　
明
月
壇
（
No
１
１
３
）

　
文
政
八
乙
酉
年
　
　
中
谷
地

南
無
阿
彌
陀
佛
　
　

　
八
月
吉
祥
日
　
　
　
組
講
中

54
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
１
４
）

　
　
　
　
　
寶
暦
八
戊
寅
載
　
　
願
主
　
喜
宝
院

ア
ー
ン
ク
　
奉
参
詣
湯
殿
山
二
百
二
度
諸
願
成
就
所
　

　
　
　
　
　
十
一
月
吉
祥
日
　
　
　
　
　
　
謹
言

55
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
１
５
）

（
側
面
）

享
和
二
壬
戌
年

　
三
月
吉
日

（
正
面
）

山
神

（
側
面
）

講
中

56
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
１
６
）

　
文
政
八
乙
酉
年
　
　
中
谷
地

馬
頭
観
世
音
　
　

　
八
月
吉
祥
日
　
　
　
願
主
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
吉

57
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
１
７
）

　
嘉
永
元
年

馬
頭
観
世
音
　
　

　
五
月
五
日
　
願
□

　

　
　
　
　
　
　
　
□
藤

71

58
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
１
）

　
明
治
十
九
年

　
　
　
　
三
山
里
先
導

湯
殿
山
　
　
四
十
八
度

　
　
　
　
宮
城
郡
中
野
村

　
　
　
　
　
　
　
郷
野
徳
兵
エ
年
五
十

　
八
月
八
日

59
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
２
）

　
　
明
治
二
十
秊

　
羽
黒
山

湯
殿
山

　
月
山

　
　
八
月
八
日

　
　
　
　
田
口
□

60
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
３
）

　
　
　
　
　
マ
ル
十
尺
以
丈
　

　
　
ケ
ヤ
ギ
長
六
十
尺
以
丈

　
明
治
廿
五
年

埋
木
神
社

　
旧
四
月
一
日
　

　
　
　
水
越
民
吉

61
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
４
）

　
　
明
治
廿
五
年

　
　
　
□
七
月

雷
神

　
　
　
大
場
喜

　
　
　
施
之

62
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
話
人
　
大
場
傳
十
郎

明
治
二
十
六
歳
巳
年
　
　
　
　
　
大
場
清
治
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
栄
五
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
橋
庄
右
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
菊
松
　

金
華
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
戸
忠
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
山
儀
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
春
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
庄
三
郎
　

旧
七
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
同
　
源
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
忠
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
幡
弥
五
郎

　63
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
６
）

　
明
治
廿
七
年

馬
頭
観
世
音

　
旧
二
月
初
午

　
　
　
　
　
石
橋
□

64
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
７
）

　
明
治
三
十
三
年

湯
殿
山

　
旧
十
二
月
八
日

65
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
８
）

　
大
正
十
二
年

馬
頭
観
世
音

　
　
旧
拾
二
月
二
十
八
日

66
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
９
）

昭
和
三
年
旧
三
月
十
七
日

熊
大
明
社
　
　

　
　
年
七
十
三
歳
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51
　
明
月
壇
（
No
１
１
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
平
　

　
　
　
　
　
　
天
明
二
年
　
　
　
　
　
　
　
五
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
□

キ
リ
ー
ク
　
南
無
阿
弥
陀
佛
（
請
花
）　
　

　
　
　
　
　
　
十
一
月
　
日
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

52
　
明
月
壇
（
No
１
１
２
）

享
和
二
年

　
　
　
　
釈
氏

□
無
阿
弥
陀
佛
　

　
　
　
　
寛
了

　
　
吉
日
　

　
　
　
　
　
　
舎

（
カ
）

53
　
明
月
壇
（
No
１
１
３
）

　
文
政
八
乙
酉
年
　
　
中
谷
地

南
無
阿
彌
陀
佛
　
　

　
八
月
吉
祥
日
　
　
　
組
講
中

54
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
１
４
）

　
　
　
　
　
寶
暦
八
戊
寅
載
　
　
願
主
　
喜
宝
院

ア
ー
ン
ク
　
奉
参
詣
湯
殿
山
二
百
二
度
諸
願
成
就
所
　

　
　
　
　
　
十
一
月
吉
祥
日
　
　
　
　
　
　
謹
言

55
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
１
５
）

（
側
面
）

享
和
二
壬
戌
年

　
三
月
吉
日

（
正
面
）

山
神

（
側
面
）

講
中

56
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
１
６
）

　
文
政
八
乙
酉
年
　
　
中
谷
地

馬
頭
観
世
音
　
　

　
八
月
吉
祥
日
　
　
　
願
主
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
吉

57
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
１
７
）

　
嘉
永
元
年

馬
頭
観
世
音
　
　

　
五
月
五
日
　
願
□

　

　
　
　
　
　
　
　
□
藤

71

58
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
１
）

　
明
治
十
九
年

　
　
　
　
三
山
里
先
導

湯
殿
山
　
　
四
十
八
度

　
　
　
　
宮
城
郡
中
野
村

　
　
　
　
　
　
　
郷
野
徳
兵
エ
年
五
十

　
八
月
八
日

59
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
２
）

　
　
明
治
二
十
秊

　
羽
黒
山

湯
殿
山

　
月
山

　
　
八
月
八
日

　
　
　
　
田
口
□

60
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
３
）

　
　
　
　
　
マ
ル
十
尺
以
丈
　

　
　
ケ
ヤ
ギ
長
六
十
尺
以
丈

　
明
治
廿
五
年

埋
木
神
社

　
旧
四
月
一
日
　

　
　
　
水
越
民
吉

61
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
４
）

　
　
明
治
廿
五
年

　
　
　
□
七
月

雷
神

　
　
　
大
場
喜

　
　
　
施
之

62
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
話
人
　
大
場
傳
十
郎

明
治
二
十
六
歳
巳
年
　
　
　
　
　
大
場
清
治
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
栄
五
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
橋
庄
右
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
菊
松
　

金
華
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
戸
忠
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
山
儀
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
春
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
庄
三
郎
　

旧
七
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
同
　
源
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
忠
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
幡
弥
五
郎

　63
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
６
）

　
明
治
廿
七
年

馬
頭
観
世
音

　
旧
二
月
初
午

　
　
　
　
　
石
橋
□

64
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
７
）

　
明
治
三
十
三
年

湯
殿
山

　
旧
十
二
月
八
日

65
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
８
）

　
大
正
十
二
年

馬
頭
観
世
音

　
　
旧
拾
二
月
二
十
八
日

66
　
八
幡
神
社
境
内
（
No
１
２
９
）

昭
和
三
年
旧
三
月
十
七
日

熊
大
明
社
　
　

　
　
年
七
十
三
歳
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72

10
　
庚
田
（
No
０
０
１
）

(

ウ
ン)

大
石
源
之
丞

明
和
元
年

定
實

庚
申
供
羪

九
月
圤
五
日

今
野
清
左
衛
門

施
主

日
天

月
天

（瑞雲） （瑞雲）

S=1/8
0 50cm

73
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月
天
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74

11
　
本
丸
（
No
０
０
２
）

昭 
 

和 
 

十 

一 

年 
 
 

十 

二 

月 

八 

日

南
無
妙
法
蓮
華
経

稲 
 

荷 
 

大 
 

明 
 

神

正 

八 

幡 
大 

 
菩

　薩 
 

三

　

 

寶 
 
 

荒 
 
 

神

江 

口 
 

嘉 

右 

衛 

門 
 
 

建
之

旧

S=1/8
0 50cm
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11
　
本
丸
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０
０
２
）
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一 
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二 
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八 
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無
妙
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大 
 

明 
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正 

八 

幡 

大 
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　薩 
 

三

　

 

寶 
 
 

荒 
 
 

神

江 

口 
 

嘉 

右 

衛 

門 
 
 

建
之

旧
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76

12
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
（
No
０
０
３
）

元

　文

　五

庚

申

天

青 

面 

金 

剛

十 

月 

二 

十 

三 

日

（
バ
ン
）

バ
ン

S=1/8
0 50cm

77
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）
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庚
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青 
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十 
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三 
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（
バ
ン
）

バ
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78

13
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
（
No
０
０
４
）

明
治
十
四 

辛
巳

年

正
一
位

　秋

　葉

　大

　神

三 

月 

十 

八 

日
村 

内 

安 

全

S=1/8
0 50cm

79

年
六
日

お
せ
ん

S=1/8
0 50cm

14
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
東
（
No
０
０
８
）
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神
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80

15
　
不
磷
寺
（
No
０
５
３
）

小
関
傳
六

中
村
五
助

沼
田
甚
作

後
藤
傳
蔵

佐
藤
弥
五
兵
衛

小
幡
市
助

後
藤
㐂
八
郎

菅
野
六
助

小
野
清
三
郎

郷
古
源
太
夫

菅
藤
弥
三
郎

郷
古
長
五
郎

阿
部
今
蔵

鈴
木
三
吉

猪
狩
六
兵
衛

高
橋
多
兵
衛

本
郷
傳
兵
衛

元
禄
十
五
壬

南
無
阿
弥
陀
佛

壬
八
月
十
五
日

午

年

（請花）

○

S=1/8
0 50cm

81

八幡村2-1-責修[1-108].indd   88 2015/06/12   14:17



80

15
　
不
磷
寺
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５
３
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小
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八
郎
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小
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三
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高
橋
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衛

本
郷
傳
兵
衛

元
禄
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五
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無
阿
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八
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五
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午
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82

16
　
宝
国
寺
（
No
０
５
５
）甲

戌

　元
禄
七

寛
保
二
壬

戌

天

南
無
阿
弥
陀
佛

八
月
十
五
日

九
月
□
二
日

高
橋
角
助

佐
藤
甚
作

同

　弥
平
次

同

　十
介

同

　久
八

郷
古
勘
左
衛
門

□
野
徳
意

菅
藤
□
□

伏
谷
権
六

竹
嶋
庄
八

成
沢
㐂
八

菊
田
長
蔵

平
山

　□
左
衛
門

小
関

　長
左
衛
門

武

　
　十
五

郷
古
与
□
右
衛
門

同

　
　
　平
三
郎

同

　
　
　勘
三
郎

同

　
　
　㐂
三
郎

同

　
　□
左
衛
門

同同

　
　加
左
衛
門

同

　
　
　平
兵
衛

菅 

藤 

惣 

八

母母母母室室母母母母母

佐
藤
甚
右
衛
門

同

　
　七
□
□

瀧
口
九
右
衛
門

同

　
　利
兵
衛

同

　
　与
四
郎

同

　忠
左
衛
門

菅
藤

　□
兵
衛

児
玉
□
左
衛
門

小
松
宗
右
衛
門

松
崎
与
右
衛
門

土
井
㐂
左
衛
門

□
野

　徳
兵
衛

江
口
太
郎
兵
衛

仁
藤

　与
兵
衛

母母母母母母室母母室母母母母

□ 

田

湯 

木

菊 

地 

権 

兵 

衛

伊 
 

藤 
 

作 
 

蔵

同

　
　
　善
三
郎

関
口

　庄
右
衛
門

阿
部

　平
右
衛
門

後
藤 

 

作
左
衛
門

伏
谷 

 

作
右
衛
門

菅 

藤 

傳 

兵 

衛

中 

山

佐
々
木
武
左
衛
門

母母母母母母室母□

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）（

カ
）

母

（
カ
）

（
カ
）

S=1/8
0 50cm

83
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五
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□
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高
橋
角
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甚
作

同
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平
次

同
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八

郷
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衛
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□
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徳
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菅
藤
□
□

伏
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嶋
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成
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㐂
八

菊
田
長
蔵

平
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衛
門

小
関

　長
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衛
門

武

　
　十
五

郷
古
与
□
右
衛
門

同

　
　
　平
三
郎

同

　
　
　勘
三
郎

同

　
　
　㐂
三
郎

同

　
　□
左
衛
門

同同

　
　加
左
衛
門

同

　
　
　平
兵
衛

菅 

藤 

惣 

八

母母母母室室母母母母母

佐
藤
甚
右
衛
門

同

　
　七
□
□

瀧
口
九
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衛
門

同

　
　利
兵
衛

同

　
　与
四
郎

同

　忠
左
衛
門

菅
藤

　□
兵
衛

児
玉
□
左
衛
門

小
松
宗
右
衛
門

松
崎
与
右
衛
門

土
井
㐂
左
衛
門

□
野

　徳
兵
衛

江
口
太
郎
兵
衛

仁
藤

　与
兵
衛

母母母母母母室母母室母母母母

□ 

田

湯 

木

菊 

地 

権 

兵 

衛

伊 
 

藤 
 

作 
 

蔵

同

　
　
　善
三
郎

関
口

　庄
右
衛
門

阿
部

　平
右
衛
門

後
藤 

 

作
左
衛
門

伏
谷 

 

作
右
衛
門

菅 

藤 

傳 

兵 

衛

中 

山

佐
々
木
武
左
衛
門

母母母母母母室母□

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）（

カ
）

母

（
カ
）

（
カ
）

S=1/8
0 50cm
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84

17
　
宝
国
寺
（
No
０
５
６
）

S=1/8
0 50cm

85

奉

　誦

　大

　乗

　妙

　典

　一

　千

　部

惟
法
華
者
多
修
羅
中
獨
称
大
乗
經
王
至
於
殊
勝
功
徳
無
量
無
邊
不
可
勝
言
耳
訴
者
之
為
功
徳
中

華
間
多
矣
炳
如
于
諸
史
今
擧
其
□
□
證
焉
皆
建
與
中
蓮
□
生
於
髑
髏
又
梁
僧
□
□
本
為
青
蓮
華

香
是
皆
精
進
□
□
所
成
知
見
香
之
所
薫
也
我
桑
國
誦
此
經
而
者
霊
□
者
□
北
錬
公
悉
木
而
載
于

□
書
故
経
中
道
一
切
治
生
産
業
皆
□
實
相
不
相
違
背
何
況
□
誦
此
妙
□
者
也

曰
若
東
奥
州
宮
城
郡
八
幡
村
末
松
山

　國
禅
寺
檀
越
斯
波
氏
雲
仍
天
童
源
頼
直
十
五
世
之
的
胄

天
童
淡
州
頼
真
之
家
臣
草
刈
氏
茂
次
法
號
清
月
常
遊
信
士
従
事
主
館
則
孔
□
忠
情
然
居
私
宅
則 

専
誦
蓮
経
晨
香
夕
燈
不
少
怠
誓
結
□
縁
於
現
未
六
更
凉
□
而
充
一
千
部
今
茲
刻
其
事
石
碑
將
話

之
萬
世
因
需
鉻
予
為
謂
自
非
盡
力
於
此
法
者
□
能
如
是
乎
予
不
敢
間
□
律
為
之
書

　
　

銘
日

吾
佛
之
説

實
相
爲
體

呼
誦
之
者

記
事
於
碣

末
松
山

夏
之
四
月

如
嶽
若
溟

蓮
華
作
名

靡
不
大
寧

礱
石
玉
熒

終
古
青
青

二
十
九
蓂

一
此
妙
典

維
切
維
徳

願
力
宏
徹

人
爾
福
□

暦
改
寶
永

松
島
此
丘

王
諸
認
経

有
感
有
霊

破
彼
幽
冥

壽
於
萬
齢

甲
申
歳
星

如
幻
為
銘

清
月
常
遊
信
士

心
水
壽
影
禅
尼

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）
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20
　
宝
国
寺
（
No
０
６
５
）

S=1/8
0 50cm

91

念

　佛

　塚

（
キ
リ
ー
ク
）

凡
念
佛
三
昧
者
有
三
種
焉
所
謂
法
報
應
三
身
念
佛
三
昧
也
其
一
法
身
念
佛
三
昧
者
謂
惣
持

陀
羅
尼
門
是
名
真
言
修
三
密
門
證
念
佛
三
昧
得
生
浄
土
等
之
説
無
量
壽
儀
軌
所
説
也
其
二

報
身
念
佛

　三
昧
者
謂
念
阿
彌
陀
佛
稱
名
三
昧
無
有
休
息
即
得
来
生
等
之
説
般
舟
三
昧
經

所
説
也
其
三
應
身
念
佛
三
昧
者
謂
善
財
童
子
於
功
徳
雲
比
丘

　所
得
之
念
佛
三
昧
一
位
法

門
也
如
是
三
種
念
佛
三
昧
雖
有
法
之
浅
深
所
到
之
遅
速
皆
是
同
一
醎
味
矣
予
世
本
州

伊
達
矦
之
臣
也

　祖
父
諱
景
實
字
源
右
衛
門
深
入
彼
報
身
念
佛
三
昧
者
公
私
餘
暇
誦
佛
名

而
日
夜
不
懈
日
課
六
萬
遍
凡
四
十
餘
年
間
其
數
満
九
億
一
千
三
百
三
十
二
萬
餘
遍
天
明
甲

辰
歳
年
八
十
有
四
終
于
家
為
法

　實
道
英
心
居
士
伏
念
念
誦
功
不
空

　出
生
死
淤
泥
入

寂
性
浄
蓮
臺
焉
次

　先
考
諱
定
實
字
源
之
丞
又
崇
敬
禅
及
眞
言
心
住
禅
寂  

龢
壬
戌
歳
年

七
十
有
五
終
于
家
焉
法

　大
安
正
悦

　士

　現
悲
母
本
州
栗
原
郡
曽
根
氏
女
也
與

先
考
信
心
不
懈
口
誦
真
言
手
書
佛
名
今
茲
文
化
甲
子
元
歳
年
六
十
有
八
猶
躍
鑠
助
家

事
取
書
寫
之
佛
名
其
數
三
萬
餘

　預
法

　壽
筭
妙
量
大

　廼
距
末
松
山
南
三
町
餘
相

地
而
埋
テ
所
書
之
佛
名
築
塚
建
碣
于
其
上
題
曰
念
佛
塚
并
記
祖
父
又
母
與
倶
入
念
佛

三
昧
而
多
年
不
怠
慢
之
由
云
銘
曰

　
　稱
名
鴻
業

　依
此
正
縁

　下
徹
阿
鼻

　上
達
梵
天

　無
盡
羣
類

　各
位
祖
先

　
　同
居
浄
土

　開
発
心
蓮

　今
現
悲
母

　寿
考
萬
年

　與
比
片
碣

　石
氏
不
遷

　
　
　善
餘
慶

　家
基
益
堅

　傳
之
百
世

　千
歳

　綿

　文
化
元
甲
子
歳
仲
夏
日

　
　孝
子
不
肖
男

　
　大
石
左
源
治
藤
原
元
實
敬
建
焉
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瀧

　口
半
左
衛
門
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三
郎

　
　
　
　峯
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　万
右
衛
門

瀧
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十
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佐
々
木
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次
郎

郷

　古
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三
郎

　
　
　
　富
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次
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佐
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衛
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三
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南
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111

権
大
僧
都
傳
□
上
人

洞
安
□
香

木
□
妙
春

大
□
玄
空

中
山
丹
後

江
古
越
中

伏
谷
角
内

鈴
木
休
父

郷
古
重
次
郎

江
口
左
馬
介

寛
文
十
貳
壬

子
歳
中
穐
念

郷
古
多
兵
衛

郷
古
文
衛
門

佐
藤
重
衛
門

小
田
金
衛
門

郷
古
市
兵
衛

相
沢
与
兵
衛

山
田
惣
兵
衛

菊
池
五
兵
衛

小
原
八
兵
衛

伏
谷
作
兵
衛

郷
古
加
左
衛
門

滝
口
七
左
衛
門

開
山
次
郎
左
衛
門

菊
田
小
左
衛
門

郷
古
与
左
衛
門

八
嶋
五
郎
左
衛
門

江
口
彌
左
衛
門

念
佛
者
持
誦
之
一
支
也
修
多
羅
中
持
于
佛
佛
往
時

　山

獨
檀
其
芙
本
朝
元
暦
文
治
之
間
源
空
法
師
□
浄
土

　□

流
幾
資
于
曲
調

　揚
頓
挫
流
暢
□
□
感
人
性
喜
人
心
士
女
□
聞

駢
闐
可
為
徳
化
之
一
端
矣
況
□
佛
地
及
引
妙

　也

　
　説
偈
曰

　
　
　
　
　
　
　専
念
壱

　九
品
中
樹
林
水
鳥

　
　
　
　
　
　
　一
如
同
身
心
清
浄
蓮
華
國
生
佛

　
　
　
　
　
　
　□
焚
在
日
東

　
　喝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）
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文
衛
門

佐
藤
重
衛
門

小
田
金
衛
門

郷
古
市
兵
衛

相
沢
与
兵
衛

山
田
惣
兵
衛

菊
池
五
兵
衛

小
原
八
兵
衛

伏
谷
作
兵
衛

郷
古
加
左
衛
門

滝
口
七
左
衛
門

開
山
次
郎
左
衛
門

菊
田
小
左
衛
門

郷
古
与
左
衛
門

八
嶋
五
郎
左
衛
門

江
口
彌
左
衛
門

念
佛
者
持
誦
之
一
支
也
修
多
羅
中
持
于
佛
佛
往
時

　山

獨
檀
其
芙
本
朝
元
暦
文
治
之
間
源
空
法
師
□
浄
土

　□

流
幾
資
于
曲
調

　揚
頓
挫
流
暢
□
□
感
人
性
喜
人
心
士
女
□
聞

駢
闐
可
為
徳
化
之
一
端
矣
況
□
佛
地
及
引
妙

　也

　
　説
偈
曰

　
　
　
　
　
　
　専
念
壱

　九
品
中
樹
林
水
鳥

　
　
　
　
　
　
　一
如
同
身
心
清
浄
蓮
華
國
生
佛

　
　
　
　
　
　
　□
焚
在
日
東

　
　喝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
カ
）

（
カ
）

（
カ
）
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31
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
１
）

南

無 阿

彌

未

陀

佛

元
禄
第
五
年

（請花） 伏
谷

伏
谷

瀧
口
宗

郷
古

菊
田
佐
□
エ
門

小
原

□
司

佐
藤

山桧
野
久
右
エ
門

瀧
口

　
　
　
門

関
山

八□
司
加
兵
衛

伊
藤
六
右
衛
門

鈴
木
嘉
衛
門

佐
藤
甚

中
山
甚

伏
谷
文
衛
門

江
口
□

江
口
□

□□□□

S=1/8
0 50cm
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八
幡
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１
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元
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第
五
年
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伏
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瀧
口
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郷
古
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□
エ
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小
原

□
司

佐
藤

山桧
野
久
右
エ
門

瀧
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門

関
山

八□
司
加
兵
衛

伊
藤
六
右
衛
門

鈴
木
嘉
衛
門

佐
藤
甚

中
山
甚

伏
谷
文
衛
門

江
口
□

江
口
□

□□□□

S=1/8
0 50cm
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32
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
０
）

甲
戌
元
禄
七

南
無
阿
彌
陀

八
月
吉
日

久
庵
良
公

禅
恍
妙
喜

月
窓
妙
舩

初
林
妙
徳

華
岳
妙
芳

日
峯
妙
秀

来
室
妙
才

吉
林
妙
鏡

安
室
壽
心

慈
脈
妙
悲

□
林
妙
因

枩
庵
妙
壽

性
月
自
照

一
円
妙
相

繁
林
壽
昌

心
庵
妙
意

堅
才
宗
剛

清
室
浄
窓

（請花）

（
カ
）

S=1/8
0 50cm
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八
幡
橋
南
袂
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９
０
）
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戌
元
禄
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南
無
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彌
陀

八
月
吉
日

久
庵
良
公

禅
恍
妙
喜

月
窓
妙
舩

初
林
妙
徳

華
岳
妙
芳

日
峯
妙
秀

来
室
妙
才

吉
林
妙
鏡

安
室
壽
心

慈
脈
妙
悲

□
林
妙
因

枩
庵
妙
壽

性
月
自
照

一
円
妙
相

繁
林
壽
昌

心
庵
妙
意

堅
才
宗
剛

清
室
浄
窓

（請花）

（
カ
）

S=1/8
0 50cm
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33
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
２
）

南
無
阿
彌
陀
佛

宝
永
四
稔

十
月 

 

四
日

鈴

木

三

吉

郷
古
与
三
郎

軽

石

清

蔵

湯

本

佐

助

山

罡

六

助

木
村
角
之
丞

庄

子

万

才

同

権

三

郎

瀧

口

弥

蔵

伏

谷

七

平

□ 

野

後

藤

庄

八

□
藤
五
郎
作

後
藤
弥
三
郎

星

　傳
兵
衛

高
橋
□
郎
助

郷
古
傳
五
郎

鈴

木

佐

門

（
カ
）

S=1/8
0 50cm
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33
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
２
）

南
無
阿
彌
陀
佛

宝
永
四
稔

十
月 

 

四
日

鈴

木

三

吉

郷
古
与
三
郎

軽

石

清

蔵

湯

本

佐

助

山

罡

六

助

木
村
角
之
丞

庄

子

万

才

同

権

三

郎

瀧

口

弥

蔵

伏

谷

七

平

□ 

野

後

藤

庄

八

□
藤
五
郎
作

後
藤
弥
三
郎

星

　傳
兵
衛

高
橋
□
郎
助

郷
古
傳
五
郎

鈴

木

佐

門

（
カ
）

S=1/8
0 50cm
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34
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
３
）

○

　南
無
阿
弥
陀
佛

（請花）

正
徳
三
癸
巳
稔

八
月
二
十
八
日

師
匠

　星
□

　
　
　治
□

S=1/8
0 50cm

121
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34
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
３
）

○

　南
無
阿
弥
陀
佛

（請花）

正
徳
三
癸
巳
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八
月
二
十
八
日

師
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□
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35
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
４
）

村

山
神

文
化
十

寅

年

二
月
十
二

S=1/8
0 50cm

123

八幡村2-2-責修[109-208].indd   130 2015/06/12   14:21



122

35
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
４
）

村

山
神

文
化
十

寅

年

二
月
十
二
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36
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
５
）

明
治
二
十
八
年

馬
頭

　

旧
二
月
十
七
日

三
橋
德
衛

建
之

S=1/8
0 50cm

125

37
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
６
）

馬
頭
観

　
音

六
月
十
一
日

大
正
十
一
年

S=1/8
0 50cm
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36
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
５
）

明
治
二
十
八
年

馬
頭

　

旧
二
月
十
七
日

三
橋
德
衛

建
之

S=1/8
0 50cm
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37
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
６
）

馬
頭
観

　
音

六
月
十
一
日

大
正
十
一
年

S=1/8
0 50cm
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38
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
７
）

馬
頭

　
世
音

大
正
十
五
年

　
旧
三
月
四
日

和
田
元
治

S=1/8
0 50cm

127

39
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
８
）

　頭

　世
音

正
十
五
年
旧
四
月
建
之

安
藤
隼
人

S=1/8
0 50cm
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38
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
７
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馬
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世
音

大
正
十
五
年

　
旧
三
月
四
日

和
田
元
治
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0 50cm
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39
　
八
幡
橋
南
袂
（
No
０
９
８
）

　頭

　世
音

正
十
五
年
旧
四
月
建
之

安
藤
隼
人

S=1/8
0 50cm
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128

40
　
明
月
壇
（
No
１
０
０
）宝

永
三

丙
戌

天

南

　阿

　陀
佛

一
月
大
吉
日

中
之
村

　本

郷
古
権
八

八
幡
村
師
匠

賀
藤
六
之
丞

（請花）

鈴

木

作

門

郷

古

甚

太

郎

大

場

儀

三

郎

菅

野

権

六

郷

古

市

衛

門

菅

野

宮

内

氏
家
右
衛
門
介

伊

藤

茂

傳

次

水

越

辰

之

介

郷

家

七

助

田

中

□

蔵

菅

田

弥

蔵

S=1/8
0 50cm

129

平成 21年撮影
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40
　
明
月
壇
（
No
１
０
０
）宝

永
三

丙
戌

天

南

　阿

　陀
佛

一
月
大
吉
日

中
之
村

　本

郷
古
権
八

八
幡
村
師
匠

賀
藤
六
之
丞

（請花）

鈴

木

作

門

郷

古

甚

太

郎

大

場

儀

三

郎

菅

野

権

六

郷

古

市

衛

門

菅

野

宮

内

氏
家
右
衛
門
介

伊

藤

茂

傳

次

水

越

辰

之

介

郷

家

七

助

田

中

□

蔵

菅

田

弥

蔵

S=1/8
0 50cm

129

平成 21年撮影
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130

41
　
明
月
壇
（
No
１
０
１
）

S=1/8
0 50cm

131

今
再
如
是
用
者
也

□
□
□
□

□
□
□
□

大
田
太
郎

小
□
□
兵
衛

中
戸
川
□
介

伏
谷
□
作

伏
谷
□
之
允

三
浦
儀
兵
衛

鈴
木
正
五
郎

郷
古
勘
平

日
野
権
四
郎

山
田
儀
右
衛
門

滝
口
六
左
衛
門

日
野
□
□
兵
衛

大
代

小
野
□
□

□
戸
長
四
郎

同

　又
四
郎

同

　惣
四
郎

鈴
木
□
□
介

安
倍
長
兵
衛

村
井
孫
三
郎

佐
藤
半
三
郎

松
沢
傳
介

□
□
金
三
郎

平
野
十
三
郎

正
徳
三
癸
巳
歳

○ 
 

南

　阿
彌
陀
佛

八
月
二
十
五
日

此
右
上
方
阿
字
下
文
曰
嘉
元
四
年
卯
月
日
為
父
立

（請花）

ア

云
云

□
田
弥
兵
衛

伊
藤
五
郎
作

郷
古
角
太
夫
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明
月
壇
（
No
１
０
１
）

S=1/8
0 50cm

131

今
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如
是
用
者
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□
□
□
□

□
□
□
□

大
田
太
郎

小
□
□
兵
衛

中
戸
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□
介

伏
谷
□
作

伏
谷
□
之
允

三
浦
儀
兵
衛

鈴
木
正
五
郎

郷
古
勘
平

日
野
権
四
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山
田
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衛
門

滝
口
六
左
衛
門

日
野
□
□
兵
衛

大
代

小
野
□
□

□
戸
長
四
郎

同
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四
郎

同
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四
郎

鈴
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□
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介

安
倍
長
兵
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村
井
孫
三
郎

佐
藤
半
三
郎

松
沢
傳
介

□
□
金
三
郎

平
野
十
三
郎

正
徳
三
癸
巳
歳

○ 
 

南

　阿
彌
陀
佛

八
月
二
十
五
日

此
右
上
方
阿
字
下
文
曰
嘉
元
四
年
卯
月
日
為
父
立
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云
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兵
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伊
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平成 21年撮影平成 21年撮影平成 21年撮影
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134

42
　
明
月
壇
（
No
１
０
２
）

S=1/8
0 50cm

135

正
徳
六
丙

申

稔

潤

二
月
廿
九
日

三
子
入
幽
冥

奉
供
養
青
面
金
剛

遂
去
離
我
身

現
末
松
山
沙
門
釈
子
錬
記

須
賀
田
長
吉

大
場
源
兵
衛

斎
藤
□
右
衛
門

佐
藤
利
兵
衛

加
藤
仁
兵
衛

佐
藤
善
右
衛
門

庄
子
助
蔵

小
野
四
郎
左
衛
門

高
橋
平
右
衛
門

般
若
寺

妙
覚

佐
藤
太
郎
右
衛
門

金
□
山
文
右
衛
門

大
友
甚
右
衛
門

庄
子
与
四
郎

鈴
木
権
内

菅
原
平
左
衛
門

斎
藤
太
右
衛
門

郷
古
七
之
□

鈴
木
□
左
衛
門

平成 21年撮影
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明
月
壇
（
No
１
０
２
）

S=1/8
0 50cm
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二
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三
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幽
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遂
去
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我
身

現
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須
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田
長
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大
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兵
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斎
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右
衛
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藤
利
兵
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加
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兵
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佐
藤
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右
衛
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庄
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助
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小
野
四
郎
左
衛
門

高
橋
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右
衛
門

般
若
寺

妙
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佐
藤
太
郎
右
衛
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金
□
山
文
右
衛
門

大
友
甚
右
衛
門

庄
子
与
四
郎

鈴
木
権
内

菅
原
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衛
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藤
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右
衛
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郷
古
七
之
□

鈴
木
□
左
衛
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43
　
明
月
壇
（
No
１
０
３
）

享
保
十
六
辛
亥
年

○ 

南
無
阿
彌
陀
佛

十
一
月
十
五
日

郷
古
与
助

小
野
弥
之
介

庄
子
助
作

小
野
長
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馬
頭

　
世
音

旧
拾
二
月
二
十
八
日

S=1/8
0 50cm
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八
幡
神
社
境
内
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No
１
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三
年
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三
月
十
七
日

　
大
明
社

年
七
十
三
亗
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1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 不明
1779 1789 1799 1809 1819 1829 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979

1 1 3
2

1 1 2
1 1

1 1 2
1 1

1 2 1 4
1 1

1 1 1 1 2 4 1 11

1 1 1 4
1 1

1 1
1 1

1 1

1 1
1

1 2
1

1 1

1 1 2 1 16
1 1 2

1 1

1 1 5 10
2 2

1 3

1 1

1 1

3 1 2 6

1 1
1 1 3 8 1 2 1 3 3 1 3 5 1 1 6 6 3 2 10 84

171

1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
1609 1619 1629 1639 1649 1659 1669 1679 1689 1699 1709 1719 1729 1739 1749 1759 1769

庚申/庚申供養/庚申塔 1
青面金剛 1 1
青面金剛像

弁（財）天

己巳供養

山神

山神（小牛田）

水神

雷神

その他の自然神

馬頭観世音/馬頭観音ほか

馬櫪神/馬櫪神社

湯殿山/湯殿山神社 1
湯殿山・羽黒山・月山

湯殿山　金毘羅　秋葉山

羽黒山/月山

古峯神社

古峯神社　大代古峯

秋葉山/秋葉大神

金華山

蔵王山

足尾山

金毘羅

念仏講 1
念仏供養/念仏塚 1
経典供養 1
一字一石経

六十六部廻国塔

三界萬霊塔

無縁供養塔/無縁仏供養

名号碑/梵字名号碑 3 3 2 1 1 1
題目碑

題目+帝釈天王ほか

道安地蔵尊

六地蔵

南無子安観世音/観世音

大日如来

南無無量仏/南無千手千眼大菩薩

地蔵/地蔵尊 1 1 1
観音像

子安観音像

如意輪観音像

（不明）菩薩像 2
不動明王像

阿弥陀仏像

日光大権現/二荒神社

三所宮/大臣宮

蛇王権現/熊大明社

日吉神社

埋木神社/斗蔵神社/妙見神社

聖徳太子

與市大神

鳥類供養塔/獣魂碑

蛇神/熊の神/三犬神/猫又山

道標（奏社宮・あらはばき）

手水鉢/石盥/香炉/灯篭

狛犬

追善供養

宝筐印塔（成田氏）

不明/その他

1 3 4 3 1 3 1 3 4

表５　昭和 57 年度供養碑調査年代別一覧表
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1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 不明
1779 1789 1799 1809 1819 1829 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979

1 1 3
2

1 1 2
1 1

1 1 2
1 1

1 2 1 4
1 1

1 1 1 1 2 4 1 11

1 1 1 4
1 1

1 1
1 1

1 1

1 1
1

1 2
1

1 1

1 1 2 1 16
1 1 2

1 1

1 1 5 10
2 2

1 3

1 1

1 1

3 1 2 6

1 1
1 1 3 8 1 2 1 3 3 1 3 5 1 1 6 6 3 2 10 84

171

1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
1609 1619 1629 1639 1649 1659 1669 1679 1689 1699 1709 1719 1729 1739 1749 1759 1769

庚申/庚申供養/庚申塔 1
青面金剛 1 1
青面金剛像

弁（財）天

己巳供養

山神

山神（小牛田）

水神

雷神

その他の自然神

馬頭観世音/馬頭観音ほか

馬櫪神/馬櫪神社

湯殿山/湯殿山神社 1
湯殿山・羽黒山・月山

湯殿山　金毘羅　秋葉山

羽黒山/月山

古峯神社

古峯神社　大代古峯

秋葉山/秋葉大神

金華山

蔵王山

足尾山

金毘羅

念仏講 1
念仏供養/念仏塚 1
経典供養 1
一字一石経

六十六部廻国塔

三界萬霊塔

無縁供養塔/無縁仏供養

名号碑/梵字名号碑 3 3 2 1 1 1
題目碑

題目+帝釈天王ほか

道安地蔵尊

六地蔵

南無子安観世音/観世音

大日如来

南無無量仏/南無千手千眼大菩薩

地蔵/地蔵尊 1 1 1
観音像

子安観音像

如意輪観音像

（不明）菩薩像 2
不動明王像

阿弥陀仏像

日光大権現/二荒神社

三所宮/大臣宮

蛇王権現/熊大明社

日吉神社

埋木神社/斗蔵神社/妙見神社

聖徳太子

與市大神

鳥類供養塔/獣魂碑

蛇神/熊の神/三犬神/猫又山

道標（奏社宮・あらはばき）

手水鉢/石盥/香炉/灯篭

狛犬

追善供養

宝筐印塔（成田氏）

不明/その他

1 3 4 3 1 3 1 3 4

表５　昭和 57 年度供養碑調査年代別一覧表
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江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治

1 2 2 2 5 2 1 21 0 21
3 0 3
0 0 0
0 0 0

1 1 3 0 3
1 1 7 5 12

1 2 0 2
1 1 4 5

2 0 5 5
2 0 3 3

2 2 1 1 3 2 1 14 21 35
2 2 1 0 8 8

1 1 1 1 1 7 2 9
1 1 1 7 2 9

1 1 0 1
0 1 1

1 0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1

1 1 3 0 3
0 1 1
0 0 0
1 0 1
4 0 4
2 0 2

1 1 0 2 2
1 1 2 0 2

1 1 2 1 3
1 1 1 2 1 3

1 4 1 4 6 4 1 3 45 3 48
1 1 13 14

0 1 1
0 1 1
0 1 1

1 1 2 0 2
0 2 2

1 1 1 1 2
1 2 1 2 4 1 7 15 22

1 2 3 5
1 2 0 2

1 0 2 2
1 1 2

1 1 0 1
1 0 1 1

1 0 2 2
1 0 2 2

0 2 2
0 2 2

2 0 3 3
1 0 1 1
1 0 1 1

1 0 2 2
1 0 4 4

1 2 2 2 3 5
2 1 1 1 3 2 5

2 0 2 2
3 0 3

1 0 1 1
1 1 2 1 2 2 10 12

11 3 10 9 13 6 2 1 16 12 18 24 8 3 154 141 295

留ケ谷村

14

小計
合計

19 19 3 28 42 11 295

新田村 高橋村 山王村 南宮村 市川村 浮島村

173

江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治

庚申/庚申供養/庚申塔 3 1 1 1
青面金剛 2 1
青面金剛像
弁（財）天
己巳供養 1
山神 2 1 2 3 1 1
山神（小牛田）　 1
水神 2 1 1
雷神 1 2
その他の自然神 1
馬頭観世音/馬頭観音ほか 3 7 2 1 2 1 7
馬櫪神/馬櫪神社 2 1
湯殿山/湯殿山神社 2 1 1
湯殿山・羽黒山・月山 1 2 1 1 1
湯殿山　金毘羅　秋葉山
羽黒山/月山 1
古峯神社
古峯神社　大代古峯 1
秋葉山/秋葉大神 1
金華山 1
蔵王山 1
足尾山 1
金毘羅
念仏講 1
念仏供養/念仏塚 1 1 2
経典供養 2
一字一石経
六十六部廻国塔
三界萬霊塔 1
無縁供養塔/無縁仏供養
名号碑/梵字名号碑 16 1 1 5 1
題目碑 1 11 1
題目+帝釈天王ほか 1
道安地蔵尊 1
六地蔵 1
南無子安観世音/観世音
大日如来 1 1
南無無量仏/南無千手千眼大菩薩

地蔵/地蔵尊 2 2 1 3 3
観音像 1 1 2
子安観音像 1
如意輪観音像 1
（不明）菩薩像 1 1
不動明王像
阿弥陀仏像
日光大権現/二荒神社 1
三所宮/大臣宮 1
蛇王権現/熊大明社 1 1
日吉神社 2
埋木神社/斗蔵神社/妙見神社 1
聖徳太子
與市大神
鳥類供養塔/獣魂碑 1
蛇神/熊の神/三犬神/猫又山 1 1 1
道標（奏社宮・あらはばき）
手水鉢
狛犬
追善供養 1 2
宝筐印塔（成田氏）
不明/その他 1 1 3

小　　計 38 20 11 9 8 21 13 27 6 6
合　　計 12

八幡村 笠神村 大代村 下馬村 高崎村 田中村

58 20 29 0 40

表６　昭和 57 年度供養碑村別集計表
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江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治

1 2 2 2 5 2 1 21 0 21
3 0 3
0 0 0
0 0 0

1 1 3 0 3
1 1 7 5 12

1 2 0 2
1 1 4 5

2 0 5 5
2 0 3 3

2 2 1 1 3 2 1 14 21 35
2 2 1 0 8 8

1 1 1 1 1 7 2 9
1 1 1 7 2 9

1 1 0 1
0 1 1

1 0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1

1 1 3 0 3
0 1 1
0 0 0
1 0 1
4 0 4
2 0 2

1 1 0 2 2
1 1 2 0 2

1 1 2 1 3
1 1 1 2 1 3

1 4 1 4 6 4 1 3 45 3 48
1 1 13 14

0 1 1
0 1 1
0 1 1

1 1 2 0 2
0 2 2

1 1 1 1 2
1 2 1 2 4 1 7 15 22

1 2 3 5
1 2 0 2

1 0 2 2
1 1 2

1 1 0 1
1 0 1 1

1 0 2 2
1 0 2 2

0 2 2
0 2 2

2 0 3 3
1 0 1 1
1 0 1 1

1 0 2 2
1 0 4 4

1 2 2 2 3 5
2 1 1 1 3 2 5

2 0 2 2
3 0 3

1 0 1 1
1 1 2 1 2 2 10 12

11 3 10 9 13 6 2 1 16 12 18 24 8 3 154 141 295

留ケ谷村

14

小計
合計

19 19 3 28 42 11 295

新田村 高橋村 山王村 南宮村 市川村 浮島村

173

江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治 江戸 明治

庚申/庚申供養/庚申塔 3 1 1 1
青面金剛 2 1
青面金剛像
弁（財）天
己巳供養 1
山神 2 1 2 3 1 1
山神（小牛田）　 1
水神 2 1 1
雷神 1 2
その他の自然神 1
馬頭観世音/馬頭観音ほか 3 7 2 1 2 1 7
馬櫪神/馬櫪神社 2 1
湯殿山/湯殿山神社 2 1 1
湯殿山・羽黒山・月山 1 2 1 1 1
湯殿山　金毘羅　秋葉山
羽黒山/月山 1
古峯神社
古峯神社　大代古峯 1
秋葉山/秋葉大神 1
金華山 1
蔵王山 1
足尾山 1
金毘羅
念仏講 1
念仏供養/念仏塚 1 1 2
経典供養 2
一字一石経
六十六部廻国塔
三界萬霊塔 1
無縁供養塔/無縁仏供養
名号碑/梵字名号碑 16 1 1 5 1
題目碑 1 11 1
題目+帝釈天王ほか 1
道安地蔵尊 1
六地蔵 1
南無子安観世音/観世音
大日如来 1 1
南無無量仏/南無千手千眼大菩薩

地蔵/地蔵尊 2 2 1 3 3
観音像 1 1 2
子安観音像 1
如意輪観音像 1
（不明）菩薩像 1 1
不動明王像
阿弥陀仏像
日光大権現/二荒神社 1
三所宮/大臣宮 1
蛇王権現/熊大明社 1 1
日吉神社 2
埋木神社/斗蔵神社/妙見神社 1
聖徳太子
與市大神
鳥類供養塔/獣魂碑 1
蛇神/熊の神/三犬神/猫又山 1 1 1
道標（奏社宮・あらはばき）
手水鉢
狛犬
追善供養 1 2
宝筐印塔（成田氏）
不明/その他 1 1 3

小　　計 38 20 11 9 8 21 13 27 6 6
合　　計 12

八幡村 笠神村 大代村 下馬村 高崎村 田中村

58 20 29 0 40

表６　昭和 57 年度供養碑村別集計表
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第
四
章

　
墓

　
碑

一
　
凡
例

１
　
本
章
に
は
、
近
世
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
墓
碑
四
七
基
に
つ
い
て
調
査
成

果
を
収
録
し
た
。

２
　
今
回
の
調
査
は
、
天
童
家
墓
所
及
び
宝
国
寺
墓
地
の
一
部
を
対
象
と
し
た
。

３
　
墓
碑
の
登
録
番
号
は
、
供
養
碑
と
共
通
の
連
続
番
号
で
あ
る
。

４
　
図
版
中
、
右
上
の
表
示
は
、「
図
版
番
号
・
所
在
地
・（
登
録
番
号
）」
で
あ
り
、

図
版
番
号
は
供
養
碑
か
ら
の
連
続
番
号
で
あ
る
。

５
　
図
版
は
拓
本
、
図
版
内
釈
文
、
写
真
で
構
成
し
た
。
拓
本
の
縮
尺
は
八
分
の
一

に
統
一
し
、
図
版
内
釈
文
で
は
異
体
字
を
可
能
な
限
り
実
際
の
文
字
に
近
い

も
の
で
示
し
た
。

６
　
釈
文
で
は
、
異
体
字
を
常
用
漢
字
等
で
表
示
し
た
。

７
　
梵
字
は
片
仮
名
で
表
記
し
た
。

８
　
欠
損
や
摩
耗
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
文
字
数
に
応
じ
て

□
ま
た
は

で
示
し
た
。

９
　
石
材
に
つ
い
て
は
、
東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
館
協
力
研
究
員
永
広
昌
之
氏
の

肉
眼
観
察
に
よ
る
。

二
　
天
童
氏
墓
所

　
旧
八
幡
村
地
域
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
の
墓
地
が
そ
の
ま
ま
の
景
観
を
と
ど
め
て

い
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
天
童
家
墓
所
に
は
歴
代
の
領
主
と
そ
の
夫
人
等
の
墓
碑
が

ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
お
り
、
今
な
お
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
墓
所
は
、
昭
和
一
七
年
頃
地
形
が
大
き
く
改
変
さ
れ
、
改
葬
に
至
っ
た
経
緯
に

つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
現
状
の
墓
碑
の
配
置
に
つ
い
て
み
る
と
、
北
側
約
四
分
の
三
の
範
囲
に
、
東
側
を

正
面
と
し
て
お
お
よ
そ
コ
の
字
型
に
歴
代
の
領
主
と
そ
の
夫
人
等
の
墓
碑
が
二
七
基

が
立
ち
並
ん
で
お
り
（
№
67
～
93
）、
そ
の
中
央
に
昭
和
以
降
の
新
し
い
墓
地
区
画

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
コ
の
字
型
に
配
置
さ
れ
た
そ
の
正
面
に
初
代
頼
澄
と
夫
人
の

連
名
の
墓
碑
が
あ
り
、
そ
の
北
側
に
は
四
代
定
義
か
ら
九
代
倫
頼
ま
で
、
南
側
に
は

一
〇
代
常
頼
か
ら
一
二
代
頼
宣
ま
で
夫
人
の
墓
碑
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
隙
間

に
嫡
子
以
外
の
子
息
や
成
人
前
の
子
女
の
墓
碑
が
位
置
し
て
い
る
。

　
墓
所
の
南
側
に
は
昭
和
以
降
の
分
家
の
墓
地
区
画
が
あ
り
、
そ
の
西
側
に
は
僧
侶

の
墓
碑
が
八
基
立
っ
て
お
り
（
№
94
～
100
・
102
）、
そ
の
北
側
に
隣
接
し
て
僧
侶
と

天
童
家
子
女
の
小
型
の
墓
碑
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
№
101
ほ
か
）。

　
№
67
は
仙
台
藩
準
一
家
天
童
氏
初
代
の
頼
澄
と
そ
の
夫
人
の
連
名
の
墓
碑
で
あ

る
。
頼
澄
は
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）、
夫
人
は
天
正
一
四
年(

一
五
八
六)

に

そ
れ
ぞ
れ
没
し
て
お
り
、
夫
人
と
連
名
の
墓
碑
は
こ
の
碑
一
基
の
み
で
あ
る
。

　
№
88
は
墓
碑
銘
は
「
紅
園
院
芙
質
妙
蓉
童
」
で
あ
る
が
、
天
童
氏
過
去
帳
（
№

０
０
０
６
２
８
）に
は「
紅
花
院
芙
質
妙
蓉
大
姉
」「
天
童
彦
三
郎
妹
」と
な
っ
て
お
り
、

院
号
の
違
い
と
と
も
に
大
姉
の
位
号
も
加
わ
っ
て
い
る
。
彦
三
郎
は
五
代
頼
根
で
あ

る
。

　
№
89
墓
碑
銘
で
は
栴
林
院
と
な
っ
て
い
る
が
、
天
童
氏
過
去
帳
（
№

０
０
６
２
８
）
で
は
梅
林
院
と
な
っ
て
い
る
。「
天
童
右
近
介
子
息
」
と
あ
り
、
七

代
常
頼
の
早
世
し
た
男
子
武
太
郎
と
考
え
ら
れ
る
。

　
№
91
は
天
童
氏
過
去
帳
（
№
０
０
６
２
８
）
に
「
天
童
右
近
介
二
男
／
殿
治
兵
衛
」

と
あ
る
。
右
近
介
は
八
代
頼
益
で
あ
る
。
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№
94
は
僧
侶
の
墓
碑
と
し
て
は
も
っ
と
も
古
い
。
頂
部
に
層
理
面
を
残
し
た
自
然

石
を
使
用
し
て
い
る
。

　
№
95
は
塔
身
と
基
礎
か
ら
な
る
単
制
の
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。
頂
部
は

中
央
が
や
や
尖
り
気
味
に
加
工
さ
れ
て
い
る
。
基
礎
は
一
辺
三
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
四
角
形
で
あ
る
。
塔
身
の
一
面
に
の
み
位
牌
形
の
区
画
を
作
り
出
し
、中
央
に「
當

寺
中
興
賢
者
傳
盛
和
尚
位
（
請
花
）」、
左
右
に
紀
年
が
記
さ
れ
て
い
る
。
光
徳
院
書

出
に
は
「
開
山
よ
り
當
住
迄
歴
代
之
道
號
實
名
之
事
」
と
し
て
「
五
世
　
傳
盛
」
と

あ
る
。

　
№
96
は
№
95
と
同
様
単
制
の
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。
頂
部
に
は
突
起
が

作
り
出
さ
れ
て
お
り
、
基
礎
は
一
辺
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
六
角
形
で
あ
る
。
塔

身
の
一
面
に
位
牌
形
の
区
画
を
作
り
出
し
て
「
賢
者
法
印
亮
傳
　
大
和
尚
」
と
記
し
、

そ
の
裏
面
に
「
延
享
元
甲
子
年
五
月
七
日
　
　
光
円
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
光
円

寺
は
、
光
徳
院
の
本
山
地
耀
山
光
円
寺
の
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
№
97
は
自
然
石
を
使
用
し
た
墓
碑
で
あ
る
。
埋
設
さ
れ
て
い
る
た
め
「
ア
（
梵
字
）

法
運
是
性
」
以
下
は
不
明
で
あ
る
。

　
№
98
は
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。頂
部
に
は
突
起
が
作
り
出
さ
れ
て
お
り
、

基
礎
は
一
辺
三
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
四
角
形
で
あ
る
。
一
面
に
の
み
位
牌
形
の
区

画
を
作
り
出
し
て
「
ア
（
梵
字
）
権
律
師
理
観
　
和
尚
位
」
と
記
し
、
そ
の
左
右
に

紀
年
を
記
し
て
い
る
。
律
師
と
は
朝
廷
か
ら
僧
に
与
え
ら
れ
た
官
職
の
一
つ
で
、
僧

正
、
僧
都
の
下
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
№
99
は
自
然
石
を
使
用
し
た
墓
碑
で
あ
る
。
雄
道
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

閏
五
月
の
八
幡
宮
棟
札
に
「
光
徳
院
現
住
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。

　
№
100
は
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。頂
部
に
は
突
起
が
作
り
出
さ
れ
て
お
り
、

基
礎
は
一
辺
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
四
角
形
で
あ
る
。
塔
身
の
一
面
に
の
み
櫛
形

の
区
画
を
作
り
出
し
て
「
キ
リ
ー
ク
（
梵
字
）
権
大
僧
都
信
貤
和
尚
位
」
と
記
し
、

そ
の
左
右
に
紀
年
を
記
し
て
い
る
。

　
№
102
は
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。
塔
身
が
中
央
部
で
折
れ
、
欠
損
の
た
め

確
認
で
き
な
い
文
字
が
あ
る
。
頂
部
に
は
突
起
が
作
り
出
さ
れ
て
お
り
、
基
礎
は
一

辺
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
六
角
形
で
あ
る
。
紀
年
は
欠
損
し
て
い
る
が
、
干
支
が

癸
巳
で
あ
る
。
傳
光
は
光
徳
院
の
六
世
で
あ
り
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
に
没

し
た
五
世
傳
盛
と
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
没
し
た
七
世
亮
傳
の
前
後
に
癸
巳

の
年
を
求
め
る
と
、
正
徳
３
年
（
一
七
一
三
）
と
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
傳
盛
と
亮
傳
を
含
め
、
住
職
在
任
期
間
と
没
年
と
の
間
に
複
雑
な
状

況
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
№
103
は
手
水
鉢
で
あ
る
。
四
言
八
句
の
漢
詩
に
続
い
て
貞
享
二
年
八
月
九
日
の
紀

年
銘
が
あ
る
。
こ
の
日
は
定
義
死
去
の
日
で
あ
り
、
定
義
の
墓
前
に
供
え
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
№
104
は
石
盥
で
あ
る
。
松
本
長
助
・
信
□
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
り
、「
御
廟
前
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、天
童
家
墓
所
に
対
し
て
寄
進
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
資
料
は
、

形
態
か
ら
石
盥
と
し
た
が
、
銘
文
で
は
「
花
水
鉢
」
と
な
っ
て
い
る
。

２
　
ま
と
め

　
天
童
家
墓
所
の
調
査
成
果
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

Ａ
区
の
墓
碑
に
つ
い
て
は
、
初
代
頼
澄
か
ら
一
二
代
頼
宣
に
至
る
歴
代
の
当
主
と
そ

の
夫
人
、
及
び
早
世
し
た
子
女
等
の
墓
碑
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
墓
石
は
す

べ
て
自
然
石
で
あ
り
、
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
に
没
し
た
頼
澄
の
墓
碑
は
、
天

正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
に
没
し
た
夫
人
と
連
名
の
一
つ
の
墓
碑
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
は
一
個
人
に
対
し
て
一
基
の
墓
碑
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
歴
代
の
当
主
と
し
た
が
、
二
代
常
頼
と
三
代
頼
長
及
び
そ
の
夫
人
の
墓
碑
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第
四
章
　
墓
　
碑

一
　
凡
例

１
　
本
章
に
は
、
近
世
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
墓
碑
四
七
基
に
つ
い
て
調
査
成

果
を
収
録
し
た
。

２
　
今
回
の
調
査
は
、
天
童
家
墓
所
及
び
宝
国
寺
墓
地
の
一
部
を
対
象
と
し
た
。

３
　
墓
碑
の
登
録
番
号
は
、
供
養
碑
と
共
通
の
連
続
番
号
で
あ
る
。

４
　
図
版
中
、
右
上
の
表
示
は
、「
図
版
番
号
・
所
在
地
・（
登
録
番
号
）」
で
あ
り
、

図
版
番
号
は
供
養
碑
か
ら
の
連
続
番
号
で
あ
る
。

５
　
図
版
は
拓
本
、
図
版
内
釈
文
、
写
真
で
構
成
し
た
。
拓
本
の
縮
尺
は
八
分
の
一

に
統
一
し
、
図
版
内
釈
文
で
は
異
体
字
を
可
能
な
限
り
実
際
の
文
字
に
近
い

も
の
で
示
し
た
。

６
　
釈
文
で
は
、
異
体
字
を
常
用
漢
字
等
で
表
示
し
た
。

７
　
梵
字
は
片
仮
名
で
表
記
し
た
。

８
　
欠
損
や
摩
耗
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
文
字
数
に
応
じ
て

□
ま
た
は

で
示
し
た
。

９
　
石
材
に
つ
い
て
は
、
東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
館
協
力
研
究
員
永
広
昌
之
氏
の

肉
眼
観
察
に
よ
る
。

二
　
天
童
氏
墓
所

　
旧
八
幡
村
地
域
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
の
墓
地
が
そ
の
ま
ま
の
景
観
を
と
ど
め
て

い
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
天
童
家
墓
所
に
は
歴
代
の
領
主
と
そ
の
夫
人
等
の
墓
碑
が

ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
お
り
、
今
な
お
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
墓
所
は
、
昭
和
一
七
年
頃
地
形
が
大
き
く
改
変
さ
れ
、
改
葬
に
至
っ
た
経
緯
に

つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
現
状
の
墓
碑
の
配
置
に
つ
い
て
み
る
と
、
北
側
約
四
分
の
三
の
範
囲
に
、
東
側
を

正
面
と
し
て
お
お
よ
そ
コ
の
字
型
に
歴
代
の
領
主
と
そ
の
夫
人
等
の
墓
碑
が
二
七
基

が
立
ち
並
ん
で
お
り
（
№
67
～
93
）、
そ
の
中
央
に
昭
和
以
降
の
新
し
い
墓
地
区
画

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
コ
の
字
型
に
配
置
さ
れ
た
そ
の
正
面
に
初
代
頼
澄
と
夫
人
の

連
名
の
墓
碑
が
あ
り
、
そ
の
北
側
に
は
四
代
定
義
か
ら
九
代
倫
頼
ま
で
、
南
側
に
は

一
〇
代
常
頼
か
ら
一
二
代
頼
宣
ま
で
夫
人
の
墓
碑
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
隙
間

に
嫡
子
以
外
の
子
息
や
成
人
前
の
子
女
の
墓
碑
が
位
置
し
て
い
る
。

　
墓
所
の
南
側
に
は
昭
和
以
降
の
分
家
の
墓
地
区
画
が
あ
り
、
そ
の
西
側
に
は
僧
侶

の
墓
碑
が
八
基
立
っ
て
お
り
（
№
94
～
100
・
102
）、
そ
の
北
側
に
隣
接
し
て
僧
侶
と

天
童
家
子
女
の
小
型
の
墓
碑
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
№
101
ほ
か
）。

　
№
67
は
仙
台
藩
準
一
家
天
童
氏
初
代
の
頼
澄
と
そ
の
夫
人
の
連
名
の
墓
碑
で
あ

る
。
頼
澄
は
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）、
夫
人
は
天
正
一
四
年(

一
五
八
六)

に

そ
れ
ぞ
れ
没
し
て
お
り
、
夫
人
と
連
名
の
墓
碑
は
こ
の
碑
一
基
の
み
で
あ
る
。

　
№
88
は
墓
碑
銘
は
「
紅
園
院
芙
質
妙
蓉
童
」
で
あ
る
が
、
天
童
氏
過
去
帳
（
№

０
０
０
６
２
８
）に
は「
紅
花
院
芙
質
妙
蓉
大
姉
」「
天
童
彦
三
郎
妹
」と
な
っ
て
お
り
、

院
号
の
違
い
と
と
も
に
大
姉
の
位
号
も
加
わ
っ
て
い
る
。
彦
三
郎
は
五
代
頼
根
で
あ

る
。

　
№
89
墓
碑
銘
で
は
栴
林
院
と
な
っ
て
い
る
が
、
天
童
氏
過
去
帳
（
№

０
０
６
２
８
）
で
は
梅
林
院
と
な
っ
て
い
る
。「
天
童
右
近
介
子
息
」
と
あ
り
、
七

代
常
頼
の
早
世
し
た
男
子
武
太
郎
と
考
え
ら
れ
る
。

　
№
91
は
天
童
氏
過
去
帳
（
№
０
０
６
２
８
）
に
「
天
童
右
近
介
二
男
／
殿
治
兵
衛
」

と
あ
る
。
右
近
介
は
八
代
頼
益
で
あ
る
。
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№
94
は
僧
侶
の
墓
碑
と
し
て
は
も
っ
と
も
古
い
。
頂
部
に
層
理
面
を
残
し
た
自
然

石
を
使
用
し
て
い
る
。

　
№
95
は
塔
身
と
基
礎
か
ら
な
る
単
制
の
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。
頂
部
は

中
央
が
や
や
尖
り
気
味
に
加
工
さ
れ
て
い
る
。
基
礎
は
一
辺
三
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
四
角
形
で
あ
る
。
塔
身
の
一
面
に
の
み
位
牌
形
の
区
画
を
作
り
出
し
、中
央
に「
當

寺
中
興
賢
者
傳
盛
和
尚
位
（
請
花
）」、
左
右
に
紀
年
が
記
さ
れ
て
い
る
。
光
徳
院
書

出
に
は
「
開
山
よ
り
當
住
迄
歴
代
之
道
號
實
名
之
事
」
と
し
て
「
五
世
　
傳
盛
」
と

あ
る
。

　
№
96
は
№
95
と
同
様
単
制
の
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。
頂
部
に
は
突
起
が

作
り
出
さ
れ
て
お
り
、
基
礎
は
一
辺
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
六
角
形
で
あ
る
。
塔

身
の
一
面
に
位
牌
形
の
区
画
を
作
り
出
し
て
「
賢
者
法
印
亮
傳
　
大
和
尚
」
と
記
し
、

そ
の
裏
面
に
「
延
享
元
甲
子
年
五
月
七
日
　
　
光
円
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
光
円

寺
は
、
光
徳
院
の
本
山
地
耀
山
光
円
寺
の
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
№
97
は
自
然
石
を
使
用
し
た
墓
碑
で
あ
る
。
埋
設
さ
れ
て
い
る
た
め
「
ア
（
梵
字
）

法
運
是
性
」
以
下
は
不
明
で
あ
る
。

　
№
98
は
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。頂
部
に
は
突
起
が
作
り
出
さ
れ
て
お
り
、

基
礎
は
一
辺
三
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
四
角
形
で
あ
る
。
一
面
に
の
み
位
牌
形
の
区

画
を
作
り
出
し
て
「
ア
（
梵
字
）
権
律
師
理
観
　
和
尚
位
」
と
記
し
、
そ
の
左
右
に

紀
年
を
記
し
て
い
る
。
律
師
と
は
朝
廷
か
ら
僧
に
与
え
ら
れ
た
官
職
の
一
つ
で
、
僧

正
、
僧
都
の
下
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
№
99
は
自
然
石
を
使
用
し
た
墓
碑
で
あ
る
。
雄
道
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

閏
五
月
の
八
幡
宮
棟
札
に
「
光
徳
院
現
住
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。

　
№
100
は
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。頂
部
に
は
突
起
が
作
り
出
さ
れ
て
お
り
、

基
礎
は
一
辺
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
四
角
形
で
あ
る
。
塔
身
の
一
面
に
の
み
櫛
形

の
区
画
を
作
り
出
し
て
「
キ
リ
ー
ク
（
梵
字
）
権
大
僧
都
信
貤
和
尚
位
」
と
記
し
、

そ
の
左
右
に
紀
年
を
記
し
て
い
る
。

　
№
102
は
簡
略
化
さ
れ
た
無
縫
塔
で
あ
る
。
塔
身
が
中
央
部
で
折
れ
、
欠
損
の
た
め

確
認
で
き
な
い
文
字
が
あ
る
。
頂
部
に
は
突
起
が
作
り
出
さ
れ
て
お
り
、
基
礎
は
一

辺
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
六
角
形
で
あ
る
。
紀
年
は
欠
損
し
て
い
る
が
、
干
支
が

癸
巳
で
あ
る
。
傳
光
は
光
徳
院
の
六
世
で
あ
り
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
に
没

し
た
五
世
傳
盛
と
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
没
し
た
七
世
亮
傳
の
前
後
に
癸
巳

の
年
を
求
め
る
と
、
正
徳
３
年
（
一
七
一
三
）
と
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
傳
盛
と
亮
傳
を
含
め
、
住
職
在
任
期
間
と
没
年
と
の
間
に
複
雑
な
状

況
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
№
103
は
手
水
鉢
で
あ
る
。
四
言
八
句
の
漢
詩
に
続
い
て
貞
享
二
年
八
月
九
日
の
紀

年
銘
が
あ
る
。
こ
の
日
は
定
義
死
去
の
日
で
あ
り
、
定
義
の
墓
前
に
供
え
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
№
104
は
石
盥
で
あ
る
。
松
本
長
助
・
信
□
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
り
、「
御
廟
前
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、天
童
家
墓
所
に
対
し
て
寄
進
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
資
料
は
、

形
態
か
ら
石
盥
と
し
た
が
、
銘
文
で
は
「
花
水
鉢
」
と
な
っ
て
い
る
。

２
　
ま
と
め

　
天
童
家
墓
所
の
調
査
成
果
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

Ａ
区
の
墓
碑
に
つ
い
て
は
、
初
代
頼
澄
か
ら
一
二
代
頼
宣
に
至
る
歴
代
の
当
主
と
そ

の
夫
人
、
及
び
早
世
し
た
子
女
等
の
墓
碑
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
墓
石
は
す

べ
て
自
然
石
で
あ
り
、
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
に
没
し
た
頼
澄
の
墓
碑
は
、
天

正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
に
没
し
た
夫
人
と
連
名
の
一
つ
の
墓
碑
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
は
一
個
人
に
対
し
て
一
基
の
墓
碑
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
歴
代
の
当
主
と
し
た
が
、
二
代
常
頼
と
三
代
頼
長
及
び
そ
の
夫
人
の
墓
碑
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は
な
く
、
墓
が
連
続
し
て
営
ま
れ
る
の
は
四
代
定
義
以
降
の
こ
と
で
あ
る

　
Ｂ
区
の
墓
碑
に
つ
い
て
は
、
天
童
氏
子
女
の
も
の
以
外
は
僧
侶
の
墓
碑
で
あ
り
、

形
式
的
に
は
無
縫
塔
五
基
、
自
然
石
の
墓
碑
四
基
と
な
る
。
傳
盛
、
亮
傳
、
傳
光
は

光
徳
院
の
歴
代
住
職
と
し
て
光
徳
院
書
出
に
記
さ
れ
て
お
り
、
雄
道
は
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）
八
幡
宮
棟
札
に
、
信
貤
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
大
日
如
来
堂

棟
札
に
そ
れ
ぞ
れ
「
光
徳
院
現
住
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
光
徳
院
の
僧
侶

の
墓
碑
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
天
童
家
墓
所
の
一
角
に
集
め
ら
れ
た
経
緯
に
つ

い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
光
徳
院
は
天
童
家
の
家
中
寺
と
し
て
こ
の
墓
地
の
南

東
約
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
僧
侶
の
墓
地
も
そ
の

近
辺
に
営
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

三
　
宝
国
寺
境
内

　
境
内
の
西
端
部
に
名
号
碑
等
と
並
ん
で
五
基
の
墓
碑
が
あ
る
。

　
№
106
は
中
世
の
板
碑
を
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
墓
碑
に
転
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
上
部
中
央
の
「
露
」
は
死
者
に
悟
り
を
促
す
禅
語
で
、「
喝
」
と
同
義
。
小
春

は
一
〇
月
で
あ
る
。

　
№
109
は
俗
名
栄
太
郎
の
墓
碑
。
位
号
「
上
坐
」
は
、
寺
院
を
管
理
運
営
し
、
僧
尼

を
統
括
す
る
三
つ
の
役
職
（
三
綱
）
の
一
つ
で
あ
る
が
、
出
家
し
た
者
に
与
え
ら
れ

る
場
合
も
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
俗
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
後
者
の
可
能
性

が
高
い
。

　
№
110
は
、
草
刈
茂
信
と
そ
の
妻
と
見
ら
れ
る
女
性
と
の
連
名
の
墓
碑
で
あ
る
。
行

年
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
茂
信
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
生
ま
れ
、
妻
は
宝
暦
二

年
（
一
七
五
二
）
生
ま
れ
と
な
る
。
請
花
の
彫
刻
は
領
主
天
童
氏
墓
碑
の
も
の
と
形

状
が
近
似
し
て
い
る
。
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67
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
０
９
）
初
代
頼
澄
・
夫
人

　
　
　
　
　
　
慶
長
十
六
辛亥
六
月
十
一
日

○
寶
国
寺
殿
前
甲
州
大
守
保
巌
玄
柳
大
禅
定
門
（
請
花
）

　
繁
林
院
殿
昌
室
壽
栄
大
禅
定
尼
　

　
　
　
　
　
□
十
四
丙戌
正
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　

68
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
０
）
四
代
定
義

　
　
　
貞
享
二
年

○
清
涼
院
殿
一
空
真
如
居
士
（
請
花
）

　
　
　
八
月
九
日

69
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
１
）
四
代
定
義
夫
人

　
　
　
　
貞
享
二
乙
丑
暦

○
長
徳
院
殿
光
巌
智
照
大
姉
（
請
花
）

　
　
　
　
仲
冬
念
有
九

70
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
５
）
五
代
頼
真

　
　
　
宝
永
第
五
戊
子
年

○
賢
巌
院
殿
竹
翁
真
節
居
士
（
請
花
）　

　
　
　
十
月
十
七
日

71
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
１
）
五
代
頼
真
夫
人

　
　
元
文
三
戊
午
天

○
常
春
院
殿
洞
雲
自
松
大
姉
（
請
花
）

　
　
七
月
三
十
日

72
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
７
）
六
代
成
頼

　
　
　
正
徳
五
乙
未
年

○
實
相
院
殿
一
峯
了
義
居
士
（
請
花
）　
　

　
　
　
十
一
月
廿
四
日

73
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
６
）
六
代
成
頼
夫
人

　
　
　
正
徳
三
癸
巳
年

○
圓
光
院
殿
龍
室
妙
珠
大
姉
（
請
花
）　

　
　
　
十
月
十
四
日

74
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
０
）
七
代
頼
清

　
　
　
享
保
廿
乙
卯
年

○
聖
岩
院
殿
廓
法
如
然
居
士
（
請
花
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
孟
秋
初
八
日

75
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
５
）
七
代
頼
清
夫
人

　
　
　
天
明
七
丁
未
季

○
保
壽
院
殿
智
玄
妙
惠
大
姉
（
請
花
）　
　
　

　
　
　
孟
夏
十
有
九
日

76
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
６
）
八
代
頼
根

　
　
　
寛
政
元
已
酋
之
天

○
橾
柗
院
殿
鐡
巌
宗
貞
居
士
（
請
花
）　
　

　
　
　
十
一
月
十
五
日
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は
な
く
、
墓
が
連
続
し
て
営
ま
れ
る
の
は
四
代
定
義
以
降
の
こ
と
で
あ
る

　
Ｂ
区
の
墓
碑
に
つ
い
て
は
、
天
童
氏
子
女
の
も
の
以
外
は
僧
侶
の
墓
碑
で
あ
り
、

形
式
的
に
は
無
縫
塔
五
基
、
自
然
石
の
墓
碑
四
基
と
な
る
。
傳
盛
、
亮
傳
、
傳
光
は

光
徳
院
の
歴
代
住
職
と
し
て
光
徳
院
書
出
に
記
さ
れ
て
お
り
、
雄
道
は
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）
八
幡
宮
棟
札
に
、
信
貤
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
大
日
如
来
堂

棟
札
に
そ
れ
ぞ
れ
「
光
徳
院
現
住
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
光
徳
院
の
僧
侶

の
墓
碑
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
天
童
家
墓
所
の
一
角
に
集
め
ら
れ
た
経
緯
に
つ

い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
光
徳
院
は
天
童
家
の
家
中
寺
と
し
て
こ
の
墓
地
の
南

東
約
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
僧
侶
の
墓
地
も
そ
の

近
辺
に
営
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

三
　
宝
国
寺
境
内

　
境
内
の
西
端
部
に
名
号
碑
等
と
並
ん
で
五
基
の
墓
碑
が
あ
る
。

　
№
106
は
中
世
の
板
碑
を
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
墓
碑
に
転
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
上
部
中
央
の
「
露
」
は
死
者
に
悟
り
を
促
す
禅
語
で
、「
喝
」
と
同
義
。
小
春

は
一
〇
月
で
あ
る
。

　
№
109
は
俗
名
栄
太
郎
の
墓
碑
。
位
号
「
上
坐
」
は
、
寺
院
を
管
理
運
営
し
、
僧
尼

を
統
括
す
る
三
つ
の
役
職
（
三
綱
）
の
一
つ
で
あ
る
が
、
出
家
し
た
者
に
与
え
ら
れ

る
場
合
も
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
俗
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
後
者
の
可
能
性

が
高
い
。

　
№
110
は
、
草
刈
茂
信
と
そ
の
妻
と
見
ら
れ
る
女
性
と
の
連
名
の
墓
碑
で
あ
る
。
行

年
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
茂
信
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
生
ま
れ
、
妻
は
宝
暦
二

年
（
一
七
五
二
）
生
ま
れ
と
な
る
。
請
花
の
彫
刻
は
領
主
天
童
氏
墓
碑
の
も
の
と
形

状
が
近
似
し
て
い
る
。
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天
童
家
墓
所
（
No
０
０
９
）
初
代
頼
澄
・
夫
人

　
　
　
　
　
　
慶
長
十
六
辛亥
六
月
十
一
日

○
寶
国
寺
殿
前
甲
州
大
守
保
巌
玄
柳
大
禅
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門
（
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花
）
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光
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０
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５
）
七
代
頼
清
夫
人

　
　
　
天
明
七
丁
未
季

○
保
壽
院
殿
智
玄
妙
惠
大
姉
（
請
花
）　
　
　

　
　
　
孟
夏
十
有
九
日

76
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
６
）
八
代
頼
根

　
　
　
寛
政
元
已
酋
之
天

○
橾
柗
院
殿
鐡
巌
宗
貞
居
士
（
請
花
）　
　

　
　
　
十
一
月
十
五
日
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77
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
１
）
八
代
頼
根
夫
人

　
　
　
文
化
四
丁
卯
年

○
琴
章
院
殿
観
室
玅
音
大
姉
（
請
花
）　
　

　
　
　
二
月
二
十
四
日

78
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
３
）
九
代
倫
頼

　
　
　
文
政
二
己
卯
年

○
慈
雲
院
殿
東
海
潜
龍
居
士
之
墓
（
請
花
）　
　

　
　
　
十
一
月
廿
七
日

79
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
７
）
九
代
倫
頼
夫
人

　
　
　
寛
政
九
丁
巳
年

○
心
鏡
院
殿
圓
覺
常
光
大
姉
之
墓
（
請
花
）　
　

　
　
　
九
月
十
九
日

80
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
４
）
一
〇
代
常
頼

　
　
　
　
文
政
八
乙
酉
年

○
法
隆
院
殿
受
岳
宗
戒
居
士
（
請
花
）　
　

　
　
　
　
七
月
十
有
三
日

81
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
８
）
一
〇
代
常
頼
夫
人
（
先
妻
）

　
　
　
寛
政
十
二
申
年

○
明
覚
院
殿
無
相
不
著
大
姉
之
墓
（
請
花
）　

　
　
　
十
一
月
初
四
日

82
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
５
）
一
〇
代
常
頼
夫
人
（
後
妻
）

　
　
文
政
十
二
已
丑
年

○
昌
壽
院
殿
貞
室
妙
松
大
姉
（
請
花
）　
　

　
　
二
月
十
有
六
日

83
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
３
）
一
一
代
頼
益

　
　
嘉
永
三
庚
戌
年

○
青
雲
院
殿
活
巌
義
龍
居
士
（
請
花
）　
　

　
　
三
月
十
八
日

84
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
５
）
一
一
代
頼
益
夫
人

　
　
文
久
二
壬
戌
年

○
純
貞
院
殿
温
厚
慧
柔
大
姉
（
請
花
）　
　

　
　
十
二
月
十
一
日

85
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
８
）
一
二
代
頼
宣

　
　
明
治
六
癸
酉
年

○
承
隆
院
殿
堅
嵓
宗
固
居
士
（
請
花
）　
　

　
　
十
月
初
五
日

86
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
９
）
一
二
代
頼
宣
夫
人

　
　
　
明
治
七
甲
戌
年

○
寶
光
院
殿
壽
峰
妙
榮
大
姉
（
請
花
）　
　

　
　
　
八
月
二
十
四
日

179

87
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
９
）

　
　
　
享
保
十
三
戊
申
年

○
壽
昌
院
殿
観
室
慈
圓
大
姉
（
請
花
）

　
　
　
六
月
二
十
二
日

　
　

88
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
３
）

　
　
　
寛
延
二
季

○
紅
園
院
芙
質
妙
蓉
童
□

　
　
　
八
月
十
八
日

89
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
９
）

　
　
享
和
元
酉
年

○
栴
林
院
正
岳
浄
香
童
子
（
請
花
）

　
　
七
月
廿
四
日

90
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
０
）

　
享
和
二
年

○
圓
明
玉
光
童
女
（
請
花
）

　
十
一
月
十
九
日

91
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
８
）

　
　
天
保
三
壬
辰
歳

○
建
徳
院
蘭
馨
自
秀
居
士
（
請
花
）

　
　
十
一
月
十
九
日

92
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
９
２
）　

　
　
天
保
十
四
年

○
智
光
院
白
巌
了
性
居
士
（
請
花
）

　
　
八
月
十
三
日

93
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
２
）

　
　
嘉
永
二
酉
年

○
徳
顕

（
カ
）

善
童
子
（
請
花
）　

　
　
十
二
月
四
日

94
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
４
）

　
　
　
　
元
禄
十
丁
丑

玄
旨
修
行
常
心
院
遂
華
雲
水
傳
空
大
和
尚
　

　
　
　
　
臘
月
念
九
日

95
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
８
）

　
　
享
保
十
一
丙
午
天

當
寺
中
興
堅
者
傳
盛
和
尚
位
（
請
花
）　

　
　
十
二
月
初
九
日

96
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
２
）

（
表
面
）

堅
者
法
印
亮
傳
　
大
和
尚
　

（
裏
面
）

延
享
元
甲
子
年
五
月
七
日
　
光
円
寺

八幡村2-2-責修[109-208].indd   186 2015/06/12   14:25



178

77
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
１
）
八
代
頼
根
夫
人

　
　
　
文
化
四
丁
卯
年

○
琴
章
院
殿
観
室
玅
音
大
姉
（
請
花
）　
　

　
　
　
二
月
二
十
四
日

78
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
３
）
九
代
倫
頼

　
　
　
文
政
二
己
卯
年

○
慈
雲
院
殿
東
海
潜
龍
居
士
之
墓
（
請
花
）　
　

　
　
　
十
一
月
廿
七
日

79
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
７
）
九
代
倫
頼
夫
人

　
　
　
寛
政
九
丁
巳
年

○
心
鏡
院
殿
圓
覺
常
光
大
姉
之
墓
（
請
花
）　
　

　
　
　
九
月
十
九
日

80
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
４
）
一
〇
代
常
頼

　
　
　
　
文
政
八
乙
酉
年

○
法
隆
院
殿
受
岳
宗
戒
居
士
（
請
花
）　
　

　
　
　
　
七
月
十
有
三
日

81
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
８
）
一
〇
代
常
頼
夫
人
（
先
妻
）

　
　
　
寛
政
十
二
申
年

○
明
覚
院
殿
無
相
不
著
大
姉
之
墓
（
請
花
）　

　
　
　
十
一
月
初
四
日

82
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
５
）
一
〇
代
常
頼
夫
人
（
後
妻
）

　
　
文
政
十
二
已
丑
年

○
昌
壽
院
殿
貞
室
妙
松
大
姉
（
請
花
）　
　

　
　
二
月
十
有
六
日

83
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
３
）
一
一
代
頼
益

　
　
嘉
永
三
庚
戌
年

○
青
雲
院
殿
活
巌
義
龍
居
士
（
請
花
）　
　

　
　
三
月
十
八
日

84
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
５
）
一
一
代
頼
益
夫
人

　
　
文
久
二
壬
戌
年

○
純
貞
院
殿
温
厚
慧
柔
大
姉
（
請
花
）　
　

　
　
十
二
月
十
一
日

85
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
８
）
一
二
代
頼
宣

　
　
明
治
六
癸
酉
年

○
承
隆
院
殿
堅
嵓
宗
固
居
士
（
請
花
）　
　

　
　
十
月
初
五
日

86
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
９
）
一
二
代
頼
宣
夫
人

　
　
　
明
治
七
甲
戌
年

○
寶
光
院
殿
壽
峰
妙
榮
大
姉
（
請
花
）　
　

　
　
　
八
月
二
十
四
日

179

87
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
９
）

　
　
　
享
保
十
三
戊
申
年

○
壽
昌
院
殿
観
室
慈
圓
大
姉
（
請
花
）

　
　
　
六
月
二
十
二
日

　
　

88
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
３
）

　
　
　
寛
延
二
季

○
紅
園
院
芙
質
妙
蓉
童
□

　
　
　
八
月
十
八
日

89
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
９
）

　
　
享
和
元
酉
年

○
栴
林
院
正
岳
浄
香
童
子
（
請
花
）

　
　
七
月
廿
四
日

90
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
０
）

　
享
和
二
年

○
圓
明
玉
光
童
女
（
請
花
）

　
十
一
月
十
九
日

91
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
８
）

　
　
天
保
三
壬
辰
歳

○
建
徳
院
蘭
馨
自
秀
居
士
（
請
花
）

　
　
十
一
月
十
九
日

92
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
９
２
）　

　
　
天
保
十
四
年

○
智
光
院
白
巌
了
性
居
士
（
請
花
）

　
　
八
月
十
三
日

93
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
２
）

　
　
嘉
永
二
酉
年

○
徳
顕

（
カ
）

善
童
子
（
請
花
）　

　
　
十
二
月
四
日

94
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
４
）

　
　
　
　
元
禄
十
丁
丑

玄
旨
修
行
常
心
院
遂
華
雲
水
傳
空
大
和
尚
　

　
　
　
　
臘
月
念
九
日

95
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
８
）

　
　
享
保
十
一
丙
午
天

當
寺
中
興
堅
者
傳
盛
和
尚
位
（
請
花
）　

　
　
十
二
月
初
九
日

96
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
２
）

（
表
面
）

堅
者
法
印
亮
傳
　
大
和
尚
　

（
裏
面
）

延
享
元
甲
子
年
五
月
七
日
　
光
円
寺

八幡村2-2-責修[109-208].indd   187 2015/06/12   14:25



180

97
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
２
４
）

　
　
寛
延
二
已

ア
　
法
運
是
性
□

　
　
二
月

98
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
３
２
）

　
　
文
化
十
一
戌
年

ア
　
権
律
師
理
観
　
和
尚
位
　

　
　
七
月
十
五
日

99
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
０
）

　
　
弘
化
三
丙
午
歳

権
大
僧
都
法
印
雄
道
和
尚
（
請
花
）　

　
　
十
二
月
二
十
一
日

100
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
６
）

　
　
　
　
　
　
文
久
二
壬
戌
稔

キ
リ
ー
ク
　
権
大
僧
都
信
貤
　
和
尚
位
　

　
　
　
　
　
　
十
月
初
五
日

101
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
４
７
）

　
　
　
　
　
現
信
貤
弟
子

　
文
久
二
戌
歳

○
貤
照
大
徳
（
請
花
）　

　
五
月
三
日
　
　

　
　
　
　
少
将
□
才

102
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
５
０
）

　
　
　
　
癸
巳
天

権
□

（
大
カ
）　
堅
（
カ
）者
傳
光
和
尚
位
（
請
花
）　
　

　
　
　
□
十
四
日

103
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
２
）

鑿
開
方
石
　
緑
水
漫
々

日
新
洗
却
　
群
生
□
乾
　

天
衣
歴
却
　
金
稊
消
雉
　

湛
一
輪
月
　
放
人
碎
肝

　
貞
享
二
年
八
月
九
日

104
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
１
３
）

奉
寄
進
御
廟
前

右
御
花
水
鉢
　
一
箇

元
禄
貮
己
巳
年
　

　
　
七
月
十
三
日
　
松
本
長
助
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
□

105
　
天
童
家
墓
所
（
No
０
５
１
）

（
家
紋
　
丸
に
二
つ
引
両
）

106
　
宝
国
寺
（
No
０
５
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
主

　
　
　
　
　
　
明
暦
三
年

露
　
　
梅
室
妙
香
禅
定
尼
（
請
花
）　

　
　
　
　
　
　
小
春
六
日
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
白

181

107
　
宝
国
寺
（
No
０
５
７
）

　
　
　
　
　
　
松
山
七
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
母
□
六
十
四
□

　
　
宝
永
三
丙
戌
年

○
仙
室
妙
壽
信
女
（
請
花
）

　
　
二
月
初
三
鳥
　
　

108
　
宝
国
寺
（
No
０
６
０
）

　
　
元
文
三
年

○
耕
雲
自
田
信
士
（
請
花
）

　
　
三
月
廿
七
日

109
　
宝
国
寺
（
No
０
６
２
）

　
　
　
　
　
俗
名
　

　
　
　
　
　
　
　
栄
太
郎
□

　
　
安
永
七
戌
年

○
心
霊
真
経
上
坐

　
　
正
月
十
五
日
　

　
　
　
　
　
　
　
七
十
五
而
卒

110
　
宝
国
寺
（
No
０
６
７
）

　
　
　
草
刈
黒
右
衛
門
茂
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
年
七
十
五
才

　
　
文
化
十
二
季
九
月
廿
三
日

○
江
月
和
浄
禅
門

　
松
岩
妙
栄
善
尼
（
請
花
）

　
　
天
保
二
年
五
月
三
日
　

　
　
　
　
　
　
　
行
年
七
十
九
才
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第
五
章

　
棟
札
・
寄
進
札
・
扁
額
ほ
か
墨
書
銘
資
料

一
　
凡
例

１
　
本
章
に
は
、
近
世
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
棟
札
一
七
点
、
寄
進
札
二
点
、

勧
請
札
一
点
、
呪
符
一
点
、
扁
額
二
点
、
墨
書
板
一
点
の
調
査
成
果
を
収
録

し
た
。

２
　
今
回
、
棟
札
等
の
存
在
を
確
認
し
、
調
査
を
実
施
し
た
の
は
喜
太
郎
稲
荷
神
社
、

萩
原
神
社
、
鎮
守
島
観
音
、
不
磷
寺
で
あ
る
。

３
　
棟
札
は
、
近
世
と
同
じ
様
式
の
も
の
が
昭
和
期
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て

の
資
料
に
つ
い
て
調
査
は
行
っ
た
が
、
個
人
情
報
へ
の
配
慮
か
ら
、
一
覧
表

等
に
は
掲
載
し
た
が
図
版
に
は
掲
載
し
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
。

４
　
名
称
は
、「
建
物
名
＋
年
号
＋
工
事
の
種
別
＋
棟
札
」
と
す
る
。

５
　
図
版
中
、
右
上
の
表
示
は
、「
図
版
番
号
・
所
在
地
・（
登
録
番
号
）」
で
あ
る
。

６
　
図
版
は
写
真
・
図
版
内
釈
文
で
構
成
し
た
。
図
版
の
縮
尺
は
約
四
分
の
一
に
統

一
し
、
図
版
内
釈
文
で
は
異
体
字
を
可
能
な
限
り
実
際
の
文
字
に
近
い
も
の

で
示
し
た
。

７
　
釈
文
で
は
、
異
体
字
を
常
用
漢
字
等
で
表
示
し
た
。

８
　
梵
字
は
片
仮
名
で
表
記
し
た
。

９
　
欠
損
や
摩
耗
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
文
字
数
に
応
じ
て

□
ま
た
は

で
示
し
た
。

二
　
八
幡
宮

　
棟
札
五
点
、
扁
額
一
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
喜
太
郎
稲
荷
神
社
内
に
、
そ
の
棟
札

等
と
と
も
に
納
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
堂
内
奥
壁
に
両
者
の
区
別

な
く
立
て
か
け
て
あ
り
、
混
在
し
た
状
況
で
あ
る
。
八
幡
宮
は
廃
社
で
あ
り
、
そ
の

棟
札
と
扁
額
が
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
納
め
ら
れ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

　
№
１
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
八
幡
宮
造
立
の
棟
札
で
あ
る
。
喜
太
郎
稲
荷

神
社
に
納
め
ら
れ
て
い
た
棟
札
の
中
で
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
の
中
央

上
部
の
卍
は
二
つ
の
カ
ギ
の
方
向
が
向
か
い
合
う
変
則
的
な
形
状
と
な
っ
て
い
る
。

「
聖
主
天
中
天
　
迦
陵
頻
伽
声
　
哀
眠
諸
衆
生
　
我
等
令
敬
礼
」
の
偈
頌
は
多
く
の

棟
札
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、『
法
華
経
』巻
第
三
化
城
喩
品
第
七
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

裏
面
は
後
段
に
「
一
間
四
面
社
壇
今
年
既
成
就
畢
」
の
記
載
が
あ
り
、
こ
の
棟
札
が

八
幡
宮
社
殿
の
創
建
時
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
大
工
と
し
て
藤
原
朝

臣
伊
藤
久
左
衛
門
以
下
、
大
江
六
衛
門
、
伊
藤
善
兵
衛
、
瀧
口
源
左
衛
門
、
木
挽
と

し
て
宇
平
次
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
№
２
は
文
政
一
一
年（
一
八
二
八
）の
屋
根
替
の
棟
札
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
の「
屋

根
替
」
が
「
屋
根
皆
」
と
誤
記
で
あ
る
。
裏
面
に
は
ボ
ロ
ン
（
梵
字
）
が
一
字
記
さ

れ
て
い
る
。
ボ
ロ
ン
は
一
字
金
輪
仏
頂
尊
の
種
子
で
あ
り
、
諸
仏
・
菩
薩
の
中
で
最

も
威
力
の
優
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
№
３
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
屋
根
替
の
棟
札
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
右
下
に

光
徳
院
権
大
僧
都
法
印
常
俊
の
名
が
あ
り
、「
供
養
導
師
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。
裏

面
に
は
ボ
ロ
ン
・
シ
リ
ー
（
梵
字
）
の
二
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
シ
リ
ー
は
金
輪

仏
頂
（
最
勝
仏
頂
）、
吉
祥
天
、
一
字
文
殊
な
ど
の
種
子
で
あ
り
、
八
幡
宮
棟
札
、

喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
で
は
ボ
ロ
ン
と
シ
リ
ー
の
組
合
せ
が
五
点
あ
る
。

　
№
４
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
屋
根
替
の
棟
札
で
あ
る
。

　
№
５
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
屋
根
替
の
棟
札
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
の
「
天

台
沙
門
釋
信
貤
」
の
釋
は
、
仏
教
に
帰
依
し
た
こ
と
を
表
す
た
め
、
僧
名
の
上
に
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
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次
頁
上
段
の
写
真
は
八
幡
宮
扁
額
で
あ
る
。

棟
札
等
と
と
も
に
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
堂
内
に

納
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
喜
太
郎
稲
荷

の
堂
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
廃
社
と
な
っ
た
八

幡
宮
（
内
八
幡
）
の
扁
額
と
見
ら
れ
る
。
右
上

の
角
が
大
き
く
欠
損
し
て
い
る
が
、
右
か
ら
左

に
「
八
幡
宮
」
の
三
文
字
が
大
書
さ
れ
、
左
端

部
に
は
「
松
嶋
天
嶺
書
（
印
）」
と
あ
る
。
裏

面
に
は
、
両
端
か
ら
約
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
位
置
に
、
幅
約
三
、六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

深
さ
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
浅
い
溝
が
切

ら
れ
て
い
る
。

三
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社

　
棟
札
六
点
、
勧
請
札
一
点
、
寄
進
札
一
点
が
あ
る
。
八
幡
宮
（
内
八
幡
）
の
棟
札
、

扁
額
と
と
も
に
堂
宇
奥
壁
に
立
て
か
け
て
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
№
６
は
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
喜
太
郎
宮
造
立
の
棟
札
で
あ
る
。
大
工
仙
臺

新
傳
馬
丁
勘
四
郎
、木
挽
と
し
て
宮
城
松
ヶ
濱
喜
惣
兵
衛
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

仙
臺
新
傳
馬
丁
は
現
在
の
青
葉
区
中
央
二
丁
目
付
近
、
宮
城
松
ヶ
濱
は
宮
城
郡
七
ヶ

浜
町
松
ヶ
浜
で
あ
る
。

　
№
11
は
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
の
稲
荷
大
明
神
勧
請
札
で
あ
る
。
出
羽
国
天
童

中
町
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
を
八
幡
に
勧
請
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
裏
面
に
「
正

一
位
号
顕
」
と
あ
る
の
は
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
造
立
か
ら
八
年
後
、
八
幡

の
喜
太
郎
稲
荷
に
対
し
、
出
羽
国
天
童
の
稲
荷
大
明
神
か
ら
正
一
位
の
号
を
贈
れ
ら 八幡宮扁額

図版
番号

表題 大工・屋根葺 木挽

造立八幡宮 寛文9 （1669） 大工藤原朝臣伊藤久左衛門 宇平次

　　　大江六衛門

　　　伊藤善兵衛

　　　瀧口源左衛門

2 屋根皆八幡宮 文政11 （1828）

3 屋根替八幡宮 天保7 （1836） 屋根葺棟梁佐々木幡治道明

4 屋根替八幡宮 弘化3 （1846） 屋根葺棟梁佐々木幡治

屋根替八幡宮 安政3 （1856） 棟梁三橋徳右衛門

　　佐々木勘右衛門

　　　　　善吉

　　　　　茂平

6 造立喜太郎宮 寛延4 （1751） 大工仙臺新傳馬丁 勘四郎 木挽宮城松ヶ濱 喜惣兵衛

7 造立喜太郎宮 文政11 （1828）

8 屋根替正一位喜太郎稲荷社 天保13 （1842）

9 再建喜太郎宮屋根替 安政3 （1856） 棟梁西村屋栄吉

10 遷宮喜太郎神社屋根替 明治7 （1874） 屋根工塩釜阿邊喜太良

奉遷宮喜太郎神社屋根替 昭和58 （1983）

1

5

年代

表７　八幡宮・喜太郎稲荷神社棟札
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第
五
章
　
棟
札
・
寄
進
札
・
扁
額
ほ
か
墨
書
銘
資
料

一
　
凡
例

１
　
本
章
に
は
、
近
世
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
棟
札
一
七
点
、
寄
進
札
二
点
、

勧
請
札
一
点
、
呪
符
一
点
、
扁
額
二
点
、
墨
書
板
一
点
の
調
査
成
果
を
収
録

し
た
。

２
　
今
回
、
棟
札
等
の
存
在
を
確
認
し
、
調
査
を
実
施
し
た
の
は
喜
太
郎
稲
荷
神
社
、

萩
原
神
社
、
鎮
守
島
観
音
、
不
磷
寺
で
あ
る
。

３
　
棟
札
は
、
近
世
と
同
じ
様
式
の
も
の
が
昭
和
期
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て

の
資
料
に
つ
い
て
調
査
は
行
っ
た
が
、
個
人
情
報
へ
の
配
慮
か
ら
、
一
覧
表

等
に
は
掲
載
し
た
が
図
版
に
は
掲
載
し
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
。

４
　
名
称
は
、「
建
物
名
＋
年
号
＋
工
事
の
種
別
＋
棟
札
」
と
す
る
。

５
　
図
版
中
、
右
上
の
表
示
は
、「
図
版
番
号
・
所
在
地
・（
登
録
番
号
）」
で
あ
る
。

６
　
図
版
は
写
真
・
図
版
内
釈
文
で
構
成
し
た
。
図
版
の
縮
尺
は
約
四
分
の
一
に
統

一
し
、
図
版
内
釈
文
で
は
異
体
字
を
可
能
な
限
り
実
際
の
文
字
に
近
い
も
の

で
示
し
た
。

７
　
釈
文
で
は
、
異
体
字
を
常
用
漢
字
等
で
表
示
し
た
。

８
　
梵
字
は
片
仮
名
で
表
記
し
た
。

９
　
欠
損
や
摩
耗
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
文
字
数
に
応
じ
て

□
ま
た
は

で
示
し
た
。

二
　
八
幡
宮

　
棟
札
五
点
、
扁
額
一
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
喜
太
郎
稲
荷
神
社
内
に
、
そ
の
棟
札

等
と
と
も
に
納
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
堂
内
奥
壁
に
両
者
の
区
別

な
く
立
て
か
け
て
あ
り
、
混
在
し
た
状
況
で
あ
る
。
八
幡
宮
は
廃
社
で
あ
り
、
そ
の

棟
札
と
扁
額
が
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
納
め
ら
れ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

　
№
１
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
八
幡
宮
造
立
の
棟
札
で
あ
る
。
喜
太
郎
稲
荷

神
社
に
納
め
ら
れ
て
い
た
棟
札
の
中
で
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
の
中
央

上
部
の
卍
は
二
つ
の
カ
ギ
の
方
向
が
向
か
い
合
う
変
則
的
な
形
状
と
な
っ
て
い
る
。

「
聖
主
天
中
天
　
迦
陵
頻
伽
声
　
哀
眠
諸
衆
生
　
我
等
令
敬
礼
」
の
偈
頌
は
多
く
の

棟
札
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、『
法
華
経
』巻
第
三
化
城
喩
品
第
七
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

裏
面
は
後
段
に
「
一
間
四
面
社
壇
今
年
既
成
就
畢
」
の
記
載
が
あ
り
、
こ
の
棟
札
が

八
幡
宮
社
殿
の
創
建
時
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
大
工
と
し
て
藤
原
朝

臣
伊
藤
久
左
衛
門
以
下
、
大
江
六
衛
門
、
伊
藤
善
兵
衛
、
瀧
口
源
左
衛
門
、
木
挽
と

し
て
宇
平
次
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
№
２
は
文
政
一
一
年（
一
八
二
八
）の
屋
根
替
の
棟
札
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
の「
屋

根
替
」
が
「
屋
根
皆
」
と
誤
記
で
あ
る
。
裏
面
に
は
ボ
ロ
ン
（
梵
字
）
が
一
字
記
さ

れ
て
い
る
。
ボ
ロ
ン
は
一
字
金
輪
仏
頂
尊
の
種
子
で
あ
り
、
諸
仏
・
菩
薩
の
中
で
最

も
威
力
の
優
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
№
３
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
屋
根
替
の
棟
札
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
右
下
に

光
徳
院
権
大
僧
都
法
印
常
俊
の
名
が
あ
り
、「
供
養
導
師
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。
裏

面
に
は
ボ
ロ
ン
・
シ
リ
ー
（
梵
字
）
の
二
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
シ
リ
ー
は
金
輪

仏
頂
（
最
勝
仏
頂
）、
吉
祥
天
、
一
字
文
殊
な
ど
の
種
子
で
あ
り
、
八
幡
宮
棟
札
、

喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
で
は
ボ
ロ
ン
と
シ
リ
ー
の
組
合
せ
が
五
点
あ
る
。

　
№
４
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
屋
根
替
の
棟
札
で
あ
る
。

　
№
５
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
屋
根
替
の
棟
札
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
の
「
天

台
沙
門
釋
信
貤
」
の
釋
は
、
仏
教
に
帰
依
し
た
こ
と
を
表
す
た
め
、
僧
名
の
上
に
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
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次
頁
上
段
の
写
真
は
八
幡
宮
扁
額
で
あ
る
。

棟
札
等
と
と
も
に
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
堂
内
に

納
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
喜
太
郎
稲
荷

の
堂
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
廃
社
と
な
っ
た
八

幡
宮
（
内
八
幡
）
の
扁
額
と
見
ら
れ
る
。
右
上

の
角
が
大
き
く
欠
損
し
て
い
る
が
、
右
か
ら
左

に
「
八
幡
宮
」
の
三
文
字
が
大
書
さ
れ
、
左
端

部
に
は
「
松
嶋
天
嶺
書
（
印
）」
と
あ
る
。
裏

面
に
は
、
両
端
か
ら
約
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
位
置
に
、
幅
約
三
、六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

深
さ
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
浅
い
溝
が
切

ら
れ
て
い
る
。

三
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社

　
棟
札
六
点
、
勧
請
札
一
点
、
寄
進
札
一
点
が
あ
る
。
八
幡
宮
（
内
八
幡
）
の
棟
札
、

扁
額
と
と
も
に
堂
宇
奥
壁
に
立
て
か
け
て
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
№
６
は
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
喜
太
郎
宮
造
立
の
棟
札
で
あ
る
。
大
工
仙
臺

新
傳
馬
丁
勘
四
郎
、木
挽
と
し
て
宮
城
松
ヶ
濱
喜
惣
兵
衛
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

仙
臺
新
傳
馬
丁
は
現
在
の
青
葉
区
中
央
二
丁
目
付
近
、
宮
城
松
ヶ
濱
は
宮
城
郡
七
ヶ

浜
町
松
ヶ
浜
で
あ
る
。

　
№
11
は
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
の
稲
荷
大
明
神
勧
請
札
で
あ
る
。
出
羽
国
天
童

中
町
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
を
八
幡
に
勧
請
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
裏
面
に
「
正

一
位
号
顕
」
と
あ
る
の
は
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
造
立
か
ら
八
年
後
、
八
幡

の
喜
太
郎
稲
荷
に
対
し
、
出
羽
国
天
童
の
稲
荷
大
明
神
か
ら
正
一
位
の
号
を
贈
れ
ら 八幡宮扁額

図版
番号

表題 大工・屋根葺 木挽

造立八幡宮 寛文9 （1669） 大工藤原朝臣伊藤久左衛門 宇平次

　　　大江六衛門

　　　伊藤善兵衛

　　　瀧口源左衛門

2 屋根皆八幡宮 文政11 （1828）

3 屋根替八幡宮 天保7 （1836） 屋根葺棟梁佐々木幡治道明

4 屋根替八幡宮 弘化3 （1846） 屋根葺棟梁佐々木幡治

屋根替八幡宮 安政3 （1856） 棟梁三橋徳右衛門

　　佐々木勘右衛門

　　　　　善吉

　　　　　茂平

6 造立喜太郎宮 寛延4 （1751） 大工仙臺新傳馬丁 勘四郎 木挽宮城松ヶ濱 喜惣兵衛

7 造立喜太郎宮 文政11 （1828）

8 屋根替正一位喜太郎稲荷社 天保13 （1842）

9 再建喜太郎宮屋根替 安政3 （1856） 棟梁西村屋栄吉

10 遷宮喜太郎神社屋根替 明治7 （1874） 屋根工塩釜阿邊喜太良

奉遷宮喜太郎神社屋根替 昭和58 （1983）

1

5

年代

表７　八幡宮・喜太郎稲荷神社棟札
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た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
№
７
は
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
喜
太
郎
宮
造
立
棟
札
で
あ
る
。
造
立
と
あ

る
が
詳
細
は
不
明
。

　
№
８
は
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
喜
太
郎
稲
荷
屋
根
替
棟
札
で
あ
る
。

　
№
９
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
喜
太
郎
宮
再
建
・
屋
根
替
棟
札
で
あ
る
。

四
　
不
磷
寺

　
不
磷
寺
に
は
勧
請
札
と
墨
書
板
が
そ
れ
ぞ
れ
一
点
あ
る
。

　
№
20
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
虚
空
蔵
菩
薩
開
眼
の
勧
請
札
で
あ
る
。
オ
モ

テ
面
頭
部
の
角
に
は
、
中
央
に
胎
蔵
界
大
日
如
来
の
種
子
ア
、
右
に
金
剛
界
大
日
如

来
の
種
子
バ
ン
、
左
に
不
動
明
王
の
種
子
カ
ン
の
梵
字
が
小
さ
く
記
さ
れ
て
い
る
。

裏
面
に
は
中
央
に
梵
字
一
七
文
字
の
真
言
が
あ
り
、
一
文
字
と
二
文
字
を
交
互
に
繰

り
返
す
配
列
と
な
っ
て
い
る
。「
毎
年
三
月
十
三
日
／
九
月
十
三
日
」
と
あ
る
の
は

御
開
帳
の
期
日
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
祭
主
　
末
松
山
　
般
若
寺
龍
道
」

と
あ
る
が
、
こ
の
棟
札
と
不
磷
寺
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　
№
19
は
長
方
形
の
櫃
の
蓋
板
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
に
は
三
段

に
わ
た
る
交
名
が
あ
り
、
す
べ
て
臨
済
宗
妙
心
寺
派
に
関
わ
り
の
あ
る
僧
侶
の
名
で

あ
る
。
裏
面
に
は
「
佐
々
木
氏
寄
附
日
供
米
之
記
」
と
題
し
、
八
幡
村
の
隣
に
居
住

す
る
佐
々
木
有
秀
と
い
う
武
士
が
亡
き
兄
弟
の
た
め
不
磷
寺
に
寄
附
し
た
経
緯
を
記

し
て
い
る
。
延
享
四
年
八
月
二
八
日
、
不
磷
寺
住
職
の
比
丘
珍
光
林
が
記
し
た
も
の

で
あ
る
。

五
　
鎮
守
島
観
音

　
下
段
の
写
真
は
鎮
守
島
観
音
堂
の
扁
額
で
あ
る
。規
模
は
縦
一
八
・
七
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
三
六
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、「
観

音
堂
」
の
三
文
字
が
横
書
き
さ
れ
、
左
側
に
縦
書
き
で
「
不
磷
宝
国
両
刹
主
人
／
毒

川
拝
言
（
花
押
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
に
は
「
徳
井
利
安
／
利
家
」
の
刻
書

が
あ
る
。

六
　
萩
原
神
社

　
棟
札
四
点
、
寄
進
札
二
点
、
呪
符
一
点
、
合
計
七
点
あ
る
。

　
№
12
は
稲
荷
大
明
神
元
禄
元
年
棟
札
で
あ
る
。中
央
上
部
に
△
、そ
の
両
側
に「
對
」

字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
△
、「
對
」
字
は
結
界
を
表
す
記
号
と
さ
れ
て
い
る
。

　
№
14
は
萩
原
稲
荷
大
明
神
文
政
一
一
年
宮
殿
再
建
棟
札
で
あ
る
。
表
面
の
「
遷
宮

師
明
性
院
宥
盛
法
印
」
は
、
再
建
に
あ
た
り
、
仮
遷
宮
の
儀
式
を
執
り
行
っ
た
の
で

鎮守島観音堂扁額

249

高さ 上幅 下幅 厚さ

1 八幡宮棟札 奉造立八幡宮 寛文9 （1669） 72.2 30.3 30.2 1.8

2 八幡宮棟札 奉屋根皆八幡宮 文政11 （1828） 78.8 30.3 27.0 1.2

3 八幡宮棟札 奉屋根替八幡宮 天保7 （1836） 77.5 23.4 20.6 1.2

4 八幡宮棟札 奉屋根替八幡宮 弘化3 （1846） 61.7 16.1 15.0 1.8

5 八幡宮棟札 奉屋根替八幡宮 安政3 （1856） 86.8 24.8 22.0 1.1

八幡宮扁額 36.0 1.7

6 喜太郎稲荷棟札 奉造立喜太郎宮 寛延4 （1751） 91.5 19.3 19.6 1.8

7 喜太郎稲荷棟札 奉造立喜太郎宮 文政11 （1828） 78.4 29.8 26.8 1.2

8 喜太郎稲荷棟札 奉屋根替正一位喜太郎稲荷社 天保13 （1842） 93.8 20.5 20.4 1.3

9 喜太郎稲荷棟札 奉再建喜太郎宮屋根替 安政3 （1856） 94.9 29.7 25.6 1.9

10 喜太郎稲荷棟札 奉遷宮喜太郎神社屋根替 明治7 （1874）

11 喜太郎稲荷勧請札正一位稲荷大明神 宝暦9 （1759） 46.2 14.0 13.9 1.2

喜太郎稲荷棟札 鳥居建設資金 昭和36 （1961） 45.5 17.6 17.7 0.7

喜太郎稲荷棟札 奉遷宮喜太郎神社屋根替 昭和58 （1983） 85.5 22.7 18.9 1.3

12 萩原神社棟札 稲荷大明神 元禄5 （1692）

13 萩原神社棟札 奉再興稲荷大明神宮 元文2 （1737）

14 萩原神社棟札 奉再建萩原稲荷大明神宮 文政11 （1828）

15 萩原神社棟札 奉遷宮萩原稲荷神社 明治7 （1874）

16 萩原神社寄進札 文政10 （1827）

17 萩原神社寄進札 宝暦5 （1755）

18 萩原神社呪符

19 不磷寺墨書板 34.5 1.5

20 不磷寺棟札 奉開眼虚空蔵大菩薩 安政4 （1857） 29.0 10.6 9.2 1.2

鎮守島観音扁額 18.7 1.2

80.5

36.6

89.5

年代
法量(cm)図版

番号
種別 表題

表８　棟札・寄進札・呪符ほか墨書資料一覧表

あ
ろ
う
。
裏
面
に
は
「
奉
納
鳥
居
一
宇
」
と
あ
り
、
再
建
に
合
わ
せ
て
鳥

居
が
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
一
切
日
皆
善
一
切
宿
皆
賢
諸
佛

皆
威
徳
　
羅
漢
皆
断
満
以
此
誠
実
言
願
我
成
吉
祥
」
は
棟
札
に
よ
く
用
い

ら
れ
る
句
で
あ
り
、
仏
式
で
多
用
さ
れ
る
と
い
う
報
告
が
あ
る
（
財
団
法

人
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
　
一
九
八
九
）。

　
№
15
は
萩
原
稲
荷
神
社
明
治
七
年
遷
宮
棟
札
で
あ
る
。
裏
面
の
「
吐
普

加
身
依
身
多
女
波
羅
伊
玉
意
」
は
「
と
お
か
み
え
み
た
ま
え
　
は
ら
い
た

ま
え
」
と
祝
詞
の
一
部
で
あ
る
。

　
№
18
は
呪
符
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
に
は
、
上
部
中
央
に
金
剛
界
大
日
如

来
の
種
子
バ
ン
を
縦
方
向
に
二
字
、
そ
の
左
に
弁
財
天
の
種
子
サ
、
右
に

も
梵
字
（
不
明
）
を
配
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
外
側
に
は
結
界
を
表
す
と

い
う
記
号
「

」
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
下
に
は
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」

の
五
文
字
が
配
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
「
鬼

々
如
律
令

」
と
続
い
て
い
る
。「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
は
陰
陽
五
行
説
に
お
い

て
五
行
を
構
成
す
る
自
然
界
の
五
つ
の
要
素
の
こ
と
で
あ
り
、「
急
々
如

律
令
」は
古
代
か
ら
続
く
ま
じ
な
い
の
文
言
で
あ
る
。裏
面
の「
甲
午
霜
月
」

は
年
代
を
特
定
で
き
な
い
。「
家
門
鎮
静
諸
病
カ

退
除
渚
縁
吉
利
」
と
あ

る
の
が
こ
の
呪
符
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
松
島
雄
島
の
行
法
主
頼
賢
庵
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
。
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た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
№
７
は
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
喜
太
郎
宮
造
立
棟
札
で
あ
る
。
造
立
と
あ

る
が
詳
細
は
不
明
。

　
№
８
は
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
喜
太
郎
稲
荷
屋
根
替
棟
札
で
あ
る
。

　
№
９
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
喜
太
郎
宮
再
建
・
屋
根
替
棟
札
で
あ
る
。

四
　
不
磷
寺

　
不
磷
寺
に
は
勧
請
札
と
墨
書
板
が
そ
れ
ぞ
れ
一
点
あ
る
。

　
№
20
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
虚
空
蔵
菩
薩
開
眼
の
勧
請
札
で
あ
る
。
オ
モ

テ
面
頭
部
の
角
に
は
、
中
央
に
胎
蔵
界
大
日
如
来
の
種
子
ア
、
右
に
金
剛
界
大
日
如

来
の
種
子
バ
ン
、
左
に
不
動
明
王
の
種
子
カ
ン
の
梵
字
が
小
さ
く
記
さ
れ
て
い
る
。

裏
面
に
は
中
央
に
梵
字
一
七
文
字
の
真
言
が
あ
り
、
一
文
字
と
二
文
字
を
交
互
に
繰

り
返
す
配
列
と
な
っ
て
い
る
。「
毎
年
三
月
十
三
日
／
九
月
十
三
日
」
と
あ
る
の
は

御
開
帳
の
期
日
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
祭
主
　
末
松
山
　
般
若
寺
龍
道
」

と
あ
る
が
、
こ
の
棟
札
と
不
磷
寺
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　
№
19
は
長
方
形
の
櫃
の
蓋
板
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
に
は
三
段

に
わ
た
る
交
名
が
あ
り
、
す
べ
て
臨
済
宗
妙
心
寺
派
に
関
わ
り
の
あ
る
僧
侶
の
名
で

あ
る
。
裏
面
に
は
「
佐
々
木
氏
寄
附
日
供
米
之
記
」
と
題
し
、
八
幡
村
の
隣
に
居
住

す
る
佐
々
木
有
秀
と
い
う
武
士
が
亡
き
兄
弟
の
た
め
不
磷
寺
に
寄
附
し
た
経
緯
を
記

し
て
い
る
。
延
享
四
年
八
月
二
八
日
、
不
磷
寺
住
職
の
比
丘
珍
光
林
が
記
し
た
も
の

で
あ
る
。

五
　
鎮
守
島
観
音

　
下
段
の
写
真
は
鎮
守
島
観
音
堂
の
扁
額
で
あ
る
。規
模
は
縦
一
八
・
七
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
三
六
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、「
観

音
堂
」
の
三
文
字
が
横
書
き
さ
れ
、
左
側
に
縦
書
き
で
「
不
磷
宝
国
両
刹
主
人
／
毒

川
拝
言
（
花
押
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
に
は
「
徳
井
利
安
／
利
家
」
の
刻
書

が
あ
る
。

六
　
萩
原
神
社

　
棟
札
四
点
、
寄
進
札
二
点
、
呪
符
一
点
、
合
計
七
点
あ
る
。

　
№
12
は
稲
荷
大
明
神
元
禄
元
年
棟
札
で
あ
る
。中
央
上
部
に
△
、そ
の
両
側
に「
對
」

字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
△
、「
對
」
字
は
結
界
を
表
す
記
号
と
さ
れ
て
い
る
。

　
№
14
は
萩
原
稲
荷
大
明
神
文
政
一
一
年
宮
殿
再
建
棟
札
で
あ
る
。
表
面
の
「
遷
宮

師
明
性
院
宥
盛
法
印
」
は
、
再
建
に
あ
た
り
、
仮
遷
宮
の
儀
式
を
執
り
行
っ
た
の
で

鎮守島観音堂扁額

249

高さ 上幅 下幅 厚さ

1 八幡宮棟札 奉造立八幡宮 寛文9 （1669） 72.2 30.3 30.2 1.8

2 八幡宮棟札 奉屋根皆八幡宮 文政11 （1828） 78.8 30.3 27.0 1.2

3 八幡宮棟札 奉屋根替八幡宮 天保7 （1836） 77.5 23.4 20.6 1.2

4 八幡宮棟札 奉屋根替八幡宮 弘化3 （1846） 61.7 16.1 15.0 1.8

5 八幡宮棟札 奉屋根替八幡宮 安政3 （1856） 86.8 24.8 22.0 1.1

八幡宮扁額 36.0 1.7

6 喜太郎稲荷棟札 奉造立喜太郎宮 寛延4 （1751） 91.5 19.3 19.6 1.8

7 喜太郎稲荷棟札 奉造立喜太郎宮 文政11 （1828） 78.4 29.8 26.8 1.2

8 喜太郎稲荷棟札 奉屋根替正一位喜太郎稲荷社 天保13 （1842） 93.8 20.5 20.4 1.3

9 喜太郎稲荷棟札 奉再建喜太郎宮屋根替 安政3 （1856） 94.9 29.7 25.6 1.9

10 喜太郎稲荷棟札 奉遷宮喜太郎神社屋根替 明治7 （1874）

11 喜太郎稲荷勧請札正一位稲荷大明神 宝暦9 （1759） 46.2 14.0 13.9 1.2

喜太郎稲荷棟札 鳥居建設資金 昭和36 （1961） 45.5 17.6 17.7 0.7

喜太郎稲荷棟札 奉遷宮喜太郎神社屋根替 昭和58 （1983） 85.5 22.7 18.9 1.3

12 萩原神社棟札 稲荷大明神 元禄5 （1692）

13 萩原神社棟札 奉再興稲荷大明神宮 元文2 （1737）

14 萩原神社棟札 奉再建萩原稲荷大明神宮 文政11 （1828）

15 萩原神社棟札 奉遷宮萩原稲荷神社 明治7 （1874）

16 萩原神社寄進札 文政10 （1827）

17 萩原神社寄進札 宝暦5 （1755）

18 萩原神社呪符

19 不磷寺墨書板 34.5 1.5

20 不磷寺棟札 奉開眼虚空蔵大菩薩 安政4 （1857） 29.0 10.6 9.2 1.2

鎮守島観音扁額 18.7 1.2

80.5

36.6

89.5

年代
法量(cm)図版

番号
種別 表題

表８　棟札・寄進札・呪符ほか墨書資料一覧表

あ
ろ
う
。
裏
面
に
は
「
奉
納
鳥
居
一
宇
」
と
あ
り
、
再
建
に
合
わ
せ
て
鳥

居
が
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
一
切
日
皆
善
一
切
宿
皆
賢
諸
佛

皆
威
徳
　
羅
漢
皆
断
満
以
此
誠
実
言
願
我
成
吉
祥
」
は
棟
札
に
よ
く
用
い

ら
れ
る
句
で
あ
り
、
仏
式
で
多
用
さ
れ
る
と
い
う
報
告
が
あ
る
（
財
団
法

人
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
　
一
九
八
九
）。

　
№
15
は
萩
原
稲
荷
神
社
明
治
七
年
遷
宮
棟
札
で
あ
る
。
裏
面
の
「
吐
普

加
身
依
身
多
女
波
羅
伊
玉
意
」
は
「
と
お
か
み
え
み
た
ま
え
　
は
ら
い
た

ま
え
」
と
祝
詞
の
一
部
で
あ
る
。

　
№
18
は
呪
符
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
に
は
、
上
部
中
央
に
金
剛
界
大
日
如

来
の
種
子
バ
ン
を
縦
方
向
に
二
字
、
そ
の
左
に
弁
財
天
の
種
子
サ
、
右
に

も
梵
字
（
不
明
）
を
配
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
外
側
に
は
結
界
を
表
す
と

い
う
記
号
「

」
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
下
に
は
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」

の
五
文
字
が
配
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
「
鬼

々
如
律
令

」
と
続
い
て
い
る
。「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
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古
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る
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吉
右
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
屋
根
葺
棟
梁
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
幡
治

253

５
　
八
幡
宮
棟
札
５

（
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
光
德
院

　
聖
主
天
中
天
　
迦
陵
頻
伽
聲
　
　
天
台
沙
門
釋
信
貤

卍
奉
屋
根
賛
八
幡
宮
天
下
泰
平
国
家
全
武
運
長
久
攸

　
哀
眠
諸
衆
生
　
我
等
今
敬
禮
　
　
　
信
心
大
檀
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
童
右
近
之
助
源
頼
宣
　
敬
白

（
裏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
立
人

　
　
ボ
ロ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
地
大
右
衛
門
　
伊
藤
直
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
場
一
学
　
長
谷
川
太
宮
　
　
　
　
　
三
橋
徳
右
衛
門

安
政
三
辰
歳
三
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
滝
口
　
溓
　
伊
藤
運
作
　
　
　
棟
梁
　
佐
々
木
勘
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
吉

　
　
シ
リ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
平

６
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
１

（
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
寛
延
四
辛
未
天
　
別
當
光
徳
院
　
　
　
　
　
大
工
仙
臺
新
傳
馬
丁
勘
四
郎

　
聖
主
天
中
天
迦
陵
頻
伽
聲
　
　
　
　
　
　
　
天
台
沙
門
亮
専
　
木
挽
宮
城
松
ヶ
濱

　
喜
惣
兵
衛

卍
奉
造
立
喜
太
郎
宮
一
宇
一
天
静
謐
四
海
泰
平
武
運
長
久
祈
所

　
哀
眠
諸
衆
生
我
等
今
敬
禮
　
　
　
信
心
願
主
源
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
立
　
鎌
田
善
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
廿
八
日
　
　
　
　
天
童
頼
根
　
敬
白
　
　
　
　
　
　
　
同
　
佐
藤
七
兵
衛

（
裏
）
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254

７
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
２

（
表
）

　
　
　
　
　
　
　
文
政
十
一
年
　
別
當
光
徳
院

　
聖
主
天
中
天
迦
陵
頻
伽
聲
　
　
　
天
台
沙
門
雄
玄

卍
奉
造
立
喜
太
郎
宮
天
下
泰
平
武
運
長
久
祈
所

　
哀
眠
諸
衆
生
我
等
今
敬
禮
　
　
　
願
主
源
氏

　
　
　
　
　
　
　
三
月
廿
八
日
　
　
　
　
天
童
頼
益
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
白

（
裏
）

ボ
ロ
ン

８
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
３
　

（
表
）

　
　
　
　
　
　
天
保
十
三
壬
寅
天
　
　
　
別
當
光
徳
院

　
聖
主
天
中
天
迦
陵
頻
伽
聲
　
　
　
　
　
　
　
天
台
沙
門
大
僧
都
法
印
常
俊

卍
奉
屋
根
替
正
一
位
喜
太
郎
稲
荷
社
一
宇
一
天
静
謐
國
泰
民
安
武
運
長
久
祈
攸

　
哀
眠
衆
生
者
我
等
令
敬
禮
　
　
　
　
大
檀
那

　
　
　
　
　
　
　
三
月
二
十
四
日
　
　
　
　
天
童
右
近
介
源
頼
益
敬
白

（
裏
）

ボ
ロ
ン
　
シ
リ
ー
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９
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
４

（
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
当
光
徳
院

　
聖
主
天
中
天
　
迦
陵
頻
伽
聲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
台
沙
門
釋
信
貤

卍
奉
再
建
喜
太
郎
宮
屋
根
賛
天
下
泰
平
国
家
安
全
武
運
長
久
攸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
心
大
檀
主

　
哀
眠
諸
衆
生
　
我
等
今
敬
禮
　
　
　
　
天
童
右
近
之
助
源
頼
宣
　
敬
白

（
裏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
立
人

　
ボ
ロ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
地
大
右
衛
門
　
伊
藤
直
衛
　
　
　
　
黒
田
惣
治

安
政
三
辰
歳
三
月
廿
七
日
　
　
　
馬
場
一
学
　
　
　
長
谷
川
大
宮
　
　
棟
梁
　

　
シ
リ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滝
口
　
　
溓
　
　
伊
藤
運
作
　
　
　
　
西
村
屋
栄
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
苅
郡
蔵
　
　
　
只
野
織
衛
　
　
　
　
桝
屋
信
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
新
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
新
助
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７
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
２

（
表
）

　
　
　
　
　
　
　
文
政
十
一
年
　
別
當
光
徳
院

　
聖
主
天
中
天
迦
陵
頻
伽
聲
　
　
　
天
台
沙
門
雄
玄

卍
奉
造
立
喜
太
郎
宮
天
下
泰
平
武
運
長
久
祈
所

　
哀
眠
諸
衆
生
我
等
今
敬
禮
　
　
　
願
主
源
氏

　
　
　
　
　
　
　
三
月
廿
八
日
　
　
　
　
天
童
頼
益
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
白

（
裏
）

ボ
ロ
ン

８
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
３
　

（
表
）

　
　
　
　
　
　
天
保
十
三
壬
寅
天
　
　
　
別
當
光
徳
院

　
聖
主
天
中
天
迦
陵
頻
伽
聲
　
　
　
　
　
　
　
天
台
沙
門
大
僧
都
法
印
常
俊

卍
奉
屋
根
替
正
一
位
喜
太
郎
稲
荷
社
一
宇
一
天
静
謐
國
泰
民
安
武
運
長
久
祈
攸

　
哀
眠
衆
生
者
我
等
令
敬
禮
　
　
　
　
大
檀
那

　
　
　
　
　
　
　
三
月
二
十
四
日
　
　
　
　
天
童
右
近
介
源
頼
益
敬
白

（
裏
）

ボ
ロ
ン
　
シ
リ
ー
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９
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
４

（
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
当
光
徳
院

　
聖
主
天
中
天
　
迦
陵
頻
伽
聲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
台
沙
門
釋
信
貤

卍
奉
再
建
喜
太
郎
宮
屋
根
賛
天
下
泰
平
国
家
安
全
武
運
長
久
攸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
心
大
檀
主

　
哀
眠
諸
衆
生
　
我
等
今
敬
禮
　
　
　
　
天
童
右
近
之
助
源
頼
宣
　
敬
白

（
裏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
立
人

　
ボ
ロ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
地
大
右
衛
門
　
伊
藤
直
衛
　
　
　
　
黒
田
惣
治

安
政
三
辰
歳
三
月
廿
七
日
　
　
　
馬
場
一
学
　
　
　
長
谷
川
大
宮
　
　
棟
梁
　

　
シ
リ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滝
口
　
　
溓
　
　
伊
藤
運
作
　
　
　
　
西
村
屋
栄
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
苅
郡
蔵
　
　
　
只
野
織
衛
　
　
　
　
桝
屋
信
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
新
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
新
助
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256

10
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
５
　

（
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
髙
橋
正
保

　
　
爾
時
明
治
七
甲
戌
年
　
　
　
祭
主
　
同
　
貞
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沼

（
カ
）田

龍
喜

奉
遷
宮
喜
太
郎
神
社
屋
根
替
國
家
安
全
子
孫
槃

（
カ
）昌

　
　
旧
暦
三
月
二
十
有
八
日
　
　
天
童
源
頼
永
謹
言

（
裏
）

世
話
人

　
　
　
最
上
左
七
良
　
　
今
野
新
之
丞

　
　
　
菊
地
祐
三
良
　
　
滝
口
吾
郎
左
衛
門
　

　
　
　
馬
場
勝
衛
　
　
　
菅
谷
文
右
衛
門
　

　
　
　
渡
邉
兵
吉
　
　
　
滝
口
与
想
治

　
　
　
伊
藤
武
治
　
　
　
屋
根
工
塩
釜
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
邊
喜
太
良
謹
白
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

11
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
勧
請
札
　

（
表
）

　
　
　
　
　
　
羽
州
天
童
中
町

正
一
位
稲
荷
大
明
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當

（
裏
）

宝
暦
已
卯
稔
臘
月
六
日

　
　
　
　
　天
童
中
町
組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
右
衛
門

以
飛
脚
勝

（
カ
）
幷
□
上
書
到
来
ス
　
　
　
　
同
百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
兵
衛

正
一
位
号
顕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頭
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
惣
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

257

12
　
萩
原
神
社
棟
札
１

（
表
）

對
　
　
元
禄
元
年
　
　
施
主
岩
渕
茂
兵
衛

△
　
稲
荷
大
明
神
　
　
　
　
　
　
　
大
工
　
佐
左
右
衛

對
　
　
八
月
十
日
　
　
別
當
常
樂
院

（
裏
）

文
政
十
一
年
迠
百
四
十
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ル

13
　
萩
原
神
社
棟
札
２

（
表
）

　
大
旦
那
大
梵
天
王
　
元
文
二
丁
巳
天
　
　
遷
宮
師
　
栄
覚
法
印

　
聖
主
天
中
天
　
　
　
　
　
　
　
　
大
工
　
米
蔵
　
金
右
衛
門

　
迦
陵
頻
伽
聲
　
　
　
　
　
　
　
　
木
挽
　
長
三
郎

卍
奉
再
興
稲
荷
大
明
神
宮
一
宇
當
村
繁
昌

　
哀
愍
衆
生
者
　
　
勧
進
者
帝
釈
天
王

　
我
等
今
敬
禮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當

　
普
賢
行
願
皆
令
満
足
　
十
月
廿
九
日
　
　
喜
宝
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
裏
）

　
　
一
切
日
皆
善
一
切
宿
皆
賢
諸
佛
皆
威
徳

バ
ン

　
　
羅
漢
皆
断
満
以
此
誠
實
言
願
我
成
吉
祥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
政
十
一
子
年
マ
テ
九
十
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ル
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256

10
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
棟
札
５
　

（
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
髙
橋
正
保

　
　
爾
時
明
治
七
甲
戌
年
　
　
　
祭
主
　
同
　
貞
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沼

（
カ
）田

龍
喜

奉
遷
宮
喜
太
郎
神
社
屋
根
替
國
家
安
全
子
孫
槃

（
カ
）昌

　
　
旧
暦
三
月
二
十
有
八
日
　
　
天
童
源
頼
永
謹
言

（
裏
）

世
話
人

　
　
　
最
上
左
七
良
　
　
今
野
新
之
丞

　
　
　
菊
地
祐
三
良
　
　
滝
口
吾
郎
左
衛
門
　

　
　
　
馬
場
勝
衛
　
　
　
菅
谷
文
右
衛
門
　

　
　
　
渡
邉
兵
吉
　
　
　
滝
口
与
想
治

　
　
　
伊
藤
武
治
　
　
　
屋
根
工
塩
釜
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
邊
喜
太
良
謹
白
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

11
　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
勧
請
札

　

（
表
）

　
　
　
　
　
　
羽
州
天
童
中
町

正
一
位
稲
荷
大
明
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當

（
裏
）

宝
暦
已
卯
稔
臘
月
六
日

　
　
　
　
　天
童
中
町
組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
右
衛
門

以
飛
脚
勝

（
カ
）
幷
□
上
書
到
来
ス
　
　
　
　
同
百
姓
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
兵
衛

正
一
位
号
顕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頭
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
惣
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

257

12
　
萩
原
神
社
棟
札
１

（
表
）

對
　
　
元
禄
元
年
　
　
施
主
岩
渕
茂
兵
衛

△
　
稲
荷
大
明
神
　
　
　
　
　
　
　
大
工
　
佐
左
右
衛

對
　
　
八
月
十
日
　
　
別
當
常
樂
院

（
裏
）

文
政
十
一
年
迠
百
四
十
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ル

13
　
萩
原
神
社
棟
札
２

（
表
）

　
大
旦
那
大
梵
天
王
　
元
文
二
丁
巳
天
　
　
遷
宮
師
　
栄
覚
法
印

　
聖
主
天
中
天
　
　
　
　
　
　
　
　
大
工
　
米
蔵
　
金
右
衛
門

　
迦
陵
頻
伽
聲
　
　
　
　
　
　
　
　
木
挽
　
長
三
郎

卍
奉
再
興
稲
荷
大
明
神
宮
一
宇
當
村
繁
昌

　
哀
愍
衆
生
者
　
　
勧
進
者
帝
釈
天
王

　
我
等
今
敬
禮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當

　
普
賢
行
願
皆
令
満
足
　
十
月
廿
九
日
　
　
喜
宝
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
裏
）

　
　
一
切
日
皆
善
一
切
宿
皆
賢
諸
佛
皆
威
徳

バ
ン

　
　
羅
漢
皆
断
満
以
此
誠
實
言
願
我
成
吉
祥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
政
十
一
子
年
マ
テ
九
十
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ル
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14
　
萩
原
神
社
棟
札
３

（
表
）

　
大
檀
那
大
梵
天
王
　
　
　
　
　
遷
宮
師
　
明
性
院
宥
盛
法
印

　
聖
主
天
中
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
工
　
久
右
衛
門

　
迦
陵
頻
伽
聲
　
文
政
十
一
子
天
　
　
　
　
　
　
木
挽
　
長
右
衛
門

卍
奉
再
建
萩
原
稲
荷
大
明
神
宮
殿
一
宇

　
哀
愍
衆
生
者
　
十
二
月
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭

　
我
等
今
敬
礼
　
　
　
　
　
　
村
中
安
全
諸
災
悉
除
　
　
門
蔵

　
普
賢
行
願
皆
令
満
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
宝
院

（
裏
）

　
　
　
一
切
日
皆
善
一
切
宿
皆
賢
諸
佛
皆
威
徳

バ
ン
　
奉
納
鳥
居
一
宇
村
中
安
穏
之
攸
　
　
　
　
　

　
　
　
羅
漢
皆
断
満
以
此
誠
実
言
願
我
成
吉
祥

15
　
萩
原
神
社
棟
札
４

（
表
）

　
明
治
七
申
戌
天
　
　
　
大
工
　
早
川
養
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
話
人
　
大
場
舛
蔵

奉
遷
宮
萩
原
稲
荷
神
社
　
　
謹芙

須言
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
田
口毛

□惣
右
エ
門

　
旧
八
月
十
九
日
　
　
伍
長
大
場
良
助

（
裏
）

吐
普
加
身
依
身
多
女
波
羅
伊
玉
意

259

16
　
萩
原
神
社
寄
進
札
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
表
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
裏
）

　
文
政
十
一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同

一
金
壱
切
半
　
　
　
嘉
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
□

一
同
壱
切
小
弐
朱
　
常
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
□

一
〃
壱
切
　
　
　
　
門
蔵
　

一
〃
壱
切
弐
百
文
　
傳
十
郎
　

一
〃
壱
切
弐
百
文
　
惣
四
郎
　

一
〃
壱
切
　
　
　
　
庄
太
郎
　

一
〃
壱
切
　
　
　
　
喜
兵
衛
　

一
〃
半
切
弐
百
文
　
松
之
助
　

一
〃
半
切
　
　
大
工
久
右
衛
門
　

一
〃
弐
百
文
　
　
　
常
右
衛
門
　

一
〃
弐
百
文
　
　
菅
野
利
八
　

一
〃
百
文
　
　
　
小
野
左
太
夫
　

一
〃
百
文
　
　
　
菅
野
源
右
衛
門
　

一
〃
百
文
　
　
　
宮
城
樂
治
　

一
〃
百
文
　
　
　
小
野
左
太
吉
　

一
〃
百
文
　
　
　
下
妻
仁
兵
衛
　

一
〃
百
文
　
　
　
　
　
松
兵
衛
　

一
〃
弐
百
文
　
　
星
野
惣
太
夫
　

一
〃
六
拾
七
文
　
　
　
助
十
郎
　

一
〃
五
拾
文
　
　
大
石
勇
五
郎
　

一
〃
六
拾
七
文
　
　
　
元
右
衛
門
　

　
　
文
政
拾
年

　
　
　
　
十
二
月

　
　
　
　
　
　
御
世
話
人

　
嘉
吉

　
　
　
　
　
　
組
頭

　
　
　
門
蔵
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17
　
萩
原
神
社
寄
進
札
２

□
□
社
御
屋
根
施
主
人

一
金
壱
切
　
　
喜
□
太
夫

一
半
切
　
　
　
儀
三
郎

一
半
切
　
　
　
文
十
郎

一
半
切
　
　
　
与
五
右
衛
門

一
四
百
文
　
　
惣
右
衛
門

一
三
百
文
　
　
惣
兵
衛

一
三
百
文
　
　
四
郎
太
夫

一
弐
百
文
　
　
喜
太
夫

一
弐
百
文
　
　

右
衛
門

一
弐
百
文
　
　
□
信
左
衛
門

一
弐
百
文
　
　

吉

一
弐
百
文
　
　
一
し
ゆ
ん

一
百
文
　
　
　
□
左
衛
門

一
百
文
　
　
　
□
兵
衛

一
弐
拾
文
　
　
□
郎
太
夫

一
弐
拾
文
　
沼
田
利
左
衛
門

　
　
　
此
度
施
主
座
元

一
□
百
文
　
清
五
郎

　
　
　
別
當

　
　
　
　
　
常
樂
院
　

宝
暦
五
年

　
　
十
一
月

　
　
　
　
　
　
敬
白

宮
内

沼
向

沼
□
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18
　
萩
原
神
社
呪
符
　

（
表
）

甲
午
霜
月
吉
祥
且
　
行
法
主
　
頼
賢
菴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
嶋
御
嶌
（
花
押
）

家
門
鎮
静
諸
病

（
カ
）

退
除
諸
縁
吉
利
　
專
祈

　（裏
）

ボ
ー
ク
　
　
　
鬼
金

　
鬼
子
母
善
神
　
道
場
　
法
主
　
敬
白

バ
ン
　
バ
ン
　
木
土
水
鬼

々
如
律
令

ソ
　
　
　
　
　
鬼
火

　
毘
沙
門
天
王
三
五
王
子
守
護
攸
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262

19
　
不
磷
寺
墨
書
板

（
表
）

善
應
開
山
大
照
智
光
禅
師
通
玄
大
和
尚
　
　
　
　
　
三
住
妙
心
淨
智
普
鑑
禅
師
天
嶺
大
和
尚
　
　
　
前
住
永
安
妙
心
第
一
座
月
洲
圓
和
尚
禅
師

三
住
妙
心
大
機
圓
應
禅
師
洞
水
大
和
尚
　
　
　
　
　
永
安
四
世
前
住
妙
心
湛
堂
青
和
尚
大
禅
師
　
　
前
住
大
梅
妙
心
第
一
座
龍
水
魁
和
尚
禅
師

松
嶌
中
興
大
悲
圓
満
国
師
雲
居
大
和
尚
　
　
　
　
　
□
大
梅
前
住
妙
心
仙
林
廓
和
尚
大
禅
師
　
　
　
前
住
永
安
妙
心
第
一
座
太
髓
怳
和
尚
禅
師

松
嶋
開
山
法
身
性
西
禅
師
大
和
尚
　
　
　
　
　
　
　
永
安
三
世
妙
心
第
一
座
湖
山
鑑
和
尚
禅
師

百
丈
大
智
覚
照
弘
宗
妙
行
禅
師
大
和
尚
　
　
　
　
　
前
住
大
梅
妙
心
第
一
座
楞
峰
悟
和
尚
禅
師

震
旦
初
祖
菩
提
達
磨
圓
覺
大
師
大
和
尚
　
　
　
　
　
前
住
安
國
妙
心
第
一
座
雪
心
立
和
尚
禅
師

臨
儕
□
照
禅
師
義
玄
大
和
尚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
住
興
禅
妙
心
第
一
座
獨
運
妙
和
尚
禅
師

妙
心
開
山
本
有
圓
成
佛
心
覚
照
光
徳
勝
妙
国
師
　
　
前
住
乾
徳
妙
心
第
一
座
普
門
梁
和
尚
禅
師

瑞
龍
開
山
大
興
心
宗
禅
師
悟
渓
大
和
尚
　
　
　
　
　
前
住
瑞
松
妙
心
第
一
座
永
州
淳
和
尚
禅
師

□
□
開
基
木
源
自
照
禅
師
一
宙
大
和
尚
　
　
　
　
　
前
住
安
国
妙
心
第
一
座
貫
宗
一
和
尚
禅
師

前
瑞
巌
妙
道
虚
玄
禅
師
鵬
雲
大
和
尚
　
　
　
　
　
　
前
住
善
應
妙
心
第
一
座
施
□
聞
和
尚
禅
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
住
陽
徳
妙
心
第
一
座
関
林
禅
和
尚
禅
師

（
裏
）

　
　
　
佐
々
木
氏
寄
附
日
供
米
之
記

吾
隣
荘
有
居
士
姓
佐
佐
木
名
有
秀
者
素

大
藩
候
家
臣
世
家
来
也
居
士
姓
而
通
乎
地
理
以
能
察

國
之
風
土
其
少
　
官
吏
徴
司
乎
地
方
圖
繪
矣
爾
来
或

課
開
山
林
曠
野
於
田
圃
或
疏
決
取
漕
運
陳
粟
於
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佐 々 木 氏 寄 附 日 供 米 之 記

吾 隣 荘 有 居 士 姓 佐 佐 木 名 有 秀 者 素

大 藩 候 家 臣 世 家 来 也 居 士 姓 而 通 乎 地 理 以 能 察

國 之 風 土 其 少

　
官 吏 徴 司 乎 地 方 圖 繪 矣 爾 来 或

課 開 山 林 曠 野 於 田 圃 或 疏 決 取 漕 運 陳 粟 於 太 倉 之 江 隈

溝 □ 焉 血 理 不 達 而 其 叓 能 成 矣 實 竒 才 也

　
官 吏 加 賞 乃

山 荘 亦 恩 賜 也 居 士 有 二 子 兄 也 逸 才 而 傳 父 之 業 其 茅 名 俊 信 毎 侍

於 親 闈 定 省 篤 實 孝 行 夫 勤 矣 茲 今 丁 卯 孟 穐 之 月 聊 罹

微 恙 辞 世 法 名 月 嶺 道 □ 居 士 可 惜 二 十 六 星 霜 烏 有 乎 一 暁 陽 焉

老 居 士 哭 之 慟 矣 噫 天 哉 不 幸 也 □ 稱 同 也 先 顔 路 而 短 命 □ 也

先 仲 尼 而 逝 矣 浮 生 無 常 雖 聖 賢 亦 何 免 哉 而 如 父 於 子

固 無 賢 不 肖 居 士 且 節 哀 歟 一 日 居 士 之 親 族 大 石 氏 者 来

語 余 曰 居 士 哀 傷 之 餘 □ 議 謂 我 有 一 石 五 之 米 旦 不 去 乎

粗 糠 者 亦 三 石 許 乃 山 荘 所 産 也 我 老 矣 自 今 而 後 以 此 山 荘

□ 寄 附 隣 邑 不 磷 精 舎 為 常 住 物 而 永 修 於 俊 信 子 冥 福 也 可 乎

某 唯 唯 焉 蓋 尊 者 許 之 孔 華 予 良 久 曰 於 □ 居 士 一 念 発

起 永 劫 植 乎 徳 本 者 豈 小 因 縁 哉 且 為 舉 古 語 報 居 士 焉

慧 可 大 師 謂 信 施 一 粒 米 重 如 須 彌 山 今 此 石 未 日 炊 以 供 養

乎 真 如 實 際 常 住 三 宝 則 何 唯 為 厥 霊 位 荘 厳 報 土 耳 又

厥 現 在 父 母 六 親 眷 族 泪 一 切 衆 生 三 界 萬 霊 盡 以 枯 乎 一

味 平 等 之 息 供 矣 是 故 何 者 謂 信 萬 善 功 徳 之 母 也 教 曰

布 施 者 諸 大 菩 薩 六 度 行 門 最 第 一 而 萬 行 具 足 矣 又 須 達

長 者 於 祇 陀 林 経 営 精 舎 利 弗 曰 汝 始 於 経 営 而 天 上 宮

殿 成 立 汝 果 報 也 以 之 知 是 則 夫 布 施 行 門 者 今 世 後 世 有

為 無 為 不 二 之 福 田 而 證 入 無 上 菩 提 之 要 道 矣 於 虖

懿 哉 佛 大 聖 人 之 遺 教 也 居 士 能 護 持 焉 若 却 省 察

乎 施 心 起 何 處 則 如 上 元 来 剰 語 而 巳

　 　
維 旹

延 享 第 四 龍 集 丁 卯 穐 八 月 念 八 莢

　 　 　
東 奥 宮 城 郡 八 幡 邑 小 松 山 不 磷 禅 寺

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
住 持 比 丘 珍 光 林 記 焉
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課 開 山 林 曠 野 於 田 圃 或 疏 決 取 漕 運 陳 粟 於 太 倉 之 江 隈

溝 □ 焉 血 理 不 達 而 其 叓 能 成 矣 實 竒 才 也

　
官 吏 加 賞 乃

山 荘 亦 恩 賜 也 居 士 有 二 子 兄 也 逸 才 而 傳 父 之 業 其 茅 名 俊 信 毎 侍

於 親 闈 定 省 篤 實 孝 行 夫 勤 矣 茲 今 丁 卯 孟 穐 之 月 聊 罹

微 恙 辞 世 法 名 月 嶺 道 □ 居 士 可 惜 二 十 六 星 霜 烏 有 乎 一 暁 陽 焉

老 居 士 哭 之 慟 矣 噫 天 哉 不 幸 也 □ 稱 同 也 先 顔 路 而 短 命 □ 也

先 仲 尼 而 逝 矣 浮 生 無 常 雖 聖 賢 亦 何 免 哉 而 如 父 於 子

固 無 賢 不 肖 居 士 且 節 哀 歟 一 日 居 士 之 親 族 大 石 氏 者 来

語 余 曰 居 士 哀 傷 之 餘 □ 議 謂 我 有 一 石 五 之 米 旦 不 去 乎

粗 糠 者 亦 三 石 許 乃 山 荘 所 産 也 我 老 矣 自 今 而 後 以 此 山 荘

□ 寄 附 隣 邑 不 磷 精 舎 為 常 住 物 而 永 修 於 俊 信 子 冥 福 也 可 乎

某 唯 唯 焉 蓋 尊 者 許 之 孔 華 予 良 久 曰 於 □ 居 士 一 念 発

起 永 劫 植 乎 徳 本 者 豈 小 因 縁 哉 且 為 舉 古 語 報 居 士 焉

慧 可 大 師 謂 信 施 一 粒 米 重 如 須 彌 山 今 此 石 未 日 炊 以 供 養

乎 真 如 實 際 常 住 三 宝 則 何 唯 為 厥 霊 位 荘 厳 報 土 耳 又

厥 現 在 父 母 六 親 眷 族 泪 一 切 衆 生 三 界 萬 霊 盡 以 枯 乎 一

味 平 等 之 息 供 矣 是 故 何 者 謂 信 萬 善 功 徳 之 母 也 教 曰

布 施 者 諸 大 菩 薩 六 度 行 門 最 第 一 而 萬 行 具 足 矣 又 須 達

長 者 於 祇 陀 林 経 営 精 舎 利 弗 曰 汝 始 於 経 営 而 天 上 宮

殿 成 立 汝 果 報 也 以 之 知 是 則 夫 布 施 行 門 者 今 世 後 世 有

為 無 為 不 二 之 福 田 而 證 入 無 上 菩 提 之 要 道 矣 於 虖

懿 哉 佛 大 聖 人 之 遺 教 也 居 士 能 護 持 焉 若 却 省 察

乎 施 心 起 何 處 則 如 上 元 来 剰 語 而 巳

　 　
維 旹

延 享 第 四 龍 集 丁 卯 穐 八 月 念 八 莢

　 　 　
東 奥 宮 城 郡 八 幡 邑 小 松 山 不 磷 禅 寺

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
住 持 比 丘 珍 光 林 記 焉
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法
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若
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毎 

年
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第
六
章

　
八
幡
村
の
民
俗

一
　
八
幡
の
概
況

１
　
人
口
と
行
政
区

　
八
幡
地
域
に
は
、
八
幡
上
一
・
八
幡
上
二
・
八
幡
下
一
・
八
幡
下
二
・
八
幡
沖
・
桜
木

東
・
桜
木
中
・
桜
木
南
・
桜
木
北
の
各
行
政
区
が
あ
る
。
こ
の
地
域
の
人
口
は
平
成

二
七
（
二
〇
一
五
）
年
二
月
二
八
日
（
１
）
時
点
で
九
四
〇
七
人
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
同
じ
月
の
多
賀
城
市
全
体
の
人
口
の
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
（
２
）。
こ

の
中
で
も
、
八
幡
上
一
・
八
幡
下
一
・
八
幡
下
二
・
八
幡
沖
の
四
つ
の
行
政
区
に
数
世

代
前
か
ら
の
古
い
家
が
集
ま
っ
て
お
り
、
神
社
や
寺
院
、
小
祠
、
石
碑
な
ど
の
多
く

が
こ
の
地
域
に
存
在
し
て
い
る
。

八幡の世帯数と人口（平成 27 年２月 28 日時点）

（「住民基本台帳人口集計表（行政区別）」を基に作成）

0 1000m

八幡沖 桜木東
八幡上二

八幡上一

桜木北八幡下二

桜木中

桜木南

八幡下一

八幡の行政区

男 女 計
八幡上一 501 615 647 1262
八幡上二 540 639 620 1259
八幡下一 195 229 240 469
八幡下二 411 431 407 838
八幡沖 419 496 485 981
桜木東 303 369 336 705
桜木中 419 431 447 878
桜木南 403 513 417 930
桜木北 897 1050 1035 2085

計 4088 4773 4634 9407

世帯数
人　口
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幡
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八
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幡
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一
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八
幡
下
二
・
八
幡
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・
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・
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木
中
・
桜
木
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・
桜
木
北
の
各
行
政
区
が
あ
る
。
こ
の
地
域
の
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口
は
平
成

二
七
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一
五
）
年
二
月
二
八
日
（
１
）
時
点
で
九
四
〇
七
人
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
同
じ
月
の
多
賀
城
市
全
体
の
人
口
の
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
（
２
）。
こ

の
中
で
も
、
八
幡
上
一
・
八
幡
下
一
・
八
幡
下
二
・
八
幡
沖
の
四
つ
の
行
政
区
に
数
世

代
前
か
ら
の
古
い
家
が
集
ま
っ
て
お
り
、
神
社
や
寺
院
、
小
祠
、
石
碑
な
ど
の
多
く

が
こ
の
地
域
に
存
在
し
て
い
る
。

八幡の世帯数と人口（平成 27 年２月 28 日時点）

（「住民基本台帳人口集計表（行政区別）」を基に作成）
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２
　
屋

　
号

   
八
幡
で
は
、
現
在
で
も
多
く
の
屋
号
が
使
わ
れ
て
い
る
。
メ
ノ
イ
（
前
の
家
）、

ニ
シ
ノ
イ
（
西
の
家
）
と
い
っ
た
屋
敷
の
位
置
関
係
を
示
す
も
の
が
最
も
多
く
、
同

じ
屋
号
が
数
軒
あ
る
場
合
も
あ
る
。
ア
ブ
ラ
ヤ
（
油
屋
）、コ
ナ
ヤ
（
粉
屋
）
と
い
っ

た
家
業
を
示
す
も
の
や
、カ
エ
モ
ン
ヤ（
嘉
右
衛
門
屋
）、タ
ロ
ベ
エ
ヤ（
太
郎
兵
衛
屋
）

と
い
っ
た
先
祖
の
名
前
が
付
い
た
も
の
な
ど
も
あ
り
、
カ
エ
モ
ン
ヤ
な
ど
は
、
代
々

嘉
右
衛
門
を
名
乗
っ
た
家
で
あ
る
た
め
に
そ
う
呼
ば
れ
る
と
い
う
。

　
以
下
の
屋
号
は
、
平
成
二
六(
二
〇
一
四
）
年
度
の
調
査
で
収
集
で
き
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
他
に
も
ま
だ
い
く
つ
か
の
屋
号
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
・
ア
ブ
ラ
ヤ
（
油
屋
）                     

　
・
イ
シ
ヅ
カ
（
石
塚
）                      

　
・
ウ
エ
ノ
イ
（
上
の
家
）                

　
・
オ
キ
ノ
イ
（
沖
の
井
）                   

　
・
オ
キ
ノ
イ
シ
（
沖
の
石
）                

　
・
オ
メ
ノ
イ
（
御
前
の
家
）              

　
・
オ
カ
メ
イ
（
御
上
の
家
）                

　
・
カ
エ
モ
ン
ヤ
（
嘉
右
衛
門
屋
）         

　
・
ガ
ケ
（
崖
）                                 

　
・
カ
ド
ノ
イ
（
角
の
家
）                     

　
・
カ
ミ
サ
マ
（
神
様
）                      

　
・
カ
ラ
（
河
原
）                             

　
・
キ
ク
チ
ヤ
（
菊
地
屋
）                  

　
・
コ
ナ
ヤ
（
粉
屋
）                                               

　
・
ス
ナ
ッ
パ
（
砂
場
）                        

　
・
ダ
イ
シ
ョ
ウ
デ
ン
（
大
小
田
）

　
・
タ
ッ
パ
タ
（
田
辺
） 

　
・
タ
テ
ノ
イ
（
館
の
家
）

　
・
タ
ロ
ベ
エ
ヤ
（
太
郎
兵
衛
屋
）

　
・
ト
ウ
フ
ヤ
（
豆
腐
屋
）

　
・
ト
ナ
リ
（
隣
）

　
・
ナ
カ
ノ
イ
（
中
の
家
）

　
・
ニ
シ
ノ
イ
（
西
の
家
）

　
・
ハ
シ
モ
ト
（
橋
本
）

　
・
ヒ
ガ
シ
（
東
）

　
・
ヒ
ガ
シ
ッ
パ
ラ
（
東
原
）

　
・
ヒ
ガ
シ
ノ
イ
（
東
の
家
）

　
・
メ
ノ
イ
（
前
の
家
）

　
・
ヤ
チ
ノ
イ
エ
（
谷
地
の
家
）

　
・
ヤ
マ
ッ
コ
（
山
っ
こ
）                           

　
・
ヨ
シ
ノ
ヤ
（
よ
し
の
屋
）

３
　
天
童
家
と
八
幡

　
天
童
家
は
準
一
家
の
家
格
を
持
つ
伊
達
家
の
家
臣
で
あ
り
、
八
幡
に
所
領
を
与
え

ら
れ
て
い
た
。
元
々
は
出
羽
国
天
童
城
主
で
あ
っ
た
が
、
最
上
氏
と
の
戦
い
に
敗

れ
、
家
臣
を
連
れ
て
関
山
峠
を
越
え
、
宮
城
郡
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
風
土
記

御
用
書
出
に
よ
る
と
、
天
童
家
の
八
幡
村
拝
領
は
慶
長
年
間
の
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の

後
宝ほ

う
こ
く
じ

国
寺
は
天
童
家
の
菩
提
寺
と
な
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
天
童
家
と
深
い
関
わ
り

が
あ
る
。
宝
国
寺
の
他
に
も
、
天
童
家
の
氏
神
で
あ
る
喜
太
郎
稲
荷
神
社
や
天
童
家

299

墓
所
な
ど
、
八
幡
に
は
天
童
家
に
縁
の
あ
る
場
所
が
点
在
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
先
代
の
当
主
の
時
代
ま
で
は
、
天
童
家
と
旧
家
臣
の
家
で
組
織
さ
れ
た
契

約
講
が
あ
り
、清
和
契
約
会
や
ダ
ン
ポ
契
約
の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
た
。八
幡
の
人
々

に
と
っ
て
天
童
家
は
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、昭
和
二
（
一
九
二
七
）

年
生
ま
れ
の
話
者
が
子
ど
も
の
頃
は
、
天
童
家
の
当
主
は
「
わ
こ
さ
ま
」
と
呼
ば
れ

敬
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
地
域
の
結
婚
式
な
ど
の
際
に
も
、
天
童
家
の
当
主
が
よ
く

招
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

４
　
海
軍
工
廠
と
沖
区

　
沖
区
は
中
谷
地
・
宮
内
・
原
の
三
村
落
か
ら
成
り
、
現
在
の
桜
木
南
地
区
か
ら
桜

木
東
地
区
に
あ
っ
た
地
区
で
あ
る
。
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
、
海
軍
工
廠
建
設

の
た
め
に
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
沖
区
の
人
々
は
土
地
を
求
め
て
各
地
へ
と
移
っ

て
行
っ
た
。
そ
の
一
部
は
八
幡
に
集
団
移
転
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
沖
区
か
ら
移
転
し
て
き
た
人
々
は
、
中
谷
地
・
宮
内
・
原
ご
と
に
あ
る
程
度
ま
と

ま
っ
て
居
を
構
え
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
移
転
し
て
き
た
世
帯
に
よ
っ
て
契
約
講
が
組

織
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
契
約
講
の
加
入
世
帯
に
よ
っ
て
そ
の
他
の
講
も
組
織
さ
れ
る

な
ど
、元
沖
区
の
住
民
の
暮
ら
し
は
、現
在
で
も
こ
の
三
村
落
の
存
在
が
基
盤
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
沖
区
が
な
く
な
っ
た
現
在
で
も
、
中
谷
地
・
宮
内
・
原
の
呼

称
が
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
、
中
谷
地
・
宮
内
・

原
と
い
う
用
語
が
頻
繁
に
出
て
く
る
が
、
そ
れ
ら
は
中
谷
地
・
宮
内
・
原
に
住
ん
で

い
た
人
々
、
そ
の
家
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
用
い
て
い
る
。

八幡への移転世帯数

中谷地　・・・　44 世帯中 17 世帯

宮　内　・・・　26 世帯中 18 世帯

　原　　・・・　18 世帯中 14 世帯

『多賀城市史 ２　近世・近現代』

 p.360 のデータより

移転前の沖区とされる写真
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２
　
屋

　
号

   

八
幡
で
は
、
現
在
で
も
多
く
の
屋
号
が
使
わ
れ
て
い
る
。
メ
ノ
イ
（
前
の
家
）、

ニ
シ
ノ
イ
（
西
の
家
）
と
い
っ
た
屋
敷
の
位
置
関
係
を
示
す
も
の
が
最
も
多
く
、
同

じ
屋
号
が
数
軒
あ
る
場
合
も
あ
る
。
ア
ブ
ラ
ヤ
（
油
屋
）、コ
ナ
ヤ
（
粉
屋
）
と
い
っ

た
家
業
を
示
す
も
の
や
、カ
エ
モ
ン
ヤ（
嘉
右
衛
門
屋
）、タ
ロ
ベ
エ
ヤ（
太
郎
兵
衛
屋
）

と
い
っ
た
先
祖
の
名
前
が
付
い
た
も
の
な
ど
も
あ
り
、
カ
エ
モ
ン
ヤ
な
ど
は
、
代
々

嘉
右
衛
門
を
名
乗
っ
た
家
で
あ
る
た
め
に
そ
う
呼
ば
れ
る
と
い
う
。

　
以
下
の
屋
号
は
、
平
成
二
六(

二
〇
一
四
）
年
度
の
調
査
で
収
集
で
き
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
他
に
も
ま
だ
い
く
つ
か
の
屋
号
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
・
ア
ブ
ラ
ヤ
（
油
屋
）                     

　
・
イ
シ
ヅ
カ
（
石
塚
）                      

　
・
ウ
エ
ノ
イ
（
上
の
家
）                

　
・
オ
キ
ノ
イ
（
沖
の
井
）                   

　
・
オ
キ
ノ
イ
シ
（
沖
の
石
）                

　
・
オ
メ
ノ
イ
（
御
前
の
家
）              

　
・
オ
カ
メ
イ
（
御
上
の
家
）                

　
・
カ
エ
モ
ン
ヤ
（
嘉
右
衛
門
屋
）         

　
・
ガ
ケ
（
崖
）                                 

　
・
カ
ド
ノ
イ
（
角
の
家
）                     

　
・
カ
ミ
サ
マ
（
神
様
）                      

　
・
カ
ラ
（
河
原
）                             

　
・
キ
ク
チ
ヤ
（
菊
地
屋
）                  

　
・
コ
ナ
ヤ
（
粉
屋
）                                               

　
・
ス
ナ
ッ
パ
（
砂
場
）                        

　
・
ダ
イ
シ
ョ
ウ
デ
ン
（
大
小
田
）

　
・
タ
ッ
パ
タ
（
田
辺
） 

　
・
タ
テ
ノ
イ
（
館
の
家
）

　
・
タ
ロ
ベ
エ
ヤ
（
太
郎
兵
衛
屋
）

　
・
ト
ウ
フ
ヤ
（
豆
腐
屋
）

　
・
ト
ナ
リ
（
隣
）

　
・
ナ
カ
ノ
イ
（
中
の
家
）

　
・
ニ
シ
ノ
イ
（
西
の
家
）

　
・
ハ
シ
モ
ト
（
橋
本
）

　
・
ヒ
ガ
シ
（
東
）

　
・
ヒ
ガ
シ
ッ
パ
ラ
（
東
原
）

　
・
ヒ
ガ
シ
ノ
イ
（
東
の
家
）

　
・
メ
ノ
イ
（
前
の
家
）

　
・
ヤ
チ
ノ
イ
エ
（
谷
地
の
家
）

　
・
ヤ
マ
ッ
コ
（
山
っ
こ
）                           

　
・
ヨ
シ
ノ
ヤ
（
よ
し
の
屋
）

３
　
天
童
家
と
八
幡

　
天
童
家
は
準
一
家
の
家
格
を
持
つ
伊
達
家
の
家
臣
で
あ
り
、
八
幡
に
所
領
を
与
え

ら
れ
て
い
た
。
元
々
は
出
羽
国
天
童
城
主
で
あ
っ
た
が
、
最
上
氏
と
の
戦
い
に
敗

れ
、
家
臣
を
連
れ
て
関
山
峠
を
越
え
、
宮
城
郡
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
風
土
記

御
用
書
出
に
よ
る
と
、
天
童
家
の
八
幡
村
拝
領
は
慶
長
年
間
の
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の

後
宝ほ

う
こ
く
じ

国
寺
は
天
童
家
の
菩
提
寺
と
な
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
天
童
家
と
深
い
関
わ
り

が
あ
る
。
宝
国
寺
の
他
に
も
、
天
童
家
の
氏
神
で
あ
る
喜
太
郎
稲
荷
神
社
や
天
童
家
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墓
所
な
ど
、
八
幡
に
は
天
童
家
に
縁
の
あ
る
場
所
が
点
在
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
先
代
の
当
主
の
時
代
ま
で
は
、
天
童
家
と
旧
家
臣
の
家
で
組
織
さ
れ
た
契

約
講
が
あ
り
、清
和
契
約
会
や
ダ
ン
ポ
契
約
の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
た
。八
幡
の
人
々

に
と
っ
て
天
童
家
は
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、昭
和
二
（
一
九
二
七
）

年
生
ま
れ
の
話
者
が
子
ど
も
の
頃
は
、
天
童
家
の
当
主
は
「
わ
こ
さ
ま
」
と
呼
ば
れ

敬
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
地
域
の
結
婚
式
な
ど
の
際
に
も
、
天
童
家
の
当
主
が
よ
く

招
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

４
　
海
軍
工
廠
と
沖
区

　
沖
区
は
中
谷
地
・
宮
内
・
原
の
三
村
落
か
ら
成
り
、
現
在
の
桜
木
南
地
区
か
ら
桜

木
東
地
区
に
あ
っ
た
地
区
で
あ
る
。
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
、
海
軍
工
廠
建
設

の
た
め
に
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
沖
区
の
人
々
は
土
地
を
求
め
て
各
地
へ
と
移
っ

て
行
っ
た
。
そ
の
一
部
は
八
幡
に
集
団
移
転
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
沖
区
か
ら
移
転
し
て
き
た
人
々
は
、
中
谷
地
・
宮
内
・
原
ご
と
に
あ
る
程
度
ま
と

ま
っ
て
居
を
構
え
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
移
転
し
て
き
た
世
帯
に
よ
っ
て
契
約
講
が
組

織
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
契
約
講
の
加
入
世
帯
に
よ
っ
て
そ
の
他
の
講
も
組
織
さ
れ
る

な
ど
、元
沖
区
の
住
民
の
暮
ら
し
は
、現
在
で
も
こ
の
三
村
落
の
存
在
が
基
盤
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
沖
区
が
な
く
な
っ
た
現
在
で
も
、
中
谷
地
・
宮
内
・
原
の
呼

称
が
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
、
中
谷
地
・
宮
内
・

原
と
い
う
用
語
が
頻
繁
に
出
て
く
る
が
、
そ
れ
ら
は
中
谷
地
・
宮
内
・
原
に
住
ん
で

い
た
人
々
、
そ
の
家
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
用
い
て
い
る
。

八幡への移転世帯数

中谷地　・・・　44 世帯中 17 世帯

宮　内　・・・　26 世帯中 18 世帯

　原　　・・・　18 世帯中 14 世帯

『多賀城市史 ２　近世・近現代』

 p.360 のデータより

移転前の沖区とされる写真
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沖区の住居図

『多賀城市史 ２　近世・近現代』pp.355-356 の地図を加工
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二
　
人
々
の
つ
な
が
り

１
　
契
約
講
　

　
契
約
講
は
東
北
地
方
を
中
心
に
分
布
し
、
ム
ラ
の
生
活
の
様
々
な
場
面
で
機
能

す
る
相
互
扶
助
の
組
織
で
あ
る
。
八
幡
で
は
、
ケ
イ
ヤ
ク
コ
ウ
（
契
約
講
）、
ケ
イ

ヤ
ク
カ
イ
（
契
約
会
）、
ケ
イ
ヤ
ク
（
契
約
）
な
ど
と
呼
ば
れ
、
現
在
も
活
動
を
続

け
て
い
る
も
の
、
す
で
に
解
散
し
た
も
の
を
合
わ
せ
て
八
つ
の
契
約
講
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、同
じ
地
域
で
集
ま
っ
た
地
域
的
な
も
の
と
、本
家
・

分
家
・
先
祖
の
身
分
な
ど
の
違
い
で
集
ま
っ
た
階
層
的
な
も
の
と
が
あ
り
、
八
幡

の
人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
基
本
的
な
単
位
と
な
っ
て
き
た
。
主
な
活
動
が
葬
儀
の

補
助
で
あ
っ
た
た
め
、
火
葬
の
普
及
や
葬
儀
社
に
よ
る
葬
儀
の
浸
透
と
と
も
に
解

散
し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
現
在
も
続
く
旧
沖
区
か
ら
移
転
し
て

き
た
人
々
に
よ
る
三
つ
の
契
約
講
や
、
近
年
ま
で
活
動
を
続
け
て
い
た
清
和
契
約

会
で
は
、
講
員
が
互
い
の
関
係
性
を
確
認
し
、
深
め
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

(1)
現
在
も
活
動
を
続
け
て
い
る
契
約
講

①
　
中
谷
地
契
約
講

旧
沖
区
の
中
谷
地
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
世
帯
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
六
年
時
点
で
は
一
六
世
帯
が
加
入
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
世
帯
は
萩
原
神

社
の
氏
子
で
も
あ
る
。
契
約
講
に
は
講
長
・
副
講
長
・
会
計
・
ト
ウ
バ
ン
ヤ
ド
（
当

番
宿
）
が
置
か
れ
、
講
長
は
講
を
取
り
ま
と
め
、
契
約
講
で
所
有
し
て
い
る
名
簿

や
記
録
を
管
理
し
て
い
る
。
ト
ウ
バ
ン
ヤ
ド
は
、
地
蔵
祭
や
萩
原
神
社
の
例
祭
の

準
備
を
担
当
す
る
。
こ
の
契
約
講
の
講
員
は
移
転
前
に
四
一
世
帯
だ
っ
た
が
、
移

転
直
後
の
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
に
は
一
八
世
帯
に
ま
で
減
少
し
た
（
３
）。

す
で
に
解
散
し
て
し
ま
っ
た
が
、
中
谷
地
の
山
の
神
講
と
観
音
講
は
中
谷
地
契

約
講
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
の
女
性
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
現
在

も
行
わ
れ
て
い
る
栃
木
県
の
古
峯
神
社
へ
の
代
参
を
行
う
古
峯
ヶ
原
講
や
、
中
谷

地
の
地
蔵
を
信
仰
す
る
地
蔵
講
も
契
約
講
の
活
動
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
契
約
講
も
古
峯
ヶ
原
講
も
地
蔵
講
も
す
べ
て
同
じ
世
帯
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
活
動
ご
と
に
古
峯
ヶ
原
講
、
地
蔵
講
と
呼
び
分
け
て
い
る
。
中
谷

地
契
約
講
は
、
中
谷
地
の
そ
の
他
の
組
織
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

主
な
活
動
は
、
三
月
（
４
）

の
総
会
と
古
峯
神
社
へ
の
代
参
、
八
月
の
地
蔵
祭
、

九
月
の
萩
原
神
社
の
例
祭
、
講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ
た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で

あ
る
。
総
会
は
、
毎
年
三
月
の
第
一
日
曜
日
に
開
か
れ
、
一
六
世
帯
の
代
表
が
近

隣
の
店
に
集
ま
り
、
一
年
の
報
告
、
協
議
事
項
の
確
認
な
ど
を
行
う
。
平
成
二
四

（
二
〇
一
二
）
年
三
月
の
総
会
で
は
、
被
災
し
た
萩
原
神
社
の
再
建
が
話
し
合
わ
れ

て
い
る
。
総
会
は
、
以
前
は
沖
公
民
館
で
開
催
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
は
講

員
の
自
宅
で
行
わ
れ
て
い
た
。
会
場
と
な
る
家
を
ヤ
ド
マ
エ
（
宿
前
）
と
呼
び
、

餅
振
舞
い
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
か
ら
こ
の
よ

う
な
形
式
を
変
え
、
近
隣
の
店
を
会
場
と
す
る
「
移
動
契
約
」
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
（
５
）。

②
　
宮
内
契
約
講

　
旧
沖
区
の
宮
内
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
世
帯
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
平

成
二
六
年
時
点
で
は
一
三
世
帯
が
加
入
し
て
お
り
、
さ
ら
に
四
、五
世
帯
ご
と
に
三

班
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
班
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
（
兄
弟
）
と
呼
ば
れ
、
契
約
講

の
活
動
に
お
け
る
基
本
単
位
に
な
っ
て
い
る
。
契
約
講
に
は
、
講
長
・
会
計
が
置

か
れ
、
講
長
は
契
約
講
を
取
り
ま
と
め
、
講
員
の
名
簿
や
規
約
等
の
書
類
を
管
理

し
て
い
る
。
現
在
の
宮
内
契
約
講
は
、
旧
沖
区
か
ら
の
集
団
移
転
の
完
了
後
、
昭
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和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
移
転
前
の
宮
内
に
も
契

約
講
は
存
在
し
て
い
た
が
、
移
転
に
伴
い
解
散
し
た
。
移
転
前
の
契
約
講
に
は
、

宮
内
の
す
べ
て
の
家
が
加
入
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
村
落
の
中
心
か
ら
離
れ

た
場
所
で
は
加
入
し
て
い
な
い
家
も
あ
っ
た
。
現
在
の
契
約
講
は
、
移
転
前
の
契

約
講
へ
の
加
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
幡
へ
移
転
し
た
世
帯
に
よ
っ
て
組
織

し
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
古
峯
ヶ
原
講
の
活
動
は
契
約
講
の
活
動
の
中

に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
古
峯
ヶ
原
講
の
講
員
と
契
約
講
の
講
員
は
同
じ
で
あ
る
。

　
主
な
活
動
は
、
三
月
の
総
会
と
古
峯
神
社
へ
の
代
参
、
講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ

た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
総
会
は
毎
年
三
月
の
最
終
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
、

講
員
が
近
隣
の
店
に
集
ま
っ
て
、
一
年
間
の
物
故
者
の
紹
介
、
会
計
報
告
、
古
峯

神
社
代
参
者
の
抽
選
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
。
総
会
は
、
昭
和
四
七
（
一
九
七
二
）

年
ま
で
は
講
員
の
自
宅
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
会
場
に
な
っ
た
家
を
ヤ
ド
マ
エ
（
宿

前
）
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
頃
に
は
、講
員
が
ヤ
ド
マ
エ
に
米
や
小
豆
を
持
ち
寄
り
、

餅
や
魚
料
理
な
ど
が
振
る
舞
わ
れ
た
。
そ
の
料
理
に
は
、
献
立
か
ら
味
付
け
に
至

る
ま
で
厳
し
い
決
ま
り
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
以
降
は

三
月
と
一
一
月
の
年
二
回
総
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
記
録
が
あ
る
が
、
昭
和
四
七

年
か
ら
は
年
一
回
に
変
更
さ
れ
た
（
６
）。

③
　
原
契
約
講

　
旧
沖
区
の
原
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
世
帯
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
平
成

二
六
年
時
点
で
は
一
三
世
帯
が
加
入
し
て
お
り
、
さ
ら
に
四
、五
世
帯
ご
と
に
三
班

に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
班
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
（
兄
弟
）
と
呼
ば
れ
、
契
約
講
の

活
動
に
お
け
る
基
本
単
位
に
な
っ
て
い
る
。
契
約
講
に
は
、
講
長
・
副
講
長
・
総
務
・

会
計
・
顧
問
・
キ
モ
イ
リ
（
肝
入
）
と
い
う
役
職
が
置
か
れ
、
書
類
の
管
理
は
キ

モ
イ
リ
が
担
当
し
、
一
年
ご
と
に
交
代
す
る
。

　
主
な
活
動
は
三
月
の
総
会
と
古
峯
神
社
へ
の
代
参
、
講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ

た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
三
月
の
第
一
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
総
会
で
は
、

契
約
講
の
規
約
の
改
正
や
古
峯
神
社
へ
の
代
参
者
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。

現
在
は
店
を
会
場
に
し
て
集
ま
っ
て
い
る
が
、
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
度
ま

で
は
講
員
宅
が
会
場
と
な
り
、
そ
の
家
を
ヤ
ド
（
宿
）
と
呼
ん
で
い
た
。
ま
た
、

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
か
ら
は
旧
暦
二
月
二
〇
日
、
旧
暦
一
〇
月
八
日
の
年

二
回
総
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
が
（
７
）、
そ
の
後
年
一
回
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　
原
契
約
講
で
は
護ご

ま

だ

麻
壇
様
と
い
う
神
様
を
信
仰
、
管
理
し
て
い
た
。
護
麻
壇
様

は
原
の
氏
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
神
様
で
あ
り
、
祭
り
も
契
約
講
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
た
。
護
麻
壇
様
は
、
集
団
移
転
に
伴
い
場
所
を
転
々
と
し
、
現
在

は
個
人
宅
で
祀
ら
れ
て
い
る
。

(2)
す
で
に
解
散
し
た
契
約
講

①
　
清
和
契
約
会
（
ダ
ン
ポ
契
約
）

　
天
童
家
と
そ
の
旧
家
臣
の
家
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
契
約
講
で
あ
り
、
講

員
は
す
べ
て
宝
国
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
旧
家
臣
の
家
は
、
本
家
筋
を
中
心
に
加
入

し
て
い
た
。
天
童
家
の
前
当
主
の
意
志
も
あ
り
、
講
員
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
も
平

成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
の
活
動
を
最
後
に
解
散
し
た
。
正
式
名
称
は
清
和
契
約

会
で
あ
る
が
、
八
幡
の
人
々
の
間
で
は
「
ダ
ン
ポ
契
約
」
と
い
う
呼
び
名
が
定
着

し
て
い
る
。
元
講
員
の
記
憶
で
は
、
天
童
家
の
屋
敷
周
辺
の
約
二
〇
世
帯
が
加
入

し
て
い
た
と
い
う
。

　
主
な
活
動
は
、
一
一
月
に
行
わ
れ
る
総
会
と
年
に
一
回
の
天
童
市
へ
の
旅
行
、

講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ
た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
総
会
は
一
一
月
下
旬

に
近
隣
の
店
に
講
員
が
集
ま
っ
て
開
か
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
七
年
生
ま
れ
の
話
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者
が
子
ど
も
の
頃
に
は
、
総
会
は
セ
ワ
ニ
ン
（
世
話
人
）
と
い
う
役
に
当
た
っ
た

講
員
の
自
宅
で
開
か
れ
、
あ
ん
こ
餅
が
振
舞
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
ト
ヤ
デ
（
当

相
手
）
と
い
う
担
当
に
な
っ
た
家
の
人
が
手
伝
い
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

天
童
市
へ
の
旅
行
は
、
天
童
家
と
縁
が
あ
る
場
所
を
訪
ね
る
も
の
で
、
講
員
の
ほ

と
ん
ど
が
参
加
し
て
い
た
と
い
う
。
葬
儀
の
手
伝
い
は
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
か

ら
あ
ま
り
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
喪
家
か
ら
の
依
頼
が
あ
れ
ば
手

伝
っ
て
い
た
と
い
う
。

②
　
八
幡
下
二
地
区
に
あ
っ
た
契
約
講

　
八
幡
橋
の
南
側
一
帯
の
約
一
〇
世
帯
で
組
織
さ
れ
て
い
た
契
約
講
で
あ
る
。
こ

の
契
約
講
に
加
入
し
て
い
た
話
者
の
家
の
本
家
は
、
清
和
契
約
会
に
加
入
し
て
お

り
、
他
の
講
員
の
家
も
天
童
家
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
。
天
童
家
に
関
係
が

あ
る
契
約
講
は
、
清
和
契
約
会
と
足
軽
契
約
と
呼
ば
れ
た
契
約
講
の
二
つ
で
あ
っ

た
と
す
る
話
も
あ
り
、
こ
の
契
約
講
が
足
軽
契
約
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
八
幡
橋
周
辺
の
契
約
講
の
名
称
を
覚
え
て
い
る
人
は
確
認
で
き
な
い
。

正
確
な
解
散
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
火
葬
の
普
及
と
と
も
に
い
つ
の
間
に
か
な

く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
主
な
活
動
は
、
秋
の
頃
、
稲
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
後
の
集
ま
り
と
、
講
員
の
家

で
不
幸
が
あ
っ
た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
秋
の
集
ま
り
は
講
員
の
自
宅
で

行
わ
れ
、
そ
の
家
は
ヤ
ド
（
宿
）
と
呼
ば
れ
た
。
そ
こ
で
は
餅
振
舞
い
が
行
わ
れ

た
と
い
う
。

③
　
町
通
り
に
あ
っ
た
契
約
講

　
町
通
り
の
旧
家
と
そ
の
分
家
、
周
辺
の
家
で
組
織
さ
れ
た
契
約
講
が
あ
り
、

一
三
、四
世
帯
が
加
入
し
て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
そ
の
講
に
つ
い
て
知
る
人
を
見

つ
け
る
こ
と
は
難
し
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
幡
の
人
々
の
多
く

が
百
姓
契
約
と
呼
ば
れ
る
契
約
講
の
存
在
を
覚
え
て
お
り
、
こ
の
契
約
講
が
百
姓

契
約
の
可
能
性
も
あ
る
。

④
　
分
家
に
よ
る
契
約
講

　
八
幡
上
一
・
八
幡
下
一
・
八
幡
下
二
地
区
の
一
三
世
帯
で
組
織
さ
れ
て
い
た
契
約

講
で
あ
る
。
講
員
は
分
家
初
代
が
多
く
、
全
員
宝
国
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
こ
の
講

を
中
心
と
な
っ
て
取
り
ま
と
め
て
い
た
人
物
も
分
家
初
代
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に

分
家
し
た
ば
か
り
で
、
ど
こ
の
契
約
講
に
も
所
属
し
て
い
な
い
家
が
集
ま
っ
て
昭

和
初
期
に
結
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
正
確
な
解
散
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
火

葬
の
普
及
と
と
も
に
い
つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
主
な
活
動
は
、
旧
暦
一
二
月
の
集
ま
り
と
講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ
た
時
の
葬

儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
旧
暦
一
二
月
の
集
ま
り
は
、講
員
の
自
宅
で
行
わ
れ
た
。
三
、

四
名
が
班
に
な
っ
て
料
理
な
ど
の
準
備
を
し
、
こ
の
班
の
こ
と
を
ト
エ
デ
と
呼
ん

だ
と
い
う
。
こ
の
ト
エ
デ
の
中
か
ら
集
ま
り
の
会
場
に
な
る
家
が
決
め
ら
れ
、
こ

の
家
を
ヤ
ド
（
宿
）
と
呼
ん
だ
。
料
理
や
酒
が
振
舞
わ
れ
、
料
理
は
献
立
か
ら
野

菜
の
切
り
方
ま
で
、
細
か
な
規
則
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
講
員
の
名
簿
や
、

講
の
決
ま
り
事
を
書
い
た
書
類
が
あ
っ
た
が
、
所
在
不
明
で
あ
る
。

⑤
　
馬
場
契
約
講

　
馬
場
通
り
周
辺
の
二
三
世
帯
ほ
ど
で
組
織
さ
れ
た
契
約
講
で
あ
り
、
馬
場
講
と

呼
ば
れ
た
。
解
散
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
昭
和
二
年
生
ま
れ
の
女
性
が
嫁
に
来

た
頃
に
は
盛
ん
に
活
動
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
移
転
前
の
宮
内
に
も
契

約
講
は
存
在
し
て
い
た
が
、
移
転
に
伴
い
解
散
し
た
。
移
転
前
の
契
約
講
に
は
、

宮
内
の
す
べ
て
の
家
が
加
入
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
村
落
の
中
心
か
ら
離
れ

た
場
所
で
は
加
入
し
て
い
な
い
家
も
あ
っ
た
。
現
在
の
契
約
講
は
、
移
転
前
の
契

約
講
へ
の
加
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
幡
へ
移
転
し
た
世
帯
に
よ
っ
て
組
織

し
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
古
峯
ヶ
原
講
の
活
動
は
契
約
講
の
活
動
の
中

に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
古
峯
ヶ
原
講
の
講
員
と
契
約
講
の
講
員
は
同
じ
で
あ
る
。

　
主
な
活
動
は
、
三
月
の
総
会
と
古
峯
神
社
へ
の
代
参
、
講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ

た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
総
会
は
毎
年
三
月
の
最
終
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
、

講
員
が
近
隣
の
店
に
集
ま
っ
て
、
一
年
間
の
物
故
者
の
紹
介
、
会
計
報
告
、
古
峯

神
社
代
参
者
の
抽
選
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
。
総
会
は
、
昭
和
四
七
（
一
九
七
二
）

年
ま
で
は
講
員
の
自
宅
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
会
場
に
な
っ
た
家
を
ヤ
ド
マ
エ
（
宿

前
）
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
頃
に
は
、講
員
が
ヤ
ド
マ
エ
に
米
や
小
豆
を
持
ち
寄
り
、

餅
や
魚
料
理
な
ど
が
振
る
舞
わ
れ
た
。
そ
の
料
理
に
は
、
献
立
か
ら
味
付
け
に
至

る
ま
で
厳
し
い
決
ま
り
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
以
降
は

三
月
と
一
一
月
の
年
二
回
総
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
記
録
が
あ
る
が
、
昭
和
四
七

年
か
ら
は
年
一
回
に
変
更
さ
れ
た
（
６
）。

③
　
原
契
約
講

　
旧
沖
区
の
原
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
世
帯
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
平
成

二
六
年
時
点
で
は
一
三
世
帯
が
加
入
し
て
お
り
、
さ
ら
に
四
、五
世
帯
ご
と
に
三
班

に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
班
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
（
兄
弟
）
と
呼
ば
れ
、
契
約
講
の

活
動
に
お
け
る
基
本
単
位
に
な
っ
て
い
る
。
契
約
講
に
は
、
講
長
・
副
講
長
・
総
務
・

会
計
・
顧
問
・
キ
モ
イ
リ
（
肝
入
）
と
い
う
役
職
が
置
か
れ
、
書
類
の
管
理
は
キ

モ
イ
リ
が
担
当
し
、
一
年
ご
と
に
交
代
す
る
。

　
主
な
活
動
は
三
月
の
総
会
と
古
峯
神
社
へ
の
代
参
、
講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ

た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
三
月
の
第
一
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
総
会
で
は
、

契
約
講
の
規
約
の
改
正
や
古
峯
神
社
へ
の
代
参
者
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。

現
在
は
店
を
会
場
に
し
て
集
ま
っ
て
い
る
が
、
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
度
ま

で
は
講
員
宅
が
会
場
と
な
り
、
そ
の
家
を
ヤ
ド
（
宿
）
と
呼
ん
で
い
た
。
ま
た
、

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
か
ら
は
旧
暦
二
月
二
〇
日
、
旧
暦
一
〇
月
八
日
の
年

二
回
総
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
が
（
７
）、
そ
の
後
年
一
回
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　
原
契
約
講
で
は
護ご

ま

だ

麻
壇
様
と
い
う
神
様
を
信
仰
、
管
理
し
て
い
た
。
護
麻
壇
様

は
原
の
氏
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
神
様
で
あ
り
、
祭
り
も
契
約
講
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
た
。
護
麻
壇
様
は
、
集
団
移
転
に
伴
い
場
所
を
転
々
と
し
、
現
在

は
個
人
宅
で
祀
ら
れ
て
い
る
。

(2)
す
で
に
解
散
し
た
契
約
講

①
　
清
和
契
約
会
（
ダ
ン
ポ
契
約
）

　
天
童
家
と
そ
の
旧
家
臣
の
家
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
契
約
講
で
あ
り
、
講

員
は
す
べ
て
宝
国
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
旧
家
臣
の
家
は
、
本
家
筋
を
中
心
に
加
入

し
て
い
た
。
天
童
家
の
前
当
主
の
意
志
も
あ
り
、
講
員
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
も
平

成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
の
活
動
を
最
後
に
解
散
し
た
。
正
式
名
称
は
清
和
契
約

会
で
あ
る
が
、
八
幡
の
人
々
の
間
で
は
「
ダ
ン
ポ
契
約
」
と
い
う
呼
び
名
が
定
着

し
て
い
る
。
元
講
員
の
記
憶
で
は
、
天
童
家
の
屋
敷
周
辺
の
約
二
〇
世
帯
が
加
入

し
て
い
た
と
い
う
。

　
主
な
活
動
は
、
一
一
月
に
行
わ
れ
る
総
会
と
年
に
一
回
の
天
童
市
へ
の
旅
行
、

講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ
た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
総
会
は
一
一
月
下
旬

に
近
隣
の
店
に
講
員
が
集
ま
っ
て
開
か
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
七
年
生
ま
れ
の
話
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者
が
子
ど
も
の
頃
に
は
、
総
会
は
セ
ワ
ニ
ン
（
世
話
人
）
と
い
う
役
に
当
た
っ
た

講
員
の
自
宅
で
開
か
れ
、
あ
ん
こ
餅
が
振
舞
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
ト
ヤ
デ
（
当

相
手
）
と
い
う
担
当
に
な
っ
た
家
の
人
が
手
伝
い
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

天
童
市
へ
の
旅
行
は
、
天
童
家
と
縁
が
あ
る
場
所
を
訪
ね
る
も
の
で
、
講
員
の
ほ

と
ん
ど
が
参
加
し
て
い
た
と
い
う
。
葬
儀
の
手
伝
い
は
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
か

ら
あ
ま
り
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
喪
家
か
ら
の
依
頼
が
あ
れ
ば
手

伝
っ
て
い
た
と
い
う
。

②
　
八
幡
下
二
地
区
に
あ
っ
た
契
約
講

　
八
幡
橋
の
南
側
一
帯
の
約
一
〇
世
帯
で
組
織
さ
れ
て
い
た
契
約
講
で
あ
る
。
こ

の
契
約
講
に
加
入
し
て
い
た
話
者
の
家
の
本
家
は
、
清
和
契
約
会
に
加
入
し
て
お

り
、
他
の
講
員
の
家
も
天
童
家
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
。
天
童
家
に
関
係
が

あ
る
契
約
講
は
、
清
和
契
約
会
と
足
軽
契
約
と
呼
ば
れ
た
契
約
講
の
二
つ
で
あ
っ

た
と
す
る
話
も
あ
り
、
こ
の
契
約
講
が
足
軽
契
約
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
八
幡
橋
周
辺
の
契
約
講
の
名
称
を
覚
え
て
い
る
人
は
確
認
で
き
な
い
。

正
確
な
解
散
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
火
葬
の
普
及
と
と
も
に
い
つ
の
間
に
か
な

く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
主
な
活
動
は
、
秋
の
頃
、
稲
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
後
の
集
ま
り
と
、
講
員
の
家

で
不
幸
が
あ
っ
た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
秋
の
集
ま
り
は
講
員
の
自
宅
で

行
わ
れ
、
そ
の
家
は
ヤ
ド
（
宿
）
と
呼
ば
れ
た
。
そ
こ
で
は
餅
振
舞
い
が
行
わ
れ

た
と
い
う
。

③
　
町
通
り
に
あ
っ
た
契
約
講

　
町
通
り
の
旧
家
と
そ
の
分
家
、
周
辺
の
家
で
組
織
さ
れ
た
契
約
講
が
あ
り
、

一
三
、四
世
帯
が
加
入
し
て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
そ
の
講
に
つ
い
て
知
る
人
を
見

つ
け
る
こ
と
は
難
し
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
幡
の
人
々
の
多
く

が
百
姓
契
約
と
呼
ば
れ
る
契
約
講
の
存
在
を
覚
え
て
お
り
、
こ
の
契
約
講
が
百
姓

契
約
の
可
能
性
も
あ
る
。

④
　
分
家
に
よ
る
契
約
講

　
八
幡
上
一
・
八
幡
下
一
・
八
幡
下
二
地
区
の
一
三
世
帯
で
組
織
さ
れ
て
い
た
契
約

講
で
あ
る
。
講
員
は
分
家
初
代
が
多
く
、
全
員
宝
国
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
こ
の
講

を
中
心
と
な
っ
て
取
り
ま
と
め
て
い
た
人
物
も
分
家
初
代
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に

分
家
し
た
ば
か
り
で
、
ど
こ
の
契
約
講
に
も
所
属
し
て
い
な
い
家
が
集
ま
っ
て
昭

和
初
期
に
結
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
正
確
な
解
散
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
火

葬
の
普
及
と
と
も
に
い
つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
主
な
活
動
は
、
旧
暦
一
二
月
の
集
ま
り
と
講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ
た
時
の
葬

儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
旧
暦
一
二
月
の
集
ま
り
は
、講
員
の
自
宅
で
行
わ
れ
た
。
三
、

四
名
が
班
に
な
っ
て
料
理
な
ど
の
準
備
を
し
、
こ
の
班
の
こ
と
を
ト
エ
デ
と
呼
ん

だ
と
い
う
。
こ
の
ト
エ
デ
の
中
か
ら
集
ま
り
の
会
場
に
な
る
家
が
決
め
ら
れ
、
こ

の
家
を
ヤ
ド
（
宿
）
と
呼
ん
だ
。
料
理
や
酒
が
振
舞
わ
れ
、
料
理
は
献
立
か
ら
野

菜
の
切
り
方
ま
で
、
細
か
な
規
則
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
講
員
の
名
簿
や
、

講
の
決
ま
り
事
を
書
い
た
書
類
が
あ
っ
た
が
、
所
在
不
明
で
あ
る
。

⑤
　
馬
場
契
約
講

　
馬
場
通
り
周
辺
の
二
三
世
帯
ほ
ど
で
組
織
さ
れ
た
契
約
講
で
あ
り
、
馬
場
講
と

呼
ば
れ
た
。
解
散
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
昭
和
二
年
生
ま
れ
の
女
性
が
嫁
に
来

た
頃
に
は
盛
ん
に
活
動
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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主
な
活
動
は
、毎
年
秋
の
頃
、稲
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
後
に
行
わ
れ
た
集
ま
り
と
、

講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ
た
時
の
葬
儀
の
手
伝
い
で
あ
る
。
集
ま
り
は
講
員
の
家

で
行
わ
れ
、
集
ま
り
は
ケ
イ
ヤ
ク
（
契
約
）
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
会
場
に
な
る

家
を
ヤ
ド
（
宿
）
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
加
入
世
帯
は
四
、五
軒
の
班
に
分
け
ら
れ
、

順
番
に
当
番
を
務
め
て
料
理
な
ど
の
準
備
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
班
の
こ
と
を
ヤ

ド
（
宿
）
あ
る
い
は
ヤ
ド
ヤ
（
宿
屋
）
と
呼
び
、
ケ
イ
ヤ
ク
が
行
わ
れ
る
ヤ
ド
は
、

こ
の
ヤ
ド
ヤ
の
中
か
ら
話
し
合
い
で
選
ば
れ
た
。
ヤ
ド
ヤ
は
ケ
イ
ヤ
ク
の
前
日
か

ら
ヤ
ド
に
集
ま
っ
て
料
理
の
下
ご
し
ら
え
を
し
、
翌
日
の
準
備
を
し
た
。
ケ
イ
ヤ

ク
は
昼
間
に
行
わ
れ
、昼
食
が
振
舞
わ
れ
た
。
参
加
す
る
の
は
主
に
男
性
で
あ
る
が
、

都
合
が
悪
い
時
に
は
女
性
が
参
加
し
て
も
構
わ
な
か
っ
た
。
講
員
は
各
自
お
膳
を

持
ち
寄
り
、
ヤ
ド
で
料
理
を
よ
そ
っ
て
も
ら
っ
た
。

契約講の名簿や規約帳

現存する三つの契約講が管理するもの。このよう

な書類には「契約会」と表記されることが多い。

契　約　講　の　話

 ダンポ契約は家臣の中でも一番上なの。殿様の契約。　　　　　　　        　　　　　（大正 13 年生まれ　男性）

　昔は「今日はあそこの家で契約で餅振る舞いだ」ってうちの親父だのに言われて行くと「あー、どこどこの孫

来たから」なんて（餅を）かせ（食わせ）られんだっちゃ。そういう思い出はうんとあったね。私が小さいうち。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　（昭和 17 年生まれ　男性）

　 　

　ほれお魚の鮭。ほいづもね、薄っぺらでねぐ、厚いやつ。塩釜市場あったから、前の日にちゃんと買いに行って、

５人だら５人、組の人たちで一生懸命働いて。ほして、契約のお客さん来んの待っててお昼御馳走するんだから。

お膳に皿だの何だの持って行ったのにあげるわけなのね。あと煮物。そんなくらいだね。その鮭の魚は必ず。規

則なんだべよ？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（昭和２年生まれ　女性）　　　 
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◇
　
契
約
講
と
葬
儀

　
契
約
講
の
大
き
な
役
割
の
一
つ
に
、
講
員
が
亡
く
な
っ
た
際
の
葬
儀
の
補
助
が

あ
る
。
土
葬
が
主
流
だ
っ
た
頃
に
は
、
墓
穴
を
掘
る
ア
ナ
ホ
リ
（
穴
掘
り
）、
棺

を
担
ぐ
ロ
ク
シ
ャ
ク
（
六
尺
）、
喪
家
の
関
係
者
に
講
員
の
死
亡
を
知
ら
せ
に
行
く

シ
ラ
セ
（
知
ら
せ
）
と
呼
ば
れ
る
役
割
な
ど
が
契
約
講
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。

そ
の
他
に
も
、
葬
列
に
参
加
す
る
人
が
持
つ
ネ
ジ
リ
ッ
パ
ナ
（
ね
じ
り
花
）
や
、

葬
列
が
く
ぐ
る
シ
モ
ン
（
死
門
）
と
呼
ば
れ
る
飾
り
物
も
講
員
に
よ
っ
て
作
ら
れ

て
お
り
、
葬
儀
に
お
け
る
契
約
講
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
。
葬
列
で
鐘
を
叩
い
て

先
導
し
た
の
も
契
約
講
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
火
葬
が
普
及
し
、
葬
儀
社
に
よ
る
葬
式
に
移
行
し
て
か
ら
は
ア
ナ
ホ
リ
や
ロ
ク

シ
ャ
ク
は
必
要
な
く
な
り
、
飾
り
物
も
あ
ま
り
作
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

八
幡
に
八
つ
存
在
し
た
契
約
講
の
う
ち
四
つ
が
、
火
葬
の
普
及
と
と
も
に
解
散
し

て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、契
約
講
が
主
体
と
な
っ
た
葬
儀
の
中
で
も
、

墓
穴
掘
り
や
棺
担
ぎ
を
行
っ
て
い
た
頃
の
話
を
聞
く
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
。
火

葬
が
普
及
す
る
以
前
の
、
穴
掘
り
や
棺
担
ぎ
を
実
際
に
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い

う
世
代
は
も
う
ほ
と
ん
ど
現
存
せ
ず
、
子
ど
も
の
頃
に
大
人
た
ち
が
や
っ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
話
が
聞
け
る
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
火
葬
に
移

行
し
て
か
ら
も
、
飾
り
作
り
や
シ
ラ
セ
の
仕
事
は
続
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
聞
き
書
き
は
ま
だ
可
能
で
あ
る
。

現
在
も
活
動
を
続
け
て
い
る
中
谷
地
・
宮
内
・
原
契
約
講
で
は
、
主
に
葬
式
の

受
付
を
契
約
講
で
務
め
て
い
る
。
飾
り
物
作
り
な
ど
は
止
め
て
し
ま
っ
た
が
、
宮

内
契
約
講
で
は
せ
め
て
飾
り
物
だ
け
で
も
残
そ
う
と
シ
モ
ン
を
作
っ
て
い
た
と
い

う
。
し
か
し
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
に
行
わ
れ
た
葬
儀
を
最
後
に
シ
モ
ン

も
廃
止
さ
れ
た
（
８
）。

原契約講が所有する念仏鐘

葬列の先頭の人がこの鐘を叩きながら歩いた。

葬　儀　の　話

　昔、亡くなった時、先頭に立ったのがみな契約講、地元の人たちなのね。そん時鐘はたいたり、あとお

墓に行って穴掘りしたりしてみんな契約講でしたんだけど。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和 12年生まれ　男性）

　シラセって。一人で行けなくて二人ずつ組んで行ったんです。一人の場合は、キボッコを背中さ背負って。

あの、こけし。一人で行くと引っ張られるっていうようなことで、なんでかんで二人一組なんだげんとも、

どうしても一人で行かねきゃねぇ時は、そこの家のこけしを背中さ背負ってってのを教えらってたんです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和 17年生まれ　男性）

　（ネジリッパナは）お葬式の時に持って、行列するの。お寺さ行ってグルグルまわるの、ほの死人ば真中

さ置いて３回まわんの。（ネジリッパナは）身内の人が持つの。お葬式ん時。　（昭和２年生まれ　女性）
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主
な
活
動
は
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秋
の
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、稲
の
収
穫
が
終
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っ
た
後
に
行
わ
れ
た
集
ま
り
と
、

講
員
の
家
で
不
幸
が
あ
っ
た
時
の
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の
手
伝
い
で
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。
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を
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た
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こ
の
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の
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を
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い
は
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（
宿
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び
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の
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中
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を
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、
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の
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を
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た
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参
加
す
る
の
は
主
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で
あ
る
が
、

都
合
が
悪
い
時
に
は
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性
が
参
加
し
て
も
構
わ
な
か
っ
た
。
講
員
は
各
自
お
膳
を

持
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寄
り
、
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で
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を
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そ
っ
て
も
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っ
た
。
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どうしても一人で行かねきゃねぇ時は、そこの家のこけしを背中さ背負ってってのを教えらってたんです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和 17年生まれ　男性）

　（ネジリッパナは）お葬式の時に持って、行列するの。お寺さ行ってグルグルまわるの、ほの死人ば真中

さ置いて３回まわんの。（ネジリッパナは）身内の人が持つの。お葬式ん時。　（昭和２年生まれ　女性）
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八
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八
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＝
清
和
契
約
会
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
八
幡
下
二
の
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
分
家
の
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
馬
場
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
中
谷
地
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
宮
内
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
原
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

307

２
　
信
仰
に
関
わ
る
講

（1）
古
峯
ヶ
原
講

コ
バ
ハ
ラ
講
や
コ
ブ
ガ
ハ
ラ
講
、
フ
ル
ミ
ネ
講
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
栃
木

県
鹿
沼
市
の
古
峯
神
社
を
信
仰
す
る
講
集
団
で
あ
り
、
火
伏
せ
の
祈
願
を
行
う
。

八
幡
で
は
、
現
在
も
活
動
を
続
け
て
い
る
も
の
、
す
で
に
解
散
し
た
も
の
を
合
わ

せ
て
五
つ
の
古
峯
ヶ
原
講
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
９
）。
そ
の
多
く
は
、
代
表
が
講
員

全
員
の
札
を
受
け
て
く
る
代
参
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
全
員
で
旅
行
を
兼
ね

て
参
拝
に
行
く
場
合
も
あ
る
。
日
帰
り
の
参
拝
で
は
ご
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
さ
れ
、
ど
の
古
峯
ヶ
原
講
で
も
宿
泊
を
伴
う
参
拝
が
行
わ
れ
て
い
る
。

①
　
中
谷
地
の
古
峯
ヶ
原
講

　
中
谷
地
契
約
講
に
加
入
す
る
一
六
世
帯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も

契
約
講
の
活
動
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
一
六
世
帯
を
四
世
帯
ず
つ
四
班

に
分
け
、
各
班
が
毎
年
交
代
で
三
月
に
代
参
し
て
い
る
。
代
参
人
の
組
み
合
わ
せ

は
、
四
年
に
一
回
く
じ
引
き
で
決
め
直
さ
れ
る
。
中
谷
地
の
古
峯
ヶ
原
講
が
結
成

さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
契
約
講
で
保
管
し
て
い
る
書
類
に
は
昭
和
三
一

（
一
九
五
六
）
年
の
代
参
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
参
拝
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

例
年
は
旅
行
会
社
の
バ
ス
ツ
ア
ー
を
通
し
て
行
っ
て
い
た
が
、
平
成
二
六
年
は

ツ
ア
ー
が
中
止
に
な
っ
た
た
め
に
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
ツ
ア
ー

が
再
開
さ
れ
る
か
は
未
定
で
あ
り
、
活
動
も
ど
う
な
る
か
分
ら
な
い
と
い
う
。

②
　
宮
内
の
古
峯
ヶ
原
講

　
宮
内
契
約
講
に
加
入
す
る
一
三
世
帯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
契

約
講
の
活
動
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
講
員
の
中
か
ら
く
じ
引
き
で
代
参

者
を
決
め
、講
員
全
員
と
、契
約
講
へ
の
札
合
わ
せ
て
一
四
体
の
札
を
受
け
て
く
る
。

三
月
の
契
約
講
の
総
会
の
席
で
札
を
拝
む
た
め
、
三
月
の
総
会
の
前
に
代
参
が
行

わ
れ
る
。
　

宮
内
の
古
峯
ヶ
原
講
は
昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
に
結
成
さ
れ
、
翌
年
か
ら

参
拝
が
行
わ
れ
た
　
　
。

例
年
は
旅
行
会
社
の
バ
ス
ツ
ア
ー
を
通
し
て
行
っ
て
い
た

が
、
平
成
二
六
年
は
ツ
ア
ー
が
中
止
に
な
っ
た
た
め
に
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
今
後
ツ
ア
ー
が
再
開
さ
れ
る
か
は
未
定
で
あ
り
、
今
後
の
活
動
も
ど
う

な
る
か
分
ら
な
い
と
い
う
。

③
　
原
の
古
峯
ヶ
原
講

　
原
契
約
講
に
加
入
す
る
一
三
世
帯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
契
約

講
の
活
動
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
一
三
世
帯
を
四
、五
世
帯
ず
つ
三
班
に

分
け
、
各
班
が
毎
年
交
代
で
三
月
に
代
参
し
て
い
る
。
代
参
人
の
組
み
合
わ
せ
は
、

三
年
に
一
回
く
じ
引
き
で
決
め
直
さ
れ
る
。
講
が
結
成
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ

る
が
、
契
約
講
で
保
管
し
て
い
る
書
類
に
は
昭
和
三
一
年
の
代
参
記
録
が
残
っ
て

お
り
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
参
拝
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
例
年
は
旅
行
会
社
の
バ
ス
ツ
ア
ー
を
通
し
て
行
っ
て
い
た
が
、
平
成
二
六
年
は

ツ
ア
ー
が
中
止
に
な
っ
た
た
め
に
講
員
の
自
家
用
車
で
代
参
が
行
わ
れ
た
。
今
後

ど
の
よ
う
な
形
式
で
続
け
ら
れ
て
い
く
の
か
は
未
定
で
あ
る
と
い
う
。
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＝
清
和
契
約
会
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
八
幡
下
二
の
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
分
家
の
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
馬
場
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
中
谷
地
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
宮
内
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

＝
原
契
約
講
加
入
世
帯
が
多
い
範
囲

307

２
　
信
仰
に
関
わ
る
講

（1）
古
峯
ヶ
原
講

コ
バ
ハ
ラ
講
や
コ
ブ
ガ
ハ
ラ
講
、
フ
ル
ミ
ネ
講
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
栃
木

県
鹿
沼
市
の
古
峯
神
社
を
信
仰
す
る
講
集
団
で
あ
り
、
火
伏
せ
の
祈
願
を
行
う
。

八
幡
で
は
、
現
在
も
活
動
を
続
け
て
い
る
も
の
、
す
で
に
解
散
し
た
も
の
を
合
わ

せ
て
五
つ
の
古
峯
ヶ
原
講
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
９
）。
そ
の
多
く
は
、
代
表
が
講
員

全
員
の
札
を
受
け
て
く
る
代
参
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
全
員
で
旅
行
を
兼
ね

て
参
拝
に
行
く
場
合
も
あ
る
。
日
帰
り
の
参
拝
で
は
ご
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
さ
れ
、
ど
の
古
峯
ヶ
原
講
で
も
宿
泊
を
伴
う
参
拝
が
行
わ
れ
て
い
る
。

①
　
中
谷
地
の
古
峯
ヶ
原
講

　
中
谷
地
契
約
講
に
加
入
す
る
一
六
世
帯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も

契
約
講
の
活
動
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
一
六
世
帯
を
四
世
帯
ず
つ
四
班

に
分
け
、
各
班
が
毎
年
交
代
で
三
月
に
代
参
し
て
い
る
。
代
参
人
の
組
み
合
わ
せ

は
、
四
年
に
一
回
く
じ
引
き
で
決
め
直
さ
れ
る
。
中
谷
地
の
古
峯
ヶ
原
講
が
結
成

さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
契
約
講
で
保
管
し
て
い
る
書
類
に
は
昭
和
三
一

（
一
九
五
六
）
年
の
代
参
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
参
拝
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

例
年
は
旅
行
会
社
の
バ
ス
ツ
ア
ー
を
通
し
て
行
っ
て
い
た
が
、
平
成
二
六
年
は

ツ
ア
ー
が
中
止
に
な
っ
た
た
め
に
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
ツ
ア
ー

が
再
開
さ
れ
る
か
は
未
定
で
あ
り
、
活
動
も
ど
う
な
る
か
分
ら
な
い
と
い
う
。

②
　
宮
内
の
古
峯
ヶ
原
講

　
宮
内
契
約
講
に
加
入
す
る
一
三
世
帯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
契

約
講
の
活
動
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
講
員
の
中
か
ら
く
じ
引
き
で
代
参

者
を
決
め
、講
員
全
員
と
、契
約
講
へ
の
札
合
わ
せ
て
一
四
体
の
札
を
受
け
て
く
る
。

三
月
の
契
約
講
の
総
会
の
席
で
札
を
拝
む
た
め
、
三
月
の
総
会
の
前
に
代
参
が
行

わ
れ
る
。
　

宮
内
の
古
峯
ヶ
原
講
は
昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
に
結
成
さ
れ
、
翌
年
か
ら

参
拝
が
行
わ
れ
た
　
　
。

例
年
は
旅
行
会
社
の
バ
ス
ツ
ア
ー
を
通
し
て
行
っ
て
い
た

が
、
平
成
二
六
年
は
ツ
ア
ー
が
中
止
に
な
っ
た
た
め
に
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
今
後
ツ
ア
ー
が
再
開
さ
れ
る
か
は
未
定
で
あ
り
、
今
後
の
活
動
も
ど
う

な
る
か
分
ら
な
い
と
い
う
。

③
　
原
の
古
峯
ヶ
原
講

　
原
契
約
講
に
加
入
す
る
一
三
世
帯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
契
約

講
の
活
動
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
一
三
世
帯
を
四
、五
世
帯
ず
つ
三
班
に

分
け
、
各
班
が
毎
年
交
代
で
三
月
に
代
参
し
て
い
る
。
代
参
人
の
組
み
合
わ
せ
は
、

三
年
に
一
回
く
じ
引
き
で
決
め
直
さ
れ
る
。
講
が
結
成
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ

る
が
、
契
約
講
で
保
管
し
て
い
る
書
類
に
は
昭
和
三
一
年
の
代
参
記
録
が
残
っ
て

お
り
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
参
拝
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
例
年
は
旅
行
会
社
の
バ
ス
ツ
ア
ー
を
通
し
て
行
っ
て
い
た
が
、
平
成
二
六
年
は

ツ
ア
ー
が
中
止
に
な
っ
た
た
め
に
講
員
の
自
家
用
車
で
代
参
が
行
わ
れ
た
。
今
後

ど
の
よ
う
な
形
式
で
続
け
ら
れ
て
い
く
の
か
は
未
定
で
あ
る
と
い
う
。
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④
　
八や

わ
た
か
み
ま
ち
こ
う

幡
上
町
講

　
町
通
り
と
馬
場
通
り
周
辺
の
約
二
〇
世
帯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
講
長

と
会
計
、
監
事
が
置
か
れ
、
講
長
は
講
員
の
名
簿
や
講
の
沿
革
が
書
か
れ
た
書
類

な
ど
を
自
宅
で
保
管
し
て
い
る
。
当
初
は
町
通
り
周
辺
の
世
帯
の
み
で
活
動
を
し

て
い
た
が
、
馬
場
の
古
峯
ヶ
原
講
が
解
散
し
、
そ
こ
に
加
入
し
て
い
た
講
員
の
一

部
が
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
か
ら
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
幡
上
町
講
は
明

治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
「
八
幡
上
町
組
古
峯
講
」
と
し
て
発
足
し
た
。
現
在

の
主
な
活
動
は
、
古
峯
神
社
へ
の
参
拝
で
あ
る
。
昭
和
期
ま
で
は
代
参
が
行
わ
れ

て
い
た
が
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
全
員
参
加
で
の
参
拝
に
変
更
さ
れ
た
。
毎
年

二
五
名
前
後
が
参
加
し
、
泊
ま
り
が
け
で
参
拝
を
し
て
い
る
。
　
　

ま
た
、
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
ま
で
は
年

に
一
回
集
ま
り
が
持
た
れ
て
い
た
。
集
ま
り
は
昭
和
期
ま
で
講
員
の
自
宅
で
行
わ

れ
て
い
た
が
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
か
ら
近
隣
の
店
で
行
う
こ
と
に
な
っ

た
　
　
　
。
集
ま
り
が
開
か
れ
る
家
は
コ
ウ
ヤ
ド
（
講
宿
）
と
呼
ば
れ
、
コ
ウ
ヤ
ド
で

は
あ
ん
こ
餅
な
ど
の
料
理
を
講
員
に
振
る
舞
っ
た
。
こ
の
時
に
、
古
峯
神
社
の
掛

け
軸
を
拝
み
、代
参
者
を
く
じ
引
き
で
決
め
た
と
い
う
。
コ
ウ
ヤ
ド
で
の
集
ま
り
は
、

少
な
く
と
も
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
は
年
に
二
回
開
か
れ
て
お
り
、
旧
暦
一
月
一
三

日
と
旧
暦
一
一
月
一
三
日
と
決
め
ら
れ
て
い
た
　
　
。

⑤
　
馬
場
の
古
峯
ヶ
原
講

　
馬
場
通
り
周
辺
の
約
二
五
世
帯
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）

年
前
後
に
解
散
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
は
、
八
幡
上
町
講
に
合
流
し
て
参
拝
を
続

け
て
い
る
世
帯
も
あ
る
。

昭
和
二
年
生
ま
れ
の
話
者
が
嫁
に
来
た
頃
に
は
、
毎
年
正
月
か
ら
二
月
に
か
け

て
の
農
閑
期
に
、二
人
が
選
ば
れ
て
代
参
し
て
い
た
。
ま
た
、年
に
二
回
　
　
、古
峯
ヶ

原
講
の
集
ま
り
が
あ
り
、講
員
の
自
宅
に
集
ま
っ
た
。
会
場
に
な
る
家
を
ヤ
ド
（
宿
）

と
呼
び
、
順
番
で
回
し
て
い
た
と
い
う
。
ヤ
ド
で
は
天
ぷ
ら
、
煮
物
、
漬
物
、
寒

天
な
ど
の
精
進
料
理
が
振
舞
わ
れ
、
講
員
は
自
分
で
持
っ
て
き
た
お
膳
に
料
理
を

分
け
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
、
申
と
月
と
酉
が
描
か
れ
た
掛
け
軸
を
拝
ん

だ
　
　
。
こ
の
掛
け
軸
は
、
解
散
時
の
ト
ウ
バ
ン
ヤ
ド
（
当
番
宿
）
が
保
管
し
て
い

た
が
、
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
頃
に
古
峯
神
社
に
納
め
た
と
い
う
。

古峯神社の掛け軸

（八幡上町講所有）

集まりの日にコウヤド

（講宿）で拝まれていた。

古峯ヶ原参りの話

　汽車でね（多賀城を）夜立つの。５時間

くらいかかったんでね？朝方着くのね。ほ

うすっと（そうすると）、コバハラ様の神社

から（駅に）バス迎えに来て。ほしてほの（そ

してその）お参りすっとこの（するところ

の）コバハラ様に到着して、夜明けるまで

２時間くらい、横になって休ませられるの。

ほっておっきな火鉢さ炭でどんどんと、ほ

ら、炭おこして。みんなで寒いから手あぶっ

たりして、あと夜明けるまで２時間もある

から横なりなさいって言わってね。布団も

なにもないけど、その火鉢の明かりのほと

りで、横になったり寝むかきすーすーって

夜を明かして拝んだの。

　　　　　　　　（昭和２年生まれ　女性）
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(2)
山
の
神
講

　「
小
牛
田
の
山
の
神
」
と
呼
ば
れ
る
宮
城
県
美
里
町
（
旧
小
牛
田
町
）
の
山
神
社

を
信
仰
す
る
女
性
の
講
集
団
で
あ
る
。
か
つ
て
八
幡
で
は
確
認
で
き
る
だ
け
で
三

つ
の
山
の
神
講
が
組
織
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
す
べ
て
解
散
し
て
い
る
。

①
　
中
谷
地
の
山
の
神
講

　
中
谷
地
契
約
講
に
加
入
し
て
い
る
一
六
世
帯
の
女
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
。
多
く
の
場
合
、
契
約
講
で
活
動
を
し
て
い
る
世
帯
主
の
妻
が
加
入
し
て
い
た

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
年
齢
層
は
比
較
的
高
か
っ
た
。
講
の
当
番
も
契
約
講
と
の

関
係
で
回
っ
て
お
り
、
契
約
講
で
ヤ
ド
マ
エ
（
宿
前
）
に
あ
た
っ
た
世
帯
が
山
の

神
講
で
も
当
番
と
な
っ
て
講
の
共
有
物
で
あ
る
掛
け
軸
を
管
理
し
て
い
た
。
平
成

一
五
年
の
活
動
を
最
後
に
解
散
し
、
掛
け
軸
は
小
牛
田
の
山
神
社
へ
と
納
め
ら
れ

た
。

　
主
な
活
動
内
容
は
、
年
に
一
回
、
三
月
一
二
日
に
沖
公
民
館
で
行
わ
れ
た
集
ま

り
で
あ
る
。
こ
の
日
は
山
神
社
の
掛
け
軸
を
拝
み
、
う
ー
め
ん
が
入
っ
た
ス
ッ
ポ

コ
汁
（
シ
ッ
ポ
ク
汁
）
な
ど
の
精
進
料
理
が
振
舞
わ
れ
た
。
こ
の
集
ま
り
は
長
く

公
民
館
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
生
ま
れ
の
話
者
の
さ

ら
に
上
の
世
代
ま
で
は
、
講
員
の
自
宅
で
集
ま
り
が
開
催
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
以
前
は
三
、四
名
の
代
表
が
小
牛
田
へ
と
代
参
し
て
い
た
が
、
い
つ
の
頃

か
ら
か
行
わ
れ
な
く
な
り
、
公
民
館
で
の
集
ま
り
も
「
こ
れ
か
ら
の
世
代
の
人
は

や
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
理
由
で
、
解
散
が
決
定
し
た
と
い
う
。

②
　
宮
内
の
山
の
神
講

　
旧
沖
区
の
宮
内
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
家
の
女
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

加
入
し
て
い
た
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
生
ま
れ
の
女
性
に
よ
る
と
、
嫁
に
来

る
と
加
入
さ
せ
ら
れ
、
講
員
の
年
齢
層
は
幅
広
か
っ
た
と
い
う
。
加
入
し
た
昭
和

三
〇
年
代
当
時
は
嫁
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
入
っ
た
が
、
年
月
と
と
も
に
講
員
の

年
齢
層
は
高
く
な
っ
て
い
き
、
各
世
帯
の
代
表
の
女
性
で
組
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
中
谷
地
の
山
の
神
講
が
解
散
し
た
と
い
う
話
を
聞
き
、
宮
内
で
も
平
成
一
七

（
二
〇
一
五
）年
前
後
に
解
散
を
決
定
し
た
と
い
う
。
解
散
に
あ
た
り
、講
で
所
有
し
、

拝
ん
で
い
た
掛
け
軸
は
小
牛
田
の
山
神
社
に
納
め
た
。

　
主
な
活
動
内
容
は
、
小
牛
田
の
山
神
社
へ
の
参
拝
と
当
番
の
家
で
の
集
ま
り
で

あ
っ
た
。
山
神
社
の
参
拝
に
関
し
て
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
は
代
表
二
、三
名
が
春

の
例
祭
の
日
に
参
拝
し
、
講
員
全
員
の
札
を
受
け
て
く
る
代
参
が
行
わ
れ
て
い
た
。

当
番
の
家
で
の
集
ま
り
に
関
し
て
は
、
順
に
講
員
の
家
を
回
り
、
山
神
社
で
受
け

て
き
た
大
き
な
札
を
拝
ん
で
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
小
牛

田
へ
の
参
拝
は
代
参
で
は
な
く
講
員
全
員
で
行
く
よ
う
に
な
り
、
当
番
の
家
で
の

集
ま
り
は
小
牛
田
か
ら
の
帰
り
道
に
店
に
寄
っ
て
の
会
食
に
変
化
し
た
。

③
　
馬
場
の
山
の
神
講

　
馬
場
通
り
周
辺
の
女
性
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
二
年
生
ま
れ
の
話
者
が
嫁

に
来
た
頃
に
は
、
七
名
の
女
性
が
入
っ
て
い
た
。
嫁
に
来
る
と
加
入
さ
せ
ら
れ
、

替
わ
っ
て
そ
の
家
の
姑
は
脱
退
し
た
と
い
う
。
解
散
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
昭

和
四
〇
年
代
に
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
主
な
活
動
は
、
年
に
一
回
講
員
の
自
宅
に
集
ま
っ
て
の
会
食
と
、
小
牛
田
山
神

社
の
祭
日
に
参
拝
に
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
集
ま
り
は
、講
員
の
自
宅
で
行
わ
れ
た
。
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④
　
八や

わ
た
か
み
ま
ち
こ
う

幡
上
町
講

　
町
通
り
と
馬
場
通
り
周
辺
の
約
二
〇
世
帯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
講
長

と
会
計
、
監
事
が
置
か
れ
、
講
長
は
講
員
の
名
簿
や
講
の
沿
革
が
書
か
れ
た
書
類

な
ど
を
自
宅
で
保
管
し
て
い
る
。
当
初
は
町
通
り
周
辺
の
世
帯
の
み
で
活
動
を
し

て
い
た
が
、
馬
場
の
古
峯
ヶ
原
講
が
解
散
し
、
そ
こ
に
加
入
し
て
い
た
講
員
の
一

部
が
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
か
ら
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
幡
上
町
講
は
明

治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
「
八
幡
上
町
組
古
峯
講
」
と
し
て
発
足
し
た
。
現
在

の
主
な
活
動
は
、
古
峯
神
社
へ
の
参
拝
で
あ
る
。
昭
和
期
ま
で
は
代
参
が
行
わ
れ

て
い
た
が
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
全
員
参
加
で
の
参
拝
に
変
更
さ
れ
た
。
毎
年

二
五
名
前
後
が
参
加
し
、
泊
ま
り
が
け
で
参
拝
を
し
て
い
る
。
　
　

ま
た
、
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
ま
で
は
年

に
一
回
集
ま
り
が
持
た
れ
て
い
た
。
集
ま
り
は
昭
和
期
ま
で
講
員
の
自
宅
で
行
わ

れ
て
い
た
が
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
か
ら
近
隣
の
店
で
行
う
こ
と
に
な
っ

た
　
　
　
。
集
ま
り
が
開
か
れ
る
家
は
コ
ウ
ヤ
ド
（
講
宿
）
と
呼
ば
れ
、
コ
ウ
ヤ
ド
で

は
あ
ん
こ
餅
な
ど
の
料
理
を
講
員
に
振
る
舞
っ
た
。
こ
の
時
に
、
古
峯
神
社
の
掛

け
軸
を
拝
み
、代
参
者
を
く
じ
引
き
で
決
め
た
と
い
う
。
コ
ウ
ヤ
ド
で
の
集
ま
り
は
、

少
な
く
と
も
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
は
年
に
二
回
開
か
れ
て
お
り
、
旧
暦
一
月
一
三

日
と
旧
暦
一
一
月
一
三
日
と
決
め
ら
れ
て
い
た
　
　
。

⑤
　
馬
場
の
古
峯
ヶ
原
講

　
馬
場
通
り
周
辺
の
約
二
五
世
帯
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）

年
前
後
に
解
散
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
は
、
八
幡
上
町
講
に
合
流
し
て
参
拝
を
続

け
て
い
る
世
帯
も
あ
る
。

昭
和
二
年
生
ま
れ
の
話
者
が
嫁
に
来
た
頃
に
は
、
毎
年
正
月
か
ら
二
月
に
か
け

て
の
農
閑
期
に
、二
人
が
選
ば
れ
て
代
参
し
て
い
た
。
ま
た
、年
に
二
回
　
　
、古
峯
ヶ

原
講
の
集
ま
り
が
あ
り
、講
員
の
自
宅
に
集
ま
っ
た
。
会
場
に
な
る
家
を
ヤ
ド
（
宿
）

と
呼
び
、
順
番
で
回
し
て
い
た
と
い
う
。
ヤ
ド
で
は
天
ぷ
ら
、
煮
物
、
漬
物
、
寒

天
な
ど
の
精
進
料
理
が
振
舞
わ
れ
、
講
員
は
自
分
で
持
っ
て
き
た
お
膳
に
料
理
を

分
け
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
、
申
と
月
と
酉
が
描
か
れ
た
掛
け
軸
を
拝
ん

だ
　
　
。
こ
の
掛
け
軸
は
、
解
散
時
の
ト
ウ
バ
ン
ヤ
ド
（
当
番
宿
）
が
保
管
し
て
い

た
が
、
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
頃
に
古
峯
神
社
に
納
め
た
と
い
う
。

古峯神社の掛け軸

（八幡上町講所有）

集まりの日にコウヤド

（講宿）で拝まれていた。

古峯ヶ原参りの話

　汽車でね（多賀城を）夜立つの。５時間

くらいかかったんでね？朝方着くのね。ほ

うすっと（そうすると）、コバハラ様の神社

から（駅に）バス迎えに来て。ほしてほの（そ

してその）お参りすっとこの（するところ

の）コバハラ様に到着して、夜明けるまで

２時間くらい、横になって休ませられるの。

ほっておっきな火鉢さ炭でどんどんと、ほ

ら、炭おこして。みんなで寒いから手あぶっ

たりして、あと夜明けるまで２時間もある

から横なりなさいって言わってね。布団も

なにもないけど、その火鉢の明かりのほと

りで、横になったり寝むかきすーすーって

夜を明かして拝んだの。

　　　　　　　　（昭和２年生まれ　女性）
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(2)
山
の
神
講

　「
小
牛
田
の
山
の
神
」
と
呼
ば
れ
る
宮
城
県
美
里
町
（
旧
小
牛
田
町
）
の
山
神
社

を
信
仰
す
る
女
性
の
講
集
団
で
あ
る
。
か
つ
て
八
幡
で
は
確
認
で
き
る
だ
け
で
三

つ
の
山
の
神
講
が
組
織
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
す
べ
て
解
散
し
て
い
る
。

①
　
中
谷
地
の
山
の
神
講

　
中
谷
地
契
約
講
に
加
入
し
て
い
る
一
六
世
帯
の
女
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
。
多
く
の
場
合
、
契
約
講
で
活
動
を
し
て
い
る
世
帯
主
の
妻
が
加
入
し
て
い
た

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
年
齢
層
は
比
較
的
高
か
っ
た
。
講
の
当
番
も
契
約
講
と
の

関
係
で
回
っ
て
お
り
、
契
約
講
で
ヤ
ド
マ
エ
（
宿
前
）
に
あ
た
っ
た
世
帯
が
山
の

神
講
で
も
当
番
と
な
っ
て
講
の
共
有
物
で
あ
る
掛
け
軸
を
管
理
し
て
い
た
。
平
成

一
五
年
の
活
動
を
最
後
に
解
散
し
、
掛
け
軸
は
小
牛
田
の
山
神
社
へ
と
納
め
ら
れ

た
。

　
主
な
活
動
内
容
は
、
年
に
一
回
、
三
月
一
二
日
に
沖
公
民
館
で
行
わ
れ
た
集
ま

り
で
あ
る
。
こ
の
日
は
山
神
社
の
掛
け
軸
を
拝
み
、
う
ー
め
ん
が
入
っ
た
ス
ッ
ポ

コ
汁
（
シ
ッ
ポ
ク
汁
）
な
ど
の
精
進
料
理
が
振
舞
わ
れ
た
。
こ
の
集
ま
り
は
長
く

公
民
館
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
生
ま
れ
の
話
者
の
さ

ら
に
上
の
世
代
ま
で
は
、
講
員
の
自
宅
で
集
ま
り
が
開
催
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
以
前
は
三
、四
名
の
代
表
が
小
牛
田
へ
と
代
参
し
て
い
た
が
、
い
つ
の
頃

か
ら
か
行
わ
れ
な
く
な
り
、
公
民
館
で
の
集
ま
り
も
「
こ
れ
か
ら
の
世
代
の
人
は

や
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
理
由
で
、
解
散
が
決
定
し
た
と
い
う
。

②
　
宮
内
の
山
の
神
講

　
旧
沖
区
の
宮
内
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
家
の
女
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

加
入
し
て
い
た
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
生
ま
れ
の
女
性
に
よ
る
と
、
嫁
に
来

る
と
加
入
さ
せ
ら
れ
、
講
員
の
年
齢
層
は
幅
広
か
っ
た
と
い
う
。
加
入
し
た
昭
和

三
〇
年
代
当
時
は
嫁
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
入
っ
た
が
、
年
月
と
と
も
に
講
員
の

年
齢
層
は
高
く
な
っ
て
い
き
、
各
世
帯
の
代
表
の
女
性
で
組
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
中
谷
地
の
山
の
神
講
が
解
散
し
た
と
い
う
話
を
聞
き
、
宮
内
で
も
平
成
一
七

（
二
〇
一
五
）年
前
後
に
解
散
を
決
定
し
た
と
い
う
。
解
散
に
あ
た
り
、講
で
所
有
し
、

拝
ん
で
い
た
掛
け
軸
は
小
牛
田
の
山
神
社
に
納
め
た
。

　
主
な
活
動
内
容
は
、
小
牛
田
の
山
神
社
へ
の
参
拝
と
当
番
の
家
で
の
集
ま
り
で

あ
っ
た
。
山
神
社
の
参
拝
に
関
し
て
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
は
代
表
二
、三
名
が
春

の
例
祭
の
日
に
参
拝
し
、
講
員
全
員
の
札
を
受
け
て
く
る
代
参
が
行
わ
れ
て
い
た
。

当
番
の
家
で
の
集
ま
り
に
関
し
て
は
、
順
に
講
員
の
家
を
回
り
、
山
神
社
で
受
け

て
き
た
大
き
な
札
を
拝
ん
で
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
小
牛

田
へ
の
参
拝
は
代
参
で
は
な
く
講
員
全
員
で
行
く
よ
う
に
な
り
、
当
番
の
家
で
の

集
ま
り
は
小
牛
田
か
ら
の
帰
り
道
に
店
に
寄
っ
て
の
会
食
に
変
化
し
た
。

③
　
馬
場
の
山
の
神
講

　
馬
場
通
り
周
辺
の
女
性
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
二
年
生
ま
れ
の
話
者
が
嫁

に
来
た
頃
に
は
、
七
名
の
女
性
が
入
っ
て
い
た
。
嫁
に
来
る
と
加
入
さ
せ
ら
れ
、

替
わ
っ
て
そ
の
家
の
姑
は
脱
退
し
た
と
い
う
。
解
散
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
昭

和
四
〇
年
代
に
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
主
な
活
動
は
、
年
に
一
回
講
員
の
自
宅
に
集
ま
っ
て
の
会
食
と
、
小
牛
田
山
神

社
の
祭
日
に
参
拝
に
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
集
ま
り
は
、講
員
の
自
宅
で
行
わ
れ
た
。

八幡村2-4-責修[309-367].indd   317 2015/06/12   14:03:34



310

当
番
に
当
た
っ
た
家
を
ヤ
ド
（
宿
）
と
呼
び
、
講
員
は
夜
に
な
る
と
ヤ
ド
に
集
ま
っ

て
、
ヤ
ド
の
嫁
と
姑
が
作
っ
た
料
理
を
食
べ
た
と
い
う
。
こ
の
時
に
掛
け
軸
を
拝

ん
だ
り
は
せ
ず
、
会
食
の
み
を
楽
し
ん
だ
。
ま
た
、
山
神
社
へ
の
参
拝
は
七
名
全

員
で
行
き
、
代
参
は
行
わ
な
か
っ
た
。
春
の
例
祭
の
日
に
姑
の
許
し
を
も
ら
っ
て

み
ん
な
で
出
か
け
た
と
い
う
。

（3）
地
蔵
講

八
幡
二
号
公
園
の
東
側
に
あ
る
沖
地
蔵
の
お
堂
に
は
、
三
体
の
地
蔵
が
祀
ら
れ

て
お
り
、
向
っ
て
左
二
体
が
中
谷
地
の
地
蔵
、
右
一
体
が
宮
内
の
地
蔵
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
蔵
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
蔵
講
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
。

①
　
中
谷
地
の
地
蔵
講

中
谷
地
の
地
蔵
を
信
仰
す
る
講
集
団
で
あ
る
。
契
約
講
の
加
入
世
帯
と
同
じ
講

員
で
、
地
蔵
講
は
契
約
講
の
活
動
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
八
月
二
三

日
の
地
蔵
の
祭
り
に
参
加
す
る
の
は
、
世
帯
主
の
男
性
で
は
な
く
、
そ
の
家
の
女

性
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
契
約
講
で
ト
ウ
バ
ン
ヤ
ド
（
当
番
宿
）
に
当
た
っ
て
い

る
世
帯
は
、
こ
の
地
蔵
祭
の
準
備
も
責
務
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ウ
バ
ン
ヤ

ド
は
、
当
日
に
幕
を
張
り
、
全
世
帯
が
参
拝
す
る
ま
で
沖
地
蔵
で
待
っ
て
い
る
。

以
前
は
、
地
蔵
の
前
掛
け
を
作
る
仕
事
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

②
　
宮
内
の
地
蔵
講

延
命
地
蔵
（
通
称
、
宮
内
の
地
蔵
）
を
信
仰
し
た
講
で
あ
る
。
平
成
二
四
年

前
後
に
解
散
し
た
。
講
員
は
宮
内
か
ら
八
幡
に
移
り
住
ん
だ
家
の
女
性
で
、
平
成

九
（
一
九
九
七
）
年
時
点
で
は
一
八
名
が
加
入
し
て
い
た
　
　
。
平
成
二
四
年
に
解

散
す
る
ま
で
の
十
数
年
で
そ
の
数
は
徐
々
に
減
少
し
、
解
散
時
に
は
三
名
で
あ
っ

た
。
亡
く
な
っ
た
り
、
体
調
が
悪
く
な
っ
て
や
め
る
人
も
い
た
が
、
平
成
二
三

（
二
〇
一
一
）
年
の
津
波
の
被
害
に
よ
っ
て
地
域
を
離
れ
た
家
が
多
か
っ
た
こ
と
が
、

講
員
減
少
の
大
き
な
要
因
だ
と
い
う
。

　
主
な
活
動
内
容
は
毎
年
八
月
二
四
日
に
行
わ
れ
る
地
蔵
祭
の
運
営
で
あ
っ
た
。

解
散
前
は
、
講
員
が
輪
番
制
で
祭
の
準
備
を
行
っ
て
い
た
。
当
番
は
当
日
の
朝
、

山の神講の話

　そいづこそ（それこそ）美味いもんごっつぉうなる（御馳走になる）
んだぉん。嫁御たちだからって。嫁御たち食ったことねえもんだから、
こいなのかせっから（こういうの食べさせるから）なんて、ヤドに行っ
てうんと美味いものかせらって（食べさせられて）来たことあんだ。お
嫁さんたちだから、夜楽しみだっちゃ？夜、山の神講でご飯が出んだわ
なー。今日ごっつぉうなるからと思って。昼間、働いててもウキウキっ
てっちゃわ。夜出かけて行くんだぉん、ほれヤドあっとこさ。ほれ、（ヤ
ドの）おっかさんと嫁さんと待ってるわけだっちゃ。ほって（そして）、
夜２時間はいるからね。ごっつぉうになって、ほして後帰ってくるわけ
なの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和２年生まれ　女性）　　　　　

　お祭りがあるんだわ、山の神様の。そん時行ったり、あれ何月だった
かなー。寒い時だったから、3月くらいかな。お祭りの時はうんと賑や
かなのね、小牛田の山の神まんじゅう売り切れだなんて言われて。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和４年生まれ　女性）
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お
堂
に
紅
白
の
幕
を
張
り
、
掛
け
軸
を
下
げ
、
蠟
燭
を
灯
し
、
赤
飯
の
握
り
飯
や

菓
子
を
供
え
た
。
こ
れ
ら
の
垂
れ
幕
や
掛
け
軸
は
、
講
の
共
有
物
と
し
て
当
番
の

家
で
順
番
に
回
し
て
管
理
し
て
い
た
が
、
講
が
解
散
し
た
後
は
元
講
員
の
一
人
の

家
で
管
理
し
て
お
り
、
現
在
で
も
こ
の
家
が
中
心
と
な
り
、
解
散
時
の
三
名
の
講

員
の
家
族
に
よ
っ
て
準
備
が
行
わ
れ
、
地
蔵
祭
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

（4）
観
音
講

　
八
幡
に
は
観
音
講
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
現
在
不ふ

り
ん
じ

磷
寺

の
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
鎮き

じ

ら守
嶋し

ま

観か
ん
の
ん音

を
信
仰
し
た
観
音
講
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
中
谷
地
契
約
講
の
加
入
世
帯
の
女
性
た
ち
に
よ
る
観
音
講
で
あ
り
、
講
で
所

有
し
て
い
た
小
さ
な
観
音
像
を
拝
ん
で
い
た
。
ど
ち
ら
の
観
音
講
も
す
で
に
解
散

し
て
お
り
、
中
谷
地
の
観
音
像
に
つ
い
て
は
、
解
散
時
に
小
牛
田
の
山
神
社
へ
納

め
ら
れ
た
。

①
　
鎮き

じ
ら
し
ま
か
ん
の
ん

守
嶋
観
音
の
観
音
講

現
在
不
磷
寺
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
、
鎮
守
嶋
観
音
を
信
仰
し
た
女
性
の
講
集

団
で
あ
る
。
鎮
守
嶋
観
音
は
道
路
の
拡
張
工
事
に
伴
っ
て
、昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）

年
に
現
在
の
消
防
団
の
ポ
ン
プ
場
付
近
か
ら
、
不
磷
寺
境
内
に
移
さ
れ
た
。
移
動

さ
れ
る
前
は
、
周
囲
の
旧
家
や
観
音
講
の
講
員
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

不
磷
寺
に
移
さ
れ
て
旧
暦
九
月
二
七
日
の
例
祭
に
不
磷
寺
の
役
員
や
檀
家
が
加

わ
っ
て
大
人
数
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
観
音
講
と
し
て
の
活
動
は

行
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
祭
日
に
は
、
元
観
音
講
の
講
員
や
そ
の
家
族
の
姿
も
見

ら
れ
る
と
い
う
。

②
　
中
谷
地
の
観
音
講

　
中
谷
地
契
約
講
に
加
入
し
て
い
る
一
六
世
帯
の
女
性
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
講

で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
契
約
講
で
活
動
を
し
て
い
る
世
帯
主
の
妻
で
あ
っ
た
と

い
い
、
年
齢
層
は
比
較
的
高
か
っ
た
。
講
の
当
番
も
契
約
講
と
の
関
係
で
回
っ
て

お
り
、契
約
講
で
ヤ
ド
マ
エ（
宿
前
）に
あ
た
っ
た
世
帯
が
観
音
講
で
も
当
番
と
な
っ

て
講
の
共
有
物
で
あ
る
観
音
像
を
管
理
し
て
い
た
。
平
成
一
五
年
の
活
動
を
最
後

中谷地の地蔵祭

幕が張られ、女性たちが参拝に訪れる。

（平成 26年撮影）

宮内地蔵講の掛け軸

以前は地蔵祭の日にお堂に掛けて拝んでいた。裏には明治 31年

の日付と、９名の女性の名前が記されている。
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当
番
に
当
た
っ
た
家
を
ヤ
ド
（
宿
）
と
呼
び
、
講
員
は
夜
に
な
る
と
ヤ
ド
に
集
ま
っ

て
、
ヤ
ド
の
嫁
と
姑
が
作
っ
た
料
理
を
食
べ
た
と
い
う
。
こ
の
時
に
掛
け
軸
を
拝

ん
だ
り
は
せ
ず
、
会
食
の
み
を
楽
し
ん
だ
。
ま
た
、
山
神
社
へ
の
参
拝
は
七
名
全

員
で
行
き
、
代
参
は
行
わ
な
か
っ
た
。
春
の
例
祭
の
日
に
姑
の
許
し
を
も
ら
っ
て

み
ん
な
で
出
か
け
た
と
い
う
。

（3）
地
蔵
講

八
幡
二
号
公
園
の
東
側
に
あ
る
沖
地
蔵
の
お
堂
に
は
、
三
体
の
地
蔵
が
祀
ら
れ

て
お
り
、
向
っ
て
左
二
体
が
中
谷
地
の
地
蔵
、
右
一
体
が
宮
内
の
地
蔵
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
蔵
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
蔵
講
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
。

①
　
中
谷
地
の
地
蔵
講

中
谷
地
の
地
蔵
を
信
仰
す
る
講
集
団
で
あ
る
。
契
約
講
の
加
入
世
帯
と
同
じ
講

員
で
、
地
蔵
講
は
契
約
講
の
活
動
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
八
月
二
三

日
の
地
蔵
の
祭
り
に
参
加
す
る
の
は
、
世
帯
主
の
男
性
で
は
な
く
、
そ
の
家
の
女

性
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
契
約
講
で
ト
ウ
バ
ン
ヤ
ド
（
当
番
宿
）
に
当
た
っ
て
い

る
世
帯
は
、
こ
の
地
蔵
祭
の
準
備
も
責
務
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ウ
バ
ン
ヤ

ド
は
、
当
日
に
幕
を
張
り
、
全
世
帯
が
参
拝
す
る
ま
で
沖
地
蔵
で
待
っ
て
い
る
。

以
前
は
、
地
蔵
の
前
掛
け
を
作
る
仕
事
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

②
　
宮
内
の
地
蔵
講

延
命
地
蔵
（
通
称
、
宮
内
の
地
蔵
）
を
信
仰
し
た
講
で
あ
る
。
平
成
二
四
年

前
後
に
解
散
し
た
。
講
員
は
宮
内
か
ら
八
幡
に
移
り
住
ん
だ
家
の
女
性
で
、
平
成

九
（
一
九
九
七
）
年
時
点
で
は
一
八
名
が
加
入
し
て
い
た
　
　
。
平
成
二
四
年
に
解

散
す
る
ま
で
の
十
数
年
で
そ
の
数
は
徐
々
に
減
少
し
、
解
散
時
に
は
三
名
で
あ
っ

た
。
亡
く
な
っ
た
り
、
体
調
が
悪
く
な
っ
て
や
め
る
人
も
い
た
が
、
平
成
二
三

（
二
〇
一
一
）
年
の
津
波
の
被
害
に
よ
っ
て
地
域
を
離
れ
た
家
が
多
か
っ
た
こ
と
が
、

講
員
減
少
の
大
き
な
要
因
だ
と
い
う
。

　
主
な
活
動
内
容
は
毎
年
八
月
二
四
日
に
行
わ
れ
る
地
蔵
祭
の
運
営
で
あ
っ
た
。

解
散
前
は
、
講
員
が
輪
番
制
で
祭
の
準
備
を
行
っ
て
い
た
。
当
番
は
当
日
の
朝
、

山の神講の話

　そいづこそ（それこそ）美味いもんごっつぉうなる（御馳走になる）
んだぉん。嫁御たちだからって。嫁御たち食ったことねえもんだから、
こいなのかせっから（こういうの食べさせるから）なんて、ヤドに行っ
てうんと美味いものかせらって（食べさせられて）来たことあんだ。お
嫁さんたちだから、夜楽しみだっちゃ？夜、山の神講でご飯が出んだわ
なー。今日ごっつぉうなるからと思って。昼間、働いててもウキウキっ
てっちゃわ。夜出かけて行くんだぉん、ほれヤドあっとこさ。ほれ、（ヤ
ドの）おっかさんと嫁さんと待ってるわけだっちゃ。ほって（そして）、
夜２時間はいるからね。ごっつぉうになって、ほして後帰ってくるわけ
なの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和２年生まれ　女性）　　　　　

　お祭りがあるんだわ、山の神様の。そん時行ったり、あれ何月だった
かなー。寒い時だったから、3月くらいかな。お祭りの時はうんと賑や
かなのね、小牛田の山の神まんじゅう売り切れだなんて言われて。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和４年生まれ　女性）
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お
堂
に
紅
白
の
幕
を
張
り
、
掛
け
軸
を
下
げ
、
蠟
燭
を
灯
し
、
赤
飯
の
握
り
飯
や

菓
子
を
供
え
た
。
こ
れ
ら
の
垂
れ
幕
や
掛
け
軸
は
、
講
の
共
有
物
と
し
て
当
番
の

家
で
順
番
に
回
し
て
管
理
し
て
い
た
が
、
講
が
解
散
し
た
後
は
元
講
員
の
一
人
の

家
で
管
理
し
て
お
り
、
現
在
で
も
こ
の
家
が
中
心
と
な
り
、
解
散
時
の
三
名
の
講

員
の
家
族
に
よ
っ
て
準
備
が
行
わ
れ
、
地
蔵
祭
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

（4）
観
音
講

　
八
幡
に
は
観
音
講
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
現
在
不ふ

り
ん
じ

磷
寺

の
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
鎮き

じ

ら守
嶋し

ま

観か
ん
の
ん音

を
信
仰
し
た
観
音
講
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
中
谷
地
契
約
講
の
加
入
世
帯
の
女
性
た
ち
に
よ
る
観
音
講
で
あ
り
、
講
で
所

有
し
て
い
た
小
さ
な
観
音
像
を
拝
ん
で
い
た
。
ど
ち
ら
の
観
音
講
も
す
で
に
解
散

し
て
お
り
、
中
谷
地
の
観
音
像
に
つ
い
て
は
、
解
散
時
に
小
牛
田
の
山
神
社
へ
納

め
ら
れ
た
。

①
　
鎮き

じ
ら
し
ま
か
ん
の
ん

守
嶋
観
音
の
観
音
講

現
在
不
磷
寺
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
、
鎮
守
嶋
観
音
を
信
仰
し
た
女
性
の
講
集

団
で
あ
る
。
鎮
守
嶋
観
音
は
道
路
の
拡
張
工
事
に
伴
っ
て
、昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）

年
に
現
在
の
消
防
団
の
ポ
ン
プ
場
付
近
か
ら
、
不
磷
寺
境
内
に
移
さ
れ
た
。
移
動

さ
れ
る
前
は
、
周
囲
の
旧
家
や
観
音
講
の
講
員
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

不
磷
寺
に
移
さ
れ
て
旧
暦
九
月
二
七
日
の
例
祭
に
不
磷
寺
の
役
員
や
檀
家
が
加

わ
っ
て
大
人
数
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
観
音
講
と
し
て
の
活
動
は

行
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
祭
日
に
は
、
元
観
音
講
の
講
員
や
そ
の
家
族
の
姿
も
見

ら
れ
る
と
い
う
。

②
　
中
谷
地
の
観
音
講

　
中
谷
地
契
約
講
に
加
入
し
て
い
る
一
六
世
帯
の
女
性
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
講

で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
契
約
講
で
活
動
を
し
て
い
る
世
帯
主
の
妻
で
あ
っ
た
と

い
い
、
年
齢
層
は
比
較
的
高
か
っ
た
。
講
の
当
番
も
契
約
講
と
の
関
係
で
回
っ
て

お
り
、契
約
講
で
ヤ
ド
マ
エ（
宿
前
）に
あ
た
っ
た
世
帯
が
観
音
講
で
も
当
番
と
な
っ

て
講
の
共
有
物
で
あ
る
観
音
像
を
管
理
し
て
い
た
。
平
成
一
五
年
の
活
動
を
最
後

中谷地の地蔵祭

幕が張られ、女性たちが参拝に訪れる。

（平成 26年撮影）

宮内地蔵講の掛け軸

以前は地蔵祭の日にお堂に掛けて拝んでいた。裏には明治 31年

の日付と、９名の女性の名前が記されている。

八幡村2-4-責修[309-367].indd   319 2015/06/12   14:03:34



312

に
山
の
神
講
と
と
も
に
解
散
し
、
観
音
像
は
山
の
神
講
の
掛
け
軸
と
一
緒
に
小
牛

田
の
山
神
社
へ
納
め
ら
れ
た
。

（5）
お
釈
迦
講

旧
沖
区
に
伝
わ
る
涅ね

は

ん

ず

槃
図
を
拝
ん
だ
講
集
団
で
あ
り
、
涅
槃
図
に
名
前
が
記

さ
れ
て
い
る
一
六
名
の
女
性
の
子
孫
の
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成

二
四
年
前
後
に
解
散
し
た
。
元
々
こ
の
涅
槃
図
は
、
旧
沖
区
の
三
村
落
の
女
性
に

よ
っ
て
拝
ま
れ
て
い
た
が
、
集
団
移
転
の
後
そ
の
所
在
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
講

も
解
散
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
〇
年
代
に
涅
槃
図
が
探
し
出
さ
れ
、
そ
こ
に
名

前
が
あ
っ
た
一
六
名
の
女
性
の
子
孫
が
判
明
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

こ
の
一
六
世
帯
に
よ
っ
て
再
び
お
釈
迦
講
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

主
な
活
動
は
、
二
月
一
五
日
に
開
か
れ
る
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
涅
槃
図
を
拝
み
、

昔
話
な
ど
を
し
て
旧
沖
区
の
住
民
と
し
て
の
親
睦
を
深
め
て
い
た
と
い
う
。
参
加

す
る
の
は
各
世
帯
か
ら
一
人
ず
つ
で
、
性
別
は
問
わ
な
か
っ
た
。
解
散
し
た
頃
は
、

近
く
の
店
に
集
ま
っ
て
い
た
が
、
以
前
は
講
員
の
家
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
一
年
ご
と
に
当
番
を
ま
わ
し
、
当
番
に
あ
た
っ
た
家
が
涅
槃
図
を
管
理
し
た
。

旧
沖
区
を
知
る
世
代
が
多
か
っ
た
頃
に
は
、
集
ま
る
度
に
思
い
出
話
に
花
が
咲
き
、

講
員
で
旅
行
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
世
代
交
代
が
進
ん
だ
こ

と
も
あ
っ
て
解
散
す
る
こ
と
に
な
り
、
涅
槃
図
は
笠
神
の
西
園
寺
に
納
め
ら
れ
た
。

涅槃図（拡大）

お釈迦講の涅槃図

安政２年に 16名の女性が購入したという話である。

313

(6)
念
仏
講

八
幡
に
は
か
つ
て
念
仏
講
と
呼
ば
れ
る
講
が
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
中
谷
地
の

女
性
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
念
仏
講
で
あ
り
、
中
谷
地
の
地
蔵
を
信
仰
し
て

い
た
。
も
う
一
つ
は
、
宮
内
か
ら
移
り
住
ん
だ
家
の
女
性
に
よ
る
念
仏
講
で
あ
る
。

①
　
中
谷
地
の
念
仏
講

　
中
谷
地
の
女
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
中
谷
地
の
地
蔵
を
信
仰
し
た
講
集
団
で

あ
る
。
集
団
移
転
前
に
あ
っ
た
講
で
、
講
員
は
年
配
の
女
性
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
オ
ネ
ン
ブ
ツ
（
お
念
仏
）　
　
　
を
う
た
い
な
が
ら
地
蔵
を
拝
ん
で
い
た
と
い

う
。

②
　
宮
内
の
念
仏
講

宮
内
か
ら
移
り
住
ん
だ
家
の
女
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
四
年
生

ま
れ
の
女
性
が
嫁
に
来
た
時
に
は
、
一
五
名
ほ
ど
の
講
員
が
活
動
し
て
お
り
、
姑

に
言
わ
れ
て
オ
ネ
ン
ブ
ツ
（
お
念
仏
）
の
練
習
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
。
宮
内

の
世
帯
に
不
幸
が
あ
っ
た
時
な
ど
に
は
、
そ
の
家
に
行
っ
て
オ
ネ
ン
ブ
ツ
を
う
た
っ

た
。
講
員
が
徐
々
に
亡
く
な
っ
て
い
き
、
い
つ
の
ま
に
か
解
散
し
て
い
た
と
い
う
。

オネンブツ（お念仏）をうたう時に用いる鐘

これらの道具は姑から嫁へと受け継がれた。

中谷地念仏講の写真
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馬
場

通

り

町

通

り

◆

★

　

八　幡　下　一

八　幡　下　二

八　幡　上　一

八　幡　上　二

八　幡　沖

八　幡　沖

2 

1

6

9

8
5

7
4

3

13

14

11
10

12

①　八幡神社　　　　　　　⑦　鎮守嶋観音　　　　　　　⑬　浄水場の石碑

②　萩原神社　　　　　　　⑧　護麻壇様　　　　　　　　⑭　砂押川

③　喜太郎稲荷神社　　　　⑨　蛇王権現　　　　　　　　　　　　　

④　不磷寺　　　　　　　　⑩　居家前の石碑　　　　◆　中谷地の地蔵が祀られていた場所

⑤　宝国寺　　　　　　　　⑪　馬場の石碑

⑥　沖地蔵　　　　　　　　⑫　八幡橋袂の石碑　　　★　鎮守嶋観音が祀られていた場所

三
　
祈
り
の
場

315

①
　
八は

ち
ま
ん幡

神
社

八
幡
神
社
は
、
八
幡
上
一
・
八
幡
下
一
・
八
幡
下
二
・
八
幡
沖
の
各
地
区
を
中
心
に

信
仰
さ
れ
て
い
る
神
社
で
あ
る
。
戦
時
中
は
海
軍
工
廠
の
建
設
の
た
め
に
神
体
は

一
時
八
幡
字
窪
の
仮
殿
に
遷
宮
し
、
戦
後
に
な
っ
て
現
在
の
場
所
に
移
さ
れ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
三
年
三
月
の
津
波
に
よ
っ
て
社
務
所
や
周
囲
の
木
々
を
失

い
、
大
き
く
景
観
が
変
化
し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
か
ら
神
職
不
在
の
状
況
が
続
き
、

現
在
は
総
代
が
中
心
に
な
っ
て
神
社
を
管
理
し
て
い
る
　
　
。

主
な
行
事
は
新
年
祭
・
ど
ん
と
祭
・
例
大
祭
・
新
穀
感
謝
祭
の
四
つ
で
、
そ
の

中
で
も
四
月
の
例
大
祭
が
最
も
大
き
な
行
事
で
あ
る
。
例
大
祭
で
は
、
神
輿
保
存

会
や
子
ど
も
会
に
よ
る
神
輿
巡
行
が
行
わ
れ
る
。

神
社
の
組
織
に
は
総
代
・
女
性
部
・
神
輿
保
存
会
の
三
つ
が
あ
り
、
総
代
と
女

性
部
は
八
幡
上
一
・
八
幡
下
一
・
八
幡
下
二
・
八
幡
沖
か
ら
二
人
ず
つ
選
ば
れ
る
。
総

代
の
仕
事
に
は
、
年
に
五
、六
回
の
境
内
の
草
刈
り
や
祭
り
の
準
備
、
年
末
年
始
に

各
家
庭
を
回
っ
て
札
な
ど
を
配
布
す
る
仕
事
が
あ
る
。
ま
た
、
正
月
前
の
神
棚
の

御
払
い
や
、
屋
敷
神
の
社
の
新
設
に
伴
う
祈
祷
と
い
っ
た
各
家
庭
か
ら
の
要
望
を
、

神
職
に
伝
え
る
仲
介
役
と
し
て
の
役
割
も
あ
る
。

八幡神社の祭りの話

「祭りの日は、学校もお休みになりました。よく、原の町の児童までもが、参詣に来たもの

です。当時の祭りは、言葉では言い尽せないほど盛大で楽しいものでした。祭りになると、

決まって私は親の言いつけで、直径三十センチもある大きな赤飯のおにぎりを親戚中に配

り歩いたものです。もちろん草餅も食べました。また浜に近いせいか、アンコのきも和え

も食べさせられました。むら中が盆と正月を合わせたような賑やかさになり、青年団では

境内にヤグラを建て大演会を開きました。また鹿踊りや流鏑馬の奉納も行われました。夜

店がずらりと並び、私は親から十銭をもらい、友だちと朝鮮アメやところてんなどを買い

に行ったものです。

本当に、昔は祭ぐらい楽しいものはありませんでした。目を閉じると、今でも笛や太鼓、

父や母や村の人々の明るい笑い声が聞こえてくるようです。」

　　　　　　　　　　　　（明治 32年生まれ　男性）　　『恩讐の彼方に冲区あり』p.13

昭和 56 年頃の例大祭１月 14 日のどんと祭の様子

正月飾りを納めに多くの人が訪れる。

　　　　　　　　　　　（平成 27年撮影）

平成８年頃の八幡神社

八幡神社の年中行事

 １月３日　　　　・・・新年祭 

 １月 14 日　　　 ・・・どんと祭

 4 月第 3日曜日　・・・例大祭

 11 月 23 日　　   ・・・新穀感謝祭

 　　　　　　　　　　　（新嘗祭）
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時
中
は
海
軍
工
廠
の
建
設
の
た
め
に
神
体
は

一
時
八
幡
字
窪
の
仮
殿
に
遷
宮
し
、
戦
後
に
な
っ
て
現
在
の
場
所
に
移
さ
れ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
三
年
三
月
の
津
波
に
よ
っ
て
社
務
所
や
周
囲
の
木
々
を
失

い
、
大
き
く
景
観
が
変
化
し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
か
ら
神
職
不
在
の
状
況
が
続
き
、

現
在
は
総
代
が
中
心
に
な
っ
て
神
社
を
管
理
し
て
い
る
　
　
。

主
な
行
事
は
新
年
祭
・
ど
ん
と
祭
・
例
大
祭
・
新
穀
感
謝
祭
の
四
つ
で
、
そ
の

中
で
も
四
月
の
例
大
祭
が
最
も
大
き
な
行
事
で
あ
る
。
例
大
祭
で
は
、
神
輿
保
存

会
や
子
ど
も
会
に
よ
る
神
輿
巡
行
が
行
わ
れ
る
。

神
社
の
組
織
に
は
総
代
・
女
性
部
・
神
輿
保
存
会
の
三
つ
が
あ
り
、
総
代
と
女

性
部
は
八
幡
上
一
・
八
幡
下
一
・
八
幡
下
二
・
八
幡
沖
か
ら
二
人
ず
つ
選
ば
れ
る
。
総

代
の
仕
事
に
は
、
年
に
五
、六
回
の
境
内
の
草
刈
り
や
祭
り
の
準
備
、
年
末
年
始
に

各
家
庭
を
回
っ
て
札
な
ど
を
配
布
す
る
仕
事
が
あ
る
。
ま
た
、
正
月
前
の
神
棚
の

御
払
い
や
、
屋
敷
神
の
社
の
新
設
に
伴
う
祈
祷
と
い
っ
た
各
家
庭
か
ら
の
要
望
を
、

神
職
に
伝
え
る
仲
介
役
と
し
て
の
役
割
も
あ
る
。

八幡神社の祭りの話

「祭りの日は、学校もお休みになりました。よく、原の町の児童までもが、参詣に来たもの

です。当時の祭りは、言葉では言い尽せないほど盛大で楽しいものでした。祭りになると、

決まって私は親の言いつけで、直径三十センチもある大きな赤飯のおにぎりを親戚中に配

り歩いたものです。もちろん草餅も食べました。また浜に近いせいか、アンコのきも和え

も食べさせられました。むら中が盆と正月を合わせたような賑やかさになり、青年団では

境内にヤグラを建て大演会を開きました。また鹿踊りや流鏑馬の奉納も行われました。夜

店がずらりと並び、私は親から十銭をもらい、友だちと朝鮮アメやところてんなどを買い

に行ったものです。

本当に、昔は祭ぐらい楽しいものはありませんでした。目を閉じると、今でも笛や太鼓、

父や母や村の人々の明るい笑い声が聞こえてくるようです。」

　　　　　　　　　　　　（明治 32年生まれ　男性）　　『恩讐の彼方に冲区あり』p.13

昭和 56 年頃の例大祭１月 14 日のどんと祭の様子

正月飾りを納めに多くの人が訪れる。

　　　　　　　　　　　（平成 27年撮影）

平成８年頃の八幡神社

八幡神社の年中行事

 １月３日　　　　・・・新年祭 

 １月 14 日　　　 ・・・どんと祭

 4 月第 3日曜日　・・・例大祭

 11 月 23 日　　   ・・・新穀感謝祭

 　　　　　　　　　　　（新嘗祭）
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②
　
萩
原
神
社

萩
原
神
社
は
中
谷
地
契
約
講
に
所
属
す
る
一
六
世
帯
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
る
神

社
で
あ
り
、
キ
ホ
ウ
イ
ン
サ
ン
（
喜
宝
院
さ
ん
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
は

八
幡
神
社
の
境
内
の
西
側
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
元
々
は
旧
沖
区
の
中
谷
地
村
落

内
北
側
に
鎮
座
し
て
い
た
。
海
軍
工
廠
建
設
に
伴
っ
て
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

現
在
地
に
移
っ
た
。
平
成
二
三
年
三
月
の
津
波
で
社
殿
が
流
さ
れ
た
が
、
中
谷
地

契
約
講
に
よ
っ
て
平
成
二
四
年
一
一
月
一
八
日
に
同
じ
場
所
に
再
建
さ
れ
た
。

主
な
行
事
は
、
毎
年
九
月
第
一
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
例
祭
で
あ
る
。
本
来
の
祭

日
は
旧
暦
九
月
九
日
で
あ
る
が
、
後
に
新
暦
九
月
九
日
に
な
り
、
さ
ら
に
参
加
者

の
仕
事
の
都
合
上
、
現
在
の
日
に
ち
に
変
更
さ
れ
た
。
平
成
二
六
年
の
例
祭
は
九

月
七
日
に
行
わ
れ
た
。
中
谷
地
契
約
講
の
ト
ウ
バ
ン
ヤ
ド
（
当
番
宿
）
に
当
た
る

講
員
が
、
幕
を
張
る
な
ど
の
準
備
を
す
る
。
一
六
世
帯
の
代
表
者
が
社
殿
の
前
に

座
り
、
総
社
宮
の
神
職
に
よ
る
祈
祷
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
境
内
の
社
務
所
に
移
っ

て
ナ
オ
ラ
イ（
直
会
）が
行
わ
れ
た
。
現
在
は
神
職
が
供
物
の
準
備
を
し
て
い
る
が
、

契
約
講
で
保
管
し
て
い
る
メ
モ
用
紙
に
は
供
物
の
リ
ス
ト
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

少
な
く
と
も
メ
モ
が
書
か
れ
た
昭
和
五
八
（
一
九
八
三
）
年
ま
で
は
、
当
番
に
よ
っ

て
毎
年
決
め
ら
れ
た
供
物
が
準
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

萩
原
神
社
と
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
中
谷
地
の
鹿
踊
り
が
あ
る
。
鹿
踊

り
は
中
谷
地
に
伝
わ
る
民
俗
芸
能
で
あ
り
、
八
幡
神
社
の
境
内
に
は
金
華
山
で
鹿

踊
り
を
奉
納
し
た
と
す
る
記
念
碑
が
残
っ
て
い
る
。
中
谷
地
契
約
講
の
記
録
に
よ

る
と
、
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
の
契
約
講
の
集
ま
り
で
萩
原
神
社
例
祭
に
鹿

踊
り
を
奉
納
す
る
決
ま
り
が
作
ら
れ
た
が
、
翌
年
に
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
　
　
。
こ

の
年
に
神
社
に
鹿
踊
り
が
奉
納
さ
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
近
年
で
は
平
成

二
四
年
の
萩
原
神
社
落
成
式
に
奉
納
さ
れ
た
。

萩原神社例祭の様子

総社宮の神職によって祝詞が奏上され、神酒がま

わされる。（平成 26年撮影）

落成式で奉納される鹿踊り（平成 24年撮影）

萩原神社の祭りの話

「旧九月九日の祭日には前夜から部落民が集

まり、それはそれは賑やかにお祭りをした

ものです。沿道にはちょうちんをさげ、子

どもたちは、赤飯をたべて太鼓を打ちなら

します。もちろん夜店も並びました。九日

の早朝は、新しい稲藁に赤飯をのせてお供

えします。そして神主さんがお祈りをしま

す。このとき、神社の前の家で鹿踊りが行

われたものでした」

　　　　　　　　（大正５年生まれ　男性）　

『恩讐の彼方に冲区あり』p.15
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②
　
萩
原
神
社

萩
原
神
社
は
中
谷
地
契
約
講
に
所
属
す
る
一
六
世
帯
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
る
神

社
で
あ
り
、
キ
ホ
ウ
イ
ン
サ
ン
（
喜
宝
院
さ
ん
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
は

八
幡
神
社
の
境
内
の
西
側
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
元
々
は
旧
沖
区
の
中
谷
地
村
落

内
北
側
に
鎮
座
し
て
い
た
。
海
軍
工
廠
建
設
に
伴
っ
て
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

現
在
地
に
移
っ
た
。
平
成
二
三
年
三
月
の
津
波
で
社
殿
が
流
さ
れ
た
が
、
中
谷
地

契
約
講
に
よ
っ
て
平
成
二
四
年
一
一
月
一
八
日
に
同
じ
場
所
に
再
建
さ
れ
た
。

主
な
行
事
は
、
毎
年
九
月
第
一
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
例
祭
で
あ
る
。
本
来
の
祭

日
は
旧
暦
九
月
九
日
で
あ
る
が
、
後
に
新
暦
九
月
九
日
に
な
り
、
さ
ら
に
参
加
者

の
仕
事
の
都
合
上
、
現
在
の
日
に
ち
に
変
更
さ
れ
た
。
平
成
二
六
年
の
例
祭
は
九

月
七
日
に
行
わ
れ
た
。
中
谷
地
契
約
講
の
ト
ウ
バ
ン
ヤ
ド
（
当
番
宿
）
に
当
た
る

講
員
が
、
幕
を
張
る
な
ど
の
準
備
を
す
る
。
一
六
世
帯
の
代
表
者
が
社
殿
の
前
に

座
り
、
総
社
宮
の
神
職
に
よ
る
祈
祷
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
境
内
の
社
務
所
に
移
っ

て
ナ
オ
ラ
イ（
直
会
）が
行
わ
れ
た
。
現
在
は
神
職
が
供
物
の
準
備
を
し
て
い
る
が
、

契
約
講
で
保
管
し
て
い
る
メ
モ
用
紙
に
は
供
物
の
リ
ス
ト
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

少
な
く
と
も
メ
モ
が
書
か
れ
た
昭
和
五
八
（
一
九
八
三
）
年
ま
で
は
、
当
番
に
よ
っ

て
毎
年
決
め
ら
れ
た
供
物
が
準
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

萩
原
神
社
と
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
中
谷
地
の
鹿
踊
り
が
あ
る
。
鹿
踊

り
は
中
谷
地
に
伝
わ
る
民
俗
芸
能
で
あ
り
、
八
幡
神
社
の
境
内
に
は
金
華
山
で
鹿

踊
り
を
奉
納
し
た
と
す
る
記
念
碑
が
残
っ
て
い
る
。
中
谷
地
契
約
講
の
記
録
に
よ

る
と
、
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
の
契
約
講
の
集
ま
り
で
萩
原
神
社
例
祭
に
鹿

踊
り
を
奉
納
す
る
決
ま
り
が
作
ら
れ
た
が
、
翌
年
に
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
　
　
。
こ

の
年
に
神
社
に
鹿
踊
り
が
奉
納
さ
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
近
年
で
は
平
成

二
四
年
の
萩
原
神
社
落
成
式
に
奉
納
さ
れ
た
。

萩原神社例祭の様子

総社宮の神職によって祝詞が奏上され、神酒がま

わされる。（平成 26年撮影）

落成式で奉納される鹿踊り（平成 24年撮影）

萩原神社の祭りの話

「旧九月九日の祭日には前夜から部落民が集

まり、それはそれは賑やかにお祭りをした

ものです。沿道にはちょうちんをさげ、子

どもたちは、赤飯をたべて太鼓を打ちなら

します。もちろん夜店も並びました。九日

の早朝は、新しい稲藁に赤飯をのせてお供

えします。そして神主さんがお祈りをしま

す。このとき、神社の前の家で鹿踊りが行

われたものでした」

　　　　　　　　（大正５年生まれ　男性）　

『恩讐の彼方に冲区あり』p.15
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③
喜
太
郎
稲
荷
神
社

喜
太
郎
稲
荷
神
社
は
天
童
家
の
氏
神
で
あ
り
、
天
童
家
や
そ
の
関
係
者
に
よ
っ

て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
境
内
の
碑
に
は
「
天
正
十
二
年
十
月
十
日
（
一
五
八
四
）

天
童
城
主
頼
久
公
最
上
義
光
に
攻
略
さ
れ
落
城
草
刈
将
監
と
関
山
峠
を
越
え
ん
と

し
た
が
暗
闇
の
為
難
渋
す
。
そ
の
時
喜
太
郎
と
言
う
忍
者
現
れ
灯
を
点
し
愛
子
迄

道
案
内
を
つ
と
め
て
く
れ
た
。
以
後
生
命
の
恩
人
と
し
て
天
童
家
の
氏
神
と
し
て

祀
る
」
と
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。

神
社
近
く
の
一
軒
が
ベ
ッ
ト
ウ
（
別
当
）
を
務
め
、
社
の
鍵
の
管
理
や
境
内
の

掃
除
、
毎
月
一
日
と
一
五
日
の
供
物
の
準
備
を
し
て
い
る
。
現
在
は
平
地
に
建
っ

て
い
る
が
、
戦
前
は
小
高
い
山
の
上
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
喜
太
郎
稲
荷
神

社
の
一
帯
は
シ
ン
ジ
ョ
ウ
と
呼
ば
れ
た
山
で
あ
り
、
喜
太
郎
稲
荷
神
社
だ
け
で
は

な
く
、
隣
接
す
る
天
童
家
墓
所
も
そ
の
山
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
。
シ
ン
ジ
ョ
ウ

の
山
は
、
沖
区
の
人
々
の
集
団
移
転
先
に
な
る
水
田
の
埋
め
立
て
の
た
め
に
崩
さ

れ
、
平
ら
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

主
な
行
事
は
、
旧
暦
九
月
二
八
日
前
後
の
休
日
に
行
わ
れ
る
例
祭
で
あ
る
。
本

来
の
祭
日
は
旧
暦
九
月
二
八
日
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
人
が
集
ま
り
や
す
い
休
日

に
行
わ
れ
て
い
る
。
平
成
二
六
年
の
例
祭
は
一
〇
月
二
六
日
に
行
な
わ
れ
た
。
当

日
は
、
ベ
ッ
ト
ウ
が
朝
に
社
の
扉
を
開
け
、
幕
を
張
り
提
灯
を
下
げ
て
準
備
を
す

る
。
供
物
は
天
童
家
が
用
意
し
、
赤
飯
や
家
の
畑
で
収
穫
し
た
野
菜
、
果
物
、
神
酒
、

菓
子
な
ど
が
並
ぶ
。
祭
り
の
参
加
者
は
主
に
天
童
家
の
身
内
や
天
童
家
に
縁
の
あ

る
人
々
約
一
〇
名
で
、
旧
家
臣
の
家
の
人
を
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。

例
祭
に
は
天
童
家
の
身
内
の
み
が
参
加
す
る
が
、
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
は
天
童

家
の
旧
家
臣
の
家
や
、
そ
れ
に
関
係
が
あ
る
家
な
ど
、
地
域
の
人
々
が
参
拝
に
訪

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
現
在
で
も
、
旧
家
臣
の
家
と
関
係
が

あ
る
家
の
中
に
は
、
毎
年
元
日
に
喜
太
郎
稲
荷
神
社
を
参
拝
す
る
と
い
う
人
も
い

る
。
ま
た
、
昔
は
安
産
祈
願
や
受
験
の
合
格
祈
願
な
ど
様
々
な
祈
願
が
な
さ
れ
て

い
た
。
結
婚
を
機
に
八
幡
か
ら
他
所
に
出
て
行
く
人
の
中
に
は
、
婚
礼
衣
装
を
着

て
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
参
拝
し
て
か
ら
鎮き

じ

ら守
嶋し

ま

観か
ん
の
ん音
を
拝
み
、
出
発
す
る
と
い
う

人
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。

平成 15 年頃の喜太郎稲荷神社

以前は木々に囲まれていた。

喜太郎稲荷神社の例祭の様子

天童家の人々やその関係者が参加する。　　　　　　　

（平成 26年撮影）
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④
不ふ

り

ん

じ

磷
寺

八
幡
地
区
を
中
心
に
、
約
五
〇
〇
軒
の
檀
家
を
抱
え
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺

院
で
あ
る
。
檀
家
は
、
天
童
家
が
八
幡
に
入
部
す
る
前
か
ら
こ
の
土
地
に
住
ん
で

い
た
旧
家
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
数
十
年
で
新
た
に
檀
家
に
な
っ
た
家

も
多
く
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
檀
家
が
全
体
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
。
旧
沖
区

か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
住
民
の
中
に
は
、
墓
の
移
動
を
迫
ら
れ
て
近
く
の
不
磷
寺

や
宝
国
寺
に
墓
を
移
し
た
家
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
檀
那
寺
は
従
来
の
ま

ま
で
、
墓
だ
け
を
不
磷
寺
や
宝
国
寺
に
置
く
ハ
カ
ダ
ン
カ
（
墓
檀
家
）
と
呼
ば
れ

る
家
も
あ
る
。

主
な
行
事
は
、
二
月
の
節
分
と
涅
槃
会
、
四
月
の
誕
生
会
と
御
回
向
、
八
月
の

精
霊
迎
え
、
精
霊
送
り
と
地
蔵
盆
、
旧
暦
九
月
の
鎮
守
嶋
観
音
縁
日
、
一
二
月
の

成
道
会
で
あ
る
。
こ
の
中
で
も
八
月
二
四
日
の
地
蔵
盆
に
は
多
く
の
檀
家
が
参
加

し
、
盆
期
間
中
に
仏
壇
に
飾
っ
た
提
灯
や
ボ
ン
バ
タ
（
盆
旗
）　
　
を
納
め
に
来
る
。

不
磷
寺
の
組
織
に
は
、
各
地
区
か
ら
選
ば
れ
る
総
代
と
責
任
役
員
、
花
園
会
、

男
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
青
壮
年
部
、
女
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
婦
人
部
が

あ
る
。
三
〇
～
四
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
年
配
の
女
性
た
ち
に
よ
る
念
仏
講
も
あ
り
、

御
詠
歌
の
練
習
な
ど
を
し
て
い
た
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。
総
代
と
責
任
役
員
は
八
幡
上
一
・
八
幡
下
二
・
八
幡
沖
・
高
橋
・
明め

い
げ
つ月

・

沼ぬ
ま
む
か
い

向
（
仙
台
市
）
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。
総
代
は
実
際
に
檀
家
を
回
っ
た
り
、
行

事
の
運
営
に
携
わ
る
役
割
で
あ
り
、
責
任
役
員
は
寺
の
活
動
に
つ
い
て
の
承
認
を

行
っ
た
り
し
て
い
る
。
青
壮
年
部
は
、
檀
家
の
男
性
約
三
〇
名
で
組
織
さ
れ
、
節

分
や
地
蔵
盆
に
店
を
出
し
た
り
し
て
い
る
。
婦
人
部
は
約
五
〇
名
で
組
織
さ
れ
て

お
り
、
毎
月
八
日
に
寺
に
集
ま
る
「
八
日
会
」
の
日
に
は
、
お
経
を
唱
え
る
な
ど

の
活
動
を
し
て
い
る
。
以
前
は
御
詠
歌
の
練
習
も
し
て
い
た
と
い
う
。

以前の不磷寺入口

現在の本堂は平成 11 年に建て直されたものである。

不磷寺の地蔵盆

提灯とボンバタ（盆旗）が納められ、駐車場では青壮

年部による夜店も出される。（平成 25 年撮影）

不磷寺の年中行事

　2月 3日 ・・・豆撒き

　　　　　　　　餅振舞い

　2月 15 日・・・涅槃会

　4月 8日 ・・・誕生会

　4月 29 日・・・御回向

　8月 13 日・・・精霊迎え

　8月 16 日・・・精霊送り

　8月 24 日・・・地蔵盆

　12 月 8 日・・・成道会
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③
喜
太
郎
稲
荷
神
社

喜
太
郎
稲
荷
神
社
は
天
童
家
の
氏
神
で
あ
り
、
天
童
家
や
そ
の
関
係
者
に
よ
っ

て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
境
内
の
碑
に
は
「
天
正
十
二
年
十
月
十
日
（
一
五
八
四
）

天
童
城
主
頼
久
公
最
上
義
光
に
攻
略
さ
れ
落
城
草
刈
将
監
と
関
山
峠
を
越
え
ん
と

し
た
が
暗
闇
の
為
難
渋
す
。
そ
の
時
喜
太
郎
と
言
う
忍
者
現
れ
灯
を
点
し
愛
子
迄

道
案
内
を
つ
と
め
て
く
れ
た
。
以
後
生
命
の
恩
人
と
し
て
天
童
家
の
氏
神
と
し
て

祀
る
」
と
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。

神
社
近
く
の
一
軒
が
ベ
ッ
ト
ウ
（
別
当
）
を
務
め
、
社
の
鍵
の
管
理
や
境
内
の

掃
除
、
毎
月
一
日
と
一
五
日
の
供
物
の
準
備
を
し
て
い
る
。
現
在
は
平
地
に
建
っ

て
い
る
が
、
戦
前
は
小
高
い
山
の
上
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
喜
太
郎
稲
荷
神

社
の
一
帯
は
シ
ン
ジ
ョ
ウ
と
呼
ば
れ
た
山
で
あ
り
、
喜
太
郎
稲
荷
神
社
だ
け
で
は

な
く
、
隣
接
す
る
天
童
家
墓
所
も
そ
の
山
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
。
シ
ン
ジ
ョ
ウ

の
山
は
、
沖
区
の
人
々
の
集
団
移
転
先
に
な
る
水
田
の
埋
め
立
て
の
た
め
に
崩
さ

れ
、
平
ら
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

主
な
行
事
は
、
旧
暦
九
月
二
八
日
前
後
の
休
日
に
行
わ
れ
る
例
祭
で
あ
る
。
本

来
の
祭
日
は
旧
暦
九
月
二
八
日
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
人
が
集
ま
り
や
す
い
休
日

に
行
わ
れ
て
い
る
。
平
成
二
六
年
の
例
祭
は
一
〇
月
二
六
日
に
行
な
わ
れ
た
。
当

日
は
、
ベ
ッ
ト
ウ
が
朝
に
社
の
扉
を
開
け
、
幕
を
張
り
提
灯
を
下
げ
て
準
備
を
す

る
。
供
物
は
天
童
家
が
用
意
し
、
赤
飯
や
家
の
畑
で
収
穫
し
た
野
菜
、
果
物
、
神
酒
、

菓
子
な
ど
が
並
ぶ
。
祭
り
の
参
加
者
は
主
に
天
童
家
の
身
内
や
天
童
家
に
縁
の
あ

る
人
々
約
一
〇
名
で
、
旧
家
臣
の
家
の
人
を
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。

例
祭
に
は
天
童
家
の
身
内
の
み
が
参
加
す
る
が
、
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
は
天
童

家
の
旧
家
臣
の
家
や
、
そ
れ
に
関
係
が
あ
る
家
な
ど
、
地
域
の
人
々
が
参
拝
に
訪

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
現
在
で
も
、
旧
家
臣
の
家
と
関
係
が

あ
る
家
の
中
に
は
、
毎
年
元
日
に
喜
太
郎
稲
荷
神
社
を
参
拝
す
る
と
い
う
人
も
い

る
。
ま
た
、
昔
は
安
産
祈
願
や
受
験
の
合
格
祈
願
な
ど
様
々
な
祈
願
が
な
さ
れ
て

い
た
。
結
婚
を
機
に
八
幡
か
ら
他
所
に
出
て
行
く
人
の
中
に
は
、
婚
礼
衣
装
を
着

て
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
参
拝
し
て
か
ら
鎮き

じ

ら守
嶋し

ま

観か
ん
の
ん音
を
拝
み
、
出
発
す
る
と
い
う

人
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。

平成 15 年頃の喜太郎稲荷神社

以前は木々に囲まれていた。

喜太郎稲荷神社の例祭の様子

天童家の人々やその関係者が参加する。　　　　　　　

（平成 26年撮影）
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〇
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の
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を
抱
え
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済
宗
妙
心
寺
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の
寺

院
で
あ
る
。
檀
家
は
、
天
童
家
が
八
幡
に
入
部
す
る
前
か
ら
こ
の
土
地
に
住
ん
で

い
た
旧
家
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
数
十
年
で
新
た
に
檀
家
に
な
っ
た
家

も
多
く
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
檀
家
が
全
体
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
。
旧
沖
区

か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
住
民
の
中
に
は
、
墓
の
移
動
を
迫
ら
れ
て
近
く
の
不
磷
寺

や
宝
国
寺
に
墓
を
移
し
た
家
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
檀
那
寺
は
従
来
の
ま

ま
で
、
墓
だ
け
を
不
磷
寺
や
宝
国
寺
に
置
く
ハ
カ
ダ
ン
カ
（
墓
檀
家
）
と
呼
ば
れ

る
家
も
あ
る
。

主
な
行
事
は
、
二
月
の
節
分
と
涅
槃
会
、
四
月
の
誕
生
会
と
御
回
向
、
八
月
の

精
霊
迎
え
、
精
霊
送
り
と
地
蔵
盆
、
旧
暦
九
月
の
鎮
守
嶋
観
音
縁
日
、
一
二
月
の

成
道
会
で
あ
る
。
こ
の
中
で
も
八
月
二
四
日
の
地
蔵
盆
に
は
多
く
の
檀
家
が
参
加

し
、
盆
期
間
中
に
仏
壇
に
飾
っ
た
提
灯
や
ボ
ン
バ
タ
（
盆
旗
）　
　
を
納
め
に
来
る
。

不
磷
寺
の
組
織
に
は
、
各
地
区
か
ら
選
ば
れ
る
総
代
と
責
任
役
員
、
花
園
会
、

男
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
青
壮
年
部
、
女
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
婦
人
部
が

あ
る
。
三
〇
～
四
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
年
配
の
女
性
た
ち
に
よ
る
念
仏
講
も
あ
り
、

御
詠
歌
の
練
習
な
ど
を
し
て
い
た
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。
総
代
と
責
任
役
員
は
八
幡
上
一
・
八
幡
下
二
・
八
幡
沖
・
高
橋
・
明め

い
げ
つ月

・

沼ぬ
ま
む
か
い

向
（
仙
台
市
）
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。
総
代
は
実
際
に
檀
家
を
回
っ
た
り
、
行

事
の
運
営
に
携
わ
る
役
割
で
あ
り
、
責
任
役
員
は
寺
の
活
動
に
つ
い
て
の
承
認
を

行
っ
た
り
し
て
い
る
。
青
壮
年
部
は
、
檀
家
の
男
性
約
三
〇
名
で
組
織
さ
れ
、
節

分
や
地
蔵
盆
に
店
を
出
し
た
り
し
て
い
る
。
婦
人
部
は
約
五
〇
名
で
組
織
さ
れ
て

お
り
、
毎
月
八
日
に
寺
に
集
ま
る
「
八
日
会
」
の
日
に
は
、
お
経
を
唱
え
る
な
ど

の
活
動
を
し
て
い
る
。
以
前
は
御
詠
歌
の
練
習
も
し
て
い
た
と
い
う
。

以前の不磷寺入口

現在の本堂は平成 11 年に建て直されたものである。

不磷寺の地蔵盆

提灯とボンバタ（盆旗）が納められ、駐車場では青壮

年部による夜店も出される。（平成 25 年撮影）

不磷寺の年中行事

　2月 3日 ・・・豆撒き

　　　　　　　　餅振舞い

　2月 15 日・・・涅槃会

　4月 8日 ・・・誕生会

　4月 29 日・・・御回向

　8月 13 日・・・精霊迎え

　8月 16 日・・・精霊送り

　8月 24 日・・・地蔵盆

　12 月 8 日・・・成道会
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⑤
宝ほ

う
こ
く
じ

国
寺

八
幡
地
区
を
中
心
に
、
約
五
〇
〇
軒
の
檀
家
を
抱
え
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺

院
で
あ
る
。
天
童
家
が
八
幡
に
在
所
拝
領
後
、
菩
提
寺
と
な
り
、
本
堂
に
は
歴
代

当
主
の
位
牌
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
天
童
家
と
関
わ
り
が
あ
る
家
は

宝
国
寺
の
檀
家
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

主
な
行
事
は
、
五
月
の
御
回
向
、
八
月
の
灯
篭
流
し
と
地
蔵
盆
、
一
〇
月
か

一
一
月
の
戦
没
者
慰
霊
祭
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
中
で
も
八
月
一
六
日
以
降
の
日
曜

日
に
行
わ
れ
る
灯
篭
流
し
と
、
八
月
二
四
日
に
行
わ
れ
る
地
蔵
盆
に
は
多
く
の
檀

家
が
参
加
す
る
。
二
四
日
の
地
蔵
盆
は
、
盆
期
間
中
に
各
家
庭
で
飾
ら
れ
て
い
た

提
灯
と
ボ
ン
バ
タ
（
盆
旗
）
を
寺
に
納
め
に
来
る
行
事
で
あ
る
。
以
前
は
寺
ま
で

提
灯
に
火
を
灯
し
て
く
る
家
庭
が
多
か
っ
た
が
、
現
在
は
そ
の
ま
ま
持
っ
て
く
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
日
は
縁
有
会
に
よ
る
夜
店
も
出
さ
れ
、
子
ど
も

た
ち
も
多
く
訪
れ
る
。
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）

年
頃
ま
で
檀
家
の
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
ヒ
ャ
ク
マ
ン
ベ
ン
（
百
万
遍
）
と
い
う
行

事
も
あ
っ
た
。
日
に
ち
は
八
月
二
〇
日
の
ハ
ツ
カ
ボ
ン（
二
十
日
盆
）の
時
で
あ
り
、

朝
か
ら
一
日
が
か
り
で
行
わ
れ
て
い
た
。
太
鼓
と
数
珠
を
持
っ
た
子
ど
も
た
ち
が

各
檀
家
を
回
り
、
玄
関
先
で
「
ナ
ン
マ
イ
ダ
ー
ブ
ツ
、
ナ
ン
マ
イ
ダ
ー
ブ
ツ
」
と

数
珠
を
回
し
な
が
ら
唱
え
て
歩
い
た
と
い
う
。

　
宝
国
寺
の
組
織
に
は
、
総
代
・
縁え

ん

有ゆ
う
か
い会

・
秀

し
ゅ
う

宝ほ
う
か
い会

・
無む

そ
う
き
ょ
う
か
い

相
教
会
が
あ
る
。
総
代

は
平
成
二
六
年
の
時
点
で
七
名
お
り
、
選
ば
れ
る
地
域
な
ど
は
特
に
決
ま
っ
て
い

な
い
。
任
期
は
三
年
と
定
め
て
は
い
る
が
、
本
人
か
ら
辞
退
の
申
し
出
が
な
い
限

り
続
け
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
。
平
成
一
四
（
二
〇
〇
二
）
年
前
後
に
結
成
さ

れ
た
縁
有
会
は
、
平
成
二
六
年
時
点
で
三
四
名
の
檀
家
の
男
性
が
活
動
を
し
て
お

り
、
会
員
の
年
齢
は
二
〇
代
後
半
か
ら
七
〇
代
ま
で
と
幅
広
い
。
中
断
し
て
い
た

灯
篭
流
し
や
地
蔵
盆
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
縁
有
会
の
働
き
か

け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
に
結
成
さ
れ
た
秀
宝
会
は
、

檀
家
の
女
性
約
三
〇
名
で
活
動
が
行
わ
れ
、
盆
期
間
中
に
各
家
庭
で
飾
ら
れ
る
ボ

ン
バ
タ
は
秀
宝
会
の
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
無
相
教
会
は
、
年
配

の
女
性
三
名
に
よ
る
御
詠
歌
の
組
織
で
あ
る
。
無
相
教
会
と
い
う
名
称
に
な
っ
た

の
は
昭
和
五
四
（
一
九
七
九
）
年
頃
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
洗せ

ん

心し
ん
か
い会

と
い
う
名
称

の
女
性
の
組
織
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
御
詠
歌
も
オ
ネ
ン
ブ
ツ
（
お
念
仏
）
と
呼

ば
れ
て
お
り
、
昭
和
二
年
生
ま
れ
の
話
者
が
幼
い
頃
は
、
白
い
着
物
を
着
て
オ
ネ

ン
ブ
ツ
を
唱
え
て
歩
く
光
景
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。
秀
宝
会
が
結
成
さ
れ
る
以
前

は
、
ボ
ン
バ
タ
作
り
や
御
回
向
の
料
理
作
り
も
無
相
教
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

た
。

宝国寺の年中行事

　5 月 5日　　　　 ・・・御回向

　8月 16 日過ぎの

　　最初の日曜日　 ・・・灯篭流し

　8月 24 日　　　　・・・地蔵盆

　10 月末か 11 月初 ・・・戦没者慰霊祭

ヒャクマンベン（百万遍）に

使用した数珠と太鼓

お念仏の話

　私ね、小さい時（近所に）産婆のばあさんいだったの（いたの）。

その人が御詠歌やってたの。その頃はお念仏って言ってたの。

そん時私ら（その家に）友達いたために年中行ってて、遊んでっ

とそのお婆さんが「んーんーんー」って唸ってんのよ。何唸っ

てんだいなーっと思って聞いたらお念仏だって。宝国寺で今こ

いなの（こういうの）してんだって聞いて、「あーいいあれだ

なー、そういうのさ私も入ってみたいもんだ、大人になった

ら」ってそん時思って。　　　　　　　　　（昭和２年生まれ　女性）
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⑥
　
沖お

き

地じ

ぞ

う蔵

　
八
幡
二
号
公
園
の
東
側
に
、
地
蔵
三
体
が
祀
ら
れ
て
い
る
お
堂
が
あ
り
、
三
体

の
地
蔵
は
沖
地
蔵
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
向
か
っ
て
左
側
の
二
体
は
中
谷
地
の
地
蔵

講
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
地
蔵
で
、
そ
の
右
隣
の
一
体
は
延
命
地
蔵
と
呼
ば

れ
、
宮
内
の
地
蔵
講
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
体
の
地

蔵
は
、
旧
沖
区
の
中
谷
地
と
宮
内
に
そ
れ
ぞ
れ
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

集
団
移
転
の
際
に
旧
沖
区
か
ら
移
動
さ
れ
た
。
中
谷
地
の
地
蔵
は
国
道
四
五
号
の

Ｙ
字
路
に
、
宮
内
の
地
蔵
は
宮
内
の
住
民
で
信
仰
が
深
か
っ
た
男
性
の
家
の
敷
地

へ
と
移
さ
れ
た
。
中
谷
地
の
地
蔵
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
一
時
行
方
が
分
か
ら
な

く
な
っ
た
が
、
苦
竹
の
駐
屯
地
の
前
で
破
損
し
た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
話

が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
進
駐
軍
が
珍
し
が
っ
て
持
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
、

八
幡
の
人
々
は
推
測
し
て
い
る
。
元
の
Ｙ
字
路
に
戻
っ
た
中
谷
地
の
地
蔵
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
後
昭
和
四
〇
年
前
後
の
四
五
号
の
工
事
に
伴
っ
て
地
蔵
の
移
転
が
必

要
に
な
り
、
宮
内
の
地
蔵
と
一
緒
に
現
在
の
場
所
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

祭
日
は
中
谷
地
の
地
蔵
と
宮
内
の
地
蔵
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
中
谷
地
の

地
蔵
祭
は
八
月
二
三
日
で
あ
る
。
中
谷
地
契
約
講
で
ト
ウ
バ
ン
ヤ
ド
（
当
番
宿
）

に
当
た
っ
て
い
る
講
員
に
よ
っ
て
準
備
が
行
わ
れ
、
中
谷
地
の
契
約
講
に
加
入
す

る
一
六
軒
の
家
の
女
性
が
参
拝
に
訪
れ
る
。
赤
飯
を
供
え
、
線
香
と
お
賽
銭
を
あ

げ
て
拝
む
。
か
つ
て
は
精
進
料
理
を
持
ち
寄
っ
て
、
み
ん
な
で
地
蔵
の
前
で
食
べ

た
り
も
し
た
が
、
今
は
決
め
ら
れ
た
時
間
内
に
そ
れ
ぞ
れ
来
て
拝
む
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
宮
内
の
地
蔵
祭
は
翌
日
の
八
月
二
四
日
に
行
わ
れ
る
。
宮
内
の
地
蔵
講

は
平
成
二
四
年
に
解
散
し
た
が
、
そ
の
後
も
地
蔵
講
に
加
入
し
て
い
た
三
軒
の
家

が
主
体
と
な
っ
て
祭
り
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。
講
は
解
散
し
た
た
め
参
加
は
強
制

で
は
な
く
、
来
た
い
人
は
来
て
拝
む
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
六
年

の
地
蔵
祭
に
は
五
、六
名
ほ
ど
の
女
性
が
集
ま
り
、
赤
飯
の
握
り
飯
を
持
ち
寄
っ
て

拝
ん
だ
。
講
が
あ
っ
た
頃
は
、
当
番
は
花
を
活
け
た
り
、
幟
を
出
し
た
り
、
垂
れ

幕
を
下
げ
た
り
と
い
っ
た
仕
事
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
四
年
生
ま
れ
の
話
者
が

若
か
っ
た
頃
に
は
、
祭
り
の
日
に
な
る
と
お
堂
に
掛
け
軸
を
二
つ
三
つ
下
げ
て
、

赤
飯
を
供
え
て
蠟
燭
を
灯
し
、
念
仏
を
唱
え
て
拝
ん
だ
と
い
う
。
当
時
は
赤
飯
の

握
り
飯
や
お
菓
子
を
目
当
て
に
多
く
の
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
来
て
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、
現
在
の
地
蔵
祭
り
に
子
ど
も
た
ち
の
姿
は
な
い
。

昭和 60 年頃の沖地蔵

当時は中谷地の地蔵と宮内の地蔵の間に仕切りがあった。

現在の沖地蔵

平成 23 年の津波では屋根が

傾いたが、中谷地と宮内の地

蔵講の人々が協力して縄を

かけて引っ張って直した。　　　　　　　　　　　　　　　

（平成 26 年撮影）
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⑤
宝ほ

う
こ
く
じ

国
寺

八
幡
地
区
を
中
心
に
、
約
五
〇
〇
軒
の
檀
家
を
抱
え
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺

院
で
あ
る
。
天
童
家
が
八
幡
に
在
所
拝
領
後
、
菩
提
寺
と
な
り
、
本
堂
に
は
歴
代

当
主
の
位
牌
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
天
童
家
と
関
わ
り
が
あ
る
家
は

宝
国
寺
の
檀
家
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

主
な
行
事
は
、
五
月
の
御
回
向
、
八
月
の
灯
篭
流
し
と
地
蔵
盆
、
一
〇
月
か

一
一
月
の
戦
没
者
慰
霊
祭
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
中
で
も
八
月
一
六
日
以
降
の
日
曜

日
に
行
わ
れ
る
灯
篭
流
し
と
、
八
月
二
四
日
に
行
わ
れ
る
地
蔵
盆
に
は
多
く
の
檀

家
が
参
加
す
る
。
二
四
日
の
地
蔵
盆
は
、
盆
期
間
中
に
各
家
庭
で
飾
ら
れ
て
い
た

提
灯
と
ボ
ン
バ
タ
（
盆
旗
）
を
寺
に
納
め
に
来
る
行
事
で
あ
る
。
以
前
は
寺
ま
で

提
灯
に
火
を
灯
し
て
く
る
家
庭
が
多
か
っ
た
が
、
現
在
は
そ
の
ま
ま
持
っ
て
く
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
日
は
縁
有
会
に
よ
る
夜
店
も
出
さ
れ
、
子
ど
も

た
ち
も
多
く
訪
れ
る
。
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）

年
頃
ま
で
檀
家
の
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
ヒ
ャ
ク
マ
ン
ベ
ン
（
百
万
遍
）
と
い
う
行

事
も
あ
っ
た
。
日
に
ち
は
八
月
二
〇
日
の
ハ
ツ
カ
ボ
ン（
二
十
日
盆
）の
時
で
あ
り
、

朝
か
ら
一
日
が
か
り
で
行
わ
れ
て
い
た
。
太
鼓
と
数
珠
を
持
っ
た
子
ど
も
た
ち
が

各
檀
家
を
回
り
、
玄
関
先
で
「
ナ
ン
マ
イ
ダ
ー
ブ
ツ
、
ナ
ン
マ
イ
ダ
ー
ブ
ツ
」
と

数
珠
を
回
し
な
が
ら
唱
え
て
歩
い
た
と
い
う
。

　
宝
国
寺
の
組
織
に
は
、
総
代
・
縁え

ん

有ゆ
う
か
い会
・
秀

し
ゅ
う

宝ほ
う
か
い会
・
無む

そ
う
き
ょ
う
か
い

相
教
会
が
あ
る
。
総
代

は
平
成
二
六
年
の
時
点
で
七
名
お
り
、
選
ば
れ
る
地
域
な
ど
は
特
に
決
ま
っ
て
い

な
い
。
任
期
は
三
年
と
定
め
て
は
い
る
が
、
本
人
か
ら
辞
退
の
申
し
出
が
な
い
限

り
続
け
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
。
平
成
一
四
（
二
〇
〇
二
）
年
前
後
に
結
成
さ

れ
た
縁
有
会
は
、
平
成
二
六
年
時
点
で
三
四
名
の
檀
家
の
男
性
が
活
動
を
し
て
お

り
、
会
員
の
年
齢
は
二
〇
代
後
半
か
ら
七
〇
代
ま
で
と
幅
広
い
。
中
断
し
て
い
た

灯
篭
流
し
や
地
蔵
盆
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
縁
有
会
の
働
き
か

け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
に
結
成
さ
れ
た
秀
宝
会
は
、

檀
家
の
女
性
約
三
〇
名
で
活
動
が
行
わ
れ
、
盆
期
間
中
に
各
家
庭
で
飾
ら
れ
る
ボ

ン
バ
タ
は
秀
宝
会
の
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
無
相
教
会
は
、
年
配

の
女
性
三
名
に
よ
る
御
詠
歌
の
組
織
で
あ
る
。
無
相
教
会
と
い
う
名
称
に
な
っ
た

の
は
昭
和
五
四
（
一
九
七
九
）
年
頃
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
洗せ

ん

心し
ん
か
い会

と
い
う
名
称

の
女
性
の
組
織
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
御
詠
歌
も
オ
ネ
ン
ブ
ツ
（
お
念
仏
）
と
呼

ば
れ
て
お
り
、
昭
和
二
年
生
ま
れ
の
話
者
が
幼
い
頃
は
、
白
い
着
物
を
着
て
オ
ネ

ン
ブ
ツ
を
唱
え
て
歩
く
光
景
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。
秀
宝
会
が
結
成
さ
れ
る
以
前

は
、
ボ
ン
バ
タ
作
り
や
御
回
向
の
料
理
作
り
も
無
相
教
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

た
。
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の
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に
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て
い
る
お
堂
が
あ
り
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中
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に
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内
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で
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、

赤
飯
を
供
え
て
蠟
燭
を
灯
し
、
念
仏
を
唱
え
て
拝
ん
だ
と
い
う
。
当
時
は
赤
飯
の

握
り
飯
や
お
菓
子
を
目
当
て
に
多
く
の
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
来
て
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、
現
在
の
地
蔵
祭
り
に
子
ど
も
た
ち
の
姿
は
な
い
。

昭和 60 年頃の沖地蔵

当時は中谷地の地蔵と宮内の地蔵の間に仕切りがあった。

現在の沖地蔵

平成 23 年の津波では屋根が

傾いたが、中谷地と宮内の地

蔵講の人々が協力して縄を

かけて引っ張って直した。　　　　　　　　　　　　　　　

（平成 26 年撮影）
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⑦
　
鎮き

じ
ら
し
ま

守
嶋
観か

ん
の
ん音

不
磷
寺
の
境
内
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
八
幡
の
守
り
神
と
さ
れ
て
き
た
。

以
前
は
、
現
在
の
消
防
団
第
五
分
団
の
ポ
ン
プ
場
の
付
近
に
あ
っ
た
が
、
道
路
の

拡
張
に
伴
っ
て
昭
和
六
二
年
に
不
磷
寺
の
境
内
に
移
さ
れ
た
。
移
動
前
は
鳥
居
が

建
て
ら
れ
て
お
り
、
五
、六
軒
の
旧
家
や
女
性
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
観
音
講
に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。
現
在
の
観
音
像
は
比
較
的
新
し
く
、
以
前
の
観
音
像

が
盗
ま
れ
た
た
め
に
新
た
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
四
八
年
に
八
幡
に
嫁

い
で
き
た
女
性
に
よ
る
と
、
こ
の
女
性
が
八
幡
に
来
た
時
に
は
す
で
に
新
し
い
観

音
像
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
も
前
に
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
祭
日
は
旧
暦
九
月
二
七
日
で
あ
り
、
不
磷
寺
に
移
っ
た
後
も
同
じ
日
に
ち
で
続

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
観
音
講
に
加
入
し
て
い
た
人
々
に
加
え
、
不
磷
寺
の

檀
家
や
責
任
役
員
や
総
代
、
周
囲
の
旧
家
な
ど
が
祭
り
に
参
加
す
る
。
平
成
二
六

年
の
祭
り
は
一
〇
月
二
〇
日
に
行
わ
れ
た
。
お
堂
の
前
で
読
経
し
た
後
、
本
堂
で

僧
侶
の
話
を
聞
き
、
参
加
者
で
会
食
を
す
る
。
以
前
の
祭
り
は
観
音
講
や
数
軒
の

旧
家
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
不
磷
寺
の
関
係
者
も
加
わ
り
、
四
〇
名
近

く
が
祭
り
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
鎮
守
嶋
観
音
に
は
安
産
の
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
、
二
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
オ

マ
ク
ラ
の
貸
し
出
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
オ
マ
ク
ラ
は
紅
白
二
色
あ
り
、
ど
ち
ら

か
好
き
な
方
を
一
つ
借
り
て
祈
願
を
す
る
。
無
事
に
出
産
が
終
わ
る
と
、
オ
マ
ク

ラ
を
一
つ
手
作
り
し
て
二
つ
に
し
て
返
し
た
。
ま
た
、
鎮
守
嶋
観
音
は
八
幡
の
守

り
神
で
あ
る
た
め
、
結
婚
を
機
に
八
幡
か
ら
他
所
に
行
く
人
は
、
婚
礼
の
衣
装
に

身
を
包
ん
だ
後
に
必
ず
こ
こ
を
参
拝
し
て
か
ら
八
幡
を
出
た
と
い
う
。
現
在
は
行

わ
れ
て
い
な
い
が
、
数
十
年
前
ま
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
光
景
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

新しい観音像

手前の二つの位牌は、この場所への移転や鞘堂の

建造に尽力した人物のもの。

旧暦９月 27 日の例祭

鎮守嶋観音を守ってきた旧家や観音講の人びとに加

え、不磷寺の檀家の人びとも多く参加する。

（平成 26 年撮影）

安産祈願のオマクラ

約 20 年前まで貸し出されていた。

（多賀城市史３ p.33）
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⑧
　
護ご

ま

だ

麻
壇
様

現
在
は
民
家
の
敷
地
内
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
旧
沖
区
の
原
の
氏
神
と
し
て
信

仰
さ
れ
て
き
た
神
様
で
あ
る
。
正
式
な
名
称
は
大
聖
不
動
明
王
で
あ
る
が
、
護
麻

壇
様
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
。
現
在
は
個
人
宅
で
管
理
し
て
い
る
が
、
昭
和
三
三

（
一
九
五
八
）年
ま
で
は
原
契
約
講
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
　
　
。
護
麻
壇
様
は
、

元
々
旧
沖
区
の
中
谷
地
と
原
の
間
の
イ
グ
ネ
（
居
久
根
）
に
囲
ま
れ
た
場
所
に
祀

ら
れ
て
い
た
が
、
海
軍
工
廠
建
設
に
伴
う
集
団
移
転
の
時
に
移
動
さ
れ
た
。
各
所

を
転
々
と
し
、
現
在
の
場
所
に
落
ち
着
い
て
い
る
。

現
在
は
こ
の
家
の
女
性
が
毎
日
水
を
供
え
、
月
に
一
度
は
油
揚
げ
と
卵
を
供
え

て
拝
ん
で
い
る
。
数
年
前
ま
で
は
一
一
月
上
旬
に
八
幡
神
社
の
神
職
を
呼
ん
で
お

祓
い
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
原
に
あ
っ
た
頃
の
祭
日
は
旧
暦
六
月
と
旧
暦
九

月
で
あ
っ
た
。
こ
の
家
に
旗
と
一
緒
に
保
管
さ
れ
て
い
る
昭
和
七
（
一
九
三
二
）

年
の
書
類
に
よ
る
と
、
旧
暦
六
月
一
日
に
は
五
穀
成
就
区
内
安
全
家
内
安
全
の
祈

願
祭
を
、
旧
暦
九
月
二
八
日
に
は
例
祭
を
行
う
と
の
記
述
が
あ
る
。
特
に
九
月
の

例
祭
は
賑
や
か
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
話
者
の
多
く
が
原
に
あ
っ
た
頃
の
例
祭
の
思

い
出
を
話
し
て
い
る
。

（左）護麻壇様の旗

祭りの日にはこのような旗がいくつ

も掲げられ、風に棚引く様子がきれ

いであったという。

（右）護麻壇様の祠

この祠は明治 34 年に建てら

れたものであり、原の住民の

名前が刻まれている。

護麻壇様の祭りの話

　飲み食いするだけのお祭りだけどさ。別にあの頃、食べ物もそんなに美味

しいものも食べねからだけども、お煮付けとかお赤飯とか、そういうの。あと

大人は酒飲み。専ら酒飲みだけども、子どもたち寄ってさ、手におにぎりもし

ないでただお赤飯とかお煮付け、両手にもらって大喜びしていたもんだった

よ。大人は酒飲んで酔っ払って喧嘩する者もあれば、まずすごかったんだから、

お祭り。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和８年生まれ　女性）

　１年に１回のお祭りでね。みんなして遊びに行ったんだよ。子どもたちお祭

りだからって同じ年くらいのひたづらで（人たちで）ワーって行って、いろん

な物もらったり、買ったりしてね。帰ってきたの。いろんなの御馳走になった

り、店も出たとこあんのかな？露店みたいなのかな。買ってきた覚えもあるん

だな。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和 12年生まれ　男性）　
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⑦
　
鎮き

じ
ら
し
ま

守
嶋
観か

ん
の
ん音

不
磷
寺
の
境
内
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
八
幡
の
守
り
神
と
さ
れ
て
き
た
。

以
前
は
、
現
在
の
消
防
団
第
五
分
団
の
ポ
ン
プ
場
の
付
近
に
あ
っ
た
が
、
道
路
の

拡
張
に
伴
っ
て
昭
和
六
二
年
に
不
磷
寺
の
境
内
に
移
さ
れ
た
。
移
動
前
は
鳥
居
が

建
て
ら
れ
て
お
り
、
五
、六
軒
の
旧
家
や
女
性
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
観
音
講
に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。
現
在
の
観
音
像
は
比
較
的
新
し
く
、
以
前
の
観
音
像

が
盗
ま
れ
た
た
め
に
新
た
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
四
八
年
に
八
幡
に
嫁

い
で
き
た
女
性
に
よ
る
と
、
こ
の
女
性
が
八
幡
に
来
た
時
に
は
す
で
に
新
し
い
観

音
像
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
も
前
に
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
祭
日
は
旧
暦
九
月
二
七
日
で
あ
り
、
不
磷
寺
に
移
っ
た
後
も
同
じ
日
に
ち
で
続

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
観
音
講
に
加
入
し
て
い
た
人
々
に
加
え
、
不
磷
寺
の

檀
家
や
責
任
役
員
や
総
代
、
周
囲
の
旧
家
な
ど
が
祭
り
に
参
加
す
る
。
平
成
二
六

年
の
祭
り
は
一
〇
月
二
〇
日
に
行
わ
れ
た
。
お
堂
の
前
で
読
経
し
た
後
、
本
堂
で

僧
侶
の
話
を
聞
き
、
参
加
者
で
会
食
を
す
る
。
以
前
の
祭
り
は
観
音
講
や
数
軒
の

旧
家
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
不
磷
寺
の
関
係
者
も
加
わ
り
、
四
〇
名
近

く
が
祭
り
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
鎮
守
嶋
観
音
に
は
安
産
の
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
、
二
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
オ

マ
ク
ラ
の
貸
し
出
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
オ
マ
ク
ラ
は
紅
白
二
色
あ
り
、
ど
ち
ら

か
好
き
な
方
を
一
つ
借
り
て
祈
願
を
す
る
。
無
事
に
出
産
が
終
わ
る
と
、
オ
マ
ク

ラ
を
一
つ
手
作
り
し
て
二
つ
に
し
て
返
し
た
。
ま
た
、
鎮
守
嶋
観
音
は
八
幡
の
守

り
神
で
あ
る
た
め
、
結
婚
を
機
に
八
幡
か
ら
他
所
に
行
く
人
は
、
婚
礼
の
衣
装
に

身
を
包
ん
だ
後
に
必
ず
こ
こ
を
参
拝
し
て
か
ら
八
幡
を
出
た
と
い
う
。
現
在
は
行

わ
れ
て
い
な
い
が
、
数
十
年
前
ま
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
光
景
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

新しい観音像

手前の二つの位牌は、この場所への移転や鞘堂の

建造に尽力した人物のもの。

旧暦９月 27 日の例祭

鎮守嶋観音を守ってきた旧家や観音講の人びとに加

え、不磷寺の檀家の人びとも多く参加する。

（平成 26 年撮影）

安産祈願のオマクラ

約 20 年前まで貸し出されていた。

（多賀城市史３ p.33）
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⑧
　
護ご

ま

だ

麻
壇
様

現
在
は
民
家
の
敷
地
内
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
旧
沖
区
の
原
の
氏
神
と
し
て
信

仰
さ
れ
て
き
た
神
様
で
あ
る
。
正
式
な
名
称
は
大
聖
不
動
明
王
で
あ
る
が
、
護
麻

壇
様
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
。
現
在
は
個
人
宅
で
管
理
し
て
い
る
が
、
昭
和
三
三

（
一
九
五
八
）年
ま
で
は
原
契
約
講
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
　
　
。
護
麻
壇
様
は
、

元
々
旧
沖
区
の
中
谷
地
と
原
の
間
の
イ
グ
ネ
（
居
久
根
）
に
囲
ま
れ
た
場
所
に
祀

ら
れ
て
い
た
が
、
海
軍
工
廠
建
設
に
伴
う
集
団
移
転
の
時
に
移
動
さ
れ
た
。
各
所

を
転
々
と
し
、
現
在
の
場
所
に
落
ち
着
い
て
い
る
。

現
在
は
こ
の
家
の
女
性
が
毎
日
水
を
供
え
、
月
に
一
度
は
油
揚
げ
と
卵
を
供
え

て
拝
ん
で
い
る
。
数
年
前
ま
で
は
一
一
月
上
旬
に
八
幡
神
社
の
神
職
を
呼
ん
で
お

祓
い
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
原
に
あ
っ
た
頃
の
祭
日
は
旧
暦
六
月
と
旧
暦
九

月
で
あ
っ
た
。
こ
の
家
に
旗
と
一
緒
に
保
管
さ
れ
て
い
る
昭
和
七
（
一
九
三
二
）

年
の
書
類
に
よ
る
と
、
旧
暦
六
月
一
日
に
は
五
穀
成
就
区
内
安
全
家
内
安
全
の
祈

願
祭
を
、
旧
暦
九
月
二
八
日
に
は
例
祭
を
行
う
と
の
記
述
が
あ
る
。
特
に
九
月
の

例
祭
は
賑
や
か
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
話
者
の
多
く
が
原
に
あ
っ
た
頃
の
例
祭
の
思

い
出
を
話
し
て
い
る
。

（左）護麻壇様の旗

祭りの日にはこのような旗がいくつ

も掲げられ、風に棚引く様子がきれ

いであったという。

（右）護麻壇様の祠

この祠は明治 34 年に建てら

れたものであり、原の住民の

名前が刻まれている。

護麻壇様の祭りの話

　飲み食いするだけのお祭りだけどさ。別にあの頃、食べ物もそんなに美味

しいものも食べねからだけども、お煮付けとかお赤飯とか、そういうの。あと

大人は酒飲み。専ら酒飲みだけども、子どもたち寄ってさ、手におにぎりもし

ないでただお赤飯とかお煮付け、両手にもらって大喜びしていたもんだった

よ。大人は酒飲んで酔っ払って喧嘩する者もあれば、まずすごかったんだから、

お祭り。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和８年生まれ　女性）

　１年に１回のお祭りでね。みんなして遊びに行ったんだよ。子どもたちお祭

りだからって同じ年くらいのひたづらで（人たちで）ワーって行って、いろん

な物もらったり、買ったりしてね。帰ってきたの。いろんなの御馳走になった

り、店も出たとこあんのかな？露店みたいなのかな。買ってきた覚えもあるん

だな。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和 12年生まれ　男性）　
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⑨
　
蛇じ

ゃ
お
う
ご
ん
げ
ん

王
権
現

民
家
の
敷
地
内
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
家
で
信
仰
、
管
理
し
て
い
る
。
こ
の

神
様
は
、
昔
こ
の
家
の
先
祖
が
誤
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
蛇
の
霊
を
鎮
め
る
た
め

に
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
、
一
〇
代
ほ
ど
前
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
三
年
の
津
波
の
前
ま
で
は
、
八
幡
神
社
の
境
内
の
一
角
に
祀
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
時
は
石
造
り
の
祠
で
、
四
代
前
の
先
祖
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
津
波
に
よ
っ
て
祠
が
流
さ
れ
て
か
ら
は
、
家
の
敷
地
内
に
新
し
い
祠
を
建
て

て
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　祭
日
は
旧
暦
一
〇
月
八
日
で
あ
り
、
こ
の
日
は
神
社
か
ら
神
職
を
呼
ん
で
お
祓

い
を
受
け
る
。
八
幡
神
社
に
祠
が
あ
っ
た
頃
は
、
家
族
で
赤
飯
を
持
っ
て
参
拝
に

行
っ
た
と
い
う
。
現
在
は
旧
暦
一
〇
月
八
日
で
あ
る
が
、
以
前
は
旧
暦
九
月
二
八

日
が
祭
日
で
あ
っ
た
と
す
る
話
も
あ
る
　
　。
蛇
王
権
現
は
個
人
の
家
で
祀
ら
れ
て

い
る
神
様
で
あ
る
が
、
原
の
住
民
を
は
じ
め
、
周
囲
の
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
て

い
る
神
様
で
あ
る
。

⑩
　
居い

か家
前ま

え

の
石
碑

　町
通
り
か
ら
国
道
四
五
号
に
出
る
道
端
に
、
湯
殿
山
碑
一
基
・
蔵
王
山
碑
一
基
・

庚
申
碑
二
基
・
馬
頭
観
世
音
碑
二
基
の
計
六
基
の
石
碑
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
主
に

町
通
り
周
辺
の
人
々
に
よ
っ
て
信
仰
、管
理
さ
れ
て
い
る
。
現
在
あ
る
六
基
の
う
ち
、

何
基
か
は
別
の
場
所
か
ら
移
動
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
、
四
五
号
を
越
え
た
堀
の
付

近
に
あ
っ
た
も
の
を
、
耕
地
整
理
の
時
に
居
家
前
に
移
し
て
き
た
と
い
う
話
も
あ

る
。　こ

の
場
所
は
ム
ラ
の
外
れ
と
い
う
認
識
が
な
さ
れ
て
お
り
、
カ
ミ
ハ
ジ
（
上
端
）

と
呼
ぶ
人
も
い
る
。
か
つ
て
は
こ
こ
で
ム
シ
オ
ク
リ（
虫
送
り
）や
カ
ミ
オ
ク
リ（
神

送
り
）
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ム
シ
オ
ク
リ
の
時
期
は
六
月
頃
で

あ
り
、
竹
の
枝
に
七
、八
個
の
餅
を
挟
ん
だ
も
の
を
石
碑
の
ま
わ
り
に
挿
し
に
行
っ

た
と
い
う
。
カ
ミ
オ
ク
リ
の
日
に
ち
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
日
も
ム
シ
オ
ク
リ

と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
た
。
ど
こ
の
家
庭
も
決
ま
っ
て
行
う
行
事
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
ム
シ

オ
ク
リ
や
カ
ミ
オ
ク
リ
の

日
に
は
石
碑
の
ま
わ
り
に

約
二
〇
本
の
餅
付
き
の
竹

が
並
ん
だ
と
い
う
。

個人宅で祀られている蛇王権現

現在の祠は津波の後に建てたもの。

以前は石の祠であった。

昭和期の居家前の様子

国道 45 号の向こうから移され、現在と同じ配置である。

移動前、水路の近くにあった時には、子どもたちが泳い

で冷えた体を石碑に抱きついて温めていたという。
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⑪
　
馬
場
の
石
碑

　
馬
場
通
り
沿
い
の
四
辻
に
、
弁
天
碑
・
山
神
碑
の
計
二
基
の
石
碑
が
祀
ら
れ
て

お
り
、
馬
場
通
り
周
辺
の
人
々
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
以
前
は
馬
頭
観
音

の
小
さ
な
石
碑
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
、
所
在
不
明
で
あ
る
。
道
路
拡

張
の
た
め
に
、
現
在
地
近
辺
で
多
少
の
移
動
は
あ
っ
た
が
、
石
碑
の
大
き
な
移
動

は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
石
碑
の
周
辺
に
は
多
く
の
住
宅
が
立
ち
並
ん
で
い

る
が
、
以
前
は
石
碑
の
南
側
は
す
べ
て
水
田
で
あ
り
、
住
宅
と
水
田
の
境
に
石
碑

が
位
置
し
て
い
た
と
い
う
。

昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
生
ま
れ
の
話
者
が
子
ど
も
の
頃
に
は
、
ム
シ
マ
ツ

リ
（
虫
ま
つ
り
）
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
五
月
の
節
句
の
日
の
夕

方
に
な
る
と
、
馬
場
の
子
ど
も
た
ち
が
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
竹
に
餅
を
い
く
つ
か

付
け
た
も
の
を
持
っ
て
、
弁
天
碑
の
ま
わ
り
に
挿
し
に
行
っ
た
と
い
う
。
ど
こ
の

家
庭
で
も
や
る
行
事
で
は
な
く
、
大
き
な
農
家
だ
け
が
や
る
行
事
で
あ
っ
た
。
こ

の
行
事
に
関
連
し
て
か
、
こ
の
石
碑
を
「
ム
シ
ガ
ミ
サ
マ
の
石
」
と
呼
ぶ
こ
と
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
以
前
は
正
月
が
近
く
な
る
と
、
多
く
の
家
庭
で
石
碑
に
注
連
縄
を
あ
げ

て
い
た
が
、
現
在
は
一
軒
の
家
で
あ
げ
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

家が増える前の馬場の石碑周辺

この頃にはすでに家が建ち始めているが、昔は石碑の背面は

すべて水田であったという。

馬場の山神碑と弁天碑
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⑨
　
蛇じ

ゃ
お
う
ご
ん
げ
ん

王
権
現

民
家
の
敷
地
内
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
家
で
信
仰
、
管
理
し
て
い
る
。
こ
の

神
様
は
、
昔
こ
の
家
の
先
祖
が
誤
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
蛇
の
霊
を
鎮
め
る
た
め

に
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
、
一
〇
代
ほ
ど
前
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
三
年
の
津
波
の
前
ま
で
は
、
八
幡
神
社
の
境
内
の
一
角
に
祀
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
時
は
石
造
り
の
祠
で
、
四
代
前
の
先
祖
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
津
波
に
よ
っ
て
祠
が
流
さ
れ
て
か
ら
は
、
家
の
敷
地
内
に
新
し
い
祠
を
建
て

て
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　祭
日
は
旧
暦
一
〇
月
八
日
で
あ
り
、
こ
の
日
は
神
社
か
ら
神
職
を
呼
ん
で
お
祓

い
を
受
け
る
。
八
幡
神
社
に
祠
が
あ
っ
た
頃
は
、
家
族
で
赤
飯
を
持
っ
て
参
拝
に

行
っ
た
と
い
う
。
現
在
は
旧
暦
一
〇
月
八
日
で
あ
る
が
、
以
前
は
旧
暦
九
月
二
八

日
が
祭
日
で
あ
っ
た
と
す
る
話
も
あ
る
　
　。
蛇
王
権
現
は
個
人
の
家
で
祀
ら
れ
て

い
る
神
様
で
あ
る
が
、
原
の
住
民
を
は
じ
め
、
周
囲
の
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
て

い
る
神
様
で
あ
る
。

⑩
　
居い

か家
前ま

え

の
石
碑

　町
通
り
か
ら
国
道
四
五
号
に
出
る
道
端
に
、
湯
殿
山
碑
一
基
・
蔵
王
山
碑
一
基
・

庚
申
碑
二
基
・
馬
頭
観
世
音
碑
二
基
の
計
六
基
の
石
碑
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
主
に

町
通
り
周
辺
の
人
々
に
よ
っ
て
信
仰
、管
理
さ
れ
て
い
る
。
現
在
あ
る
六
基
の
う
ち
、

何
基
か
は
別
の
場
所
か
ら
移
動
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
、
四
五
号
を
越
え
た
堀
の
付

近
に
あ
っ
た
も
の
を
、
耕
地
整
理
の
時
に
居
家
前
に
移
し
て
き
た
と
い
う
話
も
あ

る
。　こ

の
場
所
は
ム
ラ
の
外
れ
と
い
う
認
識
が
な
さ
れ
て
お
り
、
カ
ミ
ハ
ジ
（
上
端
）

と
呼
ぶ
人
も
い
る
。
か
つ
て
は
こ
こ
で
ム
シ
オ
ク
リ（
虫
送
り
）や
カ
ミ
オ
ク
リ（
神

送
り
）
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ム
シ
オ
ク
リ
の
時
期
は
六
月
頃
で

あ
り
、
竹
の
枝
に
七
、八
個
の
餅
を
挟
ん
だ
も
の
を
石
碑
の
ま
わ
り
に
挿
し
に
行
っ

た
と
い
う
。
カ
ミ
オ
ク
リ
の
日
に
ち
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
日
も
ム
シ
オ
ク
リ

と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
た
。
ど
こ
の
家
庭
も
決
ま
っ
て
行
う
行
事
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
ム
シ

オ
ク
リ
や
カ
ミ
オ
ク
リ
の

日
に
は
石
碑
の
ま
わ
り
に

約
二
〇
本
の
餅
付
き
の
竹

が
並
ん
だ
と
い
う
。

個人宅で祀られている蛇王権現

現在の祠は津波の後に建てたもの。

以前は石の祠であった。

昭和期の居家前の様子

国道 45 号の向こうから移され、現在と同じ配置である。

移動前、水路の近くにあった時には、子どもたちが泳い

で冷えた体を石碑に抱きついて温めていたという。

325

⑪
　
馬
場
の
石
碑

　
馬
場
通
り
沿
い
の
四
辻
に
、
弁
天
碑
・
山
神
碑
の
計
二
基
の
石
碑
が
祀
ら
れ
て

お
り
、
馬
場
通
り
周
辺
の
人
々
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
以
前
は
馬
頭
観
音

の
小
さ
な
石
碑
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
、
所
在
不
明
で
あ
る
。
道
路
拡

張
の
た
め
に
、
現
在
地
近
辺
で
多
少
の
移
動
は
あ
っ
た
が
、
石
碑
の
大
き
な
移
動

は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
石
碑
の
周
辺
に
は
多
く
の
住
宅
が
立
ち
並
ん
で
い

る
が
、
以
前
は
石
碑
の
南
側
は
す
べ
て
水
田
で
あ
り
、
住
宅
と
水
田
の
境
に
石
碑

が
位
置
し
て
い
た
と
い
う
。

昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
生
ま
れ
の
話
者
が
子
ど
も
の
頃
に
は
、
ム
シ
マ
ツ

リ
（
虫
ま
つ
り
）
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
五
月
の
節
句
の
日
の
夕

方
に
な
る
と
、
馬
場
の
子
ど
も
た
ち
が
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
竹
に
餅
を
い
く
つ
か

付
け
た
も
の
を
持
っ
て
、
弁
天
碑
の
ま
わ
り
に
挿
し
に
行
っ
た
と
い
う
。
ど
こ
の

家
庭
で
も
や
る
行
事
で
は
な
く
、
大
き
な
農
家
だ
け
が
や
る
行
事
で
あ
っ
た
。
こ

の
行
事
に
関
連
し
て
か
、
こ
の
石
碑
を
「
ム
シ
ガ
ミ
サ
マ
の
石
」
と
呼
ぶ
こ
と
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
以
前
は
正
月
が
近
く
な
る
と
、
多
く
の
家
庭
で
石
碑
に
注
連
縄
を
あ
げ

て
い
た
が
、
現
在
は
一
軒
の
家
で
あ
げ
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

家が増える前の馬場の石碑周辺

この頃にはすでに家が建ち始めているが、昔は石碑の背面は

すべて水田であったという。

馬場の山神碑と弁天碑
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⑫
　
八
幡
橋
袂
の
石
碑

八
幡
橋
の
南
袂
に
、
馬
頭
観
世
音
碑
五
基
・
名
号
碑
四
基
・
山
神
碑
一
基
な
ど

の
計
一
一
基
の
石
碑
が
祀
ら
れ
、
周
辺
の
住
民
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
昭

和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
頃
の
砂
押
川
の
拡
張
工
事
や
、
そ
の
後
の
堤
防
整
備
の

た
め
に
二
回
ほ
ど
石
碑
の
移
動
が
行
わ
れ
、
昭
和
四
〇
年
代
頃
に
現
在
の
場
所
に

落
ち
着
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
川
幅
が
狭
か
っ
た
時
に
は
、
川
辺
に
大
き
な
楓
の

木
が
あ
り
、
そ
の
下
に
石
碑
が
並
ん
で
い
た
と
い
う
。

一
一
基
の
石
碑
の
中
で
も
、
山
神
碑
は
こ
の
一
帯
の
氏
神
の
よ
う
な
扱
い
に
な
っ

て
お
り
、
以
前
は
普
段
か
ら
無
病
息
災
を
祈
願
す
る
ほ
か
、
盆
と
正
月
に
は
周
辺

の
二
十
数
軒
が
集
ま
っ
て
拝
ん
で
い
た
。
ま
た
、
昔
は
正
月
一
一
日
を
過
ぎ
る
と

山
に
薪
を
切
り
に
行
っ
て
良
い
と
さ
れ
、
山
に
入
る
前
に
は
こ
の
山
神
の
石
碑
を

拝
ん
だ
と
い
う
。
各
家
庭
の
世
代
交
代
が
進
ん
で
か
ら
は
こ
の
石
碑
を
拝
む
人
も

減
り
、
正
月
の
注
連
縄
も
石
碑
の
近
く
の
一
軒
が
あ
げ
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

⑬
　
浄
水
場
の
石
碑

末
の
松
山
浄
水
場
の
敷
地
内
に

題
目
碑
が
一
基
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
石
碑
は
町
通
り
の
あ
る
旧
家
に

よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
浄
水
場
の
敷
地
に
な
る
前

は
、
こ
の
旧
家
や
そ
の
分
家
に
よ
っ

て
祭
り
が
行
わ
れ
、
正
月
に
は
こ

の
家
の
当
主
が
注
連
縄
を
張
り
に

行
っ
て
い
た
と
い
う
。

堤防の整備が行われる前の様子

手前の山神碑はこの周辺の氏神として祀られていた。

現在の様子

12 月 31 日には正月用の注連縄が供えられる。

八幡橋袂の馬頭観音碑
鳥居があった頃の浄水場の題目碑

現在は浄水場の敷地内のため、入ることはできない。

馬頭観音の話

　半ズボンっていうの履いてね、田植えしったんだよ（し

ていたんだよ）。仕事してっと（していると）、ベロベロ

ベローってぬかっていくんだから。（八幡は）ほういう（そ

ういう）田んぼだけだったの。みんなぬかり田んぼだもん。

だから馬だの殺してしまうんだなー。ぬかりさ入って足

抜けなくなって。馬大きいすぺ？どうにもしようがないっ

ちゃ。助けらんねえんだ。して（そして）馬だの牛だの

死んでしまったんださ。その供養として建てたんだ、馬

頭観音。

　　　　　　　　　　　　　（大正 15年生まれ　男性）
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⑭
砂す

な
お
し
が
わ

押
川

八
幡
地
区
の
北
側
を
、
西
か
ら
東
に
向
っ
て
流
れ
る
川
で
あ
る
。
八
幡
の
人
々

の
暮
ら
し
の
中
で
も
、
特
に
盆
行
事
で
こ
の
川
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
。
八
月

一
六
日
や
一
七
日
に
は
多
く
の
家
で
盆
期
間
中
に
飾
っ
て
い
た
盆
棚
や
供
物
を
片

付
け
る
。
下
げ
た
供
物
は
、
コ
モ
草
に
包
ん
で
砂
押
川
に
流
さ
れ
て
い
た
。
流
れ

て
い
く
供
物
を
眺
め
な
が
ら
盆
の
終
わ
り
を
感
じ
て
い
た
人
も
多
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
砂
押
川
の
流
れ
が
悪
く
な
っ
た
り
、
環
境
問
題
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
供
物
を
流
さ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在

は
一
般
ご
み
と
し
て
供
物
を
片
付
け
る
家
庭
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
供
物
を
包
む

コ
モ
草
は
砂
押
川
に
生
え
て
お
り
、
現
在
で
も
川
か
ら
取
っ
て
き
た
コ
モ
草
を
自

宅
で
乾
燥
さ
せ
て
編
む
家
庭
も
あ
る
。
長
く
編
め
ば
編
む
ほ
ど
良
い
と
さ
れ
、
床

に
着
い
た
コ
モ
草
を
つ
た
っ
て
先
祖
の
霊
が
盆
棚
に
上
が
っ
て
く
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
宝
国
寺
の
灯
篭
流
し
も
砂
押
川
で
行
わ
れ
る
盆
行
事
の
一
つ
で
あ
る
。

現
在
は
八
月
一
六
日
過
ぎ
の
最
初
の
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
八
幡
保
育
所

の
裏
か
ら
約
三
〇
〇
の
色
と
り
ど
り
の
灯
篭
が
流
さ
れ
、
無
相
教
会
に
よ
っ
て
御

詠
歌
が
う
た
わ
れ
る
。
現
在
の
灯
篭
流
し
は
、
平
成
一
五
年
に
縁
有
会
に
よ
っ
て

始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
は
、
八
月
二
四
日
に
灯
篭
流
し

が
行
わ
れ
、
八
幡
橋
付
近
か
ら
各
家
庭
で
藁
や
草
で
作
っ
た
灯
篭
が
流
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
時
に
盆
の
供
物
を
流
す
人
も
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
多
賀
城
堰
が
取

り
壊
さ
れ
た
影
響
で
水
嵩
が
変
化
し
た
こ
と
も
あ
り
、
灯
篭
流
し
は
行
わ
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
昔
の
灯
篭
流
し
を
偲
ぶ
声
が
上
が
り
、
再
び

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

砂押川

八幡の人々の年中行事との関わりが深い。

灯篭流しに集まる人々

当日は無相教会による御詠歌もうたわれる。

（平成 26年撮影）

流れていく灯篭

現在は縁有会が準備したものを流すが、昔は各

家庭で作ってきたという。（平成 26年撮影）

八幡村2-4-責修[309-367].indd   334 2015/06/12   14:04:10



326

⑫
　
八
幡
橋
袂
の
石
碑

八
幡
橋
の
南
袂
に
、
馬
頭
観
世
音
碑
五
基
・
名
号
碑
四
基
・
山
神
碑
一
基
な
ど

の
計
一
一
基
の
石
碑
が
祀
ら
れ
、
周
辺
の
住
民
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
昭

和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
頃
の
砂
押
川
の
拡
張
工
事
や
、
そ
の
後
の
堤
防
整
備
の

た
め
に
二
回
ほ
ど
石
碑
の
移
動
が
行
わ
れ
、
昭
和
四
〇
年
代
頃
に
現
在
の
場
所
に

落
ち
着
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
川
幅
が
狭
か
っ
た
時
に
は
、
川
辺
に
大
き
な
楓
の

木
が
あ
り
、
そ
の
下
に
石
碑
が
並
ん
で
い
た
と
い
う
。

一
一
基
の
石
碑
の
中
で
も
、
山
神
碑
は
こ
の
一
帯
の
氏
神
の
よ
う
な
扱
い
に
な
っ

て
お
り
、
以
前
は
普
段
か
ら
無
病
息
災
を
祈
願
す
る
ほ
か
、
盆
と
正
月
に
は
周
辺

の
二
十
数
軒
が
集
ま
っ
て
拝
ん
で
い
た
。
ま
た
、
昔
は
正
月
一
一
日
を
過
ぎ
る
と

山
に
薪
を
切
り
に
行
っ
て
良
い
と
さ
れ
、
山
に
入
る
前
に
は
こ
の
山
神
の
石
碑
を

拝
ん
だ
と
い
う
。
各
家
庭
の
世
代
交
代
が
進
ん
で
か
ら
は
こ
の
石
碑
を
拝
む
人
も

減
り
、
正
月
の
注
連
縄
も
石
碑
の
近
く
の
一
軒
が
あ
げ
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

⑬
　
浄
水
場
の
石
碑

末
の
松
山
浄
水
場
の
敷
地
内
に

題
目
碑
が
一
基
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
石
碑
は
町
通
り
の
あ
る
旧
家
に

よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
浄
水
場
の
敷
地
に
な
る
前

は
、
こ
の
旧
家
や
そ
の
分
家
に
よ
っ

て
祭
り
が
行
わ
れ
、
正
月
に
は
こ

の
家
の
当
主
が
注
連
縄
を
張
り
に

行
っ
て
い
た
と
い
う
。

堤防の整備が行われる前の様子

手前の山神碑はこの周辺の氏神として祀られていた。

現在の様子

12 月 31 日には正月用の注連縄が供えられる。

八幡橋袂の馬頭観音碑
鳥居があった頃の浄水場の題目碑

現在は浄水場の敷地内のため、入ることはできない。

馬頭観音の話

　半ズボンっていうの履いてね、田植えしったんだよ（し

ていたんだよ）。仕事してっと（していると）、ベロベロ

ベローってぬかっていくんだから。（八幡は）ほういう（そ

ういう）田んぼだけだったの。みんなぬかり田んぼだもん。

だから馬だの殺してしまうんだなー。ぬかりさ入って足

抜けなくなって。馬大きいすぺ？どうにもしようがないっ

ちゃ。助けらんねえんだ。して（そして）馬だの牛だの

死んでしまったんださ。その供養として建てたんだ、馬

頭観音。

　　　　　　　　　　　　　（大正 15年生まれ　男性）
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⑭
砂す

な
お
し
が
わ

押
川

八
幡
地
区
の
北
側
を
、
西
か
ら
東
に
向
っ
て
流
れ
る
川
で
あ
る
。
八
幡
の
人
々

の
暮
ら
し
の
中
で
も
、
特
に
盆
行
事
で
こ
の
川
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
。
八
月

一
六
日
や
一
七
日
に
は
多
く
の
家
で
盆
期
間
中
に
飾
っ
て
い
た
盆
棚
や
供
物
を
片

付
け
る
。
下
げ
た
供
物
は
、
コ
モ
草
に
包
ん
で
砂
押
川
に
流
さ
れ
て
い
た
。
流
れ

て
い
く
供
物
を
眺
め
な
が
ら
盆
の
終
わ
り
を
感
じ
て
い
た
人
も
多
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
砂
押
川
の
流
れ
が
悪
く
な
っ
た
り
、
環
境
問
題
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
供
物
を
流
さ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在

は
一
般
ご
み
と
し
て
供
物
を
片
付
け
る
家
庭
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
供
物
を
包
む

コ
モ
草
は
砂
押
川
に
生
え
て
お
り
、
現
在
で
も
川
か
ら
取
っ
て
き
た
コ
モ
草
を
自

宅
で
乾
燥
さ
せ
て
編
む
家
庭
も
あ
る
。
長
く
編
め
ば
編
む
ほ
ど
良
い
と
さ
れ
、
床

に
着
い
た
コ
モ
草
を
つ
た
っ
て
先
祖
の
霊
が
盆
棚
に
上
が
っ
て
く
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
宝
国
寺
の
灯
篭
流
し
も
砂
押
川
で
行
わ
れ
る
盆
行
事
の
一
つ
で
あ
る
。

現
在
は
八
月
一
六
日
過
ぎ
の
最
初
の
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
八
幡
保
育
所

の
裏
か
ら
約
三
〇
〇
の
色
と
り
ど
り
の
灯
篭
が
流
さ
れ
、
無
相
教
会
に
よ
っ
て
御

詠
歌
が
う
た
わ
れ
る
。
現
在
の
灯
篭
流
し
は
、
平
成
一
五
年
に
縁
有
会
に
よ
っ
て

始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
は
、
八
月
二
四
日
に
灯
篭
流
し

が
行
わ
れ
、
八
幡
橋
付
近
か
ら
各
家
庭
で
藁
や
草
で
作
っ
た
灯
篭
が
流
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
時
に
盆
の
供
物
を
流
す
人
も
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
多
賀
城
堰
が
取

り
壊
さ
れ
た
影
響
で
水
嵩
が
変
化
し
た
こ
と
も
あ
り
、
灯
篭
流
し
は
行
わ
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
昔
の
灯
篭
流
し
を
偲
ぶ
声
が
上
が
り
、
再
び

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

砂押川

八幡の人々の年中行事との関わりが深い。

灯篭流しに集まる人々

当日は無相教会による御詠歌もうたわれる。

（平成 26年撮影）

流れていく灯篭

現在は縁有会が準備したものを流すが、昔は各

家庭で作ってきたという。（平成 26年撮影）
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◇
　
八
幡
の
お
盆

八
月
一
三
日
が
近
く
な
る
と
、
多
く
の
家
庭
で
は
盆
棚
が
作
ら
れ
、
盆
の
飾
り

つ
け
が
行
わ
れ
る
。
野
菜
を
吊
る
し
、
宝
国
寺
の
秀
宝
会
の
女
性
が
作
っ
た
ボ
ン

バ
タ
（
盆
旗
）
や
提
灯
が
飾
ら
れ
、
精
進
料
理
が
供
え
ら
れ
る
。
吊
る
す
野
菜
の

種
類
、
精
進
料
理
を
供
え
る
回
数
や
下
げ
る
頃
合
い
な
ど
は
各
家
庭
に
よ
っ
て
様
々

で
あ
り
、
そ
の
家
ご
と
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
方
法
で
先
祖
の
霊
を
弔
う
。

ま
た
、
盆
期
間
中
は
不
磷
寺
、
宝
国
寺
の
行
事
が
多
く
、
地
域
の
人
が
多
く
参

加
す
る
。
不
磷
寺
の
檀
家
は
精
霊
迎
え
、
精
霊
送
り
の
日
に
寺
に
集
ま
っ
て
法
要

を
行
う
が
、
宝
国
寺
の
檀
家
は
盆
期
間
中
に
住
職
を
家
に
招
い
て
法
要
を
行
う
。

盆期間中の仏壇

（平成 25 年撮影　津田家）

宝国寺の地蔵盆

提灯とボンバタ（盆旗）が納め

られる。白くて大きな提灯は、

１年の間に死者が出た家のも

の。（平成 25 年撮影）

（右）天童家のお膳

50 回忌を迎える前の先祖には一人一膳ずつお膳が準備され、無縁仏のため

にも一膳用意される。お椀は一人ずつ決められたものを使用し、男性は黒い

椀、女性は赤い椀を使う。（平成 26 年撮影　天童家）

（左）お膳にのせられたハスの葉

昔は椀を使わずに直接葉の上に料理を

のせた。里芋の葉を使うこともある。

（平成 26 年撮影　鈴木家）

盆期間中の供え物のお膳

左上の椀の料理がスッポコ汁（シッポク汁）。江口家では 14 日の朝

から 17 日の朝までお供えし、１日１回朝に取り換えている。

（平成 26 年撮影　江口家）
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註　（
１
）
年
号
に
つ
い
て
は
和
暦
を
優
先
し
て
表
記
し
、
初
出
の
も
の
に
の
み
西
暦

も
付
け
る
こ
と
と
す
る
。

　（
２
）
平
成
二
七
年
二
月
二
八
日
時
点
。「
住
民
基
本
台
帳
人
口
集
計
表
（
行
政

区
別
）」（
多
賀
城
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
よ
り
。

   （
３
）
中
谷
地
契
約
講
が
保
管
す
る
『
昭
和
十
九
年
旧
二
月
十
日
起
　
中
谷
　
　

　
　
地
契
約
会
宿
前
帳
』
に
よ
る
。

（
４
）
新
暦
・
旧
暦
の
表
記
に
関
し
て
は
、
原
則
旧
暦
の
み
「
旧
暦
○
月
」
と
表
　

　
　
記
す
る
。

（
５
）
中
谷
地
契
約
講
が
保
管
す
る
『
昭
和
五
十
六
年
三
月
　
中
谷
地
契
約
会
備

　
　
考
録
』
に
よ
る
。

（
６
）
宮
内
契
約
講
が
保
管
す
る
『
昭
和
三
十
七
年
宮
内
契
約
会
』
に
よ
る
。

（
７
）
原
契
約
講
が
保
管
す
る
『
明
治
四
十
五
年
契
約
會
則
名
簿
二
』
に
よ
る
。

（
８
）
宮
内
契
約
講
が
保
管
す
る
『
宮
内
契
約
講
移
動
総
会
講
則
』
に
よ
る
。
　
　
　

（
９
）
中
谷
地
・
宮
内
・
原
の
三
つ
の
古
峯
ヶ
原
講
は
、
同
じ
旅
行
会
社
の
バ
ス

　
　
ツ
ア
ー
を
通
し
て
参
拝
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
平
成
二
六
年
三
月
の

　
　
ツ
ア
ー
は
、
参
加
者
が
集
ま
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
中
止
に
な
っ
た
。
そ

　
　
の
た
め
、
中
谷
地
と
宮
内
の
古
峯
ヶ
原
講
は
参
拝
を
諦
め
、
原
の
古
峯
ヶ

　
　
原
講
は
自
家
用
車
で
行
っ
て
い
る
。
調
査
を
行
っ
た
平
成
二
六
年
時
点
で

　
　
は
、
ど
の
古
峯
ヶ
原
講
も
今
後
ど
の
よ
う
に
す
る
か
は
未
定
で
あ
る
と
答

　
　
え
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
活
動
を
続
け
て
い
る
講
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す

　
　
る
。

（
10
）
宮
内
契
約
講
が
保
管
す
る
『
宮
内
契
約
講
移
動
総
会
講
則
』
に
よ
る
。

（左）吊るされた野菜と提灯とボンバタ（盆旗）

野菜はできる限り自分の家の畑で採れたものを吊るす。ボンバ

タは宝国寺の秀宝会の女性によって作られ、各家庭に配られる。　　　　　　　　　　　　　

（平成 26 年撮影　鈴木家）

（右）コモ草とキュウリの馬とナスの牛

コモ草は砂押川から取ってきたもので編まれる。床につくほ

ど長く編むのが良いとされている。（平成 26 年撮影　鈴木家）
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◇
　
八
幡
の
お
盆

八
月
一
三
日
が
近
く
な
る
と
、
多
く
の
家
庭
で
は
盆
棚
が
作
ら
れ
、
盆
の
飾
り

つ
け
が
行
わ
れ
る
。
野
菜
を
吊
る
し
、
宝
国
寺
の
秀
宝
会
の
女
性
が
作
っ
た
ボ
ン

バ
タ
（
盆
旗
）
や
提
灯
が
飾
ら
れ
、
精
進
料
理
が
供
え
ら
れ
る
。
吊
る
す
野
菜
の

種
類
、
精
進
料
理
を
供
え
る
回
数
や
下
げ
る
頃
合
い
な
ど
は
各
家
庭
に
よ
っ
て
様
々

で
あ
り
、
そ
の
家
ご
と
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
方
法
で
先
祖
の
霊
を
弔
う
。

ま
た
、
盆
期
間
中
は
不
磷
寺
、
宝
国
寺
の
行
事
が
多
く
、
地
域
の
人
が
多
く
参

加
す
る
。
不
磷
寺
の
檀
家
は
精
霊
迎
え
、
精
霊
送
り
の
日
に
寺
に
集
ま
っ
て
法
要

を
行
う
が
、
宝
国
寺
の
檀
家
は
盆
期
間
中
に
住
職
を
家
に
招
い
て
法
要
を
行
う
。

盆期間中の仏壇

（平成 25 年撮影　津田家）

宝国寺の地蔵盆

提灯とボンバタ（盆旗）が納め

られる。白くて大きな提灯は、

１年の間に死者が出た家のも

の。（平成 25 年撮影）

（右）天童家のお膳

50 回忌を迎える前の先祖には一人一膳ずつお膳が準備され、無縁仏のため

にも一膳用意される。お椀は一人ずつ決められたものを使用し、男性は黒い

椀、女性は赤い椀を使う。（平成 26 年撮影　天童家）

（左）お膳にのせられたハスの葉

昔は椀を使わずに直接葉の上に料理を

のせた。里芋の葉を使うこともある。

（平成 26 年撮影　鈴木家）

盆期間中の供え物のお膳

左上の椀の料理がスッポコ汁（シッポク汁）。江口家では 14 日の朝

から 17 日の朝までお供えし、１日１回朝に取り換えている。

（平成 26 年撮影　江口家）
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註　（
１
）
年
号
に
つ
い
て
は
和
暦
を
優
先
し
て
表
記
し
、
初
出
の
も
の
に
の
み
西
暦

も
付
け
る
こ
と
と
す
る
。

　（
２
）
平
成
二
七
年
二
月
二
八
日
時
点
。「
住
民
基
本
台
帳
人
口
集
計
表
（
行
政

区
別
）」（
多
賀
城
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
よ
り
。

   （
３
）
中
谷
地
契
約
講
が
保
管
す
る
『
昭
和
十
九
年
旧
二
月
十
日
起
　
中
谷
　
　

　
　
地
契
約
会
宿
前
帳
』
に
よ
る
。

（
４
）
新
暦
・
旧
暦
の
表
記
に
関
し
て
は
、
原
則
旧
暦
の
み
「
旧
暦
○
月
」
と
表
　

　
　
記
す
る
。

（
５
）
中
谷
地
契
約
講
が
保
管
す
る
『
昭
和
五
十
六
年
三
月
　
中
谷
地
契
約
会
備

　
　
考
録
』
に
よ
る
。

（
６
）
宮
内
契
約
講
が
保
管
す
る
『
昭
和
三
十
七
年
宮
内
契
約
会
』
に
よ
る
。

（
７
）
原
契
約
講
が
保
管
す
る
『
明
治
四
十
五
年
契
約
會
則
名
簿
二
』
に
よ
る
。

（
８
）
宮
内
契
約
講
が
保
管
す
る
『
宮
内
契
約
講
移
動
総
会
講
則
』
に
よ
る
。
　
　
　

（
９
）
中
谷
地
・
宮
内
・
原
の
三
つ
の
古
峯
ヶ
原
講
は
、
同
じ
旅
行
会
社
の
バ
ス

　
　
ツ
ア
ー
を
通
し
て
参
拝
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
平
成
二
六
年
三
月
の

　
　
ツ
ア
ー
は
、
参
加
者
が
集
ま
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
中
止
に
な
っ
た
。
そ

　
　
の
た
め
、
中
谷
地
と
宮
内
の
古
峯
ヶ
原
講
は
参
拝
を
諦
め
、
原
の
古
峯
ヶ

　
　
原
講
は
自
家
用
車
で
行
っ
て
い
る
。
調
査
を
行
っ
た
平
成
二
六
年
時
点
で

　
　
は
、
ど
の
古
峯
ヶ
原
講
も
今
後
ど
の
よ
う
に
す
る
か
は
未
定
で
あ
る
と
答

　
　
え
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
活
動
を
続
け
て
い
る
講
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す

　
　
る
。

（
10
）
宮
内
契
約
講
が
保
管
す
る
『
宮
内
契
約
講
移
動
総
会
講
則
』
に
よ
る
。

（左）吊るされた野菜と提灯とボンバタ（盆旗）

野菜はできる限り自分の家の畑で採れたものを吊るす。ボンバ

タは宝国寺の秀宝会の女性によって作られ、各家庭に配られる。　　　　　　　　　　　　　

（平成 26 年撮影　鈴木家）

（右）コモ草とキュウリの馬とナスの牛

コモ草は砂押川から取ってきたもので編まれる。床につくほ

ど長く編むのが良いとされている。（平成 26 年撮影　鈴木家）
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（
11
）
八
幡
上
町
講
が
保
管
す
る
『
八
幡
古
峯
神
社
講
１
２
７
年
の
沿
革
』
に
　
　
　

　
　
よ
る
。

（
12
）
八
幡
上
町
講
が
保
管
す
る
『
大
正
十
五
年
旧
十
一
月
十
三
日
初
め
古
峯
　

　
　
　
神
社
講
宿
帳
』
に
よ
る
。

（
13
）
春
と
秋
の
二
回
と
す
る
話
も
あ
れ
ば
、
年
末
最
後
の
庚
申
の
日
と
、
正

　
　
　
月
明
け
最
初
の
庚
申
の
日
と
い
う
話
も
あ
る
。

　（
14
）
こ
の
掛
け
軸
は
木
箱
に
納
ま
っ
て
お
り
、
話
者
の
記
憶
で
は
安
政
か
天
保

の
銘
が
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
絵
柄
な
ど
か
ら
庚
申
講
の
掛
け

軸
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
馬
場
で
は
古
峯
ヶ
原
講
の
他
に
庚
申
講
も
組

織
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
庚
申
の
掛
け
軸
を
拝
む
の
は
古
峯
ヶ

原
講
の
活
動
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　（
15
）
沖
地
蔵
堂
に
揚
げ
ら
れ
て
い
る
、
地
蔵
堂
再
建
に
際
し
て
の
寄
進
者
名
と

寄
進
年
月
日
よ
り
。

　（
16
）
中
谷
地
と
宮
内
の
念
仏
講
で
う
た
わ
れ
て
い
た
オ
ネ
ン
ブ
ツ
は
、
現
在
御

詠
歌
と
広
く
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　（
17
）
現
在
、
八
幡
神
社
に
神
職
は
お
ら
ず
、
八
幡
神
社
の
祭
祀
は
塩
竈
神
社
に

よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
以
前
は
八
幡
神
社
の
神
職
が
行
っ

て
い
た
八
幡
地
区
の
様
々
な
祭
祀
も
、
周
辺
の
寺
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
。
平
成
二
六
年
だ
け
を
見
て
も
、
萩
原
神
社
の
例
祭
は
総
社
宮
に
、

蛇
王
権
現
の
祈
祷
は
柏
木
神
社
に
、
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
例
祭
は
宝
国
寺

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

　（
18
）
中
谷
地
契
約
講
が
保
管
す
る
『
昭
和
五
六
年
三
月
　
中
谷
地
契
約
会
備
考

録
』
に
よ
る
。

　（
19
）
正
式
名
称
は
五ご

し
き
ば
た

色
旗
で
あ
る
。

　（
20
）
原
契
約
講
が
保
管
す
る
『
明
治
四
五
年
契
約
會
則
名
簿
二
』
に
よ
る
。

　（
21
）『
恩
讐
の
彼
方
に
冲
区
あ
り
』
に
よ
る
。

331

現在も存在するもの

加入範囲 名 称 活動内容 備考

中谷地契約講 年に一度の総会、葬儀の手伝い

地蔵講 8月23日の地蔵祭の運営 メンバーは契約講と同じ

古峯ヶ原講 3月の古峯神社への代参 〃

宮内契約講 年に一度の総会、葬儀の手伝い

古峯ヶ原講 3月の古峯神社への代参 メンバーは契約講と同じ

原契約講 年に一度の総会、葬儀の手伝い

古峯ヶ原講 3月の古峯神社への代参 メンバーは契約講と同じ

町通りと馬場 八幡上町講 古峯神社への参拝

解散したもの

加入範囲 名 称 活動内容 備考

天童家と旧家臣 清和契約会
年に一度の総会、天童への旅行、

葬儀の手伝い
平成15年の活動を最後に解散

八幡下二 八幡下二の契約講 ヤド（宿）での集まり、葬儀の手伝い 火葬の普及により解散

八幡上一・下一・
下二

分家の契約講 ヤドでの集まり、葬儀の手伝い 〃

町通り周辺 町通りの契約講 ヤドでの集まり、葬儀の手伝い 〃

馬場講 ヤドでの集まり、葬儀の手伝い 〃

古峯ヶ原講 年に一度の古峯神社への代参
平成3年前後に解散、講員の一部は

町通りの古峯ヶ原講に合流

山の神講
小牛田の山神社への参拝、

ヤドでの集まり

旧沖区 お釈迦講 2月15日の集まり 平成24年前後に解散

山の神講
3月12日の公民館での集まり、

小牛田の山神社への代参
平成15年の活動を最後に解散

観音講 1月17日の公民館での集まり 〃

地蔵講 8月24日の祭りの運営 平成24年に解散

山の神講
小牛田の山神社への参拝、

ヤドでの集まり
平成15年前後に解散

念仏講
ヤドでのオネンブツ（お念仏）の
練習、宮内の喪家でオネンブツを

うたう

中谷地

馬　場

宮　内

原

中谷地

宮　内

◇八幡講集団まとめ
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◇八幡の年中行事まとめ

現在も行なわれているもの

期日 場所・集団 内　容 備　考
1月3日 八幡神社 新年祭

1月14日 八幡神社 どんと祭

2月3日 不磷寺 豆撒き、餅振舞い

2月15日 不磷寺 涅槃会

中谷地契約講 古峯神社代参

宮内契約講 古峯神社代参

2月か3月 原契約講 古峯神社代参

中谷地契約講 総　会 この日にちは昭和59年から

原契約講 総　会
昭和28年時点では、旧暦2月20日

と10月8日と記録あり

3月最終日曜日 宮内契約講 総　会 この日にちは昭和48年から

4月8日 不磷寺 誕生会

4月29日 不磷寺 御向会

4月第3日曜日 八幡神社 例大祭 本来は4月15日

5月5日 宝国寺 御回向

6月 八幡上町講 古峯神社参拝 以前は1月～3月の間

8月13日 不磷寺 精霊迎え

8月16日 不磷寺 精霊送り

8月16日過ぎの最初
の日曜日

砂押川 宝国寺の縁有会による灯篭流し 以前は8月24日

8月23日 沖地蔵 中谷地の地蔵講による宵祭り

沖地蔵
宮内の元地蔵講の家による

地蔵祭

不磷寺 地蔵盆

宝国寺 地蔵盆

9月第1日曜日 萩原神社 祭　日 本来は旧暦9月9日

旧暦9月27日 鎮守嶋観音 祭　日

旧暦9月28日 喜太郎稲荷神社 祭　日

旧暦10月8日 蛇王権現 祭　日 旧暦9月28日という話もあり

10月末か11月初 宝国寺 戦没者慰霊祭

11月23日 八幡神社 新穀感謝祭（新嘗祭）

12月8日 不磷寺 成道会

現在は行われていないもの
期日・時期 場所・集団 内　容 備　考
旧暦1月13日 八幡上町講 ヤド（宿）での集まり

1月17日 中谷地観音講 公民館での集まり 平成15年以降廃止

2月15日 旧沖区お釈迦講 店での集まり 平成24年以降廃止

春 馬場古峯ヶ原講 ヤドでの集まり

3月 宮内山の神講 山神社への参拝

3月12日 中谷地山の神講 公民館での集まり 平成15年以降廃止

3月末 馬場古峯ヶ原講 古峯神社への代参

4月 馬場山の神講 山神社への参拝

5月5日 馬場の石碑 ムシマツリ(虫まつり）

6月 居家前の石碑 ムシオクリ（虫送り）

旧暦6月1日 護麻壇様 祭　日

8月20日 宝国寺
檀家の子どもによる

ヒャクマンベン（百万遍）
昭和40年代まで

秋 馬場古峯ヶ原講 ヤドでの集まり

旧暦9月28日 護麻壇様 祭　日

11月上旬 護麻壇様 祭　日 移転後の祭日

収穫終わりの時期 下二の契約講 ヤドでの集まり

旧暦11月 馬場契約講 ヤドでの集まり

旧暦11月13日 八幡上町講 ヤドでの集まり

11月下旬 清和契約会 総　会 平成15年以降廃止

旧暦12月 分家の契約講 ヤドでの集まり

3月第1日曜日

3月

8月24日

333

第
七
章
　
名
所
・
旧
跡

歌
枕
の
再
整
備

　
江
戸
時
代
、
そ
れ
ま
で
の
戦
乱
の
時
代
が
終
わ
る
と
各
藩
は
内
政
に
力
を
入
れ
、

幕
府
の
文
治
政
策
と
も
相
ま
っ
て
、
藩
に
お
い
て
も
文
教
政
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
領
内
の
名
所
旧
跡
整
備
が
あ
げ
ら
れ
る
。
古
人
ゆ
か
り

の
地
を
保
存
す
る
な
ど
の
試
み
は
、
す
で
に
平
安
時
代
中
期
に
遡
る
と
い
わ
れ
て
い

る
が
、
徹
底
的
に
行
な
わ
れ
た
の
は
一
七
世
紀
中
葉
以
降
で
あ
る
。
み
ち
の
く
の

場
合
、
各
藩
で
は
学
者
を
動
員
し
領
内
の
名
所
を
調
査
さ
せ
た
。
古
典
を
精
査
し
、

「
み
ち
の
く
」
ゆ
か
り
の
記
載
の
あ
る
文
学
上
・
歴
史
上
の
名
所
あ
る
い
は
旧
跡
を

克
明
に
探
索
し
、
そ
れ
を
由
緒
あ
り
げ
な
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
伝
承
と
結
合
さ
せ
て

い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
仙
台
藩
に
お
け
る
名
所
再
整
備
は
公
私
両
面
か
ら
実
施
さ

れ
た
よ
う
で
、「
公
」
の
立
場
か
ら
は
、
仙
台
藩
四
代
藩
主
伊だ

て
つ
な
む
ら

達
綱
村
の
代
に
、
積

極
的
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
、
直
接
の
任
に
あ
た
っ
た
代
表
的
人
物
が
、
儒
学
者
の

佐さ
く
ま
ど
う
が
ん

久
間
洞
巌
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
」
の
立
場
に
お
い
て
は
、『
松
島
眺
望
集
』
を
編

ん
だ
俳
人
大お

お
よ
ど
み
ち
か
ぜ

淀
三
千
風
を
中
心
と
す
る
俳
諧
関
係
者
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
う
（
金

沢
規
雄
『
お
く
の
ほ
そ
道
と
そ
の
周
辺
』
一
九
六
四
）。

　
現
在
、
多
賀
城
市
内
に
は
壺
碑
、
末
の
松
山
、
沖
の
井
、
お
も
わ
く
の
橋
な
ど
歌

枕
が
数
多
く
あ
り
、
こ
れ
は
、
綱
村
の
時
代
に
名
所
旧
跡
を
調
査
し
、
古
来
か
ら
の

歌
枕
を
整
備
・
保
護
し
た
結
果
で
、
そ
の
際
、
早
く
か
ら
こ
の
地
に
定
着
し
て
い
た

「
末
の
松
山
」
を
核
と
し
て
整
備
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　「
八
幡
村
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、
名
所
と
し
て
、「
奥
の
井
」「
都
島
」「
奥
の

井
の
里
」「
末
の
松
山
」
の
四
か
所
を
、
旧
跡
と
し
て
「
古
館
　
八
幡
社
之
跡
」「
馬

場
　
馬
場
之
跡
」
を
あ
げ
て
い
る
。
名
所
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
い
ず
れ
も
和
歌
が

記
さ
れ
、
歌
枕
の
地
が
す
な
わ
ち
名
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

奥
の
井

　
馬
場
に
あ
り
、
古
今
和
歌
集
に
あ
る
小
野
小
町
の
和
歌
「
奥
の
井
に
身
を
や
く
よ

り
も
悲
し
き
ハ
都
島
へ
の
別
れ
な
り
け
り
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寛
文
九

年
（
一
六
六
九
）、
町
屋
敷
御
百
姓
平
吉
の
六
代
前
に
あ
た
る
平
兵
衛
の
代
か
ら
、

藩
主
綱
村
に
よ
り
奥
の
井
守
に
命
ぜ
ら
れ
勤
め
て
お
り
、
諸
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る

と
記
す
。

都
島

　「
久
蔵
様
御
家
中
十
弐
軒
丁
之
内
」
に
あ
る
と
記
す
。「
久
蔵
様
」
と
は
、
仙
台
藩

準
一
家
天
童
氏
の
九
代
倫と

も
よ
り頼

の
こ
と
。
風
土
記
の
記
載
に
あ
る
と
お
り
、
天
童
家
に

伝
わ
る
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天
童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
足
軽
屋
敷
絵
図
」（
天
和
元
年
作

成
、文
政
七
年
写
し
）
に
も
都
島
が
描
か
れ
て
い
る
。
和
歌
に
つ
い
て
は
、「
奥
の
井
」

と
同
様
で
あ
る
と
記
す
。

奥
の
井
の
里

　
範
家
卿
「
ほ
と
ゝ
き
す
　
お
き
井
の
里
は
過
ぎ
ぬ
な
り
　
い
か
な
る
人
の
　
夢
む

す
ふ
ら
ん
」
の
和
歌
を
紹
介
す
る
。
奥
の
井
の
里
は
、
こ
う
し
た
歌
語
か
ら
生
ま
れ

た
名
所
と
考
え
ら
れ
、『
多
賀
城
町
誌
』（
一
九
七
六
）
に
は
、
八
幡
村
は
往
古
「
興

の
井
の
里
」
と
古
雅
で
呼
ば
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

末
の
松
山

　
元
輔
卿
「
ち
き
り
き
な
　
か
た
み
に
袖
を
　
し
ぼ
り
つ
ゝ
　
す
ゑ
の
松
山
　
浪
こ

さ
し
と
は
」（
後
拾
遺
和
歌
集
）
ほ
か
和
歌
三
首
を
紹
介
す
る
。
末
の
松
山
は
、
陸

奥
を
代
表
す
る
歌
枕
と
し
て
数
多
く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
歌
枕
で
あ
る
。
安
永
三

年
（
一
七
七
四
）、
八
幡
村
八
幡
社
別
当
末
松
山
般
若
寺
の
書
出
に
は
、
延
宝
年
中

（
一
六
七
三
～
一
六
八
〇
）
ま
で
寺
に
古
鐘
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
奉
謹
鐘
鋳
　
奥
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◇八幡の年中行事まとめ

現在も行なわれているもの

期日 場所・集団 内　容 備　考
1月3日 八幡神社 新年祭

1月14日 八幡神社 どんと祭

2月3日 不磷寺 豆撒き、餅振舞い

2月15日 不磷寺 涅槃会

中谷地契約講 古峯神社代参

宮内契約講 古峯神社代参

2月か3月 原契約講 古峯神社代参

中谷地契約講 総　会 この日にちは昭和59年から

原契約講 総　会
昭和28年時点では、旧暦2月20日

と10月8日と記録あり

3月最終日曜日 宮内契約講 総　会 この日にちは昭和48年から

4月8日 不磷寺 誕生会

4月29日 不磷寺 御向会

4月第3日曜日 八幡神社 例大祭 本来は4月15日

5月5日 宝国寺 御回向

6月 八幡上町講 古峯神社参拝 以前は1月～3月の間

8月13日 不磷寺 精霊迎え

8月16日 不磷寺 精霊送り

8月16日過ぎの最初
の日曜日

砂押川 宝国寺の縁有会による灯篭流し 以前は8月24日

8月23日 沖地蔵 中谷地の地蔵講による宵祭り

沖地蔵
宮内の元地蔵講の家による

地蔵祭

不磷寺 地蔵盆

宝国寺 地蔵盆

9月第1日曜日 萩原神社 祭　日 本来は旧暦9月9日

旧暦9月27日 鎮守嶋観音 祭　日

旧暦9月28日 喜太郎稲荷神社 祭　日

旧暦10月8日 蛇王権現 祭　日 旧暦9月28日という話もあり

10月末か11月初 宝国寺 戦没者慰霊祭

11月23日 八幡神社 新穀感謝祭（新嘗祭）

12月8日 不磷寺 成道会

現在は行われていないもの
期日・時期 場所・集団 内　容 備　考
旧暦1月13日 八幡上町講 ヤド（宿）での集まり

1月17日 中谷地観音講 公民館での集まり 平成15年以降廃止

2月15日 旧沖区お釈迦講 店での集まり 平成24年以降廃止

春 馬場古峯ヶ原講 ヤドでの集まり

3月 宮内山の神講 山神社への参拝

3月12日 中谷地山の神講 公民館での集まり 平成15年以降廃止

3月末 馬場古峯ヶ原講 古峯神社への代参

4月 馬場山の神講 山神社への参拝

5月5日 馬場の石碑 ムシマツリ(虫まつり）

6月 居家前の石碑 ムシオクリ（虫送り）

旧暦6月1日 護麻壇様 祭　日

8月20日 宝国寺
檀家の子どもによる

ヒャクマンベン（百万遍）
昭和40年代まで

秋 馬場古峯ヶ原講 ヤドでの集まり

旧暦9月28日 護麻壇様 祭　日

11月上旬 護麻壇様 祭　日 移転後の祭日

収穫終わりの時期 下二の契約講 ヤドでの集まり

旧暦11月 馬場契約講 ヤドでの集まり

旧暦11月13日 八幡上町講 ヤドでの集まり

11月下旬 清和契約会 総　会 平成15年以降廃止

旧暦12月 分家の契約講 ヤドでの集まり

3月第1日曜日

3月

8月24日
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第
七
章

　
名
所
・
旧
跡

歌
枕
の
再
整
備

　
江
戸
時
代
、
そ
れ
ま
で
の
戦
乱
の
時
代
が
終
わ
る
と
各
藩
は
内
政
に
力
を
入
れ
、

幕
府
の
文
治
政
策
と
も
相
ま
っ
て
、
藩
に
お
い
て
も
文
教
政
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
領
内
の
名
所
旧
跡
整
備
が
あ
げ
ら
れ
る
。
古
人
ゆ
か
り

の
地
を
保
存
す
る
な
ど
の
試
み
は
、
す
で
に
平
安
時
代
中
期
に
遡
る
と
い
わ
れ
て
い

る
が
、
徹
底
的
に
行
な
わ
れ
た
の
は
一
七
世
紀
中
葉
以
降
で
あ
る
。
み
ち
の
く
の

場
合
、
各
藩
で
は
学
者
を
動
員
し
領
内
の
名
所
を
調
査
さ
せ
た
。
古
典
を
精
査
し
、

「
み
ち
の
く
」
ゆ
か
り
の
記
載
の
あ
る
文
学
上
・
歴
史
上
の
名
所
あ
る
い
は
旧
跡
を

克
明
に
探
索
し
、
そ
れ
を
由
緒
あ
り
げ
な
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
伝
承
と
結
合
さ
せ
て

い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
仙
台
藩
に
お
け
る
名
所
再
整
備
は
公
私
両
面
か
ら
実
施
さ

れ
た
よ
う
で
、「
公
」
の
立
場
か
ら
は
、
仙
台
藩
四
代
藩
主
伊だ

て
つ
な
む
ら

達
綱
村
の
代
に
、
積

極
的
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
、
直
接
の
任
に
あ
た
っ
た
代
表
的
人
物
が
、
儒
学
者
の

佐さ
く
ま
ど
う
が
ん

久
間
洞
巌
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
」
の
立
場
に
お
い
て
は
、『
松
島
眺
望
集
』
を
編

ん
だ
俳
人
大お

お
よ
ど
み
ち
か
ぜ

淀
三
千
風
を
中
心
と
す
る
俳
諧
関
係
者
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
う
（
金

沢
規
雄
『
お
く
の
ほ
そ
道
と
そ
の
周
辺
』
一
九
六
四
）。

　
現
在
、
多
賀
城
市
内
に
は
壺
碑
、
末
の
松
山
、
沖
の
井
、
お
も
わ
く
の
橋
な
ど
歌

枕
が
数
多
く
あ
り
、
こ
れ
は
、
綱
村
の
時
代
に
名
所
旧
跡
を
調
査
し
、
古
来
か
ら
の

歌
枕
を
整
備
・
保
護
し
た
結
果
で
、
そ
の
際
、
早
く
か
ら
こ
の
地
に
定
着
し
て
い
た

「
末
の
松
山
」
を
核
と
し
て
整
備
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　「
八
幡
村
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
、
名
所
と
し
て
、「
奥
の
井
」「
都
島
」「
奥
の

井
の
里
」「
末
の
松
山
」
の
四
か
所
を
、
旧
跡
と
し
て
「
古
館
　
八
幡
社
之
跡
」「
馬

場
　
馬
場
之
跡
」
を
あ
げ
て
い
る
。
名
所
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
い
ず
れ
も
和
歌
が

記
さ
れ
、
歌
枕
の
地
が
す
な
わ
ち
名
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

奥
の
井

　
馬
場
に
あ
り
、
古
今
和
歌
集
に
あ
る
小
野
小
町
の
和
歌
「
奥
の
井
に
身
を
や
く
よ

り
も
悲
し
き
ハ
都
島
へ
の
別
れ
な
り
け
り
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寛
文
九

年
（
一
六
六
九
）、
町
屋
敷
御
百
姓
平
吉
の
六
代
前
に
あ
た
る
平
兵
衛
の
代
か
ら
、

藩
主
綱
村
に
よ
り
奥
の
井
守
に
命
ぜ
ら
れ
勤
め
て
お
り
、
諸
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る

と
記
す
。

都
島

　「
久
蔵
様
御
家
中
十
弐
軒
丁
之
内
」
に
あ
る
と
記
す
。「
久
蔵
様
」
と
は
、
仙
台
藩

準
一
家
天
童
氏
の
九
代
倫と

も
よ
り頼

の
こ
と
。
風
土
記
の
記
載
に
あ
る
と
お
り
、
天
童
家
に

伝
わ
る
「
宮
城
郡
八
幡
邑
天
童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
足
軽
屋
敷
絵
図
」（
天
和
元
年
作

成
、文
政
七
年
写
し
）
に
も
都
島
が
描
か
れ
て
い
る
。
和
歌
に
つ
い
て
は
、「
奥
の
井
」

と
同
様
で
あ
る
と
記
す
。

奥
の
井
の
里

　
範
家
卿
「
ほ
と
ゝ
き
す
　
お
き
井
の
里
は
過
ぎ
ぬ
な
り
　
い
か
な
る
人
の
　
夢
む

す
ふ
ら
ん
」
の
和
歌
を
紹
介
す
る
。
奥
の
井
の
里
は
、
こ
う
し
た
歌
語
か
ら
生
ま
れ

た
名
所
と
考
え
ら
れ
、『
多
賀
城
町
誌
』（
一
九
七
六
）
に
は
、
八
幡
村
は
往
古
「
興

の
井
の
里
」
と
古
雅
で
呼
ば
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

末
の
松
山

　
元
輔
卿
「
ち
き
り
き
な
　
か
た
み
に
袖
を
　
し
ぼ
り
つ
ゝ
　
す
ゑ
の
松
山
　
浪
こ

さ
し
と
は
」（
後
拾
遺
和
歌
集
）
ほ
か
和
歌
三
首
を
紹
介
す
る
。
末
の
松
山
は
、
陸

奥
を
代
表
す
る
歌
枕
と
し
て
数
多
く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
歌
枕
で
あ
る
。
安
永
三

年
（
一
七
七
四
）、
八
幡
村
八
幡
社
別
当
末
松
山
般
若
寺
の
書
出
に
は
、
延
宝
年
中

（
一
六
七
三
～
一
六
八
〇
）
ま
で
寺
に
古
鐘
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
奉
謹
鐘
鋳
　
奥
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州
末
松
山
八
幡
宮
　
大
檀
那
介
平
景
綱
　
大
工
藤
原
弘
光
　
大
工
加
当
安
吉
　
永
仁

七
年
二
月
朔
日
」
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鎌

倉
時
代
の
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）
に
は
、
既
に
現
在
地
付
近
が
末
の
松
山
と
し
て

定
着
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

名
所
が
描
か
れ
た
絵
図

〇
仙
台
領
分
名
所
手
鑑
　
伊
達
宗
村
・
狩
野
典
信
　
一
八
世
紀
半
ば

　
仙
台
領
分
名
所
手て

か
が
み鑑
は
仙
台
藩
六
代
藩
主
伊
達
宗む
ね
む
ら村
（
一
七
一
八
～
一
七
五
六
）

が
詠
ん
だ
松
島
を
は
じ
め
と
す
る
名
所
の
和
歌
の
直
筆
と
、
狩
野
派
再
興
に
尽
く
し

た
狩
野
典み

ち
の
ぶ信

に
よ
る
日
本
画
を
一
組
と
し
、
計
三
〇
組
か
ら
成
る
。
多
賀
城
市
域
で

は
「
壺
碑
」「
末
の
松
山
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
仙
台
市
博
物
館
蔵
。

○
東
国
名
勝
志
　
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）

　
東と

う
ご
く
め
い
し
ょ
う
し

国
名
勝
志
は
歌
枕
絵
抄
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
歌
枕
は
東
国
、
特
に
奥
州
に

顕
著
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
古
く
か
ら
あ
り
、
本
書
は
そ
れ
に
拠
っ
て
編
ま
れ
た
画

入
本
と
解
さ
れ
る
（『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』
角
川
書
店
）。
蝦
夷
地
に
始
ま
り
、
盛

岡
城
下
、
松
島
、
金
花
山
、
籬

ま
が
き
が
し
ま
島
、
壺
乃
石
碑
、
宮
城
野
な
ど
歌
枕
の
地
が
絵
と
和

歌
に
よ
っ
て
展
開
す
る
。

〇
陸
奥
紀
行

　
宣
俊
撰
、
坂
口
員
正
画

　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
写

　
陸み

ち
の
く
き
こ
う

奥
紀
行
は
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
の
東
北
地
方
の
旅
日
記
に
名
所
風
景
十
数

点
が
添
え
ら
れ
た
も
の
。
多
賀
城
市
域
で
は「
沖
の
井
」「
末
松
山
」「
野
田
玉
川
」「
壺

石
碑
」
が
あ
る
。
東
北
大
学
付
属
図
書
館
蔵
。

〇
東
山
奇
勝
図

　
淵
上
旭
江

　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）

　
東と

う
さ
ん
き
し
ょ
う
ず

山
奇
勝
図
は
陸
奥
・
出
羽
の
優
れ
た
景
色
を
描
い
た
も
の
で
、
天
・
地
二
帖
か

ら
な
る
。
他
に
山
陰
・
山
陽
・
南
海
・
西
海
・
五
畿
・
東
海
・
北
陸
の
そ
れ
ぞ
れ
の

奇
勝
図
が
あ
る
。
同
図
は
、
各
地
を
す
べ
て
実
見
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
先
行
す

る
何
ら
か
の
図
様
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
作
者
の
淵

ふ
ち
が
み
き
ょ
っ
こ
う

上
旭
江

（
一
七
五
三
～
一
八
一
六
）
は
備
前
国
（
岡
山
県
）
の
出
身
。
長
崎
で
修
業
後
諸
国

を
遊
歴
し
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
よ
り
大
阪
に
定
住
。
同
一
一
年
、
木
版
画
集

『
日
本
勝
地
山
水
奇
観
』
四
冊
、享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
後
編
四
冊
を
刊
行
し
た
。

本
帖
は
そ
の
原
本
と
い
え
る
と
い
う
（『
は
る
か
み
ち
の
く
』
東
北
歴
史
博
物
館
　

二
〇
〇
一
）。
岡
山
県
立
美
術
館
蔵
。

〇
「
沖
乃
石
」
「
末
松
山
」
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
）

　
陸
奥
の
名
所
を
描
い
た
版
画
一
二
枚
が
残
さ
れ
て
い
る
。
年
代
に
つ
い
て
は
、
所

蔵
さ
れ
て
い
る
本
間
美
術
館
の
記
録
に
寛
政
年
間
と
記
さ
れ
る
の
み
で
そ
の
根
拠
は

不
明
で
あ
り
、
作
風
か
ら
の
推
測
で
は
な
い
か
と
い
う
。
本
間
美
術
館
蔵
。

　
　
　

○
奥
州
名
所
図
会

　
菅
原
曲
渓

　
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
刊

　
塩
釜
西
町
の
菅す

が
わ
ら
き
ょ
く
け
い

原
曲
渓
（
陳
之
）
作
、
版
元
は
同
じ
く
塩
釜
の
前
田
屋
茂
三
郎
。

作
者
の
菅
原
曲
渓
は
小こ

い
け
き
ょ
く
こ
う

池
曲
江
の
弟
子
と
い
う
。

〇
塩
竈
詣

　
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）

　
塩

し
お
が
ま
も
う
で

竈
詣
は
、
仙
台
城
下
か
ら
鹽
竈
神
社
ま
で
の
道
沿
い
に
点
在
す
る
名
所･

旧
跡

を
紹
介
し
な
が
ら
、
神
社
へ
と
誘
う
案
内
書
で
、
冒
頭
の
絵
図
に
は
、
本
文
中
に
み

え
る
多
賀
城
、
塩
竈
、
松
島
の
名
所
が
一
目
で
見
渡
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
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往
路
は
、
宮
城
野
か
ら
旧
塩
竈
街
道
沿
い
に
原
ノ
町
・
榴つ
つ
じ
が
お
か

ヶ
岡
・
案あ
ん
な
い内

・
東と
う
こ
う
じ

光
寺

を
経
て
壺

つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
碑
を
見
た
あ
と
、
街
道
か
ら
そ
れ
て
南
へ
向
か
い
、
沖
の
井
、
末
の
松

山
、
八
幡
宮
と
続
き
、
大お

お
し
ろ代

・
下げ

ば馬
村
を
経
て
塩
竈
神
社
に
至
る
。
帰
路
は
鹽
竈
神

社
か
ら
旧
塩
竈
街
道
を
案
内
ま
で
戻
る
道
筋
が
記
さ
れ
、
荒あ

ら
は
ば
き

脛
巾
神
社
、
奏そ
う
し
ゃ
の
み
や

社
宮
、

貴き

ふ

ね
布
祢
の
宮
、
多
賀
の
社
、
浮
島
の
社
、
大お
と
ど
の
み
や

臣
宮
と
い
っ
た
、
本
市
ゆ
か
り
の
神
社

名
が
見
え
る
。
塩
竈
市
民
図
書
館
所
蔵
、
塩
竈
市
教
育
委
員
会
写
真
提
供
。

○
塩
竃
松
島
図
巻

　
小
池
曲
江

　
一
九
世
紀
初

　
江
戸
時
代
、
一
九
世
紀
初
の
成
立
。
市
川
橋
（
多
賀
城
市
）
か
ら
富と

み
や
ま山

（
松
島

町
）
ま
で
を
連
続
す
る
一
図
と
し
て
描
い
た
も
の
。
金
泥
に
よ
る
地
名
の
書
き
込
み

が
あ
り
、
身
分
の
高
い
人
物
の
注
文
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
仙
台
市
博
物
館

に
同
図
様
が
あ
り
、
巻
末
の
落
款
か
ら
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
の
制
作
と
知
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
本
図
も
同
時
期
の
も
の
と
み
ら
れ
る
（『
は
る
か
み
ち
の
く
』
東

北
歴
史
博
物
館
　
二
〇
〇
一
）。
作
者
の
小こ

い
け
き
ょ
く
こ
う

池
曲
江
は
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
塩

竃
の
旅
籠
屋
に
生
ま
れ
た
。
江
戸
で
南な

ん
ぴ
ん蘋

派
の
画
風
を
学
び
、
五
〇
年
に
わ
た
っ

て
全
国
を
遊
歴
し
た
と
い
う
。
こ
の
図
巻
も
西
国
の
旅
先
で
描
か
れ
た
。
東あ

ず
ま
と
う
よ
う

東
洋
、

菅す
が
い
ば
い
か
ん

井
梅
関
、
菊き
く
た
い
し
ゅ
う

田
伊
洲
と
と
も
に
仙
台
四
大
画
家
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
多

賀
城
市
域
に
は
、
末
松
山
、
沖
井
、
八
幡
村
、
沖
八
幡
祠
、
市
川
橋
、
多
賀
碑
、
奏

社
宮
、
野
田
玉
川
、
楓
山
、
面
和
久
橋
の
が
描
か
れ
る
。
東
北
歴
史
博
物
館
蔵
。

○
奥
州
名
所
図
会
　
大
場
雄
淵
　
一
九
世
紀
初

　
大
崎
八
幡
宮
の
神
官
で
あ
っ
た
大お

お
ば
お
ぶ
ち

場
雄
淵
の
作
。
仙
台
藩
内
の
自
然
・
風
俗
・
行

事
な
ど
を
文
章
や
絵
で
記
述
し
て
い
る
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
成
立
の
「
東
海

道
名
所
図
会
」
に
な
ら
っ
て
編
ま
れ
た
こ
と
、
表
題
か
ら
す
れ
ば
、
白
河
関
か
ら
始

め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
か
つ
て
多
賀
の
国
府
が
あ
っ
た
た
め
今
仙
台
が
あ
っ
て
東
の

鎮
め
と
な
っ
て
お
り
、
名
勝
に
至
っ
て
は
松
島
が
あ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
宮
城
郡

か
ら
始
め
る
こ
と
が
凡
例
に
記
さ
れ
て
い
る
。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
頃
に
は
一

部
草
稿
が
で
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
つ
い
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

齋
藤
報
恩
会
蔵
。

〇
奥
州
仙
臺
名
所
尽
集

　
一
九
世
紀
初

　
奥
州
仙
臺
名め

い
し
ょ
つ
く
し
し
ゅ
う

所
尽
集
は
、
江
戸
時
代
、
一
九
世
紀
初
に
編
纂
さ
れ
た
名
所
旧
跡

の
案
内
書
。
仙
台
城
下
芭
蕉
の
辻
か
ら
松
島
に
至
る
街
道
沿
い
の
名
所
一
五
景
を

二
二
面
に
描
き
、
各
面
に
狂
歌
を
載
せ
る
。
狂
歌
作
家
は
、
江
戸
ま
た
は
仙
台
の
人

と
推
測
さ
れ
る
が
、画
工
も
版
元
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
。
多
賀
城
市
域
で
は
、

「
沖
石
」「
壺
碑
」「
末
松
山
」「
南
宮
」「
奏
者
宮
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
仙
台
市

博
物
館
蔵
。
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州
末
松
山
八
幡
宮
　
大
檀
那
介
平
景
綱
　
大
工
藤
原
弘
光
　
大
工
加
当
安
吉
　
永
仁

七
年
二
月
朔
日
」
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鎌

倉
時
代
の
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）
に
は
、
既
に
現
在
地
付
近
が
末
の
松
山
と
し
て

定
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し
て
い
た
こ
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が
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ら
れ
る
。
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絵
図

〇
仙
台
領
分
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鑑
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宗
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狩
野
典
信

　
一
八
世
紀
半
ば

　
仙
台
領
分
名
所
手て

か
が
み鑑

は
仙
台
藩
六
代
藩
主
伊
達
宗む
ね
む
ら村

（
一
七
一
八
～
一
七
五
六
）

が
詠
ん
だ
松
島
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は
じ
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と
す
る
名
所
の
和
歌
の
直
筆
と
、
狩
野
派
再
興
に
尽
く
し

た
狩
野
典み

ち
の
ぶ信
に
よ
る
日
本
画
を
一
組
と
し
、
計
三
〇
組
か
ら
成
る
。
多
賀
城
市
域
で

は
「
壺
碑
」「
末
の
松
山
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
仙
台
市
博
物
館
蔵
。

○
東
国
名
勝
志

　
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）

　
東と

う
ご
く
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し
ょ
う
し

国
名
勝
志
は
歌
枕
絵
抄
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
歌
枕
は
東
国
、
特
に
奥
州
に

顕
著
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
古
く
か
ら
あ
り
、
本
書
は
そ
れ
に
拠
っ
て
編
ま
れ
た
画

入
本
と
解
さ
れ
る
（『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』
角
川
書
店
）。
蝦
夷
地
に
始
ま
り
、
盛

岡
城
下
、
松
島
、
金
花
山
、
籬

ま
が
き
が
し
ま
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、
壺
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石
碑
、
宮
城
野
な
ど
歌
枕
の
地
が
絵
と
和

歌
に
よ
っ
て
展
開
す
る
。

〇
陸
奥
紀
行

　
宣
俊
撰
、
坂
口
員
正
画

　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
写

　
陸み

ち
の
く
き
こ
う

奥
紀
行
は
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
の
東
北
地
方
の
旅
日
記
に
名
所
風
景
十
数

点
が
添
え
ら
れ
た
も
の
。
多
賀
城
市
域
で
は「
沖
の
井
」「
末
松
山
」「
野
田
玉
川
」「
壺

石
碑
」
が
あ
る
。
東
北
大
学
付
属
図
書
館
蔵
。

〇
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山
奇
勝
図
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江
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年
（
一
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九
六
）
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山
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で
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天
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二
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な
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。
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山
陰
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山
陽
・
南
海
・
西
海
・
五
畿
・
東
海
・
北
陸
の
そ
れ
ぞ
れ
の

奇
勝
図
が
あ
る
。
同
図
は
、
各
地
を
す
べ
て
実
見
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
先
行
す

る
何
ら
か
の
図
様
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
作
者
の
淵

ふ
ち
が
み
き
ょ
っ
こ
う

上
旭
江

（
一
七
五
三
～
一
八
一
六
）
は
備
前
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（
岡
山
県
）
の
出
身
。
長
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で
修
業
後
諸
国

を
遊
歴
し
、
寛
政
六
年
（
一
七
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四
）
よ
り
大
阪
に
定
住
。
同
一
一
年
、
木
版
画
集

『
日
本
勝
地
山
水
奇
観
』
四
冊
、享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
後
編
四
冊
を
刊
行
し
た
。

本
帖
は
そ
の
原
本
と
い
え
る
と
い
う
（『
は
る
か
み
ち
の
く
』
東
北
歴
史
博
物
館
　

二
〇
〇
一
）。
岡
山
県
立
美
術
館
蔵
。

〇
「
沖
乃
石
」
「
末
松
山
」
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
）

　
陸
奥
の
名
所
を
描
い
た
版
画
一
二
枚
が
残
さ
れ
て
い
る
。
年
代
に
つ
い
て
は
、
所

蔵
さ
れ
て
い
る
本
間
美
術
館
の
記
録
に
寛
政
年
間
と
記
さ
れ
る
の
み
で
そ
の
根
拠
は

不
明
で
あ
り
、
作
風
か
ら
の
推
測
で
は
な
い
か
と
い
う
。
本
間
美
術
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蔵
。

　
　
　

○
奥
州
名
所
図
会

　
菅
原
曲
渓

　
文
化
一
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年
（
一
八
一
七
）
刊

　
塩
釜
西
町
の
菅す

が
わ
ら
き
ょ
く
け
い

原
曲
渓
（
陳
之
）
作
、
版
元
は
同
じ
く
塩
釜
の
前
田
屋
茂
三
郎
。

作
者
の
菅
原
曲
渓
は
小こ

い
け
き
ょ
く
こ
う

池
曲
江
の
弟
子
と
い
う
。

〇
塩
竈
詣

　
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）

　
塩

し
お
が
ま
も
う
で

竈
詣
は
、
仙
台
城
下
か
ら
鹽
竈
神
社
ま
で
の
道
沿
い
に
点
在
す
る
名
所･

旧
跡

を
紹
介
し
な
が
ら
、
神
社
へ
と
誘
う
案
内
書
で
、
冒
頭
の
絵
図
に
は
、
本
文
中
に
み

え
る
多
賀
城
、
塩
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、
松
島
の
名
所
が
一
目
で
見
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せ
る
よ
う
に
描
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て
い
る
。
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旧
塩
竈
街
道
沿
い
に
原
ノ
町
・
榴つ
つ
じ
が
お
か

ヶ
岡
・
案あ
ん
な
い内
・
東と
う
こ
う
じ

光
寺

を
経
て
壺

つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
碑
を
見
た
あ
と
、
街
道
か
ら
そ
れ
て
南
へ
向
か
い
、
沖
の
井
、
末
の
松

山
、
八
幡
宮
と
続
き
、
大お

お
し
ろ代

・
下げ

ば馬
村
を
経
て
塩
竈
神
社
に
至
る
。
帰
路
は
鹽
竈
神

社
か
ら
旧
塩
竈
街
道
を
案
内
ま
で
戻
る
道
筋
が
記
さ
れ
、
荒あ

ら
は
ば
き

脛
巾
神
社
、
奏そ
う
し
ゃ
の
み
や

社
宮
、

貴き

ふ

ね
布
祢
の
宮
、
多
賀
の
社
、
浮
島
の
社
、
大お
と
ど
の
み
や

臣
宮
と
い
っ
た
、
本
市
ゆ
か
り
の
神
社

名
が
見
え
る
。
塩
竈
市
民
図
書
館
所
蔵
、
塩
竈
市
教
育
委
員
会
写
真
提
供
。

○
塩
竃
松
島
図
巻
　
小
池
曲
江
　
一
九
世
紀
初

　
江
戸
時
代
、
一
九
世
紀
初
の
成
立
。
市
川
橋
（
多
賀
城
市
）
か
ら
富と

み
や
ま山
（
松
島

町
）
ま
で
を
連
続
す
る
一
図
と
し
て
描
い
た
も
の
。
金
泥
に
よ
る
地
名
の
書
き
込
み

が
あ
り
、
身
分
の
高
い
人
物
の
注
文
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
仙
台
市
博
物
館

に
同
図
様
が
あ
り
、
巻
末
の
落
款
か
ら
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
の
制
作
と
知
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
本
図
も
同
時
期
の
も
の
と
み
ら
れ
る
（『
は
る
か
み
ち
の
く
』
東

北
歴
史
博
物
館
　
二
〇
〇
一
）。
作
者
の
小こ

い
け
き
ょ
く
こ
う

池
曲
江
は
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
塩

竃
の
旅
籠
屋
に
生
ま
れ
た
。
江
戸
で
南な

ん
ぴ
ん蘋

派
の
画
風
を
学
び
、
五
〇
年
に
わ
た
っ

て
全
国
を
遊
歴
し
た
と
い
う
。
こ
の
図
巻
も
西
国
の
旅
先
で
描
か
れ
た
。
東あ

ず
ま
と
う
よ
う

東
洋
、

菅す
が
い
ば
い
か
ん

井
梅
関
、
菊き
く
た
い
し
ゅ
う

田
伊
洲
と
と
も
に
仙
台
四
大
画
家
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
多

賀
城
市
域
に
は
、
末
松
山
、
沖
井
、
八
幡
村
、
沖
八
幡
祠
、
市
川
橋
、
多
賀
碑
、
奏

社
宮
、
野
田
玉
川
、
楓
山
、
面
和
久
橋
の
が
描
か
れ
る
。
東
北
歴
史
博
物
館
蔵
。

○
奥
州
名
所
図
会

　
大
場
雄
淵

　
一
九
世
紀
初

　
大
崎
八
幡
宮
の
神
官
で
あ
っ
た
大お

お
ば
お
ぶ
ち

場
雄
淵
の
作
。
仙
台
藩
内
の
自
然
・
風
俗
・
行

事
な
ど
を
文
章
や
絵
で
記
述
し
て
い
る
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
成
立
の
「
東
海

道
名
所
図
会
」
に
な
ら
っ
て
編
ま
れ
た
こ
と
、
表
題
か
ら
す
れ
ば
、
白
河
関
か
ら
始

め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
か
つ
て
多
賀
の
国
府
が
あ
っ
た
た
め
今
仙
台
が
あ
っ
て
東
の

鎮
め
と
な
っ
て
お
り
、
名
勝
に
至
っ
て
は
松
島
が
あ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
宮
城
郡

か
ら
始
め
る
こ
と
が
凡
例
に
記
さ
れ
て
い
る
。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
頃
に
は
一

部
草
稿
が
で
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
つ
い
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

齋
藤
報
恩
会
蔵
。

〇
奥
州
仙
臺
名
所
尽
集
　
一
九
世
紀
初

　
奥
州
仙
臺
名め

い
し
ょ
つ
く
し
し
ゅ
う

所
尽
集
は
、
江
戸
時
代
、
一
九
世
紀
初
に
編
纂
さ
れ
た
名
所
旧
跡

の
案
内
書
。
仙
台
城
下
芭
蕉
の
辻
か
ら
松
島
に
至
る
街
道
沿
い
の
名
所
一
五
景
を

二
二
面
に
描
き
、
各
面
に
狂
歌
を
載
せ
る
。
狂
歌
作
家
は
、
江
戸
ま
た
は
仙
台
の
人

と
推
測
さ
れ
る
が
、画
工
も
版
元
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
。
多
賀
城
市
域
で
は
、

「
沖
石
」「
壺
碑
」「
末
松
山
」「
南
宮
」「
奏
者
宮
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
仙
台
市

博
物
館
蔵
。
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336

末
の
松
山

仙台領分名所手鑑　18 世紀半ば

東国名勝志　宝暦 12 年（1762）

籬島の場面、左下に「末の松やま」が見える。

337

陸奥紀行　寛政８年（1796）写

　松の間に墓石がみえる光景は、松尾芭蕉の『おくのほそ道』に記された「松のあひあ
ひ皆墓はら」を彷彿させる。

東山奇勝図　寛政８年（1796）

　松の間に、鐘楼のある寺が描かれている。
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338

奥州名所図会　菅原曲渓　文化 14 年

（1817）刊

　「奥州仙臺宮城郡八幡村末松山真寫」　
末の松山は興乃石の上にある山をいい、
末松山鄰

りんしょうじ

障寺という寺がある。寺林の後
ろには高丘があり、そこの青松数株があ
る場所が末の松山の旧地である。海辺か
ら離れること数里であるが、遠くの海の
白浪がこの丘上を越すばかりに見える、
と説明にある。鄰障寺は、宝

ほうこくじ

国寺の旧名
である。

「末松山」寛政年間（1789 ～ 1800）

「きみがよは　すゑのまつ山　ほのほのと　
　　　　　　　こすしら浪の　かずもしるらん」
金葉和歌集に収められている永成法師の和歌か。

339

塩竃詣　文政８年（1825）

　画面右端に末の松山が描かれている。

塩竈松島図巻　19 世紀初

　画面中央右寄りに末の松山がみえる。
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340

奥州名所図会　大場雄淵　19 世紀初

奥州仙臺名所尽集　19 世紀初

　「玉川の　千鳥にかえん　飛ぶ牒に　

　　　　　　　をはれ波たつ　末乃松山」

　　　　　　　　　　　　　壺吟楼早来

　画面左上の社は八幡神社であろう。

341

末の松山

末の松山（『奥の細道』昭和 31 年）
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342

末の松山

末の松山（昭和 51 年）

343

沖
の
井

陸奥紀行　寛政８年（1796）写

　池の周りに囲いが巡らされ、門から池を渡り岩まで行けるように描かれている。
この状況は、大

おおば お ぶ ち

場雄淵の『奥州名所図会』と共通している。

東山奇勝図　淵上旭江　寛政８年（1796）

　人家のそばに池と岩が描かれるという設定は、『奥
おううかんせきもんろうし

羽観蹟聞老志』（佐
さ く ま ど う が ん

久間洞巌　
享保４年＝ 1719）の「興井」の説明「八幡農家の中に小池有り、池中奇石礧

らいらい

々」
と同様であるが、絵図では「小池」とは言い難い描写となっている。
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344

「沖乃石」　寛政年間（1789 ～ 1800）

「おきのいて　身をやくよりも　かなしきは

　　　　　　みやこしまへの　わかれなりけり」

　今和歌集に収められている小野小町の和歌が添

えられている。

奥州名所図会　菅原曲渓　文化 14 年（1817）刊

　「奥州仙臺宮城郡八幡村興
おきのいみやこじま

井都嶌之全圖」　八幡村という小村落の農家の前にある小池をいう。
その池中に折り重なった巌があり、古来称して興の石という。池中西北隅に小水脈あり、これを興
の井と称すとの説明がある。

345

塩竈松島図巻　小池曲江　19 世紀初

　画面ほぼ中央に沖井が描かれている。

塩竈詣　文政８年（1825）

　画面左端に沖の石が描かれている。
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346

奥州名所図会　大場雄淵　19 世紀初

　興の井ハ、やはたの街の南、農家の背戸にあり。池水に満干ありて、水草多く、
夏日猶佳興なり、と記されている。

奥州仙台名所尽集　19 世紀初

「おきの石　さぬきの歌も　思ひ出ぬ

　　　　　　おとしてぬれし　旅の袖日記」

　　　　　　　　　　　　柳風堂糸頼

347

沖の石（『奥の細道』昭和 31 年）

沖の石（『多賀城町誌』昭和 42 年）
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348

沖の石（昭和 47 年）

興井

349

第
八
章
　
民
俗
芸
能

多
賀
城
鹿
踊

　
多た

が
じ
ょ
う
し
し
お
ど
り

賀
城
鹿
踊
は
、
五
穀
豊
穣
、
家
内
安

全
を
祈
願
す
る
踊
り
で
あ
る
。
本
来
、
旧

八
幡
村
沖
地
区
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
現

在
、
八
幡
神
社
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
萩

原
神
社
が
沖
地
区
中な

か
や
ち

谷
地
に
あ
っ
た
頃
、

そ
の
社
前
に
奉
納
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、「
中

谷
地
鹿
踊
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
昭
和
五
三
年
に
実
施
し
た
鹿
踊
の
由
来

に
関
す
る
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
明
治

一
五
・
六
年
頃
、
そ
れ
ま
で
廃
れ
て
い
た

鹿
踊
を
大
場
春
吉
氏（
安
政
六
年
生
ま
れ
）

ら
が
中
心
と
な
り
復
活
さ
せ
、こ
の
時
、大
場
氏
に
鹿
踊
を
教
え
た
の
は
中
野
の
「
オ

バ
タ
」
と
い
う
人
だ
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
別
の
話
者
に
よ
れ
ば
、
鹿
踊
を
始
め
た

の
は
庄
子
忠
四
郎
氏
（
安
政
二
年
生
ま
れ
）
で
、「
ま
ね
ぎ
」
が
上
手
だ
っ
た
と
い

う
。
踊
る
時
期
は
、
夏
か
ら
秋
の
期
間
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
七
ヶ
浜
の

諏
訪
神
社
で
も
踊
ら
れ
て
い
た
記
憶
が
あ
る
と
話
す
話
者
も
い
た
。
演
目
に
つ
い
て

は
、「
門
ほ
め
、
庭
ほ
め
、
馬
屋
ほ
め
の
順
に
入
っ
て
き
た
記
憶
が
あ
る
」「
案
山
子

舞
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
」「
雌
鹿
が
け
、
笹
舞
な
ど
は
輪
に
な
っ
て
や
っ
た
」「
道
太

鼓
（
ふ
れ
太
鼓
）
が
あ
り
、
賑
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
内
容
が
聞
き
取

り
の
結
果
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
、
八
幡
神
社
境
内
に
は
次
の
よ
う
な
石
碑
が
立
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
明
治
二
十
六
歳
己
年
　
　
世
話
人
　
大
場
伝
十
郎

　
　
金
華
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
清
治
　

　
　
　
　
旧
七
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
栄
五
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
橋
庄
左
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
菊
松
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
戸
忠
治
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
山
儀
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
春
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
庄
三
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
源
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
忠
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
幡
弥
五
郎

　
世
話
人
以
下
一
二
名
が

明
治
二
六
年
に
建
立
し
た

も
の
で
、
口
碑
に
よ
れ
ば
、

こ
の
時
に
金
華
山
の
黄
金

山
神
社
に
鹿
踊
を
奉
納
し

た
、
そ
の
記
念
碑
だ
と
い

う
。
一
二
名
全
員
が
萩
原

神
社
の
氏
子
で
、
こ
の
碑

も
元
は
萩
原
神
社
に
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
明
治
三
〇
年
頃
ま

で
は
盛
ん
に
踊
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
中
断
し
て
し
ま
っ
た
。
昭
和

五
年
、
中
谷
地
念
仏
講
の
老
婆
た
ち
が
御
詠
歌
を
う
た
っ
て
歩
き
、
そ
れ
で
得
た
浄

財
で
地
蔵
尊
を
建
立
、
そ
の
折
に
鹿
踊
を
奉
納
す
る
こ
と
に
な
り
、
数
十
年
ぶ
り
に

萩原神社への奉納舞
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沖の石（昭和 47 年）

興井
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第
八
章

　
民
俗
芸
能

多
賀
城
鹿
踊

　
多た

が
じ
ょ
う
し
し
お
ど
り

賀
城
鹿
踊
は
、
五
穀
豊
穣
、
家
内
安

全
を
祈
願
す
る
踊
り
で
あ
る
。
本
来
、
旧

八
幡
村
沖
地
区
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
現

在
、
八
幡
神
社
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
萩

原
神
社
が
沖
地
区
中な

か
や
ち

谷
地
に
あ
っ
た
頃
、

そ
の
社
前
に
奉
納
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、「
中

谷
地
鹿
踊
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
昭
和
五
三
年
に
実
施
し
た
鹿
踊
の
由
来

に
関
す
る
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
明
治

一
五
・
六
年
頃
、
そ
れ
ま
で
廃
れ
て
い
た

鹿
踊
を
大
場
春
吉
氏（
安
政
六
年
生
ま
れ
）

ら
が
中
心
と
な
り
復
活
さ
せ
、こ
の
時
、大
場
氏
に
鹿
踊
を
教
え
た
の
は
中
野
の
「
オ

バ
タ
」
と
い
う
人
だ
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
別
の
話
者
に
よ
れ
ば
、
鹿
踊
を
始
め
た

の
は
庄
子
忠
四
郎
氏
（
安
政
二
年
生
ま
れ
）
で
、「
ま
ね
ぎ
」
が
上
手
だ
っ
た
と
い

う
。
踊
る
時
期
は
、
夏
か
ら
秋
の
期
間
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
七
ヶ
浜
の

諏
訪
神
社
で
も
踊
ら
れ
て
い
た
記
憶
が
あ
る
と
話
す
話
者
も
い
た
。
演
目
に
つ
い
て

は
、「
門
ほ
め
、
庭
ほ
め
、
馬
屋
ほ
め
の
順
に
入
っ
て
き
た
記
憶
が
あ
る
」「
案
山
子

舞
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
」「
雌
鹿
が
け
、
笹
舞
な
ど
は
輪
に
な
っ
て
や
っ
た
」「
道
太

鼓
（
ふ
れ
太
鼓
）
が
あ
り
、
賑
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
内
容
が
聞
き
取

り
の
結
果
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
、
八
幡
神
社
境
内
に
は
次
の
よ
う
な
石
碑
が
立
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
明
治
二
十
六
歳
己
年
　
　
世
話
人
　
大
場
伝
十
郎

　
　
金
華
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
清
治
　

　
　
　
　
旧
七
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
栄
五
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
橋
庄
左
衛
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
菊
松
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
戸
忠
治
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
山
儀
兵
衛
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
場
春
吉
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
庄
三
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
源
蔵
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
忠
四
郎
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
幡
弥
五
郎

　
世
話
人
以
下
一
二
名
が

明
治
二
六
年
に
建
立
し
た

も
の
で
、
口
碑
に
よ
れ
ば
、

こ
の
時
に
金
華
山
の
黄
金

山
神
社
に
鹿
踊
を
奉
納
し

た
、
そ
の
記
念
碑
だ
と
い

う
。
一
二
名
全
員
が
萩
原

神
社
の
氏
子
で
、
こ
の
碑

も
元
は
萩
原
神
社
に
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
明
治
三
〇
年
頃
ま

で
は
盛
ん
に
踊
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
中
断
し
て
し
ま
っ
た
。
昭
和

五
年
、
中
谷
地
念
仏
講
の
老
婆
た
ち
が
御
詠
歌
を
う
た
っ
て
歩
き
、
そ
れ
で
得
た
浄

財
で
地
蔵
尊
を
建
立
、
そ
の
折
に
鹿
踊
を
奉
納
す
る
こ
と
に
な
り
、
数
十
年
ぶ
り
に
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復
活
し
た
。
踊
り
手
は
、永
く
続
く
よ
う
に
と
長
男
に
よ
る
世
襲
を
と
っ
て
い
た
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
次
々
に
召
集
さ
れ
、
さ
ら
に
、
昭
和
一
七
年
か
ら
始
ま
る

多
賀
城
海
軍
工
廠
建
設
に
伴
い
、
地
元
住
民
は
沖
地
区
を
離
れ
、
鹿
踊
も
再
び
廃
れ

て
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
後
、
昭
和
五
二
年
九
月
に
鹿
踊
復
活
準
備
委
員
会
が
発
足
し
、
か
つ
て
の
鹿

踊
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
活
動
が
始
ま
っ
た
。
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
資
料
が
ほ
と
ん

ど
残
さ
れ
て
い
な
い
中
、
頭
・
衣
装
に
つ
い
て
は
、
委
員
の
記
憶
を
頼
り
に
原
型
に

近
い
も
の
を
作
成
し
、
羯か

っ
こ鼓
（
二
本
の
撥
で
両
面
か
ら
打
つ
鼓
の
一
種
）、
軍
配
は
、

委
員
所
蔵
の
も
の
を
基
に
復
元
し
た
。
笛
は
長
さ
が
不
明
の
た
め
、
一
般
に
使
用
さ

れ
て
い
る
鹿
踊
用
の
も
の
を
採
用
、
笛
の
旋
律
及
び
唄
も
、
委
員
の
記
憶
に
よ
り
再

現
さ
れ
た
。
そ
し
て
名
称
は
新
た
に
「
多
賀
城
鹿
踊
」
と
し
、
昭
和
五
四
年
一
一
月

に
初
め
て
披
露
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
幾
度
か
の
中
断
と
復
活
を
経
て
今
日
、
こ
の
踊

り
が
本
市
唯
一
の
民
俗
芸
能
と
し
て
、
多
賀
城
鹿
踊
保
存
会
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て

い
る
。

　
現
在
の
構
成
は
雄
鹿
九
名
、雌
鹿
一
名
、ま
ね
ぎ（
軍
配
を
も
っ
て
鹿
を
誘
導
す
る
）

一
名
、
唄
一
名
、
太
鼓
一
名
、
笛
二
名
で
あ
る
。
演
目
は
門
ほ
め
、
庭
ほ
め
、
館
ほ

め
が
あ
り
、
水
鳥
の
毛
を
つ
け
た
頭
と
、
羯
鼓
を
前
に
つ
け
踊
る
。
踊
り
の
詞
章
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
参
り
き
て
　
こ
れ
の
御
門
を
　
サ
ア
サ
ド
　

　
見
申
せ
ば
　
銀

し
ろ
が
ねと

び
ら
に
　
サ
ア
サ
ド
　

　
赤せ

き

の
か
ん
ぬ
き
よ
　
デ
ン
コ
ン
カ
ラ
ッ
ト
（
門
ほ
め
）

　
参
り
き
て
　
こ
れ
の
お
庭
を
　
サ
ア
サ
ド
　

　
見
申
せ
ば
　
四
方
四
角
の
　
サ
ア
サ
ド
　

　
桝
形
の
庭
　
デ
ン
コ
ン
カ
ラ
ッ
ト
（
庭
ほ
め
）

　
参
り
き
て
　
こ
れ
の
館
を
　
サ
ア
サ
ド
　

　
見
申
せ
ば
　
屋
根
は
小
判
で
　
サ
ア
サ
ド

　
杮

こ
け
ら

葺
き
　
デ
ン
コ
ン
カ
ラ
ッ
ト
（
館
ほ
め
）

　
多
賀
城
鹿
踊
の
系
譜
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
道
太
鼓
、
門
ほ
め
、
庭
ほ
め
、
館
ほ

め
、
案
山
子
舞
（
笹
舞
）
な
ど
の
演
目
か
ら
み
る
と
、
八
幡
堂
系
に
近
い
と
さ
れ
て

い
る
。
八
幡
堂
系
と
は
、
伊
達
政
宗
の
仙
台
開
府
と
同
時
期
に
八
幡
堂
（
仙
台
市
青

葉
区
八
幡
町
）
に
定
着
し
た
鹿
踊
で
、
そ
の
成
立
の
あ
た
り
か
ら
剣
舞
と
い
う
念
仏

系
の
盆
踊
と
一
対
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
盆
の
頃
と
秋
の
作
祭
り
以
外
に
踊
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う（
１
）
。
一
方
、
踊
り
手
の
腰
指
し
と
し
て
旗
を
用
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
屋
代
郷
系
と
思
わ
れ
る
と
の
説
も
あ
る
。
屋
代
郷
系
と
は
、
米
沢
屋
代

郷
（
山
形
県
高
畠
町
）
か
ら
修
験
者
に
よ
っ
て
移
伝
さ
れ
た
も
の
と
い
う（
２
）
。
　
現

在
、
こ
の
二
つ
の
説
が
あ
る
も
の
の
、
多
賀
城
鹿
踊
の
元
来
の
芸
態
で
あ
る
中
谷
地

鹿
踊
の
発
祥
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。

註
(1)
千
葉
雄
市
「
宮
城
県
の
民
俗
芸
能
(2)
」『
東
北
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
２
　

二
〇
〇
一

(2)
及
川
宏
幸
「
仙
台
鹿
踊
」『
東
北
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
６
　
二
〇
〇
五
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第
九
章
　
天
童
氏
と
八
幡
村

　
江
戸
時
代
、
宮
城
郡
八
幡
村
の
領
主
で
あ
っ
た
天
童
氏
に
つ
い
て
は
、
近
年
同
家

に
伝
わ
る
文
書
の
調
査
・
研
究
が
進
み
、
仙
台
藩
家
臣
と
し
て
知
行
、
領
地
支
配
、

勤
役
関
係
、
さ
ら
に
は
武
家
と
し
て
の
系
譜
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
な
り
、
大
き
な

成
果
を
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
天
童
氏
の
八
幡
村
在
所
拝
領
の
成
立
と

入
部
の
時
期
を
巡
り
、
初
代
頼
澄
の
代
と
す
る
説
と
四
代
定
義
の
代
と
す
る
説
が
あ

り
、
未
だ
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
今
回
、
供
養
碑
、

墓
碑
、
棟
札
、
仏
像
等
の
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
そ
の
問
題
に
関
わ
る
い
く
つ
か

の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
、
八
幡
村
の
調
査

の
ま
と
め
と
し
た
い
。

天
童
家
墓
所
の
調
査
結
果
　
初
代
頼
澄
か
ら
最
後
の
領
主
頼
宣
に
至
る
代
々
の
当

主
、
夫
人
、
子
息
等
の
墓
碑
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
二
代
重
頼
と
そ
の
夫
人
、
三
代

頼
長
と
そ
の
夫
人
の
墓
碑
は
確
認
で
き
ず
、
初
代
頼
澄
に
つ
い
て
は
、
先
に
死
去
し

て
い
た
夫
人
と
連
名
の
墓
碑
で
あ
っ
た
。
三
代
頼
長
は
、
実
家
で
あ
る
涌
谷
伊
達
家

を
継
ぐ
た
め
に
呼
び
戻
さ
れ
、
夫
人
と
と
も
に
八
幡
を
去
っ
た
た
め
墓
碑
が
な
い
こ

と
に
問
題
は
な
い
が
、
頼
澄
の
養
子
と
し
て
天
童
家
を
継
い
だ
重
頼
及
び
夫
人
の
墓

碑
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
で
き
る
資
料
が
な
い
。
墓
碑
か
ら
見
た
場
合
、
初

代
頼
澄
と
四
代
定
義
の
間
は
連
続
せ
ず
、
連
続
す
る
の
は
定
義
以
降
と
な
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
天
童
家
墓
所
開
設
の
時
期
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
手
掛
か
り
と
な

る
。
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
の
宝
国
寺
書
出
に
は
、
同
寺
に
つ
い
て
、「
頼
澄
慶

長
年
中
再
興
仕
」
と
慶
長
年
中
の
再
興
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
往
古
ハ
林
松
寺
と

称
候
由
（
中
略
）
定
義
代
先
祖
之
菩
提
所
ニ
仕
候
」
と
定
義
が
先
祖
の
菩
提
所
に
し

た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
記
載
か
ら
は
、
定
義
が
宝
国
寺
を
菩
提
所
と
す
る

以
前
、
頼
澄
・
重
頼
が
菩
提
所
と
し
た
別
寺
院
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
、

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
重
頼
と
夫
人
の
墓
碑
が
な
い
と
い
う
状
況
も
無
理
な
く
理
解

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
定
義
は
、
林
松
寺
の
寺
名
を
頼
澄
の
謚
号
で
あ
る
宝
国
寺
と
し
た
。
こ
の
寺
を
先

祖
の
菩
提
寺
と
定
め
、
一
族
の
墓
所
と
し
た
時
、
仙
台
藩
準
一
家
天
童
氏
の
祖
と
し

て
頼
澄
と
夫
人
の
連
名
の
墓
碑
を
新
た
に
造
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

棟
札
の
調
査
結
果
　
八
幡
宮
（
内
八
幡
）
と
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
棟
札
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
創
建
年
代
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
八
幡
宮
に
つ
い
て
は
五
点
の
棟
札
の
内
、

最
も
古
い
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
も
の
が
造
立
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
外
は

い
ず
れ
も
屋
根
替
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
屋
根
替
に
関
わ
る
も
の
に
は
屋
根
葺

棟
梁
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
造
立
の
棟
札
に
は
大
工
の
名
が
記
さ

れ
て
お
り
、裏
面
の
願
文
に
は
社
殿
造
営
の
経
緯
が
長
文
で
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

願
主
は
定
義
で
あ
る
。

　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
つ
い
て
も
、
最
も
古
い
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
と
文
政

一
一
年
（
一
八
二
八
）
が
造
立
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
が
屋
根
替
、
安
政
三

年
（
一
八
五
六
）
が
再
建
・
屋
根
替
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
文
政
一
一
年
棟
札
に

記
さ
れ
た
造
立
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
が
、
寛
延
四
年
棟
札
に
は
大
工
と
木
挽
の
名

が
あ
り
、
社
殿
造
営
の
棟
札
と
見
ら
れ
る
。
願
主
は
八
代
頼
根
で
あ
る
。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
八
幡
社
と
天
童
神
社
の
勧
請
に
つ
い
て
記
載
が
あ

る
。
八
幡
社
は
「
久
蔵
様
御
先
祖
慶
長
年
中
御
勧
請
被
成
置
候
由
」
と
慶
長
年
中

（
一
五
九
六
～
一
六
一
一
）
の
勧
請
と
し
て
い
る
。
ま
た
天
童
神
社
は
「
久
蔵
様
御

先
祖
羽
州
天
童
御
居
城
之
節
御
勧
請
被
成
置
慶
長
年
中
当
村
御
在
所
御
拝
領
之
節
御

遷
宮
之
由
申
伝
候
」
と
あ
り
、
慶
長
年
中
に
八
幡
村
を
拝
領
し
て
遷
宮
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
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復
活
し
た
。
踊
り
手
は
、永
く
続
く
よ
う
に
と
長
男
に
よ
る
世
襲
を
と
っ
て
い
た
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
次
々
に
召
集
さ
れ
、
さ
ら
に
、
昭
和
一
七
年
か
ら
始
ま
る

多
賀
城
海
軍
工
廠
建
設
に
伴
い
、
地
元
住
民
は
沖
地
区
を
離
れ
、
鹿
踊
も
再
び
廃
れ

て
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
後
、
昭
和
五
二
年
九
月
に
鹿
踊
復
活
準
備
委
員
会
が
発
足
し
、
か
つ
て
の
鹿

踊
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
活
動
が
始
ま
っ
た
。
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
資
料
が
ほ
と
ん

ど
残
さ
れ
て
い
な
い
中
、
頭
・
衣
装
に
つ
い
て
は
、
委
員
の
記
憶
を
頼
り
に
原
型
に

近
い
も
の
を
作
成
し
、
羯か

っ
こ鼓

（
二
本
の
撥
で
両
面
か
ら
打
つ
鼓
の
一
種
）、
軍
配
は
、

委
員
所
蔵
の
も
の
を
基
に
復
元
し
た
。
笛
は
長
さ
が
不
明
の
た
め
、
一
般
に
使
用
さ

れ
て
い
る
鹿
踊
用
の
も
の
を
採
用
、
笛
の
旋
律
及
び
唄
も
、
委
員
の
記
憶
に
よ
り
再

現
さ
れ
た
。
そ
し
て
名
称
は
新
た
に
「
多
賀
城
鹿
踊
」
と
し
、
昭
和
五
四
年
一
一
月

に
初
め
て
披
露
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
幾
度
か
の
中
断
と
復
活
を
経
て
今
日
、
こ
の
踊

り
が
本
市
唯
一
の
民
俗
芸
能
と
し
て
、
多
賀
城
鹿
踊
保
存
会
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て

い
る
。

　
現
在
の
構
成
は
雄
鹿
九
名
、雌
鹿
一
名
、ま
ね
ぎ（
軍
配
を
も
っ
て
鹿
を
誘
導
す
る
）

一
名
、
唄
一
名
、
太
鼓
一
名
、
笛
二
名
で
あ
る
。
演
目
は
門
ほ
め
、
庭
ほ
め
、
館
ほ

め
が
あ
り
、
水
鳥
の
毛
を
つ
け
た
頭
と
、
羯
鼓
を
前
に
つ
け
踊
る
。
踊
り
の
詞
章
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
参
り
き
て
　
こ
れ
の
御
門
を
　
サ
ア
サ
ド
　

　
見
申
せ
ば
　
銀

し
ろ
が
ねと
び
ら
に
　
サ
ア
サ
ド
　

　
赤せ

き

の
か
ん
ぬ
き
よ
　
デ
ン
コ
ン
カ
ラ
ッ
ト
（
門
ほ
め
）

　
参
り
き
て
　
こ
れ
の
お
庭
を
　
サ
ア
サ
ド
　

　
見
申
せ
ば
　
四
方
四
角
の
　
サ
ア
サ
ド
　

　
桝
形
の
庭
　
デ
ン
コ
ン
カ
ラ
ッ
ト
（
庭
ほ
め
）

　
参
り
き
て
　
こ
れ
の
館
を
　
サ
ア
サ
ド
　

　
見
申
せ
ば
　
屋
根
は
小
判
で
　
サ
ア
サ
ド

　
杮

こ
け
ら

葺
き
　
デ
ン
コ
ン
カ
ラ
ッ
ト
（
館
ほ
め
）

　
多
賀
城
鹿
踊
の
系
譜
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
道
太
鼓
、
門
ほ
め
、
庭
ほ
め
、
館
ほ

め
、
案
山
子
舞
（
笹
舞
）
な
ど
の
演
目
か
ら
み
る
と
、
八
幡
堂
系
に
近
い
と
さ
れ
て

い
る
。
八
幡
堂
系
と
は
、
伊
達
政
宗
の
仙
台
開
府
と
同
時
期
に
八
幡
堂
（
仙
台
市
青

葉
区
八
幡
町
）
に
定
着
し
た
鹿
踊
で
、
そ
の
成
立
の
あ
た
り
か
ら
剣
舞
と
い
う
念
仏

系
の
盆
踊
と
一
対
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
盆
の
頃
と
秋
の
作
祭
り
以
外
に
踊
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う（
１
）
。
一
方
、
踊
り
手
の
腰
指
し
と
し
て
旗
を
用
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
屋
代
郷
系
と
思
わ
れ
る
と
の
説
も
あ
る
。
屋
代
郷
系
と
は
、
米
沢
屋
代

郷
（
山
形
県
高
畠
町
）
か
ら
修
験
者
に
よ
っ
て
移
伝
さ
れ
た
も
の
と
い
う（
２
）
。
　
現

在
、
こ
の
二
つ
の
説
が
あ
る
も
の
の
、
多
賀
城
鹿
踊
の
元
来
の
芸
態
で
あ
る
中
谷
地

鹿
踊
の
発
祥
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。

註
(1)
千
葉
雄
市
「
宮
城
県
の
民
俗
芸
能
(2)
」『
東
北
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
２
　

二
〇
〇
一

(2)
及
川
宏
幸
「
仙
台
鹿
踊
」『
東
北
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
６
　
二
〇
〇
五
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第
九
章

　
天
童
氏
と
八
幡
村

　
江
戸
時
代
、
宮
城
郡
八
幡
村
の
領
主
で
あ
っ
た
天
童
氏
に
つ
い
て
は
、
近
年
同
家

に
伝
わ
る
文
書
の
調
査
・
研
究
が
進
み
、
仙
台
藩
家
臣
と
し
て
知
行
、
領
地
支
配
、

勤
役
関
係
、
さ
ら
に
は
武
家
と
し
て
の
系
譜
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
な
り
、
大
き
な

成
果
を
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
天
童
氏
の
八
幡
村
在
所
拝
領
の
成
立
と

入
部
の
時
期
を
巡
り
、
初
代
頼
澄
の
代
と
す
る
説
と
四
代
定
義
の
代
と
す
る
説
が
あ

り
、
未
だ
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
今
回
、
供
養
碑
、

墓
碑
、
棟
札
、
仏
像
等
の
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
そ
の
問
題
に
関
わ
る
い
く
つ
か

の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
、
八
幡
村
の
調
査

の
ま
と
め
と
し
た
い
。

天
童
家
墓
所
の
調
査
結
果
　
初
代
頼
澄
か
ら
最
後
の
領
主
頼
宣
に
至
る
代
々
の
当

主
、
夫
人
、
子
息
等
の
墓
碑
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
二
代
重
頼
と
そ
の
夫
人
、
三
代

頼
長
と
そ
の
夫
人
の
墓
碑
は
確
認
で
き
ず
、
初
代
頼
澄
に
つ
い
て
は
、
先
に
死
去
し

て
い
た
夫
人
と
連
名
の
墓
碑
で
あ
っ
た
。
三
代
頼
長
は
、
実
家
で
あ
る
涌
谷
伊
達
家

を
継
ぐ
た
め
に
呼
び
戻
さ
れ
、
夫
人
と
と
も
に
八
幡
を
去
っ
た
た
め
墓
碑
が
な
い
こ

と
に
問
題
は
な
い
が
、
頼
澄
の
養
子
と
し
て
天
童
家
を
継
い
だ
重
頼
及
び
夫
人
の
墓

碑
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
で
き
る
資
料
が
な
い
。
墓
碑
か
ら
見
た
場
合
、
初

代
頼
澄
と
四
代
定
義
の
間
は
連
続
せ
ず
、
連
続
す
る
の
は
定
義
以
降
と
な
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
天
童
家
墓
所
開
設
の
時
期
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
手
掛
か
り
と
な

る
。
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
の
宝
国
寺
書
出
に
は
、
同
寺
に
つ
い
て
、「
頼
澄
慶

長
年
中
再
興
仕
」
と
慶
長
年
中
の
再
興
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
往
古
ハ
林
松
寺
と

称
候
由
（
中
略
）
定
義
代
先
祖
之
菩
提
所
ニ
仕
候
」
と
定
義
が
先
祖
の
菩
提
所
に
し

た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
記
載
か
ら
は
、
定
義
が
宝
国
寺
を
菩
提
所
と
す
る

以
前
、
頼
澄
・
重
頼
が
菩
提
所
と
し
た
別
寺
院
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
、

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
重
頼
と
夫
人
の
墓
碑
が
な
い
と
い
う
状
況
も
無
理
な
く
理
解

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
定
義
は
、
林
松
寺
の
寺
名
を
頼
澄
の
謚
号
で
あ
る
宝
国
寺
と
し
た
。
こ
の
寺
を
先

祖
の
菩
提
寺
と
定
め
、
一
族
の
墓
所
と
し
た
時
、
仙
台
藩
準
一
家
天
童
氏
の
祖
と
し

て
頼
澄
と
夫
人
の
連
名
の
墓
碑
を
新
た
に
造
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

棟
札
の
調
査
結
果
　
八
幡
宮
（
内
八
幡
）
と
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
棟
札
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
創
建
年
代
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
八
幡
宮
に
つ
い
て
は
五
点
の
棟
札
の
内
、

最
も
古
い
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
も
の
が
造
立
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
外
は

い
ず
れ
も
屋
根
替
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
屋
根
替
に
関
わ
る
も
の
に
は
屋
根
葺

棟
梁
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
造
立
の
棟
札
に
は
大
工
の
名
が
記
さ

れ
て
お
り
、裏
面
の
願
文
に
は
社
殿
造
営
の
経
緯
が
長
文
で
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

願
主
は
定
義
で
あ
る
。

　
喜
太
郎
稲
荷
神
社
に
つ
い
て
も
、
最
も
古
い
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
と
文
政

一
一
年
（
一
八
二
八
）
が
造
立
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
が
屋
根
替
、
安
政
三

年
（
一
八
五
六
）
が
再
建
・
屋
根
替
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
文
政
一
一
年
棟
札
に

記
さ
れ
た
造
立
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
が
、
寛
延
四
年
棟
札
に
は
大
工
と
木
挽
の
名

が
あ
り
、
社
殿
造
営
の
棟
札
と
見
ら
れ
る
。
願
主
は
八
代
頼
根
で
あ
る
。

　「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
八
幡
社
と
天
童
神
社
の
勧
請
に
つ
い
て
記
載
が
あ

る
。
八
幡
社
は
「
久
蔵
様
御
先
祖
慶
長
年
中
御
勧
請
被
成
置
候
由
」
と
慶
長
年
中

（
一
五
九
六
～
一
六
一
一
）
の
勧
請
と
し
て
い
る
。
ま
た
天
童
神
社
は
「
久
蔵
様
御

先
祖
羽
州
天
童
御
居
城
之
節
御
勧
請
被
成
置
慶
長
年
中
当
村
御
在
所
御
拝
領
之
節
御

遷
宮
之
由
申
伝
候
」
と
あ
り
、
慶
長
年
中
に
八
幡
村
を
拝
領
し
て
遷
宮
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
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八
幡
宮
・
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
棟
札
の
年
代
は
、
そ
の
建
物
の
造
営
・
修
理
に
関

わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
前
身
と
な
る
施
設
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
記
載
さ
れ
た
八
幡
宮
・
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
勧

請
の
年
代
と
、
現
存
す
る
棟
札
の
年
代
と
は
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
。「
風
土
記
御

用
書
出
」
や
寺
の
書
出
は
、
一
様
に
慶
長
年
間
の
再
興
・
開
山
を
記
し
て
お
り
、
光

徳
院
に
つ
い
て
も
頼
澄
が
再
興
し
、
慶
長
一
三
年
の
傳
海
僧
正
が
開
山
し
た
と
あ
る

が
、
光
徳
院
は
八
幡
宮
寛
文
九
年
造
立
棟
札
に
別
当
光
徳
院
天
台
沙
門
圓
秀
の
名
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
ま
で
と

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

天
童
氏
の
八
幡
村
入
部
の
時
期
に
つ
い
て
　
以
上
、
墓
所
や
棟
札
の
調
査
の
結
果
、

頼
澄
の
代
、
す
な
わ
ち
慶
長
年
間
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
確
実
な
資
料
は
見
出
す
こ
と
が

で
き
ず
、確
認
で
き
た
の
は
い
ず
れ
も
定
義
の
代
以
降
の
も
の
で
あ
っ
た
。し
た
が
っ

て
八
幡
村
入
部
は
定
義
の
代
に
行
わ
れ
、
在
郷
屋
敷
や
寺
社
仏
閣
の
整
備
も
そ
の
時

期
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。供
養
碑
の
調
査
結
果
に
お
い
て
も
、

最
も
古
い
も
の
は
八
幡
橋
南
袂
の
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
念
仏
塔
で
あ
り
、

そ
れ
よ
り
古
い
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
も
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
か
ろ
う
。

　
墓
所
や
棟
札
等
の
調
査
結
果
は
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
の
記
載
と
合
致
し
、「
風
土

記
御
用
書
出
」
や
宝
国
寺
等
の
書
出
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
で
天
童

氏
の
八
幡
村
在
所
拝
領
の
時
期
に
つ
い
て
結
論
が
出
た
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
宮

城
郡
八
幡
邑
天
童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵
図
」
に
は
天
童
氏
の
屋
敷

を
中
心
に
家
中
屋
敷
と
寺
屋
敷
・
足
軽
屋
敷
が
描
か
れ
て
い
る
中
、
百
姓
屋
敷
が
混

在
し
て
い
る
状
況
を
寛
永
の
総
検
地
（
一
六
四
〇
～
一
六
四
三
）
以
前
の
状
況
と
す

る
指
摘
や
、
仙
台
城
下
近
く
に
在
所
を
拝
領
し
た
背
景
な
ど
、
検
討
す
べ
き
問
題
は

多
く
残
さ
れ
て
い
る
（
宮
城
県
地
域
文
化
遺
産
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
ほ

か
　
二
〇
一
三
、
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
　
二
〇
一
三
）。
多
賀
城
市
の
近
世
史
上
重
要

な
問
題
で
あ
り
、
後
の
調
査
研
究
に
期
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
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八
幡
宮
・
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
棟
札
の
年
代
は
、
そ
の
建
物
の
造
営
・
修
理
に
関

わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
前
身
と
な
る
施
設
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
記
載
さ
れ
た
八
幡
宮
・
喜
太
郎
稲
荷
神
社
の
勧

請
の
年
代
と
、
現
存
す
る
棟
札
の
年
代
と
は
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
。「
風
土
記
御

用
書
出
」
や
寺
の
書
出
は
、
一
様
に
慶
長
年
間
の
再
興
・
開
山
を
記
し
て
お
り
、
光

徳
院
に
つ
い
て
も
頼
澄
が
再
興
し
、
慶
長
一
三
年
の
傳
海
僧
正
が
開
山
し
た
と
あ
る

が
、
光
徳
院
は
八
幡
宮
寛
文
九
年
造
立
棟
札
に
別
当
光
徳
院
天
台
沙
門
圓
秀
の
名
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
ま
で
と

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

天
童
氏
の
八
幡
村
入
部
の
時
期
に
つ
い
て
　
以
上
、
墓
所
や
棟
札
の
調
査
の
結
果
、

頼
澄
の
代
、
す
な
わ
ち
慶
長
年
間
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
確
実
な
資
料
は
見
出
す
こ
と
が

で
き
ず
、確
認
で
き
た
の
は
い
ず
れ
も
定
義
の
代
以
降
の
も
の
で
あ
っ
た
。し
た
が
っ

て
八
幡
村
入
部
は
定
義
の
代
に
行
わ
れ
、
在
郷
屋
敷
や
寺
社
仏
閣
の
整
備
も
そ
の
時

期
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。供
養
碑
の
調
査
結
果
に
お
い
て
も
、

最
も
古
い
も
の
は
八
幡
橋
南
袂
の
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
念
仏
塔
で
あ
り
、

そ
れ
よ
り
古
い
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
も
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
か
ろ
う
。

　
墓
所
や
棟
札
等
の
調
査
結
果
は
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
の
記
載
と
合
致
し
、「
風
土

記
御
用
書
出
」
や
宝
国
寺
等
の
書
出
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
で
天
童

氏
の
八
幡
村
在
所
拝
領
の
時
期
に
つ
い
て
結
論
が
出
た
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
宮

城
郡
八
幡
邑
天
童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵
図
」
に
は
天
童
氏
の
屋
敷

を
中
心
に
家
中
屋
敷
と
寺
屋
敷
・
足
軽
屋
敷
が
描
か
れ
て
い
る
中
、
百
姓
屋
敷
が
混

在
し
て
い
る
状
況
を
寛
永
の
総
検
地
（
一
六
四
〇
～
一
六
四
三
）
以
前
の
状
況
と
す

る
指
摘
や
、
仙
台
城
下
近
く
に
在
所
を
拝
領
し
た
背
景
な
ど
、
検
討
す
べ
き
問
題
は

多
く
残
さ
れ
て
い
る
（
宮
城
県
地
域
文
化
遺
産
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
ほ

か
　
二
〇
一
三
、
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
　
二
〇
一
三
）。
多
賀
城
市
の
近
世
史
上
重
要

な
問
題
で
あ
り
、
後
の
調
査
研
究
に
期
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
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一
九
七
四
　
　
　

仙
台
市
教
育
委
員
会
『
七
北
田
川
下
流
域
の
板
碑
　
仙
台
市
文
化
財
分
布
調
査
報
告
　
Ⅵ
』
仙

台
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
二
一
集
　
一
九
八
八

仙
台
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
仙
台
市
史
　
通
史
編
５
　
近
世
３
』
二
〇
〇
四

多
賀
城
市
教
育
委
員
会
『
市
川
橋
遺
跡
ほ
か
‐
平
成
５
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
‐
』
多
賀
城
市

文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
五
集
　
一
九
九
四

多
賀
城
市
教
育
委
員
会
『
八
幡
沖
遺
跡
‐
第
３
次
調
査
報
告
書
‐
』
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報

告
書
第
四
七
集
　
一
九
九
七

多
賀
城
市
教
育
委
員
会
　『
多
賀
城
市
内
の
遺
跡
１
‐
平
成
19
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
ほ
か
‐
』

多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
六
集
　
二
〇
〇
九

多
賀
城
市
教
育
委
員
会
「
Ⅱ
　
八
幡
館
跡
第
１
次
調
査
」「
Ⅲ
　
八
幡
館
跡
第
２
次
調
査
」『
多

賀
城
市
内
の
遺
跡
１
‐
平
成
15
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
‐
』
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第

七
七
集
　
二
〇
〇
五

多
賀
城
市
教
育
委
員
会
「
Ⅹ
Ⅹ
Ⅳ
　
八
幡
館
跡
第
６
次
調
査
」『
多
賀
城
市
内
の
遺
跡
２
‐
平
成

22
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
ほ
か
‐
』
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
〇
三
集
二
〇
一
一

多
賀
城
市
史
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
市
史
　
５
　
歴
史
史
料
（
一
）（
二
）』　
一
九
八
五

多
賀
城
市
史
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
市
史
　
３
　
民
俗
・
文
学
』　
一
九
八
六

多
賀
城
市
史
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
市
史
　
４
　
考
古
資
料
』　
一
九
九
一

多
賀
城
市
史
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
市
史
　
２
　
近
世
・
近
現
代
』　
一
九
九
三

多
賀
城
市
史
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
市
史
　
１
　
原
始
・
古
代
・
中
世
　
』　
一
九
九
七

多
賀
城
市
文
化
遺
産
活
用
活
性
化
実
行
委
員
会
・
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
『
天
童
家
文
書
Ⅱ
』

多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
七
集
　
二
〇
一
四
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多
賀
城
町
誌
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
町
誌
』
一
九
六
七

高
橋
富
雄
ほ
か
『
宮
城
県
地
名
大
辞
典
』
一
九
七
九
　

地
質
調
査
所
『
地
域
地
質
研
究
報
告
　
塩
竈
地
域
の
地
質
』
一
九
八
三

地
質
調
査
所
『
地
域
地
質
研
究
報
告
　
仙
台
地
域
の
地
質
』
一
九
八
六

長
曽
我
部
光
義
・
押
川
周
弘
「
本
編
　
廻
国
塔
の
諸
相
（
井
崎
甚
吉
　
廻
国
の
こ
と
）」『
六
十
六

部
廻
国
供
養
塔
』　
二
〇
〇
四

天
童
市
立
旧
東
村
山
郡
役
所
資
料
館
『
天
童
氏
と
天
童
古
城
』　
二
〇
〇
五

東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
『
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
被
災
し
た
民
俗
文
化
財
調
査

２
０
１
１
年
度
報
告
集
』　
二
〇
一
二

東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
『
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
被
災
し
た
民
俗
文
化
財
調
査

２
０
１
２
年
度
報
告
集
』　
二
〇
一
三

東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
『
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
被
災
し
た
民
俗
文
化
財
調
査

２
０
１
２
年
度
報
告
集
　
別
冊
』　
二
〇
一
三

東
北
歴
史
資
料
館
『
宮
城
の
古
絵
図
』
一
九
九
四

長
井
政
太
郎
「
宮
城
県
下
の
聚
落
（
第
３
節
　
仙
台
藩
の
郷
土
聚
落
）」『
東
北
の
聚
落
』

一
九
五
六

野
崎
　
準
『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
２
号
「
多
賀
城
市
内
の
館
跡
」　

一
九
七
三

藤
沼
邦
彦
ほ
か
『
日
本
城
郭
大
系
』
３
　
一
九
八
一

本
田
勇
『
史
料
仙
台
伊
達
氏
家
臣
団
事
典
』「
準
一
家
（
２
）
天
童
」　
二
〇
〇
三

三
塚
源
五
郎
『
多
賀
城
村
聚
落
の
機
構
　
地
名
の
研
究
』
一
九
三
三

三
塚
源
五
郎
・
吉
川
盛
一
ほ
か
『
郷
土
の
伝
承
（
第
二
輯
）』
一
九
三
三

三
塚
源
五
郎
『
多
賀
城
六
百
年
史
』
一
九
三
七

宮
城
縣
教
育
會
『
郷
土
の
傳
承
』
一
九
三
三

宮
城
郡
教
育
会
『
宮
城
郡
誌
　
全
』「
第
一
篇
　
地
理
」
一
九
二
八

宮
城
県
地
域
文
化
遺
産
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
・
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
『
天
童
家

文
書
Ⅰ
』
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
三
集
　
二
〇
一
三

宮
城
県
神
社
庁
『
宮
城
縣
神
社
名
鑑
』
一
九
七
六

宮
城
県
桃
生
郡
河
北
地
区
教
育
委
員
会
『
北
上
川
下
流
域
の
い
し
ぶ
み
』
一
九
九
四

三
好
俊
文
『
市
史
せ
ん
だ
い
』「
八
幡
荘
と
治
承
・
寿
永
の
内
乱
」
Ｖ
ｏ
・
23
二
〇
一
三
　

山
梨
県
教
育
委
員
会
学
術
文
化
課
『
山
梨
県
棟
札
調
査
報
告
書
　
郡
内
Ⅰ
』
一
九
九
五

山
梨
県
教
育
委
員
会
学
術
文
化
課
『
山
梨
県
棟
札
調
査
報
告
書
　
国
中
Ⅰ
』
一
九
九
六

山
梨
県
教
育
委
員
会
県
史
編
さ
ん
室
『
山
梨
県
棟
札
調
査
報
告
書
　
河
内
Ⅰ
』
一
九
九
七

湯
浅
吉
美
『
日
本
暦
日
便
覧
　
下
』
一
九
八
八

横
浜
市
歴
史
博
物
館
『
棟
札
』　
二
〇
〇
二

米
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
伊
達
正
統
正
次
考
』
一
九
八
五

吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
奥
羽
　
一
九
〇
二

渡
邊
菊
治
『
宮
城
県
の
庚
申
塔
』
一
九
八
三
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コ
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2
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宝
国

寺
念

佛
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文
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1
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8
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ア
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コ
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岩
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1
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多
賀
城
町
誌
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
町
誌
』
一
九
六
七

高
橋
富
雄
ほ
か
『
宮
城
県
地
名
大
辞
典
』
一
九
七
九
　

地
質
調
査
所
『
地
域
地
質
研
究
報
告
　
塩
竈
地
域
の
地
質
』
一
九
八
三

地
質
調
査
所
『
地
域
地
質
研
究
報
告
　
仙
台
地
域
の
地
質
』
一
九
八
六

長
曽
我
部
光
義
・
押
川
周
弘
「
本
編
　
廻
国
塔
の
諸
相
（
井
崎
甚
吉
　
廻
国
の
こ
と
）」『
六
十
六

部
廻
国
供
養
塔
』　
二
〇
〇
四

天
童
市
立
旧
東
村
山
郡
役
所
資
料
館
『
天
童
氏
と
天
童
古
城
』　
二
〇
〇
五

東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
『
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
被
災
し
た
民
俗
文
化
財
調
査

２
０
１
１
年
度
報
告
集
』　
二
〇
一
二

東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
『
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
被
災
し
た
民
俗
文
化
財
調
査

２
０
１
２
年
度
報
告
集
』　
二
〇
一
三

東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
『
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
被
災
し
た
民
俗
文
化
財
調
査

２
０
１
２
年
度
報
告
集
　
別
冊
』　
二
〇
一
三

東
北
歴
史
資
料
館
『
宮
城
の
古
絵
図
』
一
九
九
四

長
井
政
太
郎
「
宮
城
県
下
の
聚
落
（
第
３
節
　
仙
台
藩
の
郷
土
聚
落
）」『
東
北
の
聚
落
』

一
九
五
六

野
崎
　
準
『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
２
号
「
多
賀
城
市
内
の
館
跡
」　

一
九
七
三

藤
沼
邦
彦
ほ
か
『
日
本
城
郭
大
系
』
３
　
一
九
八
一

本
田
勇
『
史
料
仙
台
伊
達
氏
家
臣
団
事
典
』「
準
一
家
（
２
）
天
童
」　
二
〇
〇
三

三
塚
源
五
郎
『
多
賀
城
村
聚
落
の
機
構
　
地
名
の
研
究
』
一
九
三
三

三
塚
源
五
郎
・
吉
川
盛
一
ほ
か
『
郷
土
の
伝
承
（
第
二
輯
）』
一
九
三
三

三
塚
源
五
郎
『
多
賀
城
六
百
年
史
』
一
九
三
七

宮
城
縣
教
育
會
『
郷
土
の
傳
承
』
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九
三
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宮
城
郡
教
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『
宮
城
郡
誌
　
全
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第
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篇
　
地
理
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二
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城
県
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産
復
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賀
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教
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委
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天
童
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文
書
Ⅰ
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文
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調
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報
告
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第
一
一
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〇
一
三

宮
城
県
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社
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『
宮
城
縣
神
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鑑
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一
九
七
六

宮
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郡
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地
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教
育
委
員
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北
上
川
下
流
域
の
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し
ぶ
み
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一
九
九
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三
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『
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史
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ん
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い
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八
幡
荘
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治
承
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寿
永
の
内
乱
」
Ｖ
ｏ
・
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二
〇
一
三
　

山
梨
県
教
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委
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会
学
術
文
化
課
『
山
梨
県
棟
札
調
査
報
告
書
　
郡
内
Ⅰ
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一
九
九
五

山
梨
県
教
育
委
員
会
学
術
文
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山
梨
県
棟
札
調
査
報
告
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九
九
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山
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県
史
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山
梨
県
棟
札
調
査
報
告
書
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内
Ⅰ
』
一
九
九
七

湯
浅
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本
暦
日
便
覧
　
下
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八
八
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史
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札
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〇
〇
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米
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史
編
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委
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会
『
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正
統
正
次
考
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九
八
五
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田
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羽
　
一
九
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二

渡
邊
菊
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宮
城
県
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庚
申
塔
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一
九
八
三
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地
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菩
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菩
薩
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3
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地

蔵
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地
蔵

菩
薩
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デ

イ
サ

イ
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8
4

沖
地

蔵
石
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地
蔵

菩
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）
デ

イ
サ

イ
ト

8
5

沖
地

蔵
石

像
（

観
音

菩
薩

）
デ

イ
サ

イ
ト

8
6

沖
金

毘
羅

大
権

現
昭

和
1
0

1
9
3
5

デ
イ

サ
イ

ト
8
7

3
0

八
幡

橋
南

袂
（

不
詳

）
寛

文
1
2

1
6
7
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
0
0

1
2
6
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5

8
9

3
1

八
幡

橋
南

袂
名

号
碑

元
禄
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1
6
9
2

ア
ル
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ス
砂

岩
細

粒
1
0
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9
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1
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幡
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袂
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号
碑
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禄
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幡
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袂
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永
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ル
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ス
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袂
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袂
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観
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サ
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ト
8
1

6
1

1
1

9
9

4
0

明
月

壇
名

号
碑

宝
永

3
1
7
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ア
ル
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砂

岩
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1
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0
1
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サ
イ

ト
1
1
9

八
幡

神
社

石
灯

篭
安

政
6

1
8
5
9

デ
イ

サ
イ

ト
1
2
0

5
8

八
幡

神
社

湯
殿

山
明

治
1
9

1
8
8
6

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

1
7
3

5
6

1
1

1
2
1

5
9

八
幡

神
社

湯
殿

山
・

羽
黒

山
・

月
山

明
治

2
0

1
8
8
7

デ
イ

サ
イ

ト
7
5

6
3

1
9

1
2
2

6
0

八
幡

神
社

埋
木

神
社

明
治

2
5

1
8
9
2

デ
イ

サ
イ

ト
6
7

4
9

1
7

1
2
3

6
1

八
幡

神
社

雷
神

明
治

2
5

1
8
9
2

デ
イ

サ
イ

ト
1
2
4

6
2

八
幡

神
社

金
華

山
明

治
2
6

1
8
9
3

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

9
9

4
5

1
2

1
2
5

6
3

八
幡

神
社

馬
頭

観
世

音
明

治
2
7

1
8
9
4

デ
イ

サ
イ

ト
6
9

5
6

2
3

1
2
6

6
4

八
幡

神
社

湯
殿

山
明

治
3
3

1
9
0
0

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

5
4

3
2

6
1
2
7

6
5

八
幡

神
社

馬
頭

観
世

音
大

正
1
2

1
9
2
3

デ
イ

サ
イ

ト
1
2
8

6
6

八
幡

神
社

熊
大

明
社

昭
和

3
1
9
2
8

デ
イ

サ
イ

ト
3
7

2
2

1
4

1
2
9

八
幡

神
社

手
水

鉢
昭

和
3

1
9
2
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
5
0

1
2
2

8
0

1
3
0

八
幡

神
社

水
神

昭
和

6
1
9
3
1

デ
イ

サ
イ

ト
3
3

2
8

1
4

1
3
1

八
幡

神
社

水
神

昭
和

1
5

1
9
4
0

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井

内
石

）
6
3

3
7

9
1
3
2
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番
号

地
区

名
名

称
1

石
材

年
代

備
考

登
録

番
号

法
量

（
c
m
)

宝
国

寺
石

像
（

観
音

菩
薩

）
7
0

宝
国

寺
石

像
（

地
蔵

菩
薩

）
7
1

2
2

居
家

前
庚

申
寛

政
4

1
7
9
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
0
2

1
1
2

3
8

7
2

2
3

居
家

前
馬

頭
観

世
音

享
和

1
1
8
0
1

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
8
9

6
6

5
2

7
3

2
4

居
家

前
庚

申
文

化
4

1
8
0
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
9
0

1
0
3

4
6

7
4

2
5

居
家

前
蔵

王
山

天
保

3
1
8
3
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
粗

粒
1
4
7

8
6

5
4

7
5

2
6

居
家

前
湯

殿
山

嘉
永

1
1
8
4
8

泥
質

細
粒

砂
岩

1
5
8

9
2

6
8

7
6

2
7

居
家

前
馬

頭
観

世
音

明
治

5
1
8
7
2

デ
イ

サ
イ

ト
4
8

3
3

2
2

7
7

2
8

馬
場

弁
財

天
文

化
4

1
8
0
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

～
粗

粒
1
2
7

1
0
1

5
1

7
8

2
9

馬
場

山
神

弘
化

3
1
8
4
6

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

～
中

粒
1
5
4

8
3

2
0

7
9

沖
地

蔵
石

像
（

地
蔵

菩
薩

）
宝

暦
7

1
7
5
7

デ
イ

サ
イ

ト
8
0

沖
地

蔵
石

像
（

地
蔵

菩
薩

）
文

化
4

1
8
0
7

デ
イ

サ
イ

ト
8
1

沖
地

蔵
石

像
（

地
蔵

菩
薩

）
デ

イ
サ

イ
ト

8
2

沖
地

蔵
石

像
（

地
蔵

菩
薩

）
デ

イ
サ

イ
ト

8
3

沖
地

蔵
石

像
（

地
蔵

菩
薩

）
デ

イ
サ

イ
ト

8
4

沖
地

蔵
石

像
（

地
蔵

菩
薩

）
デ

イ
サ

イ
ト

8
5

沖
地

蔵
石

像
（

観
音

菩
薩

）
デ

イ
サ

イ
ト

8
6

沖
金

毘
羅

大
権

現
昭

和
1
0

1
9
3
5

デ
イ

サ
イ

ト
8
7

3
0

八
幡

橋
南

袂
（

不
詳

）
寛

文
1
2

1
6
7
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
0
0

1
2
6

2
5

8
9

3
1

八
幡

橋
南

袂
名

号
碑

元
禄

5
1
6
9
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
0
0

9
4

3
9

9
1

3
2

八
幡

橋
南

袂
名

号
碑

元
禄

7
1
6
9
4

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
8
1

5
2

2
5

9
0

3
3

八
幡

橋
南

袂
名

号
碑

宝
永

4
1
7
0
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
6
6

4
0

2
2

9
2

3
4

八
幡

橋
南

袂
名

号
碑

正
徳

3
1
7
1
3

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
9
0

9
6

3
3

9
3

3
5

八
幡

橋
南

袂
山

神
文

化
1
5

1
8
1
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
9
8

7
5

3
6

9
4

3
6

八
幡

橋
南

袂
馬

頭
観

世
音

明
治

2
8

1
8
9
5

デ
イ

サ
イ

ト
5
5

5
0

1
6

9
5

3
7

八
幡

橋
南

袂
馬

頭
観

世
音

大
正

1
1

1
9
2
2

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

5
1

2
9

9
9
6

3
8

八
幡

橋
南

袂
馬

頭
観

世
音

大
正

1
5

1
9
2
6

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

～
粗

粒
4
2

3
3

1
8

9
7

3
9

八
幡

橋
南

袂
馬

頭
観

世
音

大
正

1
5

1
9
2
6

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

5
3

3
2

4
9
8

八
幡

橋
南

袂
馬

頭
観

世
音

昭
和

5
1
9
3
0

デ
イ

サ
イ

ト
8
1

6
1

1
1

9
9

4
0

明
月

壇
名

号
碑

宝
永

3
1
7
0
6

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
1
5

4
5

2
5

1
0
0

4
1

明
月

壇
名

号
碑

正
徳

3
1
7
1
3

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
極

粗
粒

1
4
5

1
0
3

5
0
板

碑
を

転
用

1
0
1
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考

登
録

番
号

法
量

（
c
m
)

4
2

明
月

壇
青

面
金

剛
正

徳
6

1
7
1
6

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
0
2

4
3

明
月

壇
名

号
碑

享
保

1
6

1
7
3
1

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
極

粗
粒

1
2
6

9
6

3
8

1
0
3

4
4

明
月

壇
念

佛
百

万
遍

供
養

享
保

1
6

1
7
3
1

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
0
1

5
9

2
6

1
0
4

4
5

明
月

壇
名

号
碑

寛
延

4
1
7
5
1

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
5

5
3

2
2
板

碑
を

転
用

1
0
5

4
6

明
月

壇
名

号
碑

宝
暦

6
1
7
5
6

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
1
8

1
0
1

3
0

1
0
6

4
7

明
月

壇
石

像
（

菩
薩

）
宝

暦
1
1

1
7
6
1

デ
イ

サ
イ

ト
3
5

4
5

2
5

1
0
7

4
8

明
月

壇
石

像
（

観
音

菩
薩

）
宝

暦
1
2

1
7
6
2

デ
イ

サ
イ

ト
5
0

3
0

1
9

1
0
8

4
9

明
月

壇
名

号
碑

明
和

5
1
7
6
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
5
1

2
9

1
0
9

5
0

明
月

壇
廻

国
塔

安
永

3
1
7
7
4

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
0
5

6
1

4
0

1
1
0

5
1

明
月

壇
名

号
碑

天
明

2
1
7
8
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

～
粗

粒
1
0
7

4
9

3
8

1
1
1

5
2

明
月

壇
名

号
碑

享
和

2
1
8
0
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
6
4

5
2

1
4

1
1
2

5
3

明
月

壇
名

号
碑

文
政

8
1
8
2
5

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

1
9
3

6
3

1
1

1
1
3

5
4

八
幡

神
社

湯
殿

山
参

詣
宝

暦
8

1
7
5
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
2
0

5
5

3
2

1
1
4

5
5

八
幡

神
社

山
神

享
和

2
1
8
0
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
7
3

4
0

4
5

1
1
5

5
6

八
幡

神
社

馬
頭

観
世

音
文

政
8

1
8
2
5

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

1
7
6

4
4

2
0

1
1
6

5
7

八
幡

神
社

馬
頭

観
世

音
嘉

永
1

1
8
4
8

デ
イ

サ
イ

ト
8
3

5
7

2
5

1
1
7

八
幡

神
社

石
灯

篭
嘉

永
4

1
8
5
1

デ
イ

サ
イ

ト
1
1
8

八
幡

神
社

石
灯

篭
嘉

永
4

1
8
5
1

デ
イ

サ
イ

ト
1
1
9

八
幡

神
社

石
灯

篭
安

政
6

1
8
5
9

デ
イ

サ
イ

ト
1
2
0

5
8

八
幡

神
社

湯
殿

山
明

治
1
9

1
8
8
6

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

1
7
3

5
6

1
1

1
2
1

5
9

八
幡

神
社

湯
殿

山
・

羽
黒

山
・

月
山

明
治

2
0

1
8
8
7

デ
イ

サ
イ

ト
7
5

6
3

1
9

1
2
2

6
0

八
幡

神
社

埋
木

神
社

明
治

2
5

1
8
9
2

デ
イ

サ
イ

ト
6
7

4
9

1
7

1
2
3

6
1

八
幡

神
社

雷
神

明
治

2
5

1
8
9
2

デ
イ

サ
イ

ト
1
2
4

6
2

八
幡

神
社

金
華

山
明

治
2
6

1
8
9
3

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

9
9

4
5

1
2

1
2
5

6
3

八
幡

神
社

馬
頭

観
世

音
明

治
2
7

1
8
9
4

デ
イ

サ
イ

ト
6
9

5
6

2
3

1
2
6

6
4

八
幡

神
社

湯
殿

山
明

治
3
3

1
9
0
0

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井
内

石
）

5
4

3
2

6
1
2
7

6
5

八
幡

神
社

馬
頭

観
世

音
大

正
1
2

1
9
2
3

デ
イ

サ
イ

ト
1
2
8

6
6

八
幡

神
社

熊
大

明
社

昭
和

3
1
9
2
8

デ
イ

サ
イ

ト
3
7

2
2

1
4

1
2
9

八
幡

神
社

手
水

鉢
昭

和
3

1
9
2
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
5
0

1
2
2

8
0

1
3
0

八
幡

神
社

水
神

昭
和

6
1
9
3
1

デ
イ

サ
イ

ト
3
3

2
8

1
4

1
3
1

八
幡

神
社

水
神

昭
和

1
5

1
9
4
0

縞
状

砂
質

泥
岩

（
井

内
石

）
6
3

3
7

9
1
3
2
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1

石
材

年
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備
考

登
録

番
号

法
量

（
c
m
)

八
幡

神
社

水
神

昭
和

1
8

1
9
4
3

デ
イ

サ
イ

ト
4
2

3
4

1
4

1
3
3

八
幡

神
社

弁
天

昭
和

1
8

1
9
4
3

デ
イ

サ
イ

ト
2
8

2
9

1
2

1
3
4

八
幡

神
社

水
神

昭
和

2
6

1
9
5
1

昭
和

5
7
年

度
調

査
1
3
7

八
幡

神
社

御
祖

昭
和

2
6

1
9
5
1

昭
和

5
7
年

度
調

査
1
3
8

八
幡

神
社

参
道

題
目

碑
明

治
4
4

1
9
1
1

昭
和

5
7
年

度
調

査
1
3
9

寶
国

寺
殿

前
甲

刕
大

守
保

巌
玄

柳
大

禅
定

門
慶

長
1
6

1
6
1
1

繁
林

院
殿

昌
室

壽
栄

大
禅

定
尼

天
正

1
4

1
5
8
6

6
8

天
童

家
墓

所
清

涼
院

殿
一

空
真

如
居

士
貞

享
2

1
6
8
5

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
9
9

1
0
2

3
0

1
0

6
9

天
童

家
墓

所
長

徳
院

殿
光

巌
智

照
大

姉
貞

享
2

1
6
8
5

デ
イ

サ
イ

ト
ｏ

ｒ
安
山

岩
1
6
4

1
0
6

5
3

1
1

7
0

天
童

家
墓

所
賢

巌
院

殿
竹

翁
真

節
居

士
宝

永
5

1
7
0
8

デ
イ

サ
イ

ト
ｏ

ｒ
安
山

岩
1
4
6

1
0
1

6
1

1
5

7
1

天
童

家
墓

所
常

春
院

殿
洞

雲
自

松
大

姉
元

文
3

1
7
3
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
7
3

8
4

4
7

2
1

7
2

天
童

家
墓

所
實

相
院

殿
一

峯
了

義
居

士
正

徳
5

1
7
1
5

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

～
中

粒
1
4
5

8
7

3
6

1
7

7
3

天
童

家
墓

所
圓

光
院

殿
龍

室
妙

珠
大

姉
正

徳
3

1
7
1
3

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
4
5

8
1

5
4

1
6

7
4

天
童

家
墓

所
聖

岩
院

殿
廓

法
如

「
然

」
居

士
享

保
2
0

1
7
3
5

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
2
4

8
4

5
2

2
0

7
5

天
童

家
墓

所
保

壽
院

殿
智

玄
妙

恵
大

姉
天

明
7

1
7
8
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
1

7
7

3
6

2
5

7
6

天
童

家
墓

所
橾

 
院

殿
鐡

巌
宗

眞
居

士
寛

政
1

1
7
8
9

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
2
7

9
0

2
7

2
6

7
7

天
童

家
墓

所
琴

章
院

殿
観

室
 

音
大

姉
文

化
4

1
8
0
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
0

8
6

5
1

3
1

7
8

天
童

家
墓

所
慈

雲
院

殿
東

海
潜

龍
居

士
之

墓
文

政
2

1
8
1
9

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
6

9
8

6
6

3
3

7
9

天
童

家
墓

所
心

鏡
院

殿
圓

覺
常

光
大

姉
之

墓
寛

政
9

1
7
9
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
3

8
0

3
9

2
7

8
0

天
童

家
墓

所
法

隆
院

殿
受

岳
宗

戒
居

士
文

政
8

1
8
2
5

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
4
2

1
2
9

4
7

3
4

8
1

天
童

家
墓

所
明

覚
院

殿
無

相
不

著
大

姉
之

墓
寛

政
1
2

1
8
0
0

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
0

6
7

2
7

2
8

8
2

天
童

家
墓

所
昌

壽
院

殿
貞

室
妙

松
大

姉
文

政
1
2

1
8
2
9

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

～
粗

粒
1
2
6

9
5

3
7

3
5

8
3

天
童

家
墓

所
青

雲
院

殿
活

巌
義

龍
居

士
嘉

永
3

1
8
5
0

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

～
中

粒
1
4
2

9
6

4
3

4
3

8
4

天
童

家
墓

所
純

貞
院

殿
温

厚
「

慧
」

柔
大

姉
文

久
2

1
8
6
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
4
1

9
1

4
5

4
5

8
5

天
童

家
墓

所
承

隆
院

殿
堅

嵓
宗

固
居

士
明

治
6

1
8
7
3

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
4

9
4

2
5

4
8

8
6

天
童

家
墓

所
寶

光
院

殿
壽

峰
妙

榮
大

姉
明

治
7

1
8
7
4

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

～
粗

粒
1
3
2

6
7

5
8

4
9

8
7

天
童

家
墓

所
壽

昌
院

殿
觀

室
慈

圓
大

姉
享

保
1
3

1
7
2
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
0
2

7
0

4
6

1
9

8
8

天
童

家
墓

所
紅

園
院

英
質

妙
蓉

童
寛

延
2

1
7
4
9

デ
イ

サ
イ

ト
7
7

6
1

3
0

2
3

8
9

天
童

家
墓

所
栴

林
院

正
岳

浄
香

童
子

享
和

1
1
8
0
1

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
9
8

6
3

6
0

2
9

9
0

天
童

家
墓

所
圓

明
玉

光
童

女
享

和
2

1
8
0
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
6
2

4
3

3
0

3
0

6
7

天
童

家
墓

所
ア

ル
コ

ー
ス

砂
岩

細
粒

1
6
6

9
0

4
7

9

墓
　

碑
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1

石
材
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代

備
考

登
録

番
号

法
量

（
c
m
)

9
1

天
童

家
墓

所
建

徳
院

蘭
馨

自
秀

居
士

天
保

3
1
8
3
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
？

1
0
2

5
1

4
0

3
8

9
2

天
童

家
墓

所
智

光
院

白
巌

了
性

居
士

天
保

1
4

1
8
4
7

デ
イ

サ
イ

ト
6
2

3
8

2
0

4
1

9
3

天
童

家
墓

所
徳

「
顯

」
善

童
子

嘉
永

2
1
8
4
9

デ
イ

サ
イ

ト
4
7

3
1

2
1

4
2

9
4

天
童

家
墓

所
玄

旨
後

行
常

心
院

遂
華

雲
水

大
和

尚
元

禄
1
0

1
6
9
7

泥
質

砂
岩

1
0
5

3
5

2
5

1
4

9
5

天
童

家
墓

所
當

寺
中

興
竪

者
傳

盛
和

尚
位

享
保

1
1

1
7
2
6

デ
イ

サ
イ

ト
6
1

2
8

2
8

1
8

9
6

天
童

家
墓

所
竪

者
法

印
亮

傳
大

和
尚

延
享

1
1
7
4
4

デ
イ

サ
イ

ト
6
0

2
9

2
9

2
2

9
7

天
童

家
墓

所
法

運
是

性
・

・
・

寛
延

2
1
7
4
9

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

～
中

粒
5
5

4
0

3
5
上

部
の

み
地

上
に

露
出

2
4

9
8

天
童

家
墓

所
權

律
師

理
觀

和
尚

位
文

化
1
1

1
8
1
4

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
7
0

2
8

2
8

3
2

9
9

天
童

家
墓

所
權

大
僧

都
法

印
雄

道
和

尚
弘

化
3

1
8
4
6

泥
質

砂
岩

8
6

5
2

3
1

4
0

1
0
0

天
童

家
墓

所
權

大
僧

都
信

 
和

尚
位

文
久

2
1
8
6
2

デ
イ

サ
イ

ト
6
3

2
9

2
9

4
6

1
0
1

天
童

家
墓

所
 

照
大

徳
文

久
2

1
8
6
2

デ
イ

サ
イ

ト
3
8

2
7

1
7

4
7

［
3
2
］

2
7

2
7

5
0

［
4
0
］

2
3

2
3

1
0
3

天
童

家
墓

所
手

水
鉢

貞
享

2
1
6
8
5

デ
イ

サ
イ

ト
5
6

5
1

3
4

1
2

1
0
4

天
童

家
墓

所
石

盥
元

禄
2

1
6
8
9

デ
イ

サ
イ

ト
3
1
（

3
5

5
2

3
3

1
3

1
0
5

天
童

家
墓

所
香

炉
デ

イ
サ

イ
ト

1
6

3
0

1
6

5
1

天
童

家
墓

所
青

得
童

□
天

保
2
？

1
8
3
1

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
5
0

2
7

1
9

3
6

天
童

家
墓

所
恵

林
善

童
女

天
保

2
1
8
3
1

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
4
6

2
4

1
5

3
7

天
童

家
墓

所
了

無
童

子
天

保
1
1

1
8
4
0

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
3
6

2
9

2
5

3
9

天
童

家
墓

所
慈

玄
童

子
安

政
7

1
8
6
0

デ
イ

サ
イ

ト
4
3

3
4

1
5

4
4

1
0
6

宝
国

寺
梅

室
妙

香
禅

定
尼

明
暦

3
1
6
5
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
1
4

4
5

2
0

5
4

1
0
7

宝
国

寺
仙

室
妙

壽
信

女
宝

永
3

1
7
0
6

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
9
0

9
8

2
9

5
7

1
0
8

宝
国

寺
耕

雲
自

田
信

士
元

文
3

1
7
3
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

～
粗

粒
5
5

4
7

3
0

6
0

宝
国

寺
戊

□
妙

□
信

女
明

和
1

1
7
6
4

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
粗

粒
6
8

3
1

［
6
］

6
1

1
0
9

宝
国

寺
心

霊
真

経
上

坐
安

永
7

1
7
7
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
粗

粒
9
2

5
9

4
2

6
2

江
月

和
浄

禅
門

文
化

1
2

1
8
1
5

松
岩

妙
栄

善
尼

天
保

2
1
8
3
1

7
2

3
7

1
0
2

天
童

家
墓

所
權

□
・

・
者

傳
光

和
尚

位
デ

イ
サ

イ
ト

6
7

破
損

1
1
0

宝
国

寺
デ

イ
サ

イ
ト

9
5
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称
1

石
材

年
代

備
考

登
録

番
号

法
量

（
c
m
)

八
幡

神
社

水
神

昭
和

1
8

1
9
4
3

デ
イ

サ
イ

ト
4
2

3
4

1
4

1
3
3

八
幡

神
社

弁
天

昭
和

1
8

1
9
4
3

デ
イ

サ
イ

ト
2
8

2
9

1
2

1
3
4

八
幡

神
社

水
神

昭
和

2
6

1
9
5
1

昭
和

5
7
年

度
調

査
1
3
7

八
幡

神
社

御
祖

昭
和

2
6

1
9
5
1

昭
和

5
7
年

度
調

査
1
3
8

八
幡

神
社

参
道

題
目

碑
明

治
4
4

1
9
1
1

昭
和

5
7
年

度
調

査
1
3
9

寶
国

寺
殿

前
甲

刕
大

守
保

巌
玄

柳
大

禅
定

門
慶

長
1
6

1
6
1
1

繁
林

院
殿

昌
室

壽
栄

大
禅

定
尼

天
正

1
4

1
5
8
6

6
8

天
童

家
墓

所
清

涼
院

殿
一

空
真

如
居

士
貞

享
2

1
6
8
5

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
9
9

1
0
2

3
0

1
0

6
9

天
童

家
墓

所
長

徳
院

殿
光

巌
智

照
大

姉
貞

享
2

1
6
8
5

デ
イ

サ
イ

ト
ｏ

ｒ
安
山

岩
1
6
4

1
0
6

5
3

1
1

7
0

天
童

家
墓

所
賢

巌
院

殿
竹

翁
真

節
居

士
宝

永
5

1
7
0
8

デ
イ

サ
イ

ト
ｏ

ｒ
安
山

岩
1
4
6

1
0
1

6
1

1
5

7
1

天
童

家
墓

所
常

春
院

殿
洞

雲
自

松
大

姉
元

文
3

1
7
3
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
7
3

8
4

4
7

2
1

7
2

天
童

家
墓

所
實

相
院

殿
一

峯
了

義
居

士
正

徳
5

1
7
1
5

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

～
中

粒
1
4
5

8
7

3
6

1
7

7
3

天
童

家
墓

所
圓

光
院

殿
龍

室
妙

珠
大

姉
正

徳
3

1
7
1
3

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

粒
1
4
5

8
1

5
4

1
6

7
4

天
童

家
墓

所
聖

岩
院

殿
廓

法
如

「
然

」
居

士
享

保
2
0

1
7
3
5

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
2
4

8
4

5
2

2
0

7
5

天
童

家
墓

所
保

壽
院

殿
智

玄
妙

恵
大

姉
天

明
7

1
7
8
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
1

7
7

3
6

2
5

7
6

天
童

家
墓

所
橾

 
院

殿
鐡

巌
宗

眞
居

士
寛

政
1

1
7
8
9

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
2
7

9
0

2
7

2
6

7
7

天
童

家
墓

所
琴

章
院

殿
観

室
 

音
大

姉
文

化
4

1
8
0
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
0

8
6

5
1

3
1

7
8

天
童

家
墓

所
慈

雲
院

殿
東

海
潜

龍
居

士
之

墓
文

政
2

1
8
1
9

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
6

9
8

6
6

3
3

7
9

天
童

家
墓

所
心

鏡
院

殿
圓

覺
常

光
大

姉
之

墓
寛

政
9

1
7
9
7

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
3

8
0

3
9

2
7

8
0

天
童

家
墓

所
法

隆
院

殿
受

岳
宗

戒
居

士
文

政
8

1
8
2
5

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
4
2

1
2
9

4
7

3
4

8
1

天
童

家
墓

所
明

覚
院

殿
無

相
不

著
大

姉
之

墓
寛

政
1
2

1
8
0
0

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
0

6
7

2
7

2
8

8
2

天
童

家
墓

所
昌

壽
院

殿
貞

室
妙

松
大

姉
文

政
1
2

1
8
2
9

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

～
粗

粒
1
2
6

9
5

3
7

3
5

8
3

天
童

家
墓

所
青

雲
院

殿
活

巌
義

龍
居

士
嘉

永
3

1
8
5
0

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
細

～
中

粒
1
4
2

9
6

4
3

4
3

8
4

天
童

家
墓

所
純

貞
院

殿
温

厚
「

慧
」

柔
大

姉
文

久
2

1
8
6
2

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
4
1

9
1

4
5

4
5

8
5

天
童

家
墓

所
承

隆
院

殿
堅

嵓
宗

固
居

士
明

治
6

1
8
7
3

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
3
4

9
4

2
5

4
8

8
6

天
童

家
墓

所
寶

光
院

殿
壽

峰
妙

榮
大

姉
明

治
7

1
8
7
4

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

～
粗

粒
1
3
2

6
7

5
8

4
9

8
7

天
童

家
墓

所
壽

昌
院

殿
觀

室
慈

圓
大

姉
享

保
1
3

1
7
2
8

ア
ル

コ
ー

ス
砂

岩
中

粒
1
0
2

7
0

4
6

1
9

8
8

天
童

家
墓

所
紅

園
院

英
質

妙
蓉

童
寛

延
2

1
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図９．七ヶ浜町韮山の採石場跡？の

デイサイトの新鮮な部分のクロー

ズアップ：白い斑点は斜長石斑晶

図 10．七ヶ浜町黒崎の韮山デイサイ

ト部層のやや風化した部分のクローズ

アップ

図 11．鶴ヶ谷二丁目の鶴ヶ谷安山

岩部層の露頭

28

図５．明月壇の名号碑文政８年：縞状泥岩

（三畳系伊里前層）のクローズアップ

図６．八幡沖地蔵：デイサイト製の八幡沖地蔵のクロー

ズアップ .　白色の斑点は斜長石斑晶 .

図７．天真小学校付近のデイサイト（東宮

浜層韮山デイサイト部層）のやや風化した

露頭

図８．七ヶ浜町韮山の採石場跡？：右－上－

左上の白っぽい部分は，東宮浜層韮山デイ

サイト部層のデイサイト質凝灰岩，中央の

青黒色部はの巨大ブロック
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図１．明月壇名号碑（板碑）寛延４年：

中粒，無層理のアルコース砂岩のク

ローズアップ

図２．明月壇青面金剛正徳３年：中粒～

粗粒，斜交層理の発達したアルコース砂

岩のクローズアップ

図３．志引観音建物脇のやや風化したアルコース

の露頭

図４．志引観音北の道路脇のアルコース

残留巨礫

26

る，下部中新統東宮浜層（Shibata and Fujita, 1966；石井ほか，1983 再定義）が分布する．東
宮浜層は，これらの堆積物をもたらした火山活動の産物であるデイサイト質熔岩および安山岩質
溶岩をともなう．デイサイト質熔岩（韮山デイサイト：Shibata and Fujita, 1966 命名；韮山デ
イサイト部層：石井ほか，1983）は，七ヶ浜地域から多賀城市にかけて断続的に分布し，多賀
城市内では鶴ケ谷や貞山堀沿いに露出がある（図 7）．ドーム状熔岩の形態をなし，大小さまざ
まな岩塊の集合となっており，最大径 5mm にたっする斜長石斑晶をふくむのが特徴であるが，
斑晶がやや小さい部分もある（石井ほか，1983）．一部では流理構造を示す．七ヶ浜町韮山と黒
崎には，その用途等の詳細は不明であるが，このデイサイトを採掘した採石場の跡があるという

（石井ほか，1983：図 8，図 9，図 10）．デイサイトからなる碑石の岩相はこの韮山デイサイト
に類似する．
   東宮浜層の安山岩熔岩（鶴ケ谷安山岩部層：石井ほか，1982）は鶴ケ谷から貞山堀にかけて
の地域にのみわずかに露出する（図 11）．弱い柱状節理をもつ，黒色・ち密な熔岩で，径 1mm
以下の斜長石斑晶をふくむ．碑石の中の安山岩としたものはこの安山岩熔岩を用いた可能性があ
る．

引用文献

永広昌之，1989（増補版，1999），付・石材として見た「多賀城碑」．阿倍辰夫・平川　南編，  
       多賀城碑－その謎を解く，p. 83-88．雄山閣出版，東京． 
永広昌之，1998，付編 1 多賀城碑の石材の供給源の検討．宮城県多賀城跡調査研究所年報 1997，p.  
       135-137,  4 図版．
市川浩一郎，1951，宮城県利府附近の三畳紀層．地質調査所報告特別号 A，23-25.
石井武政・柳沢 幸夫・山口昇一，1983，塩釜地域の地質．地域地質研究報告（5 万分の 1 図幅），
       地質調査所，112 p.
石井武政・柳沢 幸夫・山口昇一・阿部智彦，1982，塩釜地域の中新世火山岩の K-Ar 年代－
      Actinocyclus ingens ゾーンと Denticulopsis lauta ゾーンの境界の年代に関連して．地質調査
       所月報，vol. 33，p. 425-431.
Shibata, T. and Fujita, H., 1966, Preliminary report on the stratigraphy in the Shichigahama-  
       machi and its environs, Miyagi Prefecture. Science Report of the Tohoku University, 2nd 
       Series (Geology), vol. 37, p. 165-172.
Yabe, H. and Shimizu, S., 1927, The Triassic fauna of Rifu, near Sendai. Science Report of the 
       Tohoku Imperial University, 2nd Series (Geology), vol. 11, p. 101-136.
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25

れる．このような形態的な特徴は多賀城跡にある「多賀城碑」や仙台市東部地域のアルコース製
板碑と同様である（永広，1989，1998，1999 参照）．七北田川東岸沿いの仙台市宮城野区東
部～多賀城市西部には，上記のように多数のアルコース製の板碑が知られている．これらは単層
の厚さが少なくとも 1m をこえる，比較的厚層理のアルコースが，層理面や節理面に沿う風化作
用によって楕円体をなすコアストーンとなり，より風化作用が進んで残留巨礫となったものを原
石とし，碑面部分を加工したものと考えられる（永広，1998，1999）．
   類似のアルコースの露頭やそれを起源とする残留巨礫は，多賀城市浮島～高崎地域の低平丘陵
地帯に分布しており（図 3，図 4），これらが碑石の原石としてもちいられたものと判断される．
この地域は中部三畳系利府層（市川，1951）の分布地域にあたっている．利府層は砂質の泥岩
を主体とし，砂岩をともなうが，利府層主部にはさまれる砂岩は一般に細粒で，雲母片を多数含
み，暗灰色で，風化すると淡緑灰色～黄褐色となるとされ ( 石井ほか，1983），碑石のアルコー
スとは異なっている．しかし，利府層分布域の北西端にあたる利府町赤沼南方では比較的厚いア
ルコースをはさむ．また，上述の多賀城市高崎地域のアルコース分布地域のすぐ東方にあたる “ 沖
の石 ”（沖の井）には，アンモノイドや二枚貝化石を含む利府層が西傾斜で分布しており（Yabe 
and Shimizu, 1927），アルコースは利府層の一部，おそらくはその最上部をなすものと判断され
る．
　石質砂岩は，黒灰色で，泥質基質の多いワッケで（基質量が 10％以上），岩片等が長石より多
く，雲母片をふくむ．層理は不明瞭であるが砂質泥岩をともなう．このような特徴は利府層中の
砂岩に一致する．

縞状泥岩類の特徴とその起源

   縞状泥岩類は，薄板状で，新鮮な面では暗灰色～暗青灰色を呈し，風化部では灰色となる．や
や石灰質な砂質の泥岩を主体とするが，数 cm ～数 10cm 間隔で砂質ラミナをはさむ．砂質ラミ
ナは，レンズ状や，底棲生物による擾乱を受け，不連続・不明瞭となっている部分も多い（図 5）．
全体に顕著なスレートへき開が発達しており，へき開面に沿う剥離により薄板状を呈している．
このような岩相上の特徴は，井内石（稲井石，仙台石）」として知られる，北上山地南端部の石
巻周辺から気仙沼・唐桑地域にいたる地域に広く分布する，中部三畳系伊里前層の砂質泥岩のそ
れに一致する．多賀城市周辺には，上述の中部三畳系利府層も分布するが，利府層の砂質泥岩は
砂質ラミナの発達が伊里前層ほど顕著ではなく，また，スレートへき開の発達も同様に顕著では
ない．

火山岩類の特徴とその起源

   火山岩類は，大部分はデイサイトからなるが，安山岩の可能性のあるものも極少数（2 基）存
在する．デイサイトは暗灰色で，風化部は灰色を呈するが，一部赤紫色を呈するものもある．最
大径 5mm にたっする大きな長柱状～短柱状の斜長石斑晶が全面に点在するのが特徴で（図 6），
これらが欠け落ちた部分が斑点状に存在するので，碑石の風化表面は細かな凹凸を示している．
一般に塊状であるが，一部面構造を示し，弱いながらも平行に剥離する性質をもつものもある．
碑石の多くはやや丸みを帯びた長柱状のものが多い．長柱状の外形は，直交する節理系に沿う風
化により，母岩から切り離された際の形を残しているものと思われる．
   多賀城市から七ヶ浜町にかけての丘陵部には，デイサイト質の角礫岩や凝灰質砂岩を主体とす
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附章４　多賀城市八幡地区供養碑調査結果報告書

東北大学総合学術博物館　永広 昌之

石材の種類と量比

   多賀城市八幡地区の 139 基の供養碑のうち，132 基についてその石材の種類を検討した．検
討した供養碑の年代は，鎌倉－室町時代 3 基，安土桃山時代 2 基，江戸時代前期 11 基，江戸時
代中期 58 基，江戸時代後期 22 基，明治－昭和時代 25 基，年代未詳 11 基である（表 1）．供
養碑の石材には，大別して，砂岩類，縞状泥岩類および火山岩類の 3 種類が認められる．砂岩
類は計 75 基で，検討した 132 基のおよそ 57％を占める．鎌倉－室町時代 2 基，安土桃山時代
2 基，江戸時代前期 8 基，江戸時代中期 48 基，江戸時代後期 10 基，明治－昭和時代 4 基で，
いずれの年代でも認められ，江戸時代中期までは多数を占める．縞状泥岩類は計 12 基，9％で，
鎌倉－室町時代 1 基，江戸時代中期 2 基，明治－昭和時代 8 基であり，古くから用いられてい
るが，数は少ない．火山岩類は 45 基で，34％を占める．江戸時代前期 3 基，江戸時代中期 7 基，
江戸時代後期 12 基，明治－昭和時代 13 基で，江戸時代以降に用いられるようになり，時代が
新しくなるとともに全体に占める割合が多くなる．

表 1．八幡地区の供養碑の石材別・年代別区分表 

   ただし，上記は八幡地区のデータである．例えば，八幡地区の鎌倉・室町時代の板碑は未検討
のものを含めても 4 基しかないが，七北田川東岸地域の仙台市岩切東光寺とその周辺から中野
にかけての地域，および多賀城市高崎からその西部の平野地帯には少なくとも 195 基の鎌倉・
室町時代の板碑がある．石材別では，砂岩類（アルコース）88 基，縞状泥岩 93 基，安山岩類
14 基で（永広，1989），縞状泥岩も多数用いられている．

砂岩類の特徴とその起源

   砂岩類の大部分はアルコース（石英長石質砂岩）で，ごく少数（3 基）の石質砂岩（泥質ワッケ）
がある．前者は，細粒～極粗粒で，それぞれの碑石では，比較的粒径がそろっており，淘汰はよいが，
円磨度は低く，粒子は角張っている．石英および長石の粒子が目立ち，石英を除いた粒子のうち
長石類の占める割合が石英・長石以外の鉱物や岩石片からなる粒子のそれより大きい．風化する
と明灰色を呈する．大部分の碑石では，葉理や層理が発達せず，無層理・塊状であるが（図 1），
弱い葉理や層理が認められるものや，ごくまれに斜交層理を呈するものもある（図 2）．アルコー
ス製の碑石は，一般に丸みを帯びており，楕円体をなすものが多い．碑面は平坦に加工されてい
るが，側面・背面などは風化殻をともなう部分もあり，自然石の形状を残しているものと考えら
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象を受ける。下段の左側に一人分の空間があることも、本図の像主に対する殉死者が三名であっ
たにもかかわらず、「留守政景像」の構成を踏襲して制作されたため、何も描くことができなかっ
たと考えれば辻褄が合う。以上のことから、本図は「留守政景像」そのものか、もしくは写しな
どを参考として、さほど隔たらない時期に制作されたものと考えられる。
　両者の影響関係については、本図が伝来した宝国寺が天童家の菩提寺であることから読み解け
る。かつて、出羽国の天童城主であった天童頼澄（？～ 1611）は天正 12（1584）年に最上家
との戦いに破れ、陸奥国に移り住んだ後、伊達政宗の家臣となり、仙台藩において準一家の家
格に列せられた。その後、八幡に在所を拝領し、江戸時代を通じてこの地を治めた一族が天童
家である。慶長 16年に没した頼澄には嗣子がなかったため、留守政景の次男・重頼（1654 ～
1625）が養嗣子となった。この重頼が留守家における追善の作法などを天童家にもたらしたこ
とは想像にかたくない。
　ここで注意すべき点は、前述のとおり本図には「留守政景像」と異なり、賛がないことである。
無論、肖像画は必ずしも賛をともなうわけではない。しかし、日本において肖像画が普及するきっ
かけとなったのは中国からもたらされた頂相であり、これらは師の肖像と賛が法を継いだ証とし
て、画面上部に像主である師の賛を伴うものがほとんどである。そして、朝賀浩氏によれば、中
世に数多く制作された武家の肖像画には、禅僧により家の起こりや武功などを記した長文の賛が
寄せられることが多いという（『肖像画賛』大阪市立美術館　2000 年）。朝賀氏はこれらの武家
肖像画から、不安定な中世社会における「家」意識の高揚を背景とし、自らの祖先を顕彰し、家
系が今後とも安泰に継承されることを祈念した制作であったことを読み取っている。確かに江戸
時代以降に制作された歴代藩主肖像画などには禅僧による長文の賛は見られなくなる。これは朝
賀氏が指摘されるように、武士の身分が確立していったことと関係があるだろう。
　本図に賛がないことは、天童家が元を辿れば奥州管領斯波家の流れをくむ名門であることは周
知の事実であるため不要だったのか、それとも、前述のとおり幕藩体制の確立によってそのよう
な風潮が後退していたのか、それとも、賛を依頼するに足りる高僧が周囲にいなかったのか、な
ど様々な理由が考えられる。加えて「留守政景像」は絹本であるが、本図は紙本であることから、
あまり大がかりな制作ではなかったことも考慮に入れなければならないだろう。いずれにせよ無
賛であることの理由に関して決定打は今のところ見いだせない。この点については今後の検討課
題としたい。
　これまで述べてきたことから、本図は天童重頼が養父である天童頼澄の追善のために制作し、
菩提寺である宝国寺に奉納したものであると推測する。そこで、本図の名称を「天童頼澄像」と
することを提案したい。
　本図の発見により、現存数が極めて少ない、殉死者を伴う武家肖像画に新たな作例が追加され
ることとなったことは特筆すべきである。像主没後より大分隔たった時期に制作された殉死者を
ともなう武家肖像画の作例はいくつか知られており、これらは像主よりも殉死者を小さく描き、
死に装束を着用させるなどの演出が見られる。しかし、「留守政景像」および本図は像主と殉死
者に上下関係はあっても大きさを変えることはない。顔貌や着衣などによって各人の個性が的確
に描き分けられており、この時期の当主と殉死者の関係を考えるうえで重要な情報を含んでいる
と考えられる。
　そして、肖像画の画面構成が養子縁組などを通して家から家へ伝播されたことがわかる点も興
味深い。この 2点において本図は武家肖像画史上大変貴重な作品であるといえよう。
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とは想像にかたくない。
　ここで注意すべき点は、前述のとおり本図には「留守政景像」と異なり、賛がないことである。
無論、肖像画は必ずしも賛をともなうわけではない。しかし、日本において肖像画が普及するきっ
かけとなったのは中国からもたらされた頂相であり、これらは師の肖像と賛が法を継いだ証とし
て、画面上部に像主である師の賛を伴うものがほとんどである。そして、朝賀浩氏によれば、中
世に数多く制作された武家の肖像画には、禅僧により家の起こりや武功などを記した長文の賛が
寄せられることが多いという（『肖像画賛』大阪市立美術館　2000 年）。朝賀氏はこれらの武家
肖像画から、不安定な中世社会における「家」意識の高揚を背景とし、自らの祖先を顕彰し、家
系が今後とも安泰に継承されることを祈念した制作であったことを読み取っている。確かに江戸
時代以降に制作された歴代藩主肖像画などには禅僧による長文の賛は見られなくなる。これは朝
賀氏が指摘されるように、武士の身分が確立していったことと関係があるだろう。
　本図に賛がないことは、天童家が元を辿れば奥州管領斯波家の流れをくむ名門であることは周
知の事実であるため不要だったのか、それとも、前述のとおり幕藩体制の確立によってそのよう
な風潮が後退していたのか、それとも、賛を依頼するに足りる高僧が周囲にいなかったのか、な
ど様々な理由が考えられる。加えて「留守政景像」は絹本であるが、本図は紙本であることから、
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　これまで述べてきたことから、本図は天童重頼が養父である天童頼澄の追善のために制作し、
菩提寺である宝国寺に奉納したものであると推測する。そこで、本図の名称を「天童頼澄像」と
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　本図の発見により、現存数が極めて少ない、殉死者を伴う武家肖像画に新たな作例が追加され
ることとなったことは特筆すべきである。像主没後より大分隔たった時期に制作された殉死者を
ともなう武家肖像画の作例はいくつか知られており、これらは像主よりも殉死者を小さく描き、
死に装束を着用させるなどの演出が見られる。しかし、「留守政景像」および本図は像主と殉死
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　そして、肖像画の画面構成が養子縁組などを通して家から家へ伝播されたことがわかる点も興
味深い。この 2点において本図は武家肖像画史上大変貴重な作品であるといえよう。
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入りの白扇の要と、軽く握った左手を膝上に置く。左腰に合口造の腰刀を差す。柄と鞘は黒漆、
頭と縁は金、下緒は褐色である。
　上記の画面の観察結果をもとに考察を進める。まず注目すべき点は４名の武士のうち最上段の
人物だけが一畳に安座し、着衣も一枚多いことである。これは他の３人よりも最上段の人物は身
分が高いことを示唆している。
　次に着目するのは武士たちの服装である。近代以前に制作された肖像画は着賛されているもの
が多いため、制作年代が明らかな作品も少なくはない。しかし、本図は賛も落款もない。この場
合は人物の服装や髪型などが制作年代を推定する手がかりとなる。武士たちが身に着けている肩
衣は戦国時代から武士の正装となり、江戸時代には裃へと変化していったことが当時の肖像画の
分析から判明している。本図の肩衣は襟が上下同じ幅であるが、肩先だけに襞をとり三角形となっ
ている。宮島新一氏は、この肩衣が戦国時代末期から登場し、慶長５年頃から一般的になったも
のであると述べている（『日本の美術 385 武家の肖像』至文堂 1998 年）。次に武士たちの髪型
である。大きな月代と小さな髷は桃山時代から江戸時代前期の特徴なものである。以上のことか
ら本図の制作年代は桃山時代から江戸時代前期と考えられる。
　ところが、肖像画は死者を弔う遺像として死亡直後に描かれるものが多いが、時代を隔てて描
かれることや写しが制作されることも多々あり、服装や髪形だけで制作年代を判定するわけには
いかない。
　ここで本図における人物描写を子細に検討する。像主と思われる、最上段の武士の輪郭線は後
補ではあるが、他の武士たちは制作当初の線と塗が残されている。人物を象るこれらの描線は体
のバランスがとれており、各々の顔の特徴も細い線で的確に描かれている。しかし、当時の大名
たちを絹本に描いた肖像画に見られるような細密な描写ではなく、顔の立体感などは表現しきれ
ず、描写は平板である。ただし、写しに見られる不自然で硬直化した描線は見られない。また、
着衣に施された薄い隈取も当時の人物表現によく見られるものである。一方、畳の縁の文様を構
成する直線は湾曲している。刀については丸みや金具の文様などが表されていないなど、人物以
外の描写については未熟な点が見られる。上記のことを総合して、本図は専門的な教育をある程
度受けた桃山時代から江戸時代前期の絵師の作と判断する。
　次に本図の像主について検討する。本図には前述のとおり賛や落款などの像主を特定する手
がかりはない。しかし、本図と同様の構成をとる「留守政景像」（本紙：100.5 × 43.0㎝　水沢
市・大安寺蔵）がある。この作品は、伊達政宗の叔父にあたる留守政景（1549 ～ 1607）が没
した慶長 12年に、嗣子・宗利が一関に創建した留守氏の菩提寺・大安寺（のちに水沢に移転）
に伝来したものである。覚範寺住職・虎哉宗乙（1530 ～ 1611）が慶長 15年に記した賛があり、
留守政景と殉死者の像であることと制作年が判明する。宮島新一氏によれば、この作品は殉死者
とともに描かれた大変珍しい肖像画であるという（前掲書）。
　本図は縦に畳を三段配置し、最上段に下着を一枚多く重ねた武士を配している点と、描かれた
武士たちと髪型や服装の形式と着衣の皺などの描き方が共通しており、一見して何らかの影響関
係にあることが見て取れる。そこで人物描写を詳しく比較すると、「留守政景像」に描かれた武
士たちの方がふくよかで自然な表現がなされており、本図の絵師よりも高い技術を持った絵師の
作品であると判断される。また、「留守政景像」は賛の余白を上部に確保するため、間隔をつめ
て人物を配置している。一方、本図は画面の大きさや余白から着賛を想定していないと判断され
る。そのため、人物同士の間隔がかなり開いており、「留守政景像」に比べて若干間延びした印
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附章３　宝国寺所蔵肖像画について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形大学基盤教育院　講師　佐藤琴
資料名：天童頼澄像
所　蔵：宝国寺
員　数：一幅
品　質：紙本着色
法　量：94.4 × 43.2（本紙）
所　見

　縦長の画面に小紋高麗縁の畳を縦に３段配置し、それぞれに座す４名の武士が描かれている。
最上段の畳のみ両端が描かれており、向かって左を向いた武士が１名安座している。月代は側頭
部にまでおよんでおり、後頭部の低い位置に小さな髷を結っている。顔は色白で面長。目は二重
で鼻は長く大きく、唇は小さく引き結ばれている。豊齢線と顎と唇の間の線が小さく描かれてい
る。中年から初老ぐらいの男性を表していると思われる。白い肌着、金色の下着、黒い無紋の小
袖を重ね、白地に白で菊花らしき地紋が描かれた肩衣と袴を身に着けている。肩衣、小袖ともに
紋が描かれていたと推測されるが、現状では剥落がひどく詳細は不明である。右手に金色の扇を
斜めに持ち、左手は伸ばして膝上に置く。左腰には笄入りの合口造の腰刀を差している。柄は白
鮫包、鞘は黒塗、頭と縁と鐺は金、下緒は青である。武士の左横の畳の上には打刀が置かれてい
る。こちらも柄は白鮫包、鞘は黒塗、頭と縁と鍔と鐺が金、下緒が青である。本紙の痛みが著し
く描線や塗りに欠損が生じている。このため、顔と上半身の輪郭線と髪は後世の稚拙な修理で補
われている。しかし、目・鼻・口は当初の描線と推測される。
　中段と下段の畳は左右の端が画面から見切れている。中段の畳には２名の武士が配置されてい
る。右側の男性は向かって左を向き、両手を膝に置き、正座をしている。髪型は上段の武士と共
通するが、元結には白い紙が巻かれている。顔は若干幅が広く、肉身は赤みを帯びており、壮年
の男性を表していると思われる。白い肌着に、鹿の子による幅の広い横筋を配置した薄い黄土色
の小袖を重ねている。そして、白く広い横筋のある薄鼠色の肩衣と袴を身に着けている。柄と鞘
が黒塗、頭と縁と鍔が金の脇差と扇（剥落が著しく胡粉がわずかに残るのみ。図柄については不
明）を腰に差している。
　中段の左側の武士は向かって右を向いて両手を軽く握って膝に置き、正座している。髪型はこ
れまで見てきた最上段の武士と同じ。顔は頬が高く顎が細い。肌は薄い褐色であり、目は一重、
眉間と目尻に皺が刻まれていることから、老年の男性を表していると思われる。白い肌着に白い
紋（「四方千きり」か？「四つ石」か？）があしらわれた茶色の小袖を身に着け、同じく白い紋（雪
持笹か？）のある朽葉色の肩衣と袴を着用している。腰には柄が白鮫包、鞘が黒塗、頭と縁が金、
下緒が青の脇差と金泥で模様が描かれた扇を差している。
　下段には中段と同じように二人が座れるほどの畳が配置されているが、右側にのみ向かって左
を向いて正座する武士一名が描かれている。髪型はこれまで見てきた人物と同じだが、毛筋を描
くことで頭髪の薄さが表現されている。輪郭は丸く、柔和な顔立ちをしている。目尻と豊齢線の
外側に皺があり、高齢の男性を表していると思われる。白い肌着に薄い水色の小袖を身に着け、
褐色の地に黒で霰紋らしき地紋があしらわれた肩衣と袴を身に着けている。小袖と肩衣には白で
紋が描かれていた痕跡があるが、剥落しているため詳細は不明である。右手で斜めに持った模様
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留守政景と殉死者の像であることと制作年が判明する。宮島新一氏によれば、この作品は殉死者
とともに描かれた大変珍しい肖像画であるという（前掲書）。
　本図は縦に畳を三段配置し、最上段に下着を一枚多く重ねた武士を配している点と、描かれた
武士たちと髪型や服装の形式と着衣の皺などの描き方が共通しており、一見して何らかの影響関
係にあることが見て取れる。そこで人物描写を詳しく比較すると、「留守政景像」に描かれた武
士たちの方がふくよかで自然な表現がなされており、本図の絵師よりも高い技術を持った絵師の
作品であると判断される。また、「留守政景像」は賛の余白を上部に確保するため、間隔をつめ
て人物を配置している。一方、本図は画面の大きさや余白から着賛を想定していないと判断され
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紋（「四方千きり」か？「四つ石」か？）があしらわれた茶色の小袖を身に着け、同じく白い紋（雪
持笹か？）のある朽葉色の肩衣と袴を着用している。腰には柄が白鮫包、鞘が黒塗、頭と縁が金、
下緒が青の脇差と金泥で模様が描かれた扇を差している。
　下段には中段と同じように二人が座れるほどの畳が配置されているが、右側にのみ向かって左
を向いて正座する武士一名が描かれている。髪型はこれまで見てきた人物と同じだが、毛筋を描
くことで頭髪の薄さが表現されている。輪郭は丸く、柔和な顔立ちをしている。目尻と豊齢線の
外側に皺があり、高齢の男性を表していると思われる。白い肌着に薄い水色の小袖を身に着け、
褐色の地に黒で霰紋らしき地紋があしらわれた肩衣と袴を身に着けている。小袖と肩衣には白で
紋が描かれていた痕跡があるが、剥落しているため詳細は不明である。右手で斜めに持った模様
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宝国寺 木造韋駄天立像 

No.A141019005 

安置場所：   
 
法 量(cm) 

像高 19.9 裾張 8.6 最大奥 6.4 
 
形 状    
 兜。彫眼。両手屈臂して胸前に出す（両手先欠失）。襟甲、肩甲、鰭袖、小袖、腰甲、前盾、天

衣、裙、袴を着ける。 
岩座。 
 

品質・構造 
 一木造。ヒノキ材か。彩色。 
 
保存状態  
 右足枘亡失。両手先、両足先欠失。左裙裾欠失。兜一部欠損。塗膜の剥離。 
 
所 見 
 江戸時代後期。 
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宝国寺 木造韋駄天立像 

No.A141019005 

安置場所：   
 
法 量(cm) 

像高 19.9 裾張 8.6 最大奥 6.4 
 
形 状    
 兜。彫眼。両手屈臂して胸前に出す（両手先欠失）。襟甲、肩甲、鰭袖、小袖、腰甲、前盾、天

衣、裙、袴を着ける。 
岩座。 
 

品質・構造 
 一木造。ヒノキ材か。彩色。 
 
保存状態  
 右足枘亡失。両手先、両足先欠失。左裙裾欠失。兜一部欠損。塗膜の剥離。 
 
所 見 
 江戸時代後期。 
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宝国寺 木造聖観音菩薩立像（厨子入） 

No.A141019004 

安置場所： 須弥壇  
 
法 量(cm) 

総高(台座-光背) 41.6 像高 24.6 肘張 7.0 
 
形 状    
 宝冠。毛筋掘り。玉眼。合掌。条帛、天衣、裙、腰布を着ける。両足を開いて立つ。 
台座、光背。 
 

品質・構造 
 漆箔。一木造。 
 
保存状態  
 健常。 
 
銘 文 
 厨子内部に修繕銘あり。 
 本尊修繕時の寄進者名と当時住職名。昭和八年。 
 厨子背面に銘文あり。 
 「観世音菩薩立像/厨子新調寄進者/小松かほよ/大江かつ江/菊地はるの/沖ノ井みいち/平成元年七

月十七日/清晃 代」 
 
所 見 
 江戸時代後期の作。 
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宝国寺 木造聖観音菩薩立像（厨子入） 

No.A141019004 

安置場所： 須弥壇  
 
法 量(cm) 

総高(台座-光背) 41.6 像高 24.6 肘張 7.0 
 
形 状    
 宝冠。毛筋掘り。玉眼。合掌。条帛、天衣、裙、腰布を着ける。両足を開いて立つ。 
台座、光背。 
 

品質・構造 
 漆箔。一木造。 
 
保存状態  
 健常。 
 
銘 文 
 厨子内部に修繕銘あり。 
 本尊修繕時の寄進者名と当時住職名。昭和八年。 
 厨子背面に銘文あり。 
 「観世音菩薩立像/厨子新調寄進者/小松かほよ/大江かつ江/菊地はるの/沖ノ井みいち/平成元年七

月十七日/清晃 代」 
 
所 見 
 江戸時代後期の作。 
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宝国寺 木造聖観音菩薩立像 

No.A141019003 

安置場所： 伝碑堂  
 
法 量(cm) 

総高(台座-光背) 25.4 像高 13.7 
 
形 状    
 宝冠。毛筋掘り。左手屈臂して蓮華を執る。右手屈臂して施無畏印。条帛、天衣、裙、腰布を

着ける。右足を少し開いて立つ。 
 台座、光背。 

 
品質・構造 
 ヒノキ材。一木造。衣漆箔。 
 
保存状態  
 台座と本体は取り外せない。台座格段が動く。裙折り返し正面、腰布右側に欠損。 
 
銘 文 
 台座裏面に銘文あり。 
 「仙臺柳町/佛師/佐藤甚吉/作之/文化拾四年/十一月吉日」 
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宝国寺 木造聖観音菩薩立像 

No.A141019003 

安置場所： 伝碑堂  
 
法 量(cm) 

総高(台座-光背) 25.4 像高 13.7 
 
形 状    
 宝冠。毛筋掘り。左手屈臂して蓮華を執る。右手屈臂して施無畏印。条帛、天衣、裙、腰布を

着ける。右足を少し開いて立つ。 
 台座、光背。 

 
品質・構造 
 ヒノキ材。一木造。衣漆箔。 
 
保存状態  
 台座と本体は取り外せない。台座格段が動く。裙折り返し正面、腰布右側に欠損。 
 
銘 文 
 台座裏面に銘文あり。 
 「仙臺柳町/佛師/佐藤甚吉/作之/文化拾四年/十一月吉日」 
 

八幡村2-5-責[368-398].indd   383 2015/06/10   16:32:55



13

正面

背面正面

Ｎｏ．Ａ 141019002

12

 

宝国寺 鉄造懸仏（桜木観音） 

No.A141019002 

安置場所： 須弥壇上  
 
法 量(cm) 

左右最大幅 17.4 縁厚 0.7 最大高(現状) 18.3 
像高(最大) 9.7 像幅(最大) 4.1 像厚(最大 台座) 2.7 
 48.3 髪際高 36.8 頂‐顎 19.8 

 
形 状    
 左肩に鐶の跡。周縁を高く造る。中央に像を置く。 
 像は頭頂に突起を付ける。頭部は正面に山形の冠か。面相は不明。左手屈臂して、胸前で持物

を執る。右手屈臂して胸前にあげる。衣、裙を着ける（左袖を見せる）。腰を右に捻って立つ。像

種は不明であるが、神将形像か（あるいは毘沙門天像か）。 
 

品質・構造 
 鉄製。一鋳。 
 
保存状態  
 左上方を欠損。像手先欠損。全体的に錆が発生する。 
 木製の台座に嵌め込み、厨子内にて保管される。 
 
所 見 
 室町時代か。 
 本地仏の懸仏。 
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宝国寺 鉄造懸仏（桜木観音） 

No.A141019002 

安置場所： 須弥壇上  
 
法 量(cm) 

左右最大幅 17.4 縁厚 0.7 最大高(現状) 18.3 
像高(最大) 9.7 像幅(最大) 4.1 像厚(最大 台座) 2.7 
 48.3 髪際高 36.8 頂‐顎 19.8 

 
形 状    
 左肩に鐶の跡。周縁を高く造る。中央に像を置く。 
 像は頭頂に突起を付ける。頭部は正面に山形の冠か。面相は不明。左手屈臂して、胸前で持物

を執る。右手屈臂して胸前にあげる。衣、裙を着ける（左袖を見せる）。腰を右に捻って立つ。像

種は不明であるが、神将形像か（あるいは毘沙門天像か）。 
 

品質・構造 
 鉄製。一鋳。 
 
保存状態  
 左上方を欠損。像手先欠損。全体的に錆が発生する。 
 木製の台座に嵌め込み、厨子内にて保管される。 
 
所 見 
 室町時代か。 
 本地仏の懸仏。 
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宝国寺 木造聖観音菩薩坐像 

No.A141019001 

安置場所： 須弥壇上  
 
法 量(cm) 

像高 48.3 髪際高 36.8 頂‐顎 19.8 
面幅 7.6 耳張 10.4 面長 8.4 
面奥 11.2 胸厚(右) 10.0 上膊最大奥 25.3 
腹厚(中央) 12.6 膝張(右) 7.0 坐奥(裳先含) 25.6 
膝高(右) 7.0 膝奥 22.5 体幹部材幅 14.6 

 
形 状    
本尊。垂髪。天冠台彫出（紐一条）。白毫相。彫眼。耳朶貫通。三道彫出。覆肩衣、衲衣を着け

る。左手屈臂して前に出し、蓮茎を執る。右手屈臂して前に出し、第一指、二指を捻ずる。右足

を上にして結跏趺坐する。 
 

品質・構造 
 頭体幹部は耳後ろ通る線で前後二材矧ぎ付け。内刳あり。髪部別材矧ぎ付け。 
 左肩以下肘下まで一材矧ぎ付け。左肘以下三角材矧ぎ付け。右肩以下肘下まで一材矧ぎ付け。

右肘以下三角材別材矧ぎ付け。左肘前膊袖口一材矧ぎ付け。手首先別材矧ぎ付け。右肘前膊袖口

一材矧ぎ付け。手首先別材矧ぎ付け。 
 両脚部別材矧ぎ付け。 
後補部は以下の通り。髪部、両耳朶、右耳上部、後頭部蓋板、身体背面背板、両肘以下部材、

両腰奥三角材、裳先部。座面布貼り、現状表面仕上げ。 
  
保存状態  
 状態は健常。三代ほど前の住職の時に彩色の塗り替えを行った。 
 
所 見 
1．腹前で衲衣を 3 回折り返し、また、覆肩衣を 1 回折り返すという珍しい装飾的なデザインは、

宋風様式の影響か。さらに、衲衣正面に紐を垂らすことも、内衣の紐の表現の写し誤りか。 
2．面相は卵形であるがやや角張り、上半身は箱型の体型をとなる。 
3．左肩を覆う衲衣と右肩を覆う覆肩衣の大きさが等しくなる形式 

以上から、南北朝から室町時代の制作（14 世紀後半）か。 
元はあるいは宝冠釈迦如来坐像か。 
 
 

八幡村2-5-責[368-398].indd   386 2015/06/10   16:32:56



11

正面 背面

左側面 右側面

上面 底面

Ｎｏ．Ａ 141019001

10

宝国寺 木造聖観音菩薩坐像 

No.A141019001 

安置場所： 須弥壇上  
 
法 量(cm) 

像高 48.3 髪際高 36.8 頂‐顎 19.8 
面幅 7.6 耳張 10.4 面長 8.4 
面奥 11.2 胸厚(右) 10.0 上膊最大奥 25.3 
腹厚(中央) 12.6 膝張(右) 7.0 坐奥(裳先含) 25.6 
膝高(右) 7.0 膝奥 22.5 体幹部材幅 14.6 

 
形 状    

本尊。垂髪。天冠台彫出（紐一条）。白毫相。彫眼。耳朶貫通。三道彫出。覆肩衣、衲衣を着け

る。左手屈臂して前に出し、蓮茎を執る。右手屈臂して前に出し、第一指、二指を捻ずる。右足

を上にして結跏趺坐する。 
 

品質・構造 
 頭体幹部は耳後ろ通る線で前後二材矧ぎ付け。内刳あり。髪部別材矧ぎ付け。 
 左肩以下肘下まで一材矧ぎ付け。左肘以下三角材矧ぎ付け。右肩以下肘下まで一材矧ぎ付け。

右肘以下三角材別材矧ぎ付け。左肘前膊袖口一材矧ぎ付け。手首先別材矧ぎ付け。右肘前膊袖口

一材矧ぎ付け。手首先別材矧ぎ付け。 
 両脚部別材矧ぎ付け。 
後補部は以下の通り。髪部、両耳朶、右耳上部、後頭部蓋板、身体背面背板、両肘以下部材、

両腰奥三角材、裳先部。座面布貼り、現状表面仕上げ。 
  
保存状態  
 状態は健常。三代ほど前の住職の時に彩色の塗り替えを行った。 
 
所 見 
1．腹前で衲衣を 3 回折り返し、また、覆肩衣を 1 回折り返すという珍しい装飾的なデザインは、

宋風様式の影響か。さらに、衲衣正面に紐を垂らすことも、内衣の紐の表現の写し誤りか。 
2．面相は卵形であるがやや角張り、上半身は箱型の体型をとなる。 
3．左肩を覆う衲衣と右肩を覆う覆肩衣の大きさが等しくなる形式 

以上から、南北朝から室町時代の制作（14 世紀後半）か。 
元はあるいは宝冠釈迦如来坐像か。 
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不磷寺 木造韋駄天立像 

No.A141026002 

安置場所： 不磷寺廊下祭壇  
 
法 量(cm) 

像高 24.4 最大幅(袖張) 14.1 最大奥(手-背中) 7.9 
台座高 13.1 台座幅(最大) 18.0 台座奥 13.0 

 
形 状    
兜、襟甲、肩甲、胸甲、鰭袖、小袖。両手を胸前で合わせる。腰甲、前盾、天衣、裙、袴。沓

を履き、両足を揃えて立つ。 
 

品質・構造 
 頭体一材。背面部一材矧ぎ付け。古色。像底に枘穴をあける。 
 
保存状態  
 健常。 
 
所 見 
 江戸時代末期の制作。 
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不磷寺 木造韋駄天立像 

No.A141026002 

安置場所： 不磷寺廊下祭壇  
 
法 量(cm) 

像高 24.4 最大幅(袖張) 14.1 最大奥(手-背中) 7.9 
台座高 13.1 台座幅(最大) 18.0 台座奥 13.0 

 
形 状    

兜、襟甲、肩甲、胸甲、鰭袖、小袖。両手を胸前で合わせる。腰甲、前盾、天衣、裙、袴。沓

を履き、両足を揃えて立つ。 
 

品質・構造 
 頭体一材。背面部一材矧ぎ付け。古色。像底に枘穴をあける。 
 
保存状態  
 健常。 
 
所 見 
 江戸時代末期の制作。 
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5

附章２　仏像及び懸仏

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　東北芸術工科大学　　長坂一郎　　岡田　靖　　石井紀子

不磷寺 木造地蔵菩薩坐像 

No.A141026001 

安置場所： 不磷寺須弥壇  
 
法 量(cm) 

像高 34.5 頂‐顎 10.4 面幅 6.8 
耳張 8.7 面奥 7.8 胸厚(中央) 9.0 
腹厚(衣上・中央) 11.7 坐奥(最大) 19.7 肘張 21.4 
膝張 26.5 膝高(右) 4.9   
光背高(頂-枘下) 73.6 光背幅(最大) 40.9 光背厚(光脚) 1.4 
台座高 40.7 台座幅(最大) 43.5 台座奥(最大) 43.3 

 
形 状    

円頂、白毫相、彫眼、耳朶不貫、首に二道。胸飾、内衣、覆肩衣、衲衣。衲衣は左肩を覆い、

右腋から再び左肩にかけ、端は右肩を少し覆う。左手屈臂して前に出し、左膝上で五指を丸めて

宝珠を執る。右手屈臂して前に出し、五指を丸めて錫杖を執る。結跏趺坐する。 
 

品質・構造 
 一木丸彫り。両手先別材（後）。現状彩色（近年仙台市の仏具店が行った）。底面布貼り（後補）。 
 
保存状態  
 近年修理され、状態は健常。 
 
所 見 

 現状、近年の補修により面相部が削られ、頬が痩せ、目、口等も形が変わる。白毫も新たに

作られる。また、衣の縁、内衣等も新たに造形させている。ただし、補修前の写真によると、素

地の色は古色で、面相は四角く、目、口の表現は引き締まり、古作のように思われる。 
像の形態からみると頭部が大きく、上半身は角形で小さい。また腹部は厚みがあるものの面奥

は浅い。体形からみると室町時代後期ころか。さらに覆肩衣の右腹部のたくし込み部のたわみ部

の表現や、右袖右側の衣のたわみは軟らかく、左耳の表現も丁寧である。 
以上から制作は 16 世紀後半、室町時代後半と思われる。 
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　平面形状は、三方高縁に脇障子を施すが、高欄は無い。本殿内部は一間四方で背後に半間の突
出部を設け、二室の祭室を設けている。それぞれに板扉を設けている。この突出部は後補であり、
円柱間は板壁であった。板壁より内側に一尺の所の上部に小壁が残存しており、元々の祭室のこ
この部分に設けられていたと考えられる。
　現社殿の細部意匠は、向拝水引虹梁など改変されている部分が多い。本殿内部の蟇股や斗栱は
一八世紀中期頃の意匠を残す、寛延期の意匠と考えられる。則ち、寛延期に再興造営され、その
後屋根葺替えなどの保全修理が繰り返され、太平洋戦争末期の移築に伴い、軸部などに大きな改
変を加え現状に至っていると考えられる。
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　内部は、東西の柱列により南北に二分されているが、内部仕切りの建具は設けられてれない。
奥の間中央から幣殿に降り本殿に至る。この中央間の丸柱には板壁の痕跡は無い。前後の部屋と
もに、床は畳敷き、天井は棹縁天井であり、中央の柱列の真中の間には虹梁が架される。さらに、
柱上部には頭貫、更に台輪が施されている。その上部に中備えとして３間とも透かし蟇股を付す
が、板壁の小壁裏側には施されていない。
　現在の拝殿は、背面中央に一間ほどの突出部を持った本殿建築である。また、建築細部意匠の
様式は、江戸末期の非常に優れた立体彫刻を施した意匠であると看取される。江戸後期安永期の
文書の規模形状に合致するが、現在の拝殿を特徴づける建築意匠は、それより降った幕末期の建
物であると考えられる。

２　喜太郎稲荷神社本殿（図２参照）

（多賀城市八幡２－７）
　旧八幡城下の東西の通りの不磷寺脇の小路を北方へ登った丘陵に現在の社地がある。もともと
は、八幡村の天童氏（準一家、知行 134 貫 767 文、在所拝領）城下の丘陵部「臺」に喜太郎稲
荷神社と八幡神社社地があった。社殿は喜太郎稲荷神社本殿のみ現存する。但し、本殿内部の奥
に二室の祭殿が設けられており、向かって左（南側）に八幡宮の扁額が納められていた。また、
八幡神社棟札５枚と喜太郎稲荷神社棟札７枚も納められていた。喜太郎稲荷神社は八幡在所地頭
の天童氏の氏神として、同氏が羽州天童を居城としていた頃から祀っている（現在も山形県天童
市の舞鶴山に小路喜太郎稲荷神社が遺る）。八幡神社が喜太郎稲荷神社に合祀された経緯は不明
である。
　現在の社殿は本殿のみ単立で東面し建っている。
　『八幡村風土記御用書出』（宮城県史所収）には、

「  一、天童神社一、小名久蔵様御拝領地之内臺
　一、勧請久蔵様御先祖羽州天童御居城之節御勧請
　　　被成置慶長年中當村御在所御拝領之節御遷宮之
　　　由申傳候事
△一、社地一、社辰巳向壹間作
　一、鳥居辰巳向
　一、長床辰巳向竪四間横弐間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下略）」とある。
　「辰巳向壹間作」の記事は、現状の本殿の規模と同一と考えられる。喜太郎稲荷神社本殿に関
する藩政期棟札は５枚で、造営棟札１枚（寛延 4 年 (1751)、大工仙臺新傳馬丁勘四郎）と修理（屋
根替）棟札２枚（天保 13 年、安政 3 年）、造営・修理内容不明他２枚（宝暦 9 年、文政 11 年）
近代以後は屋根替棟札が２枚（明治 7 年、昭和 58 年）。また、太平洋戦争末期の記録を示す棟
札はない。
　次に実測調査を基に、建築史および意匠の面から所見を述べたい。
一間社流造、屋根は銅板葺き。妻飾りは、豕扠首で鏑懸魚を吊す。二軒繁垂木。大斗舟肘木で中
備は無い。さらに頭貫木鼻は矩形のままで繰形が無い。向拝部と入側は、虹梁で繋ぐ。水引虹梁
と同平面象木鼻は正面にのみ繰り形を施し、背面は省略されている。水引虹梁上の蟇股は、本殿
内部の蟇股の形状とは若干異なっているが同時期の意匠と考えられる。

2

には西向きの石造鳥居と南向きの木造鳥居が描かれている。
　また図中の記述には
　「社殿神殿附戸造リ屋根ハ柿葺彫刻ナシ長禄三年十二月改造後文政七年安政三年明治三十九年
修復ス坪数弐坪
拝殿母屋造屋根柿葺彫刻蛙又ハ龍桁梁雲龍獅鶴ニ松籠刻舛組ハ出組彩色ナシ坪数七坪二合神饌所
二坪五合参集所三坪七合五夕長床十三坪七合五夕社務所十三坪七合五夕」
　これらを見ると、古くから「本殿」は、現拝殿の規模と同じと考えられ、屋根葺き材が茅葺き
から柿葺きそして、現在の銅板葺きに替わったことが判る。
次に現状の拝殿の実測調査を基に、建築史および意匠の面から所見を述べたい。
拝殿の平面形状は、桁行き三間、梁行き二間で、実寸は、正面と背面の中央の間が七尺七寸五分、
その他の柱間は約六尺三寸と考えられる。３方に切り目縁を施し、擬宝珠高欄を設ける。脇障子
を左右に配置する。正面中央に向拝部を付し、木階段を設ける。屋根は、入母屋銅版葺きであり、
妻飾りは虹梁大瓶束。懸魚は、東西の妻とも現在欠落している。
柱は直径約八寸の円柱であり、正面の４本は欅材である。壁は、横嵌め板壁であり、頭貫、内法
長押、地覆長押で軸組を固める。
　組み物は二手先で、軒支輪はレリーフを施した板支輪である。二軒で繁垂木。中備えは透かし
蟇股に雲紋や水紋などの立体彫刻を施すが、背面だけは平面的な透かし蟇股。これら蟇股は、外
部にだけ施され、板壁の小壁を挟んだ内部には無い。即ち、本来の構造材では無く、装飾材である。
正面の両脇の間は格子戸、中央の間は両折の桟唐戸とガラス戸が二重に設けられている。正面に、
一間の向拝を設けるが、拝殿入側柱列との繋ぎ梁は無く、立体彫刻の手挟を向拝柱上部組物に架
すのみ。この向拝水引虹梁は、二重に虹梁が架され、下段の木鼻は獅子頭、上段の木鼻は龍頭で
あり、それぞれ、立体彫刻。上下の虹梁の間には龍彫刻が、そして上部の虹梁上には、現在一部
欠落しているが立体彫刻を施した蟇股が置かれる。

第１図　八幡神社配置図・平面図
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附章１　神社建築遺構の実測調査結果について

東北工業大学ライフデザイン学部安全安心生活デザイン学科　教授　小山祐司

１　八幡神社拝殿（図１参照）

（多賀城市宮内１－２－ 50）
神社参道が東西に走り、その北側の殆ど起伏の無い平坦な地に神社境内が設けられている。東日
本大震災による、地震と津波被害を受け、社殿以外は倒壊・流失の被害を受けた。境内の杜も殆
ど伐採され、往年の鎮守の杜の面影はない。しかしながら、境内内の諸施設は、徐々に復旧再建
されつつある。
当該八幡神社は、創建は延暦年中とされ、古館と呼ばれる現在の市内八幡の末の松山付近にあっ
た。その後、建保年中に現在の地、宮内に遷宮された。太平洋戦争末期の昭和 18 年頃、海軍工
廠建設に伴い、八幡字窪地内に移築した。戦後になり再び、ここ旧地に戻る。移転の経緯は不詳
である。
現社殿は、本殿、幣殿、拝殿が連結した形状であり、南面して建つ。本殿と幣殿部分はかなり新
しい建物であり、昭和 35 年に増築されたものと考えられる（境内碑伝）。従って、現在の拝殿
の建物が元来の「本殿」である。
安永三年（1774）九月宮城郡陸方八幡村仮肝入栄吉が記した『八幡村風土記御用書出』（宮城県
史所収）には、

「  一、村鎮守
　一、八幡社当所ニ而ハ沖八幡と申唱候事
　一、小名宮内（中略）
　一、社地竪八拾弐間横百間
　一、社南向三間作
　一、鐘楼竪壱間横壱間（中略）
　一、鳥居南向
　一、長床竪五間半横弐間（中略）
　一、別当当村真言宗末松山磐（ﾏﾏ）若寺
　　　　　　　　　　　　　　　　（以下略）」とある。
　「南向三間作」の記事は、現状の拝殿の規模と同一と考えられるが、建築細部意匠は、安永期
よりも降る様式で新しい。
　安永期以前の社殿規模を記す資料として、明治 40（1907）年の『神社由緒調』の「宮城郡多
賀城村八幡名月壇郷社八幡神社」項目の「別当般若寺ノ條ニ（前略）藤塚氏ノ古記録ニ曰ク（中略）
奉造立八幡宮社萱葺三間二面宝殿（中略）長禄三大才巳卯八月十三日（後略）」と棟札と思われ
る記録が記されている。当時の建物規模を示す間面記法による記述と考えると茅葺きの梁行２間
で桁行き３間に、前後に庇を付した建物であると考えられる。このとき、前後の庇とは、背後に
約１間四方の突出を付し、御本尊・御神体を安置し、前には向拝を付したとも考えられる。また、
同文書には、明治期の境内や建物規模の記述や境内図が記載されている。境内図の拝殿には、梁
行方向に「二間一尺」、桁行方向に「三間二尺」、背後の突出部分に幅「七尺」、奥行「七尺五寸」
添え書きが施されている。この数値は今回の実測調査で得られた数値と近似している。更に参道
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